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第１章 測量業務積算基準

第１節 測量業務積算基準
１－１ 適用範囲

この積算基準は，測量業務に適用する。

１－２ 実施計画

測量業務の実施計画を策定する場合，当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況につい

て調査し，利用できる測量成果等の活用を図ることにより，測量の重複を避けるよう努めるものとする。

これらについての掌握及び助言は国土地理院が行っている。

１－３ 測量業務費

１－３－１ 測量業務費の構成

人件費等

材 料 費

機械経費

直 接 測 量 費 旅費交通費

直接経費 基地関係費

安 全 費

測量作業費 そ の 他

精度管理費

技術管理費

成果検定費

間 接 測 量 費

測量業務価格 諸 経 費

一般管理費等

測量業務費 測量調査費

消費税相当額

１－３－２ 測量業務費構成費目の内容

１．測量作業費

測量作業費は，一般的な測量作業に要する費用である。

(1) 直接測量費

直接測量費は，次の各項目について計上する。

① 人件費等

(a) 直接人件費

当該測量作業に従事する技術者の人件費である。なお，名称及びその基準日額等は，別途

定める。

(b) 賃金

賃金は，当該測量作業を実施するのに要する労務の費用である。

② 材料費

材料費は，当該測量作業を実施するのに要する材料の費用である。
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③ 機械経費

機械経費は，当該測量作業に使用する機械に要する費用である。その算定は，「請負工事機械経

費積算要領」に基づいて積算するものを除き，別途定める測量機械損料等算定表による。

④ 直接経費

(a) 旅費交通費

当該測量作業に従事する者に係る旅費・交通費であり，「参考資料」第１編第２章第１節１－

３旅費交通費に準じて積算する。

ただし，空中写真測量の場合は撮影に関する者の往復交通費は，本拠飛行場から撮影基地まで

とする。操縦及び整備に関する者の往復交通費は計上しない。

(b) 基地関係費

基地関係費は，測量作業を実施するための基地設置又は使用に要する費用である。

(c) 安全費

安全費は測量作業における安全対策に要する費用である。

(d) その他

器材運搬，伐木補償，車借上料等に要する費用を計上する。

⑤ 技術管理費

(a) 精度管理費

精度管理費は，当該測量作業の精度を確保するために行う検測，精度管理表の作成及び機械器

具の検定等の費用である。

(b) 成果検定費

成果検定費は，測量成果の検定を行うための費用である。

また，成果検定費は諸経費率算定の対象額としない。

(2) 間接測量費

間接測量費は，動力用水光熱費，その他の費用で，直接測量費で積算された以外の費用及び登記記

録調査（登記手数料は含まない），図面トレース等の専門業に外注する場合に必要となる間接的な経

費，業務実績の登録等に要する費用である。

なお，間接測量費は，一般管理費等を合わせて，諸経費として計上する。

(3) 一般管理費等

一般管理費等は，一般管理費及び付加利益よりなる。

① 一般管理費

一般管理費は当該測量作業を実施する企業の経費であって，役員報酬，従業員給与手当，退職金，

法定福利費，福利厚生費，事務用品費，通信交通費，動力用水光熱費，広告宣伝費，交際費，寄付

金，地代家賃，減価償却費，租税公課，保険料，雑費等を含む。

② 付加利益

付加利益は，当該測量作業を実施する企業を，継続的に運営するのに要する費用であって，法人

税，地方税，株主配当金，内部留保金，支払利息及び割引料，支払保証料その他の営業外費用等を

含む。

２．測量調査費

測量調査費は，宇宙技術を用いた測量等の難度の高い測量業務について行う調査・計画及び測量デー

タを用いた解析等高度な技術力を要する業務を実施する費用である。

３．消費税相当額

消費税相当額は，消費税相当分とする。

1-1-2
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１－４ 測量業務費の積算方式

１－４－１ 測量業務費

測量業務費は，次の積算方式によって積算するものとする。

測量業務費＝(測量作業費)＋(測量調査費)＋(消費税相当額)

＝｛(測量作業費)＋(測量調査費)｝×｛1＋(消費税率)｝

１．測量作業費

測量作業費＝（直接測量費）＋（間接測量費）＋（一般管理費等）

＝（直接測量費）＋（諸経費）

＝｛（直接測量費）－（成果検定費）｝×｛１＋（諸経費率）｝

＋（成果検定費）

２．諸経費

測量作業費に係る諸経費は，別表第１又は別表第２により直接測量費（成果検定費を除く）毎に

求められた諸経費率を，当該直接測量費（成果検定費を除く）に乗じて得た額とする。

３．測量調査費

測量調査費については，「設計業務等積算基準」による。なお， 測量調査についての運用は別表

別表第１

（１）諸経費率標準値

直 接 測 量 費 １億円を

50万円以下 50万円を超え１億円以下

（成果検定費を除く） 超えるもの

（２）の算出式により求めら

れた率とする。ただし，変数

適 用 区 分 等 下記の率とする 値は下記による。 下記の率とする

Ａ ｂ

率 又 は 変 数 値 87.8％ 462.5 －0.1266 44.9％

（２）算出式

ｚ＝ Ａ × Ｘｂ

ただし，ｚ：諸 経 費 率 （単位：％）

Ｘ：直接測量費（単位：円）［成果検定費を除く。］

Ａ，ｂ：変数値

（注）諸経費率の値は，小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下１位止めとする。

89637
タイプライターテキスト

89637
タイプライターテキスト

89637
タイプライターテキスト

89637
ノート注釈
89637 : Completed

89637
タイプライターテキスト

89637
タイプライターテキスト
第3による。
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別表第２

測 量 作 業 諸 経 費 率 早 見 表

Ａ＝ ｂ＝ ６枚中１枚

462.5 -0.1266

直 接 測 量 費 諸経費率 直 接 測 量 費 諸経費率

(千円)より (千円)まで （％） (千円)より (千円)まで （％）

0－ 503 87.8 721－ 727 83.8

504－ 507 87.7 728－ 734 83.7

508－ 512 87.6 735－ 741 83.6

513－ 517 87.5 742－ 748 83.5

518－ 521 87.4 749－ 755 83.4

522－ 526 87.3 756－ 762 83.3

527－ 531 87.2 763－ 770 83.2

532－ 536 87.1 771－ 777 83.1

537－ 541 87.0 778－ 785 83.0

542－ 546 86.9 786－ 792 82.9

547－ 551 86.8 793－ 800 82.8

552－ 556 86.7 801－ 807 82.7

557－ 561 86.6 808－ 815 82.6

562－ 566 86.5 816－ 823 82.5

567－ 571 86.4 824－ 831 82.4

572－ 576 86.3 832－ 839 82.3

577－ 582 86.2 840－ 847 82.2

583－ 587 86.1 848－ 855 82.1

588－ 592 86.0 856－ 864 82.0

593－ 598 85.9 865－ 872 81.9

599－ 603 85.8 873－ 880 81.8

604－ 609 85.7 881－ 889 81.7

610－ 615 85.6 890－ 898 81.6

616－ 620 85.5 899－ 906 81.5

621－ 626 85.4 907－ 915 81.4

627－ 632 85.3 916－ 924 81.3

633－ 638 85.2 925－ 933 81.2

639－ 644 85.1 934－ 942 81.1

645－ 650 85.0 943－ 951 81.0

651－ 656 84.9 952－ 961 80.9

657－ 662 84.8 962－ 970 80.8

663－ 668 84.7 971－ 980 80.7

669－ 675 84.6 981－ 989 80.6

676－ 681 84.5 990－ 999 80.5

682－ 687 84.4 1,000－ 1,009 80.4

688－ 694 84.3 1,010－ 1,019 80.3

695－ 700 84.2 1,020－ 1,029 80.2

701－ 707 84.1 1,030－ 1,039 80.1

708－ 714 84.0 1,040－ 1,050 80.0

715－ 720 83.9 1,051－ 1,060 79.9

（注）この表における直接測量費は成果検定費を除いたものである。
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別表第２

測 量 作 業 諸 経 費 率 早 見 表

Ａ＝ ｂ＝ ６枚中２枚

462.5 -0.1266

直 接 測 量 費 諸経費率 直 接 測 量 費 諸経費率

(千円)より (千円)まで （％） (千円)より (千円)まで （％）

1,061－ 1,071 79.8 1,592－ 1,608 75.8

1,072－ 1,081 79.7 1,609－ 1,625 75.7

1,082－ 1,092 79.6 1,626－ 1,642 75.6

1,093－ 1,103 79.5 1,643－ 1,659 75.5

1,104－ 1,114 79.4 1,660－ 1,677 75.4

1,115－ 1,125 79.3 1,678－ 1,694 75.3

1,126－ 1,137 79.2 1,695－ 1,712 75.2

1,138－ 1,148 79.1 1,713－ 1,730 75.1

1,149－ 1,159 79.0 1,731－ 1,749 75.0

1,160－ 1,171 78.9 1,750－ 1,767 74.9

1,172－ 1,183 78.8 1,768－ 1,786 74.8

1,184－ 1,195 78.7 1,787－ 1,805 74.7

1,196－ 1,207 78.6 1,806－ 1,824 74.6

1,208－ 1,219 78.5 1,825－ 1,844 74.5

1,220－ 1,232 78.4 1,845－ 1,863 74.4

1,233－ 1,244 78.3 1,864－ 1,883 74.3

1,245－ 1,257 78.2 1,884－ 1,903 74.2

1,258－ 1,269 78.1 1,904－ 1,924 74.1

1,270－ 1,282 78.0 1,925－ 1,944 74.0

1,283－ 1,295 77.9 1,945－ 1,965 73.9

1,296－ 1,309 77.8 1,966－ 1,986 73.8

1,310－ 1,322 77.7 1,987－ 2,008 73.7

1,323－ 1,336 77.6 2,009－ 2,030 73.6

1,337－ 1,349 77.5 2,031－ 2,051 73.5

1,350－ 1,363 77.4 2,052－ 2,074 73.4

1,364－ 1,377 77.3 2,075－ 2,096 73.3

1,378－ 1,391 77.2 2,097－ 2,119 73.2

1,392－ 1,406 77.1 2,120－ 2,142 73.1

1,407－ 1,420 77.0 2,143－ 2,165 73.0

1,421－ 1,435 76.9 2,166－ 2,189 72.9

1,436－ 1,450 76.8 2,190－ 2,213 72.8

1,451－ 1,465 76.7 2,214－ 2,237 72.7

1,466－ 1,480 76.6 2,238－ 2,261 72.6

1,481－ 1,495 76.5 2,262－ 2,286 72.5

1,496－ 1,511 76.4 2,287－ 2,311 72.4

1,512－ 1,526 76.3 2,312－ 2,337 72.3

1,527－ 1,542 76.2 2,338－ 2,362 72.2

1,543－ 1,558 76.1 2,363－ 2,388 72.1

1,559－ 1,575 76.0 2,389－ 2,415 72.0

1,576－ 1,591 75.9 2,416－ 2,441 71.9

（注）この表における直接測量費は成果検定費を除いたものである。
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別表第２

測 量 作 業 諸 経 費 率 早 見 表

Ａ＝ ｂ＝ ６枚中３枚

462.5 -0.1266

直 接 測 量 費 諸経費率 直 接 測 量 費 諸経費率

(千円)より (千円)まで （％） (千円)より (千円)まで （％）

2,442－ 2,468 71.8 3,839－ 3,883 67.8

2,469－ 2,496 71.7 3,884－ 3,929 67.7

2,497－ 2,523 71.6 3,930－ 3,975 67.6

2,524－ 2,551 71.5 3,976－ 4,022 67.5

2,552－ 2,580 71.4 4,023－ 4,069 67.4

2,581－ 2,609 71.3 4,070－ 4,118 67.3

2,610－ 2,638 71.2 4,119－ 4,166 67.2

2,639－ 2,667 71.1 4,167－ 4,216 67.1

2,668－ 2,697 71.0 4,217－ 4,266 67.0

2,698－ 2,727 70.9 4,267－ 4,316 66.9

2,728－ 2,758 70.8 4,317－ 4,368 66.8

2,759－ 2,789 70.7 4,369－ 4,420 66.7

2,790－ 2,820 70.6 4,421－ 4,472 66.6

2,821－ 2,852 70.5 4,473－ 4,526 66.5

2,853－ 2,884 70.4 4,527－ 4,580 66.4

2,885－ 2,917 70.3 4,581－ 4,635 66.3

2,918－ 2,950 70.2 4,636－ 4,690 66.2

2,951－ 2,983 70.1 4,691－ 4,747 66.1

2,984－ 3,017 70.0 4,748－ 4,804 66.0

3,018－ 3,051 69.9 4,805－ 4,862 65.9

3,052－ 3,086 69.8 4,863－ 4,921 65.8

3,087－ 3,121 69.7 4,922－ 4,980 65.7

3,122－ 3,157 69.6 4,981－ 5,041 65.6

3,158－ 3,193 69.5 5,042－ 5,102 65.5

3,194－ 3,230 69.4 5,103－ 5,164 65.4

3,231－ 3,267 69.3 5,165－ 5,227 65.3

3,268－ 3,304 69.2 5,228－ 5,290 65.2

3,305－ 3,342 69.1 5,291－ 5,355 65.1

3,343－ 3,381 69.0 5,356－ 5,420 65.0

3,382－ 3,420 68.9 5,421－ 5,487 64.9

3,421－ 3,459 68.8 5,488－ 5,554 64.8

3,460－ 3,499 68.7 5,555－ 5,622 64.7

3,500－ 3,540 68.6 5,623－ 5,691 64.6

3,541－ 3,581 68.5 5,692－ 5,762 64.5

3,582－ 3,622 68.4 5,763－ 5,833 64.4

3,623－ 3,664 68.3 5,834－ 5,905 64.3

3,665－ 3,707 68.2 5,906－ 5,978 64.2

3,708－ 3,750 68.1 5,979－ 6,052 64.1

3,751－ 3,794 68.0 6,053－ 6,127 64.0

3,795－ 3,838 67.9 6,128－ 6,203 63.9

（注）この表における直接測量費は成果検定費を除いたものである。
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別表第２

測 量 作 業 諸 経 費 率 早 見 表

Ａ＝ ｂ＝ ６枚中４枚

462.5 -0.1266

直 接 測 量 費 諸経費率 直 接 測 量 費 諸経費率

(千円)より (千円)まで （％） (千円)より (千円)まで （％）

6,204－ 6,281 63.8 10,342－ 10,479 59.8

6,282－ 6,359 63.7 10,480－ 10,618 59.7

6,360－ 6,438 63.6 10,619－ 10,760 59.6

6,439－ 6,519 63.5 10,761－ 10,904 59.5

6,520－ 6,601 63.4 10,905－ 11,050 59.4

6,602－ 6,684 63.3 11,051－ 11,198 59.3

6,685－ 6,768 63.2 11,199－ 11,348 59.2

6,769－ 6,853 63.1 11,349－ 11,501 59.1

6,854－ 6,939 63.0 11,502－ 11,656 59.0

6,940－ 7,027 62.9 11,657－ 11,813 58.9

7,028－ 7,116 62.8 11,814－ 11,973 58.8

7,117－ 7,206 62.7 11,974－ 12,135 58.7

7,207－ 7,298 62.6 12,136－ 12,300 58.6

7,299－ 7,391 62.5 12,301－ 12,467 58.5

7,392－ 7,485 62.4 12,468－ 12,637 58.4

7,486－ 7,580 62.3 12,638－ 12,810 58.3

7,581－ 7,677 62.2 12,811－ 12,985 58.2

7,678－ 7,776 62.1 12,986－ 13,162 58.1

7,777－ 7,875 62.0 13,163－ 13,343 58.0

7,876－ 7,976 61.9 13,344－ 13,526 57.9

7,977－ 8,079 61.8 13,527－ 13,712 57.8

8,080－ 8,183 61.7 13,713－ 13,901 57.7

8,184－ 8,289 61.6 13,902－ 14,093 57.6

8,290－ 8,396 61.5 14,094－ 14,288 57.5

8,397－ 8,505 61.4 14,289－ 14,486 57.4

8,506－ 8,615 61.3 14,487－ 14,687 57.3

8,616－ 8,727 61.2 14,688－ 14,891 57.2

8,728－ 8,840 61.1 14,892－ 15,099 57.1

8,841－ 8,956 61.0 15,100－ 15,310 57.0

8,957－ 9,072 60.9 15,311－ 15,524 56.9

9,073－ 9,191 60.8 15,525－ 15,741 56.8

9,192－ 9,312 60.7 15,742－ 15,962 56.7

9,313－ 9,434 60.6 15,963－ 16,186 56.6

9,435－ 9,558 60.5 16,187－ 16,414 56.5

9,559－ 9,683 60.4 16,415－ 16,645 56.4

9,684－ 9,811 60.3 16,646－ 16,881 56.3

9,812－ 9,941 60.2 16,882－ 17,120 56.2

9,942－ 10,072 60.1 17,121－ 17,362 56.1

10,073－ 10,206 60.0 17,363－ 17,609 56.0

10,207－ 10,341 59.9 17,610－ 17,860 55.9

（注）この表における直接測量費は成果検定費を除いたものである。
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別表第２

測 量 作 業 諸 経 費 率 早 見 表

Ａ＝ ｂ＝ ６枚中５枚

462.5 -0.1266

直 接 測 量 費 諸経費率 直 接 測 量 費 諸経費率

(千円)より (千円)まで （％） (千円)より (千円)まで （％）

17,861－ 18,114 55.8 32,124－ 32,616 51.8

18,115－ 18,373 55.7 32,617－ 33,118 51.7

18,374－ 18,636 55.6 33,119－ 33,629 51.6

18,637－ 18,903 55.5 33,630－ 34,149 51.5

18,904－ 19,174 55.4 34,150－ 34,678 51.4

19,175－ 19,450 55.3 34,679－ 35,216 51.3

19,451－ 19,731 55.2 35,217－ 35,763 51.2

19,732－ 20,016 55.1 35,764－ 36,321 51.1

20,017－ 20,305 55.0 36,322－ 36,887 51.0

20,306－ 20,599 54.9 36,888－ 37,464 50.9

20,600－ 20,898 54.8 37,465－ 38,051 50.8

20,899－ 21,202 54.7 38,052－ 38,649 50.7

21,203－ 21,511 54.6 38,650－ 39,257 50.6

21,512－ 21,825 54.5 39,258－ 39,876 50.5

21,826－ 22,145 54.4 39,877－ 40,506 50.4

22,146－ 22,469 54.3 40,507－ 41,147 50.3

22,470－ 22,799 54.2 41,148－ 41,799 50.2

22,800－ 23,134 54.1 41,800－ 42,464 50.1

23,135－ 23,475 54.0 42,465－ 43,140 50.0

23,476－ 23,822 53.9 43,141－ 43,828 49.9

23,823－ 24,174 53.8 43,829－ 44,529 49.8

24,175－ 24,532 53.7 44,530－ 45,242 49.7

24,533－ 24,897 53.6 45,243－ 45,969 49.6

24,898－ 25,267 53.5 45,970－ 46,708 49.5

25,268－ 25,643 53.4 46,709－ 47,461 49.4

25,644－ 26,026 53.3 47,462－ 48,227 49.3

26,027－ 26,416 53.2 48,228－ 49,008 49.2

26,417－ 26,811 53.1 49,009－ 49,803 49.1

26,812－ 27,214 53.0 49,804－ 50,612 49.0

27,215－ 27,623 52.9 50,613－ 51,436 48.9

27,624－ 28,040 52.8 51,437－ 52,276 48.8

28,041－ 28,463 52.7 52,277－ 53,130 48.7

28,464－ 28,894 52.6 53,131－ 54,001 48.6

28,895－ 29,332 52.5 54,002－ 54,888 48.5

29,333－ 29,777 52.4 54,889－ 55,791 48.4

29,778－ 30,231 52.3 55,792－ 56,711 48.3

30,232－ 30,692 52.2 56,712－ 57,648 48.2

30,693－ 31,160 52.1 57,649－ 58,602 48.1

31,161－ 31,637 52.0 58,603－ 59,575 48.0

31,638－ 32,123 51.9 59,576－ 60,565 47.9

（注）この表における直接測量費は成果検定費を除いたものである。
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別表第２

測 量 作 業 諸 経 費 率 早 見 表

Ａ＝ ｂ＝ ６枚中６枚

462.5 -0.1266

直 接 測 量 費 諸経費率

(千円)より (千円)まで （％）

60,566－ 61,574 47.8

61,575－ 62,602 47.7

62,603－ 63,650 47.6

63,651－ 64,717 47.5

64,718－ 65,805 47.4

65,806－ 66,913 47.3

66,914－ 68,042 47.2

68,043－ 69,193 47.1

69,194－ 70,366 47.0

70,367－ 71,561 46.9

71,562－ 72,779 46.8

72,780－ 74,020 46.7

74,021－ 75,286 46.6

75,287－ 76,575 46.5

76,576－ 77,890 46.4

77,891－ 79,230 46.3

79,231－ 80,597 46.2

80,598－ 81,989 46.1

81,990－ 83,410 46.0

83,411－ 84,857 45.9

84,858－ 86,334 45.8

86,335－ 87,839 45.7

87,840－ 89,374 45.6

89,375－ 90,939 45.5

90,940－ 92,535 45.4

92,536－ 94,162 45.3

94,163－ 95,822 45.2

95,823－ 97,515 45.1

97,516－ 99,242 45.0

99,243－ 44.9

１億円以上 44.9

（注）この表における直接測量費は成果検定費を除いたものである。
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別表第３

測量調査についての運用 ２枚中１枚

項 目 業 務 名 備 考

測 測量計画に関する 基準点測量等の測量計画

測量調査 宇宙技術等を用いた測量計画

地上写真等による調査の計画

リモートセンシングによる調査計画

量 空中三角測量計画

新測量技術の総合評価

地図作成に関する 地図情報の自動解析

調 測量調査 画像情報の自動解析

各種地図データ利用のためのＧＩＳの構築

衛星画像の解析

宇宙技術を用いた空中三角測量

査 地図投影法の設計

主題図の設計

地域開発関連の 広域開発計画における画像情報による調査解析

測量調査 広域開発計画における地図情報による調査解析

地図情報による用地管理の調査解析

地図情報による地下空間開発のための調査解析

海底地形・地質の面的調査解析

施設管理関連の 画像情報による水資源等の調査解析

測量調査 ＧＩＳによる施設管理システムの構築

ダム周辺地盤の変動量の調査解析

構造物等の変位調査解析

画像情報による河川流量・交通量の自動解析システムの設計

画像解析による構造物の空洞・亀裂等調査解析

ＧＩＳによる道路管理のための解析

ＧＩＳによる河川管理のための解析

ＧＩＳによる砂防管理のための解析

ＧＩＳによる上下水道管理のための解析

防災関連の測量調査 写真による災害状況の調査

リモートセンシングによる災害調査

写真測量による火山噴出量の解析

ＧＩＳによる災害予測の解析（水害，火災，震災，津波等）

地盤沈下地域の解析

地殻変動の調査解析

地図・画像情報による地滑り・崩壊地の調査解析
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別表第３

測量調査についての運用 ２枚中２枚

項 目 業 務 名 備 考

測 環境解析に関する 沿岸海域の調査解析

測量調査 大規模構造物の景観シミュレーション

量 大規模構造物に関する環境シミュレーション

リモートセンシングによる環境調査解析

調 マクロ環境解析（広域・総合）

査 工事施工に関する ＣＡＤによる工事完成モデルの解析

測量調査 工事施工に伴う連続モニタリング

工事施工に伴う高精度計測

土木・建築構造物の形状調査解析

位置誘導システムの設計

基礎測量調査 地殻構造の調査解析

ジオイドの調査解析

海面変動の調査解析
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１－４－２ 変化率の積算

１．変化率

変化率は，相互に独立であると仮定し，代数和の形で種々の条件を取り入れる。すなわち直接作業費

単価は各条件に対応する変化率の代数和に１を加えた値を標準単価に乗じて決める。

変化率は，それぞれの条件における標準値を示すもので，自ずから若干の幅がある。従って実際の適

用にあたっては，測量作業諸条件を十分加味して，実際の積算を行われたい。条件が二つ以上にまたが

る測量作業の場合は，延長，面積，作業量等のうち適当なものを「重み」とした重量平均値（小数点以

下２位）を用いる。

縮尺は通常用いられるものについて作成してあるので，その中間のものが必要なときは，その前後の

縮尺を参考に，また，本歩掛表より大きな縮尺，小さな縮尺のものについては，別途に検討のうえ積算

する。

なお，縮尺別の変化率を与えていない測量は，縮尺による変化率の増減はないものとしている。

〔変化率計算の１例（距離を重量とした場合）〕

延長20kmの路線測量において地域が下図のように分かれている場合は，変化率表を参照して，次のと

おりとなる。

大市街地 市街地乙 耕 地 都市近郊
(平地) (平地) (平地) (丘陵地)
3km 9km 6km 2km

１.０×３＋０.３×９＋０.０×６＋０.３×２ ６.３
変化率＝ ＝ ＝ ０.３２

３＋９＋６＋２ ２０

１＋変化率＝１.３２

２．地域区分

地域区分の標準は次のように定める。

(1) 地物による分類

①大市街地 人口約100万人以上の大都市の中心部。（家屋密度90％程度）

②市街地（甲） 人口約50万人以上の大都市の中心部。（家屋密度80％程度）

③市街地（乙） 上記以外の都市部。（家屋密度60％程度）

④都市近郊 都市に接続する家屋の散在している地域。（家屋密度40％程度）

⑤耕 地 耕地及びこれに類似した所で農地でなくともこの中に含む。

（家屋密度20％程度以下）

⑥原 野 木が少なく視通のよい所。

⑦森 林 木が多く視通の悪い所。

(2) 地形による分類

①平 地 平坦な地域。

②丘 陵 地 ゆるやかな起伏のある地形。

③低 山 地 相当勾配のある地形。あるいは，標高1,000ｍ未満の山地。

④高 山 地 急峻な地形。あるいは，標高1,000ｍ以上の山地。
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１－４－３ 技術管理費の積算

技術管理費は，精度管理費に成果検定費を加えたものとする。

（技術管理費）＝（精度管理費）＋（成果検定費）

１．精度管理費

精度管理費は，精度管理，機械器具の検定に必要な経費であり，直接測量費のうち人件費等及び機械

経費の合計額に精度管理費係数を乗じて得た額とする。

（精度管理費）＝｛（人件費等）＋（機械経費）｝×（精度管理費係数）

なお，精度管理費係数は，表－１によるものとするが，その内容が技術的に極めて高度であるか，ま

たは極めて複雑困難であるときは，５％を超えない範囲で増すことができる。

２．成果検定費

成果検定費は，測量成果の検定を行うための費用であり，次式により算定して得た額とする。なお，

成果検定費は，諸経費の対象とはしない。

（成果検定費）＝（測量成果検定料）×（作業量）
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表－１ 精度管理費係数

精度管理費
測 量 作 業 種 別

係 数

１ 級 基 準 点 測 量 ０.１０

２ 級 基 準 点 測 量 ０.０９

３ 級 基 準 点 測 量 ０.０９

４ 級 基 準 点 測 量 ０.０９
基 準 点 測 量

１ 級 水 準 測 量 ０.０９

２ 級 水 準 測 量 ０.０９

３ 級 水 準 測 量 ０.０９

４ 級 水 準 測 量 ０.０９

路 線 測 量 (用地幅杭設置測量は除く) ０.１０

河 川 測 量 ０.１０
応 用 測 量

深 浅 測 量 ０.０９

用 地 測 量 (境界測量は除く) ０.０７

撮影 白黒 1/4,000～1/12,500 ０.０４

〃 カラー 1/4,000～1/12,500 ０.０５

対空標識の設置 ０.０３

標定点測量 ０.０２

地 形 測 量 空中写真測量 刺 針 ０.０６

簡易水準測量 ０.０５

数値図化ﾚﾍﾞﾙ500～1,000 ０.０７

数値図化 ﾚﾍﾞﾙ2,500 ０.０３
既成図数値化 ﾚﾍﾞﾙ2,500

現 地 測 量 ０.０５

（注）１．路線測量の作業計画，現地踏査，伐採，打合せ協議は精度管理費係数の対象としない。

２．河川測量の作業計画，現地踏査は精度管理費係数の対象としない。

３．深浅測量の作業計画は精度管理費係数の対象としない。

４．（１）用地測量の作業計画，現地踏査，公図等の転写，地積測量図転写，土地の登記記録調査，建物

の登記記録調査，権利者確認調査（当初），権利者確認調査（追跡），公図等転写連続図作成，境

界確認，土地境界立会確認書作成，用地境界仮杭設置，用地境界杭設置，土地調書作成，打合せ協

議は精度管理費係数の対象としない。

（２）用地測量（公共用地境界確定協議）の公共用地管理者との打合せ，依頼書作成，協議書作成は

精度管理費係数の対象としない。

（３）用地測量の境界測量については，精度管理を境界点間測量において実施するので，精度管理費

係数から境界測量を除く。
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１－５ 近接して発注したい場合の積算

原則として調整計算はしないものとする。

１－６ 測量上級主任技師について

測量作業の業務内容が技術的に特に高度なものである場合，計画，解析，技術管理等の責任者，また

は指導的技術者として，測量上級主任技師を置くことができる。



 



第２章 測量業務標準歩掛

第１節 基準点測量

１－１ １級基準点測量

１－１－１ 新点５点

本歩掛の適用範囲は，新点５０点以下とする。 1-1-1

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

新 点 作業計画 1.0 2.0 1.5 内 1 1 1 3

５点

選 点 3.0 3.5 外 1 1 2

観 測 1.5 1.5 1.5 外 2 3 1 6

計算整理 1.0 3.5 3.0 内 1 1 1 3

外業計 4.5 5.0 1.5

内訳

内業計 2.0 5.5 4.5

合 計 2.0 10.0 9.5 1.5

（注）１．本歩掛は，１－５ 基準点設置の地上埋設（普通），地上埋設（上面舗装），地下埋設，屋上埋設と併せ

て使用する。

２．伐採のある場合は，別途計上する。

1-2-1
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延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ＧＰＳ測量機 ２級 台日 7.5 5台×1.5日

主 技 技 助 作 計 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ １級 台日 1.5 1台×1.5日

任 師 師 手 業 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃 8.0 供用日損料

技 補 員 〃 〃 台時 24.0 運行時間損料

師 GPS解析用計算機 ２級用 台日 3.5 1台×3.5日

雑器材 式 1

1.0 2.0 1.5 4.5

通信運搬費等の構成

3.0 3.5 6.5 項 目

通信運搬費

3.0 4.5 1.5 9.0

1.0 3.5 3.0 7.5 材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

6.0 8.0 1.5 15.5 ガソリン ㍑ 62 2.6㍑×24.0h

雑品 式 1

2.0 5.5 4.5 12.0

2.0 11.5 12.5 1.5 27.5 各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 6.0 ％

通信運搬費等 2.5 ％

材料費 4.0 ％

1-2-2
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１－２ ２級基準点測量

１－２－１ 新点１０点

本歩掛の適用範囲は，新点３５点以下とする。 1-2-1

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

新 点 作業計画 1.5 2.5 2.0 内 1 1 1 3

１０点

選 点 8.5 8.5 外 1 1 2

伐 採 2.0 2.0 2.0 外 1 1 1 3

観 測 5.0 4.0 3.5 外 1 3 3 7

計算整理 2.0 3.5 5.0 内 1 1 1 3

外業計 15.5 14.5 5.5

内訳

内業計 3.5 6.0 7.0

(3.5) (19.5) (19.5) (3.5)

合 計 3.5 21.5 21.5 5.5

（注）１．本歩掛は，１－５ 基準点設置の地上埋設（普通），地上埋設（上面舗装），地下埋設，屋上埋設と併

せて使用する。

２．伐採を必要としない場合は，伐採工程の人日数を減ずるものとする。また，直接人件費に対する割合は

「伐採なし」の数値を適用するものとする。

３．( )書の数値は，伐採を含まない数値である。
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1-2-1

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ＧＰＳ測量機 ２級 台日 12.0 3台×４日

主 技 技 助 作 計 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ２級 台日 4.0 1台×４日

任 師 師 手 業 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃 22.5 供用日損料

技 補 員 〃 〃 台時 67.5 運行時間損料

師 雑器材 式 1

1.5 2.5 2.0 6.0

通信運搬費等の構成

8.5 8.5 17.0 項 目

通信運搬費

2.0 2.0 2.0 6.0 伐木補償費

5.0 12.0 10.5 27.5 材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

2.0 3.5 5.0 10.5 ガソリン ㍑ 175 2.6㍑×67.5h

(44.5) 雑品 式 1

15.5 22.5 12.5 50.5

(16.5)

3.5 6.0 7.0 16.5 各費目の直接人件費に対する割合

(3.5) (19.5) (27.5) (10.5) (61.0) 費 目 割 合 備 考

3.5 21.5 29.5 12.5 67.0 伐採有り 伐採なし

機械経費 7.0 ％ 7.0 ％

通信運搬費等 13.0 ％ 3.5 ％

材料費 4.0 ％ 4.5 ％
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１－３ ３級基準点測量

１－３－１ 新点２０点

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。 1-3-1

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

新 点 作業計画 2.0 2.0 2.0 内 1 1 1 3

２０点

選 点 6.0 6.0 5.0 外 1 1 1 3

伐 採 1.5 1.5 1.5 外 1 1 1 3

観 測 5.5 5.5 4.0 外 1 1 2 4

計算整理 1.0 3.0 4.0 2.5 内 1 1 1 1 4

外業計 13.0 13.0 9.0 1.5

内訳

内業計 3.0 5.0 6.0 2.5

(3.0) (16.5) (17.5) (11.5)

合 計 3.0 18.0 19.0 11.5 1.5

（注）１．本歩掛は，１－５ 基準点設置の地上埋設（上面舗装），地下埋設，屋上埋設，コンクリート杭設置と併

せて使用する。ただし，永久標識設置を設置しない場合は，永久標識設置なしの直接人件費に対する割合

を適用する。

２．伐採を必要としない場合は，伐採工程の人日数を減ずるものとする。また，直接人件費に対する割合は

「伐採なし」の数値を適用するものとする。

３．( )書の数値は，伐採を含まない数値である。
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1-3-1

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ２級 台日 5.5 1台×5.5日

主 技 技 助 作 計 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃 13.0 供用日損料

任 師 師 手 業 〃 〃 台時 26.0 運行時間損料

技 補 員 雑器材 式 1

師

2.0 2.0 2.0 6.0 通信運搬費等の構成

項 目

6.0 6.0 5.0 17.0 通信運搬費

伐木補償費

1.5 1.5 1.5 4.5

材料費の構成

5.5 5.5 8.0 19.0 品 名 規 格 単位 数量 摘 要

木杭 6.0㎝×6.0㎝×0.6m 本 20 永久標識設置な

1.0 3.0 4.0 2.5 10.5 し時に計上

(36.0) ガソリン ㍑ 67 2.6㍑×26.0h

13.0 13.0 13.0 1.5 40.5 雑品 式 1

(16.5)

3.0 5.0 6.0 2.5 16.5

(3.0) (16.5) (17.5) (15.5) (52.5) 各費目の直接人件費に対する割合

3.0 18.0 19.0 15.5 1.5 57.0 費 目 割 合 備 考

伐採有り 伐採なし

永久標識 永久標識 永久標識 永久標識

設置有り 設置なし 設置有り 設置なし

機械経費 3.0 ％ 3.0 ％ 3.0 ％ 3.0 ％

通信運搬費等 7.0 ％ 7.0 ％ 2.5 ％ 2.5 ％

材料費 1.5 ％ 1.5 ％ 1.5 ％ 2.0 ％
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１－４ ４級基準点測量
１－４－１ 新点３５点 永久標識設置なし

本歩掛の適用範囲は，新点１７０点以下とする。 1-4-1

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

新 点 作業計画 0.5 1.0 0.5 内 1 1 1 3

３５点

永久標識 選 点 2.5 2.5 2.0 外 1 1 1 3

設置なし

伐 採 0.5 0.5 0.5 外 1 1 1 3

観 測 3.0 3.0 2.5 外 1 1 2 4

計算整理 0.5 1.5 2.0 1.0 内 1 1 1 1 4

外業計 6.0 6.0 4.5 0.5

内訳

内業計 1.0 2.5 2.5 1.0

(1.0) (8.0) (8.0) (5.5)

合 計 1.0 8.5 8.5 5.5 0.5

（注）１．伐採を必要としない場合は，伐採工程の人日数を減ずるものとする。また，直接人件費に対する割合は

「伐採なし」の数値を適用するものとする。

２．( )書の数値は，伐採を含まない数値である。
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1-4-1

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ２級 台日 3.0 1台×3.0台

主 技 技 助 作 計 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃 6.0 供用日損料

任 師 師 手 業 〃 〃 台時 12.0 運行時間損料

技 補 員 雑器材 式 1

師

0.5 1.0 0.5 2.0

通信運搬費等の構成

2.5 2.5 2.0 7.0 項 目

通信運搬費

0.5 0.5 0.5 1.5 伐木補償費

3.0 3.0 5.0 11.0 材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

0.5 1.5 2.0 1.0 5.0 木杭 6.0㎝×6.0㎝×0.6m 本 35

(18.0) ガソリン ㍑ 31 2.6㍑×12.0h

6.0 6.0 7.0 0.5 19.5 雑品 式 1

(7.0)

1.0 2.5 2.5 1.0 7.0

(1.0) (8.0) (8.0) (8.0) (25.0) 各費目の直接人件費に対する割合

1.0 8.5 8.5 8.0 0.5 26.5 費 目 割 合 備 考

伐採有り 伐採なし

機械経費 3.0 ％ 3.0 ％

通信運搬費等 12.5 ％ 4.5 ％

材料費　　　　　 3.5 ％ 4.0 ％
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１－５ 基準点設置

１－５－１ 新点１０点 地上埋設（普通）
本歩掛の適用範囲は，新点３５点以下とする。 1-5-1

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

新 点

１０点 設 置 1.0 6.0 6.0 外 1 1 2 4

地上埋設

（普通） 合 計 1.0 6.0 6.0

（注）１．本歩掛は，１－１ １級基準点測量，１－２ ２級基準点測量と併せて使用する。
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1-5-1

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 6.0 供用日損料

主 技 技 助 作 計 〃 〃 台時 12.0 運行時間損料

任 師 師 手 業 雑器材 式 1

技 補 員

師

通信運搬費等の構成

1.0 6.0 12.0 19.0 項 目

通信運搬費

1.0 6.0 12.0 19.0

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

角材 6.0㎝×6.0㎝×4.0m 本 10 鳥居用

ガソリン ㍑ 31 2.6㍑×12.0h

セメント ㎏ 32

砂 ｍ３ 0.08

砂利 ｍ３ 0.16

玉石 300㎜～400㎜ 個 40 4個×10点

板材 1.5㎝×15㎝×4m 枚 10 型枠用

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 16.5cm×0.51cm×66cm 本 10

金属標 φ80mm×90mm 個 10

補助地中標 5㎝×5㎝×5mm 個 10

鉄筋 φ6mm ｍ 54 540㎝×10点

鉄線 #8 ㎏ 4.8 0.48kg×10点

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 5.0 ％

通信運搬費等 11.5 ％

材料費 47.0  ％
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１－５－２ 新点１０点 地上埋設（上面舗装）
本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。 1-5-2

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

新 点

１０点 設 置 1.0 6.0 6.0 外 1 1 2 4

地上埋設

（上面舗装） 合 計 1.0 6.0 6.0

(注) １．本歩掛は，１－１ １級基準点測量，１－２ ２級基準点測量，１－３ ３級基準点測量と併せて使用する。
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1-5-2

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 6.0 供用日損料

主 技 技 助 作 計 〃 〃 台時 12.0 運行時間損料

任 師 師 手 業 雑器材 式 1

技 補 員

師

通信運搬費等の構成

1.0 6.0 12.0 19.0 項 目

通信運搬費

1.0 6.0 12.0 19.0

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

角材 6.0㎝×6.0㎝×4.0m 本 10 鳥居用

ガソリン ㍑ 31 2.6㍑×12.0h

セメント ㎏ 130

砂 ｍ３ 0.33

砂利 ｍ３ 0.65

玉石 300㎜～400㎜ 個 40 4個×10点

板材 1.5㎝×15㎝×4m 枚 10 型枠用

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 16.5cm×0.51cm×66cm 本 10

金属標 φ80mm×90mm 個 10

補助地中標 5㎝×5㎝×5mm 個 10

鉄筋 φ6mm ｍ 54 540㎝×10点

鉄線 #8 ㎏ 4.8 0.48kg×10点

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 5.0 ％

通信運搬費等 11.5 ％

材料費 50.0 ％
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１－５－３ 新点１０点 地下埋設
本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。 1-5-3

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

新 点

１０点 設 置 1.0 6.0 6.0 外 1 1 2 4

地下埋設

合 計 1.0 6.0 6.0

（注）１．本歩掛は，１－１ １級基準点測量，１－２ ２級基準点測量，１－３ ３級基準点測量と併せて使用する。
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1-5-3

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 6.0 供用日損料

主 技 技 助 作 計 〃 〃 台時 12.0 運行時間損料

任 師 師 手 業 雑器材 式 1

技 補 員

師

通信運搬費等の構成

1.0 6.0 12.0 19.0 項 目

通信運搬費

1.0 6.0 12.0 19.0

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

角材 6.0㎝×6.0㎝×4.0m 本 10 鳥居用

ガソリン ㍑ 31 2.6㍑×12.0h

セメント kg 110

砂 ｍ３ 0.27

砂利 ｍ３ 0.55

板材 1.5cm×15cm×4.0m 枚 10 型枠用

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 16.5cm×0.51cm×66cm 本 10

金属標 φ80mm×90mm 個 10

補助地中標 5㎝×5㎝×5mm 個 10

鉄筋 φ6mm ｍ 54 540㎝×10点

鉄線 #8 ㎏ 4.8 0.48kg×10点

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 5.0 ％

通信運搬費等 11.5 ％

材料費 35.5 ％
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１－５－４ 新点１０点 屋上埋設
本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。 1-5-4

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

１０点 設 置 1.0 4.5 4.5 外 1 1 1 3

屋上埋設

合 計 1.0 4.5 4.5

（注） １．本歩掛は，１－１ １級基準点測量，１－２ ２級基準点測量，１－３ ３級基準点測量と併せて使用する。



1-2-16

1-5-4

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 4.5 供用日損料

主 技 技 助 作 計 〃 〃 台時 9.0 運行時間損料

任 師 師 手 業 雑器材 式 1

技 補 員

師

通信運搬費等の構成

1.0 4.5 4.5 10.0 項 目

通信運搬費

1.0 4.5 4.5 10.0

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

ガソリン ㍑ 23 2.6㍑×9.0h

セメント kg 6

砂 ｍ３ 0.01

砂利 ｍ３ 0.02

金属標 φ80mm×90mm 個 10

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 5.0 ％

通信運搬費等 5.0 ％

材料費 22.5 ％
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１－５－５ 新点１０点 コンクリート杭設置
本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。 1-5-5

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

新 点

１０点 設 置 1.0 5.0 5.0 外 1 1 1 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

設置 合 計 1.0 5.0 5.0

（注） １．本歩掛は，１－３ ３級基準点測量と併せて使用する。
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1-5-5

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 5.0 供用日損料

主 技 技 助 作 計 〃 〃 台時 10.0 運行時間損料

任 師 師 手 業 雑器材 式 1

技 補 員

師

通信運搬費等の構成

1.0 5.0 5.0 11.0 項 目

通信運搬費

1.0 5.0 5.0 11.0

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

ガソリン ㍑ 26 2.6㍑×10.0h

コンクリート杭 9.0cm×9.0cm×60cm 本 10

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 5.0 ％

通信運搬費等 5.5 ％

材料費                8.5 ％
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１－６ 打合せ協議
（１業務当り）

工 種 名 測量主任技師 測 量 技 師 測 量 技 師 補 備 考

業 務 着 手 時 ０．５ ０．５

中 間 打 合 せ ０．５ ０．５ １回当り

成 果 品 納 入 時 ０．５ ０．５

備考 １．本打合せ協議の歩掛は基準点測量業務を単独で発注する場合に適用し，他の測

量業務と同時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。

２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合

せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。

１－７ 基準点測量変化率

１－７－１ 地域差による変化率

地 域 ＼ 地 形 平 地 丘 陵 地 低 山 地 高 山 地

大 市 街 地 ＋０．１

市 街 地 甲 ＋０．１

市 街 地 乙 ０．０ ０．０

都 市 近 郊 ０．０ ０．０

耕 地 ０．０ －０．１ ＋０．１

原 野 ０．０ －０．１ ０．０ ＋０．１

森 林 ＋０．１ ０．０ ＋０．２ ＋０．３



 



第２節 水準測量

２－１ 水準測量

２－１－１ １級水準測量観測
本歩掛の適用範囲は，１級水準測量観測７００㎞以下とする。 2-1-1

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

作業計画 1.0 1.5 2.0 0.5 内 1 1 1 1 4

１級水準

測量観測 選 点 4.0 4.0 4.0 外 1 1 2 4

１００㎞

観 測 18.0 36.0 36.0 外 1 1 3 5

計算整理 1.0 6.0 12.0 4.0 内 1 1 1 1 4

外業計 22.0 40.0 40.0 外

内訳

内業計 2.0 7.5 14.0 4.5 内

合 計 2.0 29.5 54.0 44.5

1-2-20



2-1-1

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 レベル １級 台日 36

主 技 技 助 作 計 水準用電卓 〃 36

任 師 師 手 業 ライトバン 1.5Ｌ 〃 40 供用日損料

技 補 員 〃 〃 台時 80 運行時間損料

師 雑器材 式 1

1.0 1.5 2.0 0.5 5.0 通信運搬費等の構成

項 目

4.0 4.0 8.0 16.0 通信運搬費

18.0 36.0 108.0 162.0 材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

1.0 6.0 12.0 4.0 23.0 鋲 7㎜×15㎜×80㎜ 本 156

ガソリン ㍑ 208 2.6㍑×80h

22.0 40.0 116.0 178.0 雑品 式 1

2.0 7.5 14.0 4.5 28.0

各費目の直接人件費に対する割合

2.0 29.5 54.0 120.5 206.0 費 目 割 合 備 考

機械経費 4.5 ％

通信運搬費等 1.0 ％

材料費 1.5 ％
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２－１－２ ２級水準測量観測
本歩掛の適用範囲は，２級水準測量観測１００㎞以下とする。 2-1-2

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

作業計画 0.5 1.0 1.0 0.5 内 1 1 1 1 4

２級水準

測量観測 選 点 1.0 1.0 1.0 外 1 1 2 4

３０㎞

観 測 4.5 9.0 9.0 外 1 1 3 5

計算整理 1.0 2.0 4.0 2.0 内 1 1 1 1 4

外業計 5.5 10.0 10.0 外

内訳

内業計 1.5 3.0 5.0 2.5 内

合 計 1.5 8.5 15.0 12.5
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2-1-2

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 レベル ２級 台日 9

主 技 技 助 作 計 水準用電卓 〃 9

任 師 師 手 業 ライトバン 1.5Ｌ 〃 10 供用日損料

技 補 員 〃 〃 台時 20 運行時間損料

師 雑器材 式 1

0.5 1.0 1.0 0.5 3.0 通信運搬費等の構成

項 目

1.0 1.0 2.0 4.0 通信運搬費

4.5 9.0 27.0 40.5 材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

1.0 2.0 4.0 2.0 9.0 鋲 7㎜×15㎜×80㎜ 本 51

ガソリン ㍑ 52 2.6㍑×20h

5.5 10.0 29.0 44.5 雑品 式 1

1.5 3.0 5.0 2.5 12.0

各費目の直接人件費に対する割合

1.5 8.5 15.0 31.5 56.5 費 目 割 合 備 考

機械経費 3.0 ％

通信運搬費等 1.5 ％

材料費 1.5 ％
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２－１－３ ３級水準測量観測
本歩掛の適用範囲は，３級水準測量観測５０㎞以下とする。 2-1-3

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

作業計画 0.2 0.2 0.2 内 1 1 1 3

３級水準

測量観測 選 点 0.4 0.4 0.4 外 1 1 1 3

５㎞

観 測 1.0 1.0 1.0 外 1 1 2 4

計算整理 0.5 0.5 内 1 1 2

外業計 1.4 1.4 1.4 外

内訳

内業計 0.2 0.7 0.7 内

合 計 0.2 2.1 2.1 1.4
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2-1-3

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 レベル ３級 台日 1

主 技 技 助 作 計 水準用電卓 〃 1

任 師 師 手 業 ライトバン 1.5Ｌ 〃 1.4 供用日損料

技 補 員 〃 〃 台時 2.8 運行時間損料

師 雑器材 式 1

0.2 0.2 0.2 0.6 通信運搬費等の構成

項 目

0.4 0.4 0.4 1.2 通信運搬費

1.0 1.0 2.0 4.0 材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

0.5 0.5 1.0 鋲 7㎜×15㎜×80㎜ 本 5

ガソリン ㍑ 7 2.6㍑×2.8h

1.4 1.4 2.4 5.2 雑品 式 1

0.2 0.7 0.7 1.6

各費目の直接人件費に対する割合

0.2 2.1 2.1 2.4 6.8 費 目 割 合 備 考

機械経費 2.0 ％

通信運搬費等 1.5 ％

材料費 2.5 ％
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２－１－４ ４級水準測量観測
本歩掛の適用範囲は，４級水準測量観測２０㎞以下とする。 2-1-4

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

作業計画 0.1 0.1 0.1 内 1 1 1 3

４級水準

測量観測 選 点 0.1 0.1 0.1 外 1 1 1 3

２㎞

観 測 0.3 0.3 0.3 外 1 1 2 4

計算整理 0.3 0.3 内 1 1 2

外業計 0.4 0.4 0.4 外

内訳

内業計 0.1 0.4 0.4 内

合 計 0.1 0.8 0.8 0.4
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2-1-4

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 レベル ３級 台日 0.3

主 技 技 助 作 計 水準用電卓 〃 0.3

任 師 師 手 業 ライトバン 1.5Ｌ 〃 0.4 供用日損料

技 補 員 〃 〃 台時 0.8 運行時間損料

師 雑器材 式 1

0.1 0.1 0.1 0.3 通信運搬費等の構成

項 目

0.1 0.1 0.1 0.3 通信運搬費

0.3 0.3 0.6 1.2 材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

0.3 0.3 0.6 鋲 7㎜×15㎜×80㎜ 本 2

ガソリン ㍑ 2 2.6㍑×0.8h

0.4 0.4 0.7 1.5 雑品 式 1

0.1 0.4 0.4 0.9

各費目の直接人件費に対する割合

0.1 0.8 0.8 0.7 2.4 費 目 割 合 備 考

機械経費 1.5 ％

通信運搬費等 2.0 ％

材料費 5.5 ％
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２－２ 水準点設置

２－２－１ 水準点設置（永久標識）
本歩掛の適用範囲は，新点６５点以下とする。 2-2-1

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

選 点 1.5 2.0 1.5 外 1 1 1 3

設 置 2.5 2.5 外 1 2 3

新点 ８点 整 理 1.5 1.0 内 1 1 2

外業計 1.5 4.5 1.5 2.5 外

内訳

内業計 1.5 1.0 内

合 計 1.5 6.0 2.5 2.5

（注）本歩掛は，地上・地下埋設及び１級～４級の各水準測量に適用するものとし，２－１ 水準測量と併せて使

用する。
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2-2-1

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ライトバン 1.5Ｌ 台日 4.5 供用日損料

主 技 技 助 作 計 〃 〃 台時 9 運行時間損料

任 師 師 手 業 雑器材 式 1

技 補 員

師

通信運搬費等の構成

1.5 2.0 1.5 5.0 項 目

通信運搬費

2.5 5.0 7.5

材料費の構成

1.5 1.0 2.5 品 名 規 格 単位 数量 摘 要

セメント ｔ 0.4

1.5 4.5 1.5 5.0 12.5 砂 m３ 1.0

砂利 m３ 2.0

1.5 1.0 2.5 割栗石 m３ 1.2

板材（型枠用） 1.2cm×18cm×400cm 枚 23

1.5 6.0 2.5 5.0 15.0 玉石 300mm～400mm 個 30

硬質塩化ビニール管 16.5cm×0.51cm×66cm 本 8

鉄筋 φ6mm ｍ 27.8

金属標 φ80mm×90mm 個 8

鉄線 #8 ㎏ 3

ガソリン ㍑ 23 2.6㍑×9h

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 4.0 ％

通信運搬費等 4.0 ％

材料費 36.5 ％
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２－２－２ 水準点設置（永久標識以外）
本歩掛の適用範囲は，新点２０点以下とする。 2-2-2

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

選 点 0.3 0.6 0.3 外 1 1 1 3

設 置 0.6 0.6 外 1 1 2

新点 ６点 整 理 1.0 0.8 内 1 1 2

外業計 0.3 1.2 0.3 0.6 外

内訳

内業計 1.0 0.8 内

合 計 0.3 2.2 1.1 0.6

（注）本歩掛は，固定点を除く一時標識の設置に適用する。２－１ 水準測量と併せて使用する。
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2-2-2

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ライトバン 1.5Ｌ 台日 1.2 供用日損料

主 技 技 助 作 計 〃 〃 台時 2.4 運行時間損料

任 師 師 手 業 雑器材 式 1

技 補 員

師

通信運搬費等の構成

0.3 0.6 0.3 1.2 項 目

通信運搬費

0.6 0.6 1.2

材料費の構成

1.0 0.8 1.8 品 名 規 格 単位 数量 摘 要

鋲 7㎜×15㎜×80㎜ 本 6

0.3 1.2 0.3 0.6 2.4 ガソリン ㍑ 6 2.6㍑×2.4h

雑品 式 1

1.0 0.8 1.8

0.3 2.2 1.1 0.6 4.2 各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 2.5 ％

通信運搬費等 9.0 ％

材料費 5.5 ％
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２－３ 打合せ協議

（１業務当り）

工 種 名 測量主任技師 測 量 技 師 測 量 技 師 補 備 考

業 務 着 手 時 ０．５ ０．５

中 間 打 合 せ ０．５ ０．５ １回当り

成 果 品 納 入 時 ０．５ ０．５

（注）１．本打合せ協議の歩掛は水準測量業務を単独で発注する場合に適用し，他の測量業務と同時に発注

する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。

２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を増加する

場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。

２－４ 水準測量変化率

２－４－１ 地域差による変化率

地 形 道 路 上 道 路 外

地 域 平 地 丘陵地 低山地 高山地 平 地 丘陵地 低山地 高山地

大 市 街 地 0.0

市 街 地 甲 0.0

市 街 地 乙 0.0 +0.1 +0.2

都 市 近 郊 -0.1 0.0 +0.1 +0.2

耕 地 -0.1 0.0 +0.1 +0.1 +0.2

原 野 +0.3 +0.4 +0.5 +0.6 +0.7

森 林 +0.6 +0.7 +0.8 +0.9

（注）１．（道路上）は１～４級水準測量観測，（道路外）は３，４級水準測量観測に適用するものとする。

２．（道路上）及び（道路外）の区分は主として水準路線が既設の道路沿いにあるか，そうでないか

によって決定する。



 



第３節 路線測量
３－１ 路線測量

本標準歩掛は，平地の標準作業歩掛であり，作業量（延長等）の増減に対しては，比例計算で計上し，地域

の異なる場合等は３－２路線測量変化率により補正する。

３－１－１ 作業計画

3-1-1

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

１業務当り 作業計画 0.6 1.2 0.8 内 1 1 1 3

合 計 0.6 1.2 0.8

（注）作業計画は精度管理費係数の対象としない。

３－１－２ 現地踏査

3-1-2

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

１km当り 現地踏査 1.0 1.0 外 1 1 2

合 計 1.0 1.0

（注）現地踏査は精度管理費係数の対象としない。
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延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通

量 量
主 技 作

計
任 技 師 助 業 通信運搬費等の構成
技 補 員 項 目

師 手
師

0.6 1.2 0.8 2.6
材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
0.6 1.2 0.8 2.6

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 備 考

機械経費 0.0 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費 0.0 ％

3-1-2

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 ライトバン 1.5Ｌ 台日 1.0 供用日損料

量 量
主 技 作 〃 〃 台時 2.0 運行時間損料

計
任 技 師 助 業 雑器材 式 1
技 補 員

師 手
師 通信運搬費等の構成

項 目
1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 2.0
材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
木杭 6cm×6cm×60cm 本 13
ガソリン ㍑ 5 2.6㍑×2.0h
雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 備 考

機械経費 3.0 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費 18.0 ％
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３－１－３ 伐採

3-1-3

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

１km当り 伐 採 1.9 1.9 1.9 外 1 1 1 3

合 計 1.9 1.9 1.9

（注）１．伐採は精度管理費係数の対象としない。

２．伐採は必要に応じて計上する。

３－１－４ 線形決定（条件点の観測）

3-1-4

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

10点当り 観 測 0.7 0.7 0.7 外 1 1 1 3

点検整理 0.3 0.5 内 1 1 2

外業計 0.7 0.7 0.7 外
内訳

内業計 0.3 0.5 内

合 計 1.0 1.2 0.7

（注）線形決定において設計条件となる点（線形決定する上で避けるべきポイント）があり，その位置（座標）が

必要な場合に限り計上する。
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3-1-3

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 ライトバン 1.5Ｌ 台日 1.9 供用日損料

量 量
主 技 作 〃 〃 台時 3.8 運行時間損料

計
任 技 師 助 業 雑器材 式 1
技 補 員

師 手
師 通信運搬費等の構成

項 目
1.9 1.9 1.9 5.7

1.9 1.9 1.9 5.7
材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
ガソリン ㍑ 9 2.6㍑×3.8h
雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 備 考

機械経費 3.0 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費                 8.0 ％

3-1-4

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 0.7

量 量
主 技 作 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 0.7 供用日損料

計
任 技 師 助 業 〃 〃 台時 1.4 運行時間損料
技 補 員 雑器材 式 1

師 手
師

通信運搬費等の構成
0.7 0.7 0.7 2.1

項 目

0.3 0.5 0.8

材料費の構成
0.7 0.7 0.7 2.1

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
木杭 6cm×6cm×60cm 本 16

0.3 0.5 0.8
ガソリン ㍑ 3 2.6㍑×1.4h
雑品 式 1

1.0 1.2 0.7 2.9

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 備 考

機械経費 3.0 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費                 8.0 ％
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３－１－５ 線形決定

3-1-5

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

１km当り ＩＰ図上決定 0.2 0.4 0.3 内 1 1 1 3

計 算 0.3 0.3 内 1 1 2

線形図作成 0.2 0.4 内 1 1 2

点検整理 0.5 0.4 内 1 1 2

合 計 0.2 1.4 1.4

３－１－６ ＩＰ設置

3-1-6

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

１km当り ＩＰ設置計算 0.2 0.2 内 1 1 2
ｸﾛｿｲﾄﾞ
曲 線 ＩＰ設置 0.8 0.8 0.8 外 1 1 1 3

１ヶ所を含む
ＩＰ点検整理 0.4 0.3 内 1 1 2

外業計 0.8 0.8 0.8 外
内訳

内業計 0.6 0.5 内

合 計 1.4 1.3 0.8

（注）１．ＩＰの位置を現地に設置する必要がある場合に計上する。

２．ＩＰ設置計算は，座標値を持たない場合にのみ計上する。
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3-1-5

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 座標展開機 台日 0.4

量 量
主 技 作 電子計算機 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 〃 0.3

計
任 技 師 助 業 雑器材 式 1
技 補 員

師 手
師 通信運搬費等の構成

項 目
0.2 0.4 0.3 0.9

0.3 0.3 0.6
材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
0.2 0.4 0.6

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 本 0.16
雑品 式 1

0.5 0.4 0.9

0.2 1.4 1.4 3.0
各費目の直接人件費に対する場合

費 目 割 合 備 考
機械経費 1.5 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費 5.0 ％

3-1-6

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 0.8

量 量
主 技 作 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 0.8 供用日損料

計
任 技 師 助 業 〃 〃 台時 1.6 運行時間損料
技 補 員 雑器材 式 1

師 手
師

通信運搬費等の構成
0.2 0.2 0.4

項 目

0.8 0.8 0.8 2.4

材料費の構成
0.4 0.3 0.7

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
木杭 9cm×9cm×90cm 本 7

0.8 0.8 0.8 2.4
木杭 6cm×6cm×60cm 本 6
ガソリン ㍑ 4 2.6㍑×1.6h

0.6 0.5 1.1
雑品 式 1

1.4 1.3 0.8 3.5

各費目の直接人件費に対する場合
費 目 割 合 備 考

機械経費              3.0 ％
通信運搬費等          0.0 ％
材料費                8.0 ％
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３－１－７ 中心線測量

3-1-7

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

中 心 点
１km当り 0.3 0.4 内 1 1 2

座標計算
ｸﾛｿｲﾄﾞ
曲 線 測定設置 2.7 2.7 2.7 外 1 1 1 3

１ヶ所を含む
線形地形

0.1 0.2 0.1 内 1 1 1 3
図の作成

点検整理 0.3 0.3 内 1 1 2

外業計 2.7 2.7 2.7 外
内訳

内業計 0.7 0.9 0.1 内

合 計 3.4 3.6 2.8

３－１－８ 仮ＢＭ設置測量

3-1-8

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

１km当り 測定設置 0.8 0.8 0.8 外 1 1 1 3

計 算 0.2 0.1 内 1 1 2

点検整理 0.2 0.2 内 1 1 2

外業計 0.8 0.8 0.8 外
内訳

内業計 0.2 0.4 0.1 内

合 計 1.0 1.2 0.9
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3-1-7

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 2.7

量 量
主 技 作 座標展開機 〃 0.2

計
任 技 師 助 業 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃 2.7 供用日損料
技 補 員 〃 〃 台時 5.4 運行時間損料

師 手
師 雑器材 式 1

0.3 0.4 0.7
通信運搬費等の構成

項 目
2.7 2.7 2.7 8.1

0.1 0.2 0.1 0.4
材料費の構成
品 名 規 格 単位 数量 摘 要

0.3 0.3 0.6 木杭 9cm×9cm×75cm 本 10
木杭 6cm×6cm×60cm 本 65

2.7 2.7 2.7 8.1 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 本 0.17
ガソリン ㍑ 14 2.6㍑×5.4h

0.7 0.9 0.1 1.7 雑費 式 1

3.4 3.6 2.8 9.8
各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考
機械経費              4.0 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費                9.5 ％

3-1-8

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 レベル ３級 台日 0.8

量 量
主 技 作 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 0.8 供用日損料

計
任 技 師 助 業 〃 〃 台時 1.6 運行時間損料
技 補 員 雑器材 式 1

師 手
師

通信運搬費等の構成
0.8 0.8 0.8 2.4

項 目

0.2 0.1 0.3

材料費の構成
0.2 0.2 0.4

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
木杭 9cm×9cm×75cm 本 3

0.8 0.8 0.8 2.4
ガソリン ㍑ 4 2.6㍑×1.6h
雑品 式 1

0.2 0.4 0.1 0.7

1.0 1.2 0.9 3.1
各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考
機械経費              2.0 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費                5.5 ％
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３－１－９ 縦断測量

3-1-9

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

１km当り 観 測 1.4 1.4 1.4 外 1 1 1 3
往復

縦断面図作成 0.2 0.4 0.4 内 1 1 1 3

点検整理 0.3 0.2 内 1 1 2

外業計 1.4 1.4 1.4 外
内訳

内業計 0.5 0.6 0.4 内

合 計 1.9 2.0 1.8

（注）縦断測量は直接水準，間接水準の両方に適用し，機械経費には，間接水準におけるトータルステーションも
含む。

３－１－１０ 横断測量

3-1-10

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

１km当り 観 測 4.2 4.2 4.2 外 1 1 1 3

幅 60m 横断面図作成 1.8 1.5 内 1 1 2

点検整理 0.7 0.7 内 1 1 2
ｸﾛｿｲﾄﾞ
曲 線

外業計 4.2 4.2 4.2 外
１ヶ所を含む

内訳
内業計 0.7 2.5 1.5 内

合 計 4.9 6.7 5.7

（注）横断測量は直接水準，間接水準の両方に適用し，機械経費には，間接水準におけるトータルステーションも
含む。
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3-1-9

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 レベル ３級 台日 1.4

量 量
主 技 作 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 1.4 供用日損料

計
任 技 師 助 業 〃 〃 台時 2.8 運行時間損料
技 補 員 雑器材 式 1

師 手
師

通信運搬費等の構成
1.4 1.4 1.4 4.2

項 目

0.2 0.4 0.4 1.0

材料費の構成
0.3 0.2 0.5

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
0.9m×20m #300 本 0.18ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ

1.4 1.4 1.4 4.2
ガソリン ㍑ 7 2.6㍑×2.8h
雑品 式 1

0.5 0.6 0.4 1.5

1.9 2.0 1.8 5.7 各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 備 考

機械経費              2.0 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費                8.5 ％

3-1-10

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 レベル ３級 台日 4.2

量 量
主 技 作 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 4.2 供用日損料

計
任 技 師 助 業 〃 〃 台時 8.4 運行時間損料
技 補 員 雑器材 式 1

師 手
師

通信運搬費等の構成
4.2 4.2 4.2 12.6

項 目

1.8 1.5 3.3

材料費の構成
0.7 0.7 1.4

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 112

4.2 4.2 4.2 12.6
0.9m×20m #300 本 0.56ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ

ガソリン ㍑ 21 2.6㍑×8.4h
0.7 2.5 1.5 4.7

雑品 式 1

4.9 6.7 5.7 17.3

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 備 考

機械経費              2.0 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費                8.5 ％



1 2 43- -

３－１－１１ 詳細測量（縦断測量）

3-1-11

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

0.5km当り 縦断面図作成 0.1 0.4 内 1 1 2

1/100 縦断測量 1.0 1.0 1.0 外 1 1 1 3

0.5km当り 点検整理 0.3 0.1 内 1 1 2

外業計 1.0 1.0 1.0 外
内訳

内業計 0.4 0.5 内

合 計 1.4 1.5 1.0

（注）１．詳細測量は，３－１－９縦断測量で行う測量のほかに，さらに詳細な測量を必要とする場合に計上する。

３－１－１２ 詳細測量（横断測量）

3-1-12

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

0.5km当り 横断面図作成 0.3 0.8 0.5 内 1 1 1 3

1/100 横断測量 2.1 2.1 2.1 外 1 1 1 3

0.5km当り 点検整理 0.5 内 1 1

外業計 2.1 2.1 2.1 外
内訳

内業計 0.8 0.8 0.5 内

合 計 2.9 2.9 2.6

（注）１．詳細測量は，３－１－10横断測量で行う測量のほかに，さらに詳細な測量を必要とする場合に計上する。
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3-1-11

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 レベル ３級 台日 1.0

量 量
主 技 作 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 1.0 供用日損料

計
任 技 師 助 業 〃 〃 台時 2.0 運行時間損料
技 補 員 雑器材 式 1

師 手
師

通信運搬費等の構成
0.1 0.4 0.5

項 目

1.0 1.0 1.0 3.0

材料費の構成
0.3 0.1 0.4

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 23

1.0 1.0 1.0 3.0
0.9m×20m #300 本 0.18ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ

ガソリン ㍑ 5 2.6㍑×2.0h
0.4 0.5 0.9

雑品 式 1

1.4 1.5 1.0 3.9

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 備 考

機械経費              2.0 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費                 19.0 ％

3-1-12

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 レベル ３級 台日 2.1

量 量
主 技 作 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 台日 2.1 供用日損料

計
任 技 師 助 業 〃 〃 台時 4.2 運行時間損料
技 補 員 雑器材 式 1

師 手
師

通信運搬費等の構成
0.3 0.8 0.5 1.6

項 目

2.1 2.1 2.1 6.3

材料費の構成
0.5 0.5

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 61

2.1 2.1 2.1 6.3
0.9m×20m #300 本 0.25ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ

ガソリン ㍑ 10 2.6㍑×4.2h
0.8 0.8 0.5 2.1

雑品 式 1

2.9 2.9 2.6 8.4

各費目の直接人件費に対する場合
費 目 割 合 備 考

機械経費              2.0 ％
通信運搬費等 0.0 ％
材料費               11.0 ％
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３－１－１３ 用地幅杭設置測量

3-1-13

所 要 日 数 編 成
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普
量 量 通 外 量 量 通

量 量 量 量
標準作業量 作業工程 主 技 作 業 主 技 作

計
任 技 師 助 業 の 任 技 師 助 業
技 補 員 別 技 補 員

師 手 師 手
師 師

１km当り 座標計算 0.7 1.1 内 1 1 2

測定設置 1.9 1.9 1.9 外 1 1 1 3

杭打図作成 1.0 内 1 1

用地幅杭点間測
1.5 1.5 1.5 外 1 1 1 3

量（辺長測定）

1.0 1.0 内 1 1 2点検整理

外業計 3.4 3.4 3.4 外
内訳

内業計 1.7 3.1 内

合 計 5.1 6.5 3.4

（注）１．用地幅杭で，コンクリート杭を使用する場合は，別途計上する。
２．用地幅杭を片側のみ設置する場合においても同一歩掛とする。

３－１－１４ 打合せ協議

（ １業務当り）

工 種 名 測量主任技師 測 量 技 師 測量技師補 備 考

0.5 0.5業 務 着 手 時

中 間 打 合 せ 1回当り0.5 0.5

0.5 0.5成果品納入時

（注）中間時打合せの回数は，3回を標準とするが，業務の内容等を勘案し増減できる

ものとする。
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3-1-13

延 人 日 数 機械経費の構成
測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要
量 量 通 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 3.4

量 量
主 技 作 電子計算機 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 〃 1.1

計
任 技 師 助 業 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃 3.4 供用日損料
技 補 員 〃 〃 台時 6.8 運行時間損料

師 手
師 雑器材 式 1

0.7 1.1 1.8
通信運搬費等の構成

項 目
1.9 1.9 1.9 5.7

1.0 1.0
材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要
1.5 1.5 1.5 4.5

木杭 6cm×6cm×60cm 本 137
ガソリン ㍑ 17 2.6㍑×6.8h

1.0 1.0 2.0
雑費 式 1

3.4 3.4 3.4 10.2

各費目の直接人件費に対する割合
1.7 3.1 4.8

費 目 割 合 備 考
機械経費              3.0 ％

5.1 6.5 3.4 15.0
通信運搬費等 0.0 ％
材料費               10.0 ％
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３－２ 路線測量変化率

３－２－１ 変化率適用表

工程区分／種類 地 形 交 通 量 曲 線 数 測 量 幅 測点間隔

作 業 計 画

現 地 踏 査 ○ ○

伐 採 ○ ○

条 件 点 の 観 測 ○

線 形 決 定 ○

Ｉ Ｐ 設 置 ○ ○ ○

中 心 線 測 量 ○ ○ ○ ○

仮 Ｂ Ｍ 設 置 測 量 ○ ○

縦 断 測 量 ○ ○

横 断 測 量 ○ ○ ○ ○ ○

詳細 縦 断 測 量 ○ ○

測量 横 断 測 量 ○ ○

用地幅杭設置測量
○ ○

用地幅杭点間測量

３－２－２ 地形による変化率

表３．１ 地形による変化率

地域／地形 平 地 丘 陵 地 低 山 地 高 山 地

大 市 街 地 +1.0

市 街 地 甲 +0.4

市 街 地 乙 +0.3 +0.5

都 市 近 郊 +0.2 +0.3

耕 地 0.0 +0.1 +0.2

原 野 +0.2 +0.3 +0.4 +0.5

森 林 +0.3 +0.4 +0.6 +0.7

３－２－３ 交通量による変化率

現 地 条 件 変 化 率 備 考

交 ３，０００台以上／１２時間 +0.2 かなり影響を受ける

通 １，０００～３，０００台未満／１２時間 +0.1 ある程度影響を受ける

量 ０～１，０００台未満／１２時間 0.0 影響を受けやすい
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３－２－４ 曲線数による変化率

本標準歩掛は，クロソイド曲線（Ａ ＋Ｒ＋Ａ ）１ヶ所を標準としており，曲線数による変化率は下１ ２

表のとおりとする。

曲線数による変化率の適用にあたってクロソイド曲線数は変化率参考図の換算単曲線曲線数により，

単曲線数に換算し（クロソイド曲線１ヶ所をもって単曲線２ヶ所とする），単独単曲線数と合算したう

え，１km当りに換算し四捨五入するものとする。

表３．２ 曲線数による変化率表

単曲線換算 以上

曲 線 数 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

変 化 率 -0.1 -0.1 0.0 0.0 +0.1 +0.1 +0.2 +0.2 +0.3 +0.3 +0.4

曲線数による変化率参考図

クロソイド 換 算

型 曲
参 考 図 備 考 単曲線

線

式 数 曲線数

Ｒ基
Ａ1

Ａ2
本 １ ２

型

凸
点ＰにＬ＝Ｏの円Ａ1 Ｐ Ａ2

１ 曲線があると考え ２

る。
型

Ａ3Ｓ Ｏ
変曲点Ｏで２つにＲ2

２ 分けて考える。 ４Ａ1
Ｒ1 Ａ2 Ａ4

型

Ａ卵
卵型のクロソイドＲ1

Ｒ2
２ Ａの途中で２つに ４

Ａ1
分けて考える。Ａ2

型

複
点ＰにＬ＝Ｏの円Ａ3

Ｒ
合 ２ 曲線がある卵型線 ４

Ｐ
として考える。Ｏ Ａ1 Ａ2

型
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３－２－５ 測量幅，測点間隔による変化率

(1) 中心線測量の測点間隔による変化率

中心線測量は，中心杭の間隔は20ｍを標準として，これにプラス杭，役杭を加えたものとする。

基準点に取り付ける場合は，基準点測量の歩掛により別途積算する。

表３．３ 中心線測量の測点間隔による変化率

測 点 間 隔 １０ｍ ２０ｍ ２５ｍ ５０ｍ

変 化 率 +0.3 0.0 -0.1 -0.3

(2) 横断測量の測量幅及び測点間隔による変化率

横断測量の測量幅は，中心線より左右各30ｍで測点間隔20ｍを標準としており，それと異なる場合

は次表の変化率による。

表３．４ 横断測量の測量幅及び測点間隔による変化率

幅 45m 45m以上 75m 95m 105m 115m 125m 135m

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

間隔 未満 75m未満 95m 105m 115m 125m 135m 145m

１０ｍ 0.6 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4

２０ｍ -0.1 0.0 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4

２５ｍ -0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

５０ｍ -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0

１００ｍ -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2

幅 145m以上 155m 165m 175m 185m 195m 205m 250m

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

間隔 155m未満 165m 175m 185m 195m 205m 250m 300m

１０ｍ 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1 2.4

２０ｍ 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0

２５ｍ 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9

５０ｍ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4

１００ｍ -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1



 



第４節 河川測量
４－１ 河川測量

本歩掛は，作業量（延長・幅・断面数等）の増減に対しては，比例計算で補正を行う。

４－１－１ 作業計画
本歩掛の適用範囲は，流心延長30km以下とする。

標準作業量 所要日数 (A) 内 編成人員 (B)

測 測 測 測 普 ・ 測 測 測 測 普

作業工程 量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

１業務当り 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

内 外業計 外

訳 内業計 0.8 0.6 0.3 内 1 1 1

合 計 0.8 0.6 0.3

（注）１．作業計画は精度管理費係数の対象としない。
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4-1-1

延人日(A)×(B) 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

量 量 量 量 通

主 技 技 助 作

任 師 師 手 業

技 補 員

師

0.8 0.6 0.3 通信運搬費等の構成

項 目

0.8 0.6 0.3

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数 量 摘 要

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機 械 経 費 0.0 ％

通信運搬費等 0.0 ％

材 料 費 0.0 ％
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４－１－２ 現地踏査
本歩掛の適用範囲は，流心延長30km以下とする。

流心延長10kmまでを延長による比例計算を行うものとし，10km超～30kmまでは10kmと同様の歩掛とする。

標準作業量 所要日数 (A) 内 編成人員 (B)

測 測 測 測 普 ・ 測 測 測 測 普

作業工程 量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作

流心延長 任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

１km当り 技 補 員 別 技 補 員

師 師

内 外業計 0.1 0.3 0.3 0.2 外 1 1 1 1

訳 内業計 内

合 計 0.1 0.3 0.3 0.2

（注）１．河川工事測量の現地踏査は路線測量の歩掛を適用する。

２．現地踏査は精度管理費係数の対象としない。
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4-1-2

延人日(A)×(B) 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

量 量 量 量 通 ライトバン 1.5Ｌ 台日 0.3 供用日損料

主 技 技 助 作 〃 〃 台時 0.6 運行時間損料

任 師 師 手 業 雑器材 式 1

技 補 員

師

0.1 0.3 0.3 0.2

通信運搬費等の構成

項 目

0.1 0.3 0.3 0.2

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数 量 摘 要

ガソリン ㍑ 1 2.6㍑×0.6h

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機 械 経 費 2.0 ％

通信運搬費等 0.0 ％

                               材料費　　　　　　　　14.0　％ 
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４－１－３ 距離標設置測量
本歩掛の適用範囲は，距離標設置数100点以下とする。

標準作業量 所要日数 (A) 内 編成人員 (B)

測 測 測 測 普 ・ 測 測 測 測 普

作業工程 量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

10点当り 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

内 外業計 2.0 2.0 1.9 外 1 1 1

訳 内業計 1.0 0.9 0.5 内 1 1 1

合 計 1.0 2.9 2.5 1.9



1-2-55

4-1-3

延人日(A)×(B) 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

量 量 量 量 通 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 2

主 技 技 助 作 ライトバン 1.5Ｌ 〃 2 供用日損料

任 師 師 手 業 〃 〃 台時 4 運行時間損料

技 補 員 雑器材 式 1

師

2.0 2.0 1.9

1.0 0.9 0.5 通信運搬費等の構成

項 目

1.0 2.9 2.5 1.9

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数 量 摘 要

木杭 6cm× 6cm× 60cm 本 10 仮杭

コンクリート杭 12cm×12cm×120cm 〃 10

セメント kg 684

砂利 m 1.1３

砂 〃 0.9

ガソリン ㍑ 10 2.6㍑×4.0h

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機 械 経 費 4.0 ％

通信運搬費等 0.0 ％

材 料 費 　　　 29.0　％
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４－１－４ 水準基標測量
本歩掛の適用範囲は，測量延長30km以下とする。

標準作業量 所要日数 (A) 内 編成人員 (B)

測 測 測 測 普 ・ 測 測 測 測 普

測量延長 作業工程 量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

10km当り 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

内 外業計 1.5 1.5 1.5 外 1 2 2

訳 内業計 0.3 1.9 1.4 1.6 内 1 1 1 1

合 計 0.3 3.4 2.9 3.1

（注）１．既知点（水準点）から水準基標までの取付観測が必要な場合は，別途２級水準

測量を計上するものとする。
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4-1-4

延人日(A)×(B) 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

量 量 量 量 通 レベル ２級 台日 3.0

主 技 技 助 作 ライトバン 1.5Ｌ 〃 3.0 供用日損料

任 師 師 手 業 〃 〃 台時 6 運行時間損料

技 補 員 雑器材 式 1

師

1.5 3.0 3.0

0.3 1.9 1.4 1.6 通信運搬費等の構成

項 目

0.3 3.4 4.4 4.6

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数 量 摘 要

ガソリン ㍑ 15 2.6㍑×6h

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機 械 経 費     3.0 ％

通信運搬費等 0.0 ％

材 料 費 1.0 ％



1-2-58

４－１－５ 河川定期縦断測量 直接水準
本歩掛の適用範囲は，定期縦断測点間隔50～200ｍかつ流心延長30km以下とする。

標準作業量 所要日数 (A) 内 編成人員 (B)

測 測 測 測 普 ・ 測 測 測 測 普

作業工程 量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

流心延長 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作

１km当り 任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

縦 1/100

横 1/1,000 観 測 0.5 1.0 0.5 0.4 外 1 1 2 1

縦断面図作成 0.3 0.2 0.1 内 1 1 1

点検整理 0.3 0.2 0.1 内 1 1 1

内 外業計 0.5 1.0 0.5 0.4 外

訳 内業計 0.6 0.4 0.2 内

合 計 1.1 1.4 0.7 0.4

（注）１．河川工事測量は路線測量の歩掛を適用する。
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4-1-5

延人日(A)×(B) 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

量 量 量 量 通 レベル ３級 台日 1.0

主 技 技 助 作 ライトバン 1.5Ｌ 〃 1.0 供用日損料

任 師 師 手 業 〃 〃 台時 2 運行時間損料

技 補 員 電子計算機 台日 0.2 自動製図機用

師 雑器材 式 1

0.5 1.0 1.0 0.4 通信運搬費等の構成

項 目

0.3 0.2 0.1

0.3 0.2 0.1

0.5 1.0 1.0 0.4 材料費の構成

0.6 0.4 0.2 品 名 規 格 単位 数 量 摘 要

木杭 6.0cm×6.0cm×60cm 本 10

1.1 1.4 1.2 0.4 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×10m ＃300 本 0.2

ガソリン ㍑ 5 2.6㍑×2.0h

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機 械 経 費 2.0 ％

通信運搬費等 0.0 ％

材料費                11.5　％
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４－１－６ 河川定期横断測量 直接水準（平地）
本歩掛の適用範囲は，平均測量幅０～800ｍかつ定期横断測点間隔50～200ｍかつ流心延長30km以下とする。

平均測量幅450ｍまでを幅による比例計算を行うものとし，450ｍ超～800ｍまでは450ｍと同様の歩掛とする。

標準作業量 所要日数 (A) 内 編成人員 (B)

測 測 測 測 普 ・ 測 測 測 測 普

作業工程 量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

幅 400ｍ 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作

10本当り 任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

縦 1/100

観 測 4.0 6.0 5.0 4.8 外 1 1 1 1

横 1/200～

1/1,000 横断面図作成 2.0 4.0 4.5 内 1 1 1

点検整理 0.2 1.0 1.2 0.5 内 1 1 1 1

内 外業計 4.0 6.0 5.0 4.8 外

訳 内業計 0.2 3.0 5.2 5.0 内

合 計 0.2 7.0 11.2 10.0 4.8

（注）１．河川工事測量は，路線測量の歩掛を適用する。
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4-1-6

延人日(A)×(B) 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

量 量 量 量 通 レベル ３級 台日 6

主 技 技 助 作 ライトバン 1.5Ｌ 〃 6 供用日損料

任 師 師 手 業 〃 〃 台時 12 運行時間損料

技 補 員 電子計算機 台日 4 自動製図機用

師 雑器材 式 1

4.0 6.0 5.0 4.8 通信運搬費等の構成

項 目

2.0 4.0 4.5

0.2 1.0 1.2 0.5

4.0 6.0 5.0 4.8 材料費の構成

0.2 3.0 5.2 5.0 品 名 規 格 単位 数 量 摘 要

木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 20

0.2 7.0 11.2 10.0 4.8 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×10m ＃300 本 0.5

ガソリン ㍑ 31 2.6㍑×12.0h

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機 械 経 費 　 　 　 2.0　％

通信運搬費等 0.0 ％

材 料 費 2.0 ％
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４－１－７ 河川定期横断測量 複写

標準作業量 所要日数 (A) 内 編成人員 (B)

測 測 測 測 普 ・ 測 測 測 測 普

作業工程 量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

10断面当り 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

内 外業計 外

訳 内業計 0.8 内 1

合 計 0.8

（注）１．河川における主として河状変化を調査するための横断測量に適用するものとする。

２．定期的に河状調査のために実測する範囲は，河川定期横断測量または深浅測量（河川水深測

量）の歩掛を適用する。

３．既成断面図から複写して横断面図を描く範囲は，上記河川横断測量（複写）を計上する。
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4-1-7

延人日(A)×(B) 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

量 量 量 量 通 デジタイザー Ａ０ 台日 0.8

主 技 技 助 作 雑器材 式 1

任 師 師 手 業

技 補 員

師

0.8 通信運搬費等の構成

項 目

0.8

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数 量 摘 要

ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×10m ＃300 本 0.5

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機 械 経 費 2.5 ％

通信運搬費等 0.0 ％

材料費　　　　　　　　32.5　％
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４－１－８ 河川定期横断測量 直接水準(山地)
本歩掛の適用範囲は，平均測量幅０～100ｍかつ定期横断測点間隔50～200ｍかつ流心延長30km以下とする。

標準作業量 所要日数 (A) 内 編成人員 (B)

測 測 測 測 普 ・ 測 測 測 測 普

幅 100m 作業工程 量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

10本当り 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

縦 1/100

観 測 2.0 4.0 0.5 1.3 外 1 1 1 1

横 1/200～

1/1,000 横断面図作成 1.5 3.5 0.4 内 1 1 1

点検整理 0.2 0.5 0.7 0.3 内 1 1 1 1

内 外業計 2.0 4.0 0.5 1.3 外

訳 内業計 0.2 2.0 4.2 0.7 内

合 計 0.2 4.0 8.2 1.2 1.3

（注）１．河川工事測量は，路線測量の歩掛を適用する。
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4-1-8

延人日(A)×(B) 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

量 量 量 量 通 レベル ３級 台日 4

主 技 技 助 作 ライトバン 1.5Ｌ 〃 4 供用日損料

任 師 師 手 業 〃 〃 台時 8 運行時間損料

技 補 員 電子計算機 台日 3.5 自動製図機用

師 雑器材 式 1

2.0 4.0 0.5 1.3 通信運搬費等の構成

項 目

1.5 3.5 0.4

0.2 0.5 0.7 0.3

2.0 4.0 0.5 1.3 材料費の構成

0.2 2.0 4.2 0.7 品 名 規 格 単位 数 量 摘 要

木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 20

0.2 4.0 8.2 1.2 1.3 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×10m ＃300 〃 0.15

ガソリン ㍑ 20 2.6㍑× 8.0h

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機 械 経 費 2.5 ％

通信運搬費等 0.0 ％

材 料 費 2.5 ％
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４－１－９ 河川定期横断測量 間接水準(山地)
本歩掛の適用範囲は，平均測量幅０～200ｍかつ定期横断測点間隔50～200ｍかつ流心延長30km以下とする。

標準作業量 所要日数 (A) 内 編成人員 (B)

測 測 測 測 普 ・ 測 測 測 測 普

幅 100m 作業工程 量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

10本当り 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

縦 1/100

観 測 1.0 2.0 3.0 1.4 外 1 1 1 1

横 1/200～

1/1,000 横断面図作成 1.0 1.0 2.0 内 1 1 1

点検整理 0.4 0.7 0.2 内 1 1 1

内 外業計 1.0 2.0 3.0 1.4 外

訳 内業計 1.4 1.7 2.2 内

合 計 2.4 3.7 5.2 1.4

（注）１．河川工事測量は，路線測量の歩掛を適用する。

２．直接水準の不可能な勾配10％以上の傾斜が連続する区間で横断測量を実施する場合に限り適用

する。
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4-1-9

延人日(A)×(B) 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

量 量 量 量 通 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 2

主 技 技 助 作 ライトバン 1.5Ｌ 〃 2 供用日損料

任 師 師 手 業 〃 〃 台時 4 運行時間損料

技 補 員 電子計算機 台日 1 自動製図機用

師 雑器材 式 1

1.0 2.0 3.0 1.4 通信運搬費等の構成

項 目

1.0 1.0 2.0

0.4 0.7 0.2

1.0 2.0 3.0 1.4 材料費の構成

1.4 1.7 2.2 品 名 規 格 単位 数 量 摘 要

木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 40

2.4 3.7 5.2 1.4 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×10m ＃300 〃 0.2

ガソリン ㍑ 10 2.6㍑×4.0h

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機 械 経 費 2.5 ％

通信運搬費等 0.0 ％

材 料 費 3.5 ％
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４－１－10 法線測量
本歩掛の適用範囲は，法線測量測点間隔20～50ｍかつ流心延長10km以下とする。

標準作業量 所要日数 (A) 内 編成人員 (B)

測 測 測 測 普 ・ 測 測 測 測 普

作業工程 量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

測量延長 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作

１km当り 任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

観 測 2.0 2.0 2.0 1.0 外 1 1 1 2

法線線形図

作 成 0.7 1.0 0.2 内 1 1 1

点検整理 0.4 0.5 0.9 0.3 内 1 1 1 1

内 外業計 2.0 2.0 2.0 1.0 外

訳 内業計 0.4 1.2 1.9 0.5 内

合 計 0.4 3.2 3.9 2.5 1.0

（注）１．法線の縦横断測量は路線測量の縦横断測量を適用する。
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4-1-10

延人日(A)×(B) 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

量 量 量 量 通 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 2

主 技 技 助 作 レベル ３級 〃 2

任 師 師 手 業 ライトバン 1.5Ｌ 〃 2 供用日損料

技 補 員 〃 〃 台時 4 運行時間損料

師 電子計算機 台日 1 自動製図機用

雑器材 式 1

2.0 2.0 2.0 2.0 通信運搬費等の構成

項 目

0.7 1.0 0.2

0.4 0.5 0.9 0.3

2.0 2.0 2.0 2.0 材料費の構成

0.4 1.2 1.9 0.5 品 名 規 格 単位 数 量 摘 要

木杭 6.0cm×6.0cm×60cm 本 75

0.4 3.2 3.9 2.5 2.0 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m ＃300 〃 0.1

ガソリン ㍑ 10 2.6㍑×4.0h

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機 械 経 費 　 　 　 3.0　％

通信運搬費等 0.0 ％

材 料 費 6.0 ％
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４－１－11 打合せ協議
（１業務当り）

工 種 名 測量主任技師 測 量 技 師 測量技師補 備 考

業務着手時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成果品納入時 0.5 0.5

（注）中間打合せの回数は，１回を標準とするが，業務の内容等を勘案し増減できるものとする。
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４－２ その他

４－２－１ 横断（平地）測量幅
横断（平地）測量幅は下図の（Ｂ ＋Ｂ ）とし，水面幅（Ｗ）は含めない。１ ２

４－２－２ 河川横断（山地）測量幅

右図の全幅Ｂをとる。河川横断（山地）の測量幅は，

４－２－３ 計算例
・河川定期横断測量（直接水準<平地>）幅450ｍの場合

Ｎ Ｎα
（450ｍ/400ｍ）α ＝ （1.13）

10 10

Ｎ … 作業量（本数）

α … 測量幅400ｍの標準歩掛

※測点間隔・流心延長による補正は行わない。



第５節 深浅測量
５－１ 作業計画

本歩掛は，ダム・貯水池深浅測量，河川深浅測量，海岸深浅測量のすべてにおいて共通の歩掛として計

上するものとする。

所 要 日 数 内 編 成

測 測 測 測 普 普 外 測 測 測 測 普 普

量 量 量 量 通 通 業 量 量 量 量 通 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 船 の 主 技 技 助 作 船 計

任 師 師 手 業 員 別 任 師 師 手 業 員

技 補 員 技 補 員

師 師

１業務当り 内訳 外業計 外

内業計 0.2 0.3 0.4 内 1 1 1 3

合 計 0.2 0.3 0.4

注）作業計画は精度管理費係数の対象としない。
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5-1

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 通

主 技 技 助 作 船 計

任 師 師 手 業 員

技 補 員

師

通信運搬費等の構成

項 目

0.2 0.3 0.4 0.9

0.2 0.3 0.4 0.9

材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 0.0 ％

通信運搬費等 0.0 ％

材料費 0.0 ％
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５－２ ダム・貯水池深浅測量

５－２－１ ダム・貯水池深浅測量

5-2-1

所 要 日 数 内 編 成

測 測 測 測 普 普 外 測 測 測 測 普 普

量 量 量 量 通 通 業 量 量 量 量 通 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 船 の 主 技 技 助 作 船 計

任 師 師 手 業 員 別 任 師 師 手 業 員

技 補 員 技 補 員

師 師

水面幅150m 現地踏査 0.6 0.6 0.6 外 1 1 1 3

10測線当り

観 測 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 外 1 1 1 1 1 5

深浅間隔5m

横断面図作成 1.5 2.1 1.9 内 1 1 1 3

点検整理 0.4 0.7 0.8 0.8 内 1 1 1 1 4

内訳 外業計 1.7 1.7 1.7 1.1 1.1 外

内業計 0.4 2.2 2.9 2.7 内

合 計 0.4 3.9 4.6 4.4 1.1 1.1

注）１．横断面図作成には縦断面図の作成及びダム堆砂量の計算を含む。

２．等深線図の作成を行う場合は，別途考慮とする。

３．補正は５－２－２ダム・貯水池深浅測量の変化率によるものとする。ただし，水面幅４００ｍを超える場合は

別途考慮とする。
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5-2-1

延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 通 測量船 ＦＲＰ 定員５名 台日 1.1

主 技 技 助 作 船 計 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 1.1

水深３ｍを超える場合任 師 師 手 業 員 音響測深機 台日 1.1

技 補 員 ライトバン 1.5Ｌ 台日 1.7 供用日損料

師 〃 〃 台時 3.4 運行時間損料

雑器材 式 1

0.6 0.6 0.6 1.8

通信運搬費等の構成

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 5.5 項 目

1.5 2.1 1.9 5.5

0.4 0.7 0.8 0.8 2.7

1.7 1.7 1.7 1.1 1.1 7.3

材料費の構成

0.4 2.2 2.9 2.7 8.2 品 名 規 格 単位 数量 摘 要

木杭 4.5㎝×4.5㎝×90㎝ 本 20

0.4 3.9 4.6 4.4 1.1 1.1 15.5 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×10m #300 〃 0.7

水深３ｍを超える場合記録紙 10m 〃 0.7

ガソリン(FRP船) 1.2㍑×7h×1.1日 ㍑ 9

ガソリン(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ) 2.6㍑×3.4h ㍑ 8

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 2.0 ％ 3.5 ％

通信運搬費等 0.0 ％ 0.0 ％

材料費 5.5 ％ 5.5 ％

水深３ｍを超える場合は備考欄の率を適用する。
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５－２－２ ダム・貯水池深浅測量の変化率

１. 水面幅による変化率

水面幅による変化率は，次式により算出するものとする。

なお，変化率は小数第２位（小数第３位を四捨五入）まで算出するものとする。

ｙ＝０．００３ｘ＋０．５５

ｙ：変化率

ｘ：水面幅（ｍ）

備考 １.水深により下記による歩掛適用を原則とする。

1)水深Ｈm＜１m：河川横断測量（平地または山地）（Ｂ1＋Ｗ＋Ｂ2）を適用。

2)１m≦水深：本歩掛による深浅測量（Ｗ） ＋ 河川定期横断測量（平地または山地）（Ｂ1＋Ｂ2）

を適用。



 



５－３ 河川深浅測量

５－３－１ 河川深浅測量

5-3-1

所 要 日 数 内 編 成

測 測 測 測 普 普 外 測 測 測 測 普 普

量 量 量 量 通 通 業 量 量 量 量 通 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 船 の 主 技 技 助 作 船 計

任 師 師 手 業 員 別 任 師 師 手 業 員

技 補 員 技 補 員

師 師

水面幅100m 現地踏査 0.2 0.2 0.2 外 1 1 1 3

10測線当り

観 測 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 外 1 1 1 1 1 5

深浅間隔5m

横断面図作成 0.9 1.3 1.4 内 1 1 1 3

点検整理 0.4 0.8 0.8 0.8 内 1 1 1 1 4

内訳 外業計 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 外

内業計 0.4 1.7 2.1 2.2 内

合 計 0.4 3.2 3.6 3.7 1.3 1.3

注）１．等深線図を作成する場合は，別途考慮とする。

２．補正は５－３－２河川深浅測量の変化率によるものとする。ただし，水面幅４００ｍを超える場合は別途考慮と

する。
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延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 通 測量船 ＦＲＰ 定員５名 台日 1.3

主 技 技 助 作 船 計 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 1.3

水深３ｍを超える場合任 師 師 手 業 員 音響測深機 台日 1.3

技 補 員 ライトバン 1.5Ｌ 台日 1.5 供用日損料

師 〃 〃 台時 3.0 運行時間損料

雑器材 式 1

0.2 0.2 0.2 0.6

通信運搬費等の構成

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 6.5 項 目

0.9 1.3 1.4 3.6

0.4 0.8 0.8 0.8 2.8

1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 7.1

材料費の構成

0.4 1.7 2.1 2.2 6.4 品 名 規 格 単位 数量 摘 要

木杭 4.5㎝×4.5㎝×90㎝ 本 20

0.4 3.2 3.6 3.7 1.3 1.3 13.5 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×10m #300 〃 0.4

水深３ｍを超える場合記録紙 10m 〃 0.4

ガソリン(FRP船) 1.2㍑×7h×1.3日 ㍑ 10

ガソリン(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ) 2.6㍑×3.0h ㍑ 7

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 2.5 ％ 5.0 ％

通信運搬費等 0.0 ％ 0.0 ％

材料費 5.5 ％ 5.5 ％

水深３ｍを超える場合は備考欄の率を適用する。
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５－３－２ 河川深浅測量の変化率

１. 水面幅による変化率

水面幅による変化率は，次式により算出するものとする。

なお，変化率は小数第２位（小数第３位を四捨五入）まで算出するものとする。

ｙ＝０．００３５ｘ＋０．６５

ｙ：変化率

ｘ：水面幅（ｍ）

備考 １．最大水深１ｍ未満となる測量は，河川定期横断測量（平地または山地）の歩掛適用を原則とする。

最大水深
　Ｈm

水面幅　Ｗ



 



５－４ 海岸深浅測量

５－４－１ 海岸深浅測量

5-4-1

所 要 日 数 内 編 成

測 測 測 測 普 普 外 測 測 測 測 普 普

量 量 量 量 通 通 業 量 量 量 量 通 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 船 の 主 技 技 助 作 船 計

任 師 師 手 業 員 別 任 師 師 手 業 員

技 補 員 技 補 員

師 師

水面幅700m 現地踏査 0.4 0.4 0.4 外 1 1 1 3

10測線当り

観 測 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 外 1 1 1 1 1 5

横断面図作成 1.6 2.3 2.3 内 1 1 1 3

点検整理 0.2 0.6 0.6 0.6 内 1 1 1 1 4

内訳 外業計 2.6 2.6 2.6 2.2 2.2 外

内業計 0.2 2.2 2.9 2.9 内

合 計 0.2 4.8 5.5 5.5 2.2 2.2

注）１．本歩掛は，外海及び内海に適用する。

２．横断面図作成には等深線図の作成を含む。

３．補正は５－４－２海岸深浅測量の変化率によるものとする。ただし，水面幅１５００ｍを超える場合は別途考慮

とする。
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延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 通 測量船 ＦＲＰ 定員６名 台日 2.2

主 技 技 助 作 船 計 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼﾖﾝ ３級 台日 2.2

水深３ｍを超える場合任 師 師 手 業 員 音響測深機 台日 2.2

技 補 員 ライトバン 1.5Ｌ 台日 2.6 供用日損料

師 〃 〃 台時 5.2 運行時間損料

雑器材 式 1

0.4 0.4 0.4 1.2

通信運搬費等の構成

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 11.0 項 目

1.6 2.3 2.3 6.2

0.2 0.6 0.6 0.6 2.0

2.6 2.6 2.6 2.2 2.2 12.2

材料費の構成

0.2 2.2 2.9 2.9 8.2 品 名 規 格 単位 数量 摘 要

木杭 4.5㎝×4.5㎝×90㎝ 本 10

0.2 4.8 5.5 5.5 2.2 2.2 20.4 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×10m #300 〃 0.6

水深３ｍを超える場合記録紙 10m 〃 0.6

ガソリン(FRP船) 3.7㍑×7h×2.2日 ㍑ 56

ガソリン(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ) 2.6㍑×5.2h ㍑ 13

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 3.5 ％ 6.5 ％

通信運搬費等 0.0 ％ 0.0 ％

材料費 5.5 ％　　　　　　　 6.0 ％

水深３ｍを超える場合は備考欄の率を適用する。
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５－４－２ 海岸深浅測量の変化率

１.水面幅による変化率

水面幅による変化率は，次式により算出するものとする。

なお，変化率は小数第２位（小数第３位を四捨五入）まで算出するものとする。

ｙ＝０．０００２ｘ＋０．８６

ｙ：変化率

ｘ：水面幅（ｍ）

距
離
標

見
通
し
杭

外浜及び沖浜　水面幅　Ｗ
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５－５ 打合せ協議

（１業務当り）

工 種 名 測量主任技師 測 量 技 師 測 量 技 師 補 備 考

業 務 着 手 時 ０．５ ０．５

中 間 打 合 せ ０．５ ０．５ １回当り

成果品納入時 ０．５ ０．５

（注）１．本歩掛は，深浅測量を単独で発注する場合に適用し，他の測量業務と同

時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。

２．中間打合せは，２回を標準とするが，必要に応じて回数を増減できるも

のとする。

なお，打合せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人

員を加算するものとする。



第６節 用地測量

６－１ 用地測量

６－１－１ 作業計画

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数

内

作業工程及び 測 測 測 測 普 外 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 業 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

主 技 技 助 作 の 主 技 技 助 作 主 技 技 助 作

標 準 作 業 量 任 師 師 手 業 別 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業 計

技 補 員 技 補 員 技 補 員

師 師 師

作 業 計 画

0.8 1.1 1.1 内 １ １ １ 0.8 1.1 1.1 3.0

１ 業 務 当 り

現 地 踏 査

1.0 1.0 1.0 外 １ １ １ 1.0 1.0 1.0 3.0

１ 業 務 当 り
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6-1-1

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成

単

名 称 規 格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数 量 摘 要

位

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.0 ％

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 5 2.6L×2.0h

日 損 料 台日 1.0

時間損料 台時 2.0 雑品 式 1

雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 1.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費      8.5 ％
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６－１－２ 資料調査

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
内

作業工程及び 測 測 測 測 普 外 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 業 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通
主 技 技 助 作 の 主 技 技 助 作 主 技 技 助 作

標 準 作 業 量 任 師 師 手 業 別 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業 計
技 補 員 技 補 員 技 補 員
師 師 師

0.4 0.4 内 １ １ 0.4 0.4 0.8

公図等の転写
0.3 0.3 外 １ １ 0.3 0.3 0.6

10,000㎡当り

0.7 0.7 計 0.7 0.7 1.4

0.2 0.3 内 １ １ 0.2 0.3 0.5

地 積 測 量 図

転 写 0.4 0.4 外 １ １ 0.4 0.4 0.8

10,000㎡当り

0.6 0.7 計 0.6 0.7 1.3

0.6 0.6 内 １ １ 0.6 0.6 1.2

土 地 の

登記記録調査 0.3 0.3 外 １ １ 0.3 0.3 0.6

10,000㎡当り

0.9 0.9 計 0.9 0.9 1.8

0.1 0.1 内 １ １ 0.1 0.1 0.2

建 物 の

登記記録調査 0.1 0.1 外 １ １ 0.1 0.1 0.2

１ ０ 戸 当 り

0.2 0.2 計 0.2 0.2 0.4
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6-1-2

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成

単

名 称 規 格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数 量 摘 要
位

ライトバン 1.5L ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ 本 0.04 ＃3000.9ｍ×20ｍ
日 損 料 台日 0.3
時間損料 台時 0.6 ガソリン Ｌ 1 2.6L×0.6h

雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 2.0 ％

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 2 2.6L×0.8h
日 損 料 台日 0.4
時間損料 台時 0.8

雑器材 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 1.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.0 ％

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 1 2.6L×0.6h
日 損 料 台日 0.3
時間損料 台時 0.6

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 0.5 2.6L×0.2h
日 損 料 台日 0.1
時間損料 台時 0.2

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 1.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％
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所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
内

作業工程及び 測 測 測 測 普 外 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 業 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通
主 技 技 助 作 の 主 技 技 助 作 主 技 技 助 作

標 準 作 業 量 任 師 師 手 業 別 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業 計
技 補 員 技 補 員 技 補 員
師 師 師

0.7 0.7 内 １ １ 0.7 0.7 1.4
権 利 者 確 認

調 査
0.2 0.2 外 １ １ 0.2 0.2 0.4

（ 当 初 ）

10,000㎡当り
0.9 0.9 計 0.9 0.9 1.8

2.3 2.3 内 １ １ 2.3 2.3 4.6
権 利 者 確 認

調 査
0.5 0.5 外 １ １ 0.5 0.5 1.0

（ 追 跡 ）

１ ０ 人 当 り
2.8 2.8 計 2.8 2.8 5.6

公 図 等 転 写

連 続 図
0.5 0.5 内 １ １ 0.5 0.5 1.0

作 成

10,000㎡当り

（注)１．権利者確認調査（当初）とは，登記名義人の所在の特定（相続が発生している場合には相続人の有無の確認

まで）を行うものである。

２．権利者確認調査（追跡）とは，相続が発生している場合に当初で確認された相続人以降の確認調査である。
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機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成

単

名 称 規 格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数 量 摘 要
位

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 1 2.6L×0.4h
日 損 料 台日 0.2
時間損料 台時 0.4

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 2 2.6L×1.0h
日 損 料 台日 0.5
時間損料 台時 1.0

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.0 ％

雑器材 式 １ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ 0.9m×20m 本 0.02 ＃300

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.0 ％
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６－１－３ 境界確認

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
内

作業工程及び 測 測 測 測 普 外 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 業 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通
主 技 技 助 作 の 主 技 技 助 作 主 技 技 助 作

標 準 作 業 量 任 師 師 手 業 別 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業 計
技 補 員 技 補 員 技 補 員
師 師 師

0.5 0.5 0.5 内 １ １ １ 0.5 0.5 0.5 1.5

復 元 測 量

1.7 1.7 1.7 1.7 外 １ １ １ １ 1.7 1.7 1.7 1.7 6.8

10,000㎡当り

2.2 2.2 2.2 1.7 計 2.2 2.2 2.2 1.7 8.3

0.7 0.7 内 １ １ 0.7 0.7 1.4

境 界 確 認

1.0 1.0 1.0 1.0 外 １ １ １ １ 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0

10,000㎡当り

1.0 1.7 1.7 1.0 計 1.0 1.7 1.7 1.0 5.4

0.4 0.4 内 １ １ 0.4 0.4 0.8

土地境界立会

確 認 書 作 成 0.8 0.8 外 １ １ 0.8 0.8 1.6

10,000㎡当り

1.2 1.2 計 1.2 1.2 2.4

（注）復元測量とは，境界確認において境界を確定するうえで法務局において提出済の地積測量図他参考資料による

杭の復元を行うものである。
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6-1-3

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成

単

名 称 規 格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数 量 摘 要
位

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 1.7 木杭又は 本 344.5cm×
4.5cm×45cmﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭

ライトバン 1.5L
日 損 料 台日 1.7 ガソリン Ｌ 8 2.6L×3.4h
時間損料 台時 3.4

雑品 式 1
雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 3.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費     7.0 ％

ライトバン 1.5L 木杭又は 本 734.5cm×
4.5cm×45cm日 損 料 台日 1.0 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭

時間損料 台時 2.0
ガソリン Ｌ 5 2.6L×2.0h

雑器材 式 １
雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 7.0 ％

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 4 2.6L×1.6h
日 損 料 台日 0.8
時間損料 台時 1.6

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 2.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.0 ％
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６－１－４ 境界測量

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
内

作業工程及び 測 測 測 測 普 外 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 業 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通
主 技 技 助 作 の 主 技 技 助 作 主 技 技 助 作

標 準 作 業 量 任 師 師 手 業 別 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業 計
技 補 員 技 補 員 技 補 員
師 師 師

0.4 0.4 0.4 内 １ １ １ 0.4 0.4 0.4 1.2

補助基準点の
0.8 0.8 0.8 0.8 外 １ １ １ １ 0.8 0.8 0.8 0.8 3.2

設 置

10,000㎡当り

1.2 1.2 1.2 0.8 計 1.2 1.2 1.2 0.8 4.4

0.7 0.7 0.7 内 １ １ １ 0.7 0.7 0.7 2.1

境 界 測 量 1.4 1.4 1.4 1.4 外 １ １ １ １ 1.4 1.4 1.4 1.4 5.6

10,000㎡当り

2.1 2.1 2.1 1.4 計 2.1 2.1 2.1 1.4 7.7

0.3 0.3 0.3 内 １ １ １ 0.3 0.3 0.3 0.9

用 地 境 界
0.8 0.8 0.8 0.8 外 １ １ １ １ 0.8 0.8 0.8 0.8 3.2

仮 杭 設 置

10,000㎡当り

1.1 1.1 1.1 0.8 計 1.1 1.1 1.1 0.8 4.1

0.5 0.5 内 １ １ 0.5 0.5 1.0

用 地 境 界 杭
1.2 1.2 1.2 外 １ １ １ 1.2 1.2 1.2 3.6

設 置

１ ０ 本 当 り

1.7 1.7 1.2 計 1.7 1.7 1.2 4.6
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6-1-4

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成

単

名 称 規 格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数 量 摘 要
位

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 0.8 木杭又は 本 106.0cm×6.0cm
×60cmﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭

ライトバン 1.5L
日 損 料 台日 0.8 ガソリン Ｌ 4 2.6L×1.6h
時間損料 台時 1.6

雑品 式 1
雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 6.5 ％

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 1.4 ガソリン Ｌ 7 2.6L×2.8h

ライトバン 1.5L 雑品 式 1
日 損 料 台日 1.4
時間損料 台時 2.8

雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費    5.0 ％

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 0.8 木杭又は 本 246.0cm×6.0cm
×60cmﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭

ライトバン 1.5L
日 損 料 台日 0.8 ガソリン Ｌ 4 2.6L×1.6h
時間損料 台時 1.6

雑品 式 1
雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費      9.5％

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 1.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 12cm×12cm 本 10
×90cm

ライトバン 1.5L
日 損 料 台日 1.2 ガソリン Ｌ 6 2.6L×2.4h
時間損料 台時 2.4

雑品 式 1
雑器材 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費      4.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 32.0 ％

89637
タイプライターテキスト
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６－１－５ 境界点間測量

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
内

作業工程及び 測 測 測 測 普 外 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 業 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通
主 技 技 助 作 の 主 技 技 助 作 主 技 技 助 作

標 準 作 業 量 任 師 師 手 業 別 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業 計
技 補 員 技 補 員 技 補 員
師 師 師

0.2 0.4 0.4 内 １ １ １ 0.2 0.4 0.4 1.0

境界点間測量

1.2 1.2 1.2 外 １ １ １ 1.2 1.2 1.2 3.6

10,000㎡当り

1.4 1.6 1.6 計 1.4 1.6 1.6 4.6

６－１－６ 面積計算

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
内

作業工程及び 測 測 測 測 普 外 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 業 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通
主 技 技 助 作 の 主 技 技 助 作 主 技 技 助 作

標 準 作 業 量 任 師 師 手 業 別 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業 計
技 補 員 技 補 員 技 補 員
師 師 師

面 積 計 算

2.2 2.2 2.2 内 １ １ １ 2.2 2.2 2.2 6.6

10,000㎡当り
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6-1-5

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成

単

名 称 規 格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数 量 摘 要
位

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 1.2 ガソリン Ｌ 6 2.6L×2.4h

ライトバン 1.5L 雑品 式 1
日 損 料 台日 1.2
時間損料 台時 2.4

雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 3.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費    6.0 ％

6-1-6

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成

単

名 称 規 格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数 量 摘 要
位

雑器材 式 １ 雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.0 ％
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６－１－７ 用地実測図原図等の作成

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
内

作業工程及び 測 測 測 測 普 外 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 業 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通
主 技 技 助 作 の 主 技 技 助 作 主 技 技 助 作

標 準 作 業 量 任 師 師 手 業 別 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業 計
技 補 員 技 補 員 技 補 員
師 師 師

用 地 実 測 図

原 図 作 成

1.3 1.7 1.7 内 １ １ １ 1.3 1.7 1.7 4.7

10,000㎡当り

(縮尺 1/500)

0.3 0.3 0.3 内 １ １ １ 0.3 0.3 0.3 0.9

用地現況測量

（ 建 物 等 ） 0.6 0.6 0.6 0.6 外 １ １ １ １ 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4

10,000㎡当り

0.9 0.9 0.9 0.6 計 0.9 0.9 0.9 0.6 3.3

用 地 平 面 図

作 成

0.5 0.9 0.9 内 １ １ １ 0.5 0.9 0.9 2.3

10,000㎡当り

(縮尺 1/500)

土地調書作成

0.9 0.9 内 １ １ 0.9 0.9 1.8

10,000㎡当り

（注） 用地現況測量（建物等）については，６－３公共用地境界確定協議の現況実測平面図作成と測量箇所が重複す

る場合は，その数量を控除するものとする。
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6-1-7

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成

単

名 称 規 格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数 量 摘 要
位

雑器材 式 １ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ 0.9m×20m 本 0.02 ＃500

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 0.6 ガソリン Ｌ 3 2.6L×1.2h

ライトバン 1.5L 雑品 式 1
日 損 料 台日 0.6
時間損料 台時 1.2

雑器材 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費     5.5 ％

雑器材 式 １ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ 0.9m×20m 本 0.03 ＃300

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.0 ％
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６－１－８ 打合せ協議

（１業務当り）

打 合 せ 協 議 測量主任技師 測 量 技 師 測 量 技 師 補 備 考

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

備考 中間打合せは３回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数

を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算するものとする。

６－２ 用地測量変化率

６－２－１ 変化率適用表

工 程 業別 地域 縮尺 工 程 業別 地域 縮尺

作 業 計 画 内 × × 土地境界立会確認書作成 内外 ○ ×

現 地 踏 査 外 ○ × 補 助 基 準 点 設 置 内外 ○ ×

公 図 等 転 写 内外 ○ × 境 界 測 量 内外 ○ ×

地 積 測 量 図 転 写 内外 ○ × 用 地 境 界 仮 杭 設 置 内外 ○ ×

土地の登記記録調査 内外 ○ × 用 地 境 界 杭 設 置  内外  ×　  ×

建物の登記記録調査 内外 × × 境 界 点 間 測 量 内外 ○ ×

権利者確認調査(当初) 内外 ○ × 面 積 計 算 内 ○ ×

権利者確認調査(追跡) 内外 × × 用地実測図原図作成 内 × ○

公図等転写連続図作成 内 × × 用 地 現 況 測 量 内外 × ×

復 元 測 量 内外 ○ × 用 地 平 面 図 作 成 内 × ○

境 界 確 認 内外 ○ × 土 地 調 書 作 成 内 ○ ×

６－２－２ 地域による変化率

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野

変化率 ＋ 1.0 ＋ 0.8 ＋ 0.5 ＋ 0.3 0 － 0.3

備考 森林については，耕地を適用する（変化率 ０）。

６－２－３ 縮尺による変化率

用 地 実 測 図 原 図 ， 用 地 平 面 図

１／２５０ １／５００ １／１０００

＋ 0.2 0 - 0.1

備考 用地実測図原図作成，用地平面図作成は，縮尺１／５００を標準としており，それと

異なる場合は変化率を適用する。



 



６－３ 公共用地境界確定協議

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
内

作業工程及び 測 測 測 測 普 外 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 業 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通
主 技 技 助 作 の 主 技 技 助 作 主 技 技 助 作

標 準 作 業 量 任 師 師 手 業 別 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業 計
技 補 員 技 補 員 技 補 員
師 師 師

0.5 0.5 0.5 内 １ １ １ 0.5 0.5 0.5 1.5

公共用地管理

者との打合せ 0.5 0.5 0.5 外 １ １ １ 0.5 0.5 0.5 1.5

１ 業 務 当 り

1.0 1.0 1.0 計 1.0 1.0 1.0 3.0

0.4 0.7 0.7 内 １ １ １ 0.4 0.7 0.7 1.8

現 況 実 測

平 面 図 作 成 1.2 1.2 1.2 外 １ １ １ 1.2 1.2 1.2 3.6

10,000㎡当り

(縮尺 1/500)
1.6 1.9 1.9 計 1.6 1.9 1.9 5.4

3.0 3.7 内 １ １ 3.0 3.7 6.7

横断面図作成 2.5 2.5 2.5 2.5 外 １ １ １ １ 2.5 2.5 2.5 2.5 10.0

１ ㎞ 当 り

2.5 5.5 6.2 2.5 計 2.5 5.5 6.2 2.5 16.7

依 頼 書 作 成
0.6 1.4 1.4 内 １ １ １ 0.6 1.4 1.4 3.4

１ ㎞ 当 り

0.9 0.9 2.1 内 １ １ １ 0.9 0.9 2.1 3.9

協 議 書 作 成
0.9 0.9 0.9 外 １ １ １ 0.9 0.9 0.9 2.7

１ ㎞ 当 り

1.8 1.8 3.0 計 1.8 1.8 3.0 6.6

（注） 現況実測平面図作成については既存の地図等を利用する場合は計上しないものとする。
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6-3

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成

単

名 称 規 格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数 量 摘 要
位

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 2 2.6L×1.0h
日 損 料 台日 0.5
時間損料 台時 1.0 雑品 式 1

雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 1.2 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ 0.9m×20m 本 0.02 ＃300

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 6 2.6L×2.4h
日 損 料 台日 1.2
時間損料 台時 2.4 雑品 式 1

雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費      5.0 ％

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 2.5 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ 0.9m×20m 本 0.02 ＃300

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 13 2.6L×5.0h
日 損 料 台日 2.5
時間損料 台時 5.0 雑品 式 1

雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 2.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 3.5 ％

雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.0 ％

ライトバン 1.5L ガソリン Ｌ 4 2.6L×1.8h
日 損 料 台日 0.9
時間損料 台時 1.8 雑品 式 1

雑器材 式 １

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機 械 経 費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％
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６－４ 公共用地境界確定協議変化率

６－４－１ 変化率適用表

工 程 業別 地域 縮尺

公共用地管理者との打合せ 内外 × ×

現 況 実 測 平 面 図 作 成 内外 ○ ○

横 断 面 図 作 成 内外 ○ ×

依 頼 書 作 成 内 × ×

協 議 書 作 成 内外 × ×

６－４－２ 地域による変化率

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野

変化率 ＋ 1.0 ＋ 0.8 ＋ 0.5 ＋ 0.3 0 － 0.3

備考 森林については，耕地を適用する（変化率 ０）。

６－４－３ 縮尺による変化率

現 況 実 測 平 面 図 作 成

１／２５０ １／５００ １／１０００

＋ 0.2 0 - 0.2

備考 現況実測平面図作成は，縮尺１／５００を標準としており，それと異なる場合は変化

率を適用する。



 



第７節 空中写真測量
７－１ 撮影の積算方式

７－１－１ 撮影計画
撮影作業に先だち，撮影機器材の選定（航空機の性能又は機種，カメラの性能又は名称，航空フィルム等），

撮影縮尺の決定（撮影高度又は撮影縮尺，撮影基準面，撮影重複度等），1/25,000地形図等を利用して行う

撮影航法の選定（撮影コースおよび各コースの撮影開始ならびに終了地点等）ならびに撮影基地，撮影時間

等の撮影作業全般にわたる計画・準備である。

なお，航空機は撮影高度5,500ｍ未満は単発，5,500ｍ以上は双発とする。

７－１－２ 運航
１．運航時間

(1) 空輸時間

飛行機を前進基地に移動するために必要とする時間で，本拠飛行場から撮影地にできるだけ近く

選定した撮影基地飛行場，（以下「撮影基地」という。表－２参照）まで飛行機を空輸する時間（往

復）であって，次式により算出する。

〔撮影基地迄の往復直線距離（㎞）〕 *2
空輸時間 ＝ ＋〔離着陸時間（ｈ）〕×２ ････①*1

基地空輸運航速度

*1.単発250㎞/h，双発300㎞/hとする。

*2.片道の離着陸時間を0.5時間とする。

(2) 撮影運航時間

当該撮影作業の実施に必要な時間で，撮影基地・撮影地間往復時間，本撮影時間，偏流測定時間，

コース進入時間，補備撮影時間，及び予備飛行時間に分け，Ａ～Ｇの②－１～⑦式により算出する。

（表－１）撮影作業種別一覧表

① 空輸時間 ⑦ 予備飛行時間

② 撮影基地・撮影地間往復時間 ⑧ 総運航時間

②′ １回当たり撮影基地・撮影地間往復時間 ⑨ 滞留日数

③ 本撮影時間 ⑩ 撮影日数

③′ 撮影コース延長 ⑪ 滞留費

④ 偏流測定時間 ⑫ 撮影費

④′ １回当たり偏流測定時間 ⑬ 写真枚数

⑤ コース進入時間 ⑭ 撮影基線長

⑥ 補備撮影時間
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（表－２） 空 輸 往 復 距 離

札幌飛 青森飛 仙台飛 新潟飛 調布飛 名古屋 八尾飛 高松飛 広島西 福岡飛 那覇飛
地 飛行場 行場か 行場か 行場か 行場か 行場か 飛行場 行場か 行場か 飛行場 行場か 行場か
方 の名称 らの往 らの往 らの往 らの往 らの往 からの らの往 らの往 からの らの往 らの往
名 復距離 復距離 復距離 復距離 復距離 往復距 復距離 復距離 往復距 復距離 復距離

(km) (km) (km) (km) (km) 離(km) (km) (km) 離(km) (km) (km)

稚 内 510 1,050 1,620 1,710 2,200 2,400 2,620
紋 別 430 910 1,430 1,580 2,020 2,290 2,540

北 女 満 別 480 900 1,390 1,570 1,990 2,280 2,530
中 標 津 590 940 1,380 1,590 1,980 2,300 2,560

海 釧 路 460 770 1,220 1,420 1,820 2,140 2,390
帯 広 310 610 1,090 1,270 1,690 1,980 2,240

道 旭 川 210 710 1,260 1,390 1,850 2,090 2,330
札 幌 540 1,110 1,210 1,680 1,910 2,140
函 館 310 230 810 900 1,370 1,600 1,830

青 森 540 580 680 1,140 1,390 1,630
八 戸 570 140 550 710 1,140 1,420 1,680

東 大館能代 670 130 460 540 1,010 1,250 1,500
秋 田 800 260 350 420 890 1,130 1,380
花 巻 820 300 290 480 880 1,190 1,460

北 庄 内 990 450 250 220 700 940 1,200
山 形 1,060 520 110 240 630 930 1,200
仙 台 1,110 580 320 600 960 1,240
福 島 1,320 780 220 280 380 770 1,050

調 布 1,680 1,140 600 510 480 760 1,330
関 大 島 1,880 1,340 790 700 200 460 690 1,280
東 三 宅 島 2,030 1,490 940 870 360 550 740 1,320

八 丈 島 2,240 1,700 1,130 1,080 570 710 840 1,390

松 本 1,650 1,120 690 450 310 270 550 840 1,080 1,480 2,950
中 富 山 1,610 1,090 740 450 480 310 540 790 1,000 1,400 2,940

小 松 1,720 1,220 890 590 580 270 420 650 850 1,250 2,810
福 井 1,780 1,290 940 650 610 230 360 590 800 1,200 2,740

部 名 古 屋 1,910 1,390 960 720 480 280 580 850 1,250 2,680
新 潟 1,210 680 320 510 720 980 1,240 1,440 1,840 3,380

近 八 尾 2,140 1,630 1,240 980 760 280 300 590 980 2,410
但 馬 2,030 1,550 1,240 940 860 400 250 320 500 900 2,470

畿 南紀白浜 2,350 1,830 1,410 1,170 880 450 210 280 570 910 2,230

鳥 取 970 510 330 290 410 810 2,410
中 出 雲 1,200 730 530 340 250 610 2,280

岡 山 1,050 570 310 80 280 680 2,220
広 島 西 1,330 850 590 300 400 2,030

国 山口宇部 1,560 1,080 810 510 230 170 1,850
石 見 1,430 950 700 420 130 350 2,040

高 松 1,060 580 300 300 670 2,160
四 徳 島 960 490 210 110 410 780 2,210
国 松 山 1,320 840 560 260 130 420 1,950

高 知 1,180 710 430 170 300 600 2,000

北 九 州 1,620 1,140 870 570 300 110 1,810
福 岡 1,730 1,250 980 670 400 1,720
大 分 1,510 1,030 760 450 230 240 1,800
長 崎 1,870 1,390 1,120 810 560 180 1,550

九 熊 本 1,720 1,240 960 660 450 180 1,600
福 江 2,080 1,600 1,330 1,020 770 360 1,450
宮 崎 1,720 1,270 980 710 580 420 1,460

州 鹿 児 島 1,840 1,390 1,100 820 650 400 1,380
種 子 島 1,960 1,530 1,250 1,000 890 680 1,160
屋 久 島 2,040 1,610 1,330 1,070 960 720 1,090
奄 美 2,450 2,040 1,770 1,520 1,410 1,150 640
徳 之 島 2,660 2,240 1,970 1,720 1,600 1,310 440

那 覇 3,090 2,680 2,410 2,160 2,030 1,720
沖 南 大 東 2,690 2,350 2,120 1,930 1,910 1,730 730
縄 宮 古 3,640 3,220 2,950 2,690 2,530 2,190 570

石 垣 3,880 3,450 3,170 2,900 2,740 2,390 810



③ 本撮影時間（b'+c'+d'+e'）

⑤ コース進入時間（b+c+d+e）

②′１回当り撮影基地・撮影地間

往復時間（a+f）

④′１回当り偏流測定時間

Ａ．撮影基地・撮影地間往復時間

撮影基地・撮影地間往復時間の算出にあたっては，判定式②－１式により近距離又は遠距離の判定を行

う。

撮影基地・撮影地間

＝機種別係数（Ｃ）×撮影高度（Ｈｋｍ）･･････････････②－１

往復直線距離（ａ㎞） （表－３）

（表－３）1,000ｍあたりの上昇，下降に対応する飛行距離

判定
近 距 離 遠 距 離

機種別係数（Ｃ）

単発の場合 ３５
ａ（㎞）≦Ｃ・Ｈ（㎞） ａ（㎞）＞Ｃ・Ｈ（㎞）

双発の場合 ３６

次に近距離，遠距離の判定に基づき②－２式または②－２′式により撮影基地・撮影地間往復時間を算

出する。

・近距離の場合
*1 *3

（1,000ｍ当りの上昇下降時間（ｈ）×撮影高度（ｋｍ）＋離着陸時間（ｈ）） ･･･････②′－１
*4

× 撮影回数 ･････････････････････②－２

・遠距離の場合

撮影基地・撮影地間往復直線距離（ｋｍ） *3
（ ＋ 離着陸時間（ｈ）） ･･･････････②′－１′

*2
往復運航速度

*4× 撮影回数 ･････････････････････②－２′

*1,*2,*3,*4は表－４を参照。
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（表－４）飛行機の諸定数表

＊
＊１ ＊２ ＊３ ＊４

機種

単発の場合 ０．１４ｈ 250km／ｈ
０．５ｈ Ｂ参照

双発の場合 ０．１２ｈ 300km／ｈ

（表－５）離着陸および撮影地往復時間算定表（近距離の場合）

近 距 離
計 画
撮 影 往 復 適 用 備 考
高 度 離 陸 上 昇 下 降 着 陸 距 離

時間計 片 道

ｍ ｈ ｈ ｈ ｈ ｈ ㎞
1,000 0.070 0.070 0.640 17.50

100 0.077 0.077 0.654 19.25
200 0.084 0.084 0.668 21.00
300 0.091 0.091 0.682 22.75 運航速度
400 0.098 0.098 0.696 24.50 250㎞／h
500 0.105 0.105 0.710 26.25 上昇時間0.07h
600 0.112 0.112 0.724 28.00 （1,000 ｍにつき）
700 0.119 0.119 0.738 29.75 下降時間0.07h
800 0.126 0.126 0.752 31.50 （1,000 ｍにつき）
900 0.133 0.133 0.766 33.25

2,000 0.140 0.140 0.780 35.00 離陸時間0.3h
100 0.147 0.147 0.794 36.75 着陸時間0.2h
200 0.154 0.154 0.808 38.50
300 0.161 0.161 0.822 40.25
400 0.168 0.168 0.836 42.00
500 0.175 0.175 0.850 43.75
600 0.182 0.182 0.864 45.50
700 0.189 0.189 0.878 47.25
800 0.300 0.196 0.196 0.200 0.892 49.00
900 0.203 0.203 0.906 50.75

3,000 0.210 0.210 0.920 52.50
100 0.217 0.217 0.934 54.25
200 0.224 0.224 0.948 56.00
300 0.231 0.231 0.962 57.75
400 0.238 0.238 0.976 59.50
500 0.245 0.245 0.990 61.25
600 0.252 0.252 1.004 63.00
700 0.259 0.259 1.018 64.75
800 0.266 0.266 1.032 66.50
900 0.273 0.273 1.046 68.25

4,000 0.280 0.280 1.060 70.00
100 0.287 0.287 1.074 71.75
200 0.294 0.294 1.088 73.50
300 0.301 0.301 1.102 75.25
400 0.308 0.308 1.116 77.00
500 0.315 0.315 1.130 78.75
600 0.322 0.322 1.144 80.50
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（表－５）のつづき 離着陸および撮影地往復時間算定表（遠距離の場合）

遠 距 離
計 画
撮 影 距 離 往 復 備 考
高 度 離 陸 着 陸 運 航

片 道 時間計

ｍ ㎞ ｈ ｈ ｈ ｈ
1,000 20 0.160 0.660

100 25 0.200 0.700
200 30 0.240 0.740
300 35 0.280 0.780 運航速度
400 40 0.320 0.820 250㎞／h
500 45 0.360 0.860 上昇時間0.07h
600 50 0.400 0.900 （1,000 ｍにつき）
700 55 0.440 0.940 下降時間0.07h
800 60 0.480 0.980 （1,000 ｍにつき）
900 65 0.520 1.020

2,000 70 0.560 1.060 離陸時間0.3h
100 75 0.600 1.100 着陸時間0.2h
200 80 0.640 1.140
300 85 0.680 1.180
400 90 0.720 1.200
500 95 0.760 1.260
600 100 0.800 1.300
700 105 0.840 1.340
800 110 0.300 0.200 0.880 1.380
900 115 0.920 1.420

3,000 120 0.960 1.460
100 125 1.000 1.500
200 130 1.040 1.540
300 135 1.080 1.580
400 140 1.120 1.620
500 145 1.160 1.660
600 150 1.200 1.700
700 155 1.240 1.740
800 160 1.280 1.780
900 165 1.320 1.820

4,000 170 1.360 1.860
100 175 1.400 1.900
200 180 1.440 1.940
300 185 1.480 1.980
400 190 1.520 2.020
500 195 1.560 2.060
600 200 1.600 2.100

（表－５の使い方）

1.先ず地図上で撮影基地と撮影地の略々中心との距離を求める。

2.撮影高度に対する適用距離（片道）の値が，第１項により求めた距離より大きい場合に

は，近距離側の往復時間計をその撮影高度に対して決定し，第１項により求めた距離よ

り小さい場合には遠距離側の往復時間を第１項により求めた距離に対して決定する。

Ｂ．撮影回数（ｉ）

撮影日数計算式⑩で算出した値の整数値（端数切上げ）を用いる。

Ｃ．本撮影時間 *1
撮影コース延長（㎞）

本撮影時間（ｈ）＝ ･･･････････････････････････････････③*2
撮影運航速度（㎞／ｈ）

*1 撮影コース延長は，地形図上に撮影コースを計画し，その延長を計測する。･･････③′

撮影コースの位置は，後続作業を考慮し基準点の配置等に十分配慮して決

定する。なお，数値は小数第２位を四捨五入（0.1ｋｍ単位）する。

*2 表－６を参照。



（表－６）撮影運航速度

1/3,000 1/8,000 1/18,000 1/30,000
写 真 縮 尺

～ 1/7,000 ～ 1/17,000 ～ 1/29,000 ～ 1/40,000

撮影運航速度(km/h) １６０ １８０ ２００ ２５０

Ｄ．偏流測定時間 *1 *2
偏流測定時間（ｈ）＝（１回当たり偏流測定時間（ｈ））×（撮影回数） ････④

*1は地域撮影の場合0.3ｈ，路線撮影の場合0.15ｈとする。 ･･･････････････④′

*2はＢを参照。ただし，路線撮影の場合は「（コース数）」と読み替える。

（注）撮影コース方向が著しく異なるものがある場合は，そのコース毎に偏流測定回数（＋α）を上式に追

加するものとする。

Ｅ．コース進入時間

コース進入時間（ｈ）＝（１コース当たり0.15ｈ）×（コース数） ･･････････⑤

Ｆ．補備撮影時間

フイルム部分に雲が写し込まれたり，気流状態の不良によって計画コースから航跡がずれたり，写真傾斜角，

回転角が大きく又は重複度が不良であったりして，測量用写真として不適当の場合は再撮影を必要とする。こ

のために補備撮影時間を見込むものとする。

補備撮影時間（ｈ）＝（〔撮影基地・撮影地間往復時間（ｈ）〕＋〔本撮影時間（ｈ）〕

＋〔偏流測定時間（ｈ）〕＋〔コース進入時間（ｈ）〕）×３０％

＝〔②＋③＋④＋⑤〕×３０％ ･･･････････････････････⑥

Ｇ．予備飛行時間

撮影作業は撮影地の局部的な天候，地形及び撮影時刻等により極度の制約を受けて撮影好適日が非常に少な

い。このため快晴日であっても撮影地上空に雲等の撮影障害があれば止むを得ず引返しとなる。このため時間

を予備飛行時間として見込むものとする。

予備飛行時間（ｈ）＝（〔撮影基地・撮影地間往復時間（ｈ）〕）×100％

＝②×100％ ･････････････････････････････････････････⑦

７－１－３ 総運航時間
当該撮影作業の実施に必要なすべての運航時間で，次式により算出する。

総運航時間（ｈ）＝①＋2.3×②＋1.30×〔③＋④＋⑤〕･････････････････････⑧

１．総運航費の算定

総運航費は次式により算出する。 *1 *2
総運航費＝〔総運航時間〕×１時間当たり〔飛行機損料＋航空ガソリン＋航空オイル〕

*1,*2は表－７を参照

（表－７）燃料消費量

品名＼機種 単 発 双 発

航空ガソリン 60㍑／h 130㍑／h

航空オイル 2.5㍑／h 5㍑／h
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７－１－４ 滞留
滞留とは，撮影実施および天候待ちのため撮影要員が撮影基地にとどまることである。

１．滞留日数

滞留日数は次式により算出する。ただし，撮影日数の算出結果が２日を超える場合は本算出式の適用

外となるため，別途積算するものとする。

*1 *2
滞留日数＝〔撮影１日当り滞留日数〕×〔撮影日数〕････････････････････⑨

*1 ５日を標準とする。

*2 次式により算出するものとし，小数点以下は切り上げて整数にする。

③＋⑤
撮影日数＝ ････････････････････････････････････⑩

4.5－②′－④′

２．滞留費の算定

滞留費は次式により算出する。

*
滞留費＝〔滞留日数〕×〔１日当り滞留費〕････････････････････････････⑪

* 操縦士，整備士，撮影士，撮影助手各１名の基準日額，停留料，飛行場使用料及び通信運搬費とす

る。ただし，前進基地を利用する場合は，日当，宿泊料（又は日額旅費）も計上する。

（注）特に規模の大きい撮影については別途積算することができる。

７－１－５ 撮影費の算定
本撮影，偏流測定，コース進入及び補備撮影に要する時間（以上を純撮影運航時間とする）に応ずる航空

カメラ損料であり，次式により算定する。

撮影費＝〔純撮影運航時間〕×〔１時間当たり撮影費〕 ････････････････⑫
*

＝〔③＋④＋⑤〕×1.3×〔１時間当たり航空カメラ損料〕

*は測量機械等損料算定表を参照。

７－１－６ 写真処理
１．写真枚数の算定

写真枚数の算定は，次式により算出する。安全率は補備撮影による写真枚数の増を見込んだ係数であ

る。

〔撮影コース延長（㎞）〕

〔写真枚数〕 ＝ ×1.2（安全率） ････････⑬

〔撮影基線長（㎞）〕*

60

〔撮影基線長〕* ＝〔１辺の実距離〕×（１－ ） ･･･････････⑭

100

２．写真費の算定

写真費＝〔写真枚数×１枚当りのフィルム現像・編集費〕＋〔写真枚数×１枚当りの密着印画処理費〕

＝〔写真枚数×１枚当りの写真処理費〕

１枚当りの写真処理費の歩掛は，別項による。

７－１－７ 標定図作成
標定図作成及び複製の歩掛は，別項による。

７－１－８ 旅費交通費
前進基地を利用する場合は，操縦士，整備士各１名につき，２日分の基準日額，日当及び１日分の宿泊料，

撮影士，撮影助手各１名につき，本拠飛行場～撮影基地（前進基地）までの陸路による１往復分の運賃，２

日分の基準日額，日当及び１日分の宿泊料を計上するものとする。
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（表－８）運航時間算定例

地 区 名

（ａ） （ｂ） 備 考

区 分

撮影面積 k㎡ 466 981

撮影距離 ㎞ 198 402

コース数 ｺ ｰ ｽ 6 9

撮影高度 ｍ 4,250 3,200

本拠飛行場から撮影基地間往復直線距離 ㎞ 290 290

撮影基地から撮影地までの往復直線距離 ㎞ 10 35

① 空 輸 時 間 ｈ (2.16)

②′撮影基地撮影地１往復時間 ｈ 1.10 0.95

② 〃 全往復時間 ｈ 1.10 1.90 ②′×（ｉ）

③本撮影時間 ｈ 0.99 2.01

④偏流測定時間 ｈ 0.30 0.60

⑤コース進入時間 ｈ 0.90 1.35 0.15ｈ×（コース数）

⑥補備撮影時間 ｈ 0.99 1.76 （②+③+④+⑤）×30％

小 計 Ａ 4.28 7.62 ②+③+④+⑤+⑥

⑦予備飛行時間 ｈ 1.10 1.90 ②

小 計 Ｂ 5.38 9.52 Ａ+⑦

③+⑤

（ｉ）撮影回（日）数 ｄ 1 2 小数以下切上げ

4.5-②′-④′

純撮影運航時間 Ｃ ｈ 2.847 5.148 （③+④+⑤）×1.3

⑧総運航時間 ｈ (17.06) 小計（Ｂ+①）=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

（注） 上記は（ａ）（ｂ）地区が近距離のため同一の撮影基地飛行場を使用出来るので一括契約とした例である。
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７－２ 撮影

７－２－１ 撮影（写真縮尺 １／４，０００）
本歩掛の適用範囲は，撮影面積１２５ｋ㎡以下とする。 7-2-1

所 要 人 日 数

測 測 測 測 操 整 撮 撮

量 量 量 量 影

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 縦 備 影 助

任 師 師 手 手

技 補 士 士 士

師

撮影計画 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

標定図作成 2.5

２５ｋ㎡

標定図複製 0.5

１時間 総運航

１時間 撮 影

１日 滞 留 1.0 1.0 1.0 1.0

白 黒 2.5 4.5 4.5

100枚 写真処理

カラー 3.0 7.5 7.5
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7-2-1

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

地形図 1/25,000 枚 4

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.5 ％

雑器材 式 1 地形図 1/25,000 枚 1

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 3.5 ％

*標定図ﾌｨﾙﾑ 枚 1 B4判ﾈｶﾞ用

B4判カメラ 台日 0.5 *標定図ﾌｨﾙﾑ 枚 1 B4判ﾎﾟｼﾞ用

処理薬品 式 1 *印計の20％

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 8.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 3.5 ％

&航空ガソリン 時間当り ㍑ 60.0 &印は使用時間

&飛行機 単発 台時 1.0 &航空オイル 〃 ㍑ 2.5 に応じて計上。

&印は使用時間

&航空カメラ 広角 台時 1.0 に応じて計上。

停 留 料 1日

飛行場使用料 1回

通信運搬費 一式

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 1.5 ％ 材料費 0.0 ％

空中写真 白黒 *航空ﾌｨﾙﾑ 24cm×76m 本 0.44

フィルム現像機 自動 台日 0.2 *密着用印画紙 24×26cm 枚 240

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 白黒 台日 1.2 処理薬品 式 1 *印計の20％

印画紙現像機 白黒 雑品 式 1

自動 台日 1.2

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 3.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 31.0 ％

空中写真 カラー *航空ｶﾗｰﾌｨﾙﾑ 200ft 本 0.58

フィルム現像機 自動 台日 0.4 *密着用印画紙 白黒 枚 120

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 白黒 台日 0.6 *密着用印画紙 カラー 枚 120

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ カラー 台日 0.9 処理薬品 式 1 *印計の20％

印画紙現像機 白黒 台日 0.6 雑品 式 1

自動

印画紙現像機 カラー 台日 0.9

自動

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 7.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 43.0 ％

注）滞留の停留料及び飛行場使用料は借損料であり，通信運搬費等の直接人件費に対する割合には含まない。
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７－２－２ 撮影（写真縮尺 １／８，０００）
本歩掛の適用範囲は，撮影面積１６０ｋ㎡以下とする。 7-2-2

所 要 人 日 数

測 測 測 測 操 整 撮 撮

量 量 量 量 影

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 縦 備 影 助

任 師 師 手 手

技 補 士 士 士

師

撮影計画 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

標定図作成 3.0

４５ｋ㎡

標定図複製 0.5

１時間 総運航

１時間 撮 影

１日 滞 留 1.0 1.0 1.0 1.0

白 黒 2.5 4.5 4.5

100枚 写真処理

カラー 3.0 7.5 7.5
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7-2-2

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

地形図 1/25,000 枚 4

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 1.0 ％

雑器材 式 1 地形図 1/25,000 枚 4

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 3.0 ％

*標定図ﾌｨﾙﾑ 枚 1 B4判ﾈｶﾞ用

B4判カメラ 台日 0.5 *標定図ﾌｨﾙﾑ 枚 1 B4判ﾎﾟｼﾞ用

処理薬品 式 1 *印計の20％

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 8.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 3.5 ％

&航空ガソリン 時間当り ㍑ 60.0 &印は使用時間

&飛行機 単発 台時 1.0 &航空オイル 〃 ㍑ 2.5 に応じて計上。

&印は使用時間

&航空カメラ 広角 台時 1.0 に応じて計上。

停 留 料 1日

飛行場使用料 1回

通信運搬費 一式

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 1.5 ％ 材料費 0.0 ％

空中写真 白黒 *航空ﾌｨﾙﾑ 24cm×76m 本 0.44

フィルム現像機 自動 台日 0.2 *密着用印画紙 枚 24024cm×26cm

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 白黒 台日 1.2 処理薬品 式 1 *印計の20％

印画紙現像機 白黒 雑品 式 1

自動 台日 1.2

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 3.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 31.0 ％

空中写真 カラー *航空ｶﾗｰﾌｨﾙﾑ 200ft 本 0.58

フィルム現像機 自動 台日 0.4 *密着用印画紙 白黒 枚 120

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 白黒 台日 0.6 *密着用印画紙 カラー 枚 120

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ カラー 台日 0.9 処理薬品 式 1 *印計の20％

印画紙現像機 白黒 台日 0.6 雑品 式 1

自動

印画紙現像機 カラー 台日 0.9

自動

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 7.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 43.0 ％

注）滞留の停留料及び飛行場使用料は借損料であり，通信運搬費等の直接人件費に対する割合には含まない。



1-2-114

７－２－３ 撮影（写真縮尺 １／１２，５００）
本歩掛の適用範囲は，撮影面積１５０ｋ㎡未満とする。 7-2-3

所 要 人 日 数

測 測 測 測 操 整 撮 撮

量 量 量 量 影

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 縦 備 影 助

任 師 師 手 手

技 補 士 士 士

師

撮影計画 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

標定図作成 1.5

７０ｋ㎡

標定図複製 0.5

１時間 総運航

１時間 撮 影

１日 滞 留 1.0 1.0 1.0 1.0

白 黒 2.5 4.5 4.5

100枚 写真処理

カラー 3.0 7.5 7.5
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7-2-3

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

地形図 1/50,000 枚 4

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 1.0 ％

雑器材 式 1 地形図 1/50,000 枚 2

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 6.0 ％

*標定図ﾌｨﾙﾑ 枚 1 B4判ﾈｶﾞ用

B4判カメラ 台日 0.5 *標定図ﾌｨﾙﾑ 枚 1 B4判ﾎﾟｼﾞ用

処理薬品 式 1 *印計の20％

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 8.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 3.5 ％

&航空ガソリン 時間当り ㍑ 60.0 &印は使用時間

&飛行機 単発 台時 1.0 &航空オイル 〃 ㍑ 2.5 に応じて計上。

&印は使用時間

&航空カメラ 広角 台時 1.0 に応じて計上。

停 留 料 1日

飛行場使用料 1回

通信運搬費 一式

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 1.5 ％ 材料費 0.0 ％

空中写真 白黒 *航空ﾌｨﾙﾑ 24cm×76m 本 0.44

フィルム現像機 自動 台日 0.2 *密着用印画紙 枚 24024cm×26cm

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 白黒 台日 1.2 処理薬品 式 1 *印計の20％

印画紙現像機 白黒 雑品 式 1

自動 台日 1.2

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 3.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 31.0 ％

空中写真 カラー *航空ｶﾗｰﾌｨﾙﾑ 200ft 本 0.58

フィルム現像機 自動 台日 0.4 *密着用印画紙 白黒 枚 120

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 白黒 台日 0.6 *密着用印画紙 カラー 枚 120

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ カラー 台日 0.9 処理薬品 式 1 *印計の20％

印画紙現像機 白黒 台日 0.6 雑品 式 1

自動

印画紙現像機 カラー 台日 0.9

自動

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 7.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 43.0 ％

注）滞留の停留料及び飛行場使用料は借損料であり，通信運搬費等の直接人件費に対する割合には含まない。
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７－２－４ 撮影（写真縮尺 １／１２，５００・広域）
本歩掛の適用範囲は，撮影面積１５０ｋ㎡以上８００ｋ㎡以下とする。 7-2-4

所 要 人 日 数

測 測 測 測 操 整 撮 撮

量 量 量 量 影

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 縦 備 影 助

任 師 師 手 手

技 補 士 士 士

師

撮影計画 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

標定図作成 2.5

４００ｋ㎡

標定図複製 0.5

１時間 総運航

１時間 撮 影

１日 滞 留 1.0 1.0 1.0 1.0

白 黒 2.5 4.5 4.5

写真処理

100枚

カラー 3.0 7.5 7.5
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7-2-4

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 単 数量 摘 要

位

地形図 1/50,000 枚 4

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 1.5 ％

雑器材 式 1 地形図 1/50,000 枚 2

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 5.0 ％

*標定図ﾌｨﾙﾑ 枚 1 B4判ﾈｶﾞ用

B4判カメラ 台日 0.5 *標定図ﾌｨﾙﾑ 枚 1 B4判ﾎﾟｼﾞ用

処理薬品 式 1 *印計の20％

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 8.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 3.5 ％

&航空ガソリン 時間当り ㍑ 60.0 &印は使用時間

&飛行機 単発 台時 1.0 &航空オイル 〃 ㍑ 2.5 に応じて計上。

&印は使用時間

&航空カメラ 広角 台時 1.0 に応じて計上。

停 留 料 1日

飛行場使用料 1回

通信運搬費 一式

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 1.5 ％ 材料費 0.0 ％

空中写真 白黒 *航空ﾌｨﾙﾑ 24cm×76m 本 0.44

フィルム現像機 自動 台日 0.2 *密着用印画紙 枚 24024cm×26cm

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 白黒 台日 1.2 処理薬品 式 1 *印計の20％

印画紙現像機 白黒 雑品 式 1

自動 台日 1.2

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 3.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 31.0 ％

空中写真 カラー *航空ｶﾗｰﾌｨﾙﾑ 200ft 本 0.58

フィルム現像機 自動 台日 0.4 *密着用印画紙 白黒 枚 120

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 白黒 台日 0.6 *密着用印画紙 カラー 枚 120

空中写真密着ﾌﾟﾘﾝﾀｰ カラー 台日 0.9 処理薬品 式 1 *印計の20％

印画紙現像機 白黒 台日 0.6 雑品 式 1

自動

印画紙現像機 カラー 台日 0.9

自動

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 7.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 43.0 ％

注）滞留の停留料及び飛行場使用料は借損料であり，通信運搬費等の直接人件費に対する割合には含まない。
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７－２－５ 打合せ協議
（１業務当り）

工 種 名 測量主任技師 測 量 技 師 測 量 技 師 補 備 考

業 務 着 手 時 ０．５ ０．５

中 間 打 合 せ ０．５ ０．５ １回当り

成 果 品 納 入 時 ０．５ ０．５

（注） １．本打合せ協議の歩掛は撮影業務を単独で発注する場合に適用し，他の測量業務

と同時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。

２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合

せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。



 



７－３ 標定点及び空中三角測量

７－３－１ 対空標識の設置（写真縮尺１／４，０００）
本歩掛の適用範囲は，設置点数３６点以下とする。 7-3-1

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員 技 補 員

師 師 師

1.0 2.0 2.0 内 1 1 1 3 1.0 2.0 2.0 5.0

１５点 対空標識

の設置

1.5 4.0 4.0 2.0 外 1 1 1 2 5 1.5 4.0 4.0 4.0 13.5

合 計 2.5 6.0 6.0 2.0 2.5 6.0 6.0 4.0 18.5

備考 1.作業工程「対空標識の設置」には「対空標識の撤収」を含む。

７－３－２ 対空標識の設置（写真縮尺１／８，０００）
本歩掛の適用範囲は，設置点数２７点以下とする。 7-3-2

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員 技 補 員

師 師 師

0.5 1.5 1.5 内 1 1 1 3 0.5 1.5 1.5 3.5

１０点 対空標識

の設置

1.0 3.0 3.0 1.5 外 1 1 1 2 5 1.0 3.0 3.0 3.0 10.0

合 計 1.5 4.5 4.5 1.5 1.5 4.5 4.5 3.0 13.5

備考 1.作業工程「対空標識の設置」には「対空標識の撤収」を含む。
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7-3-1

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

空中写真密着 通信運搬費 *密着用印画紙 24cm×26cm 枚 18

プリンター 白黒 台日 0.1 *引伸用印画紙 15cm×15cm 枚 36 部分４倍,1点2枚

空中写真引伸機 白黒 台日 0.5 処理薬品 式 1 *印の合計の20％

印画紙現像機 白黒 ベニア板 枚 3.530cm×90cm×0.4cm

自動 台日 0.6 木 杭 6cm×6cm×60cm 本 9.0 中心杭用

ライトバン 角 材 本 10.3 脚杭，横木4cm×4cm×400cm

供用日損料 1.5Ｌ 台日 4.0 ガソリン ㍑ 20 2.6㍑×8.0h

運行時間損料 〃 台時 8.0 雑 品 式 1

雑器材 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 4.0 ％ 通信運搬費等 5.0 ％ 材料費 5.0 ％

7-3-2

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

空中写真密着 通信運搬費 *密着用印画紙 24cm×26cm 枚 12

プリンター 白黒 台日 0.1 *引伸用印画紙 15cm×15cm 枚 24 部分４倍,1点2枚

空中写真引伸機 白黒 台日 0.3 処理薬品 式 1 *印の合計の20％

印画紙現像機 白黒 ベニア板 枚 7.930cm×90cm×0.4cm

自動 台日 0.4 木 杭 6cm×6cm×60cm 本 6.0 中心杭用

ライトバン 角 材 本 7.1 脚杭，横木4cm×4cm×400cm

供用日損料 1.5Ｌ 台日 3.0 ガソリン ㍑ 15 2.6㍑×6.0h

運行時間損料 〃 台時 6.0 雑 品 式 1

雑器材 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 3.5 ％ 通信運搬費等 4.5 ％ 材料費 5.5 ％
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７－３－３ 対空標識の設置（写真縮尺１／１２，５００）
本歩掛の適用範囲は，設置点数４３点以下とする。 7-3-3

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員 技 補 員

師 師 師

1.0 2.5 3.5 内 1 1 1 3 1.0 2.5 3.5 7.0

１５点 対空標識

の設置

1.5 4.5 4.5 2.5 外 1 1 1 2 5 1.5 4.5 4.5 5.0 15.5

合 計 2.5 7.0 8.0 2.5 2.5 7.0 8.0 5.0 22.5

備考 1.作業工程「対空標識の設置」には「対空標識の撤収」を含む。

７－３－４ 標定点測量
本歩掛の適用範囲は，設置点数１２０点以下とする。 7-3-4

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員 技 補 員

師 師 師

1.5 1.0 1.0 内 1 1 1 3 1.5 1.0 1.0 3.5

５点 標定点測量

3.5 5.0 5.0 外 1 1 1 3 3.5 5.0 5.0 13.5

合 計 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 17.0
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7-3-3

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

空中写真密着 通信運搬費 *密着用印画紙 24cm×26cm 枚 18

プリンター 白黒 台日 0.1 *引伸用印画紙 15cm×15cm 枚 36 部分４倍,1点2枚

空中写真引伸機 白黒 台日 0.5 処理薬品 式 1 *印の合計の20％

印画紙現像機 白黒 ベニア板 枚 21.030cm×90cm×0.4cm

自動 台日 0.6 木 杭 6cm×6cm×60cm 本 9.0 中心杭用

ライトバン 角 材 本 11.1 脚杭，横木4cm×4cm×400cm

供用日損料 1.5Ｌ 台日 4.5 ガソリン ㍑ 23 2.6㍑×9.0h

運行時間損料 〃 台時 9.0 雑 品 式 1

雑器材 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 3.5 ％ 通信運搬費等 4.0 ％ 材料費 5.5 ％

7-3-4

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

ＧＰＳ測量機 ２級 台日 10.0 通信運搬費 木 杭 6cm 6cm 60cm 本 5× ×

２級 台日 5.0 ガソリン ㍑ 26 2.6㍑×10.0hＧＰＳ解析用計算機

ライトバン 雑 品 式 1

供用日損料 1.5Ｌ 台日 5.0

運行時間損料 〃 台時 10.0

雑器材 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 8.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 1.5 ％
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７－３－５ 刺針
本歩掛の適用範囲は，設置点数６５点以下とする。 7-3-5

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員 技 補 員

師 師 師

0.5 1.0 内 1 1 2 0.5 1.0 1.5

５点 刺 針

0.5 1.5 1.5 外 1 1 1 3 0.5 1.5 1.5 3.5

合 計 1.0 2.5 1.5 1.0 2.5 1.5 5.0

７－３－６ 簡易水準測量
本歩掛の適用範囲は，設置点数２９０㎞以下とする。 7-3-6

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員 技 補 員

師 師 師

0.5 0.5 0.5 内 1 1 1 3 0.5 0.5 0.5 1.5

１０㎞ 簡易

水準測量

1.5 2.0 2.0 外 1 1 1 3 1.5 2.0 2.0 5.5

合 計 2.0 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5 7.0
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7-3-5

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

空中写真密着 通信運搬費 *密着用印画紙 24cm×26cm 枚 9

プリンター 白黒 台日 0.3 *引伸用印画紙 15cm×15cm 枚 9 部分４倍,1点2枚

空中写真引伸機 白黒 台日 0.3 処理薬品 式 1 *印の合計の20％

印画紙現像機 白黒 ガソリン ㍑ 7 2.6㍑×3.0h

自動 台日 0.3 雑品 式 1

ライトバン

供用日損料 1.5Ｌ 台日 1.5

運行時間損料 〃 台時 3.0

雑器材 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 6.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 4.0 ％

7-3-6

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

レベル ３級 台日 2.0 通信運搬費 *引伸用印画紙 ２倍 枚 4 49.5cm×51cm

水準測量用電卓 台日 2.0 処理薬品 式 1 *印の合計の20%

空中写真引伸機 白黒 台日 0.1 ガソリン ㍑ 10 2.6㍑×4.0h

印画紙現像機 白黒 雑品 式 1

自動 台日 0.1

ライトバン

供用日損料 1.5Ｌ 台日 2.0

運行時間損料 〃 台時 4.0

雑器材 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 3.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 3.0 ％
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７－３－７ 打合せ協議
標定点の打合せ協議は，他業務（撮影・地形図作成等）の打合せ協議の中で行われるため，標定点の打合せ協議

としては計上しないものとする。

７－３－８ 標定点変化率
１．地域差による変化率

(1)適用作業 対空標識の設置

区 分 平 地 丘陵地 低山地 高山地

大市街地 ＋０．２

市街地（甲） ＋０．１

〃 （乙） ＋０．１ ＋０．１

都市近郊 ０．０ ＋０．１

耕 地 ０．０ ０．０ ＋０．１

原 野 ＋０．１ ＋０．１ ＋０．１ ＋０．２

森 林 ＋０．１ ＋０．１ ＋０．２ ＋０．２

(2)適用作業 標定点測量

区 分 平 地 丘陵地 低山地 高山地

大市街地 ０．０

市街地（甲） ０．０

〃 （乙） ０．０ －０．１

都市近郊 ０．０ －０．１

耕 地 ０．０ －０．１ ＋０．１

原 野 －０．１ －０．２ ＋０．１ ＋０．２

森 林 ＋０．１ －０．１ ＋０．２ ＋０．３

(3)適用作業 刺 針

区 分 平 地 丘陵地 低山地 高山地

大市街地 ０．０

市街地（甲） ０．０

〃 （乙） ０．０ ＋０．１

都市近郊 ０．０ ＋０．１

耕 地 ＋０．３ ＋０．４ ＋０．５

原 野 ＋０．５ ＋０．７ ＋０．８ ＋１．０

森 林 ＋０．５ ＋０．７ ＋０．８ ＋１．０
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(4)適用作業 簡易水準測量

区 分 平 地 丘陵地 低山地 高山地

大市街地 ＋０．３

市街地（甲） ＋０．２

〃 （乙） ＋０．１ ＋０．２

都市近郊 ＋０．１ ＋０．２

耕 地 ０．０ ＋０．１ ＋０．２

原 野 ＋０．１ ＋０．２ ＋０．３ ＋０．３

森 林 ＋０．１ ＋０．２ ＋０．３ ＋０．４
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７－３－９ 空中三角測量（単コース調整）
本歩掛の適用範囲は，設置点数１６０モデル以内とする。 7-3-9

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員 技 補 員

師 師 師

単コース

５モデル 内 0.5 0.5 1.0 0.5 2.5

調整

備考 本歩掛は数値図化と併せて使用する。

７－３－１０ 空中三角測量（ブロック調整）
本歩掛の適用範囲は，設置点数６８０モデル以内とする。 7-3-10

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員 技 補 員

師 師 師

ブロック

５０モデル 内 1.0 5.5 8.0 4.0 18.5

調整

備考 本歩掛は数値図化と併せて使用する。
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7-3-9

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

点刻機 台日 0.5 雑品 式 1

解析図化機 台日 1.0

台日 1.0パーソナルコンピュータ

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 27.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 3.0 ％

7-3-10

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

点刻機 台日 2.0 雑品 式 1

解析図化機 台日 2.0

台日 1.0パーソナルコンピュータ

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 8.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.5 ％



７－４ 数値図化

７－４－１ 数値図化 レベル５００
本歩掛の適用範囲は，作成面積５．０ｋ㎡以下とする。 7-4-1

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計
任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業
技 補 員 別 技 補 員 技 補 員
師 師 師

作業計画 内 2.0 1.5 1.0 4.5

内 1.5 1.5 3.0

現地調査 5.0 9.0 外 1 1 2 5.0 9.0 14.0

計 6.5 10.5 17.0

数値図化 内 9.0 19.0 4.0 32.0

０.５ｋ㎡

数値編集 内 9.0 21.5 6.5 37.0

内 1.5 3.5 1.5 6.5

補測編集 2.5 4.0 3.0 外 1 1 1 3 2.5 4.0 3.0 9.5

計 4.0 7.5 4.5 16.0

数値地形図
データファ 内 1.5 2.0 3.5
イルの作成
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機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単
名 称 規 格 単位 数 量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

台日 1.5 地形図 1/25,000 枚 4パーソナルコンピュータ

雑品 式 1
各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 1.5 ％

空中写真引伸機 白黒 台日 0.9 通信運搬費等 一 式 *引伸印画紙 4倍 枚 17 110.5cm×100cm
印画紙現像機 白黒 処理薬品 式 1 *印の合計額の20％

自動 台日 0.3 ガソリン ㍑ 46 2.6㍑×18.0h
ライトバン 日損料 台日 9.0 雑品 式 1
1.5Ｌ 時損料 台時 18.0

雑器材 式 1
各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 5.5 ％ 通信運搬費等 0.5 ％ 材料費 12.0 ％

解析図化機 台日 25.0 本 0.2カラーインクジェットプロッタ用紙

対話型編集装置 台日 10.0 *密着印画紙 枚 2024cm×26cm
台日 0.5 *密着ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ 枚 18カラーインクジェットプロッタ 24cm×26cm

処理薬品 式 1 *印の合計額の20％
雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 53.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 1.5 ％

対話型編集装置 台日 21.5 本 0.2カラーインクジェットプロッタ用紙

台日 1.0 雑品 式 1カラーインクジェットプロッタ

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 6.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.5 ％

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級 台日 3.0 通信運搬費等 一 式 本 0.6カラーインクジェットプロッタ用紙

ライトバン 日損料 台日 4.0 ガソリン ㍑ 20 2.6㍑×8.0h
1.5Ｌ 時損料 台時 8.0 雑品 式 1

対話型編集装置 台日 3.0
台日 0.5カラーインクジェットプロッタ

雑器材 式 1
各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 6.0 ％ 通信運搬費等 0.5 ％ 材料費 2.0 ％

対話型編集装置 台日 2.0 CD-R 700MB 枚 1

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 5.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.0 ％
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７－４－２ 数値図化 レベル１，０００
本歩掛の適用範囲は，作成面積１５．１ｋ㎡以下とする。 7-4-2

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計
任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業
技 補 員 別 技 補 員 技 補 員
師 師 師

作業計画 内 1.5 1.0 0.5 3.0

内 0.5 1.0 1.5

現地調査 2.5 4.5 外 1 1 2 2.5 4.5 7.0

計 3.0 5.5 8.5

数値図化 内 4.5 9.0 2.5 16.0

１.０ｋ㎡

数値編集 内 2.0 11.0 4.0 17.0

内 0.5 1.5 1.0 3.0

補測編集 0.5 2.0 1.5 外 1 1 1 3 0.5 2.0 1.5 4.0

計 1.0 3.5 2.5 7.0

数値地形図
データファ 内 1.0 1.0 2.0
イルの作成
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7-4-2

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単
名 称 規 格 単位 数 量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

台日 1 地形図 1/25,000 枚 4パーソナルコンピュータ

雑品 式 1
各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 2.0 ％

空中写真引伸機 白黒 台日 0.3 通信運搬費等 一 式 *引伸印画紙 4倍 枚 5 110.5cm×100cm
印画紙現像機 白黒 処理薬品 式 1 *印の合計額の20％

自動 台日 0.1 ガソリン ㍑ 23 2.6㍑×9.0h
ライトバン 日損料 台日 4.5 雑品 式 1
1.5Ｌ 時損料 台時 9.0

雑器材 式 1
各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 4.5 ％ 通信運搬費等 1.0 ％ 材料費      9.0 ％

解析図化機 台日 16.0 本 0.2カラーインクジェットプロッタ用紙

対話型編集装置 台日 2.5 *密着印画紙 枚 1024cm×26cm
台日 0.5 *密着ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ 枚 10カラーインクジェットプロッタ 24cm×26cm

処理薬品 式 1 *印の合計額の20％
雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 65.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費      1.5 ％

対話型編集装置 台日 11.0 本 0.2カラーインクジェットプロッタ用紙

台日 0.5 雑品 式 1カラーインクジェットプロッタ

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 7.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.5 ％

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級 台日 1.5 通信運搬費等 一 式 本 0.6カラーインクジェットプロッタ用紙

ライトバン 日損料 台日 2.0 ガソリン ㍑ 10 2.6㍑×4.0h
1.5Ｌ 時損料 台時 4.0 雑品 式 1

対話型編集装置 台日 1.5
台日 0.4カラーインクジェットプロッタ

雑器材 式 1

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 7.0 ％ 通信運搬費等 0.5 ％ 材料費　　　4.0 ％

対話型編集装置 台日 1.0 CD-R 700MB 枚 1

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 5.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.0 ％
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７－４－３ 数値図化 レベル２，５００
本歩掛の適用範囲は，作成面積３１０.０ｋ㎡以下とする。 7-4-3

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数
測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計
任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業
技 補 員 別 技 補 員 技 補 員
師 師 師

作業計画 内 2.5 2.5 2.0 7.0

内 3.0 4.5 7.5

現地調査 12.0 19.5 外 1 1 2 12.0 19.5 31.5

計 15.0 24.0 39.0

数値図化 内 18.5 41.0 13.0 72.5

２０.０ｋ㎡

数値編集 内 16.0 40.0 18.0 74.0

内 3.0 5.0 2.0 10.0

補測編集 4.5 8.0 3.5 外 1 1 1 3 4.5 8.0 3.5 16.0

計 7.5 13.0 5.5 26.0

数値地形図
データファ 内 2.0 2.5 4.5
イルの作成
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7-4-3

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単
名 称 規 格 単位 数 量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

台日 1.0 地形図 1/50,000 枚 4パーソナルコンピュータ

雑品 式 1
各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 1.5 ％

空中写真引伸機 白黒 台日 0.9 通信運搬費等 一 式 *引伸印画紙 4倍 枚 38 110.5cm×100cm
印画紙現像機 白黒 処理薬品 式 1 *印の合計額の20％

自動 台日 0.2 ガソリン ㍑ 101 2.6㍑×39.0h
ライトバン 日損料 台日 19.5 雑品 式 1
1.5Ｌ 時損料 台時 39.0

雑器材 式 1.0

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 4.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 11.0 ％

解析図化機 台日 50.0 本 0.3カラーインクジェットプロッタ用紙

対話型編集装置 台日 25.0 *密着印画紙 枚 4024cm×26cm
台日 1.0 *密着ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ 枚 40カラーインクジェットプロッタ 24cm×26cm

処理薬品 式 1 *印の合計額の20％
雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 47.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費      1.0 ％

対話型編集装置 台日 40.0 本 0.3カラーインクジェットプロッタ用紙

台日 1.5 雑品 式 1カラーインクジェットプロッタ

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 5.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.0 ％

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級 台日 4.5 通信運搬費等 一 式 本 0.9カラーインクジェットプロッタ用紙

ライトバン 日損料 台日 8.0 ガソリン ㍑ 41 2.6㍑×16.0h
1.5Ｌ 時損料 台時 16.0 雑品 式 1

対話型編集装置 台日 7.5
台日 1.0カラーインクジェットプロッタ

雑器材 式 1.0
各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 7.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 2.0 ％

対話型編集装置 台日 2.5 CD-R 700MB 枚 1

各費目の直接人件費に対する割合
費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要
機械経費 5.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.0 ％
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７－４－４ 既成図数値化 レベル２，５００
本歩掛の適用範囲は，作成面積１３５.０ｋ㎡以下とする。 7-4-4

所 要 日 数 編 成 延 人 日 数

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員 技 補 員

師 師 師

作業計画 内 2.5 2.5 4.0 9.0

計測用基図

作成 内 5.0 16.5 34.0 55.5

６０.０ｋ㎡

計 測 内 11.5 19.5 141.0 172.0

編 集 内 11.5 34.5 28.5 74.5

数値地形図

データファ 内 3.0 5.5 8.5

イルの作成
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7-4-4

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成

単

名 称 規 格 単位 数 量 項 目 備 考 品 名 規 格 数量 摘 要

位

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.5 ％

ﾌｨﾙﾑ密着プリンタ 台日 5.0 *ｺﾝﾀｸﾄﾌｨﾙﾑ 四六判 枚 110

ﾌｨﾙﾑ自動現像機 台日 5.0 処理薬品 式 1 *印合計額の20％

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 2.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 14.5 ％

対話型編集装置 台日 99.2 光磁気ﾃﾞｨｽｸ 230MB 枚 10 3.5in

電子計算機 ＥＷＳ 台日 15.0 静電ﾌﾟﾛｯﾀ用紙 枚 22 90cm×200cm

座標読取機 台日 14.4 雑品 式 1

ディジタイザ 台日 99.2

静電プロッタ 台日 2.0

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 10.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.5 ％

対話型編集装置 台日 34.5 静電ﾌﾟﾛｯﾀ用紙 枚 22 90cm×200cm

電子計算機 ＥＷＳ 台日 2.0 雑品 式 1

静電プロッタ 台日 2.0

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 7.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 0.5 ％

電子計算機 ＥＷＳ 台日 5.5 光磁気ﾃﾞｨｽｸ 230MB 枚 10 3.5in

雑品 式 1

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 1.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材料費 1.5 ％
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７－４－５ 打合せ協議
（１業務当り）

工 種 名 測量主任技師 測 量 技 師 測 量 技 師 補 備 考

業 務 着 手 時 ０．５ ０．５

中 間 打 合 せ ０．５ ０．５ １回当り

成 果 品 納 入 時 ０．５ ０．５

（注）１．本打合せ協議の歩掛は数値図化，既成図数値化のいずれかの業務を単独で発注

する場合に適用し，他の測量業務と同時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を

適用する。

２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合

せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。

７－４－６ 図化変化率
１．地域差による変化率

適用作業 作業計画，現地調査，数値図化，編集，数値編集，補測編集

計測用基図作成，計測

区 分 平 地 丘陵地 低山地 高山地

大市街地 ＋０．２

市街地（甲） ＋０．２

〃 （乙） ＋０．１ ＋０．２

都市近郊 ＋０．１ ＋０．２

耕 地 ０．０ ＋０．１ ＋０．１

原 野 －０．１ ０．０ ０．０ ０．０

森 林 －０．１ ０．０ ０．０ ０．０

２．写真縮尺とレベルの倍率比による変化率

適用作業 作業計画，数値図化

レベル レベル500 レベル1,000 レベル2,500

図化倍率比 写真縮尺 変化率 写真縮尺 変化率 写真縮尺 変化率

１：１０ 1/ 5,000 -0.11 1/10,000 -0.15

１：９ 1/ 4,500 -0.06 1/ 9,000 -0.05

１：８ 1/ 4,000 +0.00 1/ 8,000 +0.00

１：７ 1/ 3,500 +0.06 1/ 7,000 +0.05

１：６ 1/ 3,000 +0.11 1/ 6,000 +0.15 1/15,000 -0.10

１：５ 1/ 2,500 +0.22 1/ 5,000 +0.20 1/12,500 +0.00

１：４ 1/10,000 +0.10

１：３ 1/ 7,500 +0.30

１：２ 1/ 5,000 +0.80



 



第８節 現地測量

８－１ 現地測量（Ｓ＝１／５００）

8-1

所 要 日 数 編 成

測 測 測 測 普 内 測 測 測 測 普

量 量 量 量 通 外 量 量 量 量 通

標準作業量 作業工程 主 技 技 助 作 業 主 技 技 助 作 計

任 師 師 手 業 の 任 師 師 手 業

技 補 員 別 技 補 員

師 師

作業計画 0.5 0.5 0.5 内 1 1 1 3

縮 尺

１／５００ 4.0 8.5 8.0 外 1 1 1 3
細部測量

０．１ｋ㎡ 2.0 内 1 1

数値編集 1.5 4.0 内 1 1 2

1.0 内 1 1数値地形図データ

ファイルの作成

成果等の整理 1.0 0.5 内 1 1 2

外業計 4.0 8.5 8.0 外

内訳

内業計 0.5 3.0 8.0 内

合 計 0.5 7.0 16.5 8.0

（注）１．本表はトータルステーションを用いた細部測量を行う場合に適用するものとし，GPS測量機

等を用いた細部測量を行う場合には別途考慮するものとする。

２．本表は耕地，平地部の標準作業歩掛である。作業量補正として，標準作業歩掛に対し，下記

補正式により算出した補正係数を乗じたものとする。

なお，補正係数（ｙ／１００）は小数２位（小数３位四捨五入）まで算出する。

また，下記作業量の適用範囲を超えるものについては別途考慮するものとする。

作業量補正式 ｙ＝７４４．０４×Ａ＋２５．５９６(％) Ａ：作業量（ｋ㎡）

［適用範囲：～０．１４ｋ㎡］

３．地域，地形，縮尺の異なる場合は変化率表を使用するものとする。

４．基準点測量（基準点の設置）は，別途計上する。
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延 人 日 数 機械経費の構成

測 測 測 測 普 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

量 量 量 量 通 ２級 台日 8.5トータルステーション

主 技 技 助 作 計 ライトバン 1.5L 〃 8.5 供用日損料

任 師 師 手 業 〃 〃 台時 17.0 運行時間損料

技 補 員 雑器材 式 1

師

0.5 0.5 0.5 1.5 通信運搬費等の構成

項 目

4.0 8.5 8.0 20.5 通信運搬費

2.0 2.0 材料費の構成

品 名 規 格 単位 数量 摘 要

1.5 4.0 5.5 木杭 本 39

ガソリン ㍑ 44 2.6㍑×17h

1.0 1.0 雑品 式 1

1.0 0.5 1.5 各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 備 考

機械経費 8.0 ％

4.0 8.5 8.0 20.5 通信運搬費等 1.5 ％

材料費 3.0 ％

0.5 3.0 8.0 11.5

0.5 7.0 16.5 8.0 32.0
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８－２ 打合せ協議

（１業務当り）

工 種 名 測量主任技師 測 量 技 師 測 量 技 師 補 備 考

業 務 着 手 時 ０．５ ０．５

中 間 打 合 せ ０．５ ０．５ １回当り

成 果 品 納 入 時 ０．５ ０．５

（注）１．本打合せ協議の歩掛は現地測量を単独で発注する場合に適用し，他の測量業務と

同時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。

２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ

回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。

８－３ 現地測量変化率

縮 尺 １／２００ １／２５０

地 形
平 地 丘陵地 低山地 高山地 平 地 丘陵地 低山地 高山地

地 域

大 市 街 地 +1.2 +1.2

市 街 地 甲 +1.1 +1.0

市 街 地 乙 +0.9 +1.4 +0.8 +1.3

都 市 近 郊 +0.5 +0.8 +0.4 +0.7

耕 地 +0.2 +0.3 +0.1 +0.3 +0.9

原 野 +0.5 +1.3 +1.6 +0.4 +1.2 +1.5

森 林 +0.7 +1.9 +2.2 +0.6 +1.8 +2.1

縮 尺 １／５００ １／１，０００

地 形
平 地 丘陵地 低山地 高山地 平 地 丘陵地 低山地 高山地

地 域

大 市 街 地 +0.8 +0.7

市 街 地 甲 +0.7 +0.5

市 街 地 乙 +0.5 +0.8 +0.4 +0.7

都 市 近 郊 +0.2 +0.5 0.0 +0.3

耕 地 0.0 +0.2 +0.5 -0.1 0.0 +0.2

原 野 +0.1 +0.3 +0.7 +1.0 +0.1 +0.4 +0.7

森 林 +0.4 +1.4 +1.7 +0.3 +0.7 +1.0

（注）１．地域，地形が混在する場合の変化率は，各区分の作業量を用いた加重平均値を小

数２位（小数３位四捨五入）まで算出する。
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第１章 地質調査積算基準

第１節 地質調査積算基準

１－１ 適用範囲

本資料は，土木事業に係る地質調査に適用する。

１－２ 地質調査業務費

１－２－１ 地質調査業務費の構成

材料費

直接調査費 人件費等

機械経費

純 直接経費

調 対(電子成果品作成費,特許使用料，水道光熱電力料)

査 運搬費

費 準備費

一 仮設費 象

般 間接調査費 安全費

調 借地料

調 査 旅費交通費 額

査 業 施工管理費

地 業 務 営繕費

質 務 費 その他

調 価 業務管理費

査 格 諸経費

業 一般管理費等

務 解析等調査業務費

費

消費税相当額

１－２－２ 地質調査業務費構成費目の内容

(1) 一般調査業務費

一般調査業務費は，高度な技術的判定を含まない単純な地質調査である。

1) 純調査費

(ｲ) 直接調査費

直接調査費は，業務に必要な経費のうち次の ｲ)から ﾆ)に掲げるものとする。

ｲ) 材料費

材料費は，当該調査を実施するのに要する材料の費用である。
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ﾛ) 人件費等

業務に従事する者の直接人件費及び労務費である。なお，名称およびその基準日額等

は別途定める。

ﾊ） 機械経費

直接作業に必要な機器の損料又は使用料とし，各調査の種別ごとに積算し計上する。

ﾆ） 直接経費

① 電子成果品作成費

電子成果品作成に要する費用を計上する。

② 特許使用料

特許使用料は，契約にもとづき支出する特許使用料及び派出する技術者等に要する

費用の合計額とする。

③ 水道光熱電力料

水道光熱電力料は，当該調査に必要となる電力，電灯使用料及び用水使用料とする。

(ﾛ) 間接調査費

間接調査費は，業務処理に必要な経費のうち，次の ｲ)から ﾘ)に掲げるものとする。

ｲ) 運搬費

機械器具の運搬は，機械器具および資機材運搬，乱さない試料やコアの運搬，現場内

小運搬及び作業員の輸送に要する費用を計上する。

ﾛ) 準備費

準備及び跡片付け作業（伐開除根，測量，各種許可・申請手続き等）搬入路伐採等に

要する費用を計上する。

ﾊ) 仮設費

ボーリングの櫓，足場設備，揚水設備場および足場の設置撤去，機械の分解解体，給

水設備，仮道，仮橋等の設備に要する費用とし必要な額を計上する。

ﾆ) 安全費

現場の一般交通に対する交通処理，掲示板，保安柵および保安灯等や環境保全のため

の仮囲いに要する費用を計上する。

ﾎ) 借地料

特に借上げを必要とする場合等に要する費用を計上する。ただし営繕費対象の敷地に

ついては借地料を計上しない。

ﾍ) 旅費交通費

当該調査に従事する者にかかる旅費・交通費であり，「参考資料」第１編第２章第１

節１－３旅費交通費に準じて積算する。

ﾄ) 施工管理費

出来高及び工程管理写真等に要する費用を計上する。
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ﾁ) 営繕費

大規模なボーリング等で必要な場合に限り営繕に要する費用を計上する。また，弾性

波探査で，火薬類取扱所，火工所の設置が必要な場合は，その費用を計上する。

ﾘ) その他

伐木補償，土地の復旧など必要な費用を計上する。

(ﾊ) 業務管理費

業務管理費は，純調査費のうち，直接調査費，間接調査費以外の経費であり，土質試

験等の専門調査業に外注する場合に必要となる経費，業務実績の登録等に要する費用を

含む。

なお業務管理費は，一般管理費等と合わせて諸経費として計上する。

また，業務管理費は諸経費率算定の対象額としない。

2) 一般管理費等

当該調査を実施する企業の経費で，一般管理費及び付加利益である。

(ｲ) 一般管理費

一般管理費は，当該調査を実施する企業の当該調査担当部署以外の経費であって，役員

報酬，従業員給料手当，退職金，法定福利費，福利厚生費，事務用品費，通信交通費，動

力用水光熱費，広告宣伝費，交際費，寄付金，地代家賃，減価償却費，租税公課，保険料，

雑費等を含む。

(ﾛ) 付加利益

付加利益は，当該調査を実施する企業を継続的に運営するのに要する費用であって，

法人税，地方税，株主配当金，役員賞与金，内部保留金，支払利息及び割引料，支払保証

料,その他の営業外費用等を含む。

(2) 解析等調査業務費

解析等調査業務費は，一般調査業務による調査資料等にもとづき，解析，判定，工法選定等高

度な技術力を要する業務を実施する費用である。

(3) 消費税相当額

消費税相当額は，消費税相当分とする。
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１－３ 地質調査業務費の積算方法

地質調査業務費は，次の積算方式によって積算する。

(1) 地質調査業務費

地質調査業務費＝｛（一般調査業務費）＋（解析等調査業務費）｝＋（消費税相当額）

＝｛（一般調査業務費）＋（解析等調査業務費）｝×｛１＋（消費税率）｝

1) 一般調査業務費

一般調査業務費＝｛（直接調査費）＋（間接調査費）｝×｛１＋（諸経費率）｝

＝｛対象額｝×｛１＋（諸経費率）｝

なお｛対象額｝＝｛（直接調査費）＋（間接調査費）｝

2) 諸経費

一般調査業務費に係る諸経費は，別表第１または別表第２により対象額（直接調査費

＋間接調査費）ごと求めた諸経費率を，当該対象額に乗じて得た額とする。

3) 解析等調査業務費

解析等調査業務費については「設計業務等積算基準」による。



別表第１

(1)諸経費率標準値

対 象 額 100万円以下 100万円を超え3000万円以下 3000万円を超えるもの

適用区分等 下記の率とする (2)の算定式により求められた率 下記の率とする

とする。ただし，変数値は下記に

よる。

Ａ ｂ

率又は変数値 47.1％ 385.8 -0.1523 28.0％

(2)算定式

ｂＺ＝Ａ×Ｙ

ただし，Ｚ：諸経費率（単位：％）

Ｙ：対象額（単位：円）（直接調査費＋間接調査費）

Ａ，ｂ：変数値

(注) 諸経費率の値は，小数点以下第２位を四捨五入して，小数点以下１位止めとする。
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別表第２ 地質調査 諸経費率（一般調査業務費）早見表

Ａ＝ Ｂ＝
３枚中 １枚

385.8 -0.1523

対 象 額 諸経費率 対 象 額 諸経費率

（千円）より （千円）まで （％） （千円）より （千円）まで （％）

0 － 1,000 47.1 1,766 － 1,792 43.1

1,001 － 1,014 47.0 1,793 － 1,819 43.0

1,015 － 1,028 46.9 1,820 － 1,847 42.9

1,029 － 1,042 46.8 1,848 － 1,876 42.8

1,043 － 1,057 46.7 1,877 － 1,905 42.7

1,058 － 1,072 46.6 1,906 － 1,935 42.6

1,073 － 1,087 46.5 1,936 － 1,965 42.5

1,088 － 1,103 46.4 1,966 － 1,995 42.4

1,104 － 1,119 46.3 1,996 － 2,027 42.3

1,120 － 1,135 46.2 2,028 － 2,058 42.2

1,136 － 1,151 46.1 2,059 － 2,091 42.1

1,152 － 1,168 46.0 2,092 － 2,124 42.0

1,169 － 1,184 45.9 2,125 － 2,157 41.9

1,185 － 1,202 45.8 2,158 － 2,191 41.8

1,203 － 1,219 45.7 2,192 － 2,226 41.7

1,220 － 1,237 45.6 2,227 － 2,262 41.6

1,238 － 1,255 45.5 2,263 － 2,298 41.5

1,256 － 1,273 45.4 2,299 － 2,334 41.4

1,274 － 1,291 45.3 2,335 － 2,372 41.3

1,292 － 1,310 45.2 2,373 － 2,410 41.2

1,311 － 1,330 45.1 2,411 － 2,449 41.1

1,331 － 1,349 45.0 2,450 － 2,488 41.0

1,350 － 1,369 44.9 2,489 － 2,529 40.9

1,370 － 1,389 44.8 2,530 － 2,570 40.8

1,390 － 1,410 44.7 2,571 － 2,611 40.7

1,411 － 1,431 44.6 2,612 － 2,654 40.6

1,432 － 1,452 44.5 2,655 － 2,697 40.5

1,453 － 1,474 44.4 2,698 － 2,742 40.4

1,475 － 1,496 44.3 2,743 － 2,787 40.3

1,497 － 1,518 44.2 2,788 － 2,832 40.2

1,519 － 1,541 44.1 2,833 － 2,879 40.1

1,542 － 1,564 44.0 2,880 － 2,927 40.0

1,565 － 1,588 43.9 2,928 － 2,975 39.9

1,589 － 1,612 43.8 2,976 － 3,025 39.8

1,613 － 1,636 43.7 3,026 － 3,075 39.7

1,637 － 1,661 43.6 3,076 － 3,127 39.6

1,662 － 1,686 43.5 3,128 － 3,179 39.5

1,687 － 1,712 43.4 3,180 － 3,233 39.4

1,713 － 1,738 43.3 3,234 － 3,287 39.3

1,739 － 1,765 43.2 3,288 － 3,343 39.2

（注）対象額は，直接調査費＋間接調査費
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地質調査 諸経費率（一般調査業務費）早見表

Ａ＝ Ｂ＝
３枚中 ２枚

385.8 -0.1523

対 象 額 諸経費率 対 象 額 諸経費率

（千円）より （千円）まで （％） （千円）より （千円）まで （％）

3,344 － 3,399 39.1 6,785 － 6,912 35.1

3,400 － 3,457 39.0 6,913 － 7,043 35.0

3,458 － 3,516 38.9 7,044 － 7,176 34.9

3,517 － 3,576 38.8 7,177 － 7,313 34.8

3,577 － 3,637 38.7 7,314 － 7,453 34.7

3,638 － 3,700 38.6 7,454 － 7,596 34.6

3,701 － 3,763 38.5 7,597 － 7,742 34.5

3,764 － 3,828 38.4 7,743 － 7,891 34.4

3,829 － 3,894 38.3 7,892 － 8,043 34.3

3,895 － 3,962 38.2 8,044 － 8,199 34.2

3,963 － 4,031 38.1 8,200 － 8,359 34.1

4,032 － 4,101 38.0 8,360 － 8,522 34.0

4,102 － 4,173 37.9 8,523 － 8,688 33.9

4,174 － 4,246 37.8 8,689 － 8,859 33.8

4,247 － 4,320 37.7 8,860 － 9,033 33.7

4,321 － 4,396 37.6 9,034 － 9,211 33.6

4,397 － 4,474 37.5 9,212 － 9,394 33.5

4,475 － 4,553 37.4 9,395 － 9,580 33.4

4,554 － 4,634 37.3 9,581 － 9,771 33.3

4,635 － 4,717 37.2 9,772 － 9,966 33.2

4,718 － 4,801 37.1 9,967 － 10,166 33.1

4,802 － 4,887 37.0 10,167 － 10,370 33.0

4,888 － 4,975 36.9 10,371 － 10,579 32.9

4,976 － 5,064 36.8 10,580 － 10,793 32.8

5,065 － 5,156 36.7 10,794 － 11,012 32.7

5,157 － 5,249 36.6 11,013 － 11,236 32.6

5,250 － 5,344 36.5 11,237 － 11,465 32.5

5,345 － 5,442 36.4 11,466 － 11,700 32.4

5,443 － 5,541 36.3 11,701 － 11,940 32.3

5,542 － 5,642 36.2 11,941 － 12,186 32.2

5,643 － 5,746 36.1 12,187 － 12,438 32.1

5,747 － 5,852 36.0 12,439 － 12,696 32.0

5,853 － 5,960 35.9 12,697 － 12,960 31.9

5,961 － 6,070 35.8 12,961 － 13,230 31.8

6,071 － 6,183 35.7 13,231 － 13,507 31.7

6,184 － 6,298 35.6 13,508 － 13,791 31.6

6,299 － 6,415 35.5 13,792 － 14,081 31.5

6,416 － 6,536 35.4 14,082 － 14,379 31.4

6,537 － 6,658 35.3 14,380 － 14,684 31.3

6,659 － 6,784 35.2 14,685 － 14,996 31.2

（注）対象額は，直接調査費＋間接調査費
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地質調査 諸経費率（一般調査業務費）早見表

Ａ＝ Ｂ＝
３枚中 ３枚

385.8 -0.1523

対 象 額 諸経費率

（千円）より （千円）まで （％）

14,997 ― 15,316 31.1

15,317 ― 15,644 31.0

15,645 ― 15,980 30.9

15,981 ― 16,324 30.8

16,325 ― 16,677 30.7

16,678 ― 17,039 30.6

17,040 ― 17,410 30.5

17,411 ― 17,790 30.4

17,791 ― 18,180 30.3

18,181 ― 18,579 30.2

18,580 ― 18,989 30.1

18,990 ― 19,409 30.0

19,410 ― 19,840 29.9

19,841 ― 20,282 29.8

20,283 ― 20,736 29.7

20,737 ― 21,201 29.6

21,202 ― 21,678 29.5

21,679 ― 22,167 29.4

22,168 ― 22,670 29.3

22,671 ― 23,185 29.2

23,186 ― 23,715 29.1

23,716 ― 24,258 29.0

24,259 ― 24,815 28.9

24,816 ― 25,387 28.8

25,388 ― 25,975 28.7

25,976 ― 26,578 28.6

26,579 ― 27,197 28.5

27,198 ― 27,834 28.4

27,835 ― 28,487 28.3

28,488 ― 29,158 28.2

29,159 ― 29,847 28.1

29,848 ― 28.0

3 千 万 円 以 上 28.0

（注）対象額は，直接調査費＋間接調査費



第２章 地質調査市場単価

第１節 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）

１－１ 適用範囲

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）は，市場単価方式による地質調査のせん孔作業に
適用する。

１－１－１ 市場単価が適用できる範囲

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞのうち土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞは，１－３－２表１．１に示す規格区分を対象に行う孔径
φ66㎜，孔径φ86㎜，孔径φ116㎜のせん孔長が100ｍ以下のノンコアボーリング とする。*1

また，岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞは，１－３－２表１．２に示す規格区分を対象に行う孔径φ66㎜，孔
径φ76㎜，孔径φ86㎜のせん孔長を問わないオールコアボーリング とする。*2

なお，上記適用範囲外については別途考慮する。
※土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞにおいて，コアの採取を行うオールコアボーリングは適用範囲外である。

*1 ノンコアボーリング．
･コアの採取をしないボーリング。
･標準貫入試験及びサンプリング（採取試料の土質試験）等の併用による地質状況の把握が
可能である。

*2 オールコアボーリング．
･観察に供するコアを採取するボーリング。
･連続的にコアを採取し，試料箱（コア箱）に納めて納品する。
･採取したコアを連続的に確認できることから，詳細な地質状況の把握が可能である。

１－２ 編成人員

滞在費を算出するための機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ１ﾊﾟｰﾃｨｰ当たりの編成人員は次表を標準とする。

職種 地質調査技師 主任地質調査員 地質調査員

人員 0.5 1.0 1.0

１－３ 市場単価の設定

１－３－１ 市場単価の構成と範囲

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。

調 査 費 市場単価

機 労 材

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ○ ○ ○

機 現 足 間 せ サ 及 サ 間 足 現 機
材 場 場 接 ん ン び ウ 接 場 場 材
搬 内 仮 調 孔 プ 原 ン 調 仮 内 搬
入 小 設 査 リ 位 デ 査 設 小 出

運 設 費 ン 置 ィ 費 運撤
搬 置 グ 試 ン 搬去

験 グ
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１－３－２ 市場単価の規格・仕様区分

表１．１ 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの規格区分

種 別 ・ 規 格 単位

φ 66mm 粘性土・シルト ｍ

砂・砂質土 〃

礫混じり土砂 〃

玉石混じり土砂 〃

固結シルト・固結粘土 〃

φ 86mm 粘性土・シルト ｍ

砂・砂質土 〃

礫混じり土砂 〃

玉石混じり土砂 〃

固結シルト・固結粘土 〃

φ 116mm 粘性土・シルト ｍ

砂・砂質土 〃

礫混じり土砂 〃

玉石混じり土砂 〃

固結シルト・固結粘土 〃

上表以外は別途考慮する。

表１．２岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの規格区分

種 別 ・ 規 格 単位

φ 66mm 軟岩 ｍ

中硬岩 〃

硬岩 〃

極硬岩 〃

破砕帯 〃

φ 76mm 軟岩 ｍ

中硬岩 〃

硬岩 〃
極硬岩 〃

破砕帯 〃

φ 86mm 軟岩 ｍ

中硬岩 〃

上表以外は別途考慮する。
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１－３－３ 補正係数の設定

表１．３土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの補正係数
補正の区分 適用基準 記号 補正係数

せん孔深度 50ｍ以下 Ｋ1 1.00
50ｍ超80ｍ以下 Ｋ2 1.10
80ｍ超100ｍ以下 Ｋ3 1.15

せん孔方向 鉛直下方 Ｋ8 1.00
斜め下方 Ｋ9 1.15
水平 Ｋ10 1.20
斜め上方 Ｋ11 1.40

表１．４岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの補正係数
補正の区分 適用基準 記号 補正係数

せん孔深度 50ｍ以下 Ｋ4 1.00
50ｍ超80ｍ以下 Ｋ5 1.10
80ｍ超120ｍ以下 Ｋ6 1.15
120ｍ超 Ｋ7 1.25

せん孔方向 鉛直下方 Ｋ12 1.00
斜め下方 Ｋ13 1.15
水平 Ｋ14 1.20
斜め上方 Ｋ15 1.40

１－３－４ 直接調査費の算出
直接調査費＝設計単価×設計数量
設計価格＝標準の市場単価×せん孔延長×（Ｋ1～Ｋ7）×（Ｋ8～Ｋ15）

〔算出例〕
せん孔深度80ｍ（軟岩60ｍ，中硬岩20ｍ）斜め下方の岩盤ボーリングを行う場合

（補正係数） せん孔深度 （ 50ｍ超 80ｍ以下 ）：Ｋ5
せん孔方向 （斜め下方） ：Ｋ13

（軟岩の市場単価［50ｍ以下］×60ｍ＋中硬岩の市場単価［50ｍ以下］×20ｍ）×Ｋ5×Ｋ13
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１－４ 適用に当たっての留意事項

１. ボーリングせん孔方向の適用範囲

２. 地質調査の土質・岩分類

地質調査の土質・岩分類は下表を標準とする。

表１．５土質・岩分類
地山弾性波速度 一軸圧縮強度

土質分類及びボーリング掘進状況土質・岩分類
（km/sec） （N/ｍ㎡）

粘土・シルト ＭＬ，ＭＨ，ＣＬ，ＣＨ，ＯＬ，ＯＨ， ―― ――
１ ２ＯＶ，ＶＬ，ＶＨ ，ＶＨ

Ｓ，Ｓ－Ｇ，Ｓ－Ｆ，Ｓ－ＦＧ，ＳＧ，
砂・砂質土 ―― ――

ＳＧ－Ｆ，ＳＦ，ＳＦ－Ｇ，ＳＦＧ
Ｇ，Ｇ－Ｓ，Ｇ－Ｆ，Ｇ－ＦＳ，ＧＳ，

礫混り土砂 ―― ――
ＧＳ－Ｆ，ＧＦ，ＧＦ－Ｓ，ＧＦＳ

玉石混り土砂 ―― ―― ――

―― ―― ――固結ｼﾙﾄ・固結粘土

軟 岩 2.5以下 30以下ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝで容易に掘進できる岩盤

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝでも掘進できるがﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
中硬岩 2.5超3.5以下 30～ 80

の方がコア採取率が良い岩盤
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄを使用しないと掘進困難な

硬 岩 3.5超4.5以下 80～150
岩盤

極硬岩 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄのライフが短い岩盤 4.5超 150～180

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄの摩耗が特に激しく，崩壊
破砕帯 ―― ――

が著しくコア詰まりの多い岩盤
上表の分類は，地盤材料の工学的分類法（小分類）による。
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水源までの距離が20m未満の場合の給水費は含むものとする。３.

運搬費，仮設費，宿泊費などは別途計上する。４.

５ 標準貫入試験及びサンプリング等の延長も掘削延長に含むものとする。.

６ 保孔材料，標本箱等は含むものとする。.

７ 泥水処理費用等が必要な場合は別途計上する。.

１－５ 日当たり作業量

日当たり作業量は下表を標準とする。
表１．６土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの日当たり作業量

種 別 ・ 規 格 単位 日当たり作業量
φ 66mm 粘性土・シルト ｍ 7.0

砂・砂質土 〃 6.0
礫混じり土砂 〃 4.0
玉石混じり土砂 〃 2.0
固結シルト・固結粘土 〃 4.0

φ 86mm 粘性土・シルト ｍ 6.0
砂・砂質土 〃 5.0
礫混じり土砂 〃 3.0
玉石混じり土砂 〃 2.0
固結シルト・固結粘土 〃 4.0

φ 116mm 粘性土・シルト ｍ 5.0
砂・砂質土 〃 4.0
礫混じり土砂 〃 3.0
玉石混じり土砂 〃 2.0
固結シルト・固結粘土 〃 3.0

工期算定等にあたっては，作業条件による補正は行わない。

表１．７岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの日当たり作業量
種 別 ・ 規 格 単位 日当たり作業量

φ 66mm 軟岩 ｍ 4.0
中硬岩 〃 3.0
硬岩 〃 3.0
極硬岩 〃 2.0
破砕帯 〃 2.0

φ 76mm 軟岩 ｍ 4.0
中硬岩 〃 3.0
硬岩 〃 3.0
極硬岩 〃 2.0
破砕帯 〃 2.0

φ 86mm 軟岩 ｍ 4.0
中硬岩 〃 3.0

工期算定等にあたっては，作業条件による補正は行わない。

第２節 サンプリング

２－１ 適用範囲

サンプリングは，市場単価方式による地質調査に適用する。

２－１－１ 市場単価が適用できる範囲

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞにおけるサンプリングのうち，シンウォールサンプリング，デニソン
サンプリング，トリプルサンプリングに適用する。
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２－２ 編成人員

滞在費を算出するためのサンプリングの編成人員は次表を標準とする。

職種 地質調査技師 主任地質調査員 地質調査員

人員 0.5 1.0 1.0

２－３ 市場単価の設定

２－３－１ 市場単価の構成と範囲

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。

調 査 費 市場単価

機 労 材

○ ○ ○サンプリング

機 現 足 間 せ サ 及 サ 間 足 現 機
材 場 場 接 ん ン び ウ 接 場 場 材
搬 内 仮 調 孔 プ 原 ン 調 仮 内 搬
入 小 設 査 リ 位 デ 査 設 小 出

運 設 費 ン 置 ィ 費 運撤
搬 置 グ 試 ン 搬去

験 グ

２－３－２ 市場単価の規格・仕様区分

表２．１サンプリングの規格区分及び選定方法
採取目的 必要な孔径種 別 ・ 規 格 単位

軟弱な粘性土の乱さ 86mm以上シンウォール 軟弱な粘性土 本
ない資料の採取サンプリング （０≦Ｎ値≦４）
硬質粘性土の採取 116mm以上デニソン 硬質な粘性土 〃

サンプリング （４＜Ｎ値）
砂質土の採取 116mm以上トリプル 砂質土 〃

サンプリング

２－３－３ 直接調査費の算出

直接調査費＝設計単価×設計数量
設計単価＝標準の市場単価

２－３－４ 適用に当たっての留意事項

単価は，パラフィンワックス，キャップ，運搬用アイスボックス，ドライアイス等
を含むものとする。
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２－４ 日当たり作業量

日当たり作業量は下表を標準とする。
表２．２サンプリングの日当たり作業量

種 別 ・ 規 格 単位 日当たり作業量
シンウォール 軟質な粘性土 本 ５

（０≦Ｎ値≦４）サンプリング
デニソン 硬質な粘性土（４＜Ｎ値） 〃 ４
サンプリング
トリプル 砂質土 〃 ３
サンプリング

第３節 サウンディング及び原位置試験
３－１ 適用範囲

サウンディング及び原位置試験は，市場単価方式による地質調査に適用する。

３－１－１ 市場単価が適用できる範囲

サウンディング及び原位置試験のうち，標準貫入試験，孔内水平載荷試験，現場透水試験，
スウェーデン式サウンディング，オランダ式二重管コーン貫入試験，ポータブルコーン貫入
試験に適用する。

３－２ 編成人員

滞在費を算出するためのサウンディング及び原位置試験の編成人員は次表を標準とする。

職種 地質調査技師 主任地質調査員 地質調査員

人員 0.5 1.0 1.0

３－３ 市場単価の設定

３－３－１ 市場単価の構成と範囲

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。

調 査 費 市場単価

機 労 材

○ ○ ○サウンディング
及び原位置試験

機 現 足 間 せ サ 及 サ 間 足 現 機
材 場 場 接 ん ン び ウ 接 場 場 材
搬 内 仮 調 孔 プ 原 ン 調 仮 内 搬
入 小 設 査 リ 位 デ 査 設 小 出

運 設 費 ン 置 ィ 費 運撤
搬 置 グ 試 ン 搬去

験 グ
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３－３－２ 市場単価の規格・仕様区分

表３．１サウンディング及び原位置試験の規格区分
種 別 ・ 規 格 単位

標準貫入試験 粘性土・シルト 回
砂・砂質土 〃
礫混じり土砂 〃
玉石混じり土砂 〃
固結シルト・固結粘土 〃
軟岩 〃

孔内水平載荷試験 普通載荷（2.5MN/㎡以下）ＧＬ-50ｍ以内 〃
中圧載荷（2.5～10MN/㎡）ＧＬ-50ｍ以内 〃
高圧載荷（10～20MN/㎡） ＧＬ-50ｍ以内 〃

現場透水試験 オーガー法 ＧＬ-10ｍ以内 〃
ケーシング法 ＧＬ-10ｍ以内 〃
一重管式 ＧＬ-20ｍ以内 〃
二重管式 ＧＬ-20ｍ以内 〃
揚水法 ＧＬ-20ｍ以内 〃

ＧＬ-10ｍ以内 Ｎ値４以内 ｍスウェーデン式サウンディング

２０ｋN ＧＬ-30ｍ以内 〃オランダ式二重管コーン貫入試験

１００ｋN ＧＬ-30ｍ以内 〃
ポータブルコーン貫入試験 単管式 ＧＬ-5ｍ以内 〃

二重管式 ＧＬ-5ｍ以内 〃
上表以外は別途考慮する。

３－３－３ 補正係数の設定

表３．２ の補正係数現場透水試験

補正の区分 適用基準 記号 補正係数

Ｋ1 1.00現場透水試験 ＧＬ-10ｍ以内

Ｋ2 1.10ケーシング法 ＧＬ-20ｍ以内

Ｋ3 1.15ＧＬ-30ｍ以内

Ｋ4 1.25ＧＬ-40ｍ以内

Ｋ5 1.30ＧＬ-50ｍ以内

Ｋ6 1.00現場透水試験 ＧＬ-20ｍ以内

Ｋ7 1.15二重管式 ＧＬ-40ｍ以内

Ｋ8 1.00現場透水試験 ＧＬ-20ｍ以内

Ｋ9 1.15揚水法 ＧＬ-40ｍ以内

３－３－４ 直接調査費の算出

直接調査費＝設計単価×設計数量
設計単価＝標準の市場単価×（Ｋ1～Ｋ9）

３－４ 適用に当たっての留意事項

孔内水平載荷試験における普通載荷及び中圧載荷は，測定器がプレシオメーター，１.

ＬＬＴ及びＫＫＴを標準とする。土研式を使用する場合は，別途考慮する。
サウンディング及び原位置試験に伴う機材，雑品はこれを含むものとする。２.

現場透水試験は，資料整理（内業）を含むものとする。３.

現場透水試験は，孔内洗浄を含むものとする。４.
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３－５ 日当たり作業量

日当たり作業量は下表を標準とする。
表３．３サウンディング及び原位置試験の日当たり作業量

種 別 ・ 規 格 単位 日当たり作業量
標準貫入試験 粘性土・シルト 回 12.0

砂・砂質土 〃 10.0
礫混じり土砂 〃 8.0
玉石混じり土砂 〃 7.0
固結シルト・固結粘土 〃 7.0
軟岩 〃 7.0

孔内水平載荷試験 普通載荷（2.5MN/㎡以下）ＧＬ-50ｍ以内 〃 3.0
中圧載荷（2.5～10MN/㎡）ＧＬ-50ｍ以内 〃 2.0
高圧載荷（10～20MN/㎡） ＧＬ-50ｍ以内 〃 2.0

現場透水試験 オーガー法 ＧＬ-10ｍ以内 〃 2.0
ケーシング法 ＧＬ-10ｍ以内 〃 2.0
一重管式 ＧＬ-20ｍ以内 〃 1.0
二重管式 ＧＬ-20ｍ以内 〃 1.0
揚水法 ＧＬ-20ｍ以内 〃 1.0

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ＧＬ-10ｍ以内 Ｎ値４以内 ｍ 22.0
ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管コーン ２０kN ＧＬ-30ｍ以内 〃 12.0
貫入試験 １００kN ＧＬ-30ｍ以内 〃 11.0
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 単管式 ＧＬ-5ｍ以内 〃 25.0

二重管式 ＧＬ-5ｍ以内 〃 15.0
工期算定等にあたっては，作業条件による補正は行わない。

第４節 現場内小運搬
現場内小運搬は，ボーリングマシン並びに各種原位置試験用器材をトラック又はライトバ

ン等より降した地点から，順次調査地点へと移動して，調査終了後にトラック又はライトバ
ンに積み込む地点までの運搬費である。（運搬に付随する積み込み，積み降ろしを含む。）

小運搬の積算にあたっては，下表を参考に現地の条件にあった運搬方法を選ぶものとする。
なお，搬入路伐採等については，小運搬（人肩，クローラ，モノレール，索道）に際し，立
木伐採や下草刈り等が必要な場合に適用するものとし，その際は，第６節「その他間接調査
費」の「搬入路伐採等」の単価を適用する。

表４．１ 小 運 搬 方 法 一 覧

特 長運搬方法 運搬距離 道 路 地 形 運搬効率
人 肩 短距離に 幅50cm 緩傾斜地 極 め て 条件を選ばないが，低能率

適用 以下 不 良 （最低でも歩道程度は必要で
ある。）

特装車 短～中距離 急傾斜地（登坂能 良 好 道路がなくても可能，大量輸
(クローラ) に適用 ―― 力は斜度20°程度 送が可能。

まで）
モノレール 短～中距離 傾斜地 良 好 既存の運搬路が無い場合に有

に適用 ―― 急傾斜地 利である。
急唆地

索 道 短～中距離 急傾斜地 良 好 河川，谷，崖を越える場合に
(ケーブル に適用 ―― 急唆地 有利である。
クレーン)
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４－１ 適用範囲

現場内小運搬は，市場単価方式による地質調査に適用する。

４－１－１ 市場単価が適用できる範囲

現場内小運搬のうち，人肩運搬，特装車運搬（クローラ），モノレール運搬，索道
運搬するもの。

４－２ 編成人員

滞在費を算出するための現場内小運搬１回当たりの編成人員は次表を標準とする。

主任地質調査員 地質調査員

人 肩 0.5 1.0

特 装 車 0.5 1.0

モノレール 0.5

索 道 0.5

４－３ 市場単価の設定

４－３－１ 市場単価の構成と範囲

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。

調 査 費 市場単価

機 労 材

○ ○ ×現場内小運搬

機 現 足 間 せ サ 及 サ 間 足 現 機
材 場 場 接 ん ン び ウ 接 場 場 材
搬 内 仮 調 孔 プ 原 ン 調 仮 内 搬
入 小 設 査 リ 位 デ 査 設 小 出

運 設 費 ン 置 ィ 費 運撤
搬 置 グ 試 ン 搬去

験 グ

４－３－２ 市場単価の規格・仕様区分

表４．２ 現場内小運搬の規格区分
種 別 ・ 規 格 単位

人肩運搬 ５０ｍ以下 ｔ総運搬距離

５０ｍ超１００ｍ以下 〃 〃
特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下 〃総運搬距離

１００ｍ超５００ｍ以下 〃 〃
５００ｍ超１０００ｍ以下 〃 〃

モノレール運搬 １００ｍ以下 〃設置距離

１００ｍ超５００ｍ以下 〃 〃
５００ｍ超１０００ｍ以下 〃 〃

索道運搬 １００ｍ以下 〃設置距離

１００ｍ超５００ｍ以下 〃 〃
５００ｍ超１０００ｍ以下 〃 〃

上表以外は別途考慮する。

職種
運搬方法
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表４．３ 現場内小運搬における架設・撤去の規格区分
種 別 ・ 規 格 単位

モノレール運搬 １００ｍ以下 箇所
１００ｍ超５００ｍ以下 〃
５００ｍ超１０００ｍ以下 〃

索道運搬 １００ｍ以下 〃吊下げ荷重１ｔ

１００ｍ超５００ｍ以下 〃 〃
５００ｍ超１０００ｍ以下 〃 〃

上表以外は別途考慮する。

表４．４ 現場内小運搬における機械器具損料の規格区分
種 別 ・ 規 格 単位

モノレール運搬 １００ｍ以下 日
１００ｍ超５００ｍ以下 〃
５００ｍ超１０００ｍ以下 〃

索道運搬 １００ｍ以下 〃吊下げ荷重１ｔ

１００ｍ超５００ｍ以下 〃 〃
５００ｍ超１０００ｍ以下 〃 〃

上表以外は別途考慮する。

４－３－３ 補正係数の設定

表４．５標高差における距離の補正係数
小運搬方法 補正値 換算距離の計算

5 換算距離＝運搬距離＋標高差×補正値人肩運搬

3 換算距離＝運搬距離＋標高差×補正値特装車運搬(クローラ)

標高差は１ｍ単位とする。

４－３－４ 間接調査費の算出

（人肩運搬，特装車運搬）
間接調査費＝設計単価×運搬総重量
設計単価＝標準の市場単価（換算距離別）

（モノレール運搬，索道運搬）
間接調査費＝設計単価(運搬)×運搬総重量＋設計単価(架設・撤去)

＋設計単価(機械器具損料)×供用日数
設計単価＝標準の市場単価 ただし，機械器具損料は特別調査により別途考慮する。
供用日数＝架設日数＋調査・試験等作業日数＋撤去日数

４－４ 適用に当たっての留意事項

，雑品はこれを含むものとする。現場内の各小運搬方法に伴う機材
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４－５ 日当たり作業量

日当たり作業量は下表を標準とする。
表４．６現場内小運搬の日当たり作業量

種 別 ・ 規 格 単位 日当たり作業量
5人肩運搬 ５０ｍ以下 ｔ
2５０ｍ超１００ｍ以下 〃
5特装車運搬(クローラ) １００ｍ以下 〃
3１００ｍ超５００ｍ以下 〃
2５００ｍ超１０００ｍ以下 〃
5モノレール運搬 １００ｍ以下 〃
4１００ｍ超５００ｍ以下 〃
3５００ｍ超１０００ｍ以下 〃
5索道運搬 １００ｍ以下 〃
4１００ｍ超５００ｍ以下 〃
3５００ｍ超１０００ｍ以下 〃

表４．７現場内小運搬における架設の日当たり作業量
種 別 ・ 規 格 単位 日当たり作業量

0.44モノレール運搬 １００ｍ以下 箇所
0.14１００ｍ超５００ｍ以下 〃
0.077５００ｍ超１０００ｍ以下 〃
0.41索道運搬 １００ｍ以下 〃
0.19１００ｍ超５００ｍ以下 〃
0.11５００ｍ超１０００ｍ以下 〃

表４．８現場内小運搬における撤去の日当たり作業量
種 別 ・ 規 格 単位 日当たり作業量

0.57モノレール運搬 １００ｍ以下 箇所
0.38１００ｍ超５００ｍ以下 〃
0.10５００ｍ超１０００ｍ以下 〃
0.65索道運搬 １００ｍ以下 〃
0.23１００ｍ超５００ｍ以下 〃
0.13５００ｍ超１０００ｍ以下 〃

第５節 足場仮設
５－１ 適用範囲

足場仮設は，市場単価方式による地質調査に適用する。

５－１－１ 市場単価が適用できる範囲

足場仮設のうち，平坦地足場，湿地足場，傾斜地足場，水上足場に適用する。

５－２ 編成人員

滞在費を算出するための足場仮設の編成人員は次表を標準とする。

職種 主任地質調査員 地質調査員

人員 0.5 1.0
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５－３ 市場単価の設定

５－３－１ 市場単価の構成と範囲

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。

調 査 費 市場単価

機 労 材

○ ○ ○足場仮設

機 現 足 間 せ サ 及 サ 間 足 現 機
材 場 場 接 ん ン び ウ 接 場 場 材
搬 内 仮 調 孔 プ 原 ン 調 仮 内 搬
入 小 設 査 リ 位 デ 査 設 小 出

運 設 費 ン 置 ィ 費 運撤
搬 置 グ 試 ン 搬去

験 グ

５－３－２ 市場単価の規格・仕様区分

表５．１足場仮設の規格区分
種 別 ・ 規 格 単位

平坦地足場 箇所
湿地足場 〃
傾斜地足場 地形傾斜 15ﾟ以上～30ﾟ未満 〃

地形傾斜 30ﾟ以上～45ﾟ未満 〃
地形傾斜 45ﾟ以上～60ﾟ 〃

水上足場 水深１ｍ以下 〃
水深３ｍ以下 〃
水深５ｍ以下 〃
水深１０ｍ以下 〃

上表以外は別途考慮する。

５－３－３ 補正係数の設定

表５．２足場仮設におけるﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度の補正係数
足場の区分 50ｍ以下 50ｍ超80ｍ 80ｍ超120ｍ 120ｍ超

以下 以下

記号 Ｋ1 Ｋ2 Ｋ3 Ｋ4

平坦地足場 1.00 1.05 1.10 1.20
湿地足場 1.00 1.05 1.10 1.20
傾斜地足場 1.00 1.05 1.10 1.20
水上足場 1.00 1.05 1.10 1.20

５－３－４ 間接調査費の算出

間接調査費＝設計単価×設計数量
設計単価＝標準の市場単価×（Ｋ1～Ｋ4）
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５－４ 適用に当たっての留意事項

単価は，ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ櫓設置撤去，機械分解組立を含むものとする。１.

水上足場において，ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ櫓設置撤去のために「とび工」が必要な場合，並びに，２.

水底の地形が傾斜しており，整地のため「潜水夫」が必要な場合は，別途考慮するも
のとする。
水上足場は，作業船を含むものとする。３.

水上足場は，河川・湖沼等波浪の少ない場合とし，海上の場合は，別途考慮する。４.

５－５ 日当たり作業量

日当たり作業量は下表を標準とする。
表５．３足場仮設の日当たり作業量（設置・撤去）

種 別 ・ 規 格 単位 日当たり作業量
平坦地足場 箇所 2.0
湿地足場 〃 1.0
傾斜地足場 地形傾斜15 以゚上～30 未゚満 〃 1.0

地形傾斜30 以゚上～45 未゚満 〃 0.5
地形傾斜45 以゚上～60゜ 〃 0.5

水上足場 水深１ｍ以下 〃 0.5
水深３ｍ以下 〃 0.5
水深５ｍ以下 〃 0.3
水深１０ｍ以下 〃 0.3

第６節 その他間接調査費
６－１ 適用範囲

その他間接調査費は，市場単価方式による地質調査に適用する。

６－１－１ 市場単価が適用できる範囲

その他間接調査費は，間接調査費のうち，準備及び跡片付け，搬入路伐採等，環境
保全，調査孔閉塞，給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）とする。

６－２ 編成人員

滞在費を算出するためのその他の間接調査費１業務あるいは１箇所当たりの編成人員は
次表を標準とする。

地質調査技師 主任地質調査員 地質調査員

準備及び跡片付け 1.0 1.0 0.5

搬入路伐採等 0.5 1.0

環境保全(仮囲い) 1.0 1.0

職 種工 種
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６－３ 市場単価の設定

６－３－１ 市場単価の構成と範囲

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。

調 査 費 市場単価

機 労 材

○ ○ ○その他間接調査費

機 現 足 間 せ サ 及 サ 間 足 現 機
材 場 場 接 ん ン び ウ 接 場 場 材
搬 内 仮 調 孔 プ 原 ン 調 仮 内 搬
入 小 設 査 リ 位 デ 査 設 小 出

運 設 費 ン 置 ィ 費 運撤
搬 置 グ 試 ン 搬去

験 グ

６－３－２ 市場単価の規格・仕様区分

表６．１その他間接調査費の規格区分
種 別 ・ 規 格 単位

準備及び跡片付け 業務
搬入路伐採等 ｍ
環境保全 仮囲い 箇所
調査孔閉塞 〃
給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下 〃

６－３－３ 補正係数の設定

表６．２その他間接調査費における距離の補正係数
工 種 補正値 換算距離の計算

換算距離＝道路延長＋標高差×補正値搬入路伐採等 ６
標高差は１ｍ単位とする。

６－３－４ 間接調査費の算出

間接調査費＝設計単価×設計数量
但し，搬入路伐採等は，間接調査費＝設計単価×換算距離 とする。
設計単価＝標準の市場単価

６－４ 適用に当たっての留意事項

準備及び跡片付けの単価は，資機材の準備・保管，ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ地点の整地・跡片付け，占用許１.

可及び申請手続き，位置出し測量等を含むものとする。
搬入路伐採等は，現場内小運搬で立木伐採や下草刈り等が必要な場合とする。２.

環境保全（仮囲い）は，道路や住宅の近くでﾎﾞｰﾘﾝｸﾞを行う場合等で，安全上，環境保全上，３.

囲いが必要な場合とする。
環境保全（仮囲い）の単価は，交通誘導員の費用を含まないものとする。４.

調査孔閉塞は，調査孔を閉塞する必要がある場合とする。５.

給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)の単価は，水源が20ｍ以上150ｍ以下の場合とする。水源が20ｍ未満は，６.

せん孔に含むものとする。また，150ｍ超は別途考慮するものとする。
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６－５ 日当たり作業量

日当たり作業量は下表を標準とする。
表６．３その他間接調査費の日当たり作業量

種 別 ・ 規 格 単位 日当たり作業量
準備跡片付け 業務 1.0
搬入路伐採等 ｍ 166.0
環境保全 仮囲い 箇所 2.0

第７節 解析等調査業務
７－１ 適用範囲

解析等調査業務は，市場単価方式による地質調査に適用する。
なお，単価は特別調査等により別途考慮する。

７－１－１ 単価が適用できる範囲

１．解析等調査業務のうち，既存資料の収集・現地調査，資料整理とりまとめ，断
面図等の作成，総合解析とりまとめ，打合せ協議とする。

２．直接人件費に係わる部分は，コンサルタント的調査業務としてのその他原価の
対象とする。なお，直接労務費は直接調査費に計上する。

３．ダム，トンネル，地すべり，砂防等の大規模な業務や技術的に高度な業務には
適用しない。

４．「土木設計業務等の電子納品要領（案）」，「地質調査資料整理要領（案）」
等に基づいて作成する場合にも適用できる。

７－２ 単価の設定

７－２－１ 単価の構成と範囲

１．既存資料の収集・現地調査
(1)業務の範囲

① 関係文献等の収集と検討
② 調査地周辺の現地踏査

(2)単価は，フィルム代，現像代，コピー代等を含む。
２．資料整理とりまとめ

(1)業務の範囲
① 各種計測結果の評価および考察（異常データのチェック含む）。
② 試料の観察。
③ ボーリング柱状図の作成。

(2)単価は，ボーリング柱状図，コピー代を含む。
(3)本単価は内業単価である。

３．断面図等の作成
(1)業務の範囲

① 地層および土性の判定。
② 土質又は地質断面図の作成（着色を含む）。

(2)単価は，用紙類，色鉛筆等を含む。
(3)本単価は内業単価である。
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４．総合解析とりまとめ
(1)業務の範囲

① 調査地周辺の地形・地質の検討。
② 地質調査結果に基づく土質定数の設定。
③ 地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定。
④ 地盤の透水性の検討(現場透水試験や粒度試験等が実施されている場合）。
⑤ 調査結果に基づく基礎形式の検討（具体的な計算を行うものでなく，
基礎形式の適用に関する一般的な比較検討）。

⑥ 設計・施工上の留意点の検討（特に盛土や切土を行う場合）。
⑦ 報告書の執筆。
ただし，次のような業務は含まない。
1)杭の支持力計算，圧密沈下（沈下量及び沈下時間）計算，応力分布及び
地すべり計算等の具体的な計算業務。
2)高度な土質･地質定数の計算と検討，軟弱地盤に対する対策工法の検討，
安定解析，液状化解析，特定の基礎工法や構造物に関する総合的検討。

(2)試験種目数別の補正
現地で行われる調査，室内試験等を含む調査の種目数は，０～３種を標準と

し，これを超える場合には，補正する。
なお，試験種目は，サンプリング，標準貫入試験，動的円錐貫入試験，孔内

水平載荷試験，現場透水試験，岩盤透水試験，間隙水圧試験，ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞ
ｨﾝｸﾞ，ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験，ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験，三成分コーン試験，
電気式静的ｺｰﾝ貫入試験，ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾗﾑｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ，物理的性質試験，化学的性質
試験，力学的性質試験，現場単位体積重量試験，平板載荷試験，現場CBR試験
等の区分とする。

(3)単価は，コピー代等を含む。
(4)本単価は内業単価である。

５．打合せ協議
(1)編成人員

旅費交通費の算出のための打合せ協議の１業務当りの編成人員は次表を標準
とする。

主任技師 技師Ａ 技師Ｂ

業務着手時 1.0 1.0

中間打合せ 1.0 1.0

成果品納入時 1.0 1.0

(2)中間打合せ回数は１回を標準とするが，必要に応じて変更する場合は増減
の補正をする。

７－２－２ 単価の規格・仕様区分

表７．１ 解析等調査業務の規格区分
種 別 ・ 規 格 単位

既存資料の収集・現地調査 直接人件費 業務
資料整理とりまとめ 〃 〃

〃 直接労務費 〃
断面図等の作成 直接人件費 〃

〃 直接労務費 〃
総合解析とりまとめ 直接人件費 〃
打合せ協議 〃 回数 ３回 〃
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７－２－３ 補正係数の設定表

１．解析等調査業務
表７．２ 解析等調査業務の補正係数

補正係数（計算式）土質ボーリング

Y＝0.035X + 0.79既存資料の収集・現地調査 直接人件費

Y＝0.040X + 0.76資料整理とりまとめ 直接人件費

Y＝0.040X + 0.76〃 直接労務費

Y＝0.040X + 0.76断面図等の作成 直接人件費

Y＝0.040X + 0.76〃 直接労務費

Y＝0.020X + 0.88総合解析とりまとめ 直接人件費

Y＝0.020X + 0.88打合せ協議 直接人件費

Y：補正係数 X：土質ボーリング本数

２．試験種目数別の補正係数（総合解析とりまとめ）
表７．３試験種目数別の補正係数

試 験 種 目 数 ０～３種 ４～５種 ６～９種
補 正 係 数 1.00 1.20 1.30

３．打合せの補正係数
表７．４打合せの補正係数
中間打合せの回数 ０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回

補 正 係 数 0.70 1.00 1.30 1.60 1.90 2.10

７－３ 直接業務費の算出及び直接調査費の算出

直接業務費＝設計単価
設計単価＝標準の単価×補正係数

ただし，資料整理とりまとめ等の直接労務費については次のとおり。
直接調査費＝設計単価
設計単価＝標準の単価×補正係数

７－４ 適用に当たっての留意事項

１ 岩盤ボーリング１本は土質ボーリング３本に換算する。また，ボーリング１本中に土質ボ.

ーリングと岩盤ボーリングが混在する場合は，その１本に占める割合が多い方とする。
２ ボーリングのせん孔長は考慮しないものとする。.



2-2-19

第８節 電子成果品作成費
８－１ 電子成果品作成費

電子成果品作成費は次の計算式による。

電子成果品作成費＝直接調査費（電子成果品作成費を除く）×0.016
ただし，上限を２０万円とする。

８－２ 施工管理費

施工管理費は次の計算式による。
施工管理費＝直接調査費×０．００７



 



第３章 地質調査標準歩掛

第１節 弾性波探査業務

１－１ 適用範囲

本業務は，弾性波探査器（24成分）を使用して探査する発破法及びスタッキング法に適用する。

また，本歩掛の適用延長は発破法の場合は測線延長４㎞まで，スタッキング法の場合は測線延長

1.5kmまでとする。

地域及び地形については，地域は原野又は森林，地形は丘陵地，低山地又は高山地の場合に適用

できるものとする

１－２ 業務区分

業 務 名 適 用 範 囲

計 画 準 備 実施計画書の作成

現 地 踏 査 測線計画，起振計画のための現地踏査

資 料 検 討 測線計画，起振計画のための資料検討

測 線 設 定 現地における測線設置（伐採，測量，杭打ちを含む）

観 測 現地における探査観測（起振，展開，受信，記録）

解 析 観測結果についての解析及び地層，地質の判定

報 告 書 と り ま と め 調査結果の評価，考察，検討を整理して報告書としてとりまとめる

１－３ 地域・地形区分

地 域 区 分 適 用 範 囲

原 野 樹木が少なく見通しのよいところ

森 林 樹木が多く見通しの悪いところ

地 形 区 分 適 用 範 囲

丘 陵 地 緩やかな起伏のあるところ

低 山 地 相当勾配のある地形，あるいは標高1,000ｍ未満の山地

高 山 地 急峻な地形，あるいは標高1,000ｍ以上の山地

１－４ 解析等調査業務費及び直接調査費

１－４－１ 発破法及びスタッキング法標準歩掛（受振点間隔５ｍ）

解析等調査業務費 （１km当り）

職 種 直 接 人 件 費

技師長 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
主 任

区 分 技 師

計 画 準 備 2.0 2.0 2.0

現 地 踏 査 2.0 1.0

資 料 検 討 0.5 1.5

解 析 1.5 2.5 3.5 6.0

報 告 書 と り ま と め 1.5 2.0 4.0

合 計 3.0 9.0 12.0 6.0 2.0
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直接調査費 （１km当り）

職 種 労 務 費

地 質 主任地質 地 質 普 通

区 分 調査技師 調査員 調査員 作業員

測 線 設 定 3.9 4.1 4.2 8.3

観 測 4.8 6.2 5.5 10.1

合 計 8.7 10.3 9.7 18.4

（注）１．受振点間隔が５ｍ以外の場合は，別途考慮とする。

２．直接人件費は，その他原価の対象とする。

３．測線延長１km以外の場合は，次式により補正係数を求め標準歩掛（解析等調査業務費：計

画準備～報告書とりまとめ，及び直接調査費：測線設定～観測）に乗ずるものとする。

　なお，測線延長は小数第２位（小数第３位を四捨五入）までを代入し，補正係数は小数第

２位（小数第３位を四捨五入）まで算出するものとする。

補正式

ｙ＝０．４９２ｘ＋０．５０８ ｙ：補正係数

ｘ：測線延長（km）

機 械 経 費 材 料 費

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

構 トランシット 3級 日 3.4 20秒読み 構 木 杭 平杭 本 200

レベル自動式 3級 〃 3.4 40/2㎜

成 他測量器具 〃 3.4 成その

経 費 率 1.7 ％ 材 料 費 率 3.4 ％

（注）１．機械経費率及び材料費率は測線設定にかかる労務費に対する割合である。

発破法における観測の機械経費及び材料費 （１㎞当り）

機 械 経 費 材 料 費

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 名 称 規 格 単位 数量 摘 要

弾性波探査器 24成分 日 2.8 ダイナマイト ３号桐 kg 15

構 構 ｍ 132発破母線損耗

電 気 雷 管 本 126

絶縁テープ 巻 29

電話線損耗 ｍ 227

成 成 式 1安全対策器具

雑 品 式 1

経 費 率 13.6 ％ 材 料 費 率 26.6 ％

（注）１．機械経費率及び材料費率は観測にかかる労務費に対する割合である。
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１－４－２ 機械経費及び材料費

機械経費（損料）及び材料費は測線設定及び観測に要するもので，次表を標準とする。

発破法及びスタッキング法における測線設定の機械経費及び材料費 （１㎞当り）
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スタッキング法における観測の機械経費及び材料費 （１㎞当り）

機 械 経 費 材 料 費

名 称 規 格 単位 数量 摘要 名 称 規 格 単位 数量 摘要

構 弾性波探査器 24成分 日 2.8 構 絶縁テープ 巻 29

電話線損耗 ｍ 227

成 成 雑 品 式 1

経 費 率 13.6 ％ 材 料 費 率 6.3 ％

（注）１．機械経費率及び材料費率は観測にかかる労務費に対する割合である。

１－５ 間接調査費

１－５－１ 準備費

発 破 法 （１km当り）

職 種 労 務 費

地 質 主任地質 地 質 普 通

区 分 調査技師 調査員 調査員 作業員

現場準備及び後片づけ 3.2 6.2 7.3

（注）１．現場準備及び後片づけには，火工所設置撤去，火薬作業申請手続き，地権者交渉，発破孔埋

戻しを含んでいる。

２．測線延長が１km以外の場合は，次式より補正係数を求め標準歩掛に乗ずるものとする。

補正式

ｙ＝０．４８９ｘ＋０．５１１

ｙ：補正係数

ｘ：測線延長（km）

スタッキング法 （１km当り）

職 種 労 務 費

地 質 主任地質 地 質 普 通

区 分 調査技師 調査員 調査員 作業員

現場準備及び後片づけ 1.7 2.8 3.6

（注）１．現場準備及び後片づけには，地権者交渉を含んでいる。

２．測線延長が１km以外の場合は，次式より補正係数を求め標準歩掛に乗ずるものとする。

補正式

ｙ＝０．６７４ｘ＋０．３２６

ｙ：補正係数

ｘ：測線延長（km）
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１－６ 打合せ協議

（１業務当り）

主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 備 考

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

（注）中間打合せは，２回を標準とするが必要に応じて打合せ回数を増減するものとする。

なお，打合せ回数を増加する場合は，１回について中間時打合せ１回の人員を加算する。

１－７ 電子成果品作成費

弾性波探査の報告書とりまとめ等に係る電子成果品作成費は次の計算式による。

ｙ＝０．０２１５ｘ＋４５４５１

ｙ：電子成果品作成費（円）

ｘ：直接調査費（円）



第２節 軟弱地盤技術解析
２－１ 軟弱地盤技術解析積算基準

２－１－１ 適用範囲

軟弱地盤解析は，軟弱地盤上の盛土，構造物（地下構造物，直接基礎含む）を施工するに

あたり地質調査で得られた資料を基に，基礎地盤，盛土，工事に伴い影響する周辺地盤等に

ついて，下記2-1-4 業務内容における(３)現況軟弱地盤の解析，(４)検討対策工法の選定，

(５)対策後地盤解析，(６)最適工法の決定で示す検討を行う場合に適用する。

２－１－２ 軟弱地盤解析を実施する条件となる構造物

堤防盛土（高規格堤防を含む），道路盛土，排水機場，建築物，地下構造物等とする。

構造物自体の安定計算として実施することを，設計指針で規定している等，一般化してい

る安定計算（擁壁のすべり安定計算，土留壁の変形計算，樋管基礎地盤の沈下計算・対策検

討，法面勾配決定のための盛土内円弧すべり計算，支持杭基礎における諸検討等）及び現況

軟弱地盤の解析を必要としない簡易な対策工法の検討は，本業務の対象外とする。

２－１－３ 業務のフロー

地質調査（土質定数の設定含む）

↓

現地踏査及び解析計画

↓

現況での地盤の解析

↓

対策工法の選定 実線枠内が軟弱地盤技術解析の対象範囲

↓

対策後の状態を想定した地盤の解析

↓

最適工法の決定

↓

詳細設計

２－１－４ 業務内容

(１) 解析計画

業務遂行のための作業工程計画・人員計画の作成，解析の基本条件の整理・検討（検

討土層断面の設定，土質試験結果の評価を含む），業務打合せのための資料作成等を行

うものである。

(２) 現地踏査

現地状況を把握するために行う。

(３) 現況軟弱地盤の解析

1)地盤の破壊に係る検討

設定された土質定数，荷重（地震時含む）等の条件に基づき，すべり計算（基礎地

盤の圧密に伴う強度増加の検討を含む）等を実施して地盤のすべり破壊に対する安全

率を算定する。

2)地盤の変形に係る検討

設定された土質定数，荷重等の条件に基づき，簡易的手法によって地盤内発生応力

を算定し，地盤変形量（側方流動，地盤隆起，仮設構造物等の変位等及び既設構造物

への影響検討を含む）を算定する。
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3)地盤の圧密沈下に係る検討

設定された土質定数，荷重等の条件に基づき，地中鉛直増加応力を算定し，即時

沈下量，圧密沈下量，各圧密度に対する沈下時間を算定する。

4)地盤の液状化に係る検討

広範囲の地質地盤を対象に土質定数及び地震条件に基づき,液状化強度,地震時剪

断応力比から,液状化に対する抵抗率ＦＬを求め，判定を行う。

(４) 検討対策工法の選定

当該地質条件，施工条件に対して適用可能な軟弱地盤対策工を抽出し，各工法の特

性・経済性を概略的に比較検討のうえ，詳細な安定計算等を実施する対象工法を１つ

又は複数選定する。

(５) 対策後地盤解析

選定された対策工について，現況地盤の改良等，対策を行った場合を想定し，対象

範囲，対策後の地盤定数の設定を行った上で，軟弱地盤の解析のうち必要な解析を実

施し，現地への適応性の検討（概略的な施工計画の提案を含む）を行う。

(６) 最適工法の決定

「対策工法の選定」が複数の場合において，「対策後の検討」結果を踏まえ経済性

・施工性・安全性等の総合比較により最適対策工法を決定する。

(７) 照査

各項目毎に基本的な方針，手法，解析及び評価結果に誤りがないかどうかについて

確認する。

(８) 打合せ協議

打合せ協議は，業務開始時，成果品納入時および業務途中の主要な区切りにおいて

行うものとする。

(９) その他，業務で含まれる作業

1)主要地点断面図作成

現況（対策前），対策（案）の断面図作成を行う。

2)報告書作成

業務の目的を踏まえ，業務の各段階で作成された資料を基に業務の方法，過程，結

論について記した報告書を作成する。
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２－２ 軟弱地盤技術解析業務

２－２－１ 標準歩掛

この歩掛は，道路，河川関係の軟弱地盤技術解析に適用する。

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任
技師長 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

工 種 （細別） 単位 技術者 技 師

解 析 計 画 人／業務 １.５ １.５ ２.０ １.０ ０.５ ０.５

現 地 踏 査 人／業務 ２.０ １.５ １.５ １.０ １.０

現 ※地 盤 破 壊 円弧すべり 人／断面 １.０ １.５ ２.０ ２.５ ２.０
況
地 ※地 盤 変 形 簡 便 法 人／断面 １.０ １.５ １.０ ０.５ ２.０
盤
解 ※地 盤 圧 密 一次元解析 人／断面 １.０ １.５ ２.０ １.５ ２.０
析

※地盤液状化 簡 便 法 人／断面 １.０ ２.０ １.５ １.０ ２.５

検 討 対 策 工 法 の 選 定 人／業務 １.０ ２.０ ２.０ ２.０ １.０ １.５

対 ※地 盤 破 壊 円弧すべり 人／断面 １.５ １.５ ２.０ ２.５ ２.５
策
後 ※地 盤 変 形 簡 便 法 人／断面 １.５ １.５ １.５ １.０ ２.５
地
盤 ※地 盤 圧 密 一次元解析 人／断面 １.５ １.５ １.５ ２.０ １.５
解
析 ※地盤液状化 簡 便 法 人／断面 １.５ ２.５ １.５ １.５ ２.５

最 適 工 法 の 決 定 人／業務 １.０ ２.０ １.５ １.０ １.０ １.０

照 査 人／業務 １.５ １.５ １.０ １.０

(注)１．本標準歩掛は軟弱地盤深さ60ｍ程度までを対象とし，地盤の深さによる増減は行わ

ない。

２．現地踏査は，他業務と同時発注の場合であっても，歩掛の低減は行わない。

３．地盤の破壊に係る検討手法は，円弧（円形）すべり計算に適用する。複合すべり，

有限要素法による弾性解析は適用しない。又，地盤の浸透破壊（ボイリング，パイピ

ング，アップリフト＝盤ぶくれ，湿潤線上昇に対する安全性）の検討は適用しない。

４．地盤の変形に係る検討手法は，簡便法（解析理論に基づきモデルを簡素化して一般

式を用いた計算）に適用する。詳細法（地盤モデルを分割した要素で作成した詳細モ

デルによる計算：弾性解析の計算，又は非弾性解析や有限要素法による解析等）には

適用しない。

５．地盤の圧密沈下に係る検討手法は，一次元解析に適用する。断面二次元による有限

要素法等によって行う圧密沈下解析は，適用しない。

６．地盤の液状化に係る検討手法は，簡便法（Ｎ値と粒度からＦＬ法で推計：道路橋示

方書，Ｖ耐震設計編参考）に適用する。詳細法（液状化試験で得られる液状化強度比

と地震応答解析で得られる地震時剪断応力比より推計）の一次元解析，断面二次解析

（有限要素法）には適用しない。

７．※印は計算などを必要とする１断面当りの歩掛であり，断面数が２以上となる場合

は表２．１により割増率を求め，その値を１断面当りの歩掛に乗じて割増を行う。
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表２．１ 検討断面が複数になる場合の補正

項 目 総 合 補 正 倍 率 適用範囲

地 盤 破 壊（円弧すべり：現況及び対策後） 割増率＝0.165×断面数＋0.835 １１断面まで

地 盤 変 形（簡 便 法：現況及び対策後） 割増率＝0.106×断面数＋0.894 ６断面まで

地 盤 圧 密（一 次 元：現況及び対策後） 割増率＝0.085×断面数＋0.915 ２１断面まで

地盤液状化（簡 便 法：現況及び対策後） 割増率＝0.045×断面数＋0.955 ８断面まで

８．検討対策工法の選定とは，対策工法を抽出し各工法の特性，経済性を概略的に比較検

討し，「対策後の検討」を実施する対象を，１つ又は複数選定するもので歩掛は６工法

までの選定に適用する。

検討対策工法の選定には，既設構造物への影響評価，環境面への影響検討，新技術

を含めた検討を含む。

９．最適工法の決定とは，検討対策工法の選定において工法を複数（２～６工法）選定し

た場合に，「対策後の検討」結果を踏まえ，総合比較により，最適工法を決定するもの

である。

10．本表は，表中の適用範囲欄に示す断面数までに適用し，これらを超える場合には，別

途考慮する。

11．電子成果品作成費は，直接人件費に対する率により算出するものとし，算出方法は

式２．１によるものとする。

電子成果品作成費＝直接人件費×０．０４ ‥‥‥‥ 式 ２．１

①１千円未満は切り捨て。

②電子成果品作成費の上限は，４００千円とする。

12．その他原価，一般管理費等の積算は，「設計業務等積算基準」に準ずるものとする。

２－２－２ 打合せ協議

（１業務当り）

直 接 人 件 費
打合せ時期 備 考

主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ)

第１回打合せ ０．５ ０．５

中間打合せ ０．５ ０．５ １回当り

成果品納品時 ０．５ ０．５

(注)１．中間打合せは，３回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。

２．打合せ回数を増加する場合は，１回につき，中間打合せ１回の人員を加算する。
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第３節 地すべり調査

３－１ 適用範囲と作業内容

本歩掛は，地すべり調査業務単独発注の他，基礎地盤調査が同時に発注される地すべり調査業務

に適用する。

業 務 フ ロ ー

計画準備

適用範囲 ・既 存 資 料 調 査

・地 形 判 読 作 業

・現 地 調 査

基礎地盤調査（同時発注）

移動変形調査

・伸 縮 計

・傾 斜 計 地盤調査 地下水調査

・ ・ボーリング調査 ・地 下 水 位 測 定パイプ式歪計

・孔内傾斜計 ・標 準 貫 入 試 験 ・間 隙 水 圧 測 定

・弾 性 波 探 査 ・地 下 水 検 層

・電 気 探 査 ・地 下 水 追 跡

・室 内 試 験 等

等

解 析

・地 盤 特 性 検 討

・機 構 解 析

・安 定 解 析

・対策工法の選定

報 告 書 作 成
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作業区分 作業内容

計画準備 実施計画書を作成，提出する。また，地すべり調査の実施の予備調査として，

次の項目を実施する。

対象地すべり地付近の地形，地質，水文，地すべりの分布，「既存資料調査 ：」

滑動履歴など既存資料を収集する。

地形図，空中写真などを用いて地すべりブロックを判定し，「地形判読作業 ：」

その周辺の地形分類，埋谷画図などを必要に応じて作成する。

地形，地質，水文，滑動現況及び履歴等の現地調査を行い，地「現地調査」 ：

， ， 。すべり現況を明らかにするとともに 調査計画 応急対策計画の概要を調査する

これには，主測線，その他地すべり調査計画上必要な基準線となる測線を定める

作業も含む。

移動変形 伸縮計による 一般に地すべり地の頭部ではテンション，末端部や隆起部ではコンプレッショ

調査 調査 ンが働き，地表にクラックや圧縮が生ずる。この地表の動きを測定して，地すべ

りの活動の様子，地すべり機構を知るための調査を行う。

傾斜計による 地すべりによる地表の傾斜変動を測定し，地すべり変動を確認する。

調査

， ， ， ，パイプ式歪計 パイプ式歪計は 外径48～60㎜の塩ビ管外周軸方向で 直行する２方向 又は

による調査 １方向にペーパーストレーンゲージを1.0ｍ間隔に装置したものをボーリング孔に

設置し，ゲージの歪量を測定し，すべり面の位置を確認する。

挿入式孔内傾 挿入型孔内傾斜計は，通常86㎜以上の孔径で削孔したボーリング孔に溝付の塩

斜計による調 化ビニールパイプ，あるいはアルミケーシングパイプを地表面から不動層まで埋

査 設した後，プローブに取付けられた車輪をパイプの溝に合わせて降下して0.5ｍあ

るいは1.0ｍ毎にパイプの傾きを検出し，指示計に表示される傾き量あるいは変位

量を読みとるもので，X方向，Y方向の地盤の変形方向，大きさを調べる。

解 析 地盤特性検討 基礎地盤調査資料並びに移動変形調査から 地すべり規模 地形特性 地，「 」，「 」，「

質特性 「地下構造特性 「地下水特性」等，総合的に対象地域の地盤特性を明」， 」，

，「 」，「 」，「 」 ，らかにし 安定解析 機構解析 対策工法の選定 に関わる基本的な常数

条件を検討する。

機構解析 地形，地質，地盤構造から推定される素因，さらに移動変形，地下水，人為的

な誘因等と，安定計算結果から総合的に判断して地すべり運動機構と地すべり発

生原因を解明する。

安定解析 地すべり運動方向に設けた測線の地すべり断面について，安定計算を行い，地

すべり斜面の安定度を計算する。

対策工法選定 機構解析，安定解析及びその他の調査結果を基に，各種対策工法より，最も効

果的かつ経済的な対策工法を選定する。

， ， ， ，報告書作成 業務の目的を踏まえ 業務の各段階で作成された成果を基に 業務の方法 過程

結論について記した報告書，概要版及び付属資料を作成する。
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３－２ 計画準備

（１業務当り）

技 師 長 主任技師 技 師 C
職種

工程

計画準備 1.0 1.5 1.5

（注）１．本表は，次に示す調査項目のうち１種目の場合の歩掛であり，調査種目数に応じて

下表により補正の上，適用する。また，下記に列挙した調査が全て既存調査である

場合には，調査種目数を１種の場合として取り扱う。

・移動変形調査のうち，伸縮計，傾斜計，パイプ式歪計，挿入式孔内傾斜計。

， ， ， ， ，・同時発注の調査のうち 地表地質調査 ボーリング調査 弾性波探査 電気探査

地下水位測定，間隙水圧測定，地下水検層，地下水追跡，室内試験のいずれか。

２．本表は，調査種目数７種以内及び対象総面積0.6km 以内の場合に適用し，これを超2

える場合には別途考慮する。

調査種目数 種目 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７（ ）

補正係数 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7
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３－３ 移動変形調査

３－３－１ 伸縮計による調査

（１） 設 置 ・ 撤 去

（１基当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 地 質 調 査 技 師 人 0.4

主 任 地 質 調 査 員 〃 0.4

地 質 調 査 員 〃 0.4

普 通 作 業 員 〃 0.8

材 料 費 式 1 人件費の62 ％

（注）１．材料費には次のものを含む。格納箱１箱，記録ペン１本，インバー線14ｍ，木杭９本，

塩ビ管９ｍ，ソケット２個，雑品。

（２） 観 測

（１基当り １回当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 主 任 地 質 調 査 員 人 0.04

地 質 調 査 員 〃 0.04

材 料 費 雑 品 式 1 人件費の４％

機械損料 伸 縮 計 基・日

（注）１．機械損料＝延べ供用日数×日当り損料

（３） 資料整理

（１基当り １ヶ月当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 地 質 調 査 技 師 人 0.1

主 任 地 質 調 査 員 〃 0.2

地 質 調 査 員 〃 0.2

材 料 費 雑 品 式 1 人件費の１％

（注）１．観測周期は７日を標準とするが，観測周期１日～８日の場合には本表を適用できる。

89637
タイプライターテキスト
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３－３－２ 傾斜計による調査

（１） 設 置 ・ 撤 去

（１基当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 地 質 調 査 技 師 人 0.5

主 任 地 質 調 査 員 〃 0.5

地 質 調 査 員 〃 0.5

普 通 作 業 員 〃 1.0

材 料 費 式 1 人件費の34 ％

（注）１．材料費には次のものを含む。格納箱１箱，ガラス板１枚，コンクリート（現場打，普

通ポルトランド）0.09ｍ ，栗石0.03ｍ ，杉丸太４本，雑品。3 3

（２） 観 測

（１基当り １回当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 主 任 地 質 調 査 員 人 0.04

地 質 調 査 員 〃 0.04

材 料 費 雑 品 式 1 人件費の1％

機械損料 傾 斜 計 基・日

（注）１．機械損料＝延べ供用日数×日当り損料

（３） 資料整理

（１基当り １ヶ月当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 地 質 調 査 技 師 人 0.1

主 任 地 質 調 査 員 〃 0.2

地 質 調 査 員 〃 0.3

材 料 費 雑 品 式 1 人件費の1％

（注）１．観測周期は７日を標準とするが，観測周期１日～15日の場合には本表を適用できる。
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３－３－３ パイプ式歪計による調査

（１） 設 置 ・ 撤 去

（１孔当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 地 質 調 査 技 師 人 0.5

主 任 地 質 調 査 員 〃 0.5

地 質 調 査 員 〃 0.5

普 通 作 業 員 〃 1.0

材 料 費 パ イ プ 式 歪 計 本 注1 φ48mm，ｔ3.6mm

リ ー ド 線 ｍ 注2 ３芯

雑 品 式 1 材料費の21％

（注）１．パイプ式歪計の算出は，次式による。

Ｎ（本数）＝Ｄ（深度ｍ）

２．リード線数量の算出は，次式による （余裕長2.0ｍを含む）。

①１方向２ゲージの場合

Ｌ（1孔当りリード線延長）＝Ｄ（深度ｍ）÷２（Ｄ（深度ｍ）＋４）

②２方向４ゲージの場合

Ｌ（1孔当りリード線延長）＝［Ｄ（深度ｍ）÷２（Ｄ（深度ｍ）＋４ ］×２）

３．パイプ式歪計はソケットレス仕様を標準とする。

４．本表は，１方向２ゲージまたは２方向４ゲージ，ゲージ間隔1.0ｍ，深度30ｍ以内の

場合に適用し，これ以外の場合には別途考慮する。

（２） 観 測

（１孔当り １回当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 主 任 地 質 調 査 員 人 0.04

地 質 調 査 員 〃 0.04

材 料 費 雑 品 式 1 人件費の１％

機械損料 静 歪 み 指 示 計 台・日 0.04

（注）１．本表は，１方向２ゲージまたは２方向４ゲージ，ゲージ間隔1.0ｍ，観測深度30ｍ

以内の場合に適用し，これ以外の場合には別途考慮する。

（３） 資料整理

（１孔当り １ヶ月当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 地 質 調 査 技 師 人 0.1

主 任 地 質 調 査 員 〃 0.2

地 質 調 査 員 〃 0.3

材 料 費 雑 品 式 1 人件費の１％

（注）１．観測周期は７日を標準とするが，観測周期１～15日の場合には本表を適用できる。
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３－３－４ 挿入式孔内傾斜計

（１） 設 置ה

（１孔当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 地 質 調 査 技 師 人 0.4

主 任 地 質 調 査 員 〃 0.4

地 質 調 査 員 〃 0.4

普 通 作 業 員 〃 0.8

材 料 費 ア ル ミ ケ ー シン グ 本 注1 φ47mm×３mもの立上

がり１ｍを含む

アルミカップリング ヶ 注2

ケーシングキャップ類 組 1.0

雑 品 式 1 材料費の７％

（注）１．アルミケーシング数量の算出は，次式による。

Ｍ（本数）＝Ｄ（深度ｍ）÷3＋1（端数切り捨て）

２．アルミカップリング数量の算出は，次式による。

Ｎ（個数）＝Ｍ（アルミケーシング本数）－１

３．本表は，１方向または２方向で0.5～1.0ｍ間隔，深度50ｍ以内の場合に適用し，

これ以外の場合には，別途考慮する。

（２） 観 測

（１孔当り １回当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 主 任 地 質 調 査 員 人 0.1

地 質 調 査 員 〃 0.1

材 料 費 雑 品 式 1 人件費の１％

機械損料 孔 内 傾 斜 計 台・日 0.1

（注）１．本表は，１方向または２方向で0.5～1.0ｍ間隔，深度50ｍ以内の場合に適用し，

これを超える場合には，別途考慮する。

（３） 資料整理

（１孔当り １ヶ月当り）

種 別 細 別 単位 数 量 摘 要

人 件 費 地 質 調 査 技 師 人 0.2

主 任 地 質 調 査 員 〃 0.5

地 質 調 査 員 〃 0.5

材 料 費 雑 品 式 1 人件費の1％

（注）１．観測周期は７日を標準とするが，観測周期７～15日の場合には本表を適用できる。
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３－４ 解 析

３－４－１ 地盤特性検討

（１業務当り）

職種
主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

工程

地盤特性検討 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5

（注）１．本表は，地盤特性検討１個所の場合の歩掛であり，検討個所数に応じて下表により

補正のうえ適用する。

２．本表は，検討４個所以内かつ検討対象総面積0.6km 以下とし，これを超える場合に2

は別途考慮する。

検討個所数 個所 １ ２ ３ ４（ ）

補正係数 1.0 1.6 2.1 2.7

３－４－２ 機構解析

（１業務当り）

職種
主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

工程

機構解析 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5

（注）１．本表は，機構解析１ブロックの場合の歩掛であり，解析ブロック数に応じて下表に

より補正のうえ適用する。

２．本表は，機構解析対象合計５ブロック以内かつ解析対象総面積0.6km 以下の場合に2

適用し，これを超える場合には別途考慮する。

解析ブロック数 １ ２ ３ ４ ５

補正係数 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2

３－４－３ 安定解析

（１業務当り）

職種
主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

工程

安定解析 1.0 1.0 1.0 0.5 1.5

（注）１．本表は，安定解析断面１断面の場合の歩掛であり，断面数に応じて下表により補正

のうえ適用する。

２．本表は，解析断面数８断面以内かつ断面の総延長４km以内の場合に適用し，これを

超える場合には別途考慮する。

解析断面数（断面） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

補正係数 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6
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３－４－４ 対策工法選定

（１業務当り）

職種
主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

工程

対策工法選定 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

（注）１．本表は，対策工法選定対象１個所あたりの場合の歩掛であり，選定個所数に応じて

下表により補正のうえ適用する。

２．本表は，選定個所数３個所以内かつ対象総面積0.6km 以内の場合に適用し，これを2

超える場合には別途考慮する。

選定個所数（個所） １ ２ ３

補正係数 1.0 1.5 2.0

３－５ 報告書作成

（１業務当り）

職種
主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ

工程

報告書作成 1.5 1.0 1.5

（注）１．本表は，次に示す調査結果資料のうち１種目を参照する場合の歩掛であり，調査種

。 ， ，目数に応じて下表により補正のうえ適用する なお 下記に含まれる調査であっても

既存資料は調査種目数として計上しない。また，下記に列挙した調査が全て既存調

査の場合には，調査種目数を１種の場合として取り扱う。

・移動変形調査のうち，伸縮計，傾斜計，パイプ式歪計，挿入式孔内傾斜計。

・同時発注調査のうち，地表地質調査，ボーリング調査，弾性波探査，電気探査，

地下水位測定，間隙水圧測定，地下水検層，地下水追跡，室内試験。

２．本表は，調査結果資料７種目以内の場合に適用し，これを超える場合には，別途計

上する。

調査種目数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

補正係数 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5

３－６ 打合せ協議

（１業務当り）

職種
主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 備 考

工程

初回打合せ 0.5 0.5 0.5

中間打合せ 0.5 0.5 0.5 1回当り

成果品納入時 0.5 0.5 0.5

（注）１．中間打合せは，２回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。

２．打合せ回数を増加する場合は，１回の増加につき，中間打合せ１回の人員を加算す

る。
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３－７ 電子成果品作成費

電子成果品作成費は 「設計業務等積算基準」によることとする。，
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第１章 設計業務等積算基準

第１節 設計業務等積算基準

１－１ 適用範囲

この積算基準は, 土木事業に係る設計業務等に適用する。

１－２ 業務委託料

１. 業務委託料の構成

直接人件費

直接原価

業務原価

業務価格 事務用品費

直接経費 旅費交通費

電子成果品作成費

電子計算機使用料および

機械器具損料

特許使用料，製図費等

業務委託料

その他

その他原価

間接原価

一般管理費等

消費税相当額

２. 業務委託料構成費目の内容

イ 直接原価

(イ) 直接人件費

直接人件費は, 業務処理に従事する技術者の人件費とする。

(ロ) 直接経費

直接経費は, 業務処理に必要な経費のうち次のａからｅまでに掲げるものとする。

ａ 事務用品費

ｂ 旅費交通費

ｃ 電子成果品作成費

ｄ 電子計算機使用料および機械器具損料

ｅ 特許使用料, 製図費等

これ以外の経費については，その他原価として計上する。

ロ その他原価

その他原価は間接原価及び直接経費（積上計上するものを除く）からなる。

なお, 特殊な技術計算, 図面作成等の専門業に外注する場合に必要となる経費, 業務実績の登

録等に要する費用を含む。
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(イ) 間接原価

当該業務担当部署の事務職員の人件費および福利厚生費, 水道光熱費等の経費とする。

ハ 一般管理費等

業務を処理する建設コンサルタント等における経費等のうち直接原価, 間接原価以外の経費。

一般管理費等は一般管理費及び付加利益よりなる。

(イ) 一般管理費

一般管理費は, 建設コンサルタント等の当該業務担当部署以外の経費であって, 役員報酬,

従業員給与手当, 退職金, 法定福利費, 福利厚生費, 事務用品費, 通信交通費, 動力用水光熱

費, 広告宣伝費, 交際費, 寄付金, 地代家賃, 減価償却費, 租税公課, 保険料, 雑費等を含む。

(ロ) 付加利益

付加利益は, 当該業務を実施する建設コンサルタント等を, 継続的に運営するのに要する費

用であって, 法人税, 地方税, 株主配当金, 役員賞与金, 内部保留金, 支払利息及び割引料,

支払保証料その他の営業外費用等を含む。

１－３ 業務委託料の積算

１. 建設コンサルタント及び公益法人等に委託する場合

イ 業務委託料の積算方式

業務委託料は，次の方式により積算する。

業務委託料＝（業務価格）＋（消費税相当額）

＝〔｛（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）｝

＋（一般管理費等）〕×｛１＋（消費税率）｝

ロ 各構成要素の算定

(イ) 直接人件費

設計業務等に従事する技術者の人件費とする。なお，名称およびその基準日額は別途定める。

(ロ) 直接経費

直接経費は, ２のイの（ロ）の各項目について必要額を積算するものとし，旅費交通費に

ついては，「参考資料」第１編第２章第１節１－３旅費交通費に準じて積算する。

２のイの（ロ）の各項目以外の必要額については，その他原価として計上する。

(ハ) その他原価

その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。

（その他原価）＝（直接人件費）×α／（１－α）

ただし，αは業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であり，

３５％とする。

(ニ) 一般管理費等

一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。

（一般管理費等）＝（業務原価）×β／（１－β）

ただし，βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり，３０％とする。

(ホ) 消費税相当額

消費税相当額は, 業務価格に消費税の税率を乗じて得た額とする。

消費税相当額＝〔｛（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）｝

＋（一般管理費等）〕×（消費税率）
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２. 個人（建設コンサルタント以外の個人をいう）に委託する場合

（諸謝金による場合を除く。）

１. と同一の方法により積算するものとする。ただし, その他原価，一般管理費等については

算入しないものとする。

１－４ 設計変更の積算

業務委託の変更は，官積算書を基にして次式により算出する。

当初の請負額
業 務 価 格 ＝ 変更官積算業務価格 ×

当初の官積算額
(落札率を乗じた額)

変更業務委託料 ＝ 業 務 価 格 × (１＋消費税率)

(落札率を乗じた額)

（注) １. 変更官積算業務価格は, 官単位, 官経費をもとに当初設計と同一方法により積算する。

２.当初の請負額,当初の官積算額は, 消費税相当額を含まない額とする。



3-1-4

第２節 設計留意書の作成

予備（概略）設計業務において，その設計を通じて得た着目点，留意点等（コスト縮減の観点

から後段階設計時に一層の検討を行うべき事項）後段階の設計時に検討すべき提案をとりまとめ

たコスト縮減設計留意書を作成する場合は，１業務当たり，主任技師０．５人，技師（Ａ）１．０

人を別途計上すること。

ただし，これによりがたい場合は，別途考慮するものとする。

第３節 電子成果品作成費

３－１ 電子成果品作成費

「土木設計業務等の電子納品要領（案）」に基づく電子成果品の作成費用は，次の計算式によ

り算出するものとする。

ただし，これによりがたい場合は別途考慮する。

（１）概略設計，予備設計又は詳細設計
０．４５電子成果品作成費(千円) ＝ ６．９ｘ

ただし，ｘ：直接人件費（千円）

（２）その他の設計業務（（１）以外）
０．３８電子成果品作成費(千円) ＝ ５．１ｘ

ただし，ｘ：直接人件費（千円）

（注）１．上式の電子成果品作成費の算出にあたっては，直接人件費を千円単位（小数点以下切り捨

て）で代入する。

２．算出された電子成果品作成費（千円）は，千円未満を切り捨てる（小数点以下切り捨て）

ものとする。

３．電子成果品作成費の上下限については，

（１）の場合，上限：700千円，下限：20千円，

（２）の場合，上限：250千円，下限：20千円 とする。



第２章 設計業務等標準歩掛

第１節 道路設計標準歩掛
１－１ 道路概略設計
１－１－１ 道路概略設計 (Ａ)

地形図 (1/5,000)，地質資料，現地踏査結果，文献及び設計条件等に基づき，可能と思われる各
線形を選定し，各線形について図上で 100ｍピッチの縦横断の検討及び土量計算，主要構造物の数
量，概算工事費を積算し，比較案および 適案を提案する業務とする。

（10km当り）
職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 (Ａ） (Ｂ） (Ｃ）
設 計 計 画 3.5 4.0 5.5 3.5
現 地 踏 査 1.5 1.5 1.0
路線選定及び

2.0 1.5 1.5 3.5 4.0
主要構造物計画

設計図及び関係機関
5.0 10.0 11.0

との協議資料作成
概 算 工 事 費 算 出 2.5 4.0 6.5 10.5
照 査 1.5 1.5 1.0
報 告 書 作 成 2.5 3.5 4.0 2.5

計 2.0 3.0 10.5 16.0 23.5 22.5 21.5

（注）１．設計延長は，主要構造物（トンネル，橋梁，函渠等）を含む区間を延長とする。
２．道路の規格，構造形式等による補正は行わない。
３．新設及び改良区間を対象とする。
４．設計延長は，成果受取り延長とするが，比較ルートも 適ルートと同様の成果を

要求すれば，比較ルートも成果受取り延長に含まれる。
５．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の７％を計上する。

１－１－２ 道路概略設計 (Ｂ)
地形図 (1/2,500) ，地質資料，現地踏査結果，文献及び設計条件等に基づき，可能と思われる

各線形を選定し，各線形について図上で50ｍピッチの縦横断の検討及び土量計算，主要構造物の
数量，概算工事費を積算し，比較案および 適案を提案する業務とする。

（10km当り）
職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 (Ａ） (Ｂ） (Ｃ）
設 計 計 画 3.0 5.0 6.0 3.5
現 地 踏 査 2.0 2.0 2.5
路線選定及び

2.0 2.0 2.5 5.5 7.0
主要構造物計画

設計図及び関係機関
8.0 14.5 18.0

との協議資料作成
概 算 工 事 費 算 出 3.0 6.0 8.0 11.0
照 査 1.5 2.0 2.5
報 告 書 作 成 2.5 5.0 6.0 6.5

計 2.0 3.5 12.0 23.0 35.5 32.5 29.0

（注）１．設計延長は，主要構造物（トンネル，橋梁，函渠等）を含む区間を延長とする。
２．道路の規格，構造形式等による補正は行わない。
３．新設及び改良区間を対象とする。
４．設計延長は，成果受取り延長とするが，比較ルートも 適ルートと同様の成果を

要求すれば，比較ルートも成果受取り延長に含まれる。
５．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の７％を計上する。
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１－１－３ 標準歩掛の補正

(1) 地形により下表で割増すものとする。

地 形 割増し率

平 地 0 ％

丘 陵 地 5

市 街 地
10

山 地

急峻山地 20

(2) 暫定計画を行う場合は，標準歩掛を15％割増すものとする。

(3) 工区ごとに成果品の分割を行う場合は，標準歩掛を５％割増すものとする。
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１－２ 道路予備設計
１－２－１ 道路予備設計 (Ａ)

概略設計によって決定された路線について，平面線形，縦横断線形の比較案を策定し，施工性，
経済性，維持管理，走行性，安全性及び環境等の総合的な検討と橋梁，トンネル等の主要構造物の
位置，概略形式，基本寸法を計画し，技術的，経済的判定によりルートの中心線を決定する業務と
する。
なお，使用する図面は，空中写真図（1/1,000），作成する縦横断図は，20ｍピッチとする。

（1km当り）
職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 (Ａ） (Ｂ） (Ｃ）
設 計 計 画 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0
現 地 踏 査 1.0 0.5 0.5
路 線 選 定 1.0 0.5 0.5 1.0
設計図及び関係機関

1.5 2.0 2.5 3.5
との協議資料作成

概 算 工 事 費 算 出 1.0 1.5 1.0 1.5
照 査 1.0 1.0
報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.0 1.0

計 1.5 1.0 5.0 5.0 7.0 6.5 5.0

（注）１．交差する道路が２車線（対面）未満の交差点設計は含まれる。
２．新設及び改良区間を対象とする。
３．暫定計画の設計は含まない。
４．設計延長は，構造物（橋梁，トンネル）等の延長も含め道路予備設計延長とする。

（この場合，構造物（延長50m以内）の一般図についても作成させるものとし，別途
構造物予備設計は計上しない。）

５．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の７％を計上する。

１－２－２ 道路予備修正設計（Ａ）
道路予備設計（Ａ）の成果に基づき，道路予備設計（Ａ）と同一水準の業務内容を行う業務とす

る。
（1km当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 (Ａ） (Ｂ） (Ｃ）
設 計 計 画 1.0 0.5 1.5 0.5
現 地 踏 査 1.0 0.5 1.0
路 線 選 定 0.5 0.5
設計図及び関係機関

1.0 1.5 1.5 3.0
との協議資料作成

概 算 工 事 費 算 出 0.5 1.5 1.0
照査及び報告書作成 1.0 1.0 1.0 0.5

計 2.0 4.0 5.5 5.0 4.0

（注）１．上記歩掛は，縦断線形の修正を伴う場合に適用する。
２．交差する道路が２車線（対面）未満の交差点設計は含まれる。
３．新設及び改良区間を対象とする。
４．暫定計画の設計は含まない。
５．設計延長は，構造物（橋梁，トンネル）等の延長も含め道路予備設計延長とする。

（この場合，構造物（延長50m以内）の一般図についても作成させるものとし，別途
構造物予備設計は計上しない。）

６．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の８％を計上する。
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１－２－３ 道路予備設計 (Ｂ)

道路予備設計 (Ａ），或いは同修正設計より決定された中心線に基づいて行われた実測路線測量

による実測図を用いて図上での用地幅杭位置を決定する業務とする。

（1km当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 (Ａ） (Ｂ） (Ｃ）

設 計 計 画 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5

現 地 踏 査 1.0 0.5 0.5

縦 断 設 計 1.0 0.5 0.5

横 断 設 計 1.0 0.5 0.5 1.5

道路付帯構造物及び
0.5 1.0

小構造物設計

用 排 水 設 計 0.5 1.0

設計図及び関係機関
1.0 1.5 2.0 4.0

との協議資料作成

用 地 幅 杭 計 画 0.5 1.0

概 算 工 事 費 算 出 1.0 1.5 2.5

照 査 1.0 1.0

報 告 書 作 成 1.0 1.5 1.5 1.0

計 1.5 1.0 4.0 6.0 7.0 8.0 10.0

（注）１．上記歩掛は，交差点予備設計と同時発注の場合も対象とする。

２．交差する道路が２車線（対面）未満の交差点設計は含まれる。

３．新設及び改良区間を対象とする。

４．設計延長には，本線設計区間内における延長20ｍ以上の構造物（橋梁，トンネル）

は，その延長を控除する。

ただし，高架橋等において副道（４ｍ以上）が高架橋下にある場合は，その延長を

控除せずに構造物予備設計及び道路予備設計（Ｂ）を副道車線分だけ計上するものと

する。

５．座標計算及び暫定計画の設計は，含まない。

６．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の７％を計上する。
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１－２－４ 道路予備修正設計（Ｂ）

道路予備修正設計（Ｂ）は，道路予備設計 (Ｂ) の成果に基づき道路予備設計（Ｂ）と同一水

準の業務内容を行う業務とする。

（1km当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 (Ａ） (Ｂ） (Ｃ）

設 計 計 画 0.5 0.5 1.0

現 地 踏 査 0.5 1.0

横断・小構造物・用排水
1.0 0.5 1.0 1.5

及び道路付帯構造物設計

設計図・用地幅杭計画及び
1.0 1.0 1.0

関係機関との協議資料作成

概 算 工 事 費 算 出 0.5 1.5

照 査 及 び 報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.0 0.5

計 1.0 2.0 3.5 5.0 4.0

（注）１．上記歩掛は，縦断線形の修正を伴わない場合に適用する。

２．交差する道路が２車線（対面）未満の交差点設計は含まれる。

３．新設及び改良区間を対象とする。

４．設計延長には，本線設計区間内における延長20ｍ以上の構造物（橋梁，トンネル）

は，その延長を控除する。

ただし，高架橋等において副道（４ｍ以上）が高架橋下にある場合は，その延長

を控除せずに構造物予備設計及び道路予備設計（Ｂ）を副道車線分だけ計上するも

のとする。

５．座標計算及び暫定計画の設計は，含まない。

６．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の８％を計上する。
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１－２－５ 標準歩掛の補正（予備A,B，修正設計A,B）

(1) 地形による補正は下表で割増すものとする。

地 形 割増し率

平 地 0 ％

丘 陵 地 5

市 街 地
15

山 地

急峻山地 25

(2) 車線数により下表で割増すものとする。

幅 員 割 増 し 率

１～２車線 － 5 ％

３～４車線 0

５～６車線 5

７～８車線 10

(3) 複断面の場合は，標準歩掛を15％割増すものとする。

(4) 暫定計画を行う場合は，標準歩掛を15％割増すものとする。

(5) 歩道等(Ｗ＝４ｍ未満の側道を含む)設計を行う場合は，標準歩掛を５％割増すものとする。

(6) 道路環境関連施設 (緑地，遮音設備等) を設計(力学計算を必要としない)する場合は，標準

歩掛を５％割増すものとする。

(7) 特殊法面（法枠工，ロックボルト，ストンガード等力学計算を必要としない構造物）の設計

を道路設計と一体で行う場合は，標準歩掛を５％割増すものとする。

(8) 工区ごとに図面，数量計算書，報告書等の成果品を分割する場合は，標準歩掛を10％割増す

ものとする。

(9) 軟弱地盤上に道路を築造する場合に路床入替，在来地盤改良等の処理に対する設計をする場

合には標準歩掛を５％割増すものとする。



１－３ 道路詳細設計

１－３－１ 道路詳細設計 (Ａ)

道路詳細設計 (Ａ) は，与えられた平面図 (縮尺1/1,000 線形入り) ，縦横断図ならびに予備

設計成果にもとづいて，道路工事に必要な縦横断の設計及び小構造物 (設計計算を必要としない

もの)の設計を行い各工種別数量計算を行う。

（予備設計あり） （1km当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 (Ａ） (Ｂ） (Ｃ）

0.5 0.5 1.0 2.5設 計 計 画 及 び 施 工 計 画

現 地 踏 査 0.5 1.0 1.0

平 面 縦 断 設 計 0.5 1.0 2.0 2.0 2.0

横 断 設 計 0.5 1.5 2.5 5.0

0.5 1.0 2.5 4.5道 路 付 帯 構 造 物 ･ 小 構 造 物 設 計

1.0 2.0仮 設 構 造 物 ･ 用 排 水 設 計

設 計 図 3.0 5.0

数 量 計 算 0.5 1.5 3.5 5.0

照 査 0.5 1.5

報 告 書 作 成 0.5 1.5 2.0 1.0

計 0.5 2.0 7.0 12.5 17.5 21.5

（注）１．交差する道路が２車線（対面）未満の交差点設計は含まれる。

２．新設及び改良区間を対象とする。

３．座標計算及び暫定計画の設計は含まない。

４．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の８％を計上する。

　　　５．予備設計とは，道路予備設計（Ｂ）及び道路予備修正設計（Ｂ）をいう。 

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 (Ａ） (Ｂ） (Ｃ）

1.5 1.0 2.0 3.0設 計 計 画 及 び 施 工 計 画

現 地 踏 査 0.5 0.5 1.0 0.5

平 面 縦 断 設 計 1.0 2.0 2.5 2.0 1.5

横 断 設 計 1.0 2.0 2.5 3.5

1.0 1.5 2.0 2.0道 路 付 帯 構 造 物 ･ 小 構 造 物 設 計

0.5 1.5仮 設 構 造 物 ･ 用 排 水 設 計

設 計 図 2.0 3.0

数 量 計 算 1.0 1.5 3.5 4.0

照 査 0.5 1.5

報 告 書 作 成 1.0 1.5 2.5 1.0

計 1.5 4.0 10.5 14.5 15.0 14.0

（注）１．交差する道路が２車線（対面）未満の交差点設計は含まれる。

２．新設及び改良区間を対象とする。

３．座標計算及び暫定計画の設計は含まない。

４．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の８％を計上する。
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１－３－２ 道路詳細設計 (Ｂ)

道路詳細設計 (Ｂ) は，与えられた平面図 (縮尺1/1,000 線形入り) ，縦横断図にもとづいて，

道路工事に必要な縦横断の設計及び小構造物 (設計計算を必要としないもの）の設計を行い各工

種別数量計算を行う。

（予備設計なし） （1km当り）



3-2-8

１－３－３ 標準歩掛の補正

(1) 地形により下表で割増すものとする。

地 形 割増し率

平 地 0 ％

丘 陵 地 10

山 地 15

市 街 地 20

急峻山地 30

(2) 車線数により下表で割増すものとする。

幅 員 割 増 し 率

１～２車線 － 5 ％

３～４車線 0

５ 車線 5

６～７車線 10

８ 車線 15

(3) 複断面の場合は，標準歩掛を20％割増すものとする。

(4) 暫定計画を行う場合は，標準歩掛を25％割増すものとする。

(5) 歩道(W=4m未満の側道を含む)等の設計を行う場合は，標準歩掛を10％割増すものとする。

(6) 取付道路（Ｗ≦３ｍかつＬ≦30ｍ／箇所），付替水路（Ｗ≦２ｍかつＬ≦100ｍ／箇所），

横断管渠等のいずれも設計をしない場合は，標準歩掛を10％減ずるものとする。

(7) 道路環境関連施設 (緑地，遮音設備等)を設計(力学計算を必要としない)する場合は，標準

歩掛を５％割増すものとする。

(8) 特殊法面（法枠工，ロックボルト，ストンガード等力学計算を必要としない構造物）の設

計を道路設計と一体で行う場合は，標準歩掛を１０％割増すものとする。

(9) 工区ごとに図面，数量計算書，報告書等の成果品を分割を含む場合は，標準歩掛を10％割

増すものとする。

(10) 軟弱地盤上に道路を築造する場合に路床入替，在来地盤改良等の処理に対する設計を含め

て発注する場合は，標準歩掛を10％割増すものとする。

(11) 現道拡幅等の工事で施工途中の車線変更等に対する設計を含めて発注する場合は，標準歩

掛を10％割増すものとする。
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１－４ 補正の適用

(1) 地形

地形の区分は，下記を目途として決定する。

平 地＝ 平坦な農耕地等で，比較的起伏の少ない場合

丘 陵 地＝ 丘状をなす農耕地等で，比較的起伏の多い場合

山 地＝ 山地部の普通部で，切土高さが７ｍ以上の所がある場合

急峻山地＝ 山地部の急峻部で，切土高さが20ｍ以上の所がある場合

市 街 地＝ 市街地または計画道路付近の家屋密度が60％程度以上の場合

(2) 歩道（副道Ｗ＝４ｍ未満）の割増率は，両側，片側とも同率とする。

(3) 環境関連施設

環境関連施設の設計で，力学計算を必要とする場合は，別途考慮する。

(4) 平面交差点設計の計上について（予備設計(B)，予備修正設計(B)，詳細設計(A)(B)）

1) 交差点の予備設計を計上する場合

(イ) 現道の既設交差点で新規に交差点改良の設計を行う場合

(ロ) バイパス等で大規模な交差点計画が必要となり，交差点の容量等について計算を必要

とする場合

2) 交差点の詳細設計を計上する場合

予備設計に同じ

(5) 複断面（断面構成）

複断面とは，同一平面線形（中心線）で縦断線形を複数設計する場合であり，本線と副道が

分離する場合，あるいは，道路本線が上下線で分離する場合などが該当する。

(6) 取付道路，付替水路

1) 取付道路，付替水路共，平面図に記入する以外に詳細図を作成する場合で，各々累計延長

が歩掛表の値を超えた部分に適用する。

2) 取付道路，付替水路のうち一般構造物（擁壁，函渠等）については，別途積上げする。

(7) 暫定計画

暫定計画とは，全体計画の他に前期契約施工分の検討，成果を別途にとりまとめる場合とす

る。

(8) 補正の考え方

1) 幾何構造及び地形等，断面全体に係る補正項目は，その適用区間延長毎に補正するものと

する。

2) 歩掛の補正は，標準歩掛に該当項目の補正係数全てを加減算したものとを乗じたもので，

標準歩掛と加算したものが直接人件費であり，直接経費を加算したものが直接原価となる。



第２節 交差点設計

２－１ 平面交差点設計

２－１－１ 予備設計

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.0

現 地 踏 査 0.5 1.0

平 面 ・ 縦 断 設 計 0.5 0.5 1.0

横 断 設 計 0.5 1.0

交差点容量・路面表示 0.5 1.0

設 計 図 0.5 1.0

関係機関との協議資料作成 0.5

数 量 計 算 0.5

概 算 工 事 費 算 出 0.5 1.0

照 査 0.5 1.0

報 告 書 作 成 0.5 1.0

合 計 0.0 0.0 1.0 3.5 3.0 4.0 3.5

注）１．本歩掛を適用する場合，本線予備設計より交差点の範囲は控除しない。

２．交差する道路が２車線以上（３枝以上）の場合に適用する。

３．新設及び改良交差点を対象とし，各々の右折車線長（本線シフト含む）が200ｍ以下を標準と

する。

４．平面図は，縮尺1/500を標準とする。

５．設計協議，設計計画及び現地踏査については，本線設計と合わせて発注する場合には本線に

含まれるものとし計上しない。

６．地形，地物及び車線数による補正は行わない。

７．設計計算が必要な一般構造物等の設計は別途計上する。

８．座標計算，環境対策に関する設計及びパース作成は含まない。

９．交差点容量・路面表示は方向別計画交通量の解析を含まない。

10．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の３％を計上する。
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２－１－２ 詳細設計（予備設計あり）

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 0.5 0.5

現 地 踏 査 0.5 0.5

平 面 ・ 縦 断 設 計 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0

横 断 設 計 0.5 0.5 0.5 0.5

交差点容量・路面表示 1.0 0.5 0.5

小 構 造 物 設 計 0.5 0.5 1.0

用 排 水 設 計 1.0

設 計 図 1.5 1.0 1.0

数 量 計 算 0.5 1.0 1.0

照 査 0.5 0.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 0.5 0.5

合 計 0.0 0.0 2.0 3.5 5.5 5.5 5.5

注）１．本歩掛を適用する場合，本線詳細設計より交差点の範囲は控除しない。

２．交差する道路が２車線以上（３枝以上）の場合に適用する。

３．新設及び改良交差点を対象とし，各々の右折車線長（本線シフト含む）が200ｍ以下を標準と

する。

４．平面図は，縮尺1/500を標準とする。

５．設計協議，設計計画及び現地踏査については，本線設計と合わせて発注する場合には本線に

含まれるものとし計上しない。

６．地形，地物及び車線数による補正は行わない。

７．設計計算が必要な一般構造物等の設計は別途計上する。

８．座標計算，環境対策に関する設計及びパース作成は含まない。

９．交差点容量・路面表示は方向別計画交通量の解析を含まない。

10．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の３％を計上する。
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２－１－３ 詳細設計（予備設計なし）

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 0.5 0.5

現 地 踏 査 0.5 0.5

平 面 ・ 縦 断 設 計 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0

横 断 設 計 0.5 0.5 0.5 0.5

交差点容量・路面表示 0.5 0.5 0.5 0.5

小 構 造 物 設 計 0.5 0.5 1.0

用 排 水 設 計 1.0

設 計 図 1.0 1.0 1.0 1.5

関係機関との協議資料作成 1.0 0.5

数 量 計 算 0.5 1.0 1.0

照 査 0.5 0.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 0.5 0.5

合 計 0.0 0.0 2.0 5.0 5.5 6.0 6.0

注）１．本歩掛を適用する場合，本線詳細設計延長から交差点の範囲は控除しない。

２．交差する道路が２車線以上（３枝以上）の場合に適用する。

３．新設及び改良交差点を対象とし，各々の右折車線長（本線シフト含む）が200ｍ以下を標準と

する。

４．平面図は，縮尺1/500を標準とする。

５．設計協議，設計計画及び現地踏査については，本線設計と合わせて発注する場合には本線に

含まれるものとし計上しない。

６．地形，地物及び車線数による補正は行わない。

７．設計計算が必要な一般構造物等の設計は別途計上する。

８．座標計算，環境対策に関する設計及びパース作成は含まない。

９．交差点容量・路面表示は方向別計画交通量の解析を含まない。

10．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の３％を計上する。
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２－２ ダイヤモンド型ＩＣ設計

２－２－１ 予備設計

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.0 0.5 0.5

現 地 踏 査 1.0 0.5 1.0

平 面 ・ 縦 断 設 計 1.0 1.5 1.0 1.5 2.5

横 断 設 計 1.0 1.5 1.0 2.5

交差点容量・路面表示 0.5 0.5 1.0

設 計 図 0.5 1.0 1.0

関係機関との協議資料作成 0.5 1.0

数 量 計 算 1.0 1.0 1.0 2.0

概 算 工 事 費 算 出 0.5 1.0 1.0

照 査 0.5 1.0

報 告 書 作 成 0.5 0.5 1.0

合 計 0.0 0.0 3.0 6.5 7.5 8.5 10.0

注）１．本歩掛を適用する場合，本線予備設計延長からインターチェンジの範囲は控除しない。

２．フルランプ型及びランプ総延長が２km以下を標準とする。

３．平面図は，縮尺1/1000を標準とする。

４．設計協議，設計計画及び現地踏査については，本線設計と合わせて発注する場合には本線に

含まれるものとし計上しない。

５．地形，地物及び車線数による補正は行わない。

６．設計計算が必要な一般構造物等及び高架構造となる場合の跨道橋等については別途計上する。

７．座標計算，環境対策に関する設計及びパース作成は含まない。

８．交差点容量・路面表示は方向別計画交通量の解析を含まない。

９．ハーフランプ型は補正の対象とする。

10．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の３％を計上する。
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２－２－２ 詳細設計（予備設計あり）

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 2.0 1.0

現 地 踏 査 1.0 0.5 0.5 1.0

平 面 ・ 縦 断 設 計 1.0 2.5 2.0 2.5 4.0

横 断 設 計 1.0 1.0 1.0 1.5 2.5

小 構 造 物 設 計 0.5 1.0 1.0 1.5

用 排 水 設 計 0.5 0.5

交差点容量・路面表示 0.5 1.5 1.0 1.0

設 計 図 0.5 0.5 2.0

数 量 計 算 1.5 2.5 3.0 4.5

照 査 0.5 1.5

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.5 1.5

合 計 0.0 0.0 4.0 11.0 11.0 12.5 17.5

注）１．本歩掛を適用する場合，本線詳細設計延長からインターチェンジの範囲は控除しない。

２．フルランプ型及びランプ総延長が２km以下を標準とする。

３．平面図は，縮尺1/500を標準とする。

４．設計協議，設計計画及び現地踏査については，本線設計と合わせて発注する場合には本線に

含まれるものとし計上しない。

５．地形，地物及び車線数による補正は行わない。

６．設計計算が必要な一般構造物等及び高架構造となる場合の跨道橋等については別途計上する。

７．座標計算，環境対策に関する設計及びパース作成は含まない。

８．交差点容量・路面表示は方向別計画交通量の解析を含まない。

９．ハーフランプ型は補正の対象とする。

10．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の３％を計上する。

２－２－３ 標準歩掛の補正

ハーフランプ型に適用する場合は，標準歩掛に０．８５を乗じて補正するものとする。



第３節 道路休憩施設設計

３－１ 予備設計

３－１－１ サービスエリア予備設計

（通り抜け車道１km当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 1.5 1.0 2.0

現 地 踏 査 2.0 2.0 2.5

平 面 ・ 縦 断 設 計 2.0 2.0 2.5 3.0 4.0

横 断 設 計 2.5 3.5 4.0 5.0

小 構 造 物 設 計 2.5 3.0 4.0

概 算 工 事 費 算 出 2.5 3.0 3.0 3.5

照 査 1.5 1.0

合 計 3.5 7.0 11.5 13.5 13.0 16.5

注）１. 本歩掛は，高規格幹線道路に設置するサービスエリア又は，これに準ずる休憩施設予備設計に

適用する。

２. 設計対象区間は，上り線，下り線を別途に計上するものとし，対象区間は，ランプ及び通り抜

け車道のノーズ間距離とする。

３. 環境対策に関する設計，鳥かん図及びパース図作成，座標計算，交通解析，照明設備，上下水

施設，上屋の設計は含まない。

４. インターチェンジとサービスエリアの併設は，本歩掛を適用する。

５. 設計協議については，本線設計と合わせて発注する場合には本線設計に含まれるものとし，設

計計画及び現地踏査については，各々計上する。

６．数量計算は，概算工事費算出に含まれている。

７．設計図，関係機関との協議資料作成及び報告書作成については，本歩掛の各業務区分に含まれ

ている。

３－１－２ パーキングエリア予備設計

（通り抜け車道１km当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 1.5 1.0 2.0

現 地 踏 査 2.0 2.5 2.5

平 面 ・ 縦 断 設 計 1.5 2.5 2.5 2.5 3.0

横 断 設 計 2.5 3.0 3.5 4.5

小 構 造 物 設 計 2.5 2.5 3.0

概 算 工 事 費 算 出 1.5 2.0 3.0 3.0

照 査 1.5 1.0

合 計 3.5 7.0 11.0 12.0 11.5 13.5

注）１. 本歩掛は，高規格幹線道路に設置するパーキングエリア又は，これに準ずる休憩施設予備設計

に適用する。

２. 設計対象区間は，上り線，下り線を別途に計上するものとし，対象区間は，ランプ及び通り抜

け車道のノーズ間距離とする。

３. 環境対策に関する設計，鳥かん図及びパース図作成，座標計算，交通解析，照明設備，上下水
施設，上屋の設計は含まない。
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４. インターチェンジとパーキングエリアの併設は，本歩掛を適用する。

５. 設計協議については，本線設計と合わせて発注する場合には本線設計に含まれるものとし，設

計計画及び現地踏査については，各々計上する。

６．数量計算は，概算工事費算出に含まれている。

７．設計図，関係機関との協議資料作成及び報告書作成については，本歩掛の各業務区分に含まれ

ている。

３－２ 詳細設計

３－２－１ サービスエリア詳細設計（予備設計あり）

（通り抜け車道１km当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.5 3.0 4.5 9.0

現 地 踏 査 3.0 2.5 7.0

平 面 ・ 縦 断 設 計 4.5 7.0 13.0 15.0 17.0

横 断 設 計 3.5 5.5 7.5 13.0

小 構 造 物 設 計 2.5 5.0 8.0 12.0

数 量 計 算 3.5 5.5 7.0 10.5

照 査 2.0 3.0

合 計 5.5 12.0 31.0 38.0 37.5 52.5

注）１. 本歩掛は，高規格幹線道路に設置するサービスエリア又は，これに準ずる休憩施設詳細設計に

適用する。

２. 設計対象区間は，上り線，下り線を別途に計上するものとし，対象区間は，ランプ及び通り抜

け車道のノーズ間距離とする。

３. 環境対策に関する設計，鳥かん図及びパース図作成，座標計算，交通解析，照明設備，上下水

施設，上屋の設計は含まない。

４. インターチェンジとサービスエリアの併設は，本歩掛を適用する。

５. 設計協議については，本線設計と合わせて発注する場合には本線設計に含まれるものとし，設

計計画及び現地踏査については，各々計上する。

６. 設計計算が必要な擁壁類，高架構造となる場合の跨道橋等については，別途計上するものとす

る。ただし，小構造物設計は，含まれる。

７．用排水設計，設計図及び報告書作成については，本歩掛の各業務区分に含まれている。

３－２－２ サービスエリア詳細設計（予備設計なし）

（通り抜け車道１km当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.5 3.5 6.0 10.0

現 地 踏 査 3.0 2.5 7.5

平 面 ・ 縦 断 設 計 5.5 9.0 15.0 21.0 22.0

横 断 設 計 3.5 5.5 7.5 13.0

小 構 造 物 設 計 2.5 5.0 8.0 12.0

数 量 計 算 3.5 5.5 7.0 10.5

照 査 2.0 3.0

合 計 5.5 13.5 35.0 41.0 43.5 57.5
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注）１. 本歩掛は，高規格幹線道路に設置するサービスエリア又は，これに準ずる休憩施設詳細設計に

適用する。

２. 設計対象区間は，上り線，下り線を別途に計上するものとし，対象区間は，ランプ及び通り抜

け車道のノーズ間距離とする。

３. 環境対策に関する設計，鳥かん図及びパース図作成，座標計算，交通解析，照明設備，上下水

施設，上屋の設計は含まない。

４. インターチェンジとサービスエリアの併設は，本歩掛を適用する。

５. 設計協議については，本線設計と合わせて発注する場合には本線設計に含まれるものとし，設

計計画及び現地踏査については，各々計上する。

６. 設計計算が必要な擁壁類，高架構造となる場合の跨道橋等については，別途計上するものとす

る。ただし，小構造物設計は，含まれる。

７．用排水設計，設計図及び報告書作成については，本歩掛の各業務区分に含まれている。

３－２－３ パーキングエリア詳細設計（予備設計あり）

（通り抜け車道１km当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 2.5 3.5 6.0

現 地 踏 査 4.5 6.5

平 面 ・ 縦 断 設 計 4.0 6.5 11.0 12.5 16.0

横 断 設 計 3.5 5.5 7.5 13.0

小 構 造 物 設 計 3.0 4.5 8.0 13.5

数 量 計 算 3.0 4.5 7.5 9.5

照 査 2.5 4.0

合 計 1.5 13.5 30.0 31.5 35.5 52.0

注）１. 本歩掛は，高規格幹線道路に設置するパーキングエリア又は，これに準ずる休憩施設詳細設計

に適用する。

２. 設計対象区間は，上り線，下り線を別途に計上するものとし，対象区間は，ランプ及び通り抜

け車道のノーズ間距離とする。

３. 環境対策に関する設計，鳥かん図及びパース図作成，座標計算，交通解析，照明設備，上下水

施設，上屋の設計は含まない。

４. インターチェンジとパーキングエリアの併設は，本歩掛を適用する。

５. 設計協議については，本線設計と合わせて発注する場合には本線設計に含まれるものとし，設

計計画及び現地踏査については，各々計上する。

６. 設計計算が必要な擁壁類，高架構造となる場合の跨道橋等については，別途計上するものとす

る。ただし，小構造物設計は，含まれる。

７．用排水設計，設計図及び報告書作成については，本歩掛の各業務区分に含まれている。
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３－２－４ パーキングエリア詳細設計（予備設計なし）

（通り抜け車道１km当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.0 3.5 5.0 8.0

現 地 踏 査 2.0 4.0 7.0

平 面 ・ 縦 断 設 計 4.5 8.5 13.0 14.0 15.5

横 断 設 計 3.5 5.5 7.5 13.0

小 構 造 物 設 計 3.0 4.5 8.0 13.5

数 量 計 算 3.0 4.5 7.5 9.5

照 査 2.5 4.0

合 計 4.0 14.5 34.0 35.5 37.0 51.5

注）１. 本歩掛は，高規格幹線道路に設置するパーキングエリア又は，これに準ずる休憩施設詳細設計

に適用する。

２. 設計対象区間は，上り線，下り線を別途に計上するものとし，対象区間は，ランプ及び通り抜

け車道のノーズ間距離とする。

３. 環境対策に関する設計，鳥かん図及びパース図作成，座標計算，交通解析，照明設備，上下水

施設，上屋の設計は含まない。

４. インターチェンジとパーキングエリアの併設は，本歩掛を適用する。

５. 設計協議については，本線設計と合わせて発注する場合には本線設計に含まれるものとし，設

計計画及び現地踏査については，各々計上する。

６. 設計計算が必要な擁壁類，高架構造となる場合の跨道橋等については，別途計上するものとす

る。ただし，小構造物設計は，含まれる。

７．用排水設計，設計図及び報告書作成については，本歩掛の各業務区分に含まれている。

３－２－５ 標準歩掛の補正（地形）

休憩施設予備設計及び詳細設計（予備設計あり，なし）の標準歩掛について，地形により次の割増しを

するものとする。

なお，地形の区分は下記を目安として決定する。

平 地 ： 平坦な農耕地，市街地等で比較的起伏の少ない場合

丘 陵 地 ： 丘状をなす農耕地，市街地等で比較的起伏の多い場合

山 地 ： 山地部の普通部で，切土高さ７ｍ以上の所がある場合

急峻山地 ： 山地部の急峻部で，切土高さ20ｍ以上の所がある場合

地 形 割 増 率

平 地 ０％

丘 陵 地 ０％

山 地 １５％

急峻山地 ３０％



第４節 歩道詳細設計

４－１ 適用範囲

本歩掛は，現道の路側に歩道を新設もしくは改築する場合の歩道詳細設計に適用する。

なお，適用範囲は，３㎞までとする。

４－２ 作業区分

歩道詳細設計における作業区分は以下のとおりとする。

作 業 区 分 作 業 の 範 囲

設 計 計 画 業務概要，実施方針，業務工程，組織計画，打合せ計画等を記載した
業務計画書を作成する。

現 地 踏 査 設計範囲における歩道の状況（建築物，他道路，排水系統，用地境界，
地形など沿道周辺）の概況を把握，確認する。

平 面 設 計 実測平面図（S=1/500）に基づき，車道部または車道端の線形に合わ
せ，構造物，用排水路，排水流向などについて，その断面，位置，取
合いなど，必要なもの全ての設計を行う。

縦 断 設 計 実測縦断により，20m毎の測点及び変化点について，路面高さ及び車道
高さと整合を図り，歩道計画高を設計する。

横 断 設 計 実測横断図（S=1/100～1/200）に基づき，縦断図と同一地点におい
て，道路中心線の計画高または現道高さより先に決定または与条件と
して与えられた幅員に対し，水路，縁石，側溝などの位置，取合いお
よび幅杭位置等を横断計画に必要な全ての構造物を設計する。

小構造物設計 原則として応力計算を必要とせず，標準設計図集等から設計できる石
積擁壁またはﾌﾞﾛｯｸ積擁壁，ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁（高さ2m未満），管渠（径60cm
以下で道路横断以外のもの），側溝，街渠，法面保護工，小型用排水
路（幅2m以下又は高さ1.5m以下），集水桝，防護柵工，取付道路（延
長10m未満），階段工（高さ3m未満）等の設計（取り合い等）を行う。

用 排 水 設 計 既存資料及び現地踏査の結果に基づいて用排水系統の計画，流量計算,
用排水路構造物の形状等について設計を行い，排水系統図を作成する｡

設 計 図 実測図（平面・縦断・横断面図）を基に，平面図，縦断図，標準横断
図，横断図，詳細図を作成する。

数 量 計 算 決定した歩道詳細設計に対して，数量算出要領に基づき，各工種毎に
数量を算出する。

照 査 現地状況・基礎情報の収集等の確認，地形・地質等が設計に反映され
ているかの照査，設計方針・設計手法・設計図・概算工事費の適切性
・整合性の照査等を行う。

報 告 書 作 成 設計業務成果概要書等のとりまとめを行う。
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（設計延長1km当り）
４－３ 標準歩掛

職種 直 接 人 件 費

区分 技 師 長 主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

設 計 計 画 0.5 0.5

現 地 踏 査 0.5 0.5 1.0

平 面 設 計 0.5 0.5 0.5 1.0

縦 断 設 計 0.5 0.5

横 断 設 計 0.5 1.0 1.0

小構造物設計 0.5 0.5 1.5

用 排 水 設 計 0.5 0.5

設 計 図 0.5 1.5 1.5

数 量 計 算 1.0 0.5 2.5

照 査 1.0 0.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.0

合 計 1.5 2.0 5.0 6.5 9.0

１．直接人件費は上表の標準歩掛に設計延長を乗じて積算する。（ ）注

２．上表の標準歩掛は歩道片側分の歩掛であり，設計が両側に及ぶ場合は，両側の延べ設計延

長を計上する。

３．上表の標準歩掛には，現地での平面・縦断・横断および詳細測量は含まない。

４．小構造物以外の張り出し歩道，床版橋，函渠等の構造物に関する設計は別途積算する。そ

の場合張り出し歩道，橋梁等の延長は設計延長から控除する。

５．上表は，歩道舗装の標準図および数量計算を含んでいる。

４－４ 設計協議

歩掛は下記を標準とし中間打合せは２回を標準とするが，状況により中間打ち合わせ回数を増

（１業務当り）

減することができる。

主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 摘 要

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成果品納入時 0.5 0.5

４－５ 電子計算機使用料

電子計算機使用料として，直接人件費の３％を計上する。
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第５節 道路設計関係その他設計等
５－１ 取付道路・大型用排水路詳細設計

取付道路及び 平面図・横本歩掛は，道路詳細設計（Ａ）（Ｂ）における 大型用排水路における

断図・縦断図及び，小構造物の図面作成及び数量計算（設計計算を含まず）に適用する。

なお，適用範囲については，

３ｍ＜Ｗ＜12ｍかつ30ｍ/箇所＜Ｌ≦320ｍ/箇所取付道路…

２ｍ＜Ｗ＜10ｍかつ100ｍ/箇所＜Ｌ≦320ｍ/箇所大型用排水路詳細設計…

とする。

取付道路 （100ｍ当り）

工 種 規 格 単 位 技師(B) 技師(C) 技 術 員 備 考

3ｍ＜Ｗ＜12ｍかつ
取付道路 人 1.0 1.5 1.0

30ｍ/箇所＜Ｌ≦320ｍ/箇所

Ｗ=3ｍ以下または 道路詳細設計
〃 － － － －

Ｌ=30ｍ以下 に含まれる

大型用排水路 （100ｍ当り）

工 種 規 格 単 位 技師(B) 技師(C) 技 術 員 備 考

2ｍ＜Ｗ＜10ｍかつ
付替水路 人 1.0 1.5 －

100ｍ/箇所＜Ｌ≦320ｍ/箇所

Ｗ=2ｍ以下または 道路詳細設計
〃 － － － －

Ｌ=100ｍ以下 に含まれる

（注）１．設計計算を必要とする一般構造物（擁壁・函渠等）については，本歩掛に含まない。

２．取付道路，付替水路とも，延長・幅員の適用範囲は上記に示すとおりであるが，複

雑な構造となる場合は，別途考慮するものとする。

３．複雑な構造となる場合とは，構造計算や水理計算を要するものの場合である。

４．『新設・改良』及び『地形』に対する補正は，行わないものとする。

５．１箇所の延長が320ｍを超える場合は，別途考慮するものとする。

６．標準設計適用のものや二次製品を使用する場合についても本歩掛を適用するものと

する。

５－２ 座標計算

本歩掛は，道路設計及び交差点設計時の座標計算に用いるものとし，計算計画・試算及び検算・

線形図作成・計算報告書の一連作業に適用する。

なお，適用延長は総延長500ｍ以上とし，曲線数などの補正は行わないものとする。

座標計算 （１㎞当り）

工 種 単 位 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

座 標 計 算 人 0.5 2.0 1.0

（注）１．本歩掛は，本線設計及びインターチェンジ等の座標計算を対象とする。

２．線形計画は行ってあるものを対象とする。

３．電子計算機の費用は道路設計に含まれる。
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第６節 一般構造物設計
６－１ 門型ラーメン・箱型函渠

６－１－１ 予 備 設 計

(1) 標 準 歩 掛

この歩掛は，門型ラーメン，箱型函渠，橋梁等を比較形式として比較検討を行う場合に適用

する。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 0.5

設計条件の確認 1.0 0.5

比較形式選定 0.5

概略設計計算 1.0 1.5 2.0

基 礎 工 検 討 0.5 1.0 1.5

概 略 設 計 図 1.0 1.5 1.5

0.5 1.0関係機関との
0.5

協議資料の作成

概算工事費算出 1.0 1.5 1.5

比較一覧表作成 0.5

照 査 1.0 0.5

報 告 書 作 成 0.5 0.5 0.5 1.0

合 計 0.0 0.0 2.5 4.0 6.0 7.5 5.0

（注）１．比較検討を行う比較形式は，３案を標準とする。

２．基礎工検討を行わない場合，基礎工検討は計上しない。

３．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 + 技師Ｂ 0.5を別途計上すること。

ただし，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

４．協議資料の作成を特記仕様書にて指示しない場合は，協議資料の作成は計上しない。

５．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。

(2) 増 減 率

標準設計及び既存の資料等によって，断面形状等比較検討に必要な諸要素が決定できる場合

に適用する。

設計計画
設計条件の確認 ±０％

標準設計及び断面形状等比較形式選定に利用できる既存の資料 比較形式選定
概略設計計算

によって概略設計計算，概略設計図の作成が簡略化できる場合 基礎工検討
概略設計図 －30％
協議資料の作成
概算工事費算出
比較一覧表作成
照査
報告書作成

（注） 比較断面の形状寸法を決定した資料及び形状寸法が分る図面（断面図等）作成を含む。
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６－１－２ 詳 細 設 計

(1) 標 準 歩 掛

1)門型ラーメン

本歩掛の適用範囲は，内空断面積４０㎡以下，延長は１００ｍ以下とする。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 1.0

設計条件の確認 0.5

設 計 計 算 1.0 1.5 2.5

設 計 図 2.0 2.5 3.5

数 量 計 算 1.5 2.5

照 査 1.0 1.0

報 告 書 作 成 0.5 1.0 1.0 0.5

合 計 0.0 0.0 1.5 4.0 4.5 7.5 6.5

（注）１．上表は１連１層の場合であり断面形状が多連多層の場
断面形状 増減率

合は右表の増減率により割増したものを１箇所当り歩掛と

１連１層 ± 0％する。

２．基礎工及び仮設設計を行う場合は別途計上すること。 １連２層 ＋ 60％

３．形式比較検討を行う必要のある場合は，６－１－１予 ２連１層 ＋ 60％

備設計の必要区分を別途計上すること。　　　　　　　　　３連１層 ＋ 120％

４．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 +技師Ｂ 1.0

を別途計上すること。ただし，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

５．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。

断面形状

１連１層 ２連１層 ３連１層 １連２層



3-2-24

2)箱型函渠

本歩掛の適用範囲は，内空断面積４０㎡以下，延長は１００ｍ以下とする。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 0.5

設計条件の確認 0.5

設 計 計 算 1.0 1.5 2.0

設 計 図 2.0 2.5 2.5

数 量 計 算 1.0 1.0

照 査 1.0 1.0

報 告 書 作 成 0.5 0.5 0.5 1.0

合 計 0.0 0.0 1.5 3.5 4.0 6.0 4.5

（注）１．上表は１連１層の場合であり断面形状が多連多層の場
断面形状 増減率

合は右表の増減率により割増したものを１箇所当り歩掛
１連１層 ± 0％

とする。
１連２層 ＋ 60％

２．基礎工及び仮設設計を行う場合は別途計上すること。
２連１層 ＋ 60％

３．形式比較検討を行う必要のある場合は，６－１－１予
３連１層 ＋ 120％

備設計の必要区分を別途計上すること。

４．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 +技師Ｂ 0.5

を別途計上すること。ただし，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

５．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。

断面形状

１連１層 ２連１層 ３連１層 １連２層
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(2) 増 減 率

増 減 率

条 件 内 容 門型 備 考
箱型函渠

ﾗｰﾒﾝ

(1) 予備設計を 予備設計を行っ
行っている場 た上で詳細設計 －10％ 概略設計計算を行っていない場合は除く
合 を行う場合

(2) 標準設計を 本体の形状寸法 ・箱型函渠のみに適用
使用する場合 ・配筋に標準設 － －30％ ・くい基礎となる場合を除く

計を採用する場 ・設計計算を行わずに設計する場合を含む
合 ・(1)及び(3) との増減率の組合せは行わ

ない

(3) 同一断面形 設計計算を行わ ・(1)及び(2) との増減率の組合せは行わ
状で施工場所 ずに設計を行う －20％ ない
が異なる場合 場合

（類似構造物）

(4) 斜角による θ＝90゜ ± 0％

増減率 θ＝90°未満 （１箇所当り歩掛×増減率）を標準歩掛に
加える＋10％

～70°以上

θ＝70゜未満 ＋30％

(5) ウイングの (1) の場合 ：(標準歩掛×増減率)を１箇
設計を行う場 所当り歩掛に加える
合（取付けブ 片側の場合 ＋30％ (2) の場合 ：(標準歩掛×増減率)を１箇
ロック積を含 所当り歩掛に加える
む） (3) の場合 ：(標準歩掛×増減率)を１箇

所当り歩掛に加える
注）多連多層の場合においても１連１層の
標準歩掛に乗ずること

両側の場合 ＋60％

（注）１．ウイングの設計における片側の場合とは，例えば水路の場合の呑口側または吐口側の一方

（呑口・吐口側が同形状寸法の場合を含む）を設ける場合をいい，また，両側の場合とは，呑

口・吐口側の両方に形状の異なるものを設ける場合をいう。

２．斜角とは，構造物中心線に対する端部及び継手部の角度をいう。
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(3) 同一施工場所における箇所数

1)標準設計を使用しない場合

条 件 箇 所 数 備 考

(1) 断面形状が変化しない
n = 1 標準歩掛×n

（同一断面形状）場合

(2) 断面形状が変化する場

合（土被りの変化等に n=1+(n -1)×0.7１

より断面形状が変化す n ：設計断面数１

る場合） n は小数第１位止め

とする

（注）類似構造物の場合の箇所数は使用する断面数(n )とし，２

２標準歩掛×0.8×n

↑

（類似構造物）

とする。

2)標準設計を使用する場合

条 件 箇 所 数 備 考

(1) 使用する図面番号が１
種類（同一断面形状） n = 1
の場合 標準歩掛×0.7×n

↑
(2) 使用する図面番号が複 （標準設計）

数の場合（土被りの変 n = 図面番号の異なるタイプ
化等により断面形状が 数
変化する場合）
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６－１－３ プレキャストボックスウイングの取り付け設計

(1) 標 準 歩 掛

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 0.5

設 計 計 算 0.5 1.0 1.5

設 計 図 1.0 1.0 2.5

数 量 計 算 1.0 0.5 1.0

照 査 1.0

合 計 0.0 0.0 0.0 2.0 3.5 3.0 3.5

（注）１．この歩掛はウイング本体のみの設計に適用する。

２．１箇所当りとは，ウイングの設計計算を１回行う場合をいう。

３．現地踏査が必要な場合は別途計上する（箱型函渠詳細設計に準拠）。

４．設計計画とは，業務の実施にあたり作業工程，人員計画，基本条件の整理・検討お

よび業務打ち合せのための資料を作成することをいう。

５．設計計算とは，ウイングの断面を決定するための応力計算および本体の補強の検討

等を実施することをいう。

６．設計図とは，工事の実施に必要な図面を作成することをいう。

（一般図，ボックスの補強図・ウイング構造図・配筋図・鉄筋表・鉄筋加工図）

７．数量計算とは，設計図に基づき必要な材料の数量を算出することをいう。

８．照査とは，設計終了後，設計条件，設計計算，設計図，数量計算について再確認す

ることをいう。

９．「報告書作成」は，本歩掛の各業務区分に含む。

(2) 歩掛適用範囲と歩掛補正

1) 歩掛の適用範囲

・ウイングの取り付け対象となるボックスの高さは，４ｍ以下とする。

・現場打ちのウイングを対象とする。（取り付けブロック積み含む，プレキャストウイングは

含まない。）

・ウイングの基礎工設計，および仮設設計は含まない。
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2) 歩掛補正

両側のウイングを設計する場合は上記標準歩掛を７５％増とする。

（ただし，両方のウイングとも構造計算を伴う場合に適用する。対称型で構造計算を必要と

しない場合は設計図，材料計算のうち必要な歩掛のみを計上する。）

６－１－４ プレキャストボックス割付一般図の作成

(1) 標 準 歩 掛

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5

設 計 図 0.5 1.5 1.5

数 量 計 算 0.5 0.5 1.5

照 査 1.0

合 計 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 2.0 3.0

（注）１．現地踏査が必要な場合は別途計上する（箱型函渠詳細設計に準拠）。

２．基礎工設計及び仮設設計を行う場合は別途計上する。

３．設計計画とは，仕様・規格のチェック，配置計画，防水工法の必要性・継手位置の

検討をいう。

４．設計図とは，工事の実施に必要な図面を作成することをいう。（ブロック割付一般

図）

５．数量計算とは，設計図に基づき必要な材料の数量を算出することをいう。

６．照査とは，設計終了後，設計計画，設計図，数量計算について再確認することをい

う。

７．「報告書作成」は，本歩掛の各業務区分に含む。

両側( W 1 , W 2 ) ウイング設計
歩掛＝標準歩掛×１．７５

Ｗ１
Ｗ２

89637
タイプライターテキスト

89637
タイプライターテキスト

89637
タイプライターテキスト

89637
タイプライターテキスト

89637
タイプライターテキスト

89637
タイプライターテキスト

89637
テキストボックス

89637
タイプライターテキスト

89637
タイプライターテキスト

89637
テキストボックス
数量計算

89637
タイプライターテキスト
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(2) 歩掛適用範囲と歩掛補正

1) 歩掛の適用範囲

・設計延長１６０ｍ以下に適用する。

・現地踏査，ボックス形式の比較検討，基礎工設計，および仮設設計は含まない。

2) 歩掛補正

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽの「ｳｲﾝｸﾞ設計」と「割付一般図の作成」を一連の作業とした場合の，「割付

一般図の作成」に対する補正率

補正率 ＝ ０．８５（一連作業としての割付一般図作成１個所当りに対する補正）

（ウイング設計については補正率を考えない）

ウイング設計

＝標準歩掛×１．０

割付一般図の作成

＝標準歩掛×０．８５
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６－２ 擁 壁 ・ 補 強 土

６－２－１ 予 備 設 計

(1) 標 準 歩 掛

この歩掛は擁壁類等の内から３案を比較工種として比較検討を行う場合に適用する。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 0.5

設計条件の確認 0.5

比較形式選定 0.5

概略設計計算 0.5 1.5

基 礎 工 検 討 0.5 1.5

概 略 設 計 図 0.5 1.0 1.0

協議資料の作成 0.5 0.5 1.0

概算工事費算出 0.5 0.5

比較一覧表作成 0.5 0.5

照 査 1.0 1.0

報 告 書 作 成 0.5 0.5 0.5 1.0

合 計 0.0 0.0 1.5 3.0 3.5 6.0 3.0

（注）１．検討を行う比較工種は，３案を標準とする。

２．基礎工検討を行わない場合，基礎工検討は計上しない。

３．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 + 技師Ｂ 0.5を別途計上すること。

ただし，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

４．協議資料の作成を特記仕様書にて指示しない場合は，協議資料の作成は計上しない。

５．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。

(2) 増 減 率

標準設計及び既存の資料等によって，断面形状等比較検討に必要な諸要素が決定できる場合

に適用する。

設計計画
設計条件の確認 ±０％

標準設計及び断面形状等比較形式選定に利用できる既存の資料 比較形式選定
概略設計計算

によって概略設計計算，概略設計図の作成が簡略化できる場合 基礎工検討
概略設計図 －20％
協議資料の作成
概算工事費算出
比較一覧表作成
照査
報告書作成

（注） 比較断面の形状寸法を決定した資料及び形状寸法が分かる図面（断面図等）作成を含む。
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６－２－２ 逆Ｔ式擁壁，重力式擁壁詳細設計

(1) 標 準 歩 掛

1)逆Ｔ式擁壁

本歩掛の適用範囲は，高さ２ｍ以上１０ｍ以下，１断面あたりの延長５００ｍ以下とする。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 1.0

設計条件の確認 0.5

設 計 計 算 1.0 2.5

設 計 図 1.0 2.5 3.5

数 量 計 算 1.0 2.0

照 査 0.5

報 告 書 作 成 0.5 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 1.0 1.0 2.5 7.0 6.5

（注）１．基礎工及び仮設設計を行う場合は，別途計上すること。

２．形式比較検討を行う必要のある場合は，６-２-１予備設計の必要区分を別途計上すること。

３．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 + 技師Ｂ 0.5を別途計上すること。

ただし，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

４．本歩掛は，Ｌ型擁壁にも適用できるものとする。

５．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。

2)重力式擁壁

本歩掛の適用範囲は，高さ２ｍ以上１０ｍ以下，１断面あたりの延長５００ｍ以下とする。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 1.0

設計条件の確認 0.5

設 計 計 算 0.5 1.5

設 計 図 1.5 1.5 1.0

数 量 計 算 0.5 1.5

照 査 0.5

報 告 書 作 成 0.5 0.5 1.0

合 計 0.0 0.0 1.0 1.0 2.5 4.0 3.5

（注）１．基礎工及び仮設設計を行う場合は，別途計上すること。

２．形式比較検討を行う必要のある場合は，６-２-１予備設計の必要区分を別途計上すること。

３．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 + 技師Ｂ 0.5を別途計上すること。

ただし，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

４．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。
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(2) 増 減 率

増 減 率
条 件 内 容 備 考

逆Ｔ型 重力式

(1) 予備設計を 予備設計を行っ ・概略設計計算を行っていない場合
行っている場 た上で詳細設計 －10％ は除く
合 を行う場合

(2) 標準設計を 本体の形状寸法 ・設計計算を行わずに設計する場合
使用する場合 に標準設計を採 －20％ を含む

用する場合 ・(1)及び(3)との増減率の組合せは
行わない

(3) 同一断面で 設計計算及びス ・(1)及び(2)との増減率の組合せは
施工場所が異 ベリ安定解析の －20％ 行わない
なる場合（類 両方を行わずに
似構造物） 設計を行う場合

(3) 箇 所 数

1)標準設計を使用しない場合

条 件 箇 所 数 備 考

(1) 同型，同高，同設計条 ・杭基礎となる場合を除く
件の場合 n = 1 ・設計条件が同じで断面形状の

同じ擁壁が連続する場合

(2) 連続し 擁壁本体の高 n =⊿h/1.0m ・n 及びn の箇所数に端数がで１ １ ２

ている擁 低差による箇 ただし⊿h>1.0m る場合は，小数第１位を四捨
壁で上記 所数 n ；高低差による箇所数 五入する１

(1) 以外 ⊿h ；連続した区間の高低差
の場合 （擁壁本体の高さ） ・箇所数はn 及びn のうち大き１ ２

1.0m；１箇所として考える高 い値を用いて下式により算定
低差 する

n =L/40m２

延長による箇 n ；延長による箇所数 n = 1+((n or n )-1)×0.7２ １ ２

所数 L ；連続した区間の延長 ※ nは小数第１位止めとする
40m；1箇所として考える延長

（注）１．(2)連続している擁壁で上記(1)以外の場合とは，連続した区間内において，擁壁高

さ及び設計条件が異なる場合をいう。

２．連続している擁壁とは，目地で区割りされてはいるが，一連の連続している擁壁を

いう。

３．高さ2.0m未満の区間は，箇所数の算定対象延長から除くものとする。

４．類似構造物の場合の箇所数は，使用する断面数(n )とし，３

３標準歩掛×0.8×n

↑

（類似構造物）

とする。

５．連続する擁壁延長が20m以下のものは，高低差に関係なく１箇所とする。

６．擁壁の構造上（延長および高低差等）上記計算によりがたい場合は（過大な数値と

なる場合等）目地割り等を勘案し実状に見合った断面数とする。
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2)標準設計を使用する場合

条 件 箇 所 数 備 考

(1) 同一図面番号の擁壁が連続する
n = 1 標準歩掛×0.8×n

場合
↑

(2) 図面番号の異なる擁壁が連続す
n = 図面番号の異なるタイプ数 （標準設計）

る場合

（注）１．同一図面番号の場合で，前壁天端及び底版の一部を切り欠いて使用する場合は，タ

イプ数には含めない。

２．高さ2.0m未満の区間は，タイプ数算定の対象としない｡
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６－２－３ モタレ式，井桁，大型ブロック積擁壁詳細設計

(1) 標 準 歩 掛

本歩掛の適用範囲は，高さ２ｍ以上１０ｍ以下，１断面あたりの延長５００ｍ以下とする。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 1.0 0.5

設計条件の確認 0.5

設 計 計 算 2.0 1.5

設 計 図 1.5 1.5 1.5

数 量 計 算 0.5 1.5

照 査 0.5

報 告 書 作 成 0.5 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 1.0 1.5 4.0 4.5 4.0

（注）１．基礎工及び仮設設計を行う場合は別途計上すること。

２．上記歩掛の設計計算は，スベリ安定計算を行う場合を標準としている。

スベリ安定計算を行わない場合は設計計算を技師Ｂ 1.0＋技師Ｃ 1.5とする。

３．形式比較検討を行う必要のある場合は，６-２-１予備設計の必要区分を別途計上すること。

４．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 + 技師Ｂ 0.5を別途計上すること。

ただし，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

５．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。

(2) 増 減 率

増 減 率
条 件 内 容 備 考

モタレ式 井桁 大型ブロック積

(1) 予備設計を 予備設計を行った ・概略設計計算を行っ
行っている 上で詳細設計を行 －10％ ていない場合は除く
場合 う場合

(2) 標準設計を 本体の形状寸法に ・設計計算を行わずに
使用する場 標準設計を採用す 設計する場合を含む
合 る場合 －20％ － － ・(1)及び(3)との増減

率の組合せは行わな
い

(3) 同一断面で 設計計算及びスベ ・(1)及び(2)との増減
施工場所が リ安定計算の両方 率の組合せは行わな
異なる場合 を行わずに設計を －20％ い
（類似構造 行う場合
物）
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(3) 箇 所 数

条 件 箇 所 数 備 考

同一法面，斜面 n=1+(n -1)×0.7 ・標準歩掛×n１

において，設計 nは小数第１位止めとする
計算を複数断面 n ；同一法面・斜面内で設計を行う断面数１

行う場合

（注）１．モタレ式において標準設計を使用する場合の箇所数は，図面番号の異なるタイプ数

(n )とし，２

２標準歩掛×0.8×n

↑

（標準設計）

とする。

２．類似構造物の場合の箇所数は使用する断面数(n )とし，３

３標準歩掛×0.8×n

↑

（類似構造物）

とする。
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６－２－４ 補強土詳細設計［テールアルメ，多数アンカー式擁壁等］

(1) 標 準 歩 掛

本歩掛の適用範囲は，高さ２ｍ以上１０ｍ以下，１断面あたりの延長５００ｍ以下とする。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 1.0 0.5

設計条件の確認 0.5

設 計 計 算 2.0 2.5

設 計 図 1.5 2.0 2.5

数 量 計 算 1.0 1.5

照 査 0.5

報 告 書 作 成 0.5 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 1.0 1.5 4.0 6.5 5.0

（注）１．基礎工及び仮設設計を行う場合は，別途計上すること。

２．上記歩掛の設計計算は，スベリ安定計算を行う場合を標準としている。

スベリ安定計算を行わない場合は設計計算を技師Ｂ 1.0＋技師Ｃ 2.5とする。

３．形式比較検討を行う必要のある場合は，６-２-１予備設計の必要区分を別途計上すること。

４．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 + 技師Ｂ 0.5を別途計上すること。

ただし，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

５．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。

６．本歩掛は，ジオテキスタイル，敷網工法にも適用する。

(2) 増 減 率

条 件 内 容 増減率 備 考

(1) 予備設計を行っている 予備設計を行った上で詳細 －10％ ・概略設計計算を行っ
場合 設計を行う場合 ていない場合は除く

(2) 同一断面で施工場所が 設計計算及びスベリ安定解 ・ (1)との増減率の組
異なる場合（類似構造 析を行わずに設計を行う場 －20％ 合せは行わない
物） 合

(3) 箇 所 数

条 件 箇 所 数 備 考

連続した区間において，設 n=1+(n -1)×0.7 ・標準歩掛×ｎ１

計計算を複数断面行う場合 n ：同一設計区間内で設計を行う断面数 ※ｎは小数第１位止め１

（注）類似構造物の場合の箇所数は使用する断面数（n ）とし，２

２標準歩掛×0.8×n

↑

（類似構造物）

とする。
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６－２－５ Ｕ型擁壁詳細設計

(1) 標 準 歩 掛

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 1.0 0.5

設計条件の確認 0.5

設 計 計 算 1.0 1.5 2.5

設 計 図 1.0 3.0 3.0

数 量 計 算 0.5 1.0 1.5

照 査 1.0 0.5

報 告 書 作 成 0.5 0.5 0.5 1.0

合 計 0.0 0.0 2.0 1.5 3.5 6.0 8.0

（注）１．上表は，予備設計成果にもとづいて，左右が同じ高さで，張出し部のない場合である。

擁壁の高さが左右で異なる場合，張出し部を設ける場合，擁壁高さが左右で異なりかつ

張出し部を設ける場合は，下表の増減率を割増しするものとする。

なお，形状による補正を行う場合は次式によるものとする。

設計歩掛＝標準歩掛×（１＋増減率）

条 件 増減率 備 考

擁壁の高さが左右
＋30％

異なる場合

擁壁天端に張出し
＋30％

を設ける場合

擁壁の高さが左右

で異なりかつ張出 ＋50％

し部を設ける場合

２．基礎工設計及び仮設設計を行う場合は，別途計上すること。

３．形式比較検討を行う必要のある場合は６-２-１予備設計の必要区分を別途計上すること。

４．本標準歩掛は，高さ1.0ｍ以上について適用する。

５．現地踏査が必要な場合は，技師Ａ 0.5+技師Ｂ 0.5を別途計上すること。

ただし，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

h
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(2) 増 減 率

条 件 内 容 増 減 率 備 考

(1) 予備設計を 予備設計を行わず

行っていない に実施設計を行う ＋10％

場合 場合

(2) 同一断面で 設計計算を行わず

施工場所が異 に設計を行う場合
－30％ ・(1)との組合せは行わない

なる場合（類

似構造物）

(3) 簡用法を用

いて設計する －20％ ・(1)と(2)との組合せは行わない

場合

（注）簡用法とは，Ｕ型擁壁の幅が狭い場合，片持梁として算出した壁下端のモーメントを底

板の両端に加え，底板は単純梁として計算する手法である。

なお，設計条件による補正を行う場合は次式によるものとする。

設計歩掛＝標準歩掛×（１＋増減率）

(3) 箇 所 数

条 件 箇 所 数 備 考

(1) 同型，同高，同設計条 ・設計条件が同じで断面形状の
n = 1

件の場合 同じ擁壁が連続する場合

(2) 連続し 擁壁本体の高 n =⊿h/0.5m ・n 及びn の箇所数に端数がで１ １ ２

ている擁 低差による箇 ただし⊿h>0.5m る場合は，小数第１位を四捨

壁で上記 所数 n ;高低差による箇所数 五入する１

(1) 以外 ⊿h ;連続した区間の高低差

の場合 （擁壁本体の高さ） ・箇所数はn 及びn のうち大き１ ２

0.5m;１箇所として考える高 い値を用いて下式により算定

低差 する

延長による箇 n =L/40m２

所数 n ;延長による箇所数 n = 1+((n or n )-1)×0.7２ １ ２

L ;連続した区間の延長 ※ nは小数第１位止めとする

40m;１箇所として考える延長

（注）１．連続している擁壁で上記(１)以外の場合とは，連続した区間内において，擁壁高さ

又は設計条件が異なる場合をいう。

２．連続している擁壁とは，目地で区割りされてはいるが，一連の連続している擁壁を

いう。

３．高さ1.0m未満の区間は，箇所数の算定対象延長から除くものとする。

３ ３４．類似構造物の場合の箇所数は，使用する断面数（n ）とし，標準歩掛×0.7×n

↑

（(２)増減率による類似構造物の補正）

とする。

５．連続する擁壁延長が20m以下のものは，高低差に関係なく１箇所とする。

６．擁壁の構造上（延長および高低差等）上記箇所数の計算によりがたい場合は，目地

割り等を勘案し実状に見合った断面数とする。
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６－２－６ プレキャストＬ型擁壁の割付一般図

(1) 標 準 歩 掛

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 0.5

設 計 図 0.5 2.0

数 量 計 算 1.0 1.0 1.0

照 査 0.5

合 計 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 1.5 3.0

（注）１．１箇所とは道路方向に対して片側または両側同一形状の場合をいう。

２．現地踏査が必要な場合は別途計上する（箱型函渠詳細設計に準拠）。

３．基礎工設計及び仮設設計を行う場合は別途計上する。

４．設計計画とは，業務の実施にあたり基本条件の整理・検討および業務打ち合せのた

めの資料を作成することをいう（形式選定含む）。

５．設計図とは，工事の実施に必要な図面を作成することをいう。

６．数量計算とは，設計図に基づき必要な材料の数量を算出することをいう。

７．照査とは，設計終了後，基本的な設計方針，手法，使用する製品の決定について再

確認することをいう。

８．「報告書作成」は，本歩掛の各業務区分に含む。

(2) 歩掛適用範囲と歩掛補正

1) 歩掛適用範囲

・設計延長５００ｍ以下に適用する。

・擁壁断面形状の種類（ｎ）はｎ＝１～４を標準とする。

2) 歩掛補正

・断面形状による補正率

擁壁断面形状の種類（ｎ）がｎ＝５～７断面の場合は，標準歩掛を５０％増とする。
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６－３ 法 面 工

６－３－１ 予 備 設 計

(1) 標 準 歩 掛

この歩掛は，場所打ち法枠，アンカー付場所打ち法枠，吹付法枠工，アンカー付吹付法枠工，

コンクリート吹付，張ブロック等を比較工種として比較検討を行う場合に適用する。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 1.0 0.5

設計条件の確認 0.5

比較形式選定 1.0

概略設計計算 0.5 1.0 1.5

基 礎 工 検 討 0.5 0.5

概 略 設 計 図 0.5 1.0 1.5

協議資料の作成 0.5 0.5 1.0

概算工事費算出 0.5 1.0 1.5

比較一覧表作成 0.5 0.5

照 査 1.0 0.5

報 告 書 作 成 0.5 0.5 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 2.0 3.5 4.0 6.0 5.0

（注）１．検討を行う比較工種は，３案を標準とする。

２．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 + 技師Ｂ 0.5を別途計上すること。

ただし，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

３．基礎工検討を行わない場合には基礎工検討を計上しない

４．協議資料の作成を特記仕様書にて指示しない場合は，協議資料の作成は計上しない。

５．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。

(2) 増 減 率

標準設計及び既存の資料等によって，断面形状等比較検討に必要な諸要素が決定できる場合

に適用する。

設計計画
設計条件の確認 ±０％

標準設計及び断面形状等比較形式選定に利用できる既存の資料 比較形式選定
概略設計計算

によって概略設計計算，概略設計図の作成が簡略化できる場合 基礎工検討
概略設計図 －20％
協議資料の作成
概算工事費算出
比較一覧表作成
照査
報告書作成

（注）比較断面の形状寸法を決定した資料及び形状寸法が分る図面（断面図等）作成を含む。

既存の資料等によって，断面形状等比較検討に必要な諸要素が決定できる場合に適用する。
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６－３－２ 詳 細 設 計

(1) 標 準 歩 掛

1)場所打ち法枠

本歩掛の適用範囲は，設計面積１箇所当り５,０００㎡以下とする。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 0.5

設計条件の確認 0.5

設 計 計 算 1.5 2.5 2.5

設 計 図 1.0 1.5 2.0

数 量 計 算 1.0 1.5 2.0

照 査 1.0 1.0

報 告 書 作 成 0.5 0.5 1.0

合 計 0.0 0.0 1.5 3.5 5.0 6.0 5.0

（注）１．上記歩掛の設計計算はスベリ安定計算を行う場合を標準としている。

スベリ安定計算を行わない場合は，設計計算を技師Ａ 1.0＋技師Ｂ 2.0＋技師Ｃ 2.0

とする。

２．形式比較検討を行う必要のある場合は，６-３-１予備設計の必要区分を別途計上すること。

３．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 + 技師Ｂ 0.5を別途計上すること。

ただし，道路設計に含めて委託する場合は，計上しない。

４．本歩掛は，吹付法枠の場合にも適用できるものとする。

５．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。

2)アンカー付場所打ち法枠

本歩掛の適用範囲は，設計面積１箇所当り５,０００㎡以下とする。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 1.0 0.5

設計条件の確認 0.5

設 計 計 算 2.0 3.5 3.0

設 計 図 2.0 2.5 3.0

数 量 計 算 1.0 2.0 3.0

照 査 1.0 0.5

報 告 書 作 成 0.5 0.5 1.0

合 計 0.0 0.0 2.0 3.5 7.0 8.0 7.0

（注）１．上記歩掛の設計計算はスベリ安定計算を行う場合を標準としている。

スベリ安定計算を行わない場合は，設計計算を技師Ａ 1.0＋技師Ｂ 2.0＋技師Ｃ 2.0

とする。

２．形式比較検討を行う必要のある場合は，６-３-１予備設計の必要区分を別途計上すること。

３．現地踏査は，１箇所当たり，技師Ａ 0.5 + 技師Ｂ 0.5を別途計上すること。

ただし，道路設計に含めて委託する場合は，計上しない。

４．本歩掛は，アンカー付吹付法枠，ロックボルトの場合にも適用できるものとする。

５．電子計算機使用料は，直接経費として，直接人件費の８％を計上する。



(2) 増 減 率

増 減 率

条 件 内 容 場所打 ｱﾝｶｰ付場所 備 考

ち法枠 打ち法枠

(1) 予備設計を行って 予備設計を行った ・概略設計計算を行ってい
いる場合 上で詳細設計を行 －10％ ない場合は除く

う場合

(2) 計画面積による増 一 ・一断面当りの設計面積に
減率 断 1,000㎡未満 ± 0％ 応じて計上する

面 １断面当り面積＝
当 計画面積／断面数
り ・（標準歩掛×増減率）を
面 1,000㎡以上 ＋20％ 標準歩掛に加える。
積

（注）断面数とは，同一法面・斜面において設計計算を行う断面数をいう。

(3) 箇 所 数

条 件 箇 所 数 備 考

同一法面・斜面において，設 n=1＋（n －1）×0.7 ・標準歩掛×ｎ１

計計算を複数断面行う場合 n ;同一法面･斜面内で設計を行う断面数 ｎは小数第１位止め１
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６－４ 落石防護柵

６－４－１ 詳 細 設 計

(1) 標 準 歩 掛

この歩掛は，柵高Ｈ＝１．５ｍ～３．５ｍの直柱型及び曲柱型を対象とした落石防護柵詳細

設計に適用する。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技師長 技術員

技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 0.5

設 計 条 件 の 確 認 1.0 0.5 0.5 1.0

設 計 計 算 ・ 設 計 図 0.5 1.0 1.5 1.0

数 量 計 算 0.5 0.5

照 査 1.0 0.5

報 告 書 作 成 1.0 1.5 1.0

合 計 2.5 2.0 2.5 4.5 2.5

（注）１．落石防護柵の延長は１００ｍ以下を標準とする。

２．基礎工の設計は設計計画・設計図に含む。

本歩掛の基礎工は，コンクリート基礎（直接基礎）又は既存擁壁へ継ぎ足す構造と

なるものに適用し，擁壁と一体で設計する場合の擁壁は別途積算するものとする。

３．現地踏査を必要とする場合は，技師Ａ０．５，技師Ｂ０．５を別途計上する。

４．現地の状況により仮設設計を必要とする場合は技師Ｃ１．０，技術員１．０を別途

計上する。

仮設設計とは，現場条件（施工スペースがない等）により足場の設置・仮設防護柵

の設置等施工方法・仮設方法の検討を行う場合をいう。

(2) 歩 掛 補 正

1)延長補正

歩掛は延長１００ｍまでの場合であり，１００ｍを超える場合は，主に設計図・数量計算につ

いて作業量が増大する実態を踏まえ，下表により補正係数を求め標準歩掛全体に乗ずるものとする。

補正係数＝０.０００２Ｌ＋０.９８ Ｌは設計延長（ｍ）とする。

※小数第３位を四捨五入し小数第２位止めとする。

2)設計計算を行わない場合（類似）

増減率

条 件 増 減 率 備 考

設計を行うための条件が 設計計算を行う場合は

同じで設計計算を行わず －５５％ 標準歩掛を用いる

に設計を行う場合

（注）類似とは，対策を必要とする法面が複数存在し，既存資料（過去に行った設計成果）や

現地踏査により，設計条件が同じと判断され，設計計算を行わずに，数量計算，設計図等

の作業を行う場合をいう。
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箇所数

条 件 箇 所 数 備 考

対策を必要とする法面が複 設計計算を必要とし （標準歩掛）×0.45×ｎ

数存在する場合 ない法面の数

ｎ

3)同一法面で設計断面が複数存在する場合

条 件 低 減 率 箇 所 数 備 考

同一法面において，設計条 ｎ＝１＋（ｎ －１）×0.7 ・標準歩掛×ｎ１

件の違いにより設計計算を複 －３０％ ｎ ：同一法面内で設計を行 ・ｎは小数第１１

数断面行う場合 う断面数 位止め
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６－５ 雪崩予防施設

６－５－１ 詳 細 設 計

(1) 標 準 歩 掛

1)雪崩予防柵，雪崩防護柵

（１タイプ当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 0.5

設計条件の確認 0.5 0.5

施設配置計画 0.5 0.5 1.0

設 計 計 算 0.5 1.5 1.5 0.5

設 計 図 1.0 2.0 3.0

数 量 計 算 1.0 1.5

照 査 1.0 0.5

報 告 書 作 成 0.5 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 2.0 2.5 3.5 6.5 6.0

（注）１．直接基礎の設計は，本歩掛に含まれている。

なお，杭基礎とする場合は，６－６一般構造物基礎工設計により積算するものとする。

２．仮設設計を行う場合は別途積算する。

３．施設配置計画は，効果，経済性等を考慮し，最適な施設の配置の計画を行う。

なお，施設配置計画には，雪崩解析は含まない。

４．施設配置計画を行わない場合，施設配置計画は計上しない。

５．現地踏査は，技師Ａ 0.5＋技師Ｂ 0.5を別途計上すること。（同一法面・斜面にお

いて異種の施設を複数設計する場合は，主となる施設の現地踏査を計上する。）ただ

し，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。
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2)吊柵

本歩掛の適用範囲は，設計面積1,000㎡未満とし，設計面積1,000㎡以上については，(2)増

減率による。ただし，設計面積37,000㎡を超えるものについては別途とする。

（１タイプ当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 0.5

設計条件の確認 1.0

施設配置計画 0.5 0.5

設 計 計 算 1.0 1.5

設 計 図 0.5 1.5 1.5

数 量 計 算 0.5 1.5

照 査 1.0

報 告 書 作 成 1.5 1.0

合 計 0.0 0.0 1.5 2.0 3.5 4.5 3.0

（注）１．直接基礎の設計は，本歩掛に含まれている。

２．仮設設計を行う場合は，別途計上する。

３．施設配置計画には，雪崩解析は含まない。

４．施設配置計画を行わない場合，施設配置計画は計上しない。

５．協議資料の作成を行う場合は，別途計上する。

６．現地踏査は，技師Ａ 1.0＋技師Ｂ 1.5を別途計上すること。（同一斜面・法面にお

いて異種の施設を複数設計する場合は，主となる施設の現地踏査を計上する。）ただ

し，道路設計に含めて委託する場合は計上しない。

７．吊枠には適用しない。

(2) 増 減 率

増 減 率

条 件 内 容 雪崩予防柵 備 考
吊 柵

雪崩防護柵

(1) 設計計算を 他業務の設計成 ・設計計算を行う場合は歩

行わずに設計 果を用いて設計 －30％ 掛を用いるものとする

ができる場合 を行う場合

(2) 設計面積に 設計面積 ・(標準歩掛×増減率)を標
±０％ ±０％

よる増減率 1,000㎡未満 準歩掛に加える

設計面積 ・設計面積とは，計画地点
＋30％ －

1,000㎡以上 の斜面，法面の面積をいう

設計面積 ・ｙ＝29.566Ln(a)-204.23

1,000㎡以上 － ｙ (1％単位，以下四捨五入)

37,000㎡以下 ・ａ:設計面積(1㎡単位)

（注）１．「(1)の他業務の設計成果を用いる場合」とは，例えば，過去に行った設計成果を利

用して，設計計算を行わずに設計ができる場合をいう。

２．同一法面・斜面において異種の施設を複数設計する場合で，１工種当たりの面積が

適用範囲以上の場合は，各々の標準歩掛を増減率で補正する。

ただし，１工種当たり1,000㎡未満の場合については考慮しない。
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(3) タ イ プ 数

1)同一工種の構造物を複数タイプ設計する場合

条 件 箇 所 数 備 考

地形，グライド係数等設計条 n = １＋ （n － １） × 0.7 ・標準歩掛×n１

件の相違により，構造物の設 n ： 同一斜面内で設計を行う ・ｎは小数第１１

計を複数行う場合 タイプ数 位止め

（注）１．同一業務内で，同じ工種の構造物を設計する場合に適用する。

（例えば，同一業務内で予防柵と防護柵を設計する場合には適用しない。）

2)設計計算を行わずに設計を行う場合

条 件 箇 所 数 備 考

(1) 設計する構造物が同一形状の場
n = 1 標準歩掛×0.7×n

合
↑

(2) 設計する構造物の形状が異なる
n = 設計する構造物数 （計算なしの補正）

場合



６－６ 一般構造物基礎工

６－６－１ 詳細設計

（１）適用範囲

本歩掛は，函渠・擁壁等の一般構造物に適用する。

（２）作業区分

一般構造物基礎工詳細設計における作業区分は以下の通りとする。

作 業 区 分 作 業 の 範 囲
業務の目的･主旨を把握したうえで特記仕様書に示す業務内容，設計条件を設 計 計 画

確認し，杭種の比較検討，施工計画の立案を行う｡また，業務概要，実施方
針，業務工程，組織計画，打合せ計画等を記載した業務計画書を作成する｡

基本的に定まった条件のもとで，適切な断面形状を検討し，杭種，杭径，杭設 計 計 算
長等すべての断面を決定する。

設計計算により定められた諸条件で，構造一般図，配筋図，詳細図等を作成設 計 図
する。

決定した基礎工詳細設計に対して，数量算出要領に基づき，各工種毎に数量数 量 計 算
を算出する。

基本的な条件決定に伴う，施工条件，設計方針，設計手法及び設計計算，設照 査
計図，数量計算等の適切性及び整合性等の照査。

設計条件，杭種決定の経緯と選定理由，設計計算書,設計図面,数量計算書，報告書作成
概算工事費算出，施工計画書，施工段階での注意事項，現地踏査等の内容をと
りまとめる。

（３） 標準歩掛

１）［既製杭］（鋼管杭・ＲＣ杭・ＰＨＣ杭に適用する） （１箇所当り）

直 接 人 件 費
職種

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区分 技師長 技術員技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

1.0 1.0設 計 計 画 1.0

1.5 1.5設 計 計 算

1.5 2.5設 計 図

0.5 1.0数 量 計 算

1.0照 査 0.5

0.5 1.0報告書作成

1.0 1.5 2.0 2.0 4.5 3.5合 計
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２）［場所打杭］（深礎杭を除く） （１箇所当り）

直 接 人 件 費職種

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
技師長 技術員区分

技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 1.0 1.0

設 計 計 算 1.5 2.5

設 計 図 2.0 2.5

数 量 計 算 1.5 2.5

照 査 0.5 1.5

報告書作成 0.5 1.0

合 計 0.5 1.5 2.5 2.0 7.0 5.0

３）［深礎杭］ （１箇所当り）

直 接 人 件 費職種

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区分 技師長 技術員

技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 1.5 2.0 1.5

設 計 計 算 1.5 2.0 2.5

設 計 図 1.0 2.0 2.5

数 量 計 算 1.5 2.5

照 査 1.0 1.0

報告書作成 2.5 2.5

合 計 1.5 2.0 2.5 2.5 5.5 8.5 5.0

（注）１．上部構造物の断面が同一形状であり杭種，杭径が同一の場合は，上部構造物
が連続していても１箇所分のみ計上する。

２．上部構造物の構造が変わる場合，杭種又は杭径が変わる場合は，それぞれ１
箇所分として計上する。

３．連続する構造物において，杭種及び杭径が同一で上部構造物の断面が変化す
る場合，類似構造物とし，伸縮目地等により構造を分離されたブロックを１箇
所とする。

４．設計条件の確認は上記歩掛に含まれる。
５．仮設設計が必要な場合は，別途計上する。
６．電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の１％を計上する。

６－６－２ 標準歩掛の補正
(１) 類似形式の補正

（ａ） 類似構造物の場合は，「標準歩掛」の80％を計上する。
（ｂ） 類似構造物の補正は次式による。

歩掛＝標準歩掛×（０．２＋０．８×ｎ）
ｎ：箇所数
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６－６－３ 構造物単位および類似構造物の考え方

＊ 構造物の単位 １箇所の考え方

１）同一形状が連続する上部構造物を１箇所とする場合

① 基礎工の杭種及び杭径が同一の場合

上記に該当する場合，連続するブロックは１箇所とする。

（但し，杭長・本数は関係しない）

条 件

上部構造物は

１箇所とする 変化しない

杭種及び杭径

が同一の場合

２）上部構造物の１ブロック単位を１箇所とする場合

① 上部構造物の形状が変化する場合（ただし，１箇所として考える高低差は

上部構造物と同じ考え方とする）

② 杭種がブロック毎に変化する場合

③ 杭径がブロック毎に変化する場合

上記のいずれかに該当する場合は，各ブロックを１箇所とする。

（但し，杭長・本数は関係しない）

注） ブロックの単位は上部構造物の区分で分割したものとする。

条 件

１箇所とする １箇所とする 上部構造物は

変化しない

杭種又は杭径

が異なる場合
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＊ 類似扱いとする組合せ

上部構造物に変化はあるが杭種・杭径が同じ場合

（但し，杭長・本数は関係しない）

ただし，１箇所として考える高低差は上部構造物と同じ考え方とする。

下記の場合は２ブロックと考え，歩掛は基本１箇所・類似１箇所とする。

条 件

上部構造物に

歩掛＝１ （基本） 歩掛＝０．８ （類似） 変化がある

杭種及び杭径

が同一の場合

＊ 類似扱いとしない組合せ

杭種または，杭径が異なる場合

（但し，上部構造物の形状・杭長・本数は関係しない）

下記の場合は２ブロックと考え，類似性がないので歩掛は基本２箇所とする。

条 件

上部構造物は

歩掛＝１ 歩掛＝１ 変化しない

杭種又は杭径

が異なる場合
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第 ７ 節 橋梁設計

７－１ 橋梁予備設計

１）適用範囲

本歩掛は，上部工，下部工，基礎工について比較検討を行い，比較案３案を選定する場合に適用す

る。なお，３０００ｍを超えるもの，並びに景観検討は含まないものとする。

２）作業区分

橋梁予備設計における作業区分は以下のとおりとする。

作 業 区 分 区 分 作 業 の 範 囲

設 計 計 画 設 計 計 画 業務の目的・主旨を把握したうえで特記仕様書に示す業務内容を

確認し，業務概要・実施方針・業務工程・業務組織計画・打合せ

計画・成果品の内容，部数・使用する主な図書及び基準・連絡体

制（緊急時含む）等の事項について業務計画書（照査計画書を含

む）を作成する。

設計条件の 特記仕様書に示された道路の幾何構造，荷重条件等設計施工上の

確認 基本的条件並びに地質条件を確認し，当該設計用に整理を行う。

橋梁形式比 橋長，支間割りの検討を行い，架橋地点の橋梁としてふさわしい

較案の選定 橋梁形式数案について，構造特性，施工性，経済性，維持管理，

環境との整合など総合的な観点から技術的特徴，課題を整理し，

評価を加えて，調査職員と協議のうえ，設計する比較案３案の選

定を行う。

基本事項の 設計を実施する橋梁形式比較案に対して，構造特性（安定性，耐

検討 震性，走行性）・施工性（施工の安全性，難易性，確実性，工事

用道路及び作業ヤード）・経済性・維持管理（耐久性，管理の難

易性）・環境との整合（修景，騒音，振動，近接施工）等の事項

を標準として技術的検討を行う。

設 計 計 算 設 計 計 算 上部工の設計計算については，主要点（主桁最大モーメント又は

軸力の生ずる箇所）の概算応力計算及び概略断面検討を行い，支

間割，主桁配置，桁高，主構等の決定を行うものとする。下部工

及び基礎工については，震度法により，躯体及び基礎工の形式規

模を想定し，概算の応力計算及び安定計算を行う。

設 計 図 設 計 図 橋梁形式比較案のそれぞれに対し，一般図（平面図，側面図，上

下部工・基礎工主要断面図）を作成し，鉄道，道路，河川との関

連，建築限界及び河川改修断面図等を記入するほか，土質柱状図

の記入を行う。なお，構造物の基本寸法の表示は，橋長支間

長，幅員，桁高，桁間隔，下部工及び基礎工の主要寸法のみとす

る。また，既設構造物及び計画等との位置関係がわかる寸法を記

入する。

概算工事費 概算工事費 橋梁形式比較案のそれぞれに対し，概算数量を算出し，それを基

算出 算出 に概算工事費を算定する。
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作 業 区 分 区 分 作 業 の 範 囲

照 査 照 査 照査技術者は，下記に示す事項を標準として照査を行い，管理技

術者に提出する。

① 基本条件の決定に際し，現地の状況の他，基礎情報を収集，

把握しているかの確認を行い，その内容が適切であるかについ

て照査を行う。特に地形，地質条件については，設計の目的に

対応した情報が得られているかの確認を行う。

② 一般図を基に橋台位置，径間割り，支承条件及び地盤条件と

橋梁形式の整合が適切にとれているかの照査を行う。また埋設

物，支障物件，周辺施設との近接等，施工条件が設計計画に反

映されているかの照査を行う。

③ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。

④ 設計計算，設計図，概算工事費の適切性及び整合性に着目し

照査を行う。

報告書作成 報告書作成 設計業務の成果として，設計業務成果概要書・設計計算書等・設

計図面・数量計算書・概算工事費・施工計画書・現地踏査結果等

について作成を行う。なお，設計条件・橋梁形式比較案毎に当該

構造物の規模及び形式の選定の理由・道路，鉄道，河川の交差条

件・主要材料の概略数量・概算工事費算出・主桁主要断面寸法，

下部工躯体及び基礎寸法，くい本数等概略計算の主要結果・橋梁

形式比較一覧表・詳細設計に向けての必要な調査，検討事項につ

いて解説し，とりまとめて記載した設計概要書の作成を行う。

橋梁形式比 橋梁形式比較案に関する検討結果をまとめ，橋梁形式比較一覧表

較一覧表の の作成を行う。橋梁形式一覧表には一般図（側面図，上下部工及

作成 び基礎工断面図）を記入するほか，「基本事項の検討」において

実施した技術的特徴，課題を列記し，各橋梁形式比較案の評価を

行い，最適橋梁形式案を明示する。

そ の 他 地震時保有 道路，鉄道，河川の交差条件等において橋台，橋脚の位置を決定

（標準歩掛 水平耐力法 するに当たり，躯体の寸法，支間割及び支承条件等は建築限界，

対象外） による耐力 河川条件，河積阻害率等と密接に関係するため，諸条件のポイン

照査 トとなる橋台，橋脚について地震時保有水平耐力法による耐力照

査を行う。

関係機関と 関係機関との協議用資料，説明用資料作成を行う。

の協議資料

作成

現 地 踏 査 架橋地点の現地踏査を行い，特記仕様書に基づいた設計範囲及び

貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。ま

た，地形・地質等の自然状況，沿道・交差・用地条件等の周辺条

件を把握し，合わせて工事用道路・施工ヤード等の施工性の判断

に必要な基礎的な現地状況の把握を行う。
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３）標準歩掛 （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.0 2.0 3.5 5.5 3.0

設 計 計 算 3.0 4.0 6.0 5.0

設 計 図 4.0 4.5 5.0

概算工事費算出 1.5 4.0 5.0 5.0

照 査 1.5 2.0 4.0

報 告 書 作 成 1.0 1.5 1.0 1.0

合 計 2.0 3.5 8.5 16.0 18.5 15.5 11.0

（注）１．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

４）橋長補正

標準歩掛は対象延長７５ｍの場合であり，他の橋長については下表により係数を求め，その係数を

標準歩掛に乗ずるものとする。

500

補 400

正

係 300

数

(％) 200

100

57.4

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 300025 75 300

対 象 延 長 （ｍ）

◎ 橋梁延長（Ｌ）による補正係数算定表

対象延長（ｍ） ２５ｍ以下の場合 ３００ｍ未満の場合 ３００ｍ以上の場合

補正係数（％） ５７．４ 0.853×L＋36.025 0.082×L＋267.325

（注）１．補正係数については，小数２位を四捨五入し，小数１位とする。

２．橋長が３０００ｍを超えるものについては別途考慮する。
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５）コントロールポイントとなる橋台（地震時に液状化が生じる地盤上の場合），橋脚を有し，地震時保

有水平耐力法による耐力照査を実施する場合は，１基当たり下表を追加する。なお，設計条件等によ

り必要に応じて追加できるものとする。

（１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

地震時保有水平耐

力法による耐力照 1.0 0.5 0.5

査

６）基礎地盤が杭基礎を必要とする場合は，１橋当たり１０％割増するものとする。

＊標準歩掛×（ ｙ／１００＋０．１０）

[橋長補正式の値％]

７）関係機関との協議資料を作成する場合は下記歩掛を追加するものとする。（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

関係機関との協議 1.5 1.5 1.0

資料作成

８）現地踏査 （１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

現 地 踏 査 1.5 1.5 1.0

（注）１業務当たり最大２橋とし，それを超える場合は別途考慮する。

９）設計協議 （１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

業 務 着 手 時 1.0 1.0

中 間 打 合 せ 1.0 1.0

成 果 品 納 入 時 1.0 1.0

（注）上記は各段階共１回分の歩掛であるが，中間打合せについては設計計算を実施する前の数種の比

較検討案選定時，最適案決定時の２回を標準とし，その他関係機関等との協議が必要な場合にお

いては適宜業務内容に応じて追加する。

１０）景観検討については別途考慮する。
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７－２ 橋梁詳細設計

１）適用範囲

本歩掛は，橋梁の上部工，下部工，基礎工，架設工における橋梁工事に必要な詳細設計に適用する。

なお，詳細設計において，予備設計時に用いた地元状況，設計条件等の諸条件と差異が生じ，構造

形式等の修正設計が生じた場合は別途考慮するものとする。

２）作業区分

橋梁詳細設計における作業区分は以下のとおりとする。

作 業 区 分 区 分 作 業 の 範 囲

設 計 計 画 設 計 計 画 業務の目的・主旨を把握したうえで，特記仕様書に示す業務内容

を確認し，業務概要・実施方針・業務工程・業務組織計画・打合

せ計画・成果品の内容，部数・使用する主な図書及び基準・連絡

体制（緊急時含む）等の事項について業務計画書（照査計画書を

含む）を作成する。また，予備設計なしの場合は，橋梁型式を比

較し詳細設計を行う。

設計条件の 特記仕様書に示された道路の幾何構造，荷重条件等設計施工上の

確認 基本的条件を確認し，当該設計用に整理を行う。

設計細部事 使用材料，地盤定数，支承条件，構造細目，付属物の形式など詳

項の検討 細設計に当り必要な設計の細部条件について技術的検討を加えた

うえ，これを当該設計用に整理するとともに適用基準との整合を

図り確認を行う。

設 計 計 算 設 計 計 算 詳細設計計算に当り，橋梁予備設計等で決定された橋梁の主要構

造寸法に基づき，現地への搬入条件及び架設条件を考慮し，上部

工については，橋体，床版，支承，高欄，伸縮装置，橋面排水等,

下部工及び基礎工については，梁，柱，フーチング，躯体及び基

礎本体等について詳細設計を行う。架設工については，架設中の

本体構造物，架設設備の応力計算を行い，橋梁上部の断面架設機

械及び材料の種類，規格，寸法等を決定する。

設 計 図 設 計 図 橋梁位置図，一般図，線形図，構造一般図，構造詳細図，支承，

高欄，伸縮装置，排水装置，架設計画図等の詳細設計図の作成を

行う。（一般図及び構造一般図については，既設構造物及び計画

構造物等との位置関係がわかる寸法を記入する。）

数 量 計 算 数 量 計 算 決定した構造物の詳細形状に対して，各工種毎に数量算出要領に

基づき数量の算出を行う。
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作 業 区 分 区 分 作 業 の 範 囲

照 査 照 査 照査技術者は，下記に示す事項を標準として照査を行い，管理技

術者に提出する。

① 設計条件の決定に際し，現地の状況の他，基礎情報を収集，

把握しているかの確認を行い，その内容が適切であるかについて

照査を行う。特に地形，地質条件については，設計の目的に対応

した情報が得られているかの確認を行う。

② 一般図を基に橋台位置，径間割り，支承条件及び地盤条件と

橋梁形式の整合が適切にとれているかの確認を行う。また，埋設

物，支障物件，周辺施設との近接等，施工条件が設計計画に反映

されているかの確認を行う。

③ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。また，

架設工法と施工法の確認を行い，施工時応力についても照査を行

う。

④ 設計計算，設計図，数量の正確性，適切性及び整合性に着目

し照査を行う。最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い，基

準との整合を図る。特に，上部工，下部工及び付属物それぞれの

取り合いについて整合性の照査を行う。

報告書作成 報告書作成 設計業務の成果として，設計業務成果概要書・設計計算書等・設

計図面・数量計算書・概算工事費・施工計画書・現地踏査結果等

について作成する。なお，設計条件・橋梁形式決定の経緯及び選

定理由（構造特性，施工性，経済性，維持管理，環境の要件の解

説）・上部工の解析手法，構造各部の検討内容及び問題点，特に

考慮した事項・道路，鉄道，河川の交差条件，コントロールポイ

ント・主桁主要断面寸法，下部工躯体及び基礎寸法等設計計算の

主要結果・主要材料，工事数量の総括・施工段階での注意事項，

検討事項について解説し取りまとめて記載した設計概要書の作成

を行う。

そ の 他 座 標 計 算 道路線形計算書，平面図及び縦断線形図等に基づき，当該構造物

（標準歩掛 の必要箇所（橋台，橋座，支承面，下部工，基礎工等）について

対象外） 線形計算を行い，平面座標及び縦断計画高を求める。

施 工 計 画 構造物の規模，道路・鉄道の交差条件，河川の渡河条件及び，計

画工程表，施工順序，施工方法，資材・部材の搬入計画，仮設備

計画等，工事費積算に当たって必要な計画書を作成する。

動 的 照 査 地震時における構造物および基盤の挙動を動力学的に解析して応

答値を算出し，耐震性能の照査を行う。
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作 業 区 分 区 分 作 業 の 範 囲

そ の 他 関係機関と 関係機関との協議用資料，説明用資料作成を行う。

（標準歩掛 の協議資料

対象外） 作成

現 地 踏 査 架橋地点の現地踏査を行い，特記仕様書に基づいた設計範囲及び

貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。ま

た，地形・地質等の自然状況，沿道・交差・用地条件等の周辺条

件を把握し，合わせて工事用道路・施工ヤード等の施工性の判断

に必要な基礎的な現地状況の把握を行う。

液状化が生 橋に影響を与える液状化が生じると判定される地盤にある橋台

じる地盤で （橋台基礎）では，地震時保有水平耐力法によってレベル２地震

の橋台（橋 動に対して静的に耐震性能の照査を行う。

台基礎）の

耐力照査

◎下記の項目は橋梁詳細設計（上部工，下部工，基礎工，架設工）１橋当りに適用するものとする。

（１）座標計算

（１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

座 標 計 算 0.5 1.5 1.5

（２）施工計画

（１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

施 工 計 画 1.5 1.5 2.0

（３）動的照査

動的照査を必要とする橋梁の場合は下記歩掛を追加するものとする。

（１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

動 的 照 査 3.5 7.0 8.5 8.5
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◎下記の項目は橋梁詳細設計（１業務当り）に適用するものとする。

（１）関係機関との協議資料作成

関係機関との協議資料を作成する場合は下記歩掛を追加するものとする。

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

関係機関との協議 2.5 2.0 2.5

資料作成

（２）現地踏査

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

現 地 踏 査 1.0 1.5 1.0

（注）１業務当たり最大２橋とし，それを超える場合は別途考慮する。

（３）設計協議

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

業 務 着 手 時 1.0 1.0

中 間 打 合 せ 1.0 1.0

成 果 品 納 入 時 1.0 1.0

（注）上記は各段階共１回分の歩掛であるが，中間打合せについては一般図の作成時，細部事項決定時

の２回を標準とし，その他適宜業務内容に応じて追加する。
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７－２－１ コンクリート上部工

１）適用範囲

本歩掛は，コンクリート橋上部構造を道路橋示方書等により設計するもので，支承，伸縮装置，

排水装置，高欄及び応力計算を必要としない付帯施設の設計を含む場合に適用する。また，架設計

画（トラック〈クローラ〉クレーンによる直接架設で，かつ支保工の必要のない簡易な架設）は含

まれるが，架設計画，景観検討，仮設構造物設計，仮橋設計，橋梁付属物等（照明，遮音壁等）の

設計は含まないものとする。

２）標準歩掛

標準歩掛は標準橋長の場合であり，他の橋長の場合は各橋長補正式により補正係数を求め，その

係数を標準歩掛に乗じるものとする。

（１）（ＲＣ）単純床版橋（～10ｍ） （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 0.5

設 計 計 算 1.5 2.5

設 計 図 5.5 5.5

数 量 計 算 3.5 3.0

照 査 1.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 0.0 0.5 3.0 4.5 10.5 8.5

橋長補正式 ｙ＝2.541×Ｌ＋87.30 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

３．予備設計の有無に係わらず標準歩掛の補正はしないものとする。

（２）（ＲＣ）単純Ｔ桁橋（５～20ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.0

設 計 計 算 1.0 2.5 4.0

設 計 図 6.5 7.0

数 量 計 算 4.5 5.0

照 査 1.5 2.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 0.0 0.0 4.0 4.5 19.0 12.0

橋長補正式 ｙ＝1.743×Ｌ＋78.21 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（３）（ＲＣ）単純中空床版橋（５～20ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.5 1.5

設 計 計 算 1.5 3.0 6.5

設 計 図 6.0 8.5

数 量 計 算 3.0 3.5

照 査 1.0 1.0 1.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 0.0 2.5 5.0 4.5 18.5 12.0

橋長補正式 ｙ＝1.532×Ｌ＋80.85 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（４）（ＲＣ）３径間連続中空床版橋（25～70ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.0 3.0

設 計 計 算 2.5 3.0 6.5 10.5

設 計 図 10.0 13.0 14.0

数 量 計 算 6.0 8.5 10.0

照 査 1.5 1.5 2.0 4.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 6.0 8.5 25.5 37.0 24.0

橋長補正式 ｙ＝0.673×Ｌ＋68.03 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（５）（ＲＣ）３径間連続Ｔ桁橋（30～100ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 1.5

設 計 計 算 2.0 3.0 5.5 10.5

設 計 図 8.0 13.0 13.5

数 量 計 算 6.5 9.5 10.5

照 査 1.5 2.0 3.0 6.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 5.0 7.5 24.0 40.0 24.0

橋長補正式 ｙ＝0.686×Ｌ＋55.41 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（６）（ＲＣ）３径間連続ラーメン橋（10～35ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 3.5 4.0

設 計 計 算 2.0 4.0 7.5 11.0

設 計 図 4.5 14.0 21.5

数 量 計 算 2.0 5.5 7.5

照 査 1.5 1.0 1.0 3.5

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 7.0 10.0 16.0 35.0 29.0

橋長補正式 ｙ＝0.708×Ｌ＋84.07 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（７）（ＰＣ）単純プレテンションＩ桁橋（５～20ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.5

設 計 計 算 3.0 6.0

設 計 図 1.0 4.0 5.5

数 量 計 算 0.5 1.5 1.5

照 査 1.0 0.5 1.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 0.0 0.0 4.5 5.5 14.5 7.0

橋長補正式 ｙ＝2.132×Ｌ＋73.35 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（８）（ＰＣ）単純プレテンションＴ桁橋（５～35ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.0

設 計 計 算 3.0 4.5

設 計 図 4.0 5.5 6.0

数 量 計 算 1.5 2.5 3.0

照 査 1.0 1.0 1.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 0.0 0.0 4.0 10.0 15.5 9.0

橋長補正式 ｙ＝1.705×Ｌ＋65.90 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。



3-2-63

（９）（ＰＣ）プレテンションホロー桁橋（５～30ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.0 1.5

設 計 計 算 1.0 3.0 4.0

設 計 図 4.0 5.5 5.5

数 量 計 算 2.5 4.5 4.0

照 査 1.0 1.0 1.0 1.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 0.0 2.0 4.5 11.0 17.0 9.5

橋長補正式 ｙ＝1.434×Ｌ＋74.91 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１０）（ＰＣ）単純中空床版橋（10～35ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.0 2.5

設 計 計 算 5.0 7.5 6.0

設 計 図 4.5 9.5 14.0

数 量 計 算 3.0 3.5 4.0

照 査 1.5 0.5 1.0 2.5

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 3.5 9.0 17.0 22.5 18.0

橋長補正式 ｙ＝0.980×Ｌ＋77.95 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１１）（ＰＣ）単純ポストテンションＴ桁橋（15～50ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.0 1.5

設 計 計 算 4.0 6.0 9.0

設 計 図 10.0 11.5 12.5

数 量 計 算 5.5 7.0 7.0

照 査 1.5 0.5 1.0 2.5

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 2.5 7.0 23.5 31.0 19.5

橋長補正式 ｙ＝0.835×Ｌ＋72.86 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（１２）（ＰＣ）単純箱桁橋（25～70ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 3.0 2.0 4.0

設 計 計 算 2.5 5.0 11.0 8.5

設 計 図 6.5 16.0 21.5

数 量 計 算 3.5 5.5 8.0

照 査 2.0 1.5 2.0 3.5

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 3.0 6.5 11.5 24.0 34.5 29.5

橋長補正式 ｙ＝0.608×Ｌ＋71.12 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１３）（ＰＣ）３径間連結プレテンションＴ桁橋（25～85ｍ）予備あり（１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.5 3.0 3.5

設 計 計 算 2.5 6.5 10.5 10.0

設 計 図 6.5 16.5 24.0

数 量 計 算 4.0 6.0 8.0

照 査 2.0 2.0 2.0 5.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 2.5 7.5 13.0 24.0 38.5 32.0

橋長補正式 ｙ＝0.565×Ｌ＋68.93 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１４）（ＰＣ）３径間連結ポストテンションＴ桁橋（40～120ｍ）予備あり（１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 3.5 3.5 3.5

設 計 計 算 3.5 8.0 12.5 12.5

設 計 図 9.0 20.5 29.0

数 量 計 算 5.0 7.0 10.0

照 査 2.0 2.0 2.5 6.5

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 3.5 9.0 14.5 30.0 47.5 39.0

橋長補正式 ｙ＝0.461×Ｌ＋63.12 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（１５）（ＰＣ）斜材付きπ型ラーメン橋（20～65ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.5 3.0 3.0 3.5

設 計 計 算 4.5 9.0 14.5 13.0

設 計 図 11.5 23.0 33.0

数 量 計 算 6.0 8.5 11.0

照 査 1.5 1.5 1.5 2.0 6.0

報 告 書 作 成 1.5 0.5 1.0

合 計 2.5 4.5 9.0 15.5 34.5 51.5 44.0

橋長補正式 ｙ＝0.437×Ｌ＋81.43 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１６）（ＰＣ）３径間連続中空床版橋（35～105ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 4.5 4.0 3.5

設 計 計 算 3.5 8.5 13.5 13.0

設 計 図 10.0 21.5 32.0

数 量 計 算 5.5 7.5 11.0

照 査 2.5 2.5 2.5 6.5

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 4.5 10.0 15.5 32.5 49.5 43.0

橋長補正式 ｙ＝0.424×Ｌ＋70.32 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１７）（ＰＣ）３径間連続ポストテンションＴ桁橋（60～195ｍ）予備あり（１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 1.5 2.0 3.5

設 計 計 算 6.0 8.5 14.5 19.0

設 計 図 22.0 27.5 30.0

数 量 計 算 11.0 14.5 15.0

照 査 2.5 3.0 4.5 5.5

報 告 書 作 成 1.5 0.5 1.0

合 計 1.5 1.5 10.5 16.5 52.5 67.5 45.0

橋長補正式 ｙ＝0.366×Ｌ＋53.34 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（１８）（ＰＣ）３径間連続箱桁橋（65～225ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 2.0 2.5 4.0

設 計 計 算 7.5 10.5 17.0 23.5

設 計 図 23.0 29.5 31.0

数 量 計 算 14.0 18.5 19.5

照 査 2.5 2.0 3.5 7.0 8.5

報 告 書 作 成 1.5 0.5 0.5 1.5

合 計 1.5 4.5 13.5 18.5 61.5 81.5 50.5

橋長補正式 ｙ＝0.304×Ｌ＋55.92 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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７－２－２ 鋼橋上部工

１）適用範囲

本歩掛は，鋼橋上部構造を道路橋示方書等により設計するもので，支承，伸縮装置，排水装置，

高欄及び応力計算を必要としない付帯施設の設計を含む場合に適用する。また，架設計画（トラッ

ク〈クローラ〉クレーンによる直接架設で，かつ支保工の必要のない簡易な架設）は含まれるが，

架設計画，景観検討，仮設構造物設計，仮橋設計，橋梁付属物等（照明，遮音壁等）の設計は含ま

ないものとする。

２）標準歩掛

標準歩掛は標準橋長の場合であり，他の橋長の場合は各橋長補正式により補正係数を求め，その

係数を標準歩掛に乗じるものとする。なお，疲労設計は標準歩掛に含まれるものとする。

（１）（鋼）単純Ｈ形橋（５～35ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.5

設 計 計 算 1.0 0.5 2.5 3.5

設 計 図 4.0 5.0 6.5

数 量 計 算 1.5 2.0 3.0

照 査 1.5 0.5 1.5 1.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 0.0 3.0 3.5 10.0 13.5 9.5

橋長補正式 ｙ＝1.599×Ｌ＋68.02 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（２）（鋼）単純合成Ｈ形橋（５～35ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.5

設 計 計 算 1.0 1.0 2.5 3.5

設 計 図 4.0 5.0 6.5

数 量 計 算 2.0 2.5 3.0

照 査 1.5 0.5 1.5 1.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 0.0 3.0 4.0 10.5 14.0 9.5

橋長補正式 ｙ＝1.523×Ｌ＋69.54 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（３）（鋼）単純鈑桁橋（10～40ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 0.5 1.5

設 計 計 算 1.5 2.5 4.0 5.5

設 計 図 6.5 8.5 12.5

数 量 計 算 4.0 4.5 6.5

照 査 1.5 0.5 1.5 2.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 0.5 3.5 5.5 16.5 22.5 19.0

橋長補正式 ｙ＝0.936×Ｌ＋76.60 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（４）（鋼）単純合成鈑桁橋（15～50ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 0.5 2.0

設 計 計 算 1.5 2.5 5.0 6.5

設 計 図 7.5 10.0 13.5

数 量 計 算 4.0 5.5 7.5

照 査 1.5 1.0 1.5 3.0

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 0.5 3.5 6.5 18.5 26.5 21.0

橋長補正式 ｙ＝0.827×Ｌ＋73.12 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（５）（鋼）単純鋼床版鈑桁橋（25～85ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.0 3.0 4.5

設 計 計 算 4.0 5.0 12.0 9.0

設 計 図 7.5 12.5 31.0

数 量 計 算 4.0 6.0 8.5

照 査 1.5 2.5 1.0 2.0 1.5

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 3.5 9.5 11.5 26.5 30.0 39.5

橋長補正式 ｙ＝0.547×Ｌ＋69.92 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（６）（鋼）単純箱桁橋（20～75ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.0 0.5 2.0

設 計 計 算 4.5 5.5 13.0 14.0

設 計 図 15.0 18.5 19.5

数 量 計 算 9.0 9.0 11.5

照 査 1.5 1.0 1.0 3.0 3.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 2.5 6.0 9.5 41.0 45.5 31.0

橋長補正式 ｙ＝0.493×Ｌ＋76.58 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（７）（鋼）単純合成箱桁橋（25～70ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 4.0 3.0 4.0

設 計 計 算 3.0 6.5 14.0 9.0

設 計 図 9.5 12.5 34.5

数 量 計 算 5.0 5.0 12.0

照 査 1.5 1.5 1.0 2.5 2.5

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 5.5 7.5 12.5 32.0 30.0 46.5

橋長補正式 ｙ＝0.496×Ｌ＋76.44 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（８）（鋼）単純鋼床版箱桁橋（25～85ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 1.5 3.0

設 計 計 算 4.5 7.0 14.5 16.0

設 計 図 16.5 18.0 23.0

数 量 計 算 8.5 9.0 10.0

照 査 1.5 1.0 1.5 2.5 3.5

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 3.0 7.0 12.5 43.0 47.5 33.0

橋長補正式 ｙ＝0.452×Ｌ＋75.14 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（９）（鋼）ゲルバー桁橋（３径間非合成 60～195ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 2.0 3.5

設 計 計 算 5.5 8.5 15.5 18.5

設 計 図 19.0 22.0 22.0

数 量 計 算 8.5 10.0 10.0

照 査 1.5 1.5 2.5 4.5 4.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 3.0 9.0 15.5 48.5 55.5 32.0

橋長補正式 ｙ＝0.396×Ｌ＋49.51 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１０）（鋼）単純トラス橋（35～110ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 1.0 3.5

設 計 計 算 3.5 5.5 12.5 19.0

設 計 図 17.5 24.5 26.0

数 量 計 算 7.5 11.5 10.5

照 査 1.5 1.0 1.0 2.5 4.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5 1.5

合 計 0.0 3.0 5.5 11.0 40.5 61.0 36.5

橋長補正式 ｙ＝0.392×Ｌ＋71.58 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１１）（鋼）３径間連続鈑桁橋（60～195ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 2.0 4.0

設 計 計 算 5.0 11.5 14.5 17.5

設 計 図 19.0 23.0 25.5

数 量 計 算 10.0 10.5 12.0

照 査 1.5 1.0 2.0 3.0 4.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0 1.0

合 計 0.0 3.0 8.0 18.5 47.5 56.0 37.5

橋長補正式 ｙ＝0.383×Ｌ＋51.17 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（１２）（鋼）π型ラーメン鈑桁橋（20～90ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 2.5 4.0

設 計 計 算 6.5 9.5 19.5 20.0

設 計 図 25.5 29.5 34.5

数 量 計 算 12.0 13.5 15.5

照 査 2.5 3.5 5.0 6.0

報 告 書 作 成 1.5 0.5 0.5 1.0

合 計 0.0 1.5 13.0 17.5 62.5 70.0 50.0

橋長補正式 ｙ＝0.308×Ｌ＋83.06 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１３）（鋼）ゲルバートラス橋（120～350ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 2.0 4.0

設 計 計 算 7.5 10.0 23.5 25.5

設 計 図 29.0 31.0 34.5

数 量 計 算 15.0 16.5 17.0

照 査 1.5 1.5 2.0 5.0 5.5

報 告 書 作 成 1.5 0.5 0.5 1.0

合 計 0.0 3.0 12.5 16.5 73.0 79.5 51.5

橋長補正式 ｙ＝0.279×Ｌ＋34.44 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１４）（鋼）３径間連続鋼床版鈑桁橋（70～210ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 3.0 3.5 7.0 7.5

設 計 計 算 8.5 16.5 23.5 14.0

設 計 図 22.0 34.5 50.0

数 量 計 算 10.0 12.0 17.0

照 査 2.5 3.5 3.0 4.5 6.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0 0.5 1.5

合 計 3.0 6.0 20.0 28.0 60.5 68.0 67.0

橋長補正式 ｙ＝0.271×Ｌ＋62.06 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（１５）（鋼）３径間連続トラス橋（125～380ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 2.0 4.5

設 計 計 算 7.5 11.5 26.0 30.5

設 計 図 30.5 33.0 36.0

数 量 計 算 15.5 16.5 18.0

照 査 1.5 1.5 2.0 5.0 6.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0 0.5 1.0

合 計 0.0 3.0 12.0 19.0 77.5 87.0 54.0

橋長補正式 ｙ＝0.261×Ｌ＋34.10 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１６）（鋼）３径間連続箱桁橋（110～320ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 2.0 2.5 6.0

設 計 計 算 9.5 17.0 28.0 30.5

設 計 図 28.5 31.5 39.5

数 量 計 算 15.0 16.5 20.0

照 査 2.0 1.5 3.0 5.0 6.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0 0.5 1.0

合 計 0.0 4.0 14.5 27.0 77.0 85.5 59.5

橋長補正式 ｙ＝0.243×Ｌ＋47.76 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（１７）（鋼）３径間連続鋼床版箱桁橋（120～420ｍ）予備あり （１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 3.5 3.5 5.0 9.5

設 計 計 算 10.0 23.0 28.0 22.5

設 計 図 22.0 41.0 88.0

数 量 計 算 12.5 14.5 28.0

照 査 3.5 4.0 4.5 6.5 6.0

報 告 書 作 成 1.5 0.5 0.5 1.5

合 計 3.5 7.0 20.5 37.5 69.5 85.5 116.0

橋長補正式 ｙ＝0.209×Ｌ＋43.57 （％） Ｌ：橋長

（注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し，小数２位を四捨五入して小数１

位とする。なお，上記橋長の範囲を超える場合は別途考慮する。

２．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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７－２－３ 標準歩掛の補正（橋梁上部工）

この補正はコンクリート橋，鋼橋に適用する。

（１）予備設計なしの場合

＊ 標準歩掛（予備設計あり） × （１＋０．０５）

（２）径間が変化する場合

（ａ）連続桁（３径間に対し）

径間数 標準歩掛に対する補正 径 間 毎 の 標 準 橋 長

２径間 標準歩掛×（１－０．１０） ３径間適用橋長× ６０％

４径間 標準歩掛×（１＋０．０５） ３径間適用橋長×１３０％

５径間 標準歩掛×（１＋０．２０） ３径間適用橋長×１５０％

６径間 標準歩掛×（１＋０．２５） ３径間適用橋長×１９０％

（注）橋長補正式については，標準歩掛（３径間）の補正式を適用する。

（３）形状の変化する場合

（ａ）斜橋（橋軸方向バチ形を含む）斜角90°～70°割増し無し，斜角70°未満の場合は，

標準歩掛に１０％を加算する。 [ 斜橋 ]

＊ 標準歩掛 × （１＋０．１０） 橋軸

（ｂ）バチ形（幅員方向）の場合は，標準歩掛に３０％を加算する。

[バチ形（幅員方向）]

＊ 標準歩掛 × （１＋０．３０）

橋軸

（ｃ）曲線形の場合は，標準歩掛に８０％を加算する。

＊ 標準歩掛 × （１＋０．８０）

（注）１．曲線形の補正は桁の形状が曲線の場合に適用するものとし，床版のみが曲線の場合は適用

しない。

２．斜橋・バチ形・曲線形が重複する場合，各上記補正率のうち，上位の補正率を単独使用す

るものとする。

（例）斜橋で曲線形の場合 → 「標準歩掛 × ８０％」のみ加算する。
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（４）類似構造物

設計計算，設計図，数量計算を別にする必要がある類似構造物についての歩掛は，

歩掛＝標準歩掛（基本構造物）×（橋長補正係数＋各種補正係数）×０．６５

（注）１．上部工の幅員，橋長は変化するが，同一橋種であり，形状（斜角かつバチ形かつ曲線形）

の補正項目が同一の場合は類似構造物として取り扱う。

２．上部工の幅員，橋長が同一で，橋種も全て同一の場合は連続していても１橋分のみ計上す

る。

上記の割増し条件による補正計算は次式による。

＊（例）予備設計なし，４径間，曲線形で基本構造物１箇所，類似構造物２箇所の場合

①基本構造物

標準歩掛×（ｙ／１００ ＋０．０５＋０．０５＋０．８）

［橋長補正式の値％］［予備なし］ ［４径間］ ［曲線形］

②類似構造物（１）

標準歩掛×（ｙ’／１００ ＋０．０５＋０．０５＋０．８）×０．６５

［橋長補正式の値％］［予備なし］ ［４径間］ ［曲線形］ ［類似構造物］

③類似構造物（２）

標準歩掛×（ｙ”／１００ ＋０．０５＋０．０５＋０．８）×０．６５

［橋長補正式の値％］［予備なし］ ［４径間］ ［曲線形］ ［類似構造物］

ｙ’，ｙ”とは，類似構造物のそれぞれの橋長による橋長補正率（％）を示す。

（５）標準設計を利用，またはＪＩＳ桁を使用する場合

標準歩掛（予備設計あり）× ６０％を計上する。

（注）標準設計を利用，またはＪＩＳ桁を使用する場合は，橋長補正，形状・構造変化による補正

は行わない。

（６）景観検討については別途考慮する。
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７－２－４ 橋台工

１）適用範囲

本歩掛は橋梁下部工を道路橋示方書等により設計するもので，構造物設置に伴う掘削，埋戻しの

土量計算及び設計計算を必要としない橋梁下部工に付随した袖部のコンクリートブロック積み等の

設計を含むものとする。また，景観検討，仮設構造物設計，仮橋設計は含まないものとする。

２）標準歩掛

（１）［重力式橋台］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.5

設 計 計 算 0.5 2.0

設 計 図 1.0 2.0 1.0

数 量 計 算 1.0 2.0

照 査 1.0 1.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5

合 計 0.0 0.0 0.5 2.5 4.0 5.5 3.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（２）［逆Ｔ式橋台］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 2.0

設 計 計 算 2.0 2.0

設 計 図 2.0 2.0 2.0

数 量 計 算 2.0 2.0

照 査 1.0 1.5

報 告 書 作 成 1.0 1.5

合 計 0.0 0.0 0.5 3.0 6.5 7.5 4.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（３）［控え壁式橋台］（扶壁式） （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 1.5

設 計 計 算 3.5 4.0

設 計 図 4.0 4.5 4.0

数 量 計 算 2.5 2.0 2.5

照 査 1.0 1.0 1.0

報 告 書 作 成 2.0 1.0

合 計 0.0 0.0 2.5 2.5 13.0 11.5 6.5

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（４）［ラーメン式橋台］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 3.0

設 計 計 算 1.5 2.5 3.5

設 計 図 4.5 4.5 5.0

数 量 計 算 2.5 2.5 2.5

照 査 1.5 1.0 1.0

報 告 書 作 成 2.0 1.0

合 計 0.0 0.0 3.0 7.5 11.5 10.5 7.5

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（５）［箱式橋台］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 1.5 2.5

設 計 計 算 6.5 4.0

設 計 図 3.0 5.0 5.5

数 量 計 算 1.5 2.0 2.5

照 査 1.5 1.0 1.0

報 告 書 作 成 2.0 1.0

合 計 0.0 1.5 3.0 5.5 13.0 11.0 8.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（６）［ラーメン式橋台（２方向）］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 2.5 2.5

設 計 計 算 2.5 4.5 4.5

設 計 図 4.5 6.0 8.0

数 量 計 算 1.5 2.5 2.5

照 査 2.0 1.0 1.5

報 告 書 作 成 1.0 1.5 0.5

合 計 0.0 1.5 5.5 7.5 12.5 13.0 10.5

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

３）液状化が生じる地盤での橋台の耐力照査

橋に影響を与える液状化が生じる地盤での橋台照査を実施する場合は下記歩掛を追加する。

（１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

液状化が生じる地

盤での橋台の耐力 0.5 0.5 1.0

照査

（注）類似構造物の場合は，７－２－６標準歩掛の補正（橋梁下部工）の対象とする。
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７－２－５ 橋脚工

１）適用範囲

本歩掛は橋梁下部工を道路橋示方書等により設計するもので，構造物設置に伴う掘削，埋戻しの

土量計算及び設計計算を必要としない橋梁下部工に付随した袖部のコンクリートブロック積み等の

設計を含むものとする。また，景観検討，仮設構造物設計，仮橋設計は含まないものとする。

２）標準歩掛

（１）［重力式橋脚］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.5

設 計 計 算 1.0 2.5

設 計 図 1.5 1.5 1.5

数 量 計 算 1.5 1.0

照 査 1.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5

合 計 0.0 0.0 0.5 3.0 3.5 6.0 2.5

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（２）［壁式橋脚（逆Ｔ式）］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.5

設 計 計 算 2.0 3.0

設 計 図 2.0 1.5 2.5

数 量 計 算 2.5 2.0

照 査 1.0 1.5

報 告 書 作 成 1.0 0.5

合 計 0.0 0.0 0.5 2.5 6.5 7.5 4.5

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（３）［柱式橋脚］（２柱式） （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.0 2.0

設 計 計 算 4.0 3.0

設 計 図 1.5 3.5 3.5

数 量 計 算 2.0 1.5

照 査 1.0 1.5

報 告 書 作 成 1.0 1.5

合 計 0.0 0.0 1.0 4.0 8.5 8.5 5.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（４）［張出式橋脚］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.5

設 計 計 算 2.5 4.0

設 計 図 2.5 3.0 3.0

数 量 計 算 1.5 2.5 2.0

照 査 1.5 1.5

報 告 書 作 成 1.0 1.5

合 計 0.0 0.0 0.5 4.0 9.5 9.5 5.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

（５）［ラーメン式橋脚］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 1.5

設 計 計 算 2.5 3.5 5.0

設 計 図 4.0 4.5 5.0

数 量 計 算 2.5 2.5 2.0

照 査 1.5 1.0 1.5

報 告 書 作 成 2.0 1.5

合 計 0.0 0.0 3.0 5.0 13.5 13.5 7.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。
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（６）［ＳＲＣ橋脚］（中空式橋脚） （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 3.5 4.5

設 計 計 算 13.5 9.5

設 計 図 5.5 7.5 14.5

数 量 計 算 2.5 4.0 4.0

照 査 2.0 2.5 1.5

報 告 書 作 成 2.0 1.5 1.5

合 計 0.0 1.5 7.5 8.5 24.5 21.0 18.5

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

７－２－６ 標準歩掛の補正（橋梁下部工）

（１）類似構造物

（ａ）類似構造物の場合は，「標準歩掛」の70％を計上する。

（ｂ）類似構造物の補正は次式による。

歩掛＝標準歩掛×（0.3＋0.7×ｎ）

ｎ：基数（基本構造物＋類似構造物）

（注）１．下部工の躯体幅・高さが変化しても構造型式が同一である場合は類似構造物とする。

２．上部反力及び，下部工の躯体幅，高さが同一で，構造型式も全て同一の場合は１基分の

み計上する。

（２）景観検討については別途考慮する。
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７－２－７ 橋台基礎工

１）適用範囲

本歩掛は，橋梁下部工の橋台の基礎に適用する。なお，仮設構造物設計，仮橋設計は含まないも

のとする。

２）標準歩掛

（１）［既製杭］（鋼管杭・ＲＣ杭・ＰＨＣ杭に適用する。） （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.0 1.0

設 計 計 算 1.5 1.5

設 計 図 2.0 2.5

数 量 計 算 1.0 1.0

照 査 1.0 1.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0

合 計 0.0 0.5 2.0 2.0 2.5 5.5 3.5

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。

（２）［場所打杭］（深礎杭を除く） （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.0 1.0

設 計 計 算 1.5 2.5

設 計 図 2.0 2.0

数 量 計 算 2.0 2.5

照 査 1.0 1.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0

合 計 0.0 0.5 2.0 2.0 2.5 7.5 4.5

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。
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（３）［深礎杭］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 1.5 1.5

設 計 計 算 2.0 2.0 2.5

設 計 図 1.5 2.0 1.5

数 量 計 算 2.0 2.5

照 査 1.5 1.0

報 告 書 作 成 3.0 2.5

合 計 1.5 1.5 3.0 3.0 6.5 9.0 4.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。

３）液状化が生じる地盤での橋台基礎の耐力照査

橋に影響を与える液状化が生じる地盤での橋台基礎照査を実施する場合は下記歩掛を追加する。

（１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

液状化が生じる地

盤での橋台基礎の 1.0 1.0 1.0

耐力照査

（注）類似構造物の場合は，７－２－９標準歩掛の補正（基礎工）の対象とする。
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７－２－８ 橋脚基礎工

１）適用範囲

本歩掛は，橋梁下部工の橋脚の基礎に適用する。なお，仮設構造物設計，仮橋設計は含まないも

のとする。

２）標準歩掛

（１）［既製杭］（鋼管杭・ＲＣ杭・ＰＨＣ杭に適用する。） （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.0 1.0

設 計 計 算 2.0 2.5

設 計 図 2.0 2.5

数 量 計 算 1.0 1.0

照 査 1.0 1.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0

合 計 0.0 0.5 2.0 2.0 3.0 6.5 3.5

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。

（２）［場所打杭］（深礎杭を除く） （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.0 1.0

設 計 計 算 2.0 3.5

設 計 図 2.5 2.5

数 量 計 算 2.0 2.5

照 査 1.0 1.0

報 告 書 作 成 1.0 1.0

合 計 0.0 0.5 2.0 2.0 3.0 9.0 5.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。
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（３）［深礎杭］ （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.0 1.5 2.0

設 計 計 算 2.5 2.5 3.5

設 計 図 1.5 2.0 2.5

数 量 計 算 2.0 2.5

照 査 1.5 1.0

報 告 書 作 成 3.0 2.5

合 計 1.0 1.5 3.5 3.5 7.0 10.0 5.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。

（４）［井 筒］（橋脚のみ適用） （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.0 1.5 2.0 1.5

設 計 計 算 3.0 3.0 5.0 6.5

設 計 図 6.0 5.5 5.5

数 量 計 算 3.0 3.0 6.5

照 査 1.5 1.5

報 告 書 作 成 3.0 2.5

合 計 1.0 1.5 6.5 6.0 17.0 17.5 12.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。

（５）［鋼管矢板ウェル］（橋脚のみ適用） （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.0 1.5 2.5 2.0

設 計 計 算 2.5 2.5 5.5 6.0

設 計 図 6.0 8.0 9.5

数 量 計 算 2.0 2.5 3.5

照 査 1.5 1.5 1.5

報 告 書 作 成 3.0 2.5

合 計 1.0 3.0 6.5 6.0 16.5 19.0 13.0

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。
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（６）［ニューマチックケーソン］（橋脚のみ適用） （１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師 技術員

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 1.0 1.5 2.0 3.5

設 計 計 算 2.5 4.5 6.0 7.5

設 計 図 7.5 7.5 7.5

数 量 計 算 4.0 4.0 4.0

照 査 1.5 1.5 2.0

報 告 書 作 成 3.0 2.5

合 計 1.0 3.0 6.0 10.0 20.5 21.5 11.5

（注）電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。

７－２－９ 標準歩掛の補正（基礎工）

（１）類似形式の補正

（ａ）類似構造物の場合は，「標準歩掛」の70％を計上する。

（ｂ）類似構造物の補正は次式による。

歩掛＝標準歩掛×（0.3＋0.7×ｎ）

ｎ：基数（基本構造物＋類似構造物）

（注）１．下部工の構造型式（重力式，逆Ｔ式，柱式等）が異なる場合，または，杭種，杭径が異なる

場合は，それぞれ１基分として計上する。

２．下部工の躯体幅，高さは変わるが，構造型式が同一で，杭種，杭径が同一の場合は類似構造

物とする。

３．下部工の躯体幅，高さ，構造型式が同一で，杭種，杭径も全て同一の場合は１基分のみ計上

する。



７－２－１０ 類似構造物の考え方

＊ 橋梁下部工・橋梁基礎工における類似扱いとする組合せ

下部工の高さは変化するが構造型式が同一の場合，かつ，基礎工の杭種・杭径が同じ場合。（但し，杭長・

本数は関係しない）

下記の場合は，基本１箇所，類似１箇所とする。

基 本 構 造 物 類 似 構 造 物

（ 下 部 工 ） （ 下 部 工 ）

条 件

下 部 工 の 高 さ

は 変 化 す る が

構 造 型 式 が 同

一 の 場 合

杭 種 ， 杭 径 が

同 一 で 杭 長 ，

杭 本 数 が 変 化

す る 場 合

基 本 構 造 物 （ 基 礎 工 ）

類 似 構 造 物 （ 基 礎 工 ）

＊ 橋梁下部工は類似扱い，橋梁基礎工は類似扱いとしない組合せ

下部工の高さは変化するが構造型式が同一の場合，基礎工の杭種又は杭径が異なる場合。

下記の場合は，下部工は基本１箇所，類似１箇所とする。基礎工は基本２箇所とする。

基 本 構 造 物 類 似 構 造 物

（ 下 部 工 ） （ 下 部 工 ）

条 件

下 部 工 の 高 さ

は 変 化 す る が

構 造 型 式 が 同

一 の 場 合

杭 種 ， 又 は 杭

径 が 異 な る 場

合

基 本 構 造 物 （ 基 礎 工 ） 基 本 構 造 物 （ 基 礎 工 ）
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＊ 橋梁下部工・橋梁基礎工における類似扱いとしない組合せ

下部工の構造型式が変化し，かつ，基礎工の杭種又は杭径が異なる場合。

下記の場合は，下部工，基礎工共に基本２箇所とする。

基 本 構 造 物 基 本 構 造 物

（ 下 部 工 ） （ 下 部 工 ）

条 件

下 部 工 の 構 造

型 式 が 変 化 す

る 場 合

杭 種 ， 又 は 杭

径 が 異 な る 場

合

基 本 構 造 物 （ 基 礎 工 ） 基 本 構 造 物 （ 基 礎 工 ）



７－２－１１ 架設計画（１工法）

１）適用範囲

本歩掛は，橋梁上部工の架設計画及び架設工設計に適用する。なお，迂回路等に係わる設計は含

まないものとする。

２）標準歩掛

（１工法当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.5

設 計 計 算 1.0 1.5 1.0

設 計 図 1.5 1.0 1.0

数 量 計 算 1.0 1.5

照 査 1.0 1.5

報 告 書 作 成 1.0 1.5

合 計 0.0 0.0 0.5 3.5 5.5 4.5 2.5

（注）１．上表は架設時の応力が橋梁上部の断面決定の要因とはならないが，仮設部材の設計計算，安

定計算が必要となる場合（架設工法Ⅰ）に適用する。

２．トラック（クローラ）クレーンによる直接架設で，かつ支保工の必要のない簡易な架設は橋

梁上部工の歩掛に含むものとする。

３．フローティングクレーン工法，台船工法による一括架設及びケーブルエレクション斜吊工法

等の特殊工法は，対象としない。

４．設計協議については，主目的とする構造物の設計協議に含むものとする。

増 減 率

（１）架設時の応力が橋梁上部の断面決定の要因となり，かつ仮設部材の設計計算，安定計算が必要

となる場合（架設工法Ⅱ）

標準歩掛の130％

（２）架設工法Ⅰ,Ⅱ以外の工法で架設工法Ⅰ,Ⅱに比べて比較的簡易な工法でトラック（クローラ）

クレーンによるベント架設などの場合（架設工法Ⅲ）

標準歩掛の 40％
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橋梁上部工架設工法別工法一覧表

鋼 橋 コンクリート（ＰＣ）橋

架 架設時の応力が橋梁上部の断面決定の要因とはならないが仮設部材の応力計算，

安定計算が必要となるもの。

設

工 (ｲ)ケーブルクレーンによるベント工法 (ｲ)張り出し式架設工法

(ﾛ)ケーブルエレクション工法 柱頭部の吊り支保工等を対象とする

法 （直吊り工法） （片持式架設工法）

(ﾛ)梁式支保工工法

Ⅰ (ﾊ)梁，支柱式支保工工法

架 架設時の応力が橋梁上部の断面決定の一つの要因となり，かつ仮設部材の応力

計算，安定計算が必要となるもの。

設

工 (ｲ)送り出し架設工法 (ｲ)移動式支保工架設工法

(ﾛ)ケーブルクレーンによる片持架設工法

法 (ﾊ)トラベラクレーンによる片持架設工法

(ﾆ)バランスドキャンチレバー工法

Ⅱ

架

架設工法Ⅰ，Ⅱ以外の工法で架設工法Ⅰ，Ⅱに比べて比較的簡易なもの。

設

工 (ｲ)トラック（クローラ）クレーンによる (ｲ)トラック（クローラ）クレーンによる

ベント式工法 ベント式工法

法 (ﾛ)固定式支保工架設工法 (ﾛ)固定式支保工架設工法

(ﾊ)架設桁架設工法 (ﾊ)架設桁架設工法

Ⅲ (ﾆ)門型クレーン工法
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７－３ 横断歩道橋詳細設計
（１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

技師長 技術員
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技 術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 1.0 1.0 2.0

設 計 計 算 3.5 4.5 8.0

設 計 図 8.5 10.5 13.0

数 量 計 算 3.5 6.0 4.5

座 標 計 算 0.5 0.5 1.0

施 工 計 画 0.5 1.5 1.0 0.5

照 査 0.5 1.5

報 告 書 作 成 1.5 1.5 1.0

合 計 0.0 1.5 3.0 8.5 19.5 26.5 18.5

（注）１．上表は，横断歩道橋設計図集が適用できない歩道橋の設計歩掛である。なお，「設計

条件の確認」「設計細部事項の検討」「架設計画（トラック〈クローラ〉クレーンによ

る直接架設で，かつ支保工の必要のない簡易な架設）」については上記に含まれるが，

「仮設構造物設計」「橋梁付属物等の設計」は含まないものとする。

２．上表の設計計画の歩掛には関係機関との協議資料作成を含むものとする。但し，比較

案等の資料が必要な場合は別途考慮するものとする。

３．標準設計を利用し，一部手直しをする場合は，設計計画，設計計算，設計図，照査は

標準歩掛の８０％，数量計算，座標計算，施工計画，報告書作成は標準歩掛の１００％

計上する。

標準設計を利用する場合は，下記の割増し条件による補正は行わない。

４．上表の歩掛は直接基礎も含むものとする。なお，杭基礎を必要とする場合は，杭基礎

の標準歩掛を適用する。

＊下記の割増し条件による補正計算；標準歩掛×（１＋桁型式による割増し＋不静定構造による割

増し＋渡架型式による割増し＋昇降型式による割増し）

標準歩掛の補正

（１） 桁型式による割増し

主桁型式による割増しは,Ｃ型,Ｉ型(Ｔ型鋼使用を含む),Ｈ型以外のﾀｲﾌﾟについて考慮する。

箱桁・ＰＣ桁 ＋２５％

（２） 不静定構造による割増し

連続桁・ラーメン構造 ＋２０％

（３） 渡架型式による割増し（下記型式のうち特殊形状は除く）

二方向横断型・コの字型 ＋２０％

（４） 昇降型式による割増し

斜路式 ＋２０％

（注） 上記以外による場合及び景観検討は別途考慮するものとする。

現 地 踏 査 （１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

技 師 長 技 術 員
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技 術 者 技 師 （ Ａ ） （ Ｂ ） （ Ｃ ）

現 地 踏 査 0.5 0.5 1.0

設 計 協 議 （１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

技 師 長 技 術 員
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

時 点 技 術 者 技 師 （ Ａ ） （ Ｂ ） （ Ｃ ）

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5

成果品納入時 0.5 0.5

（注）上記は各段階共１回分の歩掛であるが，中間打合せについては１回を標準とする。

なお，中間打合せ回数は，必要に応じ回数を増減するものとする。
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第８節 地下横断歩道等設計
８－１ 地下横断歩道等設計

８－１－１ 適用範囲

(1) 本歩掛は，車道を横断する地下横断歩道の詳細設計に適用する。

(2) 本歩掛を適用する各部の設計断面数は，下表に示した断面数までとする。

ＢＯＸ部 ４断面まで

連 結 部 ２断面まで

出入口部 ４断面まで

② ②

① ＢＯＸ部

・Ｈ 型 ③ ① ③ ② 出入口部

③ 連 結 部

② ②

・直線型 ② ① ②

(3) 広場部を有する地下横断歩道については別途考慮するものとする

８－１－２ 業務内容

その１

工 種 区 分 業 務 内 容

設 計 計 画 特記仕様書に示す事項及び貸与資料を把握の上，現地踏
査に基づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討
を行うものとする。また，業務計画書及び関係機関との
協議用資料・説明用資料を作成するものとする。

現 地 踏 査 業務の実施に当たり，地下横断歩道の計画地点の現地踏
査を行い，特記仕様書に示す設計範囲及び貸与資料と現
地との整合性を目視により確認し，道路交通及び沿道歩
行者の流れ，出入口の設置位置，地下埋設物，工事帯
の確保について，基礎的な現地状況を把握するものとす
る。

本 体 設 計 平面・縦断 道路線形計算書，平面及び縦断線形図に基づき，当該構
線形設計 造物の必要箇所について詳細に線形計算を行い，平面及

び縦断座標を求めるものとする。

Ｂ Ｏ Ｘ 部 ＢＯＸ部について必要な設計を行い，形式及び各詳細寸
法を決定するものとし，タイル張り及び吹き付けなどの
標準的な内装仕上げの設計を含むものとする。

出 入 口 部 出入口部について必要な設計を行い，形式及び各詳細寸
法を決定するものとし，階段，斜路などの昇降方式の設
計及びタイル張り，吹き付けなどの標準的な内装仕上げ
の設計を含むものとする。

連 結 部 ＢＯＸ部と出入口部との連結部について必要な設計を行
い，形式及び各詳細寸法を決定するものとし，タイル張
り及び吹き付けなどの標準的な内装仕上げの設計を含む
ものとする。

基 礎 基礎地盤の調査結果により，基礎の種類および形状を決
定するものとする。
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その２

工 種 区 分 業 務 内 容

景 観 検 討 現 地 調 査 材質の決定や細部にわたる判断を行う基礎資料とするた
め対象地区の植生，周辺道路の舗装，植栽などを現地調
査により把握するものとする。

課 題 設 定 各部位（地下横断歩道においては出入口，上屋，内部空
間）のデザインテーマを設定するものとする。

ﾃﾞｻﾞｲﾝ立案 各部位（地下横断歩道においては出入口，上屋，内部空
間）のデザイン案の作成を行うものとする。

比 較 検 討 各部位（地下横断歩道においては出入口，上屋，内部空
間）のデザイン案の比較検討を行うものとする。

採用案決定 比較検討の結果から採用案を決定するものとする。

付属施設設計 給排水施設 散水，清掃用の給水設備及び雨水や浸透する地下水の排
水の為の排水施設（集水槽，排水ポンプなど）を設計す
るものとする。

照 明 施 設 歩行者に施設の存在を明らかにするとともに，歩行者が
安心してこれを利用できるようにするために，立体横断
施設技術基準・同解説（2-10照明，5-9照明設備）に記
載されている照明施設を設計するものとする。

防 犯 施 設 防犯上留意すべき施設として，反射鏡，非常警報装置に
関する設計を行うものとする。

案 内 施 設 出入口及び地下道分岐部への案内板，視覚障害者誘導用
ブロックや手摺,点字案内に関する設計を行うものとする｡

電 源 施 設 各付属施設の動力源として電源施設を設計するものとす
る。

上 屋 設 計 出入口部それぞれの上屋について，必要な設計を行い，
形式及び各詳細寸法を決定するものとする。

施 工 計 画 施 工 方 法 交通処理，地下埋設物の処理，安全対策，環境対策，経
済性，施工性などに応じて施工方法を決定するものとす
る。

仮設 施工に必要な，土留工，仮締切工，路面覆工における仮
構造物設計 設構造物について安定計算及び断面計算を行うものとす

る。

工 程 計 画 施工方法，仮設構造物設計に応じた工程計画を決定する
ものとする。

設 計 図 地下横断歩道の位置図，一般図，線形図，構造一般図，
躯体構造の詳細図，基礎構造の詳細図を作成するものと
する。

数 量 計 算 決定した地下横断歩道本体の詳細形状に対し，特記仕様
書に示す方法により，構造物の数量を詳細に計算し，工
種別にとりまとめを行うものとする。

照 査 設計内容について照合検査を行うものとする。

報 告 書 作 成 詳細設計業務の成果として，設計概要書，設計計算書，
設計図面，数量計算書，施工計画書についてとりまとめ
るものとする。
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８－１－３ 標準歩掛

（地下横断歩道１箇所当り）

直 接 人 件 費
工 種 区 分

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

設 計 計 画 １．５ ３．０ ２．５

現 地 踏 査 ０．５ ０．５ １．０

本 体 設 計 １．０ １．５ ０．５平面・縦断線形設計

Ｂ Ｏ Ｘ 部 １．０ ０．５ １．５ １．５

出 入 口 部 １．５ ３．０ ２．０

連 結 部 １．５ ２．０ １．５

基 礎 ０．５ ０．５ １．０

景 観 検 討 現 地 調 査 ０．５ １．０

課 題 設 定 ０．５ １．０

ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ 立案 ０．５ １．０

比 較 検 討 ０．５ １．０

採 用 案 決 定 ０．５ １．０

付属施設設計 給 排 水 施 設 １．０ ０．５ １．０ ０．５

照 明 施 設 １．０ １．０ ０．５

防 犯 施 設 ０．５ ０．５ １．０

案 内 施 設 ０．５ １．０

電 源 施 設 ０．５ ０．５ １．０

上 屋 設 計 ０．５ １．５ ０．５

施 工 計 画 施 工 方 法 １．０ １．０ １．０ ０．５

仮設構造物設計 １．０ １．０ １．０ ０．５

工 程 計 画 ０．５ １．０

設 計 図 ２．０ ３．５ ７．５ １４．５

数 量 計 算 ２．５ ６．５ ８．５

照 査 １．５ ２．５

報 告 書 作 成 ２．５ １．５ １．０

合 計 ６．５ ２０．０ ３１．５ ２７．０ ２８．５

（注）１．上屋の形状は「立体横断施設技術基準・同解説」および「設計便覧（案）」による

標準的なものとする。

２．排水施設は機械設備（ポンプ排水）を標準とする。

３．防犯施設は非常警報装置（非常ベル，非常灯など）を標準とし，監視用カメラを設

計する場合は，別途計上するものとする。

４．パース作成を行う場合は，別途計上するものとする。

５．電子計算機使用料として直接人件費合計の２．０％を計上する。
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８－１－４ 標準歩掛の補正

(1) 予備設計の有無による補正

予備設計を行わずに詳細設計を行う場合は設計計画の歩掛を下記の補正係数により補正する。

工 種 区 分 補正係数

設 計 計 画 予備設計無し １．２０

(2) 平面形状による補正

平面形状が直線型の場合には，下表に示した工種について，各工種毎の補正係数により歩掛

を補正する。

工 種 区 分 補正係数

平面・縦断線形設計 ０．６０

設 計 図 平面形状（直線型） ０．７０

数 量 計 算 ０．７５

(3) 基礎形式による補正

基礎は直接基礎を標準とし，置換基礎を検討する場合には下記の補正係数により補正する。

なお，杭基礎を必要とする場合は，杭基礎の標準歩掛を適用するものとする。

工 種 区 分 補正係数

基 礎 置換基礎を検討する場合 １．３０

(4) 道路供用区分による補正

未供用道路（バイパス）の場合には施工計画の歩掛を下記の補正係数により補正する。

工 種 区 分 補正係数

施 工 計 画 未供用道路（バイパス） ０．７５

８－１－５ 設計協議

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
備 考

区 分 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ)

業 務 着 手 時 ０．５ ０．５

中 間 打 合 せ １．５ １．５ ３回当り

成果品納入時 ０．５ ０．５

（注）１．設計協議は，業務着手時，中間打合せ（３回），成果品納入時の計５回を標準とす

るが，必要に応じて中間打合せ回数を増減することができるものとする。



第９節 トンネル設計
９－１ 山岳トンネル詳細設計

９－１－１ 適用範囲

本歩掛は, 関連道路設計及び地質調査資料等, 既存の関連資料を基に, 道路トンネルの詳細設計を行う場合

に適用する。

なお, 既成トンネルを拡幅設計する場合は, 別途考慮するものとする。

９－１－２ 作業区分

山岳トンネル詳細設計歩掛における作業区分は以下のとおりとする。

作 業 区 分 作 業 の 範 囲

設 計 計 画 業務概要，実施方針，業務工程，組織計画，打合せ計画等を記載した業務計画書を作成す
る。

現 地 踏 査 設計範囲及び貸与資料と現地の整合性。
地形，地質等の自然条件，地物，環境条件等の周辺状況等の把握。工事用道路・施工ヤード

等の施工性の判断及び施工設備計画の立案に必要な現地状況を把握する。

設計条件の確認 道路の幾何構造，建築限界，交通量等の検討・設計上の基本的条件について確認を行う。

本 体 工 設 計 地質調査資料，現地踏査結果及び関連資料等に基づき，技術基準に示される地山分類を行
い，地質平面縦断図を作成する。

技術基準及び道路の幅員構成，建築限界，内装版，換気等諸設備の条件及び地山分類等を基
に，内空断面，断面構造を検討・整理し適用断面の選定及び平面縦断図を作成する。

また，選定された適用断面について，支保工の構造及び規模を算定する。必要に応じて，補
助工法の併用も考慮した断面及び支保工の検討を行う。

トンネルの延長，地形，地質，地物，トンネル断面及び周辺の環境条件を考慮して，技術的
検討，経済的な評価を行い，合理的な掘削方式及び掘削工法を選定する。

坑 門 工 設 計 坑門躯体の構造計算を行うとともに坑門工により必要となる坑門工背部，前部の土工，法面
工，抱き擁壁工，排水工の設計を行う。

坑門工比較設計 実測平面図を用い１坑口あたり３案程度の比較案を抽出し，総合的な観点から技術的特徴，
課題を整理し，評価を加えるとともに簡易な透視図及び比較検討書を作成のうえ，坑門工の位
置・型式を選定する。

防 水 工 設 計 トンネル内への漏水を防ぐための防水工の設計を行う。

排 水 工 設 計 トンネルの湧水及び路面水を適切に処理するため，覆工背面排水，路面排水，路盤排水を考
慮し，排水溝，排水管，集水桝等の排水構造物の設計を行うとともに，トンネル内の排水系統
の計画を行うものとする。

舗 装 工 設 計 交通量をもとに，排水性，照明効果，走行性，維持管理等を考慮し，トンネル内舗装の比較
検討のうえ，舗装の種類・構成を設計する。

非常用施設設計 トンネル延長及び交通量を基に，トンネル等級を決定し，非常用施設を選定，配置計画を行
うとともに施設収容のための箱抜きの設計を行う。

施 工 計 画 ・ 施工方法，工程，施工ヤード計画等各事項に関する検討を，取りまとめた施工計画書を作成
仮 設 備 計 画 するとともに，必要に応じて参考図を作成する。

トンネル施工に伴う仮設備（換気，仮排水，電力，ストックヤード，工事用道路検討等）に
ついて，各必要項目の検討を行うとともに，参考図を作成する。
指定された位置を対象に，ずり捨場の概略検討を行う。

換 気 検 討 トンネルの延長，縦断勾配，トンネル断面及び周辺の環境条件を考慮して，既存資料を基に
所要換気量を算定し計画可能な３案程度の換気方法を対象に比較検討を行い，経済的かつ合理
的な換気方法を選定する。

現地状況，基礎情報の収集，把握の適切性，各種施工条件が設計計画に反映されているか。
照 査 設計方針及び設計手法の照査。設計計算，設計図，数量の正確性，適切性及び整合性等の照査

を行う。
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９－１－３ 標準歩掛

（１）設計計画

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設計計画 1.5 2.0 2.0 1.5

（２）現地踏査
（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

現地踏査 2.0 2.5 2.5 2.0

（３）設計条件の確認
（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）
設計条件の
確認 1.5 1.5 1.5

（４）本体工設計
（１断面当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

本体工設計 1.5 1.5 2.5 4.0 6.0 7.5 11.0

（注）１. 設計断面数は, 掘削工法と支保パターンの組合せにより計上する。

なお, インバートが必要な場合及び掘削補助工法を併用する場合は, １断面加算する。

ただし，「道路トンネル技術基準（構造編）同解説」による標準支保パターンＣⅡ-aとＣⅡ-b

又はＤⅠ-aとＤⅠ-bを同時に設計する場合で，それぞれ掘削工法が異なる場合は，上記歩掛を適

用してよいが，同じ掘削工法の場合は，別途考慮する。

また，ＣⅡ-a，ＣⅡ-b又はＤⅠ-a，ＤⅠ-bのうち一方の断面のみを設計する場合は，上記歩掛

を適用する。

２. 設計断面数が２以上の場合は, 下記による。

（計上歩掛）＝（標準歩掛）×（0.4ｎ＋0.6）

ｎ：設計断面数

３.特殊断面で支保覆工断面の構造計算を必要とする場合は別途考慮する。

（例）○○トンネル設計断面数

掘 削 工 法 標準支保ﾊﾟﾀｰﾝ ｲﾝ ｰﾄ(㎝) 断面数バ

補助ﾍﾞﾝﾁ付き全断面掘削工法 Ｂ 無し 1

〃 ＣⅡ-a 〃 1

上部半断面工法 ＤⅠ-a 45 1

〃 補助工法併用 ＤⅠ-b 45 1

上部半断面工法 ＤⅡ 50 1

設計断面数合計 (ｎ） 5
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（５）坑門工

１）坑門工設計

（１坑口当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

面壁型 2.5 3.5 4.0 6.0 8.5

突出型 2.5 4.0 5.5 10.0 11.5

（注）１．面壁型とは, 重力・半重力式, ウイング式, アーチウイング式を含む。

２．突出型とは, 突出・半突出式, 竹割式を含む。

ただし, ベルマウス式については別途考慮する。

３．坑門工で必要となる坑門工背部・前部の土工, 法面工, 抱き擁壁工, 排水工等の設計を含む。

ただし, 坑門工前部・背部の落石・雪崩防止工, 地すべり対策工及び坑門工の杭基礎等の設計を

行う場合は別途計上する。

４．坑門型式が同一で, 長さ及び幅等が異なり, 設計図・材料計算を別にする必要がある類似構造物

についての歩掛は, 次による。

基準構造物 1.0

類似構造物 0.8

２）坑門工比較設計

（１坑口当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

比較設計 1.0 1.5 2.0 2.5 2.5

（注）１．上表は, 坑門工の位置・型式の選定を検討する場合に計上するものとする。

なお, 坑門工比較設計を行う場合は特記仕様書に明示する。

２．着色パース等を作成する場合は, 別途計上する。

３．併設トンネルで抗門工比較設計を両トンネル同時に行う場合は，片方のトンネル（２坑口）のみ

標準歩掛を適用し，残りのトンネルは，別途考慮するものとする。

（６）防水工設計

（１断面当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

防水工設計 1.0 1.0

（注）１．本体工の設計断面数（ｎ）とする。
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（７）排水工設計

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

排水工設計 2.0 3.5 5.5 7.0

（８）舗装工設計

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

舗装工設計 4.5 4.0 6.5

（９）非常用施設設計

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

等級ＡＡ 3.5 5.0 9.5 15.0

等級Ａ 3.5 4.0 6.5 13.5

等級Ｂ 2.5 3.5 5.0 8.0

等級Ｃ 2.0 3.5 4.0 7.0

（注）１．上表は, 非常施設の選定, 配置計画及び箱抜き設計が含まれる。

２．トンネル等級区分が ＡＡ, Ａ, Ｂ, Ｃとなる場合に計上するものとする。

なお, 特記仕様書に計画交通量を明示する。

（１０）施工計画・仮設備計画

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）
施工計画
仮設備計画 4.5 6.0 7.5 12.5 15.5

（注）上表には, 共通仕様書の「施工計画」「仮設備計画」「ずり捨場の概略検討」が含まれる。

なお, ずり捨場の詳細設計は含まれない。
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（１１）換気検討

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

換気検討 2.5 5.5 6.0 4.5 4.5

（注）１．上表は, 所要換気量の算定及び換気方法の選定を検討する場合に計上するものとする。

なお, 換気検討を行う場合は特記仕様書に明示する。

２．トンネルの計画延長に応じ, 下記補正を行う。

（計上歩掛）＝（標準歩掛）×（補正係数）

（補正係数）＝０．６＋０．４L

L：トンネル計画延長（㎞）

（延長はキロメートル単位とし小数第２位四捨五入第１位止め ）

（１２） 照査

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

技師長 技術員
区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

照 査 1.5 2.0 1.5 1.0

９－１－４ 標準歩掛の補正

イ）トンネルの計画延長が 700ｍ以下の場合には, 下表の補正係数をロ）の各歩掛に乗ずるものとする。

計画延長(ｍ) 補正係数
100以下 0.50

100を超え200以下 0.60
200 〃 300 〃 0.70
300 〃 500 〃 0.80
500 〃 700 〃 0.90

ロ）歩掛の補正は, 坑門工, 舗装工, 仮設備計画に適用する。

９－１－５ 電子計算機使用料

イ）電子計算機使用料は, 直接経費としてロ）の直接人件費の合計に対し, 下記の率を計上する。

電子計算機使用料 ２ ％

ロ）電子計算機使用料は, 本体工設計, 坑門工設計に計上する。



3-2-100

９－１－６ 設計協議

（イ）回数の考え方

①当初基本方針打合せ

②第１回中間打合せ（地質図, 線形図）

③第２回中間打合せ（断面, 本体）

④第３回中間打合せ（坑門, その他付属構造物）

⑤第４回中間打合せ（施工計画, 仮設備, 報告書原案）

⑥成果品納入

（ロ）設計協議

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費
回数 主 任 技 師 技 師 摘 要

区 分 技 師 （Ａ） （Ｂ）
業 務 着 手 時 １ 0.5 0.5 ①
中 間 打 合 せ ４ 0.5 0.5 ②③④⑤
成 果 品 納 入 時 １ 0.5 0.5 ⑥

合 計 ６ 1.0 3.0 2.0

９－１－７ 標準歩掛の留意事項

（１）予備設計の有無に関係なく同様の歩掛とする。

（２）「設計図」「数量計算」「報告書作成」は, 各歩掛区分に含まれる。

（３）「関係機関との協議資料作成」が必要な場合は, 別途計上すること。

（４）「坑門工比較設計」及び「換気検討」の作業内容は, 山岳トンネル予備設計に準じた設計である。

（５）内装版, 天井版が必要な場合は, 別途計上すること。

（６）仮設構造物の設計が必要な場合は, 別途計上すること。

（７）「非常用施設設計」及び「換気検討」歩掛には, 設備設計は含まれない。

（８）併設トンネルの詳細設計(２本同時)を行う場合は次による。

イ) 計画延長は, 延長の長い方のトンネルを対象とする。

ロ) 設計断面数は, 掘削工法と巻厚の組合せにより必要数計上する。

ただし, １本の本体工各設計断面を２本目に修正することなく使用できる場合は, １本目のみの設計

断面数とする。

（９）景観検討が必要な場合は, 別途計上すること。



第１０節 共同溝設計
１０－１ 共同溝予備設計

(1) 適用範囲

実測平面図，縦断，横断図をもとに行われる一般的な開削工法の予備設計に適用するものと

し，特殊工法（シールド工法）は，除外するものとする。

(2) 標準歩掛 （１km当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 2.0 3.0 6.5

現 地 踏 査 2.0 1.5 1.5

平面･縦断線形設計 3.0 3.5 4.0

概 算 工 事 費 算 出 3.0 5.0 7.0 8.0

設 計 図 5.5 9.5 11.5

報 告 書 作 成 2.0 2.0 4.5 4.5

照 査 1.5 1.0 2.0

合 計 0.0 3.0 7.0 14.5 26.5 25.0 19.5

（注）１．本体，仮設構造物の断面寸法は原則として既往の資料や簡単な力学計算より求める

ものとするが，他事業関連で詳細に検討する必要がある場合は別途計上するものとす

る。

２．既設埋設物件資料は，貸与を原則とする。

３．設計協議及び報告書作成に要する用紙，青焼，製本代は別途計上するものとする。

４．標準歩掛は２洞道を原則とし，１洞道を増減する毎に10％の範囲で増減してよい。

５．パース作成の必要がある場合は，別途計上するものとする。
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－２ 共同溝詳細設計［開削工法］１０

この歩掛は幹線共同溝のうち開削工法で行う場合に適用する。

－２－１ 標準歩掛１０

(１) 設計計画 （１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.5 2.0 2.5 2.5 2.5

(２) 全体設計 （１km当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

現 地 踏 査 1.5 2.5 2.5 2.5

設計条件の整理・検討 2.5 6.5 13.0 12.5 12.0

平 面 ・ 縦 断 設 計 2.5 7.0 9.0 9.0 12.5

数 量 計 算 3.0 5.5 12.5 16.0

合 計 2.5 10.5 25.5 29.5 36.0 28.5

（注）１．上記は歩掛補正表に示す基本条件に対する歩掛であり，設計条件が異なる場合は歩

掛補正表に従い補正したものを使用するものとする。

なお，補正方法は

設計歩掛＝標準歩掛×(１＋ K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 ) とする。

２．補正係数：Ｋ７の特殊検討の項目とは下記の７項目とし，特殊検討を行う場合はそ

の旨特記仕様書に明示するものとする。

(1) 交 差 物 件：共同溝が河川，鉄道等と交差する際，構造，施工方法等で特

10％ に検討を要する場合。

(2) 近 接 施 工：近接施工の影響範囲内で対策方法等を検討する場合。但し近

10％ 接施工の影響範囲の判定は除くものとする。

(3) 本体縦断検討：「共同溝設計指針 5.1.14 共同溝縦断方向の検討」に該当し

5％ 検討・設計を行う場合。

(4) 大規模山留設計：「共同溝設計指針 7.4大規模山留設計」に該当し検討・設計

5％ を行う場合。

(5) 耐 震 検 討：耐震検討，液状化対策を検討する場合。但し液状化の判定及

5％ び地震時の動的解析は除くものとする。

(6) ﾌ ﾟ ﾚ ｷ ｬ ｽ ﾄ工法：プレキャスト工法により設計する場合。

5％

(7) そ の 他：その他必要となる特殊検討事項。

5％

３．パース作成の必要がある場合は，別途計上するものとする。

４．参画企業及び関係機関との協議用資料作成費は，設計条件の整理・検討等の各区分

に含まれるが，現場条件の変更に伴う施工・設計方針の変更の検討資料作成は含まれ

ない。

3-2-102



3-2-103

歩掛補正表

基本条件 補正係数または

補正項目 （補正 補正条件 備 考

係数）=0 補正係数算出式

予備設計

成果の有 有 無 K1(%)=45

無

参加企業 2 企 業 3 企 業 K2(%)=25×

数 以 上 （参加企業数-2）

市街地か 市 街 地 市 街 地 K3(%)=-10 市街地とはDID地区又はそれに

否か 以 外 準ずる地区をいう。

既設道路 新 設 既設道路とは共同溝の建設に伴

か否か 既設道路 又は K4(%)=-10 い道路附属物，舗装等の撤去復

改築道路 旧の設計が必要な場合をいう。

同調施工＝有とは共同溝の建設

が地下鉄，都市高速道路等他事

同調施工 無 有 K5(%)=20 業と同調（同時）施工となり，

事業 構造，施工方ｌ法等で検討，協

議，調整等が必要となる場合を

いう。

断面設計 ８ ８ 断面設計平均数量（断面／km）

の 断面／km 断面／km K6(%)=5×(断面設計 ＝｛仮設構造物断面設計数量＋

平均数量 以 外 平均数量-8) 一般部断面設計数量｝÷｛2

×設計延長（km）｝

特殊検討 無 有 K7(%)=特殊検討の 特殊検討の項目数は前頁注）2

補正値の合計 による。

◎断面設計平均数量の補正係数：K6の算出例

【設計条件】

設 計 延 長：0.75km

仮設構造物断面設計：覆 工 ６断面 計 ８断面

無覆工 ２断面 （覆工，無覆工の区別はしない）

一 般 部 断 面 設 計：２洞道 ４断面 計 ６断面

３洞道 ２断面 （洞道数による区別はしない）

８＋６
断面設計平均数量＝

２×0.75

＝ 9.333

＝ ９断面／km （整数値に四捨五入する）

K6 ＝ ５×(９－８)

＝ ５％
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(３) 一般部断面設計

本歩掛は共同溝本体のうち縦断的に連続する一般部の１断面の設計に適用する。

（１断面当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

応 力 計 算 0.5 1.0 1.5

設 計 図 面 作 成 2.0 3.0

数 量 計 算 1.0 2.0

合 計 0.5 1.0 4.5 5.0

（注）１．上記歩掛は２洞道断面のものであり，洞道数が異なる場合は次式により補正する

ものとする。

補正係数(％)＝20×(洞道数－２）

設計歩掛＝標準歩掛×(１＋補正係数）

２．プレキャスト工法により設計を行う場合は，標準歩掛を５％割増すものとする。

(４) 換気口部設計

本歩掛は，共同溝本体のうち強制換気口及び自然換気口１箇所の設計に適用する。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

応 力 計 算 1.0 1.0 1.5

設 計 図 作 成 2.5 5.0

数 量 計 算 1.5 2.5

合 計 1.0 1.0 5.5 7.5

(５) 仮設構造物設計

鋼矢板による締切，Ｈ鋼親杭土留方式による仮設構造物の設計に適用する。

但し，本歩掛は縦断的に連続する仮設構造物の１断面を設計するものである。

（１断面当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

応 力 計 算 0.5 1.0 1.0

設 計 図 作 成 0.5 2.0

数 量 計 算 0.5 1.0

合 計 0.5 1.0 2.0 3.0

（注）１．上記歩掛は仮設構造物に覆工がある場合のものであり，覆工が無い（無覆工）断

面は上記歩掛を25％減ずるものとする。

２．アンカー工による対策が必要となる場合は，別途考慮する。
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(６) 特殊部設計

本歩掛は，共同溝本体のうち特殊部及び一般部のうち１スパンで設計を行う必要のあるもの

（※注3）１箇所の設計に適用する。

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

応 力 計 算 1.0 0.5 1.5 2.0

設 計 図 作 成 1.5 3.0 4.5

数 量 計 算 2.0 3.0

合 計 1.0 0.5 3.0 7.0 7.5

（注）１．上記歩掛は１断面変化のものであり断面変化数（※注2）が異なる場合は次式により

補正するものとする。

補正係数(％)＝30×(断面変化数－１）

設計歩掛＝標準歩掛×(１＋補正係数）

２．断面変化数とは，設計する特殊部と一般部の各洞道断面を比較し，特殊部において

洞道断面の変化している数とする。

【例１－TB】

［一般部］ ［特殊部］
１断面変化：補正係数＝０

Ｗ Ｅ Ｔ → Ｗ Ｅ Ｔ

【例２－TBEB】 ［一般部］ ［特殊部］

２断面変化：補正係数＝30％ Ｗ Ｅ Ｔ
→ Ｗ Ｅ Ｔ

３．一般部のうち１スパンで設計を行う必要のあるものの例

【例１－土被りが１ｍを超えて変化する場合】→１断面変化相当とし，１箇所計上する。

【例２－１層２連から２層１連に変化する場合】→１断面変化相当とし，１箇所計上する。



3-2-106

(７) 施工計画 （１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

施 工 計 画 2.0 2.0 2.5

(８) 照査 （１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

照 査 3.0 7.0 5.0

(９) 報告書作成 （１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

報 告 書 作 成 2.0 4.0 2.5 2.0 1.5

(10) 電子計算機使用料

電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の合計に対して，３％を計上する。
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１０－３ シールド共同溝詳細設計

この歩掛は，幹線共同溝のうちシールド工法で行う場合に適用する。

（１km当り）１０－３－１ 標準歩掛（予備設計あり）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 1.0 2.0 3.0 3.5 2.5

現 地 踏 査 2.0 3.0 2.5 1.5

基 本 条 件 検 討 整 理 2.5 4.0 6.0 6.5 6.5

機種選定及び位置検討 3.5 3.5 4.5 3.5

特 殊 事 項 の 検 討 5.5 6.0 6.5 8.5

覆 工 の 設 計 3.5 5.0 4.5

施 工 計 画 4.5 10.5 10.5 21.5 16.0

設 計 図 4.5 6.0 8.0 6.5 5.0

本 体 構 造 設 計 5.0 10.5 12.0 11.0 6.0

関係機関との協議資料作成 3.5 5.5 7.5 8.0

照 査 2.0 3.5 8.0 4.5

報 告 書 作 成 9.5 10.5 10.0 7.0

合 計 3.0 46.0 74.0 80.5 81.0 33.5

（注）１．シャフト部設計を行う場合は別途計上する。

２．耐震検討における，液状化の判定及び地震時の動的解析は別途考慮する。

３．照明，受配設備計画を行う場合は別途計上する。

（１箇所当り）１０－３－２ 立坑設計（予備設計あり）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師
区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

立 坑 設 計 8.0 21.5 21.5 27.5 27.5

（注）１．仮設工法が同一な場合，立坑の設計箇所数は次式による。

箇所数(n)＝１＋(n －１)×0.85１

n ；仮設工法が同一な設計を行う設計箇所数。１

－３－３ 電子計算機使用料１０

電子計算機使用料は，直接経費として直接人件費の３％を計上する。



第１１節 電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設計

１１ １ 電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）予備設計－

１１－１－１ 標準歩掛

本歩掛は，既存の関連資料をもとに最適な構造，線形，施工方法の選定を行う設計で，設計延

長が 0.75㎞超～1.0㎞以下，設計地域が市街地（ＤＩＤ地区）の場合を標準とする。設計延長等

条件が異なる場合は，割増率等により標準歩掛を補正するものとする。

なお，適用範囲は４㎞までとする｡

（１箇所当り)

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

設 計 計 画 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5

現 地 踏 査 1.5 1.0 0.5 0.5 1.5

設計条件の整理検討 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5

平面・縦断線形設計 1.0 1.5 2.0 2.0 1.5

管 路 部 設 計 1.5 1.5 1.5 0.5

特 殊 部 設 計 1.5 2.0 0.5 0.5

地 上 機 器 部 設 計 1.0 1.0 0.5 0.5

概 算 工 事 費 算 出 1.0 1.5 1.5 1.0

関 係 機 関 と の
1.0 1.0 2.0 2.5 2.0

協 議 用 資 料 作 成

照 査 1.5 1.0 1.0

報 告 書 作 成 1.0 2.0 2.5 2.0 1.0

計 1.0 8.0 14.5 17.0 14.0 10.0

(注)１．本歩掛の適用範囲は原形復旧までとする。歩道等の景観を考慮した設計を行う場合は別途考

慮する。

２．仮設構造物設計は標準歩掛に含まれる。

３．設計場所の異なる場所を同時に設計する場合には，各々の場所毎に上記標準歩掛を適用し補

正するものとする｡

４．設計延長とは，電線共同溝の実延長をいい，両側歩道に設置する場合には，道路延長×２の

ように計上する｡

１１－１－２ 打合せ協議

(１) 設計協議

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費 摘 要

区 分 技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成果品納入時 0.5 0.5

(注)１．業務着手時，成果品納入時は原則として，管理技術者が立ち会うよう特記仕様書

に明示するものとする｡

２．設計協議の中間打合せ回数は１業務当り１回を標準とする。

なお，中間打合せ回数は必要に応じ回数を増減するものとする。
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(２) 関係機関との協議

（１回当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

関係機関協議 0.5 1.0

(注)１．関係機関との協議は，関係機関と受注者で相互打合せを行う場合に計上する｡

２．調査職員が関係機関と直接協議を行う場合は計上しない。

３．関係機関との協議回数は４回を標準とする｡

４．関係機関とは入溝企業者，地下埋設企業者などをいう｡

－１－３ 標準歩掛の補正１１

(１) 標準歩掛の補正方法

標準歩掛の補正方法は，式11．１によって行うものとする。

ただし，打合せ協議（設計協議及び関係機関との協議）は補正を行わない。

設計歩掛＝標準歩掛×割増率×（１＋変化率） 式11．１

(２) 標準歩掛の割増率及び変化率

1) 設計延長による補正

標準歩掛は設計延長により表11．１の割増を行うものとする｡

表11．１

設 計 延 長(ｍ) 割増率

500ｍ以下 0.8

500ｍ超～ 750ｍ以下 0.9

750ｍ超～1,000ｍ以下 1.0

1,000ｍ超～1,500ｍ以下 1.1

1,500ｍ超～2,000ｍ以下 1.2

2,000ｍ超～2,500ｍ以下 1.3

2,500ｍ超～3,000ｍ以下 1.4

3,000ｍ超～3,500ｍ以下 1.4

3,500ｍ超～4,000ｍ以下 1.5

2) 地域による補正

市街地（ＤＩＤ地区）以外の地域又は計画道路（区画整理地内道路含む）において設計

した場合は，表11．２の変化率により標準歩掛を補正するものとする｡

表11．２

区 分 変 化 率(%)

予 備 設 計 －15

(注)１．設計区間内に地域がまたがる場合は，設計延長により加重平均するものとする。

対象地域の変化率＝L ÷Ｌ×（－１５％）１

Ｌ：設計延長

L ：市街地（ＤＩＤ地区）以外の地域１

又は計画道路（区画整理地内道路含む）の延長
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１１ ２ 電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）詳細設計－

－２－１ 標準歩掛１１

本歩掛は，予備設計成果に基づいて工事に必要な詳細構造の設計を行い概算工事費の算定を行

う詳細設計で，設計延長が 0.75㎞超～1.0㎞以下，設計地域が市街地（ＤＩＤ地区）の場合を標

準歩掛とする。設計延長等条件が異なる場合は，割増率等により標準歩掛を補正するものとする。

なお，適用範囲は４㎞以下とする｡

(１) 全体設計

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 (A) (B) (C) 技術員主 任 技 師 技 師 技 師 技 師

設 計 計 画 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5

全 現 地 踏 査 0.5 1.5 1.0 0.5

体 設計条件の整理検討 1.5 1.0 1.5 0.5 1.0

設 平面・縦断線形設計 1.0 2.0 3.0 3.0 3.5

計 数 量 計 算 1.5 3.0 3.5 5.0

管 路 部 設 計 1.5 2.5 2.5 3.5

特 殊 部 設 計 2.5 2.5 2.5 4.5

地 上 機 器 部 設 計 2.0 2.0 2.0 1.5

施 工 計 画 1.0 1.0 1.5 0.5

関 係 機 関 と の
1.0 1.0 2.5 1.5 1.5

協 議 用 資 料 作 成

照 査 1.0 1.5 0.5

報 告 書 作 成 1.0 2.0 2.5 0.5 2.0

合 計 1.0 8.0 18.5 23.5 17.5 22.5

(注)１．本歩掛の適用範囲は原形復旧までとする。歩道等の景観を考慮した設計を行う場合は

別途考慮する。

２．応力計算を必要としない掘削深さ 2.0ｍ程度の仮設構造物設計は施工計画に含むもの

とする｡

３．応力計算を伴う管路部，特殊部，地上機器部，仮設構造物の各設計を行う場合は，

(2)各部設計を必要により計上するものとする｡

４．予備設計成果がない場合は標準歩掛の補正により補正し積算するものとする。

５．河川横断，橋梁添架が伴う設計は，その箇所毎に別途考慮するものとする｡

６．設計場所の異なる場所を同時に設計する場合には，各々の場所毎に上記標準歩掛を適

用し補正するものとする。

７．設計延長とは，電線共同溝の実延長をいい，両側歩道に設置する場合には，道路延長

×２ のように計上する｡
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(２) 各部設計

(１ケース当り)

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 (A) (B) (C) 技術員主 任 技 師 技 師 技 師 技 師

管 路 部 詳 細 設 計 0.5 0.5

特 殊 部 詳 細 設 計 0.5 0.5 1.0

地 上 機 器 部 詳 細 設 計 0.5 0.5

仮 設 構 造 物 詳 細 設 計 0.5 1.0

(注)１．本表は応力計算を伴う各部を対象とする｡

２．仮設構造物詳細設計は，掘削深さ２ｍ程度を超えるもの，または，土質状況等により

必要と判断する場合に行うものとする。

３．応力計算ケース数により表11．４の割増を行うものとする。

４．応力計算ケース数とは設計条件毎の数のことであり，応力計算の必要箇所毎ではない。

例として，電線の入溝予定条数や地質条件等の設計条件が同一であれば，ケース数は

１とする。

－２－２ 打合せ協議１１

(１) 設計協議

（１業務当り）

職 種 直 接 人 件 費 摘 要

区 分 技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成果品納入時 0.5 0.5

(注）１．業務着手時，成果品納入時は原則として，管理技術者が立ち会うよう特記仕様書に

明示するものとする｡

２．設計協議の中間打合せ回数は１業務当り１回を標準とする。

なお，中間打合せ回数は，必要に応じ回数を増減するものとする。

(２) 関係機関との協議

（１回当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

関係機関協議 0.5 0.5

(注）１．関係機関との協議は，関係機関と受注者で相互打合せを行う場合に計上する。

２．調査職員が関係機関と直接協議を行う場合は計上しない｡

３．関係機関との協議回数は４回を標準とする。

４．関係機関とは入溝企業者，地下埋設企業者などをいう｡

－２－３ 標準歩掛の補正１１

(１) 標準歩掛の補正方法

標準歩掛の補正方法は 式11．２によって行うものとする｡

ただし，打合せ協議（設計協議及び関係機関との協議）は補正を行わない。

設計歩掛＝(全体設計標準歩掛×割増率１＋各部設計×割増率２)×(１＋∑変化率)

式11．２
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(２) 標準歩掛の割増率及び変化率

1) 設計延長による補正

全体設計標準歩掛は設計延長により表11．３の割増を行うものとする｡

表11．３

設 計 延 長(ｍ) 割増率１

500ｍ以下 0.7

500ｍ超～ 750ｍ以下 0.8

750ｍ超～1,000ｍ以下 1.0

1,000ｍ超～1,500ｍ以下 1.2

1,500ｍ超～2,000ｍ以下 1.4

2,000ｍ超～2,500ｍ以下 1.6

2,500ｍ超～3,000ｍ以下 1.8

3,000ｍ超～3,500ｍ以下 1.9

3,500ｍ超～4,000ｍ以下 2.1

2) 応力計算ケース数による補正

応力計算を伴う各部設計標準歩掛は，応力計算ケース数により表11．4の割増を行うも

のとする｡

表11．４

応 力 計 算 ケ ー ス数 割増率２

１～３ 1.0

４ 1.1

５ 1.2

６ 1.2

７ 1.3

８ 1.4

９ 1.5

10 1.6

11 1.6

12 1.7

3) 予備設計成果がない場合の補正

予備設計成果のない場合は 表11．５の変化率により標準歩掛を補正する。

表11．５

区 分 変 化 率(%)

詳 細 設 計 ＋30



3-2-113

4) 地域による補正

市街地（ＤＩＤ地区）以外の地域又は計画道路（区画整理地内道路含む）において設計

した場合は 表11．６の変化率により標準歩掛を補正するものとする｡

表11．６

区 分 変 化 率(%)

詳 細 設 計 －15

(注)１．設計区間内に地域がまたがる場合は，設計延長により加重平均するものとする。

対象地域の変化率＝L ÷Ｌ×（－１５％）１

Ｌ：設計延長

L ：市街地（ＤＩＤ地区）以外の地域１

又は計画道路（区画整理地内道路含む）の延長



第１２節 仮設構造物詳細設計
１２－１ 土留工

１２－１－１ 詳細設計

（１）適用範囲

本歩掛は，道路構造物等の施工に伴う仮設の土留工（鋼矢板工法，親杭横矢板工法[Ｈ形鋼])に適用

する。

（２）作業区分

土留工における作業区分は以下のとおりとする。

作 業 区 分 区 分 作 業 の 範 囲

設 計 計 画 設 計 計 画 業務の目的・主旨を把握したうえで，特記仕様書に示す業務内容，設

計条件を確認し，構造型式の比較検討を行う。また，業務概要，実施

方針，業務工程，組織計画，打合せ計画等を記載した業務計画書（照

査計画を含む）を作成する。

施 工 計 画 仮設構造物に関する，計画工程表，施工順序，施工方法，資材・部材

の搬入計画，工事費積算にあたって必要な計画を記載した施工計画の

作成を行う。なお，施工計画書には設計と不可分な施工上の留意点に

ついてとりまとめを行い，記載する。

設 計 計 算 設 計 計 算 地盤条件，施工条件および周辺環境条件等，基本的に定まった条件の

もとで応力計算を行い，材料の種類，規格，長さ（根入れ長）等を決

定する。

設 計 図 設 計 図 設計計算により定められた諸条件で，構造一般図，詳細図等を作成す

る。

数 量 計 算 数 量 計 算 決定した仮設構造物詳細形状に対して，数量算出要領に基づき，各項

目毎に数量の算出を行う。

照 査 照 査 基本的な条件決定に伴う，施工条件，設計方針，設計手法及び設計計

算，設計図，数量計算等の適切性及び整合性等の照査。

報告書作成 報告書作成 設計条件，構造型式決定の経緯と選定理由，設計計算書，設計図面，

数量計算書，概算工事費，施工計画書，施工段階での注意事項，現地

踏査等の内容のとりまとめを行う。
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（３） 標準歩掛

１） 自立式の場合

（１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5

設 計 計 算 0.5 1.0

設 計 図 0.5 1.0

数 量 計 算 2.0

照 査 1.0

報告書作成 1.0

合 計 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.5 3.0

（注）１．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の３％を計上する。

２．設計協議・現地踏査については，主目的とする構造物の設計協議・現地踏査に含むもの

とする。

２） 切梁式（２段）の場合

（１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.0

設 計 計 算 0.5 1.5

設 計 図 0.5 1.5

数 量 計 算 0.5 2.0

照 査 1.0

報告書作成 1.0

合 計 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 3.5 3.5

（注）１．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。

２．設計協議・現地踏査については，主目的とする構造物の設計協議・現地踏査に含むもの

とする。

３．同一基内で切梁段数（アンカー段数）が変化する場合，または，切梁・アンカー併用の

場合は別途考慮するものとする。
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３）タイロッド式の場合

（１基当り）

職 種 直 接 人 件 費

主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技師長 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 技術員

設 計 計 画 0.5 1.0

設 計 計 算 1.5 1.5

設 計 図 1.0 1.0 1.5

数 量 計 算 0.5 2.0

照 査 0.5 1.5

報告書作成 1.0

合 計 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 4.0 3.5

（注）１．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の１％を計上する。

２．設計協議・現地踏査については，主目的とする構造物の設計協議・現地踏査に含むもの

とする。

３．タイロッド段数が変化する場合，上記標準歩掛の補正は行わないものとする。

１２－１－２ 標準歩掛の補正（土留工）

（１）アンカー式の場合の補正

アンカー式（アンカー２段を標準）の場合は，切梁式（２段）「標準歩掛」の１４５％を計上する。

＊ 標準歩掛 × （ １＋０．４５ ）

(２）タイロッド式の場合の補正

タイロッド式で切梁式併用の場合は，タイロッド式「標準歩掛」の１２５％を計上する。

＊ 標準歩掛 × （ １＋０．２５ ）

（注）１．上記は，切梁２段の場合であり，それ以外の段数の場合は（３）「切梁段数による補正」を

追加適用する。

２．同一基内で切梁段数が変化する場合は別途考慮するものとする。

（３）切梁段数による補正

段 数 標準歩掛（切梁式２段）に対する補正

１ 段 標準歩掛（切梁式２段） × （ １－０．１５ ）

３ 段 標準歩掛（切梁式２段） × （ １＋０．１０ ）

４ 段 標準歩掛（切梁式２段） × （ １＋０．１５ ）

（注）１．切梁５段以上については別途考慮するものとする。
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（４）アンカー段数による補正

段 数 アンカー式２段に対する補正

１ 段 アンカー式２段 × （ １－０．１５ ）

３ 段 アンカー式２段 × （ １＋０．１０ ）

４ 段 アンカー式２段 × （ １＋０．１５ ）

（注）１．アンカー５段以上については別途考慮するものとする。

（５）同一基内で複数の設計計算箇所の補正（切梁式，タイロッド式で切梁式併用の場合のみ適用）

同一基内で複数（２箇所以上）の設計計算箇所を有する場合は，「切梁式各段数歩掛」の１３５％

を計上する。

＊ 切梁式各段数歩掛 × （ １＋０．３５ ）

（注）１．同一基内で複数（２箇所以上）の設計計算箇所を有する場合とは，構造型式（種別，切梁

段数）は同一であるが，平面形状が変化する場合をいう。

（例） 設計計算箇所

設計計算箇所

２．土留工が連続している場合は，延長に関係なく１基とする。

（６）複数基の設計を行う場合の類似形式の補正

ａ）類似構造物の場合は，「基本構造物歩掛」の５５％を計上する。

ｂ）類似構造物の補正は次式による。

歩掛 ＝ 基本構造物歩掛 ×（ ０．４５＋０．５５×ｎ ）

ｎ：基数（基本構造物＋類似構造物）

（注）１． 異なる施工箇所で，土留工の深さ，幅，延長は変化するが，構造型式（種別，切梁段数，

アンカー段数，設計計算箇所数）が同一である場合は類似構造物とする。

２． 上記において，土留工の深さ，幅，延長，構造型式が同一の場合は１基分のみ計上する。
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１２－２ 仮橋，仮桟橋

１２－２－１ 詳細設計

（１）適用範囲

本歩掛は，道路構造物等の施工に伴う仮橋，仮桟橋に適用する。

（２）作業区分

仮橋，仮桟橋における作業区分は以下のとおりとする。

作 業 区 分 区 分 作 業 の 範 囲

設 計 計 画 設 計 計 画 業務の目的・主旨を把握したうえで，特記仕様書に示す業務内容，設

計条件を確認し，構造型式の比較検討を行う。また，業務概要，実施

方針，業務工程，組織計画，打合せ計画等を記載した業務計画書（照

査計画を含む）を作成する。

架 設 計 画 現地の立地条件及び輸送・搬入条件等をもとに，詳細な架設計画を行

う。

施 工 計 画 仮設構造物に関する，計画工程表，施工順序，施工方法，資材・部材

の搬入計画，工事費積算にあたって必要な計画を記載した施工計画の

作成を行う。なお，施工計画書には設計と不可分な施工上の留意点に

ついてとりまとめを行い，記載する。

設 計 計 算 設 計 計 算 地盤条件，施工条件および周辺環境条件等，基本的に定まった条件の

もとで応力計算を行い，材料の種類，規格，長さ（根入れ長）等を決

定する。

設 計 図 設 計 図 設計計算により定められた諸条件で，構造一般図，詳細図等を作成す

る。

数 量 計 算 数 量 計 算 決定した仮設構造物詳細形状に対して，数量算出要領に基づき，各項

目毎に数量の算出を行う。

照 査 照 査 基本的な条件決定に伴う，施工条件，設計方針，設計手法及び設計計

算，設計図，数量計算等の適切性及び整合性等の照査。

報告書作成 報告書作成 設計条件，構造型式決定の経緯と選定理由，設計計算書，設計図面，

数量計算書，概算工事費，施工計画書，施工段階での注意事項，現地

踏査等の内容のとりまとめを行う。
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（３） 標準歩掛

１）一般通行用仮橋の場合

（１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

技師長 技術員
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 1.0

設 計 計 算 1.5 1.5

設 計 図 1.0 1.5 2.5

数 量 計 算 0.5 1.5

照 査 1.0 1.0

報告書作成 1.0

合 計 0.0 0.0 0.5 2.0 3.5 4.5 4.0

（注）１．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。

２．設計協議・現地踏査については，主目的とする構造物の設計協議・現地踏査に含むもの

とする。

３．上部工がＨ形鋼桁・トラス桁（リース材等製品使用）の双方に適用する。

４．下部工の設計（Ｈ形鋼の打ち込み，台座コンクリート等）は含むものとする。

２）工事用仮橋，仮桟橋の場合

（１橋当り）

職 種 直 接 人 件 費

技師長 技術員
主 任 主 任 技 師 技 師 技 師

区 分 技術者 技 師 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

設 計 計 画 0.5 1.0

設 計 計 算 1.5 1.5

設 計 図 0.5 0.5 1.0

数 量 計 算 0.5 1.5

照 査 1.0 1.0

報告書作成 1.0

合 計 0.0 0.0 0.0 1.5 4.0 3.5 2.5

（注）１．電子計算機使用料は，直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。

２．設計協議・現地踏査については，主目的とする構造物の設計協議・現地踏査に含むもの

とする。

３．上部工がＨ形鋼桁・トラス桁（リース材等製品使用）の双方に適用する。

４．下部工の設計（Ｈ形鋼の打ち込み，台座コンクリート等）は含むものとする。
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１２－２－２ 標準歩掛の補正（仮橋，仮桟橋）

（１）同一橋内で複数の設計計算箇所の補正

同一橋内で複数（２箇所以上）の設計計算箇所を有する場合は，「標準歩掛」の１５０％を計上

する。

＊ 標準歩掛 × （ １＋０．５０ ）

（注）１．同一橋内で複数（２箇所以上）の設計計算箇所を有する場合とは，構造型式（種別）は

同一であるが，平面形状が変化する場合をいう。

（例） 設計計算箇所

設計計算箇所

２．仮橋，仮桟橋が連続している場合は，延長に関係なく１橋とする。

（２）複数橋の設計を行う場合の類似形式の補正

ａ）類似構造物の場合は，「基本構造物歩掛」の７０％を計上する。

ｂ）類似構造物の補正は次式による。

歩掛 ＝ 基本構造物歩掛 ×（ ０．３０＋０．７０×ｎ ）

ｎ：橋数（基本構造物＋類似構造物）

（注）１．異なる施工箇所で，仮橋，仮桟橋の幅員，橋長は変化するが，構造型式（種別，設計計算

箇所数）が同一である場合は類似構造物とする。

２．上記において，仮橋，仮桟橋の幅員，橋長，構造型式が同一の場合は１橋分のみ計上する。



１２－３ 類似構造物の考え方

類似構造物扱いとするもの（土留工の場合）

＊異なる施工箇所で，土留工の深さ，幅，延長は変化するが，構造型式（種別，切梁段数，アンカー段数，

設計計算箇所数）が同一である場合は類似構造物とする。

（例）下記の場合は，基本１箇所，類似１箇所とする。

平面図 平面図

条 件

基本構造物 類似構造物

幅が変化する場

合で構造型式

（種別，切梁段

数，設計計算箇

断面図 所数）は同一の 断面図

工法：切梁式２段 場合 工法：切梁式２段

類似構造物扱いとしないもの（土留工の場合）

＊異なる施工箇所で，土留工の深さ，幅，延長が同一であっても，構造型式（種別，切梁段数，アンカー

段数，設計計算箇所数）が変化する場合は類似構造物扱いとしない。

（例）下記の場合は，基本２箇所とする。

平面図 平面図

条 件

基本構造物 基本構造物

幅は同一で構造

型式（種別）が

変化する場合

断面図 断面図

工法：切梁式２段 工法：アンカー式２段
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類似構造物扱いとするもの（仮橋，仮桟橋の場合）

＊異なる施工箇所で，仮橋，仮桟橋の幅員，橋長は変化するが，構造型式（種別，設計計算箇所数）が同

一である場合は類似構造物とする。

（例）下記の場合は，基本１箇所，類似１箇所とする。

平面図 平面図

基本構造物 条 件 類似構造物

幅員が変化する

場合で構造型式

（種別，設計計

断面図 算箇所数）は同 断面図

設計計算箇所数：１箇所 一の場合 設計計算箇所数：１箇所

類似構造物扱いとしないもの（仮橋，仮桟橋の場合）

＊異なる施工箇所で，仮橋，仮桟橋の幅員，橋長が同一であっても，構造型式（種別，設計計算箇所数）

が変化する場合は類似構造物扱いとしない。

（例）下記の場合は，基本２箇所とする。

平面図 平面図 ａ ｂ

基本構造物 条 件 基本構造物

橋長は同一で構

造型式（設計計

算箇所数）が変 ａ

断面図 化する場合 断面図 ｂ

設計計算箇所数：１箇所 設計計算箇所数：２箇所

ａ－ａ ｂ－ｂ
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第１３節 河川構造物設計
１３－１ 樋門設計

１３－１－１ 適用範囲及び留意事項

1) 本歩掛は，主に１級河川及び２級河川の堤防を横断する樋門（計画流量50m ／s以下）の設計３

に適用する。

2) 本歩掛は標準的な樋門の設計業務内容を示すものであり，各々の設計条件に応じて標準歩掛を

増減する。

3) 標準設計を使用する場合は，本歩掛の適用範囲外とし，別途考慮するものとする。

4) 標準歩掛には，埋設物，道路，橋梁等，近接構造物の移設，架設等の計画検討は含まれない。

5) 予備設計なしで詳細設計を行う場合は，

(1) 原則として，位置，計画流量，断面形状，基礎型式，管材，構造形式（柔構造樋門ｏｒ剛

支持樋門）等については，設計図書により条件明示するものとする。

(2) 上記項目を併せて検討させる場合は，予備設計標準歩掛の「基本事項の検討」の歩掛を詳

細設計標準歩掛に別途計上する。なお，施工計画検討等，その他の項目の検討が必要で実施

させる場合も同様とする。

6) 詳細設計で行う構造設計の地盤処理工（置換基礎）については，無処理及び置換処理を対象と

し，基礎形式については，直接基礎と浮き直接基礎を対象とする。

ただし，柔構造樋門については，キャンバー盛土の検討を含む。

7) 詳細設計の「ゲート工及び操作室」には，機械関係（金物）の詳細設計は含まれていない。

8) 詳細設計で行う構造設計の高水護岸及び低水護岸は，樋門の上・下流のそれぞれ15ｍ，計30ｍ

程度の範囲とし，階段工等の雑工一式が標準歩掛に含まれている。

9) 詳細設計において，下記種別が標準歩掛の適用条件に対して変化する場合は「13－１－４標準

歩掛の補正」に示す補正係数で歩掛の補正を行うものとする。

・断面積 ・連数 ・管長またはスパン

１３－１－２ 樋門予備設計

1) 作業区分

樋門予備設計歩掛における作業区分は以下のとおりとする。

作 業 区 分 業 務 内 容

設 計 計 画 業務の目的・主旨を把握したうえで，設計図書に示す業務内容を確認し，業

務計画書を作成する。

現 地 踏 査 貸与資料を基に現地踏査を行い，現況施設の状況，予定地周辺の河川の状

況，地形，地質，近接構造物及び土地利用状況・河川の利用形態等を把握

し，合わせて工事用道路，仮排水路，施工ヤード等の施工の観点から現地状

況を把握し整理する。

基本事項の検討 設置目的及び必要とする機能条件を確認・整理し，計画流量，位置，敷高，

必要断面，断面形状，長さ，樋門及び水門形式，基礎地盤の性状による沈下

・変位量，地盤対策工，管材・基礎形式・構造形式，ゲート・巻上機構造等

に関する基本事項の比較検討を行う。

景 観 検 討 全体景観及び操作室について，周辺の環境に配慮して調和を考慮した素材・

デザインの検討を行う。
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作 業 区 分 業 務 内 容

設 計 図 下記の全体図及び計画一般図を作成する。

①全体図（平面・縦断）：地形図に川裏側の流入河川（取付水路を含む）

が，本川と合流する地点まで記入したもの。

②計画一般図：樋門本体，翼壁，基礎，上屋，管理橋等の主要施設及び施工

計画の他に，堤防諸元，土質柱状図等を図面に表示したもの。

施工計画検討 決定された施設計画について①施工法（施工方針，施工順序及び施工機械

等）②仮設計画（主要仮設構造物の規模と諸元）③全体計画（全体平面，掘

削断面，工程計画）等の比較検討を行い，最適な施工計画案を策定する。

概算工事費算出 算出した概略数量をもとに，概算工事費を算定する。

パ ー ス 作 成 決定したデザインをもとに，周辺を含めた着色パース（A３判）を１タイプ

について作成する。

照 査 下記に示す事項を標準として照査を行う。

①基本条件の決定に際し，現地の状況の他，基礎情報を収集，把握している

かの確認を行い，その内容が適切であるかについて照査を行う。

②一般図を基に構造物の位置，断面形状，構造形式及び地盤条件と基礎形式

の整合が適切にとられているかの照査を行う。

③設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。

④設計計算，設計図，概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。

報 告 書 作 成 設計業務成果概要書，設計計算書等，設計図面，数量計算書，概算工事費，

施工計画書，現地踏査結果等のとりまとめを行い，報告書を作成する。

2) 標準歩掛

（１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

設 計 計 画 1.0 1.0 1.5

現 地 踏 査 1.5 1.0 2.5

基本事項の検討 3.0 10.0 17.5 10.0

景 観 検 討 1.5 3.0 3.0

設 計 図 3.5 6.5 5.0

施工計画検討 1.5 3.5 5.5

概算工事費算出 1.5 2.0 4.0

パ ー ス 作 成 1.0 4.0

照 査 1.5 1.5 2.0

報 告 書 作 成 2.0 2.5 5.0

合 計 2.5 10.5 24.5 43.0 23.5 5.0

（注）１．電子計算機使用料は，直接人件費の2％を直接経費として計上する。
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１３－１－３ 樋門詳細設計

1) 作業区分

樋門詳細設計歩掛における作業区分は以下のとおりとする。

作 業 区 分 業 務 内 容

設 計 計 画 業務の目的・主旨を充分に把握したうえで，設計図書に示す業務内容を確認

し，業務計画書を作成する。

現 地 踏 査 貸与資料を基に現地踏査を行い，現況施設の状況，予定地周辺の河川の状

況，地形，地質，近接構造物及び土地利用状況，河川の利用形態等を把握

し，合わせて工事用道路，仮排水路，施工ヤード等の施工の観点から現地状

況を把握し整理する。

基本事項の決定 予備設計等の貸与資料，設計図書及び指示事項等に基づき，詳細設計で決定

する事項を整理し，施設，配置計画，断面，基礎地盤の沈下・変位量，地盤

対策工及び函材，函軸構造形式，スパン割り，継手型式を検討する。

景 観 設 計 普通の検討 周辺との調和を考慮した素材・デザインを決定し，詳細設

計を行う。

なお，デザイン決定においては，イメージパース（ペンシ

ル）２案程度提案する。

特別の検討 河川景観，周辺整備計画を基に，地域の特性（歴史的・文

化的）背景を整理し，景観のデザインテーマを基に，３案

程度のイメージパースを作成し，計画案を設定するととも

に，使用する素材について美観性，耐候性，加工性，経済

性について比較検討を行い，決定された最終案に対し詳細

設計を行う。

構 造 設 計 設計条件の確認 構造設計に必要な，設計条件，荷重条件，自然・地盤条

件，施工条件等の必要項目を設定する。

基礎工 荷重条件，函体構造形式，地盤対策工等に基づき基礎地盤

の沈下を考慮した『弾性床上の梁』の解析等により，相対

沈下量，地盤の降伏変位量等について照査し，函体構造お

よび地盤改良工の仕様を検討する。

柔構造の場合は，相対沈下量，地盤の降伏変位量などを算

定した上で地盤処理工の仕様を決定する。

地盤処理工 地盤条件，施工条件，周辺に及ぼす影響，経済性等の諸条

（置換基礎） 件を考慮して設計を行う。
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作 業 区 分 業 務 内 容

構 造 設 計 本体工 躯体，門柱・操作台，胸壁，翼壁，水叩き，護床工及び沈

下・変位・部材応力等の計測工について検討し，安定計算

・構造計算を行い，構造詳細図，配筋図等を作成する。

ゲート工及び 扉体，巻上機，戸当り，操作室，管理橋の各部について検

操作室 討し，ゲート・操作室の設計を行う。

高水護岸・低水 高水護岸・低水護岸の構造及び使用すべき材料の選定と，

護岸及び土工等 必要に応じて安定計算，構造計算を行って，平面図，横断

図，縦断図，構造詳細図を作成する。

また，掘削，盛土及び埋戻等の土工図を作成する。

施 工 計 画 堤防開削，本堤築造及びそれに伴う仮締切の構造・撤去等の工事の順序と施

工法を検討する。

施 工 計 画 地盤処理工（置換基礎）の工事順序と施工方法を検討する。

（地盤処理工置

換基礎）

仮設構造物設計 施工計画により必要となる仮設構造物（仮締切，仮排水路，工事用道路及び

山留工等）の規模，構造緒元を近接構造物への影響を考慮して，水理計算，

安定計算及び構造計算により決定し，仮設計画を策定する。

数 量 計 算 数量算出要領に基づき，工種別，区間別に数量のとりまとめを行う。

パ ー ス 作 成 決定したデザインをもとに，周辺を含めた着色パース（A３判）を１タイプ

について作成する。

照 査 下記に示す事項を標準として照査を行う。

①設計条件の決定に際し，現地の状況の他，基礎情報を収集，把握している

かの確認を行い，その内容が適切であるかについて照査を行う。

②一般図を基に構造物の断面形状，構造形式及び地盤条件と基礎形式の整合

が適切にとれているかの確認を行う。

③設計方針及び設計手法が適切であるかの確認を行う。また，仮設工法と施

工法の確認を行い，施工時の応力についても照査を行う。

④設計計算，設計図，数量の正確性，適切性及び整合性に着目し照査を行う。

最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い，基準との整合を図る。特に，

構造物相互の取り合いについて整合性の照査を行う。

報 告 書 作 成 設計業務成果概要書，設計計算書等，設計図面，数量計算書，概算工事費，

施工計画書，現地踏査結果等のとりまとめを行い，報告書を作成する。
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2) 標準歩掛

１．柔構造型式

標準 ＲＣ構造：一連当り断面積２㎡以上７㎡以下×１連×40ｍ （１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
師

設 計 計 画 0.5 2.0 1.0

現 地 踏 査 0.5 1.0 1.5

基 本 事 項 の 決 定 1.0 2.5 4.5 7.5

景 観 設 計 1.0 1.5 2.0

設 計 条 件 の 確 認 1.0 2.0 3.5

基 礎 工 2.0 4.0 8.5 3.0

構 造 設 計 本 体 工 12.0 19.5 26.5

ゲート工及び操作室 3.5 5.5 6.5

2.0 3.5 5.0高水護岸･低水護岸及び土工等

施 工 計 画 1.0 1.5 5.0

仮 設 構 造 物 設 計 1.0 2.5 5.0

数 量 計 算 3.0 5.5 8.5

パ ー ス 作 成 1.0 3.5

照 査 1.0 1.0 2.0 1.0

報 告 書 作 成 1.5 3.0 3.5

合 計 2.0 12.0 25.0 62.5 37.0 46.5

（注）１．予備設計を行わないで詳細設計を行う場合は，「13－１－１適用範囲及び留意事項の5)」に

よるものとする。

２．施工計画の歩掛は，地盤処理工を含まない場合である。

３．電子計算機使用料は，直接人件費の2％を直接経費として計上する。

４．景観設計において特別の検討を行う場合は，下記の歩掛を加算する。

なお，「普通の検討」と「特別の検討」の区分は「13－１－３樋門詳細設計の1)作業区分」

によるものとする。

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師A 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

景観設計（特別の検討） 1.5 3.0 5.5

５．構造設計において地盤処理工（置換基礎）の検討を行う場合は，下記の歩掛を加算する。

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師A 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

構 造 設 計
1.0 1.0 3.0

地盤処理工（置換基礎）

６．施工計画で地盤処理工（置換基礎）を含む場合は，下記の歩掛を加算する。

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師A 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

施 工 計 画
0.5 1.5 2.0

地盤処理工（置換基礎）
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２．剛支持直接基礎

標準 ＲＣ構造：一連当り断面積５㎡以下×１連×２スパン （１箇所当り）

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員主任技
師

設 計 計 画 0.5 2.0 1.0

現 地 踏 査 1.0 1.0 1.5

基 本 事 項 の 決 定 1.0 2.0 2.0 3.5

景 観 設 計 1.0 1.5 2.0

設 計 条 件 の 確 認 1.0 2.0 2.0

基 礎 工 2.0 2.0 3.0

構 造 設 計 本 体 工 3.5 8.0 15.0 17.5

ゲート工及び操作室 3.5 5.5 6.5

2.0 3.5 5.0高水護岸･低水護岸及び土工等

施 工 計 画 1.0 1.5 2.5 2.5

仮 設 構 造 物 設 計 1.0 2.5 4.5

数 量 計 算 2.0 4.5 7.5

パ ー ス 作 成 1.0 3.5

照 査 1.5 1.0 2.0 1.0

報 告 書 作 成 1.5 3.0 3.5

合 計 2.5 10.0 24.0 42.5 34.0 36.5

（注）１．予備設計を行わないで詳細設計を行う場合は，「13－１－１適用範囲及び留意事項の5)」に

よるものとする。

２．施工計画の歩掛は，地盤処理工を含まない場合である。

３．電子計算機使用料は，直接人件費の2％を直接経費として計上する。

４．景観設計において特別の検討を行う場合は，下記の歩掛を加算する。

なお，「普通の検討」と「特別の検討」の区分は「13－１－３樋門詳細設計の1)作業区分」

によるものとする。

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師A 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

景観設計（特別の検討） 1.5 3.0 5.5

５．構造設計において地盤処理工（置換基礎）の検討を行う場合は，下記の歩掛を加算する。

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師A 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

構 造 設 計
1.0 1.5 1.5 0.5

地盤処理工（置換基礎）

６．施工計画で地盤処理工（置換基礎）を含む場合は，下記の歩掛を加算する。

職 種 直 接 人 件 費

区 分 技師長 主任技師 技師A 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

施 工 計 画
1.0 1.0 1.0

地盤処理工（置換基礎）
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１３－１－４ 標準歩掛の補正

樋門詳細設計の対象事項が標準歩掛の対象と異なる場合は，標準歩掛に以下の補正係数を乗じて

歩掛の補正を行うものとする。なお，断面積，連数，管長，スパンが補正係数の表以外の場合は，

別途考慮するものとする。

Ｓ＝Ａ×Ｋ ×Ｋ ×（Ｋ またはＫ ）１ ２ ３ ４

Ｓ ：補正後の歩掛 Ｋ ：連数による補正係数２

Ａ ：標準歩掛 Ｋ ：管長による補正係数（柔構造の場合）３

Ｋ ：断面積による補正係数 Ｋ ：スパンによる補正係数（剛支持の場合）１ ４

1) 断面積による補正係数（Ｋ ）１

補正係数 断面積（㎡） 補正係数断面積（㎡）

柔 構 造 剛 支 持（一連当り） （一連当り）

2未満 0.95 5以下 1.00
2以上 7以下 1.00

2) 連数による補正係数（Ｋ ） 3) 管長による補正係数（Ｋ ：柔構造）２ ３

補 正 係 数 補正係数
連 数 管 長（ｍ） 柔 構 造柔 構 造・剛 支 持

１ 1.00 11未満 0.85
２ 1.15 11以上 23未満 0.90
３ 1.30 23以上 35未満 0.95

35以上 46未満 1.00
46以上 58未満 1.05
58以上 70未満 1.10
70以上 74以下 1.15

4) スパンによる補正係数（Ｋ ：剛支持）４

補 正 係 数
スパン

剛 支 持

１ 0.95
２ 1.00
３ 1.05

４ 1.10
５ 1.15

１３－１－５ 設計協議

予備設計・詳細設計の設計協議の職種構成は，次表を標準とする。

（１業務当り）

直 接 人 件 費
備 考

主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ）

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

（注）１．中間打合せは３回を標準とするが，業務内容を勘案し中間打合せを増減できるものとする。



１３－２ 河川排水機場設計

１３－２－１ 適用範囲及び定義

(1) 本歩掛は，一般の河川排水機場（パイプ形式，総排水容量１ｍ ／ｓ以上30ｍ ／ｓ以下）の予備設計，詳細設３ ３

計に適用する。なお，次のものは対象外とし，別途考慮する。

① 救急排水ポンプ機場

② 揚水機場

③ コンクリート形式

④ その他特殊な機場

(2) 河川排水機場とは，ある区域の内水または河川水をポンプ設備により適切に堤外に排除するために設けられる構

造物で，機場本体，導水路，沈砂池，吐出水槽までの一連の構造物を指していう。

なお，樋門（樋管）の設計については，本歩掛に含まない。

(3) 設計範囲は，土木構造物と一体となる建築物は含むものとし，機械，電気設備に関する設計は，土木構造物の設

計根拠となる概略寸法等の基本構造を決定するまでとする。

(4) 軸種区分（立軸，横軸），ポンプ台数による歩掛補正の必要はない。

１３－２－２ 標準歩掛の補正方法
（標準歩掛）×補正係数

なお，積算を行うにあたっての不必要な工種は標準歩掛から随時削除する。

１３－２－３ 予備設計歩掛
(1) 標準歩掛

パイプ形式 基準規格：総排水量10ｍ ／ｓ３

工 種 名 技 師 長 主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

設計計画 1.0 1.0 1.0 0.5

現地踏査 0.5 1.0 1.5

基本事項の検討 11.0 11.0 9.0 9.5

景観検討 0.5 1.5 1.0

設計図 5.5 6.5 9.0 10.0

機場上屋 2.0 4.5 5.5 6.0 3.5

ポンプ機電設備計画 5.0 5.5 5.0 3.0

施工計画検討 4.0 5.0 4.5 4.0

概算工事費算出 1.0 3.0 1.5 1.5 2.5

照 査 1.0 1.5 1.5 0.5

報告書作成 1.0 1.5 2.0 2.0

合 計 3.0 8.0 40.0 40.5 35.0 32.5

（注）パース作成は，必要タイプ当り，標準歩掛の3.4％を直接経費として別途計上する。

(2) 補正係数

表13．１以外の総排水量の場合は，式13．１により算出する。

補正係数＝0.04842×総排水量（ｍ ／ｓ）＋0.51582 式13．１３

表13．１ 総排水量による補正係数

総排水量 補正係数 総排水量 補正係数 総排水量 補正係数

1.0 0.56 11.0 1.05 21.0 1.53

2.0 0.61 12.0 1.10 22.0 1.58

3.0 0.66 13.0 1.15 23.0 1.63

4.0 0.71 14.0 1.19 24.0 1.68

5.0 0.76 15.0 1.24 25.0 1.73

6.0 0.81 16.0 1.29 26.0 1.77

7.0 0.85 17.0 1.34 27.0 1.82

8.0 0.90 18.0 1.39 28.0 1.87

9.0 0.95 19.0 1.44 29.0 1.92

10.0 1.00 20.0 1.48 30.0 1.97
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(3) 打合せ協議

（１業務当り）

工 種 名 主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 備 考

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成果品納入時 0.5 0.5

（注）中間打合せの回数は，４回を標準とするが，業務の内容等を勘案し増減できるものとする。

１３－２－４ 詳細設計歩掛
(1) 標準歩掛

パイプ形式 基準規格：総排水量10ｍ ／ｓ３

工 種 名 技 師 長 主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

設計計画 1.0 1.5 2.0 2.0

現地踏査 1.0 1.0 1.5 1.0

基本事項の決定 11.0 15.0 14.5 11.0 12.5

景観検討 2.0 3.5 5.5 6.0 4.5

構造設計 31.5 48.0 57.0 54.5

10.5 22.0 23.5 22.5 15.0機場上屋設計及び外構設計

ポンプ機電設備計画 3.5 6.5 12.5 8.0 6.5

ゲート設備計画 1.5 2.0 3.0 2.5 2.5

施工計画 2.5 4.0 6.5 4.5 4.0

仮設構造物設計 5.5 11.5 11.0 12.0

数量計算 7.0 14.0 16.5

照 査 1.5 3.5 3.5

報告書作成 2.5 3.5 4.5 3.0 4.0

合 計 3.5 39.5 100.5 139.5 139.5 132.0

（注）パース作成は，必要タイプ当り，標準歩掛の1.0％を直接経費として別途計上する。

(2) 補正係数

表13．2以外の総排水量の場合は，式13．2により算出する。

補正係数＝0.02474×総排水量（ｍ ／ｓ）＋0.75256 式13．２３

表13．２ 総排水量による補正係数

総排水量 補正係数 総排水量 補正係数 総排水量 補正係数

1.0 0.78 11.0 1.02 21.0 1.27

2.0 0.80 12.0 1.05 22.0 1.30

3.0 0.83 13.0 1.07 23.0 1.32

4.0 0.85 14.0 1.10 24.0 1.35

5.0 0.88 15.0 1.12 25.0 1.37

6.0 0.90 16.0 1.15 26.0 1.40

7.0 0.93 17.0 1.17 27.0 1.42

8.0 0.95 18.0 1.20 28.0 1.45

9.0 0.98 19.0 1.22 29.0 1.47

10.0 1.00 20.0 1.25 30.0 1.49

(3) 打合せ協議

（１業務当り）

工 種 名 主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 備 考

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成果品納入時 0.5 0.5

（注）中間打合せの回数は，５回を標準とするが，業務の内容等を勘案し増減できるものとする。
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１３－３ 護 岸 設 計

１３－３－１ 護岸設計適用範囲

(１) 本歩掛は，主に一級及び二級河川の護岸詳細設計に適用するものとし，護岸予備設計は別

途考慮とする。

(２) 本歩掛は，標準的な護岸の設計業務内容を示すものであり，設計条件に応じて業務内容を

増減して運用するものとする。

１３－３－２ 護岸詳細設計

（１） 設計に必要な先行調査（現況河川解析，河道計画検討，測量，地質，環境等に関する調査）

は実施済みで与条件とする。

なお，先行調査が不足している場合には，必要に応じて別途調査を行うものとする。

（２） 標準護岸歩掛は高水及び低水護岸を対象としているが高水護岸と築堤を同時に設計する場

合の築堤は含むものとし本歩掛を適用するものとするが，築堤単独発注の場合は別途考慮と

する。なお，標準護岸には矢板護岸が含まれるものとする。

（３） 標準歩掛のうち「両岸」とは左右岸，同型式，同条件の護岸を同時設計する場合に適用す

る。

（４） 基礎工法の検討における「軟弱地盤」とは，護岸の基礎工が計画される位置に下記条件の

地層が３ｍ以上あるケースとする。

1) 粘土地盤の場合

① 標準貫入試験によるＮ値が３以下の地盤

② オランダ式二重管コーン貫入値が0.3Ｎ／㎜ 以下の地盤２

③ スウェーデン式サウンディング試験において980Ｎ以下の荷重で沈下する地盤

④ 一軸圧縮強さquが0.06Ｎ／㎜ 以下の地盤２

⑤ 自然含水比が40％以上の沖積粘土の地盤

2) 有機質土の地盤の場合

3) 砂地盤の場合

① 標準貫入試験によるＮ値が10以下の地盤

② 粒径の揃った細砂の地盤

（５） 本歩掛は，一般的な親水護岸（緩傾斜式，階段式等）は対象とするが，多自然型護岸につ

いては別途考慮とする。

（６） 詳細設計は予備設計において，基本的事項（法線，護岸タイプ，環境護岸の配置，基礎工

型式，施工法等）が決定されているという条件であり，予備設計なしで詳細設計を実施する

場合，上記の条件は与条件とする。

（７） 詳細設計における設計延長には取付け区間を含めるものとする。

（８） 災害復旧緊急用の護岸設計も，原則的には詳細設計の本歩掛を適用するものとする。

（９） 「仮設計画」には, 仮締切, 仮排水路等の構造設計を含んでいる。

（10） 「付帯施設設計」における「その他施設」は, 管渠以外（取付道路, 利水施設等）の改築

施設に対して各々一般構造図を作成するものである。
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１３－３－３ 標準護岸詳細設計

（単位：200ｍ当り）

標 準 歩 掛

片 岸 両 岸
工 種 種 別

技師 主任 技師 技師 技師 技術 技師 主任 技師 技師 技師 技術

長 技師 Ａ Ｂ Ｃ 員 長 技師 Ａ Ｂ Ｃ 員

設 計 計 画 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0

現 地 踏 査 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

基本事項の決 法線等の見直し検討 1.0 1.0 1.0 2.0

定 護 岸 の 配 置 計 画 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5

構造物との取付検討 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0

小 計 2.0 2.5 1.5 2.0 4.0 2.5

景 観 検 討 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

本 体 設 計 基礎工検討諸元設定 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1.5

安 定 計 算 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5

小 計 1.0 1.5 2.5 1.0 1.5 3.0

付帯施設設計 階 段 工 等 0.5 0.5 0.5 0.5

排 水 管 渠 0.5 0.5 0.5 0.5

そ の 他 施 設 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0

小 計 0.5 1.5 1.5 0.5 1.5 2.0

施 工 計 画 施 工 計 画 1.5 2.0 0.5 1.5 2.5 0.5

仮 設 計 画 0.5 1.0 1.0 0.5 1.5 1.0

図 面 作 成 図 面 作 成 1.5 2.5 6.5 2.0 3.5 8.5

パ ー ス 作 成 0.5 1.0 1.0 0.5 1.5 1.0

数 量 計 算 0.5 1.5 2.5 1.0 2.0 4.0

照 査 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1.5

報 告 書 作 成 0.5 1.0 1.0 0.5 1.5 1.0

合 計 2.5 9.5 16.0 12.0 9.0 3.0 10.5 20.5 15.5 12.5
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１３－３－４ 設計協議

（１業務当り）

主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 備 考

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成果品納入時 0.5 0.5

（注）中間打合せの設計協議回数は，３回を標準とするが業務内容等を考慮し増減できるものとする。

なお，設計協議回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算するものと

する。
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１３－３－５ 歩掛の補正

護岸設計条件が標準歩掛と異なる場合には，標準歩掛に以下の補正係数を乗じて歩掛の補正を行うものとする。

Ｓ＝Ａ・（Ｋ ×Ｋ ×Ｋ ×Ｋ ） Ｓ：補正後の歩掛１ ２ ３ ４

Ａ：標準歩掛

Ｋｎ：各補正係数

(１) 設計延長に対する補正係数（Ｋ ）１

設計延長による補正係数は，次式により算出し標準歩掛に乗じるものとする。

なお，設計延長が１．４ｋｍを超える場合は，別途考慮とする。

Ｋ ＝０．００２５ｘ＋０．５ Ｋ ：設計延長による補正係数１ １

ｘ ：設計延長（ｍ）

(２) 基礎地盤条件による補正係数（Ｋ ）２

地盤条件 一 般 地 盤 軟 弱 地 盤

設計区分

詳 細 設 計 1.00 1.08

(３) 測点間隔による補正係数（Ｋ ）３

測点間隔(ｍ) 20～25 40～50

補 正 係 数 1.00 0.81

(４) 市街地における補正係数（Ｋ ）４

地 域 区 分 一 般 地 区 市 街 化 地 区

補 正 係 数 1.00 1.13

注1) 市街化地区とは既成市街地（ＤＩＤ区域）や都市計画区域等で，一般平地に比して小構

造物等が多く，又，変化点の多い地区が対象である。



第１４節 砂防施設設計

１４－１ 砂防えん堤設計

１４－１－１ 砂防えん堤予備設計

(1) 標 準 歩 掛

本歩掛の適用範囲は，えん堤高Ｈ＝15ｍ未満とする。

（１基当り）

主 任 主 任職 種
技師長 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

技術者 技 師区 分

設 計 計 画 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0基 本 事 項 検 討

1.0 1.5 2.0 3.5配 置 設 計

1.0 1.0 2.0 2.0 5.0施設 本 体 工 設 計

0.5 0.5 1.0設計 基 礎 工 検 討

1.0 1.0 1.0 1.5 2.0検討 景 観 検 討

2.0 2.0概 算 工 事 費 算 出

最 適 案 の 選 定 0.5 1.0 1.0

施 工 計 画 検 討 0.5 0.5 1.0

1.0 1.0照 査

1.0 1.0 1.0総 合 検 討

1.5 2.0 1.5 2.5報 告 書 作 成

0.0 0.0 7.0 10.5 12.0 10.0 15.0合 計

（注）１．予備設計において現地踏査を行う場合は，（技師Ａ 1.5人，技師Ｂ 1.0人）を別途

計上するものとする。

表14．１ 打合せ協議

(１業務当り)

職 種

主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 備 考区 分

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

（注）１．中間打合せ回数は，２回を標準とするが，業務内容を勘案し増減できるもの

とする。なお，打合せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の

人員を加算する。
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１４－１－２ 砂防えん堤詳細設計

(1) 標 準 歩 掛

本歩掛の適用範囲は，重力式（透過型・不透過型，えん堤高Ｈ＝15ｍ未満）とする。

なお，重力式透過型砂防えん堤のスリット部はコンクリート製及び鋼製に適用する。

（１基当り）

職 種 主 任 主 任
技師長 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員区 分

技術者 技 師

設 計 計 画 0.5 1.0 1.5

基 本 事 項 決 定 0.5 1.5 1.5

本 え ん 堤 工 2.0 3.0 4.0 5.0

施
副 え ん 堤 工 2.0 2.0 3.0

設 水 叩 き 工 0.5 1.5

側 壁 護 岸 工 1.0 1.5

設
床 固 工 1.0 1.5 1.0

基 礎 工 設 計 1.0 1.5 1.0計

景 観 設 計 1.5 2.0 2.0 2.0

施工計画・仮設構造物設計 2.0 2.5 2.5 3.5

数 量 計 算 2.0 4.0 4.5

照 査 0.5 0.5

総 合 検 討 1.0 1.5 1.0

報 告 書 作 成 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合 計 0.0 0.0 3.5 13.0 20.0 20.5 24.0

（注）１．えん堤基数が複数の場合は，「表14. ２ 歩掛の補正」に表す補正率を乗じて積算す

るものとする。

２．詳細設計の現地踏査は，（技師Ａ 1.0人，技師Ｂ 1.5人）を別途計上する。

３．施設設計内訳は，小項目に示したもので該当しない工種がある場合は，その人員数

を控除する。なお，設計計算は本業務区分の各小項目に含む。

表14．２ 歩掛の補正

えん堤基数が複数の場合

基 数 歩掛に乗ずる係数

１ 1.00

２ 1.80

1.0＋(ｎ－１)×0.8ｎ

（注）１．複数えん堤の割増しは，施設設計の該当しない工種を控除したのちに上表の係数

を乗ずるものとする。

２．前庭工として複数基の副えん堤を設ける場合は，別途考慮するものとし，本表は

適用しない。
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表14．３ 打合せ協議

(１業務当り)

職 種

主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 備 考区 分

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

（注）１．中間打合せ回数は，３回を標準とするが，業務内容を勘案し増減できるもの

とする。なお，打合せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の

人員を加算するものとする。
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１４－２ 流木対策工

１４－２－１ 流木対策調査

(1) 標 準 歩 掛

歩掛の適用範囲は，１業務２流域までとする。

（１業務当り）

職 種 主 任 主 任
技師長 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員区 分

技術者 技 師

計 画 準 備 0.5 1.0 1.0

現 地 調 査 1.5 1.5 2.5 2.0 2.0

2.0 4.0 3.5 2.0流 域 現 況 調 査

地 形 調 査 (0.5) (0.5) (1.0)

地 質 調 査 (0.5) (1.0)

林 相 調 査 (0.5) (1.0) (1.0)

荒 廃 状 況 調 査 (0.5) (0.5) (1.0)

既 往 災 害 調 査 (0.5) (1.0)

保全対象の状況調査 (1.0) (1.0)

既 存 施 設 調 査 1.0 1.5 1.0

未 計 上 分 の (0.5) (1.0)
施 設 諸 元 整 理

施設現況図作成 (0.5) (0.5) (1.0)

流 木 発 生 原 因 調 査 0.5 0.5 1.0

発生場所・量・長さ
1.0 0.5 1.0 1.0・ 直 径 の 調 査

総 合 検 討 0.5 1.0

0.0 0.0 3.0 7.0 10.0 8.0 6.0合 計

「( )は細目内訳人員数を示す。」

（注）１．「資料収集・整理」及び「報告書作成」は，各業務区分に含む。

２．打合せ協議については，表14．４により積算する。

３．１業務で２流域を超える場合は，別途考慮する。

表14．４ 打合せ協議

(１業務当り)

職 種

主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 備 考区 分

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

（注）１．中間打合せ回数は，２回を標準とするが，業務内容を勘案し増減できるもの

とする。なお，打合せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の

人員を加算する。
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１４－２－２ 流木対策施設計画

(1) 標 準 歩 掛

歩掛の適用範囲は１流域とし，流域面積は3.5km までとする。２

（１業務当り）

主 任 主 任職 種
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員技師長

技術者 技 師区 分

0.5 1.0 1.5計 画 準 備

1.0 1.5 1.0 1.0現 地 調 査

0.5 1.5 1.5流 出 流 木 量 の 設 定

0.5 0.5 1.0流木による被害の推定

1.5 1.0 2.0 3.0 0.5流木対策施設配置計画

(1.0) (1.0) (1.0) (1.5) (0.5)対 策 施 設 設 定

(0.5) (1.0) (1.5)対策優先度検討

0.5 0.5照 査

0.5 0.5総 合 検 討

0.0 0.0 4.0 5.0 7.0 6.5 0.5合 計

「( )は細目内訳人員数を示す。」

（注）１．「報告書作成」は，各業務区分に含む。

２．砂防基準点等に流出する流木の除去を計画するときは，「流木除去計画」として，

別途考慮する。

３．打合せ協議は，表14．５により積算する。

４．１業務で複数流域を行う場合は，別途考慮する。

表14．５ 打合せ協議
(１業務当り)

職 種
備 考主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ区 分

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

（注）１．中間打合せ回数は，２回を標準とするが，業務内容を勘案し増減できるもの

とする。なお，打合せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の

人員を加算する。
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１４－２－３ 流木対策工予備設計

(1) 標 準 歩 掛

本歩掛の適用範囲は，流木捕捉工１業務１基当たりで設計形態は新設の予備設計の歩掛である。

（１業務当り）

主 任職 種 主 任
技師長 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

技 師区 分 技術者

設 計 計 画 0.5 1.0 1.5

現 地 踏 査 1.0 2.0

基 本 事 項 検 討 0.5 1.0 1.5

施 設 設 計 検 討 1.0 1.0 3.5 5.5 5.5

設 計 計 算 (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (0.5)

基 本 図 面 作 成 (1.5) (2.5) (3.0)

数 量 算 出 (1.0) (2.0) (2.0)

概 算 工 事 費 算 出 2.0 2.0

最 適 案 の 選 定 0.5 0.5

照 査 1.0 0.5 1.0

総 合 検 討 0.5 1.0 1.0

合 計 0.0 0.0 4.0 6.0 10.5 7.5 7.5

「( )は細目内訳人員数を示す。」

（注）１．「配置計画」，「報告書作成」は各業務区分に含む。

２．「景観検討」を行う場合は，主任技師0.5人，技師Ａ0.5人，技師Ｃ1.0人を計上する。

３．「施工計画検討」を行う場合は，技師Ｂ0.5人，技師Ｃ1.5人を計上する。

４．打合せ協議については，表14．６によるものとする。

５．１業務で複数基行う場合は，別途考慮する。

表14．６ 打合せ協議

(１業務当り)

職 種

主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 備 考区 分

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

（注）１．中間打合せ回数は，２回を標準とするが，業務内容を勘案し増減できるもの

とする。なお，打合せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の

人員を加算する。
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１４－２－４ 流木対策工詳細設計

(1) 標 準 歩 掛

歩掛の適用範囲は，流木捕捉工１業務１基当たりで設計形態は新設の詳細設計の歩掛である。

また，高さ15ｍ未満，幅80ｍ未満とし，部材種別は鋼製とする。

（１業務当り）

職 種 主 任 主 任
技師長 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

区 分 技術者 技 師

設 計 計 画 1.5 1.5 1.5

現 地 踏 査 1.0 2.0

基 本 事 項 決 定 1.5 2.0 3.5

地 質 条 件 (0.5) (0.5) (1.0)

設 計 条 件 (0.5) (1.0) (1.5)

環 境 条 件 (0.5) (0.5) (1.0)

施 設 設 計 3.5 5.5 5.5 2.5

設 計 計 算 (2.0) (2.0) (2.5)

設 計 図 作 成 (1.5) (3.5) (3.0) (2.5)

数 量 計 算 3.0 4.0 5.5

照 査 0.5 1.0 1.5

総 合 検 討 1.5 1.0 1.0 0.5

合 計 0.0 0.0 5.0 10.0 18.0 10.0 8.0

「( )は細目内訳人員数を示す。」

（注）１．「報告書作成」は，各業務区分に含む。

２．「景観設計」を行う場合は，技師Ａ1.0人，技師Ｂ2.0人を計上する。

３．「施工計画及び仮設構造物設計」を行う場合は，主任技師1.0人，技師Ａ1.5人，

技師Ｂ2.5人，技師Ｃ3.0人を計上する。

４．打合せ協議は，表14．７によるものとする。

５．１業務で複数基行う場合は，別途考慮する。

表14．７ 打合せ協議
(１業務当り)

職 種
主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 備 考区 分

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

（注）１．中間打合せ回数は，２回を標準とするが，業務内容を勘案し増減できるもの

とする。なお，打合せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の

人員を加算する。
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１４－３ 流路工の設計

１４－３－１ 流路工詳細設計

(1) 標 準 歩 掛

本歩掛の適用範囲は流路工延長250m以下，流路工幅60m以下とし，流路工延長250mを超え

1,000m以下については表14．８の歩掛補正率による。ただし，流路工延長1,000mを超えるもの，

流路工幅60mを超えるものについては別途とする。

（１箇所当り）

主 任 主 任職 種
技師長 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

技術者 技 師区 分

設 計 計 画 0.5 1.0 1.5

基 本 事 項 決 定 0.5 1.0 1.0

施 護 岸 工 1.5 1.0 2.0 3.0

設 床 固 工 2.0 2.0 1.5 2.5

設 帯 工 1.0 2.0

計 護 床 工 1.5 1.5 1.0

施工計画・仮設構造物設計 1.5 1.0 1.5

数 量 計 算 1.0 2.0 2.5 3.0

照 査 0.5 1.5

総 合 検 討 1.0 2.0 0.5

報 告 書 作 成 1.0 1.5 1.5 1.0 2.0

合 計 0.0 0.0 3.5 11.5 12.5 10.5 15.0

（注）１．流路工幅とは，流路工護岸天端間の内幅とする。

２．詳細設計において現地踏査を行う場合は，（技師Ａ 1.0人，技師Ｂ 1.5人）を別途

計上するものとする。

３．施設設計の小項目に該当しない工種がある場合はその人員数を控除するものとする。

また，管理用道路設計及び景観設計を行う場合は表14．９により別途計上するものと

する。

４．床固工及び帯工を複数基設計する場合は，床固工及び帯工の人員を表14．10により

補正するものする。

５．付属施設として取水工・排水工の設計を行う場合は，表14．11により別途計上する

ものとする。

６．階段工及び魚道工を行う場合は別途計上するものとする。

７．打合せ協議については，表14．12によるものとする。
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(2) 流路工詳細設計歩掛の補正等

表14．８ 歩掛補正率

流路工延長 摘 要

250m以下 250m～1,000m以下 ｙ:補正率(小数点３位四捨五入２位止)

補 正 率 100(%) ｙ=0.07(ｘ)+82.5(%) ｘ:流路工延長（m）

（注）１．上記歩掛補正率は，床固工・帯工・管理用道路・景観設計及び現地踏査には適用し

ない。

表14．９ 管理用道路・景観設計
(１箇所当り)

職 種 主 任
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

区 分 技 師

管 理 用 道 路 1.5 1.0 1.5

景 観 設 計 2.5 3.0 5.5 6.0 7.5

表14．10 床固工・帯工の複数基の補正

区 分 補 正 係 数 備 考

床 固 工
１＋(ｎ－１)×０．２３ ｎ：床固工・帯工の基数

帯 工

（注）１．上記床固工・帯工の複数基の補正は，床固工１１基，帯工８基まで適用とする。

表14．11 付属施設による人員の加算

（１基当り）

職 種
技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

区 分

取 水 工 ・ 排 水 工 0.5 1.5 1.5

（注）１．取水工・排水工設計を複数基行う場合は，１＋(ｎ－１)×０．２６（ｎ＝基数）

により，補正するものとする。ただし，取水工・排水工設計を複数基行う場合の

適用範囲は６基までとする。

表14．12 打合せ協議 （１業務当り）

職 種
主任技師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 備 考

区 分

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 １回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

（注）１．中間打合せ回数は，２回を標準とするが，業務内容を勘案し増減できるもの

とする。なお，打合せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の

人員を加算する。
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第 節 洪水痕跡調査業務
－１ 適用範囲

(1) この積算基準は，堤外側における洪水痕跡調査業務に適用する。

(2) この積算基準を適用できる業務は，流心延長距離が８０㎞までのものとする。

－２ 業務費の構成

人件費等

材料費

機械経費

旅費交通費

直 接 調 査 費

直接経費 安全費

その他

洪水痕跡調査

業務価格

技術管理費 精度管理費

洪水痕跡調査業務費

間 接 調 査 費

諸経費

一般管理費等

消費税相当額

－３ 業務費構成費目の内容

(1) 直接調査費

直接調査費は，次の各項目について計上する。

1)人件費等

人件費等は，当該調査業務に従事する者の人件費及び賃金である。なお名称及びその基準

日額等は別途定める。

2)材料費

材料費は，当該調査業務を実施するのに要する材料の費用である。

3)機械経費

機械経費は，当該調査業務を実施するのに要する費用である。その算定は，別に定められ

た「請負工事機械経費積算要領」に基づいて積算するものを除き，別途定める「測量機械等

損料算定表」による。

4)直接経費

①旅費交通費

当該調査業務に従事する者に係る旅費・交通費であり，「参考資料」第１編第２章第１

節１－３旅費交通費に準じて積算する。

②安全費

安全費は，調査業務における安全対策に要する費用であり，必要に応じて積み上げ計算

を行う。

③その他

機材運搬，伐木補償，車借上料などに要する費用を計上する。
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5)技術管理費

技術管理費として精度管理費を計上する。精度管理費は当該調査業務の精度を確保する為

に行う検測，精度管理表の作成及び機械器具の検定の費用であり，「測量業務積算基準」を

準用するものとする。ただし，精度管理費の対象額は，痕跡測量のみとする。

(2) 間接調査費

間接調査費は，動力用水光熱費，その他の費用で，直接調査費で積算された以外の費用及び

図面トレース等の専門業に外注する場合に必要となる間接的な経費，業務実績の登録等に要す

る費用である。なお，間接調査費は一般管理費等を合わせて諸経費として計上する。

(3) 一般管理費等

一般管理費等は，一般管理費及び付加利益からなる。

1)一般管理費

一般管理費は，調査業務を実施する企業の本店及び支店における経費であって，役員報酬，

従業員給与手当，退職金，法定福利費，福利厚生費，事務用品費，通信交通費，動力用水光

熱費，広告宣伝費，交際費，寄付金，地代家賃，減価償却費，租税公課，保険料，雑費等を

含む。

2)付加利益

付加利益は，調査業務を実施する企業を継続的に運営するのに要する費用であって，法人

税，地方税，株主配当金，役員賞与金，内部留保金，支払利息及び割引料，支払保証料，そ

の他の営業外費用等を含む。

(4) 消費税相当額

消費税相当額は，消費税相当分とする。

－４ 業務費の積算方式

業務費は，次式によって積算する。

業務費＝（直接調査費）＋（間接調査費）＋（一般管理費等）＋（消費税相当額）

＝（直接調査費）＋（諸経費）＋（消費税相当額）

＝〔（直接調査費）×｛１＋（諸経費率）｝〕×｛１＋（消費税）｝

諸経費

諸経費率は，「測量業務積算基準」の諸経費率を準用するものとする。

－５ 業務内容

(1) 調査業務の構成

洪水痕跡調査業務 打合せ協議

計画準備

現地踏査

現地確認作業 痕跡の確認，痕跡状況写真撮影

痕跡のマーキング

痕跡位置の平面図への記入

痕跡測量 直接測量

間接測量

痕跡図及び写真集の作成 河川平面図

河川縦断図

河川横断図

痕跡状況写真集

点検整理
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(2) 打合せ協議

業務に必要な打合せであり，第１回打合せ，中間打合せ（１回），成果品納入時の計３回を

標準とするが，必要に応じて中間打合せ回数を増減することができるものとする。

(3) 計画準備

業務に必要な作業計画，方法，工程及び作業編成，人員計画等の計画準備である。

(4) 現地踏査

現地踏査は，洪水の痕跡状況の把握，測量作業計画等のための事前調査である。

(5) 現地確認作業

現地確認作業は，洪水の痕跡位置を確認調査（聞き込み等による方法を含む）を行い，確認

された痕跡位置にマーキングをし，貸与された平面図にその位置を記入するものである。また

併せて痕跡状況写真の撮影を行う。

(6) 痕跡測量

痕跡測量は，堤外側における左右岸の痕跡位置，各１点の測量（高さ，位置）とし，測点間

隔は２００ｍを標準とする。

(7) 痕跡図及び写真集の作成

貸与された図面に，痕跡測量で得られた結果を記入し，下記の痕跡図面を作成する。また，

現地確認作業の結果を基に痕跡状況写真集を作成する。

1)河川平面図

河川平面図に洪水痕跡線を記入する。

2)河川縦断図

左右岸の各１点の痕跡測量結果に基づき，河川縦断図に左右岸別の縦断痕跡線を記入する。

3)河川横断図

左右岸の各１点の痕跡測量結果に基づき，河川横断図に痕跡水位を記入する。

4)痕跡状況写真集

痕跡確認作業時に撮影した痕跡状況の写真集を作成する。

(8) 点検整理

痕跡測量についての計算点検，作図点検，作業実施報告書，社内点検，校正直し等を行うも

のである。



－６ 標準歩掛

所 要 日 数 内 編 成 延 人 日 数

測 測 測 測 普 外 測 測 測 測 普 測 測 測 測 普
作 業 工 程

量 量 量 量 通 業 量 量 量 量 通 量 量 量 量 通

及 び 主 技 技 助 作 の 主 技 技 助 作 主 技 技 助 作
計

任 師 師 手 業 別 任 師 師 手 業 任 師 師 手 業
標 準 作 業 量

技 補 員 技 補 員 技 補 員

師 師 師

第一回打合せ
内 0.5 0.5 1.0

１ 業 務 当 り

中 間 打 合 せ
打 合 せ 協 議 内 0.5 0.5

１ 業 務 当 り

成果品納入時
内 0.5 0.5 1.0

１ 業 務 当 り

計 画 準 備
内 0.5 1.0 1.0 2.5

１ 業 務 当 り

現 地 踏 査
0.5 0.5 0.5 外 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1.5

１ ０ ㎞ 当 り

痕跡の確認，
痕跡状況写真撮影 0.5 0.5 0.5 外 2 2 2 1.0 1.0 1.0 3.0

１０㎞当り

痕跡のマーキング
現地確認作業 0.5 0.5 0.5 外 2 2 2 1.0 1.0 1.0 3.0

１０㎞当り

痕跡位置の
平面図への記入 0.5 0.5 0.5 外 2 2 2 1.0 1.0 1.0 3.0
１０㎞当り

直 接 測 量
1.5 3.0 3.0 3.0 外 1 1 1 1 1.5 3.0 3.0 3.0 10.5

１ ０ ㎞ 当 り

痕 跡 測 量

間 接 測 量
1.0 2.0 2.0 2.0 外 1 1 1 1 1.0 2.0 2.0 2.0 7.0

１ ０ ㎞ 当 り

河 川 平 面 図
内 1.5 4.0 4.0 9.5

１ 業 務 当 り

河 川 縦 断 図
内 1.5 3.5 3.5 8.5

痕 跡 図 及 び １ 業 務 当 り

写真集の作成 河 川 横 断 図
内 1.0 2.0 2.0 5.0

１ 業 務 当 り

痕跡状況写真集
内 0.5 2.0 2.0 4.5

１ 業 務 当 り

点 検 整 理
内 0.5 1.0 1.0 2.5

１ ０ ㎞ 当 り

注）痕跡測量は，直接測量を標準とし，間接測量は，直接測量が実施できない場合に適用するものとする。
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機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成
作 業 工 程

及 び
名 称 規 格 単位 数量 項 目 備 考 品 名 規 格 単位 数量 摘 要

標準作業量

ﾗ ｲ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ １．５Ｌ 台日 0.5 ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ ㍑ 2.6 2.6㍑＊1.0ｈ

ﾗ ｲ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ １．５Ｌ 台時 1.0 雑 品 式 １

現 地 踏 査 雑 器 材 式 １

１０㎞当り 各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 3.5 % 通信運搬費等 0 % 材料費 1.0 %

ﾗ ｲ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ １．５Ｌ 台日 1.5 木 杭 4.5*4.5*45 本 51

ﾗ ｲ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ １．５Ｌ 台時 3.0 ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ ㍑ 7.8 2.6㍑＊3.0ｈ

現地確認作業 雑 器 材 式 １ 雑 品 式 １

１０㎞当り 各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 2.5 % 通信運搬費等 0 % 材料費 5.0 %

ﾗ ｲ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ １．５Ｌ 台日 3.0 ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ ㍑ 15.6 2.6㍑＊6.0ｈ

ﾗ ｲ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ １．５Ｌ 台時 6.0 雑 品 式 １

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ ３級 台日 3.0
直 接 測 量

雑 器 材 式 １
１０㎞当り

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 4.0 % 通信運搬費等 0 % 材料費 1.0 %
痕跡測量

ﾗ ｲ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ １．５Ｌ 台日 2.0 ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ ㍑ 10.4 2.6㍑＊4.0ｈ

ﾗ ｲ ﾄ ﾊ ﾞ ﾝ １．５Ｌ 台時 4.0 雑 品 式 １

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 2.0
間 接 測 量

雑 器 材 式 １
１０㎞当り

各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 4.0 % 通信運搬費等 0 % 材料費 1.0 %

雑 品 式 １

痕跡図及び

写真集の作成

１業務当り 各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0 % 通信運搬費等 0 % 材料費 1.5 %

雑 品 式 １

点 検 整 理

１０㎞当り
各費目の直接人件費に対する割合

費 目 割 合 費 目 割 合 費 目 割 合 摘 要

機械経費 0 % 通信運搬費等 0 % 材料費 5.0 %

－７ 標準歩掛の変化率

（１） 地形による変化率

適用作業：現地踏査，現地確認作業，痕跡測量

地 形 平 地 山 地

＋０．９変化率 ０．０

（注）１．「測量業務積算基準」の平地及び丘陵地を平地，低山地及び高山地

を山地とする。

２．平地及び山地にまたがる場合は，各延長を用いた加重平均値を小数

第２位まで算出する。
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第 節 河川水辺環境調査（河川空間利用実態調査）
－１ 河川水辺環境調査（河川空間利用実態調査）業務積算基準

－１－１ 適用

この積算基準は，河川水辺環境調査(河川空間利用実態調査編)を業務委託により実施する場合に

適用する。

調査の内容は，「平成１６年度 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)（河川空間利用実態調査編）

国土交通省河川局河川環境課」（以下「マニュアル案」という。）によるものとする。

調査実施日は，表２．１を基準とする。

表２．１ 調査実施日

季節 実 施 日 河川空間利用者数調査

4月29日（昭和の日） ○
休日

春季 5月 5日（こどもの日） ○

平日 5 月 の 第 3 月 曜 日 ○

休日 7 月 の 最 終 日 曜 日 ○
夏季

平日 7月の最終日曜日の翌日 ○

秋季 休日 11月3日（文化の日） ○

冬季 休日 成 人 の 日 ○

計 7回

－１－２ 河川水辺環境調査（河川空間利用実態調査）業務委託料の積算及び構成

業務委託料の積算は，第１編第１章測量業務積算基準に準ずるものとし，業務委託料の構成は以

下のとおりとする。

直接人件費 事務用品費

直接業務費 旅費交通費

直接経費 電子計算機使用料

及び機械器具損料

業務価格 特許使用料,その他

業務委託料 間接業務費 諸経費 の直接経費

消費税相当額

－１－３ 業務の構成

(１) 計画準備

計画準備では，第１回打合せに先立ち業務全般を見通し，調査の要点を確認し，業務計画書

を作成する。

(２) 打合せ

打合せは，業務着手時，各作業の中で主要な区切りの時点及び成果品納品時に行う。

(３) 河川空間利用実態調査

河川空間利用実態調査とは，マニュアル案に基づく河川空間の利用者数の実態調査とその集

計を行うまでの業務である。

(４) 水系様式の作成

水系様式の作成は，マニュアル案に基づくとりまとめを水系単位で実施し，水系ごとに様式

を作成するまでの業務である。
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－１－４ 歩掛使用上の留意点

(１) 歩掛の構成

この歩掛は，河川空間利用実態調査については，一箇所または一定延長における７回１式当

りの現地調査の歩掛を示している。

なお，「川の通信簿」については，別途考慮するものとする。

表２．２ 歩掛運用の仕方

業務 の項 目 仕 様

計 画 準 備 1業務当りの標準歩掛

打 合 せ 1業務当りの標準歩掛

河川空間利用 有料施設区域の調査 1業務当りの標準歩掛

実 態 調 査 定 点 観 測 1箇所当りの標準歩掛

区 間 観 測 10㎞当りの標準歩掛

集計(様式Ａ－1～7) 10㎞当りの標準歩掛

水 系様 式 の作 成(様式Ｄ－1～7) 1業務当りの標準歩掛

報 告 書 作 成 1業務当りの標準歩掛

(２) 打合せ

各段階における打合せの歩掛は次表を標準とする。

職 種 測量主 測 量 測 量
備 考

打合せ時期 任技師 技 師 技師補

業 務 着 手 時 0.5 0.5

中 間 打 合 せ 0.5 0.5 1回当り

成 果 品 納 入 時 0.5 0.5

（注）１．各作業の中で主要な区切りの時点で中間打合せを行うものとする。

２．中間打合せは各季別に１回程度行うものとする。

３．打合せ回数は，特記仕様書に明示するものとする。

４．業務着手時及び成果品納入時には，原則として主任技術者が立ち会うよう特記仕様

書に明示するものとする。

－２ 河川水辺環境調査(河川空間利用実態調査)業務標準歩掛

職 種 測量主 測 量 測 量 測 量 普 通

区 分 任技師 技 師 技師補 助 手 作業員

計 画 準 備 1.0 1.0 1.5 1.0

河川空間利用 有料施設区域の調査(1業務当り) 0.5

実 態 調 査 定 点 観 測(1箇所当り) 0.5 1.5 3.0

区 間 観 測 (10㎞当り) 1.5 3.0

(7回1式) 集計(様式Ａ－1～7) (10㎞当り) 0.5

水 系 様 式 の 作 成 ( 様 式 Ｄ － 1 ～ 7 ) 0.5 3.0 3.0

報 告 書 作 成 0.5 1.0 1.5 5.0

歩掛使用上の留意点

①実態調査は年間７回調査を実施する標準歩掛である。

②有料施設区域の調査は１業務当りとし，有料施設が６箇所以内を対象とする。

（１業務当り）
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③区間観測は定点観測区間を除く区間の観測歩掛で，調査対象区間の延長は200㎞以下とする。

④定点観測及び区間観測は，高水敷等に樹林等の障害物があり観測が困難な場合，あるいは高水

敷が広く観測が困難な場合については別途積算する。

⑤実態調査集計(様式Ａ－１～７)並びに水系様式の作成は，ブロック数が８箇所，また定点区域

が21箇所以下を標準とする。

⑥上記の範囲を超えるものは別途積算とする。



第３節道路施設点検業務 
３－１ 道路防災カルテ点検業務積算基準 

３－１－１ 適用範囲 

この積算基準は，道路防災カルテ点検業務に適用する。 

３－１－２ 業務委託料の構成 

「設計業務等積算基準」に準ずる。 

３－１－３ 業務委託料の積算 

「設計業務等積算基準」に準ずる。 

なお、事務用品費として，防災カルテによる点検に係る直接人件費の１％を直接経費に計上すること。 

３－１－４ 作業区分 

標準歩掛に含まれる作業内容は， 以下のとおりとする。 

（１）防災カルテによる点検 

作業項目 内容 

目視による観察 防災カルテに基づき， 必要に応じて斜面や構造物など点検対象を登っ
て（あるいは降りて）の目視観察を行う場合を含む。 

計測 必要に応じてメジャーやスタッフを使用した簡便な計測を実施する。 
防災カルテに基づき， 必要に応じて斜面や構造物など点検対象を登っ

て（あるいは降りて）の計測を行う場合を含む。 

記録 標準的な作業とは， 防災カルテ点検結果の記入書式および写真帳に示
す程度の記載および写真撮影とする。 

ただし， 点検対象に変化が認められた場合は， 基本的な対策方針の立
案に必要となる記載及び写真撮影を行う。 

標準歩掛に含まれないもの 以下の項目は標準的な作業に含まれない。 
・通行規制時のパトロール，解除に関する助言 
・対策施工箇所における三者立会・協議（完了時など） 
・変状発生箇所の詳細調査 
・学識経験者の視察対応（現地同行など） 
・災害発生時の緊急対応 
・防災総点検（カルテ新規作成） 

 

（２）防災カルテ修正・報告書作成 

作業項目 内容 

修正 ・防災カルテ点検結果の記入書式への記載及び付随する写真帳（通常１箇

所あたり１回の点検につき１枚～数枚程度）を作成する。 

・防災カルテの修正が必要とされる程度の変化が認められた場合は，防災

カルテ様式の修正・加筆を行う。 

報告書作成 防災カルテ，カルテ点検結果を報告書としてとりまとめる。 

標準歩掛に含まれないもの 以下の項目は， 標準的な作業に含まれない。 

・通行規制時のパトロール，解除に関する対応に伴う準備，資料作成・対

策施工箇所における三者立会・協議（完了時など）に伴う準備，資料作成

・変状発生箇所の詳細調査に伴う準備，資料作成 

・学識経験者の視察対応に伴う準備，資料作成 
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３－１－５ 標準歩掛 

（１）計画準備 

（１業務当り） 

職種
区分 

直接人件費 

技師長 主任技師 
技師 
（A) 

技師 
（B) 

技師 
（C) 

技術員 

計画準備  １．０ １．０  １．５  

 

（２）打合せ協議 

（１業務当り） 

職種
時期 

直接人件費 備考 

技師長 主任技師
技師 
（A) 

技師 
（B) 

技師 
（C) 

技術員  

業務着手時期  ０．５ ０．５     

中間打合せ   ０．５  ０．５  １回当り

成果品納入時  ０．５ ０．５     

（注）１．中間打合せ回数については１回を標準とするが，業務内容に応じて増減できるものとする。 

 

（３）防災カルテによる点検 

（１０箇所当り） 

職種 
点検 
対象項目 

点検 
条件 

直接人件費 

技師長 主任技師
技師 
（A) 

技師 
（B) 

技師 
（C) 

技術員 

落石・崩壊 
岩盤崩落 
地滑り 
土石流 

平地     １．０ １．０ 

丘陵地 
・ 

低山地 
    １．５ １．０ 

高山地     ２．０ １．５ 

盛土 －     １．５ １．０ 

擁壁 －     １．０ １．０ 

雪崩 －     １．０ １．０ 

地吹雪 －     １．０ ０．５ 

橋梁基礎の
洗掘 

－ 
    １．５ １．０ 
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点検条件は表３．１によるものとする。 

表３．１ 点検条件 

平地 現地での点検は、現道からの観察が主体 

丘陵地・低山地 現地での点検は、斜面を登っての観察が主体 

高山地 現地での点検は、斜面を登っての観察が主体 

（注）１．平地、丘陵地・低山地、高山地については，「設計業務等標準積算基準書（参考資料） 第２編

測量業務積算基準（参考資料）」の１－５地域差による変化率適用区分「表１－１－２ 地域差

による変化率（標準例）」を参照すること。 

 

（４）防災カルテ修正・報告書作成 

（１０箇所当り） 

職種
区分 

直接人件費 

技師長 主任技師 
技師 
（A) 

技師 
（B) 

技師 
（C) 

技術員 

修正・報告書
作成 

  ０．５  ０．５ ０．５ 
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第１編 総則

第１章 総則（参考資料）

第１節 用語の定義

積算基準 ： 適用範囲，業務費構成，構成費目の内容，積算方法等，積算に係わる基準を定めたもの。

標準歩掛 ： 単位作業量，業務に必要な技術者等の職種，人員数，材料の種類・使用量，機械の機種・規

格・運転時間，各種条件に対する補正方法等を定めたもの。

適用範囲 ： 標準歩掛が適用できる範囲を示したもの。

作業区分 ： 各作業における作業内容を整理したもの。

参考資料 ： 積算基準，標準歩掛の統一的な運用を図るために，歩掛の運用方法，数量の算出方法，業務

のフロー図，積算例等をまとめたもの。

フロー図 ： 業務の流れ，区分・項目，関連事項との対比を整理した図。

積 算 例 ： 標準歩掛において，各種条件に対する補正方法や類似設計の積算方法についての例。

第２節 設計等における数値の扱い

２－１ 設計単価等の扱い

設計に使用する単価は，消費税抜きで積算するものとする。交通運賃等の内税で表示されている単価

については，次式により求めた単価とする。

（設計に使用する単価）＝（内税単価）÷（１＋消費税率）

なお，算出された単価に端数が生じる場合は，１円単位（１円未満切捨て）とする。

２－２ 端数処理等の方法

（１） 数量

　数量に補正を行う場合，補正係数を乗じた設計数量は，小数第１位（小数第２位四捨五入）まで算

出する。ただし，設計数量が１未満の場合は，小数第２位（小数第３位四捨五入）で算出する。

（２）　単価（単価表及び内訳書の各構成要素の単価）

　補正及び変化率等により単価に端数が生じる場合は，１円単位（１円未満切捨て）とする。

（３） 補正係数及び変化率

　補正係数及び変化率は，小数第２位（小数第３位四捨五入）まで算出する。

（４） 金額

　各構成要素の金額（設計数量×単価）は１円単位（１円未満切捨て）とする。

（５） 雑品（地質調査業務についてのみ）

　雑品は，個々の歩掛に示された割合を計上することとし，１円単位（１円未満切捨て）とする。

（６） 単価表の合計金額

　　設計業務等

原則として，端数処理は行わない。

（７） 内訳書の合計金額

　原則として，端数処理は行わない。

（８） 経費を算出する際の係数

　経費を算出する際の係数（α／（１－α）など）の端数は，個別に明記されている場合を除き，

　パーセント表示の小数第２位（小数第３位四捨五入）まで算出する。

　

（９） 業務価格

　業務価格は，1,000円単位とする。1,000円単位での調整は諸経費又は一般管理費等で行う。ただし，

　　　　　　なお，複数の諸経費又は一般管理費等を用いる場合であっても，各々の諸経費又は一般管理費等で

　　　　　端数調整（1,000円単位で切捨て）するものとする。

　　　　　　ただし，単価契約は除くものとする。
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単

２－３ 設計表示単位

（１） 設計表示単位の取扱い

１） 設計表示単位及び数位は，次項以降の（２）設計表示単位一覧のとおりとする。

２） 設計数量が設計表示単位に満たない場合は，有効数字１桁（有効数字２桁目四捨五入）の数量を設

計表示単位とする。

３） （２）設計表示単位一覧以外の工種について設計表示単位を定める必要が生じた場合は，（２）設

計表示単位一覧及び業務内容等を勘案して適正に定めるものとする。

４） 設計計上数量は，算出された数量を設計表示単位に四捨五入して求めるものとする。

５） 設計表示単位及び数位の適用は各細別毎を原則とし，工種・種別は１式を原則とする。

６） 契約数量は設計計上数量とする。

７） 設計表示数位に満たない設計変更は契約変更の対象としないものとする。

８） 単価契約には設計表示単位及び数位は適用しない。

86195
長方形



（
２

）
設

計
表

示
単

位
一

覧

積
算

表
示

契
約

表
示

項
目

工
種

種
別

細
別

備
考

単
位

数
位

単
位

数
位

測
量

基
準

点
測

量
１

～
４

級
基

準
点

測
量

１
～

４
級

基
準

点
測

量
点

1
点

1
業

務
基

準
点

設
置

点
1

点
1

水
準

測
量

１
～

４
級

水
準

測
量

１
～

４
級

水
準

測
量

観
測

ｋ
ｍ

1
ｋ

ｍ
1

1
0
0
ｋ

ｍ
未

満
は

0
.
1
ｋ

ｍ
水

準
点

設
置

点
1

点
1

現
地

測
量

現
地

測
量

ｋ
㎡

0
.
0
0
1

ｋ
㎡

0
.
0
0
1

空
中

写
真

測
量

撮
影

ｋ
㎡

1
ｋ

㎡
1

撮
影

計
画

ｋ
㎡

1
標

定
図

作
成

ｋ
㎡

1
標

定
図

複
製

ｋ
㎡

1
総

運
航

時
間

0
.
0
1

撮
影

時
間

0
.
0
1

滞
留

日
1

写
真

処
理

枚
1

標
定

点
対

空
標

識
の

設
置

点
1

点
1

標
定

点
測

量
点

1
点

1
刺

針
点

1
点

1
簡

易
水

準
測

量
ｋ

ｍ
1

ｋ
ｍ

1
1
0
0
ｋ

ｍ
未

満
は

0
.
1
ｋ

ｍ
図

化
数

値
図

化
ｋ

㎡
0
.
0
1

ｋ
㎡

0
.
0
1

レ
ベ

ル
2
,
5
0
0
は

0
.
1
ｋ

㎡
（

レ
ベ

ル
5
0
0
～

1
,
0
0
0
）

作
業

計
画

ｋ
㎡

0
.
0
1

現
地

調
査

ｋ
㎡

0
.
0
1

空
中

三
角

測
量

ﾓ
ﾃ
ﾞ
ﾙ

1
数

値
図

化
ｋ

㎡
0
.
0
1

数
値

編
集

ｋ
㎡

0
.
0
1

補
測

編
集

ｋ
㎡

0
.
0
1

数
値

地
形

図
ﾃ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ
の

作
成

ｋ
㎡

0
.
0
1

既
成

図
数

値
化

既
成

図
数

値
化

ｋ
㎡

0
.
1

ｋ
㎡

0
.
1

（
レ

ベ
ル

2
,
5
0
0
）

作
業

計
画

ｋ
㎡

0
.
1

計
測

用
基

図
作

成
ｋ

㎡
0
.
1

計
測

ｋ
㎡

0
.
1

編
集

ｋ
㎡

0
.
1

数
値

地
形

図
ﾃ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ
の

作
成

ｋ
㎡

0
.
1

参1-1-3



積
算

表
示

契
約

表
示

項
目

工
種

種
別

細
別

備
考

単
位

数
位

単
位

数
位

測
量

応
用

測
量

路
線

測
量

現
地

踏
査

ｋ
ｍ

0
.
0
1

式
1

業
務

伐
採

ｋ
ｍ

0
.
0
1

式
1

線
形

決
定

(
条

件
点

の
観

測
)

点
1

点
1

線
形

決
定

ｋ
ｍ

0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

Ｉ
Ｐ

設
置

ｋ
ｍ

0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

中
心

線
測

量
ｋ

ｍ
0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

仮
Ｂ

Ｍ
設

置
測

量
ｋ

ｍ
0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

縦
断

測
量

ｋ
ｍ

0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

横
断

測
量

ｋ
ｍ

0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

詳
細

測
量

（
縦

断
測

量
）

ｋ
ｍ

0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

詳
細

測
量

（
横

断
測

量
）

ｋ
ｍ

0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

用
地

幅
杭

設
置

測
量

ｋ
ｍ

0
.
1

ｋ
ｍ

0
.
1

１
k
m
未

満
は

0
.
0
1
k
m

河
川

測
量

現
地

踏
査

ｋ
ｍ

0
.
1

式
1

距
離

標
設

置
測

量
点

1
点

1
水

準
基

標
測

量
ｋ

ｍ
0
.
1

ｋ
ｍ

0
.
1

河
川

定
期

縦
断

測
量

ｋ
ｍ

0
.
1

ｋ
ｍ

0
.
1

河
川

定
期

横
断

測
量

本
1

本
1

河
川

定
期

横
断

測
量

複
写

断
面

1
断

面
1

法
線

測
量

ｋ
ｍ

0
.
1

ｋ
ｍ

0
.
1

ダ
ム

・
貯

水
池

深
浅

測
量

測
線

1
測

線
1

河
川

深
浅

測
量

測
線

1
測

線
1

海
岸

深
浅

測
量

測
線

1
測

線
1

参1-1-4



積
算

表
示

契
約

表
示

項
目

工
種

種
別

細
別

備
考

単
位

数
位

単
位

数
位

測
量

用
地

測
量

資
料

調
査

公
図

等
の

転
写

㎡
1
0
0

㎡
1
0
0

1
,
0
0
0
㎡

未
満

は
1
0
㎡

業
務

地
積

測
量

図
転

写
㎡

1
0
0

㎡
1
0
0

土
地

登
記

簿
調

査
㎡

1
0
0

㎡
1
0
0

建
物

登
記

簿
調

査
戸

1
戸

1
権

利
者

確
認

調
査

（
当

初
）

㎡
1
0
0

㎡
1
0
0

1
,
0
0
0
㎡

未
満

は
1
0
㎡

権
利

者
確

認
調

査
（

追
跡

）
人

1
人

1
公

図
等

転
写

連
続

図
作

成
㎡

1
0
0

㎡
1
0
0

1
,
0
0
0
㎡

未
満

は
1
0
㎡

境
界

確
認

復
元

測
量

㎡
1
0
0

㎡
1
0
0

境
界

確
認

㎡
1
0
0

㎡
1
0
0

土
地

境
界

立
会

確
認

書
作

成
㎡

1
0
0

㎡
1
0
0

境
界

測
量

補
助

基
準

点
の

設
置

㎡
1
0
0

㎡
1
0
0

境
界

測
量

㎡
1
0
0

㎡
1
0
0

用
地

境
界

仮
杭

設
置

㎡
1
0
0

㎡
1
0
0

用
地

境
界

杭
設

置
本

1
本

1
境

界
点

間
測

量
境

界
点

間
測

量
㎡

1
0
0

㎡
1
0
0

1
,
0
0
0
㎡

未
満

は
1
0
㎡

面
積

計
算

面
積

計
算

㎡
1
0
0

㎡
1
0
0

用
地

実
測

図
原

図
等

の
作

成
用

地
実

測
図

原
図

作
成

㎡
1
0
0

㎡
1
0
0

用
地

現
況

測
量

（
建

物
等

）
㎡

1
0
0

㎡
1
0
0

用
地

平
面

図
作

成
㎡

1
0
0

㎡
1
0
0

土
地

調
書

作
成

㎡
1
0
0

㎡
1
0
0

公
共

用
地

境
界

確
定

協
議

現
況

実
測

平
面

図
作

成
㎡

1
0
0

㎡
1
0
0

横
断

面
図

作
成

ｋ
ｍ

0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

依
頼

書
作

成
ｋ

ｍ
0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

協
議

書
作

成
ｋ

ｍ
0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

地
質

直
接

調
査

費
機

械
ボ

ー
リ

ン
グ

土
質

ボ
ー

リ
ン

グ
ｍ

0
.
1

ｍ
0
.
1

調
査

岩
盤

ボ
ー

リ
ン

グ
ｍ

0
.
1

ｍ
0
.
1

業
務

サ
ン

プ
リ

ン
グ

シ
ン

ウ
ォ

ー
ル

サ
ン

プ
リ

ン
グ

本
1

本
1

デ
ニ

ソ
ン

サ
ン

プ
リ

ン
グ

本
1

本
1

ト
リ

プ
ル

サ
ン

プ
リ

ン
グ

本
1

本
1

サ
ウ

ン
デ

ィ
ン

グ
標

準
貫

入
試

験
回

1
回

1
及

び
原

位
置

試
験

孔
内

水
平

載
荷

試
験

回
1

回
1

ｽ
ｳ
ｪ
ｰ
ﾃ
ﾞ
ﾝ
式

ｻ
ｳ
ﾝ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ﾝ
ｸ
ﾞ

ｍ
0
.
1

ｍ
0
.
1

ｵ
ﾗ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
式

二
重

管
ｺ
ｰ
ﾝ
貫

入
試

験
ｍ

0
.
1

ｍ
0
.
1

ポ
ー

タ
ブ

ル
貫

入
試

験
ｍ

0
.
1

ｍ
0
.
1

現
場

透
水

試
験

回
1

回
1

間
接

調
査

費
運

搬
費

（
現

場
内

小
運

搬
）

式
1

式
1

人
肩

運
搬

ｔ
0
.
1

式
1

特
装

車
運

搬
（

ｸ
ﾛ
ｰ
ﾗ
運

搬
）

ｔ
0
.
1

式
1

モ
ノ

レ
ー

ル
運

搬
ｔ

0
.
1

式
1

索
道

（
ｹ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾝ
）

運
搬

ｔ
0
.
1

式
1

仮
設

費
足

場
仮

設
箇

所
1

式
1

設
計

道
路

設
計

道
路

概
略

設
計

ｋ
ｍ

0
.
1

ｋ
ｍ

0
.
1

業
務

道
路

予
備

・
詳

細
設

計
ｋ

ｍ
0
.
0
1

ｋ
ｍ

0
.
0
1

参1-1-5



参1-2-1

第２章 積算基準（参考資料）

第１節 積算基準

１－１ 技術者の職種区分

参考までに設計業務等における技術者の職種区分定義を下記のとおり示す。

（１） 測量技術者

職種区分定義

① 測量上級主任技師：測量士でかつ技術士（総合技術監理部門・応用理学部門・情報工学部門・建設

部門）又はこれと同等の能力を有す技術者で，特に高度な業務の計画，解析並

びに技術管理等の責任者または指導的技術者。

② 測 量 主 任 技 師：測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。

また，業務の計画及び実施を担当する技術者で測量技師等を指揮，指導する者。

③ 測 量 技 師：測量士で測量上級主任技師又は測量主任技師の包括的指示のもとに業務の計画，

実施を担当する者。また，測量技師補又は撮影士等を指揮，指導して測量を実

施する者。

④ 測 量 技 師 補：上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従い業

務の実施を担当する者。また，測量助手を指揮，指導して測量を実施する者。

⑤ 測 量 助 手：測量技師又は測量技師補の指揮，指導のもとに測量作業における難易度の高い

補助業務を担当する者。

⑥ 操 縦 士：測量用写真の撮影に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担当する

者。

⑦ 整 備 士：一等又は二等航空整備士の免許保有者で測量用写真の撮影に使用する航空機の

整備を担当する者。

⑧ 撮 影 士：測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業務を

担当する者。また，撮影助手を指揮，指導して撮影を実施する者。

⑨ 撮 影 助 手：撮影士の指揮，指導のもとに測量用写真の撮影の補助業務を担当する者。

（２） 地質調査技術者

職種区分定義

① 地 質 調 査 技 師：高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における作業を指揮，

指導する技術者で，現場責任者，現場代理人等をいう。

② 主任地質調査員：高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における機械，計器，

試験器等の操作及び観測，測定等を行う技術者をいう。

③ 地 質 調 査 員：ボーリング作業の現場におけるボーリング機械の組立，解体，運転，保守等を

行う者をいう。

（３） 設計業務等技術者

職種区分定義

① 主 任 技 術 者：先例が少なく，特殊な工法や解析を伴う極めて高度あるいは専門的な業務を指

導統括する能力を有する技術者。

工学以外に社会，経済，環境等の多方面な分野にも精通し，総合的な判断力に

より業務を指導，統括する能力を有する技術者。

工学や解析手法の新規開発業務を指導，統括する能力を有する技術者。

② 理 事 ・ 技 師 長：複数の非定型業務を統括し，極めて高度で複合的な業務のプロジェクトマネー

ジャーを務める技術者。

③ 主 任 技 師：定型業務に精通し部下を指導して複数の業務を担当する。また，非定型業務を

指導し 重要部分を担当する。

④ 技 師 （Ａ）：一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。また，

上司の指導のもとに非定型的な業務を担当する。
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⑤ 技 師 （Ｂ）：一般的な定型業務を複数担当する。また，上司の包括的指示のもとに高度な定

型業務を担当する。

⑥ 技 師 （Ｃ）：上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当する。また，上司の指導の

もとに高度な定型業務を担当する。

⑦ 技 術 員：上司の指導のもとに一般的な定型業務の一部を担当する。また，補助員を指導

して基礎的資料を作成する。

なお，職種区分定義で示されてる定型業務，非定型業務については下記を参考に判断するものと

する。

定 型 業 務 ・調査項目，調査方法等が指定されており，作業量，所要工期等も明確な業務

・参考となる類似業務があり，それらをベースに応用することが可能な比較的簡易

な業務

・設計条件，計画諸元の設定等が比較的容易で，立地条件や社会条件により業務遂

行が大きく作用されない業務

非定型業務 ・調査項目，調査方法等が未定で，コンサルタントとしての経験から 適な業務計

画，設計手法等を確立して対応することが求められる業務

・比較検討のウエイトが高く，かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要する大

規模かつ重要構造物の設計業務

・文化性，芸術性が特に重視される業務

・先例が少ないか，実験解析，特殊な観測・診断等を要する業務

・委員会運営や関係機関との調整等を要する業務

・計画から設計まで一貫した業務

１－２ 履行期間の算定

（１） 不稼働係数（測量業務，地質調査業務に適用）

不稼働係数は，不稼働日（土曜・日曜の休日，祝日，各地域の降雨日数，その他特殊条件）を基に算

出した係数である。業務に必要な日数に係数をかけることで不稼働日を含んだ日数を算定することがで

きる。

１） 外業の不稼働係数

外業の不稼働係数は，土木工事で定められたものを準用する。

２） 内業の不稼働係数

内業の不稼働係数は，下記の値とする。

不稼働係数（内業） ： １．５

（２） 測量業務の履行期間

履行期間の算定は次式を参考に決定する。ただし，空中写真測量の撮影運航時間，滞留日数について

は別途加算するものとする。なお，履行期間に端数が生じる場合は，小数第１位以下切り上げるものと

する。また，各必要日数（Ｗ）は小数第３位（小数第４位以下切捨て）まで算出するものとする。

履行期間＝必要内業日数×不稼働係数（内業）＋必要外業日数×不稼働係数（外業）
（Ｗ１） （Ｗ２）

＋成果検定日数×不稼働係数（内業）＋その他

１） 必要内外業日数（Ｗｉ）の算出

標準作業量における技術者別内（外）業所要日数の 大値
Ｗｉ＝ ×変化率 ×設計作業量

標準作業量

２） 不稼働係数

不稼働係数は，外業，内業それぞれの係数を用いるものとする。

３） 成果検定日数

成果検定日数は，測量成果の検定を行う機関が検定に要する日数とする。
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４） その他

① 必要内外業期間内に，下記の期間が含まれる場合はその日数を加算するものとする。

年末年始…………12／29～ 1／ 3 ６日間

夏期休暇………… 8／14～ 8／16 ３日間

② その他業務履行上必要な日数については別途加算するものとする。

（３） 地質調査業務の履行期間

地質調査業務の履行期間の算定は次式を参考に決定する。なお，履行期間に端数が生じる場合は小数

第１位以下切り上げるものとする。また，各必要日数（Ｗ）は小数第３位（小数第４位以下切捨て）ま

で算出するものとする。

履行期間＝必要内業日数×不稼働係数（内業）＋必要外業日数×不稼働係数（外業）
（Ｗ１） （Ｗ２）

＋準備・跡片付け（外業）＋打合せ協議日数＋その他

１） 必要内業日数（Ｗ１）の算出

地質調査業務の内業については，１業務当り20日を標準とする。

２） 必要外業日数（Ｗ２）の算出

Ｗ２＝Ｗａ＋Ｗｂ＋Ｗｃ＋Ｗｄ

① 機械ボーリング

１箇所当りボーリング長
Ｗａ＝ Σ（ ）

１日当り標準能率

② サンプリング

試料数
Ｗｂ＝ Σ（ ）

１日当り作業量

③ サウンディング及び原位置試験

設計作業量
Ｗｃ＝ Σ（ ）

１日当り作業量

④ 足場据付・解体日数

Ｗｄ＝必要箇所／１日当り作業量

３） 不稼働係数

不稼働係数は，外業，内業それぞれの係数を用いるものとする。

４） 準備・跡片付け（外業）

準備・跡片付け日数については，10日程度を標準とする。

５） その他

① 必要内外業期間内に，下記の期間が含まれる場合はその日数を加算するものとする。

年末年始…………12／29～ 1／ 3 ６日間

夏期休暇………… 8／14～ 8／16 ３日間

② その他の業務履行上必要な日数については別途加算するものとする。

（４） 設計業務等の履行期間

設計業務等の履行期間の算定は下記の表を参考に決定する。

（単位：日）

業務価格が３千万円未満 業務価格が３千万円以上
工 種

の場合 の場合

①道路橋設計等
②道路設計等
③道路計画等 Ｙ１＝0.04Ｘ＋50 Ｙ２＝0.01Ｘ＋140④トンネル及びトンネル設備の

調査・設計等
⑤河川構造物の調査・設計等

⑥河川の調査・計画等 Ｙ３＝1.3（0.04Ｘ＋50） Ｙ４＝1.3（0.01Ｘ＋140）

⑦砂防関連の調査・計画・設計 Ｙ５＝1.4（0.04Ｘ＋50） Ｙ６＝1.4（0.01Ｘ＋140）
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注）１．Ｘは業務価格（単位：万円）とする。

２．５千万円を超える場合またはプロポーザル方式による業務など上表によりがたい場合は以

下（５）に掲げる表を参考にするなど別途考慮するものとする。

３．河川協議，警察協議，地元協議等が必要な場合はその期間を別途加算する。

４．測量，地質調査，地下埋設物調査，交通量調査等を含む場合は，その期間を別途加算する。

５．履行期間内に下記の年末年始，夏期休暇が含まれる場合は，その日数を別途加算する。

年末年始…………12／29～ 1／ 3 ６日間

夏期休暇………… 8／14～ 8／16 ３日間

６．準備，電子成果品作成及び設計歩掛に含まれる現地踏査に要する期間を含んでいる。

７．同一設計業務等に各工種が混在する場合は，その支配的な工種の履行期間の算定式を用い

るものとする。支配的な工種とは，直接人件費の も大きい工種とする。

８．履行期間に端数が生じる場合は，小数第１位以下切り上げるものとする。

９．業務内容に変更等があった場合は，履行期間についても変更内容等を勘案し見直すことが

できるものとする。

（５） 調査・計画業務の履行期間

調査・計画業務においては，業務の規模に応じて原則として下表に示す履行期間を 低限確保するも

のとする。（ただし，上記（４）に該当するものは除く）

業務価格 履行期間

1,000万未満 3ヶ月程度

1,000万円以上2,000万円未満 4ヶ月程度

2,000万円以上3,000万円未満 5ヶ月程度

3,000万円以上 6ヶ月程度

１－３ 旅費交通費

１－３－１ 通勤及び宿泊の区分

（１） 通勤により業務を行う場合

通勤により業務を行えるかどうかの判断は下記を目安とする。ここでいう積算上の基地とは，原則と

して指名業者のうち，現地に も近い本支店等が所在する市役所等とする。なお，随意契約の場合は当

該業者が所在する市役所等とする。

また，現地での作業を伴う業務は連絡車（ライトバン）運転，その他の業務については公共交通機関

を利用するものとして積算することを標準とする。

１） 積算上の基地から現地まで，連絡車（ライトバン）運転によるものとして積算する場合は，積算上

の基地から現地までの片道距離が30km程度（高速道路等を利用する場合は片道距離60km程度）もしく

は片道所要時間１時間程度とする。

なお，測量業務においては，連絡車（ライトバン）運転費は測量業務標準歩掛の機械経費率等に含

まれているため，別途計上しない。

連絡車（ライトバン）運転費 １日当り単価表

名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

ガソリン レギュラー ç 2.6ç/h×○ｈ

損 料 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ ｈ 運転時間当り損料

〃 〃 日 １ 供用日当り損料

連絡車（ライトバン）運転費には，運転労務費は計上しない。

また，高速道路等の料金は別途計上すること。

86195
長方形




１－３ 旅費交通費 

 １－３－１ 通勤及び宿泊の区分 
  通勤及び滞在の適用は別表「通勤・滞在適用地域」による。 

 通勤による場合 滞在による場合 
通勤費 ○ ○（一往復） 
宿泊費 ×     ○ 

 
 別表  通勤・滞在適用地域 

建設事務所（支所） 通勤とする地域 滞在とする地域 
広 島 全 域  
呉 全 域  

廿日市 全 域  
安芸太田 全 域  
東広島 全 域  
福 山 走島町を除く全域 走島町 
三 原 全 域  
三 次 全 域  
庄 原 全 域  

（１）通勤により業務を行う場合 

 １） 別表「通勤・滞在適用地域」に挙げる通勤とする地域については，日々の通勤として，現場内機械器具運搬 

を含み，連絡車（ライトバン）運転によるものとし，それぞれの業務により，測量技師補，技師（Ａ）及び主 

任地質調査員の外業日数により算出する。 

    ただし，測量業務においては，連絡車（ライトバン）運転費は測量業務標準歩掛の機械経費率等に含まれて 

いるため，別途計上しない（機械経費等が含まれる歩掛の場合に限る。）。 

また，地質調査業務において，市場単価による場合は，日当たり作業量から必要な日数を算出する。 

なお，通勤日数の算出に当たり，端数が生じた場合は，小数第 1 位以下を切り上げるものとする。 

連絡車（ライトバン）運転費 1 日当たり単価表 

項目 名 称 規 格 単位 員数 単価（円） 金額（円） 摘  要 

 ガソリン 
レギュラー 
（スタンド） 

㍑ 5.2   2.6 ㍑／h × 2h 

 損料 
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 
1500cc 

ｈ 2               168                336 運転時間当たり損料 

 損料 
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 
1500cc 

日 1 825 825 供用日当たり損料 

        

※ ライトバン運転費には，運転労務費は計上しない。 
 

車  種 日当たり単価 
1500cc ﾗｲﾄﾊﾞﾝ       円 
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２） 空中写真測量の場合は，撮影士及び撮影助手の往復交通費は，本拠飛行場から撮影基地までとする。操縦士 

及び整備士の往復交通費については計上しない。 

（２） 現地に滞在して業務を行う場合 

１） 宿泊料は，離島又は当該委託業務を発注する建設事務所（支所）から所要時間１時間程度以上を必要とする 

場所であって別表「通勤・滞在適用地区」に挙げる滞在とする地域において，現地に滞在して業務を実施する 

必要がある場合に計上する。 

２） 宿泊料は，それぞれの技術者（測量人夫を除く）が，現地で業務を実施する日数（つまり外業日数）が２日 

以上に亘る場合に計上する。 

 

１－３－２ 旅費交通費の扱い 

（１） 宿泊料 

積算方法は，目的地に到着した日は普通旅費による宿泊料とし，翌日から目的地を出発する日の前日までの日数 

については，滞在日数旅費による宿泊費を計上する。 

（２）日当（普通旅費） 

   日当は，宿泊を伴う場合で，目的地への往復に要した日数について計上する。 

計上する日当については，２分の１日当を原則とする。 

（３） 日当・宿泊料 

宿   泊   料 
滞 在 日 額 旅 費 

職   種 日 当 
普通旅費 

30 日未満 
30 日以上 
60 日未満 

60 日以上 

主任技術者 

理事・技師長，主任技師 

測量上級主任技師 

2,476 

（1,238）
11,238 

技師(A)，技師(B)，技師(C) 

測量主任技師，測量技師 

操縦士，整備士，撮影士 

地質調査技師 

2,095 

（1,047）
9,333 

8,752 7,866 7,000 

技術員 

測量技師補，測量助手撮影助手 

主任地質調査員，地質調査員 

1,619 

（809） 
7,428 7,057 6,352 5,647 

備考（  ）内は，２分の１日当の金額を記載している。 
 

１－３－３ 旅費交通費の構成 

旅費交通費＝（日当＋交通費）＋宿泊料（普通旅費）×１日＋宿泊料（滞在日額旅費）×（宿泊日数－１） 
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１－４ 設計（打合せ）協議 

（１） 設計（打合せ）協議が，標準歩掛に明記してある歩掛については，歩掛（○人／回）に，往復旅行時 

間にかかる基準日額が含まれていることを標準とし，往復旅行に係わる交通費のみを計上する。 

標準歩掛に明記されていない場合は，往復旅行時間にかかる基準日額を含み0.5人/回を標準とし，往 

復旅行に係わる交通費のみを計上する。 

ただし，双方の場合において，交通の便等により往復旅行時間にかかる基準日額を含むことが適切で 

ない場合は別途考慮するものとする。 

（２） 設計業務等における設計協議，現地調査等に係わる技術者の旅費交通費に計上される基準日額は，直 

接人件費としてその他原価の対象とする。 

 

１－５ 技術者・労務単価 

直接人件費の基準日額（技術者単価）は，「設計業務委託等技術者単価」によるものとし，労務単価は， 

「公共工事設計労務単価表」によるものとする。 
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１－６ 技術者基準日額時間外手当の算出

割増賃金の計上が必要な場合の技術者基準日額(割増賃金を含む総額)の計算例

技術者基準日額（総額）＝ 所定内労働に対する技術者基準日額 ＋ 割増賃金

＝ 技術者基準日額 ＋ 技術者基準日額 × 割増対象賃金比× 1／ 8

× 割増係数 × 割増すべき時間数

注）１．「割増対象賃金比」とは，技術者基準日額に占める「基本給相当額＋割増の対象となる手当」

（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。

２．割増係数（時間外）＝ 1.25（通常時間帯以外）

割増係数 （深夜） ＝ 0.25（午後10:00～翌日午前5:00）

（１） 時間外

１） 所定労働時間の8時間に加え，2時間の時間外労動を行う場合(すべて深夜以外の時間帯の場合)

技術者基準日額(総額) ＝ 技術者基準日額 ＋ 技術者基準日額 × 割増対象賃金比× 1／ 8

× 割増係数(時間外) × 2時間

２） 所定労働時間の8時間に加えて4時間の時間外労働を行い，うち2時間が深夜の時間帯の場合

技術者基準日額(総額) ＝ 技術者基準日額 ＋ 技術者基準日額 × 割増対象賃金比 × 1／ 8

× 割増係数(時間外) × 4時間 ＋ 技術者基準日額 × 割増対象賃金比

× 1／ 8 × 割増係数(深夜) × 2時間

３） ２４時間２交替制の場合

1の組：技術者基準日額（総額）＝技術者基準日額＋技術者基準日額×割増対象賃金比×1/8

×割増係数（時間外）×3時間

2の組：技術者基準日額（総額）＝技術者基準日額＋技術者基準日額×割増対象賃金比×1/8

×割増係数（深夜）×6時間＋技術者基準日額

×割増対象賃金比×1/8×割増係数（時間外）×3時間

技術者基準日額（総額）としては,「1の組」と「2の組」の平均値を使用する。

例）

作業開始 作業終了

1 の 組 2 の 組

所定労働時間(8)＋休憩(1)＋時間外(3) 所定労働時間(8)＋休憩(1)＋時間外(3)

割増 割増(深夜)

割増 (深夜) 0.25α 割増

基準日額 基準日額 (時間外) 基準日額 基準日額 (時間外)

1.0 1.0 1.25α 1.0 1.0 1.25α

8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8

α：割増対象賃金比 ：深夜時間

１－７ 精度管理費係数の適用

精度管理費係数は，測量作業種別毎に適用することを原則とする。但し，空中写真測量における空中三

角測量を使用する場合は，同時に使用する数値図化における同一縮尺の係数を適用するものとする。

１－８ 諸経費率等の扱い

１－８－１ 諸経費率等の適用

（１） 諸経費率等の適用については，測量業務，地質調査業務及び設計業務等のそれぞれの積算基準等に示

すとおりである。例えば，測量業務と設計業務等を合併して積算し，発注する場合は各々の諸経費率等

で算出し，合計して業務価格とする。

休憩 休憩
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（２） 標準歩掛が適用できない業務を積算する場合は，当該業務に従事する技術者に適用される諸経費率等

を用いるものとする。（他の業務の積算基準に示されている諸経費率等は適用できない。）例えば，測

量技術者を用いて積算した場合は，必ず測量業務の積算基準に示されている諸経費率等を用いることと

する。

１－８－２ 公益法人等に発注する場合

公益法人等に発注する場合の諸経費は，測量業務においては直接測量費（成果検定費を除く），地質

調査においては対象額（直接調査費＋間接調査費）に諸経費率を乗じて得た額の90％を限度として算定

する。

測量業務

諸経費＝直接測量費（成果検定費を除く）×諸経費率×90／100

地質調査

諸経費＝対象額（直接調査費＋間接調査費）×諸経費率×90／100

１－８－３ 近接して発注する場合

測量業務及び地質調査業務において，近接して業務を発注する場合においても諸経費の調整は行わな

い。

１－９ 設計変更の積算方法

設計変更における業務費（業務委託料）の変更は，官積算書を基にして次式により算出する。

当初の請負額
業 務 価 格 ＝ 変更官積算業務価格 ×
（落札率を乗じた額）　　　　　　　　　　　　　　　当初の官積算額

変 更 業 務 費 ＝ 業 務 価 格 × （１＋消費税率）
（変更業務委託料） （落札率を乗じた額）

注）１．変更官積算業務価格は，官単位，官経費をもとに当初設計と同一方法により積算する。

２．当初の請負額，当初の官積算額は，消費税相当額を含まない額とする。
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第２編 測量業務

第１章 測量業務積算基準（参考資料）

第１節 測量業務積算基準

１－１ 成果検定

１－１－１ 成果検定の対象

（１） 基本測量（全ての測量の基礎となる測量で，国土地理院が行うものをいう）

基本測量は全ての測量の基礎となるものであり，高精度を要し，かつ利用度の高いものであるので，

原則として全ての基本測量を成果検定の対象とする。

（２） 公共測量（地方整備局等が行う測量）

広島県公共測量作業規程で，精度を要すると規定されている測量，後続の測量の基準となる測量

（基盤地図情報に該当する測量成果等）及び成果の重要性を勘案して地図作成（修正・写真地図を含

む。)，空中写真撮影，航空レーザ測量，一定距離以上の縦断測量を成果検定対象の標準とする。

１） 基準点測量関係

① １級基準点測量

全てを検定の対象とする。

② ２級基準点測量

全てを検定の対象とする。

③ ３級基準点測量

下記3項目のうちのいずれかに該当する場合を検定の対象とする。

・永久標識及びそれに準ずる標識を設置する場合

・4級基準点測量の基準となる場合

・レベル500地図作成のための標定点測量の基準となる場合

④ ４級基準点測量

下記2項目のうちのいずれかに該当する場合を検定の対象とする。

・永久標識及びそれに準ずる標識を設置する場合

・レベル500～1000の地図作成のための標定点測量の基準となる場合

２） 水準測量関係

① １級水準測量

全てを検定の対象とする。

② ２級水準測量

全てを検定の対象とする。

③ ３級及び４級水準測量

下記2項目のうちのいずれかに該当する場合を検定の対象とする。

・永久標識及びそれに準ずる標識を設置する場合

・図化のための簡易水準測量の基準を与える幹線測量となる場合

３） 空中写真撮影関係

撮影面積にかかわらず検定の対象とし，撮影後速やかに検定を受けるものとする。

４） 数値地形図データ作成関係

現地測量・数値図化・既成図数値化・数値地形図修正・写真地図・航空レーザ測量で作成した数値

地形図データファイルについては，面積・縮尺にかかわらず検定の対象とする。なお，空中三角測量

については，その成果が最終となる場合は検定の対象とする。

５） 応用測量関係

路線測量・河川測量において実施される縦断測量で3kmを超えるものを検定の対象とする。

なお，縦断測量（仮ＢＭ設置測量・水準基標測量を含む）は，主に水準測量により行われているこ

とから，検定料金が示されていない場合は，該当する水準測量の検定料金を適用することが出来るも
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のとする。また，路線測量・河川測量において基盤地図情報に該当する測量成果等は検定の対象とす

る。

１－１－２ 成果検定機関との成果の受渡し

成果検定機関との成果の受渡しは，郵送等により行うことを標準とし，成果検定に要する旅費交通費

は計上しないものとする。

１－１－３ 成果検定料金

成果検定料金は，物価資料（「積算資料」，「建設物価」をいう）を参考にして計上する。なお，地

図作成等において，検定料金が地域条件等により区分されているものについては，その区分条件に応じ

た料金を使用する。

１－２ 標準歩掛上の率計上費目

標準歩掛における各費目の構成は表１－１－１によるものとし，原則として歩掛内の各費目の直接人

件費に対する割合として率計上する。

表１－１－１ 標準歩掛上の率計上費目

費 目 経費の内訳 摘 要

主要機械費 歩掛表に明示される機械等の損料，使用料

機械経費

雑器材費 上記以外の器械及び耐久性消耗品類の経費

主要材料費 歩掛表に明示される物品等の経費

材 料 費 雑 品 費 上記以外の消耗品類

処理薬品費 写真処理に関する経費

通信運搬費 電話代，切手代，宅配便等

通信運搬費等 補 償 費 伐木補償費，踏み荒らし料

雑 費 上記以外の費用

１－３ 全体計画及び現地踏査

路線測量及び河川測量の全体計画及び現地踏査は，単独の測量作業発注（たとえば中心線測量のみ）

の場合でも計上する。ただし，河川測量の現地踏査については，「複写」のみの場合は除く。

１－４ 打合せ協議

複数の測量業務を同時に発注する場合の打合せ協議は，主たる業務の歩掛を適用するものとし，それ

以外の業務については，必要に応じて中間の打合せ協議ができるものとする。

１－５ 地域差による変化率適用区分

地域差による変化率の適用区分は，表１－１－２を標準とする。
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表１－１－２ 地域差による変化率（標準例） 縮尺１／２５，０００

「国土地理院測量業務等積算資料より」

区 分 平 地 丘 陵 地 低 山 地 高 山 地

大

市

街

地

市

街

地

（甲）

市

街

地

（乙）

都

市

近

郊

耕

地

原

野

森

林
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１－６ 安全費の積算

安全費とは，当該測量業務を遂行するために安全対策上必要となる経費であり，現場状況により，以

下の（１）又は（２）により算定した額とする。なお，安全対策上必要となる経費とは，主に交通誘導

員，熊対策ハンター，ハブ対策監視員及びこれに伴う機材等に係わるものをいう。

（１） 交通誘導員等に係わる安全費を算出する業務は，主として現道上で連続的に行われ，且つ安全対策が

必要となる場合を対象とし，当該地域の安全費率を用いて次式により算出する。

（安全費）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）

注）１．上式の直接測量費は，安全費を含まない費用である。

２．往復経費とは，宿泊を伴う場合で積算上の基地から滞在地までの旅行等に要する費用であ

る。

安全費率は表１－１－３を標準とする。

表１－１－３ 安全費率

地 域 市街地乙

大市街地 市街地甲 そ の 他

場 所 都市近郊

主として現道上 ４.０％ ３.５％ ３.０％ ２.５％

注）１．地域が複数となる場合は，地域毎の区間（距離）を重量とし，加重平均により率を算出す

る。

（２） （１）によりがたい場合及び熊対策ハンター，ハブ対策監視員及びこれに伴う機材等に係わる安全費

を算出する業務は，現場状況に応じて積上げ計算により算出する。
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第２章 測量業務標準歩掛（参考資料）

第１節 基準点測量

１－１ 基準点配点数の算出法

（１） １～３級基準点測量については，１－２基準点測量配点要領により算出する。

（２） ４級基準点測量については，１－２基準点測量配点要領及び１－３面状における基準点配点数の両方

を計算し，多い方を採用する。

（３） 上記の方法はあくまでも理論値であり，上記により難い場合は別途考慮する。

１－２ 基準点測量配点要領

１－２－１ 適用範囲

この配点要領は，広島県公共測量作業規程（以下作業規程という）第４編応用測量の路線測量及び

河川測量等の線状築造物の測量を実施するに先立って実施すべき基準点測量において，級別基準点の

設置数を算出するのに適用する。

１－２－２ 測量計画

（１） 測量計画区域付近の資料を収集する。

１） 地形図，国土基本図等の図面

２） 基本測量又は公共測量の基準点に関する情報収集

（国土地理院の本院又は各地方測量部等で提供を受ける。）

（２） 測量計画区域を地形図等に表示する。

（３） 既知点を基準点配点図から地形図等に確認表示する。

（４） 既知点の異常の有無については地形図等にその旨表示する。

１－２－３ 新設基準点の配点計画

測量計画区域の新設基準点の設置数を求めるには，作業規程第２編基準点測量に基づいて，経験的な

基準点数を算出し配点計画を行うものとする。

標準的な配点割合は表２－１－１に示す。

１－２－４ 測量計画区域内の新設基準点数

測量計画区域の延長に対し，作業規程第２２条のとおり新点間の基準距離に応じて新設基準点を求め

るが，測量計画区域内に既知点がある場合は，必要な新設基準点数より減じるものとする。

る。

１－２－５ 測量計画区域外の新設基準点数

測量計画区域の規模により，新点間の基準距離や視通状況等からやむを得ず測量区域外に必要となる

場合，又はその方が効率的である場合は，新設基準点を算定する。

１－２－６ 配点計画上の留意点

１，２級基準点の配点位置は，路線の端部付近に計画するものとする。なお，測量計画区域内に配点

が出来ない場合でも新設基準点数は２点を標準とする。

86195
長方形
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表２－１－１ 線状構造物延長１ｋｍ当たりの基準点の配点割合

１km当り新設基準点数

基準点名 新点間距離(ｍ) １km当たりの算定式

路線測量 河川測量

１級基準点 1,000 1,000÷1,000 １ １

1,000÷ 500－（１級基準

２級基準点 500 点数） １ １

1,000÷ 200－（１，２級

３級基準点 200 基準点数） ３ ３

1,000÷ 50－（１，２，３

４級基準点 50 級基準点数） １５

注）１．算定式の端数は，切り上げて整数とする。

２．河川測量は片岸を測量する場合である。両岸を測量する場合は，表２－１－１の２倍と

する。

１－３ 面状における基準点配点数

既知点の種類，既知点間の標準距離，新点間の標準距離及び測量計画区域面積当たりの標準配点数は，

次表のとおりとする。

表２－１－２ 測量計画区域面積当たりの標準配点数

既知点間の 新点間の
区 分 既知点の種類 標準距離 標準距離 測量計画区域面積当たり

（ｍ） （ｍ） の標準配点数

一～四等三角点
１級基準点測量 Ａ÷８７．０4,000 1,000

１級基準点

～四等三角点 Ａ÷２２．０一
2,000 500２級基準点測量

１～２級基準点 －（１級基準点数）

～四等三角点 Ａ÷３．５一
1,500 200３級基準点測量

１～２級基準点 －（１，２級基準点数）

～四等三角点 Ａ÷０．２一
500 50４級基準点測量

１～３級基準点 －（１，２，３級基準点数）

注）１．Ａは測量計画区域面積（ha単位とする）

２．計算結果は小数点以下切り上げとする。
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第２節 路線測量
２―１ 路線測量
（１） 路線測量を行う場合，既知点から既知点間の基準点測量を実施し，路線測量に必要な新点（始点・終

点等）を設置するものとする。

（２） 路線測量における積算計上距離は，路線（測点）延長とする。

（３） 伐採歩掛は伐採した中心線延長分を計上するものとする。

また，伐採幅については，測定が可能になる範囲とする。

（４） 用地幅杭設置測量の取付部について，取付道路が独自に中心線を持ち，その中心線を基に幅杭設置す

るものは，その延長を本線に加算するものとする。

ただし，取付延長が短い等により，本線中心線を基に幅杭設置するものは，本線に含むものとし，別

途加算しないものとする。

２－２ 変化率

（１） 横断測量の変化率の算定において「横断測量の測量幅及び測点間隔による変化率」に示す値の間にな

る場合は，直近の変化率を採用する。

（２） 曲線数による変化率の算定は，標準歩掛「曲線数による変化率参考図」による曲線数で算定する。

・曲線数による変化率の算定例

測線延長2.3kmで，単曲線（R1.R2）が２箇所及び凸型のクロソイド曲線（A1.A2）が２箇所の場合

（１km当たり換算単曲線数）＝（換算単曲線数）÷（測線延長）

＝｛（単曲線数）＋（クロソイド曲線数）×２｝÷（測線延長）

＝（２＋２×２）÷２.３

＝２.６≒３（箇所）

∴変化率表より変化率は「＋０.０」となる。
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第３節 深浅測量

３－１ 深浅測量の取扱い

（１） 河川深浅測量の平均水面幅と設計数量の計上

・１工区内の水深区分ごとの平均水面幅ごとに測線数を計上する。
・変化率は１工区内の水深区分ごとの平均水面幅で適用することを原則とする。
・１工区とは，一連の作業区域をいう。
・音響測深機の計上

音響測深機は，最大水深が３ｍを超える場合に計上する。

（２） 歩掛の適用と平均水面幅のとり方

平均水面幅のとり方 [最大水深] 測量区間 終点
河川定期横断測量は○を平均 ○ １ｍ未満 No.24
河川深浅測量（音響測深機未使用）
は●を平均 ○ １ｍ未満 No.23
河川深浅測量（音響測深機を含む）
は▲を平均 ○ １ｍ未満 No.22

● １ｍ以上～３ｍ以下 No.21

● １ｍ以上～３ｍ以下 No.20

● １ｍ以上～３ｍ以下 No.19

● １ｍ以上～３ｍ以下 No.18

▲ ３ｍ超 No.17

● １ｍ以上～３ｍ以下 No.16

● １ｍ以上～３ｍ以下 No.15

▲ ３ｍ超 No.14

● １ｍ以上～３ｍ以下 No.13

● １ｍ以上～３ｍ以下 No.12

● １ｍ以上～３ｍ以下 No.11

▲ ３ｍ超 No.10

▲ ３ｍ超 No．9

● １ｍ以上～３ｍ以下 No．8

● １ｍ以上～３ｍ以下 No．7

▲ ３ｍ超 No．6

▲ ３ｍ超 No．5

▲ ３ｍ超 No．4

▲ ３ｍ超 No．3

▲ ３ｍ超 No．2

▲ ３ｍ超 No．1
測量区間 始点
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第４節 用地測量
４－１ 用地測量業務フローチャート

作業内容

① 作 業 計 画 ①作業内容の確認，作業計画書作成，必
要資料等の収集，資料検討，機材準備

② 打 合 せ 協 議
②発注機関との打合せ協議（中間打合せ

③ 現 地 踏 査 については基準書によるものとする）

③現地の状況把握，範囲の確認等
④ 公図等の転写

④閲覧申請書作成，転写，着色，補足事
連続図作成の必要 項転記，分割転写図合成，製図（トレ
があるか YES ース図）転写作業者名等の記載

⑤ 転写連続図作成 ⑤編集,土地取得予定線・図葉界の記入,
製図(トレース)，作成作業者名記入

建物があるか ⑥閲覧交付申請書作成，登記事項証明書
⑥ 土地の登記記録調査 YES または登記簿謄本交付申請・受領，土

地調査表作成
⑧ ⑦ 建物の登記記録調査

地積測量図転写 ⑦閲覧交付申請書作成，登記事項証明書
または登記簿謄本交付申請・受領，建

⑨ 権利者確認調査(当初調査) 物調査表(一覧)・建物の登記記録等調
査表(個人)作成

⑩ 権利者確認調査(追跡調査) ⑧閲覧申請書作成，転写

⑨交付申請書作成，法人登記簿謄本交付
⑪ 復 元 測 量 申請・受領，権利者調査表作成，連絡

(立会依頼書作成） 先調査

⑩交付申請書作成,相続関係説明図作成,
権利者調査表作成，連絡先調査

⑫ 境 界 確 認 ⑬ 土地境界立会確認書作成
⑪資料調査(明示確定図,地積測量図等),

現地踏査(境界点・基準点・引照点
☆（必要に応じて基準点測量を行う） 等観測)，変換計算，逆打計算，復元

杭設置

⑭ 補 助 基 準 点 の 設 置 ⑫資料作成,立会日時・作業手順の検討,
立会依頼書・立会人名簿作成，立会,
境界杭設置

⑮ 境界測量（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
⑬土地境界立会確認書作成，権利者・隣

接者の署名・押印
⑯ 境 界 点 間 測 量

☆別途計上する。

⑰ 用地境界仮杭設置 ⑱ 用地現況測量(建物等) ⑭既存基準点の成果表借用,基準点検測,
踏査・選点，観測，杭設置，計算，
基準点網図，成果表作成

⑲ 面積計算（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
⑮観測，計算，計算簿・境界点網図作成

⑳ 用 地 実 測 図 原 図 作 成 ⑯観測，座標値からの距離計算，較差に
よる判定

用 地 平 面 図 作 成 ⑰交点計算，用地境界仮杭設置21

⑱細部測量，編集済データの作成

土 地 調 書 作 成 ⑲座標法または数値三斜法による面積計22

算，土地調査表への記入

※ 成 果 品 提 出 ⑳データ入力，細部編集，図化

データ入力，図化21

土地調書の作成22

※成果品を提出する。(参考:４－３成果
品一覧表)
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備考．建物の登記記録調査でその戸数に含まれる建物の定義について

一画の敷地内において一所有者が所有する建物を一戸とする。

この場合，建物の登記記録において複数棟になっていても一戸とみなす。

４－２ 単独発注する場合の業務フローチャート

（１） 復元測量

境界確認において，境界を確定するうえで法務局において提出済の地積測量図他参考資料による境界

杭の復元。

作 業 計 画

打 合 せ 協 議 （中間打合せについては，別途，必要回数を計上
するものとする。）

復 元 測 量

用地測量範囲

復元測量の範囲
（筆面積）

（２） 用地境界杭設置

用地管理のために用地幅杭または用地境界仮杭をコンクリート製の用地境界杭にする場合に適用する。

作 業 計 画

打 合 せ 協 議 （中間打合せについては，別途，必要回数を計上
するものとする。）

（必要な場合は基準点測量又は補助基準点の設置を行う）

用地境界杭設置

境界点間測量
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４－３ 成果品一覧表

業 務 区 分 成 果 品 の 名 称 備 考

公 図 等 転 写 公図等転写図 不動産登記法14条第1項地図
法務局備え付け地図

公図等転写連続図作成 公図等転写連続図 位置関係を整合させた連続地図

土地の登記記録調査 土地調査表

建物の登記記録調査 建物調査表（一覧）
建物の登記記録等調査表

権 利 者 確 認 調 査 権利者調査表
（ 当 初 調 査 ） 戸籍簿等調査表 戸籍簿等謄本又は抄本を添付する

法人登記簿又は商業登記簿等調査表 登記簿謄本又は抄本を添付する

権 利 者 確 認 調 査 権利者調査表
（ 追 跡 調 査 ） 戸籍簿等調査表 戸籍簿謄本又は抄本を添付する

相続関係説明図

境 界 確 認 立会人名簿
立会依頼通知書

土地境界立会確認書作成 土地境界立会確認書

補 助 基 準 点 の 設 置 基準点成果表
基準点網図
観測手簿
計算簿
基準点精度管理表
点の記

境 界 測 量 基準点一覧表（使用部分）
境界測量観測手簿

境 界 点 間 測 量 境界測量精度管理表

用 地 境 界 仮 杭 設 置 杭設置箇所表示図

用地実測図原図作成 用地実測図原図 ポリエステルフィルム
用地実測図原図精度管理表
用地平面図 ポリエステルフィルム
用地平面図精度管理表

面 積 計 算 面積計算書

土 地 調 書 作 成 土地調書

復 元 測 量 復元箇所位置図 写真含む
復元箇所座標又は観測手簿

用 地 境 界 杭 設 置 設置位置図 写真含む
設置位置座標 用地境界杭一覧表

備考．本表は，標準的な成果品一覧表であり，適用に当たっては，各発注機関が定める仕様書によ

るものとする。
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４－４ 公共用地境界確定協議業務フローチャート

この業務は，里道，水路等の管理者との境界確定協議を作成する必要がある場合のみ適用する。

用地測量と同時発注とする。

作業内容
打 合 せ 協 議 打合せ協議

①公共用地管理者との打合せ資料作成，
公共用地管理者との打合せ（工程，申

資 料 調 査 現地踏査 請書式，提出書類の確認）

公図等の転写 ②細部測量，編集済データの作成，デー
タ入力，図化

土地の登記記録調査
③横断測量必要箇所検討，横断測量，現

権利者確認調査 況実測図との調整，図化

④公共用地境界確定協議依頼書作成，現
況実測平面図・横断図に必要事項記入，
添付図書作成

① 公共用地管理者との打合せ
⑤公共用地境界協議確定書・図作成，土

地境界確認説明記録簿作成，土地所有
者等への説明，署名・押印，確定書提

② 現 況 実 測 平 面 図 作 成 出・受領

※成果品を提出する。(参考:４－５成果
品一覧表)

③ 横 断 面 図 作 成

④ 依 頼 書 作 成

境界確認

補助基準点の設置

境界測量

境界点間測量

面積計算

用地実測図原図作成

⑤ 協 議 書 作 成

※ 成 果 品 提 出

備考． については用地測量と重複する部分である。
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４－５ 成果品一覧表（公共用地境界確定協議）

業 務 区 分 成 果 品 の 名 称 備 考

現況実測平面図作成 現況実測平面図

横 断 図 作 成 横断図

依 頼 書 作 成 公共用地境界確定協議依頼書
転写図
地図の連続図
土地の登記記録
位置図

協 議 書 作 成 公共用地境界確定書

そ の 他 土地境界確認説明記録簿

備考．本表は，標準的 成果品一覧表であり，適用に当たっては，各発注機関が定める仕様な

書によるものとする。
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第５節 空中写真測量

５－１ 空中写真測量の工程

５－１－１ 工程概要（広島県公共測量作業規程より抜粋）
（１） 空中写真測量

１） 作業計画

公共測量作業規程第11条の規定により工程別に作成するものとする。

２） 標定点の設置

既設点のほかに空中三角測量及び数値図化において空中写真の標定に必要な基準点又は水準点 標（

定点）を設置する作業をいう。

３） 対空標識の設置

空中三角測量及び数値図化において基準点，水準点，標定点等の写真座標を測定するため，基準

点等に標識を設置する作業をいう。

４） 撮 影

測量用空中写真を撮影する作業をいい，後続作業に必要な写真処理工程までを含むものとする。

５） 刺 針

空中三角測量及び数値図化において基準点等の写真座標を測定するため，基準点等の位置を現地

において空中写真上に表示する作業をいう。

６） 現地調査

数値地形図データを作成するために必要な各種表現事項，名称等について地図情報レベルを考慮

して現地において調査確認し，その結果を空中写真及び参考資料に記入して，数値図化及び数値編

集に必要な資料を作成する作業をいう。

７） 空中三角測量

解析図化機又はデジタルステレオ図化機を用いてパスポイント，タイポイント及び基準点等の写

真座標を測定し，基準点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合して調整計算を行った上，

各写真の外部標定要素の成果値及びパスポイント，タイポイント等の水平位置及び標高を決定する

作業をいう。

８） 数値図化

空中写真，空中三角測量等で得られた成果を使用し，デジタルステレオ図化機，解析図化機，座

標読取装置付アナログ図化機(以下「数値図化機」という ）を用いて，ステレオモデルを構築し，。

地形，地物等の座標値を取得し，数値図化データを記録する作業をいう。

９） 地形補備測量

レベル1,000以下の数値地形図データを作成する場合において，計画機関が特に必要と認めて指定

する区域を対象として，現地で等高線及び標高点を測定描画する作業をいう。

10） 数値編集

現地調査の結果に基づき，図形編集装置を用いて数値図化データを編集し，編集済データを作成

する作業をいう。

11） 補測編集

編集済データ及び出力図に表現されている重要な事項の確認を行い，必要部分を現地において補

測する測量を行い，これらの結果に基づき編集済データを編集することにより，補測編集済データ

を作成する作業をいう。

12） 数値地形図データファイルの作成

製品仕様書に従って補測編集済データから数値地形図データファイルを作成し，電磁的記録媒体

に記録する作業をいう。
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５－１－２ 空中写真測量フローチャート

作 業 計 画

基準点配置

不

十 十

分

分 標定点の設置 空中写真測量及び図化に必要な基準点が不足する場合，

最小限補うために行う。

対空標識の設置

撮 影

*1刺 針 空中写真上に基準点等の位置を刺針する

作業。

現 地 調 査 空中三角測量 図化作業の標定に必要なパスポイント及

びタイポイントの座標を測定する。

数 値 図 化 地形情報を数値形式で取得し数値地形図

データを記録する作業。

*2地形補備測量

数 値 編 集 数値図化データを編集し編集済みデータ

を作成する作業。

補 測 編 集 編集済みデータに追加，修正等の編集処

理を行い補測編集済みデータを作成する

作業。

数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ作成 補測編集済みデータから製品仕様書に従

って数値地形図データファイルを作成す

る作業。

＊１：必要に応じて実施（対標等が空中写真に写っていないとき，空中写真にその位置を刺針する ）。

＊２：レベル1,000以下の数値図化で作業機関が必要と認めた場合に行う。

図２－５－１ 空中写真測量フローチャート
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数値地形図作成

作業方法

空中写真測量 現地測量 既成図数値化

標定点設置 基準点設置 計測基図作成

対空標識設置 計 測

撮 影 細部測量

＊１刺針

空中三角測量 現地調査

数値図化

＊２地形補備測量

数 値 編 集 数 値 編 集

補測編集

数 値 地 形 図 デ ー タ フ ァ イ ル の 作 成

＊１：必要に応じて実施 （対標等が空中写真に写っていないとき、空中写真にその位置を刺針する）。

＊２：レベル1000以下の数値地形図データの作成で作業機関が必要と認めた場合行う。

図２－５－２ 数値地形図作成のフローチャート
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数値地形図修正

作業方法

＊１空中写真測量 現地測量 既成図 他の既成データ

予 察 予 察 予 察 予 察

既成図の収集

修正箇所の抽出

撮 影

新規・既存

修正数値図化 ＊２修正数値図化 修正数値図化

他の既成データの収集

他の既成データの出力図の作成

修正箇所の抽出

現地調査 現地調査 現地調査

修正数値図化

現地調査結果の編集

座標計測による修正

データの取得

修 正 数 値 編 集

数 値 地 形 図 デ ー タ フ ァ イ ル の 作 成

＊１：数値地形図修正における空中写真測量の工程では，標定点の設置，対空標識の設置，空中三角測量の工

程は省略する。空中写真がない場合には、新たに撮影を行う。

、 。＊２：現地測量における修正数値図化とは 予察結果等に基づきＴＳ等により修正データを取得する作業をいう

図２－５－３ 数値地形図修正のフローチャート
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５－２ 作業工程の計画

５－２－１ 各作業工程の検討

計画を立てる場合の基本的条件として，次の事項を検討する。

（１） 地形図の使用目的

道路計画，河川計画，ダム・砂防計画等

（２） 図化区域

面積，形状

（３） 必要精度

平面位置，高さ

（４） 地形図に表現すべき内容

作業規程及び図式等の検討，図式にないものについての表現の検討。

（５） 資 料

収集した資料が使用できるものかどうか検討する。

（６） 地図を必要とする時期

（７） 地図情報レベル

地図情報レベルは，使用目的に応じて，レベル2,500都市計画図，レベル2,500河川計画図等のよう

にあらかじめ指定されていることが一般的である。

（８） 等高線間隔

地形図上に表現する等高線は，実際には使用図化機の測定精度と図に表現されたときの見やすさを

考慮して決めなければならない。作業規程では，図上間隔 0.8㎜～1.0㎜を基準にして等高線間隔を規

定している。

（９） 写真縮尺

精度を十分に保つために写真縮尺を大きくすると，写真枚数が増えて不経済であり，逆に写真縮尺

が小さくなりすぎると，経済的ではあるが精度は低下し，判読も困難になって誤りを生じやすい。公

共測量作業規程第124条で地図情報レベルと撮影縮尺との関係を定めている。

やむを得ず該当する縮尺がない撮影及び対空標識の設置を行う場合の歩掛の適用は，撮影縮尺を80

％を限度として適用することが出来るものとする （例1/5,000の場合には1/4,000を適用）。

（１０）使用カメラ

同一高度から撮影した場合，広角カメラの方が広い面積がカバーできて経済的に有利であり，基線

高度比（主点基線長と撮影高度の比率）が大きくなるので高さの精度も良くなる。

また，普通角カメラは，市街地，山岳地といった，比高による死角が多くなる地域に，長焦点カメ

ラは，飛行制限等により低空撮影が制限されているとき等に用いることができる。

（１１）空中三角測量

写真測量では，標定のため１モデルごとに最小限３個の標定用基準点が必要であるが，これを全部

現地で測量することは ほとんど不可能である このため 空中写真を使って標定に必要な基準点 パ， 。 ， （

スポイント，タイポイント）の座標を求める作業が空中三角測量である。

（１２）使用図化機

使用する数値図化機の性能は，広島県公共測量作業規程第176条で定められている。
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５－３ 撮影の計画

５－３－１ 撮影諸元の決定

（１） 撮影縮尺

地図情報レベルと撮影縮尺との関連は，精度と効率の面から公共測量作業規程第124条に定められて

いる。

ただし，124条３．のとおり，計画機関が指示又は承認した場合に限り撮影縮尺を標準の80％を限度

として小さくすることができる。

（２） 対地高度 f

Ｈ 対地高度 Ｍｂ 撮影縮尺（１／mb）： ：

f 焦点距離 H H H ( )： …A B 対地高度 基準面に対する

Mb＝１／mb＝f／Ｈ から ( ) ( )対地高度 対地高度

撮影高度Ｈ＝mb fによって求められる。 A H× O

写真縮尺：1/12,500の場合

撮影基準面Ｈ＝12,500 0.15＝ 1,875 m×

となる。 B h

海面

図２－５－４ 比高による縮尺の違い

（３） 撮影基準面

撮影基準面は，通常，地域内の最高地点(A)と最低地点(B)の平均標高値を基準面として，撮影基準

面を決定する。

例えば Ａ→55m，Ｂ→5mとすると，h＝30m

ただし，起伏のはげしい地域・台地が存在する地域等では，全体の平均標高値を用いる。また，サイ

ドラップに余裕を持たせるために，少し高く設定することも多い。

基準面の決め方で影響の出るものは，写真縮尺・オーバーラップ・サイドラップ等である。

これらのうち，写真縮尺はそれほど問題とならないし，オーバーラップについてもコース上の撮影

間隔だけであるから，撮影士が調整しながら撮影すれば，もし途中に比高の大きな地点があっても，

オーバーラップに過不足は起こらない。サイドラップの場合は，コースが決められているから，撮影

士のカメラ調整だけでは問題解決とならない。

サイドラップは，公共測量作業規程第130条によると最小でも10%以上なければならないが，それが

不足すると予想される場合の解決法として，次の事が考えられる。

計画例

1) 撮影基準面の変更（基準面を高くする）

2) コースの変更（コース間隔を狭くする）

3) 基準面を２つにして段階的に撮影する （広い台地がある場合）。

4) コースはそのままとして，コース間に補備コースを設ける （コース間に高地のある場合）。

Ｃ１

Ｃ３ △ 補備コース

Ｃ２

図２－５－５ 補備コース

これらを判断する資料として表２－５－１が有効である。

また，サイドラップは10%以上と決められているが，図２－５－７で検討する場合，10%を基に考え

るとコースのずれによってサイドラップが10%以下になることもあるので，15～20%を下限とした方が

良い。

1/12,500を撮影する場合，基準面からの対地高度は1,875mである。

この場合において，図２－５－５のように，コース間に高地があって，比高が250～300mを超えるも

のであったら，１)～４)のような計画変更をすべきである。
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表２－５－１ 撮 影 計 画 表 ６枚中１

〔比高の変化による写真縮尺･サイドラップの変化の算出〕

１．焦点距離 ･･････････････････ f = 0.15m

２．写真一辺の長さ ････････････ 0.23m

３．比 高 ･･････････････････ マイナスは基準面より低い｡

４．撮影高度 ･･････････････････ 計画写真縮尺における基準面からの飛行高度

５．対地高度 ･･････････････････ (撮影高度)―(撮影基準面高又は平均標高)

６．写真縮尺 ･･････････････････ (対地高度)÷(焦点距離)

７．一辺の実距離 ･･････････････ (写真縮尺)×0.23m

８．サイドラップの実距離 ･･････ (一辺の実距離)―(コース間隔)

９．サイドラップ ･･････････････ (サイドラップの実距離)÷(一辺の実距離)

１０．コース間隔 ････････････････ (計画写真縮尺における一辺の実距離)×0.7

１１．一辺の実距離の縮尺 ････････ (一辺の実距離)÷(地図縮尺)

標準(サイドラップ30%)
計画写真縮尺 1 / 4,000 コース間隔 644

一辺の実距離の縮尺寸法

基準面から 対地高度 写真縮尺 一辺の実 ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ 1/20万 1/5万 1/2.5万

の比高(m) (m) 距離(m) 実距離(m) (%) (mm) (mm) (mm)

200 400 1/ 2,666 613 - 31 - 5.1 3.1 12.3 24.5

150 450 1/ 3,000 690 46 6.7 3.5 13.8 27.6

100 500 1/ 3,333 766 122 15.9 3.8 15.3 30.6

50 550 1/ 3,666 843 199 23.6 4.2 16.9 33.7

0 600 1/ 4,000 920 276 30.0 4.6 18.4 36.8

- 50 650 1/ 4,333 996 352 35.3 5.0 19.9 39.8

- 100 700 1/ 4,666 1,073 429 40.0 5.4 21.5 42.9

- 150 750 1/ 5,000 1,150 506 44.0 5.8 23.0 46.0

- 200 800 1/ 5,333 1,226 582 47.5 6.1 24.5 49.0

- 250 850 1/ 5,666 1,303 659 50.6 6.5 26.1 52.1

- 300 900 1/ 6,000 1,380 736 53.3 6.9 27.6 55.2

- 350 950 1/ 6,333 1,456 812 55.8 7.3 29.1 58.2

- 400 1,000 1/ 6,666 1,533 889 58.0 7.7 30.7 61.3

- 450 1,050 1/ 7,000 1,610 966 60.0 8.1 32.2 64.4

- 500 1,100 1/ 7,333 1,686 1,042 61.8 8.4 33.7 67.4

- 550 1,150 1/ 7,666 1,763 1,119 63.5 8.8 35.3 70.5

- 600 1,200 1/ 8,000 1,840 1,196 65.0 9.2 36.8 73.6

- 650 1,250 1/ 8,333 1,916 1,272 66.4 9.6 38.3 76.6

- 700 1,300 1/ 8,666 1,993 1,349 67.7 10.0 39.9 79.7

- 750 1,350 1/ 9,000 2,070 1,426 68.9 10.4 41.4 82.8

- 800 1,400 1/ 9,333 2,146 1,502 70.0 10.7 42.9 85.8

1/4,000を撮影する場合，対地高度は600mである。たとえばコース間に高地があって，比高が100～150

mを超えるものであったら，基準面の設定に注意すべきである。
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表２－５－１ 撮 影 計 画 表 ６枚中２

標準(サイドラップ30%)
計画写真縮尺 1 / 5,000 コース間隔 805

一辺の実距離の縮尺寸法

基準面から 対地高度 写真縮尺 一辺の実 ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ 1/20万 1/5万 1/2.5万

の比高(m) (m) 距離(m) 実距離(m) (%) (mm) (mm) (mm)

250 500 1/ 3,333 766 - 38 - 5.1 3.8 15.3 30.6

200 550 1/ 3,666 843 38 4.5 4.2 16.9 33.7

150 600 1/ 4,000 920 115 12.5 4.6 18.4 36.8

100 650 1/ 4,333 996 191 19.2 5.0 19.9 39.8

50 700 1/ 4,666 1,073 268 25.0 5.4 21.5 42.9

0 750 1/ 5,000 1,150 345 30.0 5.8 23.0 46.0

- 50 800 1/ 5,333 1,226 421 34.3 6.1 24.5 49.0

- 100 850 1/ 5,666 1,303 498 38.2 6.5 26.1 52.1

- 150 900 1/ 6,000 1,380 575 41.7 6.9 27.6 55.2

- 200 950 1/ 6,333 1,456 651 44.7 7.3 29.1 58.2

- 250 1,000 1/ 6,666 1,533 728 47.5 7.7 30.7 61.3

- 300 1,050 1/ 7,000 1,610 805 50.0 8.1 32.2 64.4

- 350 1,100 1/ 7,333 1,686 881 52.3 8.4 33.7 67.4

- 400 1,150 1/ 7,666 1,763 958 54.3 8.8 35.3 70.5

- 450 1,200 1/ 8,000 1,840 1,035 56.3 9.2 36.8 73.6

- 500 1,250 1/ 8,333 1,916 1,111 58.0 9.6 38.3 76.6

- 550 1,300 1/ 8,666 1,993 1,188 59.6 10.0 39.9 79.7

- 600 1,350 1/ 9,000 2,070 1,265 61.1 10.4 41.4 82.8

- 650 1,400 1/ 9,333 2,146 1,341 62.5 10.7 42.9 85.8

- 700 1,450 1/ 9,666 2,223 1,418 63.8 11.1 44.5 88.9

- 750 1,500 1/10,000 2,300 1,495 65.0 11.5 46.0 92.0

- 800 1,550 1/10,333 2,376 1,571 66.1 11.9 47.5 95.0
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表２－５－１ 撮 影 計 画 表 ６枚中３

標準(サイドラップ30%)
計画写真縮尺 1 / 8,000 コース間隔 1,288

一辺の実距離の縮尺寸法

基準面から 対地高度 写真縮尺 一辺の実 ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ 1/20万 1/5万 1/2.5万

の比高(m) (m) 距離(m) 実距離(m) (%) (mm) (mm) (mm)

350 850 1/ 5,666 1,303 15 1.2 6.5 26.1 52.1

300 900 1/ 6,000 1,380 92 6.7 6.9 27.6 55.2

250 950 1/ 6,333 1,456 168 11.5 7.3 29.1 58.2

200 1,000 1/ 6,666 1,533 245 16.0 7.7 30.7 61.3

150 1,050 1/ 7,000 1,610 322 20.0 8.1 32.2 64.4

100 1,100 1/ 7,333 1,686 398 23.6 8.4 33.7 67.4

50 1,150 1/ 7,666 1,763 475 26.9 8.8 35.3 70.5

0 1,200 1/ 8,000 1,840 552 30.0 9.2 36.8 73.6

- 50 1,250 1/ 8,333 1,916 628 32.8 9.6 38.3 76.6

- 100 1,300 1/ 8,666 1,993 705 35.4 10.0 39.9 79.7

- 150 1,350 1/ 9,000 2,070 782 37.8 10.4 41.4 82.8

- 200 1,400 1/ 9,333 2,146 858 40.0 10.7 42.9 85.8

- 250 1,450 1/ 9,666 2,223 935 42.1 11.1 44.5 88.9

- 300 1,500 1/10,000 2,300 1,012 44.0 11.5 46.0 92.0

- 350 1,550 1/10,333 2,376 1,088 45.8 11.9 47.5 95.0

- 400 1,600 1/10,666 2,453 1,165 47.5 12.3 49.1 98.1

- 450 1,650 1/11,000 2,530 1,242 49.1 12.7 50.6 101.2

- 500 1,700 1/11,333 2,606 1,318 50.6 13.0 52.1 104.2

- 550 1,750 1/11,666 2,683 1,395 52.0 13.4 53.7 107.3

- 600 1,800 1/12,000 2,760 1,472 53.3 13.8 55.2 110.4

- 650 1,850 1/12,333 2,836 1,548 54.6 14.2 56.7 113.4

- 700 1,900 1/12,666 2,913 1,625 55.8 14.6 58.3 116.5

- 750 1,950 1/13,000 2,990 1,702 56.9 15.0 59.8 119.6

- 800 2,000 1/13,333 3,066 1,778 58.0 15.3 61.3 122.6



参2-2-19

表２－５－１ 撮 影 計 画 表 ６枚中４

標準(サイドラップ30%)
計画写真縮尺 1 /10,000 コース間隔 1,610

一辺の実距離の縮尺寸法

基準面から 対地高度 写真縮尺 一辺の実 ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ 1/20万 1/5万 1/2.5万

の比高(m) (m) 距離(m) 実距離(m) (%) (mm) (mm) (mm)

500 1,000 1/ 6,666 1,533 - 77 -5.0 7.7 30.7 61.3

450 1,050 1/ 7,000 1,610 0 0 8.0 32.2 64.4

400 1,100 1/ 7,333 1,686 76 4.5 8.4 33.7 67.4

350 1,150 1/ 7,666 1,763 153 8.7 8.8 35.3 70.5

300 1,200 1/ 8,000 1,840 230 12.5 9.2 36.8 73.6

250 1,250 1/ 8,333 1,916 306 16.0 9.6 38.3 76.6

200 1,300 1/ 8,666 1,993 383 19.2 10.0 39.9 79.7

150 1,350 1/ 9,000 2,070 460 22.2 10.4 41.4 82.8

100 1,400 1/ 9,333 2,146 536 25.0 10.7 42.9 85.8

50 1,450 1/ 9,666 2,223 613 27.6 11.1 44.5 88.9

0 1,500 1/10,000 2,300 690 30.0 11.5 46.0 92.0

- 50 1,550 1/10,333 2,376 766 32.2 11.9 47.5 95.0

- 100 1,600 1/10,666 2,453 843 34.4 12.3 49.1 98.1

- 150 1,650 1/11,000 2,530 920 36.4 12.7 50.6 101.2

- 200 1,700 1/11,333 2,606 996 38.2 13.0 52.1 104.2

- 250 1,750 1/11,666 2,683 1,073 40.0 13.4 53.7 107.3

- 300 1,800 1/12,000 2,760 1,150 41.7 13.8 55.2 110.4

- 350 1,850 1/12,333 2,836 1,226 43.2 14.2 56.7 113.4

- 400 1,900 1/12,666 2,913 1,303 44.7 14.6 58.3 116.5

- 450 1,950 1/13,000 2,990 1,380 46.2 15.0 59.8 119.6

- 500 2,000 1/13,333 3,066 1,456 47.5 15.3 61.3 122.6

- 550 2,050 1/13,666 3,143 1,533 48.8 15.7 62.9 125.7

- 600 2,100 1/14,000 3,220 1,610 50.0 16.1 64.4 128.8

- 650 2,150 1/14,333 3,296 1,686 51.2 16.5 65.9 131.8

- 700 2,200 1/14,666 3,373 1,763 52.3 16.9 67.5 134.9

- 750 2,250 1/15,000 3,450 1,840 53.3 17.3 69.0 138.0

- 800 2,300 1/15,333 3,526 1,916 54.3 17.6 70.5 141.0



参2-2-20

表２－５－１ 撮 影 計 画 表 ６枚中５

標準(サイドラップ30%)
計画写真縮尺 1 /12,500 コース間隔 2,013

一辺の実距離の縮尺寸法

基準面から 対地高度 写真縮尺 一辺の実 ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ 1/20万 1/5万 1/2.5万

の比高(m) (m) 距離(m) 実距離(m) (%) (mm) (mm) (mm)

550 1,325 1/ 8,833 2,031 18 0.9 10.2 40.6 81.2

500 1,375 1/ 9,166 2,108 95 4.5 10.5 42.2 84.3

450 1,425 1/ 9,500 2,185 172 7.9 10.9 43.7 87.4

400 1,475 1/ 9,833 2,261 248 11.0 11.3 45.2 90.4

350 1,525 1/10,166 2,338 325 13.9 11.7 46.8 93.5

300 1,575 1/10,500 2,415 402 16.6 12.1 48.3 96.6

250 1,625 1/10,833 2,491 478 19.2 12.5 49.8 99.6

200 1,675 1/11,166 2,568 555 21.6 12.8 51.4 102.7

150 1,725 1/11,500 2,645 632 23.9 13.2 52.9 105.8

100 1,775 1/11,833 2,721 708 26.0 13.6 54.4 108.8

50 1,825 1/12,166 2,798 785 28.1 14.0 56.0 111.9

0 1,875 1/12,500 2,875 862 30.0 14.4 57.5 115.0

- 50 1,925 1/12,833 2,951 938 31.8 14.8 59.0 118.0

- 100 1,975 1/13,166 3,028 1,015 33.5 15.1 60.6 121.1

- 150 2,025 1/13,500 3,105 1,092 35.2 15.5 62.1 124.2

- 200 2,075 1/13,833 3,181 1,168 36.7 15.9 63.6 127.2

- 250 2,125 1/14,166 3,258 1,245 38.2 16.3 65.2 130.3

- 300 2,175 1/14,500 3,335 1,322 39.6 16.7 66.7 133.4

- 350 2,225 1/14,833 3,411 1,398 41.0 17.1 68.2 136.4

- 400 2,275 1/15,166 3,488 1,475 42.3 17.4 69.8 139.5

- 450 2,325 1/15,500 3,565 1,552 43.5 17.8 71.3 142.6

- 500 2,375 1/15,833 3,641 1,628 44.7 18.2 72.8 145.6

- 550 2,425 1/16,166 3,718 1,705 45.9 18.6 74.4 148.7

- 600 2,475 1/16,500 3,795 1,782 47.0 19.0 75.9 151.8

- 650 2,525 1/16,833 3,871 1,858 48.0 19.4 77.4 154.8

- 700 2,575 1/17,166 3,948 1,935 49.0 19.7 79.0 157.9

- 750 2,625 1/17,500 4,025 2,012 50.0 20.1 80.5 161.0

- 800 2,675 1/17,833 4,101 2,088 50.9 20.5 82.0 164.0
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表２－５－１ 撮 影 計 画 表 ６枚中６

標準(サイドラップ30%)
計画写真縮尺 1 /15,000 コース間隔 2,415

一辺の実距離の縮尺寸法

基準面から 対地高度 写真縮尺 一辺の実 ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ 1/20万 1/5万 1/2.5万

の比高(m) (m) 距離(m) 実距離(m) (%) (mm) (mm) (mm)

650 1,600 1/10,666 2,453 38 1.5 12.3 49.1 98.1

600 1,650 1/11,000 2,530 115 4.5 12.7 50.6 101.2

550 1,700 1/11,333 2,606 191 7.3 13.0 52.1 104.2

500 1,750 1/11,666 2,683 268 10.0 13.4 53.7 107.3

450 1,800 1/12,000 2,760 345 12.5 13.8 55.2 110.4

400 1,850 1/12,333 2,836 421 14.8 14.2 56.7 113.4

350 1,900 1/12,666 2,913 498 17.1 14.6 58.3 116.5

300 1,950 1/13,000 2,990 575 19.2 15.0 59.8 119.6

250 2,000 1/13,333 3,066 651 21.2 15.3 61.3 122.6

200 2,050 1/13,666 3,143 728 23.2 15.7 62.9 125.7

150 2,100 1/14,000 3,220 805 25.0 16.1 64.4 128.8

100 2,150 1/14,333 3,296 881 26.7 16.5 65.9 131.8

50 2,200 1/14,666 3,373 958 28.4 16.9 67.5 134.9

0 2,250 1/15,000 3,450 1,035 30.0 17.3 69.0 138.0

- 50 2,300 1/15,333 3,526 1,111 31.5 17.6 70.5 141.0

- 100 2,350 1/15,666 3,603 1,188 33.0 18.0 72.1 144.1

- 150 2,400 1/16,000 3,680 1,265 34.4 18.4 73.6 147.2

- 200 2,450 1/16,333 3,756 1,341 35.7 18.8 75.1 150.2

- 250 2,500 1/16,666 3,833 1,418 37.0 19.2 76.7 153.3

- 300 2,550 1/17,000 3,910 1,495 38.2 19.6 78.2 156.4

- 350 2,600 1/17,333 3,986 1,571 39.4 19.9 79.7 159.4

- 400 2,650 1/17,666 4,063 1,648 40.6 20.3 81.3 162.5

- 450 2,700 1/18,000 4,140 1,725 41.7 20.7 82.8 165.6

- 500 2,750 1/18,333 4,216 1,801 42.7 21.1 84.3 168.6

- 550 2,800 1/18,666 4,293 1,878 43.7 21.5 85.9 171.7

- 600 2,850 1/19,000 4,370 1,955 44.7 21.9 87.4 174.8

- 650 2,900 1/19,333 4,446 2,031 45.7 22.2 88.9 177.8

- 700 2,950 1/19,666 4,523 2,108 46.6 22.6 90.5 180.9

- 750 3,000 1/20,000 4,600 2,185 47.5 23.0 92.0 184.0

- 800 3,050 1/20,333 4,676 2,261 48.4 23.4 93.5 187.0

- 850 3,100 1/20,666 4,753 2,338 49.2 23.8 95.1 190.1

- 900 3,150 1/21,000 4,830 2,415 50.0 24.2 96.6 193.2

- 950 3,200 1/21,333 4,906 2,491 50.8 24.5 98.1 196.2
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（４） 撮影高度

撮影高度(Ho)＝対地高度（Ｈ）＋撮影基準面高又は平均標高(ｈ)

（例）1/12,500を撮影する場合（Ho）

1,875＋30＝ 1,905 m

（５） 撮影基線長

）測量用空中写真の撮影は,同一のコース内において,互いに60％程度の重なり(オーバーラップ：O.L

を持たせるように計画する。

左写真 右写真

B

撮影高度

Ｈ 土地の比高 撮影縮尺 ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ

(H) mb 0.8 50%２０％ ×

mb 0.9 55.5%１０％ ×

撮影基準面 mb 60%

ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ60%

図２－５－６ 写真の重複度

１コースの中で，１つの撮影点から次の撮影点までの距離を撮影基線長と呼び，図２－５－６のＢ

に相当する。

撮影基線長＝写真一辺の地上距離× １－60／100)＝ 写真一辺の地上距離×0.4(

※ 複コース及び面的な撮影の場合は，隣接コース間の重なり（サイドラップ：S.L）を約30％

持たせるようにする。コース間隔は図２－５－７のｃに相当する。

コース間隔＝写真一辺の地上距離× １－30／100)＝写真一辺の地上距離×0.7(

Aｺｰｽ Bｺｰｽ ※写真一辺の地上距離

＝0.23×縮尺分母数Ｃ

撮影高度

H 土地の比高 撮影縮尺 ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ

30%(H) mb 0.7 0×

20% mb 0.8 12.5%×
10% mb 0.9 22.25%×

撮影基準面 mb 30%

ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ30%

図２－５－７ コース間の重複度

（６） 撮影コースの始点・終点

撮影地域を確実にカバーするために，撮影コースの

始点・終点は必ず撮影計画地域外にあるようにする。

※ O.L，S.Lも同様に，撮影地域に高い山等があると

撮影に際し，中心投影の死角となって撮影できない

個所が生じることから，O.L，S.Lが不足しないよう

注意して計画する。 b 実際の撮影幅

b：死角となって欠像となる部分 地図上の撮影計画幅

図２－５－８ 撮影範囲

（７） 撮影コースの位置

コースの位置は，図化作業に支障のないよう，地形図の真中に通るように，基準点配置を考慮して決

定する。
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（８） 撮影面積

撮影面積は，空中写真を必要とする地域の面積で， 地形図作成の場合は，安全性と標定点の配置状

況を考慮した面積とする。

※ 線状撮影の場合の面積

単発機を使用して，広角カメラ（焦点距離 f＝0.15m）で線状の撮影をする場合の面積は，次式

により算定するものとする。

撮影面積（㎞ ）＝写真一辺の実距離（㎞）×撮影総延長（㎞）2

５－３－２ 撮影コースの計画

コースの計画は，撮影地域を十分に覆って図化作業に支障のないようにし，かつ，撮影地域の地形を

考えて，航空保安上から撮影運航に障害のないように計画する。

コースは，東西方向に計画するのが，実体観測をする際には理想的である。地域が狭長である場合及

び路線撮影の場合は，後続作業での基準点配置，図化能率等の経済性を考慮して，路線方向及び長方向

にコースを計画する。

※ 路線撮影コースの計画

道路・河川・海岸・鉄道等細長く伸びている地物を図化するために，路線撮影を実施する際は，計

画する地域が撮影するコース幅の70％～80％位の範囲におさまるように余裕を持たせ，全体的な形状

に沿わせて直線でコースを計画する。また，折れ曲がっているコースの折点では，重複して撮影する

ようにコースを延伸する。

また，コースを２，３モデル延長する事により，既設基準点が含まれて空中三角測量に利用できる

場合，新たに標定点を設けるよりは経済的なことが多い。

コース数 ４

コース方向数 １

図２－５－９ 広地域撮影計画例

コース数 ２

コース方向数 ２

凡 例

図化区域

撮影範囲

撮影コース

撮影点

図２－５－１０ 路線撮影計画例１
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コース数 ３ コース数 ４

コース方向数 ２ コース方向数 ２

図２－５－１１ 路線撮影計画例２

※ 横方向のコースは，左図のように１コースでも良いようであるが，余裕を持たせて，両方とも復コ

ースとして計画した。また，完全に覆うようにS.Lを20％とした。

５－３－３ 航空カメラとレンズ

（１） 現在，日本で使われている測量用航空カメラは，表２－５－２のとおりである。

表２－５－２ 測量用航空カメラの種類

会 社 名 カ メ ラ 名 称

ツアイス社（ドイツ） RMK 15/23, RMK 21/18, RMK-A 15/23, RMK-A 21/18

ライカ社 元ｳｲﾙﾄﾞ社 RC-8, RC-10, RC-20, RC-30（ ）

（２） これらのカメラは，表２－５－３のとおり写角により広角と普通角に分けられる。超広角と呼ばれ

るカメラもあるが，日本ではあまり使われていない。

表２－５－３ 測量用航空カメラの諸元

カメラ 焦点距離 写角 画面サイズ 主 な 使 用 対 象

普通角 21 ㎝ 62 18 18㎝ 山地の調査，高層ビル街等° ×

広 角 15.3 ㎝ 90 23 23㎝ 一般の測量・調査用° ×

超広角 8.85 ㎝ 120 23 23㎝ 開発地域の1/50,000図等° ×
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（３） FMC(Forward Motion Compensation)装置付きカメラ

撮影時の航空機の運航速度とシャッタースピードの関係により生ずる被写体の進行方向の像のぶれ

を補正する（シャッターの開口中に，航空機の動きに連動してフィルムを移動させる）装置を装備し

たカメラで，特に鮮明な写真を得る場合に用いられる。

1/10,000以上の縮尺の写真撮影については，像のぶれの影響があるためFMC装置付きカメラを使用す

ることが望ましい。

（４） 各レンズの特徴

１） 同一高度で撮影する時，広角の方が普通角に比べ広い地域を撮影できる。従って撮影高度が同一

なら，広角カメラの方が写真枚数が少なくてすむ。

２） 同一縮尺で撮影する時，広角の方が普通角に比べ低い高度で撮影できる。

３） 普通角カメラは，比較的に土地の比高による偏位量の少ない写真が得られる。

４） 普通角カメラの方が画面距離が長いので，比較的に高い所から大きな縮尺の写真を撮影できる。

５） ２種類のカメラによる地上点に対する交会角(а°)は，普通角に比べ広角の方が大きいので他の

条件が同じなら，広角カメラで撮影する方が高さの測定精度が良い。

° °62 62

°90

° °120 90

° °62 120

°90

°120

同一高度の場合 同一縮尺の場合

普通角カメラ 広角カメラ

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

０ ｂ ０ ０ ｂ ０

゜ ゜ａ ａ

図２－５－１２ レンズ及びカメラの特徴

５－３－４ 撮影飛行中に生じる障害

撮影飛行中の気流等天候状況及び操縦ミス等によるもので，そのずれ及び傾きは，広島県公共

測量作業規程第127条を標準とする。

（１） 計画撮影コースからのずれ

実際のコース

計画撮影コース

撮影点位置 計画対地高度の15%以内

図２－５－１３ 撮影コースのずれ

（２） 計画撮影高度に対するずれ

飛行した高度

計画撮影高度

計画対地高度の5%以内

図２－５－１４ 撮影高度のずれ
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）（３） 航空カメラの傾き（κ，ω，ψ

１） κ（回転角）

風向きによっては，機体がコースから離れてしまうので，機体を幾分回転させて，コースを維持

させる事がある。

２） ω（進行方向に直交した傾斜角）

３） ψ（進行方向に対する傾斜角）

計画範囲κ

実際の範囲

κ＜10°風

図２－５－１５ κ

ψ＜3°

ω＜3°風

風

図２－５－１６ ω 図２－５－１７ ψ

実際の範囲 計器盤の気泡

計画範囲

ｺｰｽ方向

ｺｰｽ方向

ω要素

計画範囲 実際の範囲

ψ要素

図２－５－１８ 各要素の動き

以上が制限を超えると，

① オーバーラップ，サイドラップが確保されない。

② 後続作業で使用機器が限定される。

③ 全体の精度の低下。

等が考えられ，空中三角測量・図化作業に支障を与える。



●

●

女 満 別 空港
Ｂ　　4 3 °5 3′
Ｌ   1 4 4 °1 0′

Ｂ　　 4 4° 1 5′ 
Ｌ　 1 4 3 °3 2′

●

稚 内 空港
Ｂ　　 4 5 ° 2 4′ 
Ｌ   1 4 1 °4 9′

●

旭 川 空港
Ｂ　 4 3 °4 0′
Ｌ 1 4 2 °2 7′

●

丘 珠 空港

Ｂ　   4 3 °0 7′
Ｌ   1 4 1 °2 3′

●

● 釧 路 空港
Ｂ　　4 3 °0 2′

帯 広 空港

Ｌ    1 4 3°1 3′ 
Ｂ　　　4 2 °4 4′

●

函 館 空港

Ｌ　 1 4 0 °4 9′
Ｂ　   4 1 °4 6′

●

●

●

●

●

●

●

●

青 森 空港

Ｂ　  4 0 °4 4′
Ｌ  1 4 0 °4 2′秋 田 空港

Ｂ　  3 9 °3 7′
Ｌ  1 4 0 °1 3′ 花 巻 空港

Ｂ　  3 9 °2 6′
Ｌ  1 4 1 °0 8′

福 島 空港
Ｂ　  3 7 °1 3′
Ｌ  1 4 0 °2 6′

新 潟 空港

Ｂ　  3 7 °5 7′
Ｌ  1 3 9 °0 7′

庄 内 空港

Ｂ　  3 8 °4 9′
Ｌ  1 3 9 °4 7′

●●

●

●

●

●●

●

Ｂ　  3 5 °4 0′
Ｌ  1 3 9 °3 2′

調 布 飛行場

大 島 空港

Ｂ　　3 4 °4 7′
Ｌ　1 3 9 °2 2′

富 山 空港

Ｂ　 3 6 °3 9′
Ｌ  1 3 7°　1 1′ 

福 井 空港

Ｂ　 3 6 °0 8′
Ｌ 1 3 6 °1 4′

●●

●

●

●

Ｂ　 3 6 °1 0′
Ｌ 1 3 7 °5 6′

松 本 空港 

Ｂ　   3 5 °1 5′
Ｌ　 1 3 6 °5 6′

名 古 屋 空港

Ｌ   1 4 4 °1 2′

八 尾 空港

Ｂ　 3 4 °3 6′
Ｌ 1 3 5 °3 6′

南 紀 白 浜 空港

Ｂ　　3 3 °4 0′
Ｌ　1 3 5 °2 2′

鳥 取 空港
Ｂ　 3 5 °3 2′
Ｌ 1 3 4 °1 0′

●

高 松 空港

Ｂ　  3 4 °1 3′
Ｌ  1 3 4 °0 1′

●

●

仙 台 空港

Ｂ　  3 8 °0 8′
Ｌ  1 4 0 °5 5′

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

石 見 空港
Ｂ 　 3 4° 4 0′
Ｌ　 1 3 1°4 8 ′

福 岡 空港

Ｂ　　3 3 °3 5′

高 知 空港
Ｂ　 3 3 °3 2′
Ｌ 1 3 3 °4 0′

松 山 空港
Ｂ　 3 3 °4 9′
Ｌ 1 3 2 °4 2′

広 島 西 飛行場

Ｌ  1 3 2 °2 5′
Ｂ　  3 4 °2 2′

出 雲 空港

Ｂ　　 3 5 °2 5′
Ｌ　 1 3 2 °5 4′

大 分 空港

Ｌ  1 3 1 °4 4′
  Ｂ　  3 3 °2 9′ 

山 口 宇 部 空港

Ｂ　  3 3 °5 6′
Ｌ  1 3 1 °1 6′

北 九 州 空港

Ｌ  1 3 0 °5 7
′

    Ｂ　  33 ° 50 ′  

宮 崎 空港

Ｂ　  3 1 °5 2′
Ｌ  1 3 1 °2 7′

熊 本 空港

Ｂ　   3 2 °5 0′
Ｌ　1 3 0 °5 1′

種 子 島 空港

Ｂ　   3 0 °3 3′
Ｌ　1 3 0 °5 7′

鹿 児 島 空港
Ｂ　 3 1 °4 8′
Ｌ 1 3 0 °4 3′

福 江 空港

Ｂ　   3 2 °4 0′
Ｌ　1 2 8 °5 0′

長 崎 空港

Ｂ 　  3 2 °5 5′
Ｌ　1 2 9 °5 5′

●

但 馬 空港

Ｂ　   3 5 °3 1′
Ｌ　1 3 4 °4 7′

Ｌ  1 3 0°2 7′ 

●

●

●

奄 美 空港

Ｌ　1 2 9 °4 3′
Ｂ　　 2 8° 2 6′ 

徳 之 島 空港
Ｂ　　2 7 °5 0′
Ｌ   1 2 8 °5 3′

那 覇 空港

Ｂ　  2 6 °1 2′
Ｌ  1 2 7 °3 9′

大 館 能 代 空港

Ｂ　  4 0 °1 1′
Ｌ  1 4 0 °2 3′ 

●

●

● 石 垣 空港

Ｂ　  2 4 °2 0′
Ｌ  1 2 4 °1 1′

宮 古 空港
Ｂ　  2 4 °4 7′
Ｌ  1 2 5 °1 8′

南 大 東 空港

Ｂ　   2 5 °5 0′
Ｌ　1 3 1 °1 5′

八 丈 島 空港
Ｂ　  3 3 °0 7′
Ｌ  1 3 9 °4 7′

●

●

紋 別 空港

●

●

山 形 空港
Ｂ　  3 8 °2 5′
Ｌ  1 4 0 °2 2′
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図２－５－１９ 撮影基地一覧
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５－４ 標定点測量

５－４－１ 標定点測量・対空標識設置・刺針

（１） 標定点測量は，既設点のほかに空中三角測量及び図化において空中写真の標定に必要な標定点（基

準点や水準点）を設置する作業をいう。標定点には，既設の基準点や水準点を極力利用するように努

める。

対象地域の必要な位置に十分な既設点がある場合には，この工程は省略することができる。選点の

条件は，広島県公共測量作業規程第112条のとおりとする。

（２） 対空標識の設置は，既設基準点，標定点が写真上で確認できるように設置するものである。対空標

識の規格は，広島県公共測量作業規程第115条を標準とする。

（３） 刺針は，対空標識が空中写真上で明瞭に確認できない場合，対空標識設置総数のおおむね30％を超

えない範囲で行うことができる。



参2-2-29

５－５ 空中三角測量

５－５－１ 空中三角測量

（１） 空中三角測量の概要

空中三角測量は，図化作業に必要な標定用基準点の水平位置と標高を解析図化機，コンパレータ等

により求める作業で，測定の方法，計算の方式により表２－５－４，表２－５－５に示すように種々

の方法がある。

空中三角測量の調整方法のうち，単コース調整及び多項式法によるブロック調整では，モデル数が

多くなると誤差が急激に増大することから，コース長を原則として15モデル以内とする。

また，標定用基準点はできるだけ両隣のコースでも共通に使えるようにし，既存の三角点・多角点

・水準点等をつとめて利用し，新しく増設する点数をなるべく少なくする。

※ 標定

図化機にセットした２枚の写真の

〇 〇対応する点から出た光線が，すべて

交わるように土地の光学的なモデル ﾓﾃﾞﾙ

〇 〇を再現し，そのモデルの縮尺，位置，

方向，高さ，傾斜を定める操作。

※ モデル ﾊﾟｽﾎﾟｲﾝ ﾄ〇 〇

一般的には，オーバーラップした

２枚の写真を実体視して得られる立 図２－５－２０ モデル

体模像，又はその範囲を言うが，写真測量では，特にパスポイントに囲まれた部分を呼ぶ。

表２－５－４ 空中三角測量調整方法の比較

長 所 短 所

a．適用範囲に制約がない（地域，路線の撮 a．標定点数を多く必要とし，選点条件に制

単コース 影とその広狭，長短，コース数による制限） 約がある。

調整法 b．精度の均一性からすると，コース間の接

合部にずれを生じ易く広域では問題がある。

a．標定点数が少なく選点条件の制約が緩和 a．広域については多項式法の場合のモデル

ブロック される。 数に制約がある。

調整法 b．タイポイント成果が調整されて精度が均

一化される。

表２－５－５ ブロック調整の方法ごとの特徴

方 法 セルフキャリブレーシ セルフキャリブレーシ
多項式法 独立モデル法

項 目 ョンなし バンドル法 ョン付 バンドル法

精 度 多項式法より高い 独立モデル法と同じ 独立モデル法より高い

基 準 点 数 多項式法より少ない 独立モデル法と同じ 独立モデル法と同じ注）

計 算 時 間 多項式法より長い 独立モデル法より長い 独立モデル法より長い

計算可能ﾌﾞﾛｯｸの大きさ 制限あり な し な し な し

注）ブロックの大きさが小さい時を除く。
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（２） 空中三角測量の調整方法

１） 単コースの場合のコース長は，原則として15モデル以内とし，基準点等は各コースの両端のモデ

ルに上下各１点を標準とし，困難な場合は２点のうち１点を当該モデルの隣接モデルに含まれる基

準点を１点使用することができる。各コースの両端のモデル以外は，精度を考慮してコース内に均

等に配置する。

水平位置及び標高の基準点等の数は，次の式を標準とする。

Ｎ ＝Ｎ ＝ｎ/2＋2Ｈ Ｖ

ただし，Ｎ ，Ｎ はそれぞれ水平位置及び標高の基準点等の数，ｎはモデル数とする。Ｈ Ｖ

C2 N=6/2+2

C1 N=4/2+2 C3 N=4/2+2

図２－５－２１ 単ｺｰｽ調整・路線対象の模式事例

▲ ▲ ▽

▲ ▲ 既設基準点

▽ ▲ ▽ ▽ 標定点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

図２－５－２２ 単ｺｰｽ調整の場合の配点状況

２） 多項式法によるブロック調整の場合のコース長は，単コース調整の場合に準ずることとし，水平

位置の基準点等をブロックの四隅に必ず配置するとともに，両端のコースについては５モデルに１

点，その他のコースについては両端のモデルに１点ずつ配置するほか，精度を考慮してブロック内

に２コースに１点の割合で均等に配置することを標準とする。標高の基準点等は，各コースごとに

両端のモデルに１点ずつ配置するほか，５モデルごとに１点ずつ配置することを標準とする。

水平位置及び標高の基準点等の数は，次の式を標準とする。

N ＝2c+2〔n/5-1〕+〔c/2〕H

N ＝〔n/5〕c+cV

ただし，nは１コース当たりの平均モデル数，cはコース数 〔 〕 の中の計算終了時の小数部は，

切り上げ，負になる場合は零とし，上式で計算されたＮ がＮ より小さい場合は，Ｎ はＮ と同数Ｖ Ｈ Ｖ Ｈ

とする。

▽ ▽ 必要な基準点数について▽

C1 は，表２－５－６を参照▲

▲▽

▲C2 ▽

C3 ▲ 既設基準点▲

▲ ▽ ▽ 標定点▽

モデル ３コース（11ﾓﾃﾞﾙ ３）×

図２－５－２３ 多項式法によるブロック調整の場合の配点状況
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３） 独立モデル法及びバンドル法によるブロック調整の場合は，水平位置の基準点等をブロックの四

隅に必ず配置するとともに，両端のコースについては６モデルごとに１点，その他のコースについ

ては３コースごとの両端のモデルに１点ずつ配置するほか，ブロック内に精度を考慮して30モデル

に１点の割合で均等に配置することを標準とする。標高の基準点等は，２コースごとに両端のモデ

， 。ルに１点ずつ配置するほか 12モデルに１点の割合で各コースに均等に配置することを標準とする

水平位置及び標高の基準点等の数は，次の式を標準とする。

N ＝4+2〔(n-6)/6〕+2〔(c-3)/3〕+〔(n-6)(c-3)/30〕H

N ＝〔n/12〕c+〔c/2〕V

ただし，nは１コース当たりの平均モデル数，cはコース数 〔 〕 の中の計算終了時の小数部は，

切り上げ，負になる場合は零とし，上式で計算されたＮ がＮ より小さい場合は，Ｎ はＮ と同数Ｖ Ｈ Ｖ Ｈ

とする。

必要な基準点数につい▽ ▲ ▲ ▽

ては，表２－５－６を

参照□

□ ▽ □

▲ □ ▲ ▲ ▲ 既設基準点

□ ▽ 標定点

□ 標高の標定点

▽ ▲ ▽ ▽

モデル ６コース（18ﾓﾃﾞﾙ×６）

図２－５－２４ 独立モデル法及びバンドル法によるブロック調整の模式事例
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表２－５－６ 空中三角測量で必要な基準点数

モデル数→多項式法

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

コース数 C 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

2 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9
4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8

3 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12
6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12

4 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14
8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16

5 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17
10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20

6 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19
12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24

7 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22
14 14 14 14 14 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28

8 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24
16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 32 32 32 32 32

9 23 23 23 23 23 25 25 25 25 25 27 27 27 27 27
18 18 18 18 18 27 27 27 27 27 36 36 36 36 36

10 25 25 25 25 25 27 27 27 27 27 29 29 29 29 29
20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40

上段 水平位置基準点数
下段 標高基準点数

モデル数→独立モデル法・バンドル法

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

コース数 C 1 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

2 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5

3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8

4 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 13 13
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10

5 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 13 13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 13 13 13

6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 12 12 14 14
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 15 15 15 15 15 15 15

7 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 13 14 14 14 14 14 16 16
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 18 18

8 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14 17 17
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20 20 20 20 20 20 20

9 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 15 15 17 17
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 23 23 23 23 23 23 23 23

10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 14 14 16 16 17 17 17 17 20 20
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25

11 10 10 10 10 10 10 13 13 13 14 14 14 16 17 17 17 17 17 20 20
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 28 28 28 28 28 28 28 28

12 10 10 10 10 10 10 13 13 13 14 14 14 17 17 17 17 18 18 20 21
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 30 30 30 30 30 30 30 30

上段 水平位置基準点数
下段 標高基準点数
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５－５－２ 簡易水準測量

（１） 簡易水準測量の概要

簡易水準測量は高さの精度を確保するために実施するが，公共測量で大縮尺図については努めて実施

することが望ましい。一般的な選定法は（２）のとおりであるが，さらに空中三角測量等を考慮に入

れて計画する。それは，撮影基線をはさんで，モデルの上下に行うとψおよびω方向の対地標定の際

に効果的となるからである。

また，既設水準点が近くにない場合，往々にして突出した路線になることが多いが，既知点へ戻る

往復の距離も作業量とする。

簡易水準測量の実施は撮影作業の後に行い，高さを観測した点については，位置を２倍引き伸ばし

て空中写真上に刺針し，明確にしておく。

既知路線

▽ ▽ ▽

□A1

5
5▽ □

A2

5
▽

▽5 □

図２－５－２５ 簡易水準路線 水準路線

（２） 路線の選定

１） 路線長（網を形成した場合は，既知点から交点，又は交点から交点までの距離）は，原則として

（ ） 。 ， 。15km 結合路線又は環が形成できないときは８km 以内とする 固定点は 約１kmごとに設置する

２） 結合路線又は環が形成できないときは，往復観測を行う。

３） 路線番号は，一連番号で表示する。

A：一次（基準点から出発し，基準点に閉合） ：水準点

B：二次 (一次による固定点を基準として閉合） ：固定点

▽5 5
A1 B1

5
▽ ▽A1 5

ﾓﾃﾞﾙ１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

図２－５－２６ 路線の選定
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５－６ 数値図化

５－６－１ 帯状図化

（１） 数値図化作業では，標定と細部図化が行われる。

標定 相互標定

絶対(対地)標定

細部図化 図化素図作成

（２） 相互標定は，図化機によって，標定要素であるκ・ω・ψを操作して，モデルが完全に実体視でき

るようにする。

（３） 絶対標定は，相互標定を行ったモデルに対して，さらに高さ・位置・縮尺を厳密に決定する。

（４） 細部図化は，図化機によりモデルから読み取れる標高・等高線・地物（家，道路，植生等）を図紙

上に描画する。

（５） 帯状図化は，モデルの一部を図化するものであるから，モデル全体に対するものより人日数が減る

のは当然であるが，図化作業における積算の標準作業量は面積単位となっているので，モデル内の図

化割合によって人日数の割引は考える必要がない。

しかし，モデル内の図化割合の多少にかかわらず標定に要する手間は同様であるから，図化区域が

著しく狭長な場合には反対にモデル数に関して歩増をする必要が出てくることになる。

積算に際しては，図化区域が著しく狭長な場合には別途考慮することができる。

Ａ：図化幅（縦） Ｂ：１モデルの長さ（横）

Ｘ：１モデルの有効幅（縦） Ｙ：図化幅（横）
Y

Ａ Ｘ

Ｂ

図２－５－２７ 帯状図化の区域
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第３編 地質調査業務

第１章 地質調査積算基準（参考資料）

第１節 地質調査積算基準

１－１ 適用範囲
１－１－１ 市場単価が適用できる地質調査

①機械ボーリング ②サンプリング ③サウンディング及び原位置試験 ④現場内小運搬（機
械器具損料を除く） ⑤足場仮設 ⑥その他間接調査費

１－１－２ 市場単価の適用範囲以外の地質調査
①現場内小運搬における機械器具損料 ②解析等調査業務

１－１－３ 標準歩掛を適用する地質調査
①弾性波探査（ｽﾀｯｷﾝｸﾞ法・発破法） ②軟弱地盤技術解析 ③地すべり調査 ④電子成果品
作成費

１－２ 地質調査業務の構成

既存資料の収集・ 現地調査にもとづいて解析
現地調査

弾 性 波 探 査 解 析 と り ま と め

ボーリング作業
Ａ

標準貫入試験作業 資料整理とりまとめ

既実 柱状図の作成等
存施 サンプリング作業 総合解析とりまとめ 報告書
資計 電子成果
料画
検作 孔 内 計 測 作 業 断 面 図 等 の 作 成
討成

土質・地質断面図作成等
原位置試験作業

現 場 透 水 試 験 各 種 土 質 試 験
間 隙 水 圧 測 定

現場内小運搬作業

足 場 仮 設 作 業

Ｂ
機械組立解体作業

給水設備設置作業

Ｃ 打 合 せ 協 議

［仮設等その他業務］

準備・跡片づけ作業 借地・踏荒し補償

Ｂ 地点測量を含む 調査孔閉塞作業

各 種 安 全 作 業 施 工 管 理 業 務
工程管理，精度管理

［打合せ協議］

Ｃ 業 務 着 手 時 中 間 打 合 せ 成 果 品 納 入 時
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１－３ 地質調査の目的と方法

下表は，一般的な場合を記述しており，ボーリング深度等の決定については調査目的・現地状況等によ

り判断すること。

調 査 目 的 ボ ー リ ン グ 深 度 地 質 調 査 土 質 試 験

【独立した基礎】 その位置の圧力が載荷重（荷重に ボーリング，標準貫入試 物理的性質試験，一軸

地層分布の確認， よる地面の圧力）の10％になる深さ 験，乱さない試料の採取。 又は三軸圧縮試験, 圧

支持力，沈下，水平 まで。 砂，レキ層が支持層とな 密試験。

① 抵抗の確認。 岩が浅い所では基礎の最も低い面 る場合は，載荷試験，深

杭基礎の場合，杭 より10ｍ以上の深さにするのが普通 層載荷試験，Ｋ値測定，

種によっては腐食性 である。 腐食性調査，間隙水圧測

調査。 定を行う場合もある。

水圧測定等を行う。

【斜面の安定】 仮想すべり面の通る位置まで,固 ボーリング，サウンディ 物理的性質試験，一軸

地層分布の推定。 い地層まで，地形から見てそこまで ングで補足，標準貫入試 又は三軸圧縮試験（地

せん断力の決定。 はすべり面が到達しないであろうと 験，乱さない試料の採取 盤改良又は盛土荷重に。

水位の確認。 思われる深さまで。 よる強度増加を見込む

場合はｑｃ），圧密試②

験，土質の分布状態の

把握は特に重要となる

ので土質試験は数多く

実施されるのが普通。

【深い根切り】 狭い根切りの場合，底幅の0.75～ ボーリング，標準貫入試 物理的性質試験，一軸

地層分布の推定。 １倍の深さ。 験，現場透水試験又は揚 又は三軸圧縮試験，砂

せん断力の決定。 根切りが地下水面上で良質土の場 水試験，乱さない試料の 質土については室内透

③ 水の確認とクイックサ 合，1.2～2.4ｍの深さまで。 採取，地下水位と水頭の 水試験を行う場合もあ

ンド及びヒービング。 根切り底が地下水面下にある場合 測定。 る。

土圧の決定。 には透水層の位置と厚さを調査する

こと。

【高盛土】 比較的均一な地層では，法面の水 ②と同じ ②と同じ

地層分布の確認。 平方向の長さの0.50～1.75倍の深さ

④ せん断力の決定。 まで。

圧密特性の判定。 不規則な或いは深い軟弱層がある

場合には，固い地層までボーリング

をすること。

【ダム並びに 比較的均一な地層では，アースダ ボーリング，サウンディ 物理的性質試験，一軸

止水構造物】 ムの外幅の0.50，または小さなコン ング，標準貫入試験，乱 又は三軸圧縮試験（場

地層分布の確認。 クリートダムの高さの1.50倍の深さ。 さない試料の採取，透水 合によってはｑｃテス

⑤ 支持力と沈下の判定。 堅硬で不透水性の層が以下連続し 試験又は揚水試験。 ト），圧密試験，透水

透水性の確認。 ているとわかっている場合には，こ 試験。

の層の中へ３～６ｍボーリングして

停止する。

【道路等】 切土部では舗装の表面から2ｍの ボーリング，サウンディ 物理的性質試験，一軸

地層分布の確認。 深さまでオーガボーリングをする。 ング，標準貫入試験，乱 又は三軸圧縮試験（場

⑥ ＣＢＲ，Ｋ値の判定。 また，低い盛土では元の地盤面下 さない試料の採取，ＣＢ 合によってはｑｃテス

せん断力の判定。 1.8ｍまで。 Ｒ試験及び載荷試験。 ト），圧密試験，ＣＢ

圧密沈下の判定。 高盛土，深い切土では上記の注意 Ｒ試験。

水位の確認。 と同じ。
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１－４ 地質調査相互関連図

粘土，シルト 66～146mmボ
ロータリーボーリング

ー

砂，砂質土 66～146mmリ
ン オーガーボーリング
グ 砂礫 66～146mm

玉石・転石 66～146mm
標準貫入試験φ66mm以上

固結シルト 66～146mm
粘土，シルト，泥炭 ベーンテストφ86mm以上ボ

大孔径 250～300mm

ー

孔内水平載荷試験(横方向Ｋ値)砂，砂質土，火山灰 リ
ン

電 気 検 層φ66mm以上グ
ﾌﾟﾚｼｵﾒｰﾀｰ法 φ66～86mm孔

現場揚水試験φ300mmを原
Ｌ.Ｌ.Ｔ法 φ86mm利位

現場透水試験φ86mm以上用置
Ｋ.Ｋ.Ｔ法 φ66mmす試

間隙水圧測定φ86mm以上る験

地下水流向 φ116mm以上
オ ー ガ ー 法・流速測定φ150mm以上

地中ガス調査φ86mm以上 ケ ー シ ン グ 法

物 理 検 層 一 重 管 法

二 重 管 法

物 理 的 性 質 試 験 一 式 注 水 法

化 学 的 性 質 試 験 一 式

圧 密 試 験 電 気 式 測 定乱 シンウォールサンプ
リング φ86mmさ

力 一 面 せ ん 断 試 験 水 頭 測 定な

デニソンサンプリングい

学 一 軸 圧 縮 試 験試 φ116mm
（ロータリー式二重料

的 三 軸 圧 縮 試 験採 管サンプリング）
取

トリプルサンプリング 繰返し三軸試験性
φ116mm （液状化・変形）

質（ロータリー式三重
中空ねじりせん断試験管サンプリング）

試
リ ン グ せ ん 断 試 験

験
中 圧 三 軸 圧 縮 試 験

中 型 三 軸 圧 縮 試 験

大 型 三 軸 圧 縮 試 験

ス ウ ェ ー デ ン 式
２ ｔ

オ ラ ン ダ 式
10 ｔ

ポ ー タ ブ ル コ ー ン

サ ウ ン デ ィ ン グ 動 的 貫 入 試 験 単管式

三 成 分 コ ー ン 二重管式

電気式静的コーン貫入試験

オートマチックラムサウンディング各 種 原 位 置 試 験

現 場 密 度 地 盤 の 平 板 載 荷

平 板 載 荷 道 路 用 平 板 載 荷

ベンゲルマンビームテスト現 場 Ｃ Ｂ Ｒ
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第２章 地質調査運用（参考資料）

第１節 機械ボーリング

１－１ ボーリング

１－１－１ ボーリング設備概念図

図２－１－１ 設備概念図

櫓（丸太，パイプ，アングル）高さ５～１２ｍ

ロッドホルダー
泥水バック

ケーシングヘッド

ボーリングロッド

ケーシングパイプまたはドライブパイプ

ケーシングシューまたはケーシングビット

循環水または泥水

コアチューブカップリング

コアチューブ（シングル，ダブル）

リーマー（メタル，ダイヤ）

原動機（エンジン・モーター）

ワイヤロープ

ボーリングマシン（油圧式・手動式）

スナッチブロック（デリックブロック）

ホイスチングスイベル

ウォータースイベル（低速，高速用）

デリバリーホース（高圧）

ボーリングポンプ（高圧）

原動機（エンジン・モーター）

サクションホース（低圧）

クラウン（メタル，ダイヤ）またはビット
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１－１－２ 機械ボーリングの設計長

（１） 地質調査における掘進長の取扱いについて

ボーリング掘進延長には，標準貫入試験及びサンプリング等の延長も含むが，最終貫入（サンプル）

長については，掘削先端位置より標準貫入試験を行うため，下図の様にボーリング掘進延長には含めな

い。

凡例

標準貫入試験及び

掘 サンプリングによる掘進長

進

長

最終貫入（サンプル）長を控除

１－１－３ ボーリング孔径の適用
（１） 各種試験及び計測に必要なボーリング孔径は下記を標準とする。

区分 試 験 ・ 計 測 名 必要孔径(mm) 区分 試 験 ・ 計 測 名 必要孔径(mm)

固定ピストン式 岩 岩盤透水試験 66～
シンウォールサンプリング 86～

盤 孔内微流速測定 66～
デニソンサンプリング

土 （ロータリー式 116～ 調 湧 水 圧 測 定 66～
二重管サンプリング）

査 グラウト試験 66～
ロータリー式 116～
三重管サンプリング ボアホールスキャナー 66～

質 標準貫入試験 66～ 地 パイプ式歪計 66～

孔内水平載荷試験 66～ す 孔 内 傾 斜 計 86～
(プレシオメーター)

べ 多層移動量計 66～
〃 （Ｌ.Ｌ.Ｔ） 86

試 り 水 位 計 66～
〃 (Ｋ.Ｋ.Ｔ) 66

調 地 下 水 検 層 66～
揚 水 試 験 250～

査 簡易揚水試験 66～
現場透水試験 86～

験 速 度 検 層 66～
間隙水圧測定 86～

Ｐ Ｓ 検 層 66～
地下水孔内流向・流速測定 116～ 探

(ＬＤ型) 反 射 検 層 66～
査

〃 (ＳＷＭ－ＫＺ型) 150～ 密 度 検 層 66～
・

地中ガス調査 86～ 電 気 検 層 66～
検

温 度 検 層 66～
層

キャリパー検層 66～

常時微動測定 101～
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１－１－４ その他

（１） 岩分類に対する市場単価ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ規格

岩分類に対する市場単価のﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ規格は下表を標準とする。

岩分類 市場単価ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ規格 備 考

軟岩Ⅰ 軟岩

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄが必要な場合は，中硬岩を使用。軟岩Ⅱ 軟岩

中硬岩 中硬岩

硬岩Ⅰ 硬岩

硬岩Ⅱ 極硬岩

破砕帯 破砕帯

（２） ボーリング（試錐）等においては，原則として既存資料の収集・現地調査，資料整理とりまとめ断面

図等の作成，総合解析とりまとめ，協議打合せを計上するものとする。

（３） 市場単価については，物価資料（「積算資料」，「建設物価」をいう）によるものとする。なお，現

場内小運搬における機械器具損料及び解析等調査業務に係る単価は特別調査等により別途考慮する。

（４） 市場単価については，夜間作業は別途考慮とする。

（５） 室内土質試験等は，物価資料を参考にして積算するものとし，直接調査費に計上する。

（１式当り）１－２ 運搬費の積算

項 目 名 称 規 格 単位 備 考

資機材運搬 トラック運転経費 ○h/日，2～4t 日 下記参照（クレーン付）

人員輸送 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転経費 ○h/日，1.5L 日 参考資料，総則1-3

現場内小運搬 現場内小運搬 必要な運搬方法を選択 ｔ 基準書，第4節

（１） 運搬費のうち資機材の運搬は，資機材運搬積算上の基地から現地までの搬入，搬出とする。

（ここでいう積算上の基地とは，原則として現地に最も近い本支店が所在する市役所等とする）

運搬機種は，2t，3t，4tの2.9t吊りクレーン付きトラックによる運搬を標準（ボーリング用資材１編

成分）とするが，これにより難い場合は別途考慮する。

3t車(2.9t吊りクレーン付き)の場合 （１日当り）

項 目 名 称 規 格 単位 員数 摘要

.○（L/h）×2U（h）材料費 軽 油 Ｌ ○

労務費 特殊運転手 人 1/T(人/h)×2U（h）

機械経費 トラック損料 ○t(クレーン付) 時間 2U 運転時間当り損料

〃 〃 日 １ 供用日当り損料

注)１．時間当り燃料消費量○．○は，建設機械等損料算定表の「燃料消費量」によるものとする。

２．Ｕは，片道所要時間であり１時間単位とする。

３．運転日当り運転時間（Ｔ）は，建設機械等損料算定表によるものとし，小数点以下第１位

（第２位四捨五入）とする。

４．１／Ｔは小数点以下第２位（第３位四捨五入）とする。

(２) 土質と岩盤ボーリングが混在する場合，ボーリング，標準貫入試験等は，地質区分に応じた機種，規

格で積算するが，運搬費については，規格の大きい１機種を対象とする。

(３) 機材及び足場材料等の標準重量について

１） ボーリング機材（平坦地足場を含む）

区 分 規 格 標準重量

土質ボーリング ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ 3.7kw級 1,300kg

岩盤ボーリング ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ 5.5kw級 1,900kg

注）１．本重量には，ボーリングマシーン，ボーリングポンプ，ボーリング櫓，ロッド，コア

チューブ，ケーシング，セメント，ベントナイト，標本箱，各種工具等を含む。

２．岩盤ボーリングで深度が100ｍを超える場合は別途とする。
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２） 足場材料等（仮囲い以外は平坦地足場の重量分を差し引いた重量）

区 分 標準重量

湿 地 足 場 950kg

傾 斜 地 足 場 900kg

水 上 足 場 1,500kg
(水深１ｍ未満)

水上足場(水深１ｍ 1,950kg
以上３ｍ未満)

環境保全(仮囲い) 250kg

注）１．傾斜地足場の重量は，垂直ボーリングで深度80ｍ以下，地形傾斜15°～30°を標準と

しており，これ以外のケースは別途とする。

２．モノレール運搬，索道運搬を行う場合の機材は別途とする。

３．配管給水を行う場合の機材は別途とする。

（４）総運搬距離及び設置距離について

１）人肩運搬及び特装車運搬の総運搬距離積算例

２）モノレール運搬設置距離・設置箇所計算例

case１

設置距離＝①＋②＋③

設置箇所数＝１箇所

case２

設置距離＝①＋②＋④

設置箇所数＝２箇所

なお，積算に当たっては経済比較により安価

な方を採用すること。

道 路

Ａ

Ｂ

Ｃ

：ボーリング地点

①

②

③

④

例１ 例２

道路ａから道路ｂへ出る場合

総運搬距離＝①＋②＋③＋④ 総運搬距離＝①＋②＋③

道路ａから道路ａへ戻る場合

総運搬距離＝①＋②＋②＋①

道 路

Ａ

Ｂ
Ｃ

①

②

③

④

：ボーリング地点

道路ｂ

道路ａ

：ボーリング地点

Ａ

Ｂ

①

②

③
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（５）補正係数の設定について

１）標高差の考え方

第２節 サウンディング及び原位置試験

２－１ 現場透水試験

現場透水試験の適用は下表を標準とする。
なお，礫層のように非常に透水性の高い土層では，間隙水圧測定(水頭測定)によることを標準とする。

名 称 地下水状態 土 質 状 態 摘 要

オ ー ガ ー 法 自 由 水 砂質土 試験深度も地下水位も比較的
ケーシング無しで孔壁は自立 浅い場合

ケーシング法 自 由 水 砂質土 〃
ケーシング無しでは孔壁は崩壊

一 重 管 法 被 圧 水 砂質土 地下水位が深い場合
明確な不透水層が存在する

二 重 管 法 被 圧 水 砂質土 〃
明確な不透水層が存在しない場合

揚 水 法 被 圧 水 砂質土 〃
自 由 水

注)1.本表は標準的な試験方法であり，土質条件，試験深度等によりこれによりがたい場合は
別途考慮する。

2.注水法は対象とならないため，別途考慮。

例１

人肩運搬もしくは特装車で現場内小運搬

を行う場合の「換算距離」における標高差

は，図に示すとおり基準面からの最大標

高差とする。

例２ なお，搬入路伐採等における標高差も同

様の考え方とする。

例３

基準面

基準面

基準面 ：ボーリング地点

標高差

標高差

標高差
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第３節 足場仮設

３－１ 足場等の概念図

（１） 平坦地足場

図２－３－１ 平坦地足場概念図

（２） 湿地足場

図２－３－２ 湿地足場概念図

（３） 傾斜地足場

図２－３－３ 傾斜地足場概念図
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（４） 水上足場(水深１ｍ未満)

図２－３－４ 水上足場概念図

（５） 水上地足場(水深１ｍ以上３ｍ未満)

図２－３－５ 水上地足場概念図

第４節 その他の間接調査費

（１） 環境保全（仮囲い）の概念図

図２－４－１ 環境保全概念図
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第５節 地すべり調査

５－１ 移動変形調査における設置

５－１－１ 「パイプ式歪計」の積算例

（１） 積算条件

１） 深度（Ｄ）＝10ｍ

（２） 積算例

１） パイプ式歪計の数量

Ｎ（本数）＝Ｄ（深度ｍ）

∴Ｎ＝10本

２） リード線の数量

① １方向２ゲージの場合

Ｌ（１孔当りリード線延長）＝Ｄ（深度ｍ）÷２（Ｄ（深度ｍ）＋４）

∴Ｌ＝10ｍ÷２×（10ｍ＋４）

＝70.0ｍ

② ２方向４ゲージの場合

Ｌ（１孔当りリード線延長）＝[Ｄ（深度ｍ）÷２（Ｄ（深度ｍ）＋４）]×２

∴Ｌ＝［10ｍ÷２×（10ｍ＋４ ］×２）

＝140.0ｍ

１方向の場合

２方向の場合 パイプ式歪計の模式図

図２－５－１ パイプ式歪計設置図

余裕長
リード線9.5ｍ＋2.0ｍ＝11.5ｍ

余裕長
リード線0.5ｍ＋2.0ｍ＝2.5ｍ

ＧＬ

ｍ
5

.
0

ｍ
0

1 ｍ

= 5

) .
9Ｄ(

度
深

歪ゲージ

地すべりの方向

歪ゲージ

塩ビ管

ｍ
0

.
1

リード線
（リード線には余裕長

2.0ｍを含む）
歪ゲージ
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５－１－２ 「挿入式孔内傾斜計」の積算例

（１） 積算条件

１） 深度（Ｄ）＝10ｍ

（２） 積算例

図２－５－２ 挿入式孔内傾斜計設置図

１） アルミケーシングの数量

Ｍ（本数）＝Ｄ（深度ｍ）÷３＋１（端数切り捨て）

∴Ｍ＝10ｍ÷３＋１（端数切り捨て）

＝４本

２） アルミカップリングの数量

Ｎ（個数）＝Ｍ（アルミケーシング本数）－１

∴Ｎ＝４本－１

＝３個

５－２ 移動変形調査における観測

５－２－１ 積算にあたっての注意事項

（１） 「伸縮計」及び「傾斜計」による調査

当該調査は観測期間中を通じて各観測地点毎に計測機器を設置し，観測を行うものである。

よって計測機器は観測期間中各孔毎に１基ずつ必要となる。

（２） 「パイプ式歪計」及び「挿入式孔内傾斜計」による調査

当該調査は計測時のみ現地に計測機器を設置し，観測を行うものである。よって計測機器は計測時の

み必要となる。

５－２－２ 積算例

（１） 積算条件

１） 観測孔数：４孔

２） 観測周期：１０日

３） 観測回数：１３回

４） 調査期間：観測周期（測定間隔日数）×観測回数＝１０日×１３回＝１３０日

ＧＬ

カップリング
3.0ｍ

アルミケーシングパイプ
（３ｍ）

3.0ｍ

ｍ
0

1
=

)
Ｄ(

度
深

3.0ｍ

不動層
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10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日

130日

※機器設置後，１０日後に測定を開始する場合

（２） 「伸縮計」及び「傾斜計」の観測における機械損料の計算例

１基１回当りの機械損料（円／基・回）＝観測周期（測定間隔日数 （日）×日当り損料（円／基・日））

従って，観測（４基・１３回当り）で必要な機械損料は，

機械損料（４基・１３回当り）＝１基１回当りの機械損料（円／基・回）×５２（基・回）

（３） 「パイプ式歪計」及び「挿入式孔内傾斜計」の観測における機械損料の計算例

１孔１回当りの機械損料（円／孔・日）＝標準歩掛×日当り損料（円／孔・回）

従って，観測（４孔・１３回当り）で必要な機械損料は，

機械損料（４孔・１３回当り）＝１孔１回当り機械損料（円／孔・回）×５２（孔・回）

５－３ 模式図

図２－５－３ 伸縮計模式図

図２－５－４ 傾斜計模式図
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第４編 設計業務

第１章 設計業務運用（参考資料）

………………………………………………………………………… 参4－1－ 1第１節 道路計画・設計

１－１ 道路予備・予備修正・詳細設計 …………………………………………………… 参4－1－ 1

１－１－１ 複断面補正の考え方 ………………………………………………………… 参4－1－ 1

１－１－２ 設計延長の控除 ……………………………………………………………… 参4－1－ 1

１－２ 各歩掛補正の算出例 ………………………………………………………………… 参4－1－ 1

１－２－１ 道路予備設計（Ａ）…………………………………………………………… 参4－1－ 1

１－３ 道路設計における本線設計とそれに付属する設計の歩掛上の区分 …………… 参4－1－ 3

２ ……………………………………………………………………… 参4－1－ 4第 節 道路休憩施設設計

２－１ 道路休憩施設設計 …………………………………………………………………… 参4－1－ 4

………………………………………………………………………… 参4－1－ 5第３節 一般構造物設計

３－１ 適用及び用語の定義（一般構造物設計に適用）…………………………………… 参4－1－ 5

３－２ 積算方法 ……………………………………………………………………………… 参4－1－ 5

(1) 歩掛の体系 …………………………………………………………………………… 参4－1－ 5

(2) 積算要領………………………………………………………………………………… 参4－1－ 6
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①階段工 ………………………………………………………………………………… 参4－1－ 7

②雪崩予防杭 …………………………………………………………………………… 参4－1－ 7

③雪崩予防柵 …………………………………………………………………………… 参4－1－ 8

④吊枠 …………………………………………………………………………………… 参4－1－ 8

⑤吊柵 …………………………………………………………………………………… 参4－1－ 8

⑥スノーネット ………………………………………………………………………… 参4－1－ 8

⑦雪庇予防柵 …………………………………………………………………………… 参4－1－ 8

⑧雪庇予防柵 …………………………………………………………………………… 参4－1－ 8

⑨雪崩防護柵付擁壁 …………………………………………………………………… 参4－1－ 8

⑩雪崩防護柵 …………………………………………………………………………… 参4－1－ 8

⑪減勢工（雪崩割り）…………………………………………………………………… 参4－1－ 9
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第４編 設計業務

第１章 設計業務運用（参考資料）

第１節 道路計画・設計

１－１ 道路予備・予備修正・詳細設計

１－１－１ 複断面補正の考え方

複断面の適用は下図による。

部は，道路敷を示す。

副 道

W ≧4.0ｍ

下り 下り

上り

上り

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

（Ａ）：自動車交通を許す副道（Ｗ＝4.0 ｍ以上）で特に縦断設計について本線とは別に検討す

る場合に適用する。

（Ｂ）：適用する。

（Ｃ）：上り，下りの総延長で積算するので適用しない。（上下車線の間が道路敷とならない場

合）

１－１－２ 設計延長の控除

道路予備設計（Ｂ）及び道路詳細設計の設計延長については，本線設計区間内における延長20ｍ以上

の構造物（橋梁，トンネル）は，その延長を控除する。ただし，高架橋等において副道（４ｍ以上）が

高架下にある場合は，その延長は控除しない。

１－２ 各歩掛補正の算出例

１－２－１ 道路予備設計（Ａ）

設計例として，設計延長を５㎞とし以下の条件で設計積算を行う。

・市街地（複断面・６車線）１㎞，平地２㎞（４車線），山地２㎞（４車線）

・暫 定 計 画 ：無し

・歩道設計（両側）：有り

・環境関連施設 ：無し

・特 殊 法 面 ：無し

・工 区 区 分 ：無し

・地 盤 改 良 ：無し
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市 街 地

平地

山地

複 断 面

６ 車 線 ４ 車 線 ４ 車 線

１㎞ ２㎞ ２㎞

５㎞

設計与条件

補正条件集計表

平 地 0％ × 2/5 ＝ 0％

地 形 山 地 15％ × 2/5 ＝ 6％

市街地 15％ × 1/5 ＝ 3％

４車線 0％ × 4/5 ＝ 0％
車 線 数

６車線 5％ × 1/5 ＝ 1％

複 断 面 15％ × 1/5 ＝ 3％

暫 定 計 画 無 し ＝ 0％

歩 道 設 計 有 り ＝ 5％

環境関連施設 無 し ＝ 0％

特 殊 法 面 無 し ＝ 0％

工 区 分 割 無 し ＝ 0％

地 盤 改 良 無 し ＝ 0％

計 18％

注 １．付加車線部(登坂車線)は，車線数に加算する。

予備(A) 設計歩掛＝標準歩掛×（１＋0.18)×Ｌ＋電子計算機使用料
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１－３ 道路設計における本線設計とそれに付属する設計の歩掛上の区分

設 計 区 分 概略 予備 詳細 備 考

小 構 造 物 × ○ ○ 『設計業務等共通仕様書』

第6403･6404･6406･6408条参照

管 渠 ○ ○ ○

山間部の法面処理・対策 ○ ○ ○

側 道 ○ ○ ○

平 面 交 差 点 × ● ● 『設計業務等共通仕様書』

第6412･6413･6415･6416･6417･6418

Ｉ Ｃ × ● ● 条参照

取 付 道 路 ○ ○ ● 『設計業務等共通仕様書』

第6403･6404･6406条参照

付 替 水 路 ○ ○ ●

擁 壁 ・ 函 渠 ○ ○ ●

主 要 構 造 物 の 一 般 図 ○ ○ ●

『設計業務等共通仕様書』
路 面 排 水 計 算 × ○ ○

第6404･6406･6408条参照

座 標 計 算 × ● ●

環 境 ● ● ●

○ 本線設計歩掛各区分に含まれる

● 別途積算

× 不要
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第２節 道路休憩施設設計

２－１ 道路休憩施設設計

（１） 適用

標準歩掛は，高規格幹線道路及びこれに準ずる道路に設置する道路休憩施設設計（予備・詳細）に適

用する。

（２） 通り抜け車道の延長

対象区間のノーズ間距離（積算延長：Ｌ）は下記のとおりとする。

１ ２ １ ２ ３ １ ２ ３ ４<ｹｰｽ1>Ｌ＝Ｌ ＋Ｌ <ｹｰｽ2>Ｌ＝Ｌ ＋Ｌ ＋Ｌ <ｹｰｽ3>Ｌ＝Ｌ ＋Ｌ ＋Ｌ ＋Ｌ

１ １Ｌ Ｌ

１Ｌ

２Ｌ

３ ３ ４Ｌ Ｌ Ｌ

２ ２Ｌ Ｌ

：エリア部分

（３） 詳細設計の横断図

「設計業務等共通仕様書」でいう横断図の20ｍ間隔は，通り抜け車道の道路設計に適用し，エリア部

分の横断図については，標準部及び特殊部について作成する。

（４） インターチェンジとサービスエリア（パーキングエリア）の併設施工の場合の対象区間のノーズ間距

離（積算延長：Ｌ）

１ ２ ３ ４Ｌ＝Ｌ ＋Ｌ ＋Ｌ ＋Ｌ

１Ｌ

２Ｌ

Ｌ Ｌ ：エリア部分３ ４

一般道

（５） 橋梁予備（詳細）設計を同時に発注する場合は，橋梁部の延長はサービスエリア(パーキングエリア）

予備（詳細）設計に計上しないものとする。

（６） 対象区間のノーズ間距離（積算延長：Ｌ）が長い場合

詳細設計で対象区間のノーズ間距離（積算延長：Ｌ）が３㎞以上になるものは別途積算とする。

（７） 高架構造を主体とする通り抜け車道の設計については，高架構造部分の延長が，そのランプ毎の全延

長の60％を超えるランプについては，本歩掛は適用できない。
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第３節 一般構造物設計

３－１ 適用及び用語の定義（一般構造物設計に適用）

（１）予 備 設 計：対象構造物の形式決定にあたり，構造物計画地点の地形・地質・環境等諸条件を踏まえ，

経済性・施工性・景観・環境等について総合的に検討を行い，形式を決定することをいう。

なお，詳細設計のなかで形式比較を行う場合にも，本歩掛を適用する。

（２）詳 細 設 計：既に決定されている形式について設計計算等を行い，施工に必要な図書を作成すること

をいう。なお，オープン掘削程度の仮設は含むものとするが，矢板土留等設計計算を必要

とするもの及び迂回路等の設計は含まれていない。

（３）標準設計を使用する場合：

応力計算がすべて省略でき，標準設計図に基づいて，一般図・配筋図等を作成し，数量

計算を行う場合をいう。

（４）同一断面形状で施工場所が異なる場合（類似構造物）：

主要な断面形状が同一で，設計計算を行わずに設計を行う場合をいう。

（５）現 地 踏 査：現地踏査の箇所数の考え方は，斜面・法面単位で１箇所と考え同一箇所に複数施設（異

種施設含む)を設計する場合，主たる工種の１箇所分のみ計上するものとする。

３－２ 積 算 方 法

（１）歩 掛 の 体 系

標 準 歩 掛 ・標準断面形状の構造物１箇所当りの標準歩掛

各種増減率 ・設計断面形状が標準断面形状（構造）と異なる場合の補正

増減率 増減率 増減率 増減率 ・各種要因（標準設計，類似構造物，

平面線形等）に応じた増減率

標準設計使用の場合 n＝図面番号の異なるタイプ数

箇所数(断面数) 類似構造物の場合 n＝使用する断面数

設計計算を行う場合 n＝１＋（n －１）×0.7１

（n ：設計を行う断面数）１
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（２）積 算 要 領

① １箇所当り歩掛 ＝ 標準歩掛 × 補正率

② 割増歩掛 ＝ 標準歩掛 × 増減率

③ 設計歩掛 ＝ １箇所当り歩掛 × 箇所数 ＋ 割増歩掛１ ＋ 割増歩掛２ ＋…

＋ 現地踏査歩掛 ＋ 一般構造物基礎工及び仮設歩掛等

注）１．１箇所当り歩掛：標準歩掛に補正率（１＋増減率）を掛けたもの。

２．割増歩掛：１箇所当り歩掛に対して，別途追加（割増し）する歩掛。

３．設計歩掛：積算の際の最終歩掛（標準歩掛に対する補正及び割増歩掛追加後の歩掛）
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３－３ 防雪施設一覧図

雪崩予防施設

① 階 段 工

② 雪 崩 予 防 杭

③ 雪 崩 予 防 柵

④ 吊 枠

⑤ 吊 柵

⑥ スノーネット

⑦ 雪 庇 予 防 柵

⑧ 雪 庇 予 防 柵

雪崩防護施設

⑨ 雪崩防護柵付擁壁

⑩ 雪 崩 防 護 柵

⑪ 減勢工(雪崩割り)

⑫ 減勢工( 土 塁 )

⑬ 減勢工( 杭 )

⑭ 減勢工( 誘 導 工 )

⑮ スノーシェッド

吹きだまり防止施設

⑯ 吹 溜 め 柵

⑰ 吹 払 柵

⑱ スノーシェルター

除雪・融雪施設

⑲ 流 雪 溝

⑳ 消雪パイプ

電 熱 融 雪

① 階段工 ② 雪崩予防杭
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③ 雪崩予防柵 ④ 吊枠

⑤ 吊柵 ⑥ スノーネット

⑦ 雪庇予防柵 ⑧ 雪庇予防柵

⑨ 雪崩防護柵付擁壁 ⑩ 雪崩防護柵
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⑪ 減勢工(雪崩割り) ⑫ 減勢工(土塁)

⑬ 減勢工(杭) ⑭ 減勢工(誘導工)

⑮ スノーシェッド ⑯ 吹溜め柵
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⑰ 吹払柵 ⑱ スノーシェルター

⑲ 流雪溝 ⑳ 消雪パイプ

電熱融雪21
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３－４－１ 箱型函渠

〔ケース１〕

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計に含めて発注する。（予備設計を行い，概略設計計算済）

２） 杭基礎である。（標準設計は適用できない）

３） 土被りが変化するため断面形状を変えて３断面設計する。２連１層の断面である。

４） 斜角は65ﾟ，両側に形状の異なるウイングがある。

５） 仮設設計は行わない。

（２） 計 算 例

１） １箇所当り歩掛

（設計計算を行う場合）

標準歩掛 ×（１＋ 0 . 6 ）× 0 . 9 ＝ １箇所当り歩掛

↓ ↓
多連多層に 予備設計で
よる増減率 概略設計計

（＋60％） 算済(－10％)

２） 斜角，ウイング設計による割増歩掛

斜角による割増 ウイングによる割増

斜角，ウイング設計１箇所当り歩掛 × 0 . 3 ＋ 標準歩掛 × 0 . 6 ＝ に よ る 割 増 歩 掛

↓ ↓
斜角θ＝70ﾟ未満 ウイング両側設計の
増減率(＋30％) 増 減 率(＋60％)
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３） 箇所数

設計計算を行う場合：ｎ ＝３（設計断面数）１

ｎ＝１＋（ 3 －１）× 0.7 ＝ 2 . 4

↓
1ｎ

４） 設計歩掛

（道路設計に含めて発注するため現地踏査は計上しない。杭基礎の歩掛を加算する）

× 2 . 4 ＋ 斜角,ｳｲﾝｸﾞ設計による割増歩掛 ＋ 杭基礎の歩掛 ＝ 設計歩掛1箇所当り歩掛

↓ ↓
ｎ 別途積算

〔ケース２〕

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計とは別に箱型函渠２箇所を発注する。

２） 直接基礎である。

３） １連１層で標準設計を使用する。（２箇所とも断面形状は変化しない）

４） 斜角およびウイングは下図による。

５） 仮設設計は行わない。

（２） 計 算 例

１） １箇所当り歩掛

標準設計を使用する場合

標準歩掛 ×（１＋ 0 ）× 0 . 7 ＝ １箇所当り歩掛

↓ ↓
多連多層に 標準設計使用
よる増減率 による増減率
（±０％） (－30％)
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２） 斜角，ウイング設計による割増歩掛

斜角による割増 ウイングによる割増

Ａ函渠 Ｂ函渠 Ａ函渠 Ｂ函渠

斜角,ｳｲﾝｸﾞ設計×（ 0 ＋ 0 . 3 ）＋ 標準歩掛 ×（ 0 . 3 ＋ 0 . 6 ）＝1箇所当り歩掛 による割増歩掛

↓ ↓ ↓
斜角θ＝70゜未満 片側の 両側の
の増減率（＋30％） 増減率 増減率

（＋30％） （＋60％）

３） 箇所数

標準設計：ｎ＝ 2 （図画番号のタイプ数）

４） 設計歩掛（道路設計と別に発注するため現地踏査を計上する）

× 2 ＋ 斜角･ｳｲﾝｸﾞ設計による割増歩掛 ＋ 現地踏査歩掛1箇所当り歩掛

↓
ｎ

＝ 設計歩掛

〔ケース３〕

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計に含めて発注する。

２） 直接基礎である。

３） １連１層で，Ａ函渠，Ｂ函渠（ウイングを含む）の２箇所とする。

４） 斜角およびウイングは，Ａ函渠θ＝90°ウイング形状同じ（片側を設計する）,Ｂ函渠θ＝70°

ウイング形状異なる(両側を設計する)ものである。

５） 仮設設計は行わない。

（２） 計 算 例

１） １箇所当り歩掛

標準歩掛 ×（１＋ 0 ）＝ １箇所当り歩掛

↓
多連多層に
よる増減率
（±０％）
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２） 斜角，ウイング設計による割増歩掛

斜角による割増 ウイングによる割増

Ａ函渠 Ｂ函渠 Ａ函渠 Ｂ函渠

斜角,ｳｲﾝｸﾞ設計×（ 0 ＋ 0 . 1 ）＋ 標準歩掛 ×（ 0 . 3 ＋ 0 . 6 ） ＝1箇所当り歩掛 による割増歩掛

↓ ↓ ↓
斜角による 片側の 両側の

増減率 増減率 増減率
（＋10％） （＋30％） （＋60％）

３） 箇所数

ｎ＝ 2

４） 設計歩掛（道路設計に含めて発注するため現地踏査は計上しない）

× 2 ＋ 斜角，ウイング設計による割増歩掛 ＝ 設 計 歩 掛1箇所当り歩掛

↓
ｎ

〔ケース４〕

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計とは別に箱型函渠２箇所を発注する。

２） 杭基礎である。（標準設計は適用できない）

３） １連１層で，同一断面形状である。（２箇所とも断面形状は変化しない）

４） 斜角及びウイングは，Ａ，Ｂ函渠（ウイング片側設計）で斜角90ﾟ。

５） 仮設設計は行わない。
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（２） 計 算 例

１） １箇所当り歩掛

（同一断面形状で施工場所が異なる場合に類似構造物に適用する歩掛）

標準歩掛 ×（１＋ 0 ）× 0 . 8 ＝ 類似構造物１箇所当り歩掛

↓ ↓
多連多層に 類似構造物
よる増減率 係数
（±０％） （－20％）

２） 斜角，ウイング設計による割増歩掛

斜角による割増 ウイングによる割増

Ｂ函渠 Ｂ函渠

斜角,ｳｲﾝｸﾞ設計類似構造物１箇所当り歩掛 × 0 ＋ 標準歩掛 × 0 . 3 ＝ による割増歩掛

↓
片側の
増減率

（＋30％）

３） 箇所数

類似構造物：ｎ＝ 1

４） 類似構造物に対する設計歩掛（現地踏査は基本構造物で計上する）

類似構造物１箇所当り歩掛 × 1 ＋ 斜角･ｳｲﾝｸﾞ設計による割増歩掛

↓
ｎ

＝ 類似構造物に対する設計歩掛

注）門型ラーメンの場合は，門型ラーメン標準歩掛を使用して，箱型函渠と同様に積算すれば良いが，標準

設計がないため，積算例〔ケース２〕のような条件はない。
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３－４－２ 逆Ｔ式擁壁・重力式擁壁

〔ケース１〕

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計に含めて発注する。（逆Ｔ式のみ予備設計を行い，概略設計計算済）

２） 杭基礎である。（標準設計は適用できない）

３） 重力式 延長＝ 40ｍ Ｈ＝3.5ｍで同高である。

逆Ｔ式 延長＝150ｍ (Ａ) Ｈ＝4.0ｍ，Ｌ＝20ｍ(同高)

(Ｂ) Ｈ＝4.0ｍ～Ｈ＝8.5ｍ，Ｌ＝130ｍ

４） 仮設設計は行わない。

（２） 計 算 例

１） １箇所(１断面)当り歩掛

設計計算を行う場合

重力式： 標準歩掛 ＝ １断面当り歩掛１

（予備設計を行っていない）

逆Ｔ式： 標準歩掛 × 0 . 9 ＝ １断面当り歩掛２

↓
予備設計で概略設計計算済

(－10％)
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２） 箇所数

① 重力式

ｎ＝ 1 （同型，同高，同設計条件）

② 逆Ｔ式

（A) ｎ ＝ 1 （同型，同高，同設計条件）（Ｌ＝20ｍ分）ａ

(B) ｎ ＝⊿ｈ／1.0ｍ＝4.5／1.0＝4.5 → 5 高さが変化し連続した擁壁ｂ１

ｎ ＝Ｌ／40ｍ＝130／40＝3.25 → 3 ⊿ｈ＝(8.5ｍ－4.0ｍ)＝4.5ｍｂ２

ｎ ＞ｎ よりｎ ＝5とする。 Ｌ＝(150ｍ－20ｍ)＝130ｍｂ１ ｂ２ ｂ

逆Ｔ式の設計箇所数 ｎ＝ 1 ＋１＋（ 5 －１）×0.7＝ 4 . 8

↓ ↓
ａ ｂｎ ｎ

３） 設計歩掛

（道路設計に含めて発注するため現地踏査は計上しない。一般構造物基礎工の歩掛を加算する。）

重力式： １断面当り歩掛１ × 1 ＋ 一般構造物基礎工の歩掛 ＝ 設計歩掛１

↓ ↓
ｎ 別途積算

逆Ｔ式： １断面当り歩掛２ × 4 . 8 ＋ 一般構造物基礎工の歩掛 ＝ 設計歩掛２

↓ ↓
ｎ 別途積算

設計歩掛１ ＋ 設計歩掛２ ＝ 設計歩掛の合計

〔ケース２〕

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計に含めて発注する。

２） 直接基礎である。

３） 設計する断面の条件

重力式：標準設計を使用する。（２断面）

逆Ｔ式：標準設計を使用する。（３断面）

他の場所で設計済の断面を使用する為，類似構造物として扱う。（２断面）

４） 仮設設計は行わない。

（２） 計 算 例

１） １箇所(１断面)当り歩掛

重力式： 標準歩掛 ×（１－ 0 . 2 ）＝ １断面当り歩掛１

↓
標準設計使用の
増減率（－20％）

逆Ｔ式： 標準歩掛 ×（１－ 0 . 2 ）＝ １断面当り歩掛２

↓
標準設計使用の増減率と類似構造物の増減率は同じ
-20％なので，１断面当り歩掛の計算は１種類で良い｡
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２） 箇所数

重力式： ｎ ＝ 2 （標準設計使用の断面数）ａ

逆Ｔ式： ｎ ＝ 3 ＋ 2 ＝ 5ｂ

↓ ↓
標準設計使 類似構造物使用の
用断面数 断面数

３） 設計歩掛（道路設計に含めて発注するため現地踏査は計上しない。）

重力式： １断面当り歩掛１ × 2 ＝ 設計歩掛１

↓
ａ重力式のｎ

逆Ｔ式： １断面当り歩掛２ × 5 ＝ 設計歩掛２

↓
ｂ逆Ｔ式のｎ

設計歩掛１ ＋ 設計歩掛２ ＝ 設計歩掛の合計

〔ケース３〕

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計に含めて発注する。（予備設計を行い，概略設計計算済）

２） 杭基礎である。（標準設計は適用できない）

３） 逆Ｔ式 延長＝ 65ｍ Ｈ＝2.0～5.0ｍ

重力式 延長＝ 60ｍ

（Ａ）及び（Ｄ） Ｈ＝2.0ｍ，Ｌ＝ 40ｍ（同高）

（Ｂ） Ｈ＝2.0～5.0ｍ，Ｌ＝20ｍ

４） 仮設設計は行わない。

側 面 図

5ｍ

2ｍ 2ｍ 2ｍ 2ｍ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

20ｍ 20ｍ

重力式 40ｍ 逆Ｔ式 65ｍ 重力式

20ｍ
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（２） 計 算 例

１） １箇所(１断面)当り歩掛

逆Ｔ式： 標準歩掛 × 0 . 9 ＝ １断面当り歩掛１

↓
予備設計で概略設計計算済

（－10％）

重力式： 標準歩掛 × 0 . 9 ＝ １断面当り歩掛２

↓
予備設計で概略設計計算済

（－10％）

２） 箇所数

① 逆Ｔ式

(C) ｎ ＝⊿ｈ／1.0ｍ＝3.0／1.0＝3.0 → 3 高さが変化し連続した擁壁c１

ｎ ＝Ｌ／40ｍ＝65／40＝1.625 → 2 ⊿ｈ＝(5.0ｍ－2.0ｍ)＝3.0ｍc２

ｎ ＞ｎ よりｎ ＝3とする。 Ｌ＝ 65ｍc１ c２ c

逆Ｔ式の設計箇所数 ｎ＝ １＋（ 3 －１）×0.7＝ 2 . 4

↓
ｂｎ

② 重力式

（A)及び(D) ｎ ＝ 1 （同型，同高，同設計条件）（Ｌ＝20ｍ＋20ｍ＝40ｍ分）ａｄ

(B) ｎ ＝⊿ｈ／1.0ｍ＝3.0／1.0＝3.0 → 3 高さが変化し連続した擁壁ｂ１

ｎ ＝Ｌ／40ｍ＝20／40＝0.5 → 1 ⊿ｈ＝(5.0ｍ－2.0ｍ)＝3.0ｍｂ２

上式による場合，箇所数は３箇所となるが， Ｌ＝ 20ｍ

(B)区間の延長が20ｍ以下のため１箇所を設

計断面数とする。

∴ ｎ ＝ 1ｂ

重力式の設計箇所数 ｎ＝ 1 ＋ 1 ＝ 2 . 0

↓ ↓
ａｄ ｂｎ ｎ

３） 設計歩掛

（道路設計に含めて発注するため現地踏査は計上しない。一般構造物基礎工の歩掛を加算する。）

逆Ｔ式： １断面当り歩掛１ × 2 . 4 ＋ 一般構造物基礎工の歩掛 ＝ 設計歩掛１

↓ ↓
ｎ 別途積算

重力式： １断面当り歩掛２ × 2 . 0 ＋ 一般構造物基礎工の歩掛 ＝ 設計歩掛２

↓ ↓
ｎ 別途積算

設計歩掛１ ＋ 設計歩掛２ ＝ 設計歩掛の合計
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３－４－３ モタレ式擁壁

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計に含めて発注する。（予備設計を行い，概略設計計算済）

２） スベリ安定計算を行う。

３） 箇所数（同一斜面内で行う設計断面数）は３断面とする。

（２） 計 算 例

１） １箇所(１断面)当り歩掛

標準歩掛 × 0 . 9 ＝ １断面当り歩掛

↓
予備設計で概略設計
計算済（－10％）

２） 箇所数

ｎ＝１＋（ 3 －１）× 0 . 7 ＝ 2 . 4

３） 設計歩掛（道路設計に含めて発注するため現地踏査は計上しない）

・ １断面当り歩掛 × 2 . 4 ＝ 設計歩掛

↓
箇所数

② ① ③
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３－４－４ 井桁

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計に含めて発注する。（予備設計を行い，概略設計計算済）

２） 他の場所での設計済の断面を使用する。（類似構造物である）

３） スベリ安定計算は行わない。

４） 箇所数（同一斜面内で行う設計断面数）は３断面とする。

（２） 計 算 例

１） １箇所(１断面)当り歩掛

標準歩掛（スベリ安定計算 × 0 . 8 ＝ １断面当り歩掛を行わない場合）

↓ ↓
類似構造物 類似構造物の場合，
係数（－20％） 予備設計による増減

は考慮しない。

２） 箇所数 ｎ＝３

３） 設計歩掛（道路設計に含めて発注する為，現地踏査は計上しない）

・ １断面当り歩掛 × 3 ＝ 設計歩掛
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３－４－５ 大型ブロック積

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計とは別の単独発注である。（予備設計を行い，概略設計計算済）

２） 他の場所での設計済の断面を使用する。（類似構造物である）

３） スベリ安定計算は１断面についてのみ行う。

４） 箇所数（同一法面内で行う設計断面数）は５断面とする。

（２） 計 算 例

１） １箇所(１断面)当り歩掛

① スベリ安定計算
： 標準歩掛 × 0 . 9 ＝ １断面当り歩掛１

を 行 う 場 合
↓ ↓

予備設計で概略設計 スベリ安定計算を行う場合
計算済（－10％） 類似構造物扱いはしない。

② スベリ安定計算 ： 標準歩掛（スベリ安定計算を行わない場合 × 0 . 8 ＝ １断面当り歩掛２を行わない場合）

↓ ↓
類似構造物 類似構造物の場合，
係数（-20％） 予備設計による増減

は考慮しない。

２） 箇所数

① スベリ安定計算
： ｎ ＝１＋｛（ 5 － 4 ）－１｝×0.7＝ 1ａ

を 行 う 場 合
↓ ↓

全断面数 スベリ安定計算を
行わない断面数

② スベリ安定計算
： ｎ ＝ 5 － 1 ＝ 4ｂ

を行わない場合
↓ ↓ ↓

全断面数 スベリ安定計算 類似構造物であるため
を行う断面数 設計断面数を採用

３） 設計歩掛

現地踏査１断面当り歩掛１ × 1 ＋ １断面当り歩掛２ × 4 ＋ ＝ 設計歩掛
歩 掛

↓ ↓
ａ ｂｎ ｎ

⑤ ④ ③ ② ①

Ｌ＝300ｍ H=3～7ｍ

※①はスベリ安定計算を行う断面
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３－４－６ 補強土

〔ケース１〕

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計に含めて発注する。（予備設計を行い，概略設計計算済）

２） 他の場所での設計済の断面を使用する。（類似構造物である）

３） スベリ安定計算は行わない。

４） 箇所数（連続した区間内で行う設計断面数）は２断面とする。

② ① ②

支持層

（２） 計 算 例 （道路設計に含めて発注する為，現地踏査は計上しない）

標準歩掛(スベリ安定計算を行わない場合) × 0 . 8 × 2 ＝ 設計歩掛

↓ ↓
類似構造物 類似構造物であるため
係数（-20％） 設計断面数を採用

〔ケース２〕

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計とは別の単独発注である。（予備設計を行い，概略設計計算済）

２） 他の場所で設計済の断面を使用する。（類似構造物である）

３） スベリ安定計算は２断面についてのみ行う。

４） 箇所数（連続した区間内で行う設計断面数）は４断面とする。

④ ③ ② ① ② ③ ④

支持層

※①及び②はスベリ安定計算を行う断面
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（２） 計 算 例

１） １箇所（１断面）当り歩掛

① スベリ安定計算を行う場合： 標準歩掛 × 0 . 9 ＝ １断面当り歩掛１

↓ ↓
予備設計で概略設 スベリ安定計算を行う場合
計計算済（-10％） 類似構造物扱いはしない。

② スベリ安定計算
標準歩掛(スベリ安定計算を行わない場合) × 0 . 8 ＝ １断面当り歩掛２

を行わない場合
↓ ↓

類似構造物 類似構造物の場合，
係数(－20％) 予備設計による増減

は考慮しない。

２） 箇所数

① スベリ安定計算
： ｎ ＝１＋｛（ 4 － 2 ）－１｝× 0 . 7 ＝ 1 . 7ａ

を 行 う 場 合
↓ ↓

全断面数 スベリ安定
計算を行わ
ない断面数

② スベリ安定計算
： ｎ ＝ 4 － 2 ＝ 2ｂ

を行わない場合
↓ ↓ ↓

全断 スベリ安定 類似構造物であるため
面数 計算を行う 設計断面数を採用

断面数

３） 設計歩掛（道路設計と別に発注するため，現地踏査を計上する）

１断面当り歩掛１ × 1 . 7 ＋ １断面当り歩掛２ × 2 ＋ 現地踏査歩掛

↓ ↓
ａ ｂｎ ｎ

＝ 設 計 歩 掛
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３－４－７ Ｕ型擁壁

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計に含めて発注する。（予備設計を行い，概略設計計算済）

２） 直接基礎である。

３） 構造諸元

①ブロック ②ブロック 備 考

延 長（Ｌ） 80ｍ 45ｍ

高低差（⊿ｈ） 4.7ｍ 4.7m (5.7－1.0＝4.7)

擁 壁 の 高 さ 左右対称 左右対称

４） 設計手法は道路土工指針に準ずる。

５） 仮設設計は行わない。

注）高さ１．０ｍ未満については箇所数算定の対象から除く。
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（２） 計 算 例

１） １箇所（１断面）当り歩掛

① ブロック

標準歩掛 ＝ １断面当り歩掛

② ブロック

①ブロックと同じ

２） 箇所数

① ブロック

高低差による箇所数

ｎ ＝ ⊿ｈ／0.5ｍ ＝ 4.7／0.5 ＝ 9.4 → 9ａ１

延長による箇所数

ｎ ＝ Ｌ／40ｍ ＝ 80／40 ＝ 2 → 2ａ２

※ ｎ ＞ｎ より ｎ＝9 を採用するａ１ ａ２

∴ ｎ ＝ 1 ＋（ 9 － 1 ）× 0.7 ＝ 6.6 箇所ａ

② ブロック

高低差による箇所数

ｎ ＝ 4.7／0.5 ＝ 9.4 → 9ｂ１

延長による箇所数

ｎ ＝ 45／40 ＝ 1.1 → 1ｂ２

※ 上式による場合箇所数は９箇所となるが，現場の目地割り等を勘案して目地間隔を20ｍとし，

45／20 ＝ ２箇所を設計断面数とする。

∴ ｎ ＝ ２箇所ｂ

３） 設計歩掛（道路設計に含めて発注するため現地踏査は計上しない）

① ブロック： １断面当り歩掛 × 6 . 6 ＝ 設計歩掛１

↓
ａｎ

② ブロック： １断面当り歩掛 × 2 ＝ 設計歩掛２

↓
ｂｎ

設計歩掛１ ＋ 設計歩掛２ ＝ 設計歩掛の合計
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３－４－８ アンカー付き場所打ち法枠

（１） 積 算 条 件

１） 詳細設計である。道路設計に含めて発注する。（予備設計を行い，概略設計計算済）

２） スベリ安定計算は行わない。

３） 箇所数(同一斜面内で行う設計断面数)は２断面とする。

４） 計画面積は3,000㎡とする。

（２） 計 算 例

１） １箇所（１断面）当り歩掛

標準歩掛（スベリ安定計算を行わない場合） × 0 . 9 ＝ １断面当り歩掛

↓
予備設計で概略設
計計算済（－10％）

２） 計画面積による増減

3,000㎡ ／ 2断面 ＝ 1,500㎡ ／ 1断面 ＞ 1,000㎡ → 増減率 ＋20％

標準歩掛（スベリ安定計算を行わない場合） × 0 . 2 ＝ 計画面積による割増歩掛

３） 箇所数

ｎ ＝ 1 ＋（ 2 － 1 ）× 0.7 ＝ 1 . 7

４） 設計歩掛（道路設計に含めて発注する為，現地踏査は計上しない）

１断面当り歩掛 × 1 . 7 ＋ 計画面積による割増歩掛 ＝ 設計歩掛

↓
箇所数
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３－４－９ 落石防護柵

〔ケース１〕

（１） 積 算 条 件

１） 設計箇所数は１箇所，延長は５００ｍである。

２） 設計断面 Ａ－Ａ断面 擁壁Ｈ＝3.0ｍ 落石防護柵Ｈ＝3.5ｍ

Ｂ－Ｂ断面 基礎ブロック 落石防護柵Ｈ＝2.0ｍ

３） 現地踏査を行う。

４） 仮設設計は行わない。

擁壁については

Ａ－Ａ断面 別途積算

Ｂ－Ｂ断面

（２） 計 算 例

１） 延長補正

0.0002×Ｌ＋0.98＝0.0002×500＋0.98＝1.08

２） 箇所数補正

１＋（ｎ －１）×０．７＝１＋（２－１）×０．７＝１．７１

３） 設計歩掛

標準歩掛 × 1.08 × 1 . 7 ＋ 現地踏査歩掛 ＝ 設計歩掛
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〔ケース２〕

（１） 積 算 条 件

１） 設計箇所数は２箇所，延長は法面Ａ：200ｍ，法面Ｂ：300ｍである。

２） 設計断面 Ａ－Ａ断面・Ｂ－Ｂ断面：擁壁Ｈ＝3.0ｍ，落石防護柵Ｈ＝3.0ｍ

Ａ－Ａ断面とＢ－Ｂ断面とは類似であり，Ａ－Ａ断面を基準として設計を行う。

（Ｂ－Ｂ断面の設計計算は行わない）

３） 現地踏査を行う。

４） 仮設設計は行わない。

Ａ－Ａ断面

Ｂ－Ｂ断面

擁壁については
別途積算

（２） 計 算 例

１） 延長補正

① 法面Ａ：0.0002×Ｌ＋0.98＝0.0002×200＋0.98＝1.02

② 法面Ｂ：0.0002×Ｌ＋0.98＝0.0002×300＋0.98＝1.04

２） 類似補正

Ｂ－Ｂ断面はＡ－Ａ断面の類似として扱うので類似補正を行う。

類似補正係数＝０．４５

３） 設計歩掛

標準歩掛 × 1.02 ＋ 標準歩掛 × 1.04 × 0.45 ＋ 現地踏査歩掛

（法面Ａ設計歩掛） （法面Ｂ設計歩掛）

＝ 設計歩掛
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〔ケース３〕

（１） 積 算 条 件

１） 設計箇所数は２箇所，延長は法面Ａ：Ｌ＝200ｍ，法面ＢＣ：Ｌ＝400ｍである。

２） 設計断面 Ａ－Ａ断面 擁壁Ｈ＝3.0ｍ 落石防護柵 Ｈ＝3.0ｍ

Ｂ－Ｂ断面 擁壁Ｈ＝2.0ｍ 落石防護柵 Ｈ＝2.0ｍ

Ｃ－Ｃ断面 擁壁Ｈ＝3.0ｍ 落石防護柵 Ｈ＝3.0ｍ

Ａ－Ａ断面とＣ－Ｃ断面とは類似であり，Ｃ－Ｃ断面を基準として設計を行う。

（Ａ－Ａ断面の設計計算は行わない）

３） 現地踏査を行う。

４） 仮設設計は行わない。

擁壁については 擁壁については
別途積算 別途積算

Ａ－Ａ断面・Ｃ－Ｃ断面 Ｂ－Ｂ断面

（２） 計 算 例

１） 延長補正

① 法面Ａ ：0.0002×Ｌ＋0.98＝0.0002×200＋0.98=1.02

② 法面ＢＣ：0.0002×Ｌ＋0.98＝0.0002×400＋0.98=1.06

２） 類似補正

Ａ－Ａ断面はＣ－Ｃ断面の類似として扱うので類似補正を行う

類似補正係数＝0.45
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３） 箇所数補正

法面ＢＣには同一法面に設計断面が複数存在するため，箇所数の補正を行う。

１＋（ｎ －１）×0.7＝１＋（２－１）×0.7＝1.7１

４） 設計歩掛

標準歩掛 × 1.02 × 0.45 ＋ 標準歩掛 × 1.06 × 1 . 7

（法面Ａ設計歩掛） （法面ＢＣ設計歩掛）

＋ 現地踏査歩掛 ＝ 設計歩掛
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３－４－１０ 雪崩予防施設

〔ケース１〕

（１） 積 算 条 件

１） 同一法面・斜面内において，雪崩予防柵２タイプの詳細設計を行う。道路設計とは別の単独発注で

ある。

２） 雪崩予防柵は以前設計した成果を利用し，設計計算を行わないで設計できる。

３） 雪崩解析は行わない。

４） 基礎工及び仮設設計は行わない

５） 雪崩予防柵を設計する斜面の計画面積は全体で1,500㎡とする。

（２） 計 算 例

１） 雪崩予防柵（設計計算なし，２タイプ）

① １タイプ当り歩掛

標準歩掛 × 0 . 7 ＝ １タイプ当り歩掛

↓
設計計算を行わない

（－30％）

② 計画面積による増減

1,000㎡ 以上 → 増減率 ＋30％

標準歩掛 × 0 . 3 ＝ 計算面積による割増歩掛

③ 設計歩掛

１タイプ当り歩掛 × 2 ＋ 計画面積による割増歩掛 ＋ 現地踏査 ＝ 設 計 歩 掛

↓
タイプ数

設計計算を行わない
ため２タイプ計上



参4-1-34

〔ケース２〕

（１） 積 算 条 件

１） 異なる斜面において，雪崩予防柵2タイプ，吊柵2タイプの詳細設計を行う。道路設計とは別の単独

発注である。

２） 雪崩解析は行わない。

３） 基礎工及び仮設設計は行わない。

４） 雪崩予防柵，吊柵を設計する斜面の計画面積は全体で4,000㎡とする。

（２） 計 算 例

１） 雪崩予防柵（２タイプ）

① １タイプ当り歩掛

標準歩掛 ＝ １タイプ当り歩掛

② 計画面積による増減

1,000㎡ 以上 → 増減率 ＋30％

標準歩掛 × 0 . 3 ＝ 計算面積による割増歩掛

③ タイプ数

ｎ ＝ １＋（ 2 －１）× 0.7 ＝ 1 . 7

④ 設計歩掛

１タイプ当り歩掛 × 1 . 7 ＋ 計画面積による割増歩掛 ＝ 設計歩掛１

↓
タイプ数
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２） 吊柵（２タイプ）

① １タイプ当り歩掛

標準歩掛 ＝ １タイプ当り歩掛

② 計画面積による増減

3,000㎡ → 増減率 y=29.566ln(3,000㎡)-204.23=+32%

↓
小数点以下四捨五入

標準歩掛 × 0.32 ＝ 計画面積による割増歩掛

③ タイプ数

ｎ ＝ １＋（ 2 －１）× 0.7 ＝ 1 . 7

④ 設計歩掛

１タイプ当り歩掛 × 1 . 7 ＋ 計画面積による割増歩掛 ＝ 設計歩掛２

３） 設計歩掛１ ＋ 設計歩掛２ ＋ 現地踏査歩掛 ＝ 全体設計歩掛

↓
技師(A)1.5 + 技師(B)2.0

注）現地踏査は斜面が異なるため，「雪崩予防柵」で技師(A)0.5＋技師(B)0.5，「吊柵」で技師(A)1.0＋技
師(B)1.5計上する。
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第４節 橋梁設計

４－１ 橋梁予備設計

４－１－１ 積算についての注意事項

（１） １橋の考え方

渡河部，跨道，跨線部の様にスパン割り，スパン長に制約がある場合については，その橋梁を１橋と

して計上する。

ただし，連続高架橋については，連続高架としての１連続体，構造（インターチェンジ，ジャンクシ

ョン等），を勘案し１橋として計上する。

別途積算

河

川 １橋 １橋 盛土区間

（２） 上下線が分離した橋梁

１） 同一橋脚上に上下線個別に上部工が設けられている場合は１橋として計上する。なお，橋長につい

ては上下線の平均値を用いるものとする。

１ 橋

２） 上下線個別の橋脚上にそれぞれ上部工が設けられている場合

①橋長，幅員，構造，河川・道路・鉄道等の制約条件が同じ橋梁については１橋として計上する。

②上記以外の場合（条件が異なる場合）は，橋長の長いものを基本構造物とし，標準歩掛を適用す

るとともに橋長の短い橋梁については，別途考慮する。

上記①の場合 １橋として計上

上記②の場合 ２橋として計上

（３） 地震時保有水平耐力法

地震時保有水平耐力法は，発生頻度が低く，大きな振幅が長時間繰り返して作用するプレート境界型

の巨大地震，および発生頻度が極めて低い直下型地震に対し，構造物が変形して元に戻らない状態（降

伏）から，崩壊（終局）に至るまでの間，どの位耐えられるかのねばり強さ，すなわち断面が持つ保有

水平耐力，および塑性率を照査する設計法である。

予備設計における耐震設計の基本方針としては，震度法により，躯体及び基礎工の形式規模を想定し

概算の応力計算及び安定計算を行い，スパン割・下部工位置等決定のためのポイントとなる橋台・橋脚

については地震時保有水平耐力法による耐力照査を実施するものとする。（予備設計後に詳細設計を行
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う際に地震時保有水平耐力法レベルの設計を実施した結果，橋種・構造型式が変更されることを防止す

るために， 低限橋梁諸元決定のポイントとなる橋台・橋脚について地震時保有水平耐力法の耐力照査

を実施する。）

また，詳細設計においては，構造諸元を震度法によって定め，それに加えて，橋台・橋台基礎・橋脚

・橋脚基礎・支承部・落橋防止システムなど地震の影響が支配的な構造部材等は，地震時保有水平耐力

法によって耐震設計を実施するものである。

注）橋台，橋台基礎については地震時に液状化が生じる地盤上の場合に適用する。

（４） 橋梁予備設計の積算例

（例）

設計条件；発注橋数１橋［橋長２８０ｍ，コントロール橋脚１基，杭基礎（橋台１基，橋脚１基）］

関係機関との協議資料作成有り，現地踏査［１橋］，設計協議［標準回数］

橋長 ２８０ｍ

道 路 河 川

コントロール橋脚

１） 電子計算機使用料

電子計算機使用料は，標準歩掛の１％を直接経費として計上する。

２） 橋長補正

補正係数算定表より，３００ｍ未満の場合；０．８５３×Ｌ＋３６．０２５（％）

したがって，橋長２８０ｍより，０．８５３×２８０＋３６．０２５＝２７４．８６５

≒２７４．９（％）

（小数２位を四捨五入し，小数１位止とする）

注）橋長が３０００ｍを超えるものについては別途考慮する。

３） 地震時保有水平耐力法による耐力照査

コントロールポイントとなる橋脚を１基有するため，１基当たりの追加歩掛を橋長補正後の標準歩

掛に加算する。

４） 基礎地盤が杭基礎を必要とする場合の補正

杭基礎を必要とする場合は，１橋当たり標準歩掛の１０％を加算するが，杭基礎を有する下部工の

基数，下部工の区分（橋台・橋脚）に関係なく，一律とする。

◎ 小 計（１）

（直接人件費）

標準歩掛 ×（２７４．９／１００＋０．１０）＋

１基×（地震時保有水平耐力法による耐力照査の１基当たりの追加歩掛）

＝標準歩掛×（２．７４９＋０．１０）＋

１基×（地震時保有水平耐力法による耐力照査の１基当たりの追加歩掛）

（直接経費［電子計算機使用料］）

標準歩掛 × ０．０１
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５） 関係機関との協議資料作成

河川・道路管理者，ＪＲ等関係管理者との協議用・説明用資料が別途必要な場合に１業務当たりの

追加歩掛を加算する。

６） 現地踏査

現地踏査として１業務当たりの歩掛を計上する。

７） 設計協議

設計協議として１業務当たりの歩掛を計上する。なお，標準回数は４回とする。

（着手時＋中間時×２＋成果品納入時）

注）着手時，成果品納入時には原則として，管理技術者が立ち会うよう特記仕様書に明示するものとす

る。

８） その他

景観検討が必要な場合は別途考慮するものとし，追加歩掛として加算する。

◎ 小 計（２）

（直接人件費）

「関係機関との協議資料作成」追加歩掛

「現地踏査」歩掛

「設計協議」歩掛

◎ １業務当たり合 計

小 計（１）＋小 計（２）
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４－２ 橋梁詳細設計

４－２－１ 積算についての注意事項

１．〈橋梁詳細設計全体〉

（１） １橋当りの歩掛

座標計算，施工計画，動的照査については，上部工，下部工，基礎工，架設工を全て含んだ１橋当り

の歩掛として計上する。

（２） １業務当りの歩掛

１） 関係機関との協議資料作成

河川・道路管理者，ＪＲ等関係管理者との協議用・説明会資料が別途必要な場合に１業務当りの追

加歩掛を計上する。

２） 現地踏査

現地踏査として１業務当りの歩掛を計上する。

３） 設計協議

設計協議として１業務当りの歩掛を計上する。なお，標準回数は４回とする。

（着手時＋中間時×２＋成果品納入時）

注）着手時，成果品納入時には原則として，管理技術者が立ち会うよう特記仕様書に明示するものとす

る。

◎ 橋梁詳細設計全体

（直接人件費）

［１橋当り］ 「座標計算」歩掛 「施工計画」歩掛 「動的照査」歩掛

［１業務当り］ 「関係機関との協議資料作成」歩掛 「現地踏査」歩掛

「設計協議」歩掛

（３） 鋼橋の設計における疲労設計

鋼橋の設計において，疲労設計については，現行歩掛に含まれる。

ただし，疲労設計が不要の場合は，別途考慮する。

（４） 動的照査

１） 地震時の挙動を動力学的に解析し，橋の地震応答特性については，静的照査法より精度良く推定す

ることができ，また構造形式等による適用条件も少なく汎用性が高い。しかし，解析モデルの設定法等

が解析結果に重要な影響を及ぼすこともあり，求められた結果の妥当性の評価や解析結果の耐震設計へ

の反映方法等については，動的照査法に関する適切な知識と技術が必要となる。

２） 歩掛適用範囲は，本基準書に記載のある橋種，橋長等（径間数，形状等の補正を含む）を対象とす

るものとし，それ以外の橋梁については別途考慮する。

２．〈橋梁上部工〉

（１） 類似構造物

【類似構造物の定義】

類似構造物とは，橋種・形状（斜角・バチ形・曲線形）の補正する項目が同一の場合をいう。

また，橋種とは，材質（ＰＣ，鋼橋等）・形式（Ｉ型等）・径間数のことをいう。

１） 類似構造物の範囲は，同一業務内のみ適用する。（連続高架橋を２つ以上の業務に分割して発注す

る場合は，類似構造物として取り扱えないため，設計区間割等について十分検討する。）

２） 同一橋種（材質・形式・径間数が同じもの）で橋長の異なる複数の橋梁を設計する場合，一番橋長

の長いものを基本構造物とし，その他は類似構造物として取り扱う。

（上下線が分離した橋梁についても同様とする。）

３） 同一橋種の橋梁における類似構造物の取り扱いは，基本となる構造物を１橋のみ計上する。なお，

類似構造物を基本構造物に読み替えた“類似の類似”は行わない。

１） 変更設計で，基本構造物の橋種等を変更する場合，類似構造物は基本構造物を失うため類似構造物

の一つを基本構造物とし，残りの類似構造物については元設計の歩掛をそのまま適用する。
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元 設 計 基本 類似 類似 類似 （基本１，類似３）

↓変更 ↓変更

変更設計 基本１ 基本２ 類似 類似 （基本２，類似２）

（２） 同一の上部工の場合

１） １業務において同一の上部工がある場合は１橋分のみ計上する。同一の上部工とは下記の条件を満

足するものをいう。

① 橋種が同一であること。

② 橋長及びスパン割りが同一であること。

③ 幅員が同一であること。

④ 斜橋，バチ形橋の場合は斜角及びバチ形が同一であること。

⑤ 曲線橋の場合は曲線要素が同一であること。（上下線が分離している場合，曲線要素が異なる場合

は同一と見なさない。）

⑥ 床版で対応できる範囲の曲線橋及びバチ形橋については，同一の橋梁とする。

２） 同一橋梁の考え方は，変更設計に与える影響が大きい（変更で橋長に差ができた場合は，類似構造

物として考える。）ため，当初設計から十分な検討のうえ設計橋数を計上すること。

（３） 上部工・下部工一体型橋梁の場合

下記橋種の場合，橋脚工（垂直材含む）は計上しないものとする。なお，橋台工，基礎工を必要とす

る場合は別途計上する。

橋 種

（ＲＣ）３径間連続ラーメン橋

（ＰＣ）斜材付きπ型ラーメン橋

（ 鋼 ）π型ラーメン橋

（４） 上部工詳細設計の積算例

（例）

設計条件；［予備設計なし］

◎４径間連続ポストテンションＴ桁橋（基本構造物，橋長１６８ｍ，Ｒ＝３００ｍ，斜角６５゜）

同 上 （類似構造物，橋長１６０ｍ，Ｒ＝２８０ｍ，斜角６５゜）

◎ 単純ポストテンションＴ桁橋 （標準設計利用，橋長３０ｍ）

同 上 （標準設計利用，橋長３５ｍ）

Ｒ＝３００ｍ

橋長１６８ｍ

橋長１６０ｍ 斜角６５゜

単純ポストテンションＴ桁橋（Ｒ＝∞）

Ｒ＝２８０ｍ

橋長３５ｍ

４径間連続ポストテンションＴ桁橋

橋長３０ｍ
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１） 電子計算機使用料

電子計算機使用料は，上部工橋種毎にそれぞれ標準歩掛の１％を直接経費として計上する。

２） 橋長補正

３径間連続ポストテンションＴ桁橋の橋長補正式より，ｙ＝０．３６６×Ｌ＋５３．３４（％）

したがって，橋長１６８ｍの場合；０．３６６×１６８＋５３．３４＝１１４．８２８

≒１１４．８（％）

（小数２位を四捨五入し，小数１位止とする）

橋長１６０ｍの場合；０．３６６×１６０＋５３．３４＝１１１．９００

≒１１１．９（％）

（小数２位を四捨五入し，小数１位止とする）

注）歩掛適用範囲については，「径間毎の標準橋長」で決定し，適用橋長（４径間の場合は，３径間適

用橋長×１３０％）を超えるものについては別途考慮するものとし，橋長補正式による歩掛の補正

はしないものとする。

３） 予備設計の有無による補正

予備設計を実施していない場合は，標準歩掛（予備設計あり）の５％を加算する。

４） 径間が変化する場合の補正

連続桁の場合，標準歩掛（３径間）に対して各補正率を乗じたものを加算する。したがって，４径

間の場合は，標準歩掛の５％を加算する。

注）径間数が７径間以上のものについては，別途考慮するものとする。

５） 形状の変化する場合の補正

斜橋，バチ形橋，曲線橋の場合，標準歩掛に対して各補正率を乗じたものを加算する。なお，床版

で対応できる範囲の曲線橋及びバチ形橋については補正の対象としない。また，形状補正項目が重複

する場合は，該当補正率のうち上位の補正率を単独使用する。

したがって，曲線橋（補正率８０％）で斜橋（補正率１０％）の場合は，上位補正率である８０％

のみを標準歩掛に乗じたものを加算する。

６） 標準設計を利用する場合の補正

単純ポストテンションＴ桁橋の標準設計利用が２橋のため，

標準歩掛（単純ポストテンションＴ桁橋［予備設計あり］）×６０％×２橋を計上する。

７） その他

景観検討が必要な場合は別途考慮するものとし，追加歩掛として加算する。

◎ 上部工合計

（直接人件費）

*４径間連続ポストテンションＴ桁橋

［基本構造物］標準歩掛（３径間）×（１１４．８／１００＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×１

＝標準歩掛（３径間）× （１．１４８＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×１

［類似構造物］標準歩掛（３径間）×（１１１．９／１００＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×０．６５

＝標準歩掛（３径間）×（１．１１９＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×０．６５

*単純ポストテンションＴ桁橋

標準歩掛（単純ポストテンションＴ桁橋［予備設計あり］）×０．６０×２橋

（直接経費［電子計算機使用料］）

標準歩掛（３径間連続ポストテンションＴ桁橋）×０．０１

（単純ポストテンションＴ桁橋は標準設計を利用するので対象としない）
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３．〈橋梁下部工・橋梁基礎工〉

（１） 橋梁下部工（標準歩掛）

１） ＢＯＸアバットの歩掛は，ラーメン橋台の歩掛を使用すること。

２） 橋脚の逆Ｔ式と張出式の考え方は，次のとおりとする。

逆Ｔ式 張り出し部に上部工荷重がかからない場合

張出式 張り出し部に上部工荷重がかかる場合

３） 液状化が生じる地盤にある橋台・橋台基礎の検討については，１基当たりの追加歩掛を標準歩掛に

計上する。

４） 橋梁下部工の設計において，鋼製橋脚は，別途考慮する。

（２） 類似構造物について

１） 類似構造物の範囲は，同一業務内のみ適用する。（連続高架橋を２つ以上の業務に分割して発注す

る場合は，類似構造物として取り扱えないため，設計区間割等について十分検討する。）

２） 同一型式の橋梁における類似構造物の取り扱いは，基本となる構造物を１基のみ計上する。なお，

類似構造物を基本構造物に読み替えた“類似の類似”は行わない。

３） 変更設計で，基本構造物の型式等を変更する場合，類似構造物は基本構造物を失うため類似構造物

の一つを基本構造物とし，残りの類似構造物については元設計の歩掛をそのまま適用する。

元 設 計 基本 類似 類似 類似 （基本１，類似３）

↓変更 ↓変更

変更設計 基本１ 基本２ 類似 類似 （基本２，類似２）

（３） 同一の下部工・基礎工の場合

１） １業務において同一の下部工・基礎工がある場合は１基分のみ計上する。同一の下部工・基礎工と

は下記の条件を満足するものをいう。

（下部工）

① 上部反力（支承条件も含む）が同一であること。

② 躯体幅，高さが同一であること。

③ 構造型式（重力式，逆Ｔ式，柱式等）が同一であること。

（基礎工）

① 上記下部工の同一条件を満足するもの。

② 杭種，杭径が同一であるもの。（杭長，杭本数も同一）

（４） 下部工・基礎工詳細設計の積算例

（例）

設計条件

橋台；Ａ１，Ａ２共に逆Ｔ式でＡ１には基礎工（深礎杭）あり，Ａ２は直接基礎とする。

橋脚；Ｐ１～Ｐ２は壁式で基礎工（深礎杭で杭径はＰ１，Ｐ２とも同一）あり，Ｐ３～Ｐ４は張

出式で直接基礎とする。

Ａ１ Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４ Ａ２

逆Ｔ式 壁式 壁式 張出式 張出式 逆Ｔ式

深礎杭 深礎杭

深礎杭



１） 電子計算機使用料

電子計算機使用料は，下部工では下部工構造型式毎にそれぞれ標準歩掛の１％を直接経費として計

上するものとし，基礎工がある場合は基礎工構造型式毎にそれぞれ標準歩掛の２％を直接経費として

計上する。

２） 類似構造物の補正

下部工躯体の構造型式が同一であるＰ１とＰ２（壁式橋脚）及びＰ３とＰ４（張出式橋脚）はそれ

ぞれに類似構造物として補正する。

基礎工については，下部工型式が異なるＡ１橋台は単独とし，Ｐ１とＰ２橋脚基礎工（深礎杭）は

下部工が同型式（壁式）であるので類似構造物として補正する。

◎ 下部工，基礎工合計

（直接人件費）

＊下部工

橋台 ； 標準歩掛（逆Ｔ式橋台）×２（Ａ１・Ａ２橋台の２基）

橋脚（壁式橋脚；基本構造物１基・類似構造物１基）

標準歩掛（壁式橋脚）×（０．３０＋０．７０×２）

橋脚（張出式橋脚；基本構造物１基・類似構造物１基）

標準歩掛（張出式橋脚）×（０．３０＋０．７０×２）

＊基礎工

橋台部；標準歩掛（深礎杭）×１（Ａ１橋台１基のみ類似構造物なし）

橋脚部（深礎杭；基本構造物１基・類似構造物１基）

標準歩掛（深礎杭）×（０．３０＋０．７０×２）

（直接経費［電子計算機使用料］）

標準歩掛（逆Ｔ式橋台）×０．０１＋標準歩掛（壁式橋脚）×０．０１＋標準歩掛（張出式橋脚）×０．０１＊下部工

＊基礎工 標準歩掛（深礎杭）×０．０２

（基礎工は深礎杭の１型式のみであることから１型式を対象とする）

４．〈橋梁架設工〉

（１） 橋梁詳細設計における架設計画

上部工の架設計画を検討する場合は，別紙［鋼橋の架設工法選定の参考フローチャート］［コンクリ

ート橋の架設工法の適用に関する一般的な目安（参考）］を参考に現地に適した架設工法の選定を行う

ものとする。

（２） 設計歩掛を計上できる架設工法

架設工法選定において別紙工法のうち，自走クレーン車の直接架設でかつ支保工の必要のない簡易な

架設を除いた架設工法の場合にのみ設計歩掛を計上することを原則とする。

（なお，簡易な架設とは支間が短く，自走式クレーンによって直接，桁を橋台・橋脚上に架設すること

が可能な工法をいう。）

なお，１つの橋梁において同種工法を２箇所使用する場合の架設工法数は１工法とし，２つの橋梁に

おいて同種工法をそれぞれ使用する場合の架設工法数は２工法とする。

（３）橋梁架設工の積算例 

 　（例）

　　 設計条件

　　 １） 上下線に分離した橋梁の場合

　　　　　架設工法：上下線とも架設桁架設工法

　　　　　※上記において１架設工法で施工が可能なため架設工法数は１工法となる。

　　　　　 （橋種が違っても架設工法が同一であれば上記と同じ）

　　 ２） １橋（連続高架橋）で２つの架設工法がある場合

　　　　　架設工法：トラック（クローラ）クレーンによるベント式工法×２

　　　　　※上記において１架設工法で施工が可能なため架設工法数は１工法となる。

　　　　　 （橋種が違っても架設工法が同一であれば上記と同じ）

　　 ３） 離れた箇所にある２つの橋梁の場合

　　　　　架設工法：トラック（クローラ）クレーンによるベント式工法×２

　　　　　※上記において現場条件が異なるため架設工法数は２工法となる。

　　　　　 （橋種が違っても架設工法が同一であれば上記と同じ） 
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４－２－２ 鋼橋の架設工法選定の参考フローチャート
ＳＴＡＲＴ

ＮＯ ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝは ＮＯ 適当な地組 ＮＯ 桁下空間を ＹＥＳ ベントが設置 ＮＯ 桁下空間を Ｎ０ 適当な地組 ＮＯ ｹｰﾌﾞﾙ設備が ＮＯ
設置できるか 場所があるか 利用できるか できるか 利用できるか 場所があるか 設置できるか

ＹＥＳ ＹＥＳ ＹＥＳ ＹＥＳ ＹＥＳ ＹＥＳ

ＮＯ トラック，トレー
ラー，自走クレー

船の出入が Ｎ０ ン車が架設地点に 船 の 出 入 が ＮＯ 各工法の併用
できるか 進入できるか できるか を考える。ま

たは特殊工法
ＹＥＳ ＹＥＳ ＹＥＳ の検討特殊器

機の開発

架設時期，場所， ＹＥＳ
時間に制限はある ＮＯ 架設時期，場

ケーブル 送 出 し か 所，時間に制 送 出 し
クレーン 架 設 桁 設 備 限はあるか 架 設 桁 設 備

(手延機) ＮＯ (手延機)
ＹＥＳ

ベント式 送 出 し 送 出 し 架 設 桁 送 出 し
工 法 工 法 工 法 主桁を継ぐ必要は 工 法 工 法
ベント横 (ベント あるか 主桁を継ぐ必要は （カウン
取式工法 使 用) 継いでも施工でき ＮＯ あるか ＮＯ タｰウｪイ
ベント片 る重量か 継いでも施工でき ト使用）
持式工法 桁を組んで扱える る重量か 横 取 り

重量か 桁を組んで扱える 工 法
重量か

ＹＥＳ
ＹＥＳ

デリック フ ロ ー 移 動 フ ロ ー ケーブル
クレーン ティング 台 船 自 走 ク 自 走 ク ベ ン ト 台 船 ティング 台 船 エレクシ
トラック クレーン レーン車 レーン車 回 転 クレーン ョン設備
クレーン ベ ン ト

ベント式 ベント式 ベント式 一括工法 ベント式 特 殊 送 出 し 大ブロッ 大ブロッ 直吊工法
工 法 工 法 工 法 一括横取 工 法 ベント式 工 法 ク 工 法 ク 工 法
片 持 式 ベ ン ト 工 法 ベ ン ト 工 法 片 持 式 斜吊工法
工 法 片 持 式 横 取 式 回 転 工 法

工 法 工 法 ベント式
工 法

ＥＮＤ

出典：（昭和６０年鋼道路橋施工便覧）

4
-
1
-
4
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コンクリート橋の架設工法の適用に関する一般的な目安（参考）

その他の

架設工法プ レ キ ャ ス ト 架 設 工 法 場 所 打 ち 架 設 工 法
架 設 工 法

プ レ キ ャ プ レ キ ャ ス ト 固 移 張 押
定 動 出 出

ス ト 桁 セ グ メ ン ト 式架 式架 し架 し架
支設 支設 式設 設

架 設 工 法 架 設 工 法 保工 保工 工 工

工法 工法 法 法
架 ク 支 支 移 移
設 レ自門 保 間 動 動 枠 支 下 接 移 移 集 分

桁 走型 工 一 式 作 組 柱 支 地 動 動 中 散

ー

架 ン式ク 式 括 架 業 式 式 え 式 作 式 式 式

設 架クレ 架 架 設 車 ・ 式 業 架
工 設レ 設 設 桁 架 梁 ・ 車 設

ー

法 工 ン 工 工 架 設 式 吊 桁

ー

法ン 法 法 設 工 り
条 件 工 法 下

法 げ

式

20～40ｍ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ ◎ ◎ △ ◎

支 40～60ｍ ○ ※ ○ ○ ※ ※ ◎ ○ ○ ◎

60～80ｍ △ △ ※ ※ ◎ ◎ ○ ※ ◎ ※

間 80～100ｍ △ △ △ ※ ○ ◎ ※ △ ◎ △

100ｍ以上 △ △ △ ※ ※ ◎ ※ △ ◎ ○ △

桁 高 の 変 化 に 対 す る ○ ○ ○ ※ ◎ ◎ ○ ※ ○ ◎ △

融 通 性

平 面 曲 線 に 対 す る ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○

融 通 性
施

主 桁 幅 拡 幅 に 対 す る ○ ○ ※ ※ ※ ※ ◎ ※ ◎ ○ ※

融 通 性

工 桁 下 空 間 の 確 保 ◎ ○ ※ ◎ ◎ ◎ △ ○ ◎ ※ ◎ ◎

急 速 施 工 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ※ ○ ○ ○

条 多径間の場合の有利性 ◎ ◎ ※ ◎ ◎ ◎ ※ ◎ ○ ◎

桁 下 に 対 す る 安 全 性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

件 天 候 に 対 す る 有 利 性 ※ ※ ○ ◎ ◎ ◎ ※ ◎ ※ ◎ ◎

桁 下 が 使 用 で き な い ◎ △ △ ◎ ◎ ※ △ ◎ △ ※ ◎ ◎

場 合 の 資 機 材 運 搬

桁 下 高 が 高 い 場 合 の ◎ ※ △ ◎ ◎ ◎ ※ ※ ◎ △ ◎ ◎

施 工 性

【凡例】 ◎最適である ○適する △適さない ※可能だが適用には検討が必要

注）支間については比較的実績のあるものについての適用性を示している。
参照：（平成１０年コンクリート橋施工便覧）
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４－３ 土木構造物標準設計

（１） 土木構造物標準設計第１８巻，第１９巻（平成８年３月）の運用

土木構造物標準設計第１８巻，第１９巻（プレテンション方式ＰＣ単純床版橋）を利用する場合は，

当面標準歩掛の（ＰＣ）プレテンションホロー桁を使用し，標準設計の補正を行うものとする。なお，

標準歩掛の（ＰＣ）単純中空床版橋は適用しない。

（２） 標準設計の利用

平成１３年１２月２７日付け通達「橋、高架の道路等の技術基準について」において道路橋示方書が

改定されており，使用にあたっては十分注意する。
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第５節 共同溝設計

５－１ 共同溝設計

５－１－１ 共同溝詳細設計開削工法

（１） 全体設計

１） 地下埋設物件の資料は発注者が収集し，貸与する事を原則とする。

２） 参加企業数の補正係数：Ｋ２の取扱いは下記のとおりとする。

① 企業１社で１洞道設ける場合 →１企業としてカウントする

② 他企業と同居し，同居する事で内空断面が変わる場合

→１企業としてカウントする

③ 他企業と同居するが，同居の如何にかかわらず内空断面が変わらない場合

→１企業としてカウントしない

３） 全体設計と断面，箇所の設計の区分は下記のとおりである。

設 計 計 画
断面・箇所の設計

一 般 部 断 面 設 計

全 体 計 画

（特殊検討・関係機関との協議用資料作成含む）
換 気 口 部 設 計

設

現 地 踏 査

仮設構造物断面設計

計
設計条件の 応力計算必要

整理・検討
特 殊 部 設 計平面・縦断設計

協

隣接区間に同一の設計がある

議
数 量 計 算

施 工 計 画

照 査

報 告 書 作 成

（２） 断面・箇所の設計

１） 断面・箇所の設計の数量は，原則として応力計算を行う数量全てを計上するものとする。

２） 断面，箇所の設計は，類似構造物の補正は行わない。

３） 仮設構造物断面設計

設計数量は，土被り及び覆工の有無の区分の２条件に着目して算出するものとする。（掘削幅では

区分しない）。従って，同一土被りであれば一般部と特殊部の箇所があっても２箇所としない。
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【考え方】

掘削幅が変化しても切梁，受桁の断面寸法の変化しかないため。

４） 一般部断面設計

設計数量は，土被り，内空寸法及び洞道数の３条件に着目して算出するものとする。

５） 特殊部設計

設計数量は土被り及び特殊部の形状の２条件に着目して算出するものとする。

【例】

同じ１断面変化でもＥＢとＴＢであれば２箇所計上するものとし，同じＥＢでも内空寸法が異

なれば２箇所計上する。

６） 換気口設計

設計数量は土被り及び換気口の形状の２条件に着目して算出するものとする。

５－１－２ シールド工法

（１） 基本条件整理検討

地下埋設物件の資料は発注者が収集し，貸与する事を原則とする。

（２） 適用設計延長

シールド共同溝詳細設計の適用延長は3.0㎞未満とする。
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（３） 業務フロー

設 計 計 画

現 地 踏 査

基本条件整理検討

・参画企業及び物件

・線形計画条件の整理 等

機種選定及び位置検討

・シールド機種選定 ・立坑，分岐部及び換気の位置

設 ・シールド位置検討

特殊検討

・交差物件検討 ・耐震検討

・近接施工検討 ・軟弱地盤検討

・本体縦断検討・設計 ・発進・到達防護工設計

計 ・大規模土留設計

平面図作成

・平面図 ・縦断図

協 本体断面設計

・応力計算 ・設計図面作成 ・数量計算

覆工の検討設計

・一次覆工 ・防水工設計 ・数量計算

・二次覆工 ・排水工設計

議

立坑設計

・応力計算 ・設計図面作成 ・数量計算

施工計画

・基地計画 ・設備計画 ・特記事項

・掘進計画 ・施工計画 ・仮設備計画

関係機関との協議資料作成

・協議用資料 ・説明用資料

照 査

・基本条件 ・設計条件 ・設計方針

・設計図 等

報 告 書 作 成
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５－１－３ 設計協議

設計協議の回数は，共通仕様書に示す主要な区切りの他，占用企業者との打合せを１企業１回程度計

上できるものとし，占用企業者との打合せを計上する場合は，その旨特記仕様書に明示するものとする。
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第６節 電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設計

６－１ 電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設計

電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設計に当たっての注意事項

（１） 貸与資料

設計に必要な資料等は，原則発注者が用意し貸与するものとする。設計図面として使用する地形図の

作成，地下占用物件試掘調査等が必要な場合は，別途考慮する。

（２） 主な設計内容

１） 予備設計は，電線類の収容予定数条数や現地状況などから条件整理を行い，管路部の概略断面，特

殊部，機器等の概略設置位置の選定及び地下占用物件との位置関係に支障がないか等について比較検

討を行って最適案を選定する。

また，詳細設計に必要な基本条件を整理し，基本的な設計条件を決定する。設計条件の決定にあた

っては，関係機関との協議，調整結果を適正に反映しているか確認するものとする。

２） 詳細設計は，予備設計で決定した設計条件をもとに，工事に必要な詳細構造を決定する。

管路部断面，特殊部，機器等の設置位置の決定にあたっては，配線や機器の接続工事，地下埋蔵物

件の移設に大きな影響を及ぼすため，関係機関との協議，調整結果を適正に反映しているか確認する

ものとする。

（３） 詳細設計の各部設計

各部設計は，予備設計で決定した設計条件等より応力計算が必要であるかを判断するものとし，構造

決定に応力計算が必要と判断される場合は，詳細設計標準歩掛の各部設計を計上する。

応力計算ケース数は，同一条件（設計断面，荷重条件等の諸条件が同一）ごとに１ケースとして計上

し，ケース数毎の割増率により標準歩掛を補正するものとする。

例) 設計延長２kmの詳細設計：割増率１…１．４

応力計算ケース数が５ケースの場合：割増率２…１．２

予備設計成果有り：変化率…０％

市街地の場合：変化率…０％

全体設計の設計歩掛＝全体設計標準歩掛×割増率１
＝全体設計標準歩掛×１．４

各部設計の設計歩掛＝各部設計標準歩掛×割増率２
＝各部設計標準歩掛×１．２

変 化 率＝（１＋Σ変化率）
＝（１＋（０＋０））
＝１

詳細設計の設計歩掛＝（全体設計標準歩掛×１．４＋各部設計標準歩掛×１．２）×１

（４） 関係機関との協議

関係機関との協議打合せは，原則発注者が行うものとするが，受注者が協議打合せを行う必要のある

場合は，特記仕様書に明示するものとする。

（５） 工期の設定は，関係機関との調整や協議期間を考慮し，設計内容等を踏まえて決定する。

（６） 主な作業は共通仕様書に基づき行い，具体的な作業内容は特記仕様書に基づき行うものとする。

（７） 電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）整備のフローチャートを６－２に示す。
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６－２ 電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）整備のフローチャート

＊本流れ図は目安とし，状況等を考慮して実施する。

なお，流れ図で示す他にも施工区間決定に至るまでの計画及び詳細設計後等において，関係機関との調整等が必要であるが，

ここでは主に設計に関連した大まかな流れを示す。

設計に関する調査 電線共同溝整備 関係機関との調整，協議等

※必要な場合には別途計上する ※受注者が直接，関係機関との協

電線共同溝施工区間決定 議を行う必要がある場合は，協

議する旨，及び協議回数を特記

必要により地形図面作成 仕様書に明示し，必要な人件費

（Ｓ＝1/500程度） を計上する。

必要により地下埋設物件 電力，通信等事業者の

試掘調査及び地質調査 計画確認

予備設計

・最適工種の選定を行う設計。 電力線，ＮＴＴ等通信線，

貸与資料，収集資料，事業者の計画等を基に ケーブルＴＶ，放送線等

条件を整理し，構造，施工方法等の比較検討

を行い最適工種の選定を行う。

当 初 計 画 案

電力，通信等事業者

計 画

地下占用物等管理者

計 画 案 上・下水道，ガス等

必要により

地形図作成（路線測量）

（Ｓ＝1/250程度）

必要により地下埋設物件 電力，通信等事業者の

試掘調査及び地質調査 計画確認

詳細設計

・工事用図面作成

貸与資料等を基に配線，機器の設置位置の確

定，施工方法の決定などを行う。

工 事 計 画 案

電力，通信等事業者

調 整

地下占用物等管理者

工事施工図面作成

地下占用物件等の移設が

必要な場合は，管理者に

移設の依頼をする。

工 事

凡 例

：歩掛適用範囲

維 持 管 理

：設計に関連する項目
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第７節 仮設構造物詳細設計

７－１ 土留工

７－１－１ 積算についての注意事項

（１） 「土留工」と「締切工」との定義

従来，地山崩壊防止のみを目的とするものを「土留工」，地山崩壊防止に加え，止水を目的とするも

のを「締切工」と定義していたが，「道路土工－仮設構造物工指針」の改訂（平成１１年３月）により，

両者を併せて「土留工」と定義されたため，「二重締切工」を「タイロッド式」に名称変更する。なお，

基本構造は従来と同様である。

（２） １基当りの考え方

土留工の深さ，幅，延長に関係なく，１連続体を１基として計上する。

尚，土留工の４面の一部が欠如している形状の場合でも１基として計上する。

（３） 電子計算機使用料

アンカー式,タイロッド式で切梁式併用の場合の電子計算機使用料は,直接経費として下記を計上する。

種 別 電 子 計 算 機 使 用 料

アンカー式 標準歩掛（切梁式［２段式］） × ２％

タイロッド式＋切梁式 標準歩掛（タイロッド式） × １％

（４） 歩掛適用区分

土留工における各構造型式毎の歩掛適用区分は，下記の通りである。

切梁段数，ア ン カー 段数，タイロッド段数 同一基内で

種 別 複数の設計

１ 段 ２ 段 ３ 段 ４ 段 計算箇所

標準歩掛(切梁式2段)の 標準歩掛(切梁式2段)の 標準歩掛(切梁式2段)の 切梁式各段数歩掛の

切 梁 式 ８５％ １００％ １１０％ １１５％ １３５％

ｱﾝｶｰ式2段歩掛の 標準歩掛(切梁式2段)の ｱﾝｶｰ式2段歩掛の ｱﾝｶｰ式2段歩掛の

ア ン カ ー 式 ８５％ １４５％ １１０％ １１５％ 適用なし

タ イ ロ ッ ド 式 段 数 に よ る 補 正 な し 適用なし

ﾀｲﾛｯﾄﾞ式+切梁式 標準歩掛 ﾀｲﾛｯﾄﾞ式+切梁式 ﾀｲﾛｯﾄﾞ式+切梁式 ﾀｲﾛｯﾄﾞ式+切梁式

タ イ ロ ッ ド 式 2段歩掛から (ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)の 2段歩掛に 2段歩掛に 各段数歩掛の

＋切梁式 標準歩掛(切梁式2段) １２５％ 標準歩掛(切梁式2段) 標準歩掛(切梁式2段) １３５％

の15%を差引いた歩掛 の10%を加算した歩掛 の15%を加算した歩掛
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（５） 土留工設計の積算例

（例）

［ケース１］

設計条件；土留工（切梁式３段）２基（基本構造物１基，類似構造物１基），同一基内での設計計

算箇所数各２箇所

［基本構造物，設計計算箇所数２箇所］

7.000

ａ － ａ

ａ ａ

切梁３段

12.000

ｂ ｂ

ｂ － ｂ

5.000

切梁３段

［類似構造物，設計計算箇所数２箇所］

7.000

ｃ － ｃ

ｃ ｃ

切梁３段 10.000

ｄ ｄ

ｄ － ｄ

6.000

切梁３段
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１） 電子計算機使用料

電子計算機使用料は，標準歩掛（切梁式［２段式］）の２％を直接経費として計上する。

２） 切梁段数による補正

切梁３段の場合，標準歩掛（切梁式［２段］）×１１０％を計上する。

３） 複数の設計計算箇所数の補正

平面形状の変化により１基当たりの設計計算箇所数を２箇所有するため，

切梁式［３段］歩掛×１３５％を計上する。

（注）１． ３箇所以上の設計計算箇所数を有する場合でも「切梁式各段数歩掛」×１３５％とする。

４） 類似構造物の補正

構造型式（切梁段数，設計計算箇所数）が同一で延長が変化するため，類似構造物として補正する。

◎ 土留工全体

（直接人件費）

＊切梁式（３段） 基本１基，類似１基

標準歩掛（切梁式［２段］）×（１＋０．１０）×（１＋０．３５）×（０．４５＋０．５５×２）

[切梁3段] [設計計算箇所2] [類似構造物]

（直接経費）［電子計算機使用料］

標準歩掛（切梁式［２段］）×０．０２
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［ケース２］

設計条件；土留工（タイロッド式で切梁式併用［切梁２段］）１基，同一基内での設計計算箇所数

１箇所，基本構造物１基

土留工（タイロッド式で切梁式併用［切梁４段］）１基，同一基内での設計計算箇所数

１箇所，基本構造物１基

[基本構造物，設計計算箇所数１箇所，切梁２段]

35.000

タイロッド

タイロッド

60.000

切梁２段

[基本構造物，設計計算箇所数１箇所，切梁４段]

35.000

タイロッド

タイロッド

60.000

切梁４段
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１） 電子計算機使用料

電子計算機使用料は，標準歩掛（タイロッド式）の１％を直接経費として計上する。

２） 切梁段数による補正

切梁２段の場合，標準であるので補正しない。

切梁４段の場合，標準歩掛（切梁式［２段］）の１５％を加算した歩掛を計上する。

◎ 土留工全体

（直接人件費）

＊タイロッド式で切梁式併用（切梁２段） １基

標準歩掛（タイロッド式）×（１＋０．２５）

[切梁式併用]

＊タイロッド式で切梁式併用（切梁４段） １基

標準歩掛（タイロッド式）×（１＋０．２５）＋標準歩掛（切梁式［２段］）×０．１５

[切梁式併用] [切梁4段]

（直接経費）［電子計算機使用料］

標準歩掛（タイロッド式）×０．０１
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７－２ 仮橋・仮桟橋

７－２－１ 積算についての注意事項

（１） １橋当りの考え方

仮橋・仮桟橋の幅員，橋長に関係なく，１連続体を１橋として計上する。

（２） 仮橋・仮桟橋設計の積算例

（例）

［ケース１］

設計条件；仮橋（工事用仮橋：Ｈ形鋼桁，橋長３０ｍ，幅員６ｍ）基本構造物１橋，

仮橋（工事用仮橋：Ｈ形鋼桁，橋長３０ｍ，幅員４ｍ）類似構造物１橋

同一橋内での設計計算箇所数各１箇所

[基本構造物：工事用仮橋，幅員６ｍ，橋長３０ｍ]

6.000

30.000

[類似構造物，工事用仮橋，幅員４ｍ，橋長３０ｍ]

4.000

30.000
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１） 電子計算機使用料

電子計算機使用料は，標準歩掛（工事用仮橋・仮桟橋）の２％を直接経費として計上する。

２） 類似構造物の補正

構造型式（種別，設計計算箇所数）が同一で幅員が変化するため，類似構造物として補正する。

◎ 工事用仮橋全体

（直接人件費）

＊工事用仮橋 基本１橋，類似１橋

標準歩掛（工事用仮橋・仮桟橋）×（０．３０＋０．７０×２）

[類似構造物]

（直接経費）［電子計算機使用料］

標準歩掛（工事用仮橋・仮桟橋）×０．０２
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［ケース２］

設計条件；仮橋（工事用仮橋：Ｈ形鋼桁，橋長３０ｍ，幅員６ｍ，同一橋内での設計計算箇所数１箇

所）基本構造物１橋

仮橋（工事用仮橋：Ｈ形鋼桁，橋長３０ｍ，幅員４ｍ・６ｍ，同一橋内での設計計算箇所

数２箇所）基本構造物１橋

[基本構造物：工事用仮橋，幅員６ｍ，橋長３０ｍ]

（設計計算箇所数１箇所）

6.000

30.000

[基本構造物，工事用仮橋，幅員４ｍ・６ｍ，橋長３０ｍ]

ａ － ａ （設計計算箇所数２箇所）

4.000

30.000

ａ ｂ

ａ

ｂ － ｂ ｂ

6.000
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１） 電子計算機使用料

電子計算機使用料は，標準歩掛（工事用仮橋・仮桟橋）の２％を直接経費として計上する。

２） 複数の設計計算箇所数の補正

１橋については，幅員の変化により設計計算箇所数が２箇所有するため，標準歩掛（工事用仮橋・

仮桟橋）×１５０％を計上する。

（注）１．３箇所以上の設計計算箇所数を有する場合でも「標準歩掛」×１５０％とする。

◎ 工事用仮橋全体

（直接人件費）

＊工事用仮橋（設計計算箇所数１箇所）

標準歩掛（工事用仮橋・仮桟橋）

＊工事用仮橋（設計計算箇所数２箇所）

標準歩掛（工事用仮橋・仮桟橋）×（１＋０．５０）

[設計計算箇所2]

（直接経費）［電子計算機使用料］

標準歩掛（工事用仮橋・仮桟橋）×０．０２
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７－３ 概念図

工 種 種 別 概 要 図

自 立 式

土

切梁

切 梁 式

アンカー留 アンカー式

タイロッド

タイロッド式

工

タイロッド タイロッドタイロッド式

切梁（切梁式併用）

一 工 Ｈ形鋼桁橋

般 事

通 用

行 仮

用 橋

仮

橋 ト ラ ス 橋
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第８節 河川構造物設計
８－１ 護岸設計

８－１－１ 護岸詳細設計フローチャート

護 岸 予 備 設 計 護 岸 詳 細 設 計
[特記仕様書及び指示事項］

貸与資料
１．設計計画 １）新規調査結果

①計画新法線成果
１）業務方針の立案 (縦・横断図）
２）業務計画書の作成 ②新規土質調査
３）資料収集・整理 (ボーリング結果）

③境界杭査定調査結果
２）他機関調査結果

(道路・下水道等）
２．現地踏査

提示条件
１）設計範囲

３．基本事項の決定 ２）計画法線の要旨
３）一般護岸のタイプ

１）法線等の見直し検討 ４）環境護岸の基本的タイプと
２）護岸の配置計画 配置計画
３）諸構造物との取付検討 ５）基礎工計画根入長

６）施工方針と施工条件

設計対象外
４．景観検討 １）特殊堤

コンクリート擁壁構造の
堤防

５．本体設計（一般 地盤の場合)

１）基礎工検討諸元の検討
２）安定計算

５．本体設計（軟弱地盤の場合）

６．付帯施設設計 １）土質性状，定数の整理
２）現況護岸の安定計算

１）階段工 ３）対策工法の比較検討
２）排水管渠 ４）対策工法の安定計算
３）その他施設

※点線にて囲まれた部分は，
標準歩掛の基礎地盤条件に

７．施工計画 よる補正で軟弱地盤( )1.08
を選択した場合の業務内容
を示す。

８．仮設計画

９．図面作成

１）護岸工本体（平・縦・横断面図等）
２）親水護岸 （標準横断図等）

１０．パース作成

１１．数量計算

１）本体土工数量
２）本体材料数量
３）仮設数量

１２．照査

１３．報告書作成

納 品
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８－１－２ 護岸形式例

①築堤も含む護岸

②既設の堤防がある場合の護岸

③ブロック積による護岸（石積も可）

④矢板による護岸
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第９節 砂防施設設計

９－１ 積算例

９－１－１ 砂防えん堤予備設計

（１） 積 算 条 件

１） えん堤基数：砂防えん堤１基

２） えん堤型式及びえん堤高：予備設計にて決定する。ただし，えん堤高についてはH=15m未満とする。

３） 基礎工検討及び景観検討を行う。

４） 現地踏査を行う。

５） 打合せ回数：４回（標準歩掛＝第１回＋中間２回＋成果品納入時＝４回）

（２） 計 算 例

１） えん堤予備設計

砂防えん堤予備設計標準歩掛を用いる（標準歩掛には基礎工検討及び景観検討を含んでいる）。

〔 標準歩掛 〕＝ えん堤予備設計歩掛 ……①

２） 現地踏査

（注）１．により計上する。………②

３） 打合せ協議

表１４．１打合せ協議標準歩掛を用いる。

〔 標準歩掛 〕＝ 打合せ協議歩掛 ………③

４） 設計歩掛

設計歩掛 ＝①＋②＋③

９－１－２ 重力式（不透過型）砂防えん堤詳細設計

（１） 積 算 条 件

１） えん堤型式：重力式（不透過型）砂防えん堤

２） えん堤基数：１基

３） えん堤高：14.0ｍ

４） 前庭工：副えん堤工，水叩き工，側壁護岸工，床固工

５） 基礎工設計及び景観設計を行う。

６） 打合せ回数：６回（標準歩掛＝第１回＋中間３回＋成果品納入時＝５回）＋中間１回

（２） 計 算 例

１） 砂防えん堤詳細設計

現地踏査については，（注）２．により計上する。

〔 標準歩掛 ＋ 現地踏査 〕＝ 砂防えん堤詳細設計歩掛 ……①

２） 打合せ協議

表１４．３打合せ協議標準歩掛に中間打合せを１回分の人員を加算する。

〔 標準歩掛 ＋ 中間打合せ１回の人員数 〕＝ 打合せ協議歩掛 ………②

３） 設計歩掛

設計歩掛 ＝①＋②
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９－１－３ 重力式（透過型）砂防えん堤詳細設計

（１） 積 算 条 件

１） えん堤型式：重力式透過型砂防えん堤（スリット部：鋼製）

２） えん堤基数：２基

３） えん堤高：10.0ｍ（２基共通）

４） 基礎工設計を行う。

５） 前庭工：副えん堤工，水叩き工

６） 打合せ回数：５回（標準歩掛＝第１回＋中間３回＋成果品納入時＝５回）

（２） 計 算 例

１） 重力式透過型砂防えん堤詳細設計

15ｍ以下の重力式砂防えん堤１基当りの標準歩掛を用いる，標準歩掛から工種に該当しない側壁護

岸工及び景観設計の人員を控除する。

〔 標準歩掛 － 側壁護岸工人員＋景観検討人員 〕＝ １基当り歩掛 ………①

２） ２基設計の割増し

表１４．２から複数えん堤の割増しを行う。※

〔 １基当り歩掛 ×1.80〕＝ ２基当り歩掛 ………②

※ 一つの流域等に複数のえん堤を配置する場合で，現場条件が同等と考えられる場合には，２基目

以降を類似構造物とし「表１４．２ 歩掛の補正」を適用する。

３） 現地踏査

（注）２．により計上する。………③

４） 打合せ協議

表１４．３打合せ協議標準歩掛を用いる。

〔 標準歩掛 〕＝ 打合せ協議歩掛 ………④

５） 設計歩掛

設計歩掛 ＝②＋③＋④
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９－１－４ 流路工詳細設計

（１） 積 算 条 件

１） 流路工延長：800ｍ

２） 流路工幅：50ｍ

３） 横工基数：床固工 Ｈ＝4.0ｍ ５基

Ｈ＝3.0ｍ ４基

帯 工 ７基

４） 附属施設：取水工・排水工 ３ヶ所

５） 管理用道路・景観設計を行う。

６） 予備設計は既に完了しているものとする。

７） 打合せ回数：５回（標準歩掛＝第１回＋中間２回＋成果品納入時＝４回）＋中間１回

（２） 計 算 例

１） 流路工詳細設計

〔 標準歩掛 （床固工・帯工を除く） 〕＝ 歩掛１

表１４．８により 歩掛１ に流路工延長による補正を行う。

〔 歩掛１ ×（0.07×800＋82.5%＝139%）〕＝ 歩掛２

小数点以下四捨五入

表１４．１０により 歩掛２ に床固工及び帯工を基数分計上する。

〔 歩掛２ ＋ 表14.10 床固工９基 ＋ 表14.10 帯工７基 〕＝ 流路工詳細設計歩掛 ……①

（床固工歩掛×(1+(9-1)×0.23=2.84））＋（帯工歩掛×(1+(7-1)×0.23=2.38））

２） 管理用道路・景観設計による加算

表１４．９により，管理用道路・景観設計を計上する。

管理用道路・景観設計歩掛 ………②

３） 付属施設による加算

表１４．１１付属施設による加算歩掛の取水工・排水工３ヶ所計上する。

〔 表14.11 取水・排水工歩掛 × (1+(3-1)×0.26=1.52) 〕＝ 付属施設設計歩掛 ………③

４） 現地踏査

標準歩掛（注）２．により計上する。………④

５） 打合せ協議

表１４．１２打合せ協議標準歩掛に中間打合せ１回分の人員を加算する。

〔 標準歩掛 ＋ 中間打合せ１回の人員数 〕＝ 打合せ協議歩掛 ………⑤

６） 設計歩掛

設計歩掛 ＝①＋②＋③＋④＋⑤
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９－１－５ 流木対策工

（１） 用語の定義

流木対策調査における「流域」の範囲は，流木計画基準点より上流域とする。
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第１編 水質採水作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



他1-1

　この積算基準は、水質採水作業に適用するものとする。

「参考資料」第1編第2章第1節1-3旅費交通費に準じて積算する。
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第２編 水文観測業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



他2-1



他2-2

　この積算基準は、雨量、水位等に係る水分観測所の保守点検業務に適用する。

　当該作業に従事する者に係わる旅費・交通費であり、「参考資料」第１編第２章第１節
１－３旅費交通費に準じて積算する。
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他2-5



他2-6



他2-7



他2-8



他2-9

　この積算基準は、広島県土木局及び都市局において実施する流量観測業務に適用する。

　当該作業に従事する者に係わる旅費･交通費であり、「参考資料」第１編第２章第１節１-３
旅費交通費に準じて積算する。
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他2-11



他2-12



他2-13



他2-14



他2-15



他2-16



他2-17



他2-18

　この積算基準は、広島県土木局及び都市局において実施する流量観測の観測値を用いて、水位流量

曲線式及び図を作成する業務に適用する。

　当該作業に従事する者に係る旅費･交通費であり、「参考資料」第１編第２章第１節１-３
旅費交通費に準じて積算する。
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他2-20



他2-21

　この積算基準は、広島県土木局及び都市局において実施する観測で得られた水文資料の整理業務に

適用するものとする。

　当該作業に従事する者に係る旅費･交通費であり、「参考資料」第１編第２章第１節１-３
旅費交通費に準じて積算する。
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第３編 用地調査業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



用 地 調 査 等 業 務 費 積 算 基 準                

他 3-1-- 

用地調査等業務費積算基準 

 

第１ 適用範囲 

 １ この用地調査等業務費積算基準（以下「用地積算基準」という。）は，広島県の所掌

する公共事業に必要な土地等の取得等に伴う建物，工作物等（以下「建物等」という。）

の調査，補償額の算定等並びに土地等の取得等に係る業務（以下「用地調査等」という。）

を別途定める用地調査等共通仕様書によって，請負又は委託に付す場合の業務費を積算

するときに適用する。 

 

 ２ 用地調査等の業務範囲は次のとおりとする。 

   １ 権利調査 

   ２ 建物等の調査 

   ３ 営業その他の調査 

   ４ 予備調査 

   ５ 移転工法案の検討 

   ６ 事業認定申請図書等の作成 

   ７ 再算定業務 

   ８ 土地評価 

    ９ 補償説明 

    １０  消費税等調査 

   

 

 ３ 第４権利調査のうち １土地の登記記録等の調査に関する積算については，広島県の

定める設計業務等標準積算基準書及び設計業務等標準積算基準書（参考資料）に基づく

ものとする。 

 ４ この用地積算基準により難い特殊なものについては，別途該当する資料等を準用して

行うことができるものとする。 

 

第２ 業務費の構成 

この用地積算基準による業務費の構成は，原則として，次によるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業
務
原
価

業 務

業
務
価
格

消費税等相当額  

一般管理費等  

直接原価  直接人件費  

直接経費  材料費等  
旅費交通費  

作業費  
その他  

その他原価間接原価  



用 地 調 査 等 業 務 費 積 算 基 準                

他 3-2-- 

第 3 業務費の内容及び積算 

  １ 直接原価 

 直接原価は，直接人件費及び直接経費に区分して積算するものとし，積算の方法等

は次によるものとする。 

   (1) 直接人件費 

イ 直接人件費は，用地調査等を実施するために必要な技術者の費用で，その基準

日額は，原則として，広島県が公表する「設計業務委託等技術者単価」によるもの

とする。 

  ただし，これによりがたい特別の事情がある場合には，その理由を明確にして，

別途の 基準単価を使用することができるものとする。 

     ロ 補正率の取扱い 

 各区分における単位当たりの直接人件費積算のための補正率の取扱いは，原則と

して次に例示する方法によるものとする。この場合の計上人員（歩掛）は，小数点

以下第３位を切り捨てとする。 

 なお，規定された規模補正を超える場合においては，見積を徴収するものとする。 

 

             （例示）木造建物Ａ（表 2－5）の場合 

職 種     

（ 基 準 値 ）       

規模 70 ㎡以上 

130 ㎡未満 

補 正 率    

（ 補 正 値 ）       

規模 200 ㎡以上 

300 ㎡未満 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.51 人 

1.39 人 

1.13 人 

0.12 人 

1.80 

1.80 

1.80 

1.80 

0.91 人 

2.50 人 

2.03 人 

0.21 人 

              注 補正率は，表 2－6 で定める率である。 

   (2) 直接経費 

   イ  材料費等 

材料費等は，用地調査等を実施するに当たって必要な材料等の費用とし，補償コ

ンサルタント登録規程（昭和 59 年 9 月 21 日建設省告示第 1341 号）第 7 条に定め

る完成業務原価報告書科目のうちトレース印刷費（図面，報告書等の成果品作成の

ためのトレース，浄書等及び印刷，陽画焼付，製本，写真代）及び消耗品費（用地

調査等に係って必要となる用紙，ファイル，フィルム等の購入費）であって，次の

式によって得た額を計上するものとする。 

 この場合の計上額は，１円未満を切り捨てとする。 

   材料費等 ＝直接人件費 × ７パーセント 

ロ 旅費交通費 

旅費交通費は，設計業務等標準積算基準書（参考資料）第１編総則第２章積算基

準第１節積算基準１－３旅費交通費を適用する。 

なお，協議，現地調査等に係る技術者の旅費交通費に計上される基準日額は，直

接人件費としてその他原価の対象とする。 
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ハ 作業費 

用地調査等を実施するに当たって，掘削，樹木の伐採，保安要員等が特に必要と

認められる場合には，別途，見積を徴収するものとする。 

２ その他原価 

その他原価は間接原価及び直接経費（積上計上するものを除く）からなる。 

(イ)  間接原価  

当該業務担当部署の事務職員の人件費及び福利厚生費，水道光熱費等の経費とする。 

３ 一般管理費等 

業務を処理する建設コンサルタント等における経費等のうち直接原価， 間接原価以

外の経費。一般管理費等は一般管理費及び付加利益よりなる。 

(イ) 一般管理費   

一般管理費は，建設コンサルタント等の当該業務担当部署以外の経費であって，役

員報酬,従業員給与手当, 退職金, 法定福利費, 福利厚生費, 事務用品費, 通信交通

費, 動力用水光熱費, 広告宣伝費, 交際費, 寄付金, 地代家賃, 減価償却費, 租税公

課, 保険料, 雑費等を含む。 

(ロ) 付加利益   

付加利益は，当該業務を実施する建設コンサルタント等を継続的に運営するのに要

する費用であって，法人税，地方税，株主配当金，役員賞与金，内部保留金，支払利

息及び割引料，支払保証料その他の営業外費用等を含む。 

４ 業務委託料の積算 

（イ）業務委託料の積算方式 

業務委託料は，次の方式により積算する。 

業務委託料＝（業務価格）＋（消費税相当額） 

＝〔｛（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）｝ 

＋（一般管理費等）〕×｛ １＋（消費税等税率）｝ 

（ロ）各構成要素の算定 

(ⅰ) 直接人件費   

設計業務等に従事する技術者の人件費とする。なお，名称およびその基準日額

は別途定める。 

(ⅱ) 直接経費   

直接経費は， 第３ １（２）の各項目について必要額を積算するものとする。 

第３ １（２）の各項目以外の必要額については，その他原価として計上する。 

(ⅲ) その他原価 

その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。 

（その他原価）＝（直接人件費）×α／（１－α） 

ただし，αは業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の

割合であり，３５％とする。 

(ⅳ) 一般管理費等  

一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。 

（一般管理費等）＝（業務原価）×β／（１－β） 



用 地 調 査 等 業 務 費 積 算 基 準                

他 3-4-- 

ただし，βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり，３０％とする。 

(ⅴ) 消費税等相当額 

消費税等相当額は，業務価格に消費税等の税率を乗じて得た額とする。 

消費税等相当額＝〔｛（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）｝ 

＋（一般管理費等）〕×（消費税等税率） 

  ５  履行期間の算定 

 履行期間の算定は，次式を参考に決定する。なお，履行期間に端数が生じる場合は，

小数第１位以下切り上げるものとする。また，各必要日数（Ｗ）は小数第３位（小数

第４位以下切り捨て）まで算出するものとする。 

   履行期間 ＝ 必要内業日数（Ｗ１） × 不稼働係数 ＋ 必要外業日数（Ｗ２）× 不稼働係数 ＋ その他 

  (1) 必要内外業日数（Ｗｉ）の算出 

  必要内外業日数の算出は，次式による技術者別の作業日数の合計値を比較し， 大

となる日数を標準とする。 

       Ｗｉ＝ Σ（各区分ごとの単位当たり技術者別内(外)業所要日数 × 補正率 × 対

象数量） 

  (2) 不稼働係数 

 不稼働係数は，広島県が公表する設計業務等標準積算基準書（参考資料）第２章積

算基準第１節積算基準１－２履行期間の算定（１）の内業の不稼働係数によるものと

する。 

  (3) その他 

     イ  必要内外業期間内に下記の期間が含まれる場合は，その日数を加算するものと

する。 

       年末年始・・・・・・１２／２９ ～ １／ ３  ６日間  

            夏期休暇・・・・・・ ８／１４ ～ ８／１６    ３日間 

     ロ  その他業務履行上必要な日数については，別途加算するものとする。 

  ６ 設計変更の積算 

   業務の設計変更は，官積算書を基にして次式により算出する。 

                                                         直前の請負額                
      業 務 価 格          ＝ 変更官積算業務価格 ×                      
      （落札率を乗じた額）                               直前の官積算額         
                                                                                   
        変 更 業 務 委 託 料         ＝ 業 務 価 格          × （１＋消費税等税率）       

                            （落札率を乗じた額）                             

注 1  変更官積算業務価格は，官単位，官経費をもとに当初設計と同一方法により

積算する。 

注 2  直前の請負額，直前の官積算額は，消費税等相当額を含んだ額とする。 

  ７ 設計等における数値の扱い 

   (1) 設計単価等の扱い 

  設計に使用する単価は，消費税抜きで積算するものとする。交通運賃等の内税で表

示されている単価については，次式により求めた単価とする。 

  （設計に使用する単価）＝（内税単価）÷（１＋消費税等税率） 



用 地 調 査 等 業 務 費 積 算 基 準                

他 3-5-- 

  なお，算出された単価に端数が生じる場合は，１円単位（１円未満切り捨て）とす

る。 

   (2)  端数処理等の方法 

     イ  単価（単価表及び内訳書の各構成要素の単価） 

         単価に端数が生じる場合は，１円単位（１円未満切り捨て）とする。 

     ロ  金額 

各構成要素の金額（設計数量×単価）は，１円単位（１円未満切り捨て）とする。 

     ハ  単価表の合計金額 

         原則として，端数処理は行わない。   

     ニ  内訳書の合計金額 

         原則として，端数処理は行わない。 

ホ 経費を算出する際の係数 

経費を算出する際の係数（α／（１－α）など）の端数は，パーセント表示の小

数第２位（小数第３位四捨五入）まで算出する。 

 

ヘ 業務価格の端数処理                                                       

業務価格は，原則として１０，０００円単位とする。１０，０００円単位での

調整は一般管理費等で行う。      

なお，複数の諸経費又は一般管理費等を用いる場合であっても，各々の諸経費

又は一般管理費等で端数整理（１０，０００円単位で切り捨て。）するものとす

る。             

   (3) 設計数量表示単位 

イ  設計数量の表示単位及び数位は，別表「設計数量表示単位一覧表」のとおりとす

る。 

     ロ  設計数量が設計表示単位に満たない場合は，有効数字１桁（有効数字２桁目四捨

五入）の数量を設計表示単位とする。 

     ハ  「設計数量表示単位一覧表」以外の工種について設計表示単位を定める必要が生

じた場合は，同表及び業務内容等を勘案して適正に定めるものとする。 

ニ  設計計上数量は，算出された数量を設計表示単位に四捨五入して求めるものとす

る。 

    ホ  設計数量の表示単位及び数位の適用は各細別毎を原則とし，工種・種別は「１式」

を原則とする。 

     へ  設計表示数位に満たない設計変更は，契約変更の対象としないものとする。 

 

  ８  その他 

   (1) 作業区分 

       本歩掛の作業区分は，調査外業，調査内業及び算定とする。 

   イ 調査外業は，建物等の現地での調査及び官公庁その他関係する機関において諸調

査を行うことをいう。 
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   ロ 調査内業は，調査外業における結果を基に図面，調査書の作成及び補償額算定に

必要となる諸数量の計算等の作業を行うことをいう。 

   ハ 算定は，調査内業の結果を基に各種単価の記入及び補償額等の計算並びに成果品

の整理製本等の作業を行うことをいう。 

   (2) 職種の表示 

     用地積算基準の歩掛表に表示する職種は，次のとおりとする。 

     ただし，第４権利調査 １土地の登記記録等の調査を除く。 

職 種 名       表 示 職 種       

主 任 技 師      主 任 技 師      

技師（Ａ） 技 師 Ａ      

技師（Ｂ） 技 師 Ｂ      

技師（Ｃ） 技 師 Ｃ      

技 術 員      技 師 Ｄ      

 

第 4 権利調査 

 １  土地の登記記録等の調査 

 権利調査のうち，表 1－1 に示す地図転写，土地の登記記録の調査，建物の登記記録の調

査，権利者の確認調査，転写連続図の作成に要する直接人件費の積算の取扱いについて

は，設計業務等標準積算基準書により行うものとする。 

表１－１ 

種 目      備 考 

地 図 転 写         
 

 

 この種目の直接人件費の積算歩掛は，広島県

の定める測量業務積算基準の第２章 測量業

務標準歩掛 第６節 用地測量を適用する。 

（各種目にかかる材料費，機械経費の率におい

ても同様） 

地 積 測 量 図 転 写         

土地の登記記録の調査 

建物の登記記録の調査 

権利者の確認調査        （当初） 

 権利者の確認調査        （追跡） 

転 写 連 続 図 作 成         

２ 墓地管理者等の調査 

   権利調査のうち，墓地管理者等の調査には，墓地管理者，墓地使用（祭し）者及び

過去帳の調査を含むものとし，これに要する直接人件費の積算は，表 1－2 により行

うものとする。 

                                 表 1－2 
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種  目 単 位 規模 職 種 外 業
内  業 

計 備 考
図面等 算 定 

墓地管理者 

等 調 査     

使用者 

（施主） 
― 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

0.38 

0.38 

0.04 

0.18 

― 

― 

0.42 人 

0.56 人 
 

注 墳墓等の調査を併せて行う場合には，「第５ 建物等の調査 六 墳墓等の調査」を併せ

て発注 するものとする。 

３ 土地利用履歴等調査 

 (1)打合せ協議 

打合せ協議は，用地調査等の適正な執行を期するために必要となる調査職員との協議

であり（以下各業務区分において同じ。），これに要する直接人件費の積算は，表 1－3

－1 により行うものとする。 

  この場合において，複数の業務区分を同一の業務として発注する場合（例：第４権利

調査３土地利用履歴等調査以外に第５建物等の調査，第６営業その他の調査，第７予備

調査等の同一発注を行う等）は，いずれかの打合せ協議費用のうち も多額となるもの

を計上するものとする（以下各業務区分において同じ。）。 

 なお，用地測量業務と用地調査等業務を合併して積算し発注する場合，用地測量業務

に係る打合せ協議に要する費用は，広島県の定める設計業務等標準積算基準書によるも

のとする（以下各業務区分において同じ。）。 

 

                                   表 1－3－1 

種目 単位 規模 職種 

外業 

計 備考 業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 業務 ― 

主任技師

技師 A

技師 B

0.38 

0.38 

― 

― 

0.38 

0.38 

0.38 

0.38 

― 

0.76 人 

1.14 人 

0.38 人 

 

 

注１ 本表基本額は，１業務当たりの打合せ回数を業務着手時，中間打合せ，成果品

納入時の計３回を標準とした歩掛である。 

注２ 中間打合せは第一段階調査後の１回，第二段階調査後の１回を標準とするが，

必要に応じて打合せ回数を増減する。 

打合せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する

ものとする。                                                                         

                                                                                        

 (2)法令関係資料の調査                                                             

    法令関係資料の調査は，土壌汚染対策法等に基づく各種届出書類等を閲覧により調査

するものであり，これに要する直接人件費の積算は，表 1－3－2 により行うものとする。 

                                                                      表 1－3－2  

区  分 単 位 規模 職種 

外 業 内    業 

計 備考 
調 査 図面等

算 

定 
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法令関係資

料の調査 
10,000㎡ 

 

－ 

技師 Ａ

技師 Ｂ

技師 Ｃ

1.07 

1.07 

－ 

－ 

0.69 

0.69 

－ 

－ 

－ 

1.07人 

1.76人 

0.69人 

 

    注 調査区域の地域によって表 1－3－3 の変化表を適用するものとする。                

                                  表 1－3－3   

地域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕地・森林 原  野

変化率 ＋1 . 0 0    ＋0 . 8 0    ＋0 . 5 0    ＋0 . 3 0    0 －0 . 3 0   

※変化率の積算は，設計業務等標準積算基準書第１章第１節１－４－２変化率の積

算を適用する。 

  

 (3)現況利用調査    

現況利用調査は，土地の現況や土壌が汚染される可能性が高い用途に供されているか

等を確認するものであり，これに要する直接人件費の積算は，表 1－3－4 により行うも

のとする。   

                                                              表 1－3－4  

区  分 単 位 規模 職  種 
外 業 内  業 

計 備考

調 査 図面等 算 定 

現況利用調査 10,000㎡ － 

技師 Ａ

技師 Ｂ

技師 Ｃ

0.55 

0.55 

0.55 

－ 

0.59 

0.59 

－ 

－ 

－ 

0.55人 

1.14人 

1.14人 

 

     注 調査区域の地域によって表 1－3－3 の変化率表を適用するものとする。              

  

 (4)聞き取り等調査（自治体）  

    聞き取り等調査（自治体）は，都道府県政令市の環境部局及び地元自治体に対して，

土壌汚染等に関する情報について聞き取り等調査を行うものであり，これに要する直接

人件費の積算は，表 1－3－5 により行うものとする。 

 

                                                              表 1－3－5  

区分 単位 規模 職 種 
外業 内  業 

計 備 考
調査 図面等 算定 

聞き取り等 

調査（自治体） 
機関 － 

技師 Ａ

技師 Ｂ

技師 Ｃ

0.38 

0.38 

0.38 

－ 

0.46 

0.46 

－ 

－ 

－ 

0.38人 

0.84人 

0.84人 

 

 

  (5)登記履歴調査・住宅地図等調査  

登記履歴調査・住宅地図等調査は，過去に遡り土地の所有者等や工場の業種等を登記

記録，住宅地図・航空写真等により調査するものであり，これに要する直接人件費の積
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算は，表 1－3－6 により行うものとする。 

                                                       表 1－3－6  

区  分 単 位 規模 職  種 
外 業 内    業 

計 備考 

調査 図面等 算定 

登記履歴調査・

住宅地図等調査
10,000㎡ － 

技師 Ｂ

技師 Ｃ

1.27 

1.27 

0.82 

0.82 

－ 

－ 

2.09人 

2.09人 
 

     注 調査区域の地域によって表 1－3－3 の変化率表を適用するものとする。                    

  (6)地形図等調査 

     地形図等調査は，旧版地形図等により，土地の形質変更の状況を調査するものであ

り，これに要する直接人件費の積算は，表 1－3－7 により行うものとする。                     

                                                               表 1－3－7  

区  分 単 位 規模 職  種 

外 業 内    業 

計 備考

調 査 図面等 算定 

地形図等調査 10,000㎡ － 
技師 Ｂ 

技師 Ｃ 

0.77 

0.77 

－ 

1.20 

－ 

－ 

0.77人 

1.97人 
 

     注 調査区域の地域によって表 1－3－3 の変化率表を適用するものとする。              

 

 (7)聞き取り調査（地元精通者等）                                                  

    聞き取り調査（地元精通者等）は，地元精通者等に対して，土壌汚染等に関する情報

について聞き取り調査を行うものであり，これに要する直接人件費の積算は，表 1－3

－8 により行うものとする。                                                                 

                                                                表 1－3－8  

区  分 単 位 規模 職  種 
外 業 内    業 

計 備考

調査 図面等 算定 

聞き取り調査 

(地元精通者等)
10,000㎡ － 

技師 Ａ

技師 Ｂ

技師 Ｃ

0.86

0.86

－ 

－ 

0.59 

0.59 

－ 

－ 

－ 

0.86人 

1.45人 

0.59人 

 

     注 調査区域の地域によって表 1－3－3 の変化率表を適用するものとする。 

 

 (8)報告書作成 

報告書は，調査を行った結果を報告書様式及び図面等により作成するものであり，こ

れに要する直接人件費の積算は，表 1－3－9 により行うものとする。 

                                                             表 1－3－9  

種   目 単 位 規 模 職 種 内 業 備  考 
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報告書作成 業 務 － 

主任技師 

技師  Ａ 

技師  Ｂ 

技師  Ｃ 

0.45人 

0.65人 

1.01人 

1.14人 

 

 

第５ 建物等の調査 

 １ 建物等の区分 

建物等の調査は，表 2－1 の区分によって行うものとする。 

表 2－1 

区 分 区 分 の 細 目                   

建 物     

木造建物の調査及び算定 

木造特殊建物の調査及び算定 

非木造建物の調査及び算定 

工 作 物     

機械設備の調査及び算定 

生産設備の調査及び算定 

附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。）の調査及び算定 

立竹木の調査及び算定 

庭園の調査及び算定 

墳墓等の調査及び算定 

そ の 他 

建物等の法令適合性の調査及び算定 

建物等の残地移転要件の妥当性の検討 

照応建物の設計案の作成等 

２－１  打合せ協議 

打合せ協議の費用内容及び取扱いは，第４権利調査 ３（１）打合せ協議に準ずるもの

とし，これに要する直接人件費の積算は，表 2－2－1 により行うものとする。 

表 2－2－1 

種  目 単 位 規模 職 種 

外   業 

計 備 考 業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品

納入時

打合せ協議 

 

業 務 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.54 人 

0.54 人 

0.54 人 

基本額 

権利者 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

― 

― 

― 

― 

0.08 

0.08 

― 

― 

― 

― 

0.08 人 

0.08 人 

加算額 

注 1  本表基本額は，１業務あたりの打合せ回数を業務着手時，中間打合せ，成果品納

入時の計３回を標準とした歩掛である。 

注 2  本表加算額における単位の権利者とは，調査，調査図書の作成及び算定を行う建

物等の所有者をいう。 

注 3  加算額の計上は，次の式によって行うものとする。 

        加算額として計上する権利者数＝〔調査対象となる権利者数 － 5 〕  

  ２－２ 現地踏査 
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現地踏査は，用地調査等の着手に先立ち現地の概況を把握するもので（以下，各業務

区分において同じ），これに要する直接人件費の積算は，表 2－2－2 により行うものとす

る。 

この場合において複数の業務区分を同一の業務として発注する場合（例：第５建物等

の調査以外に第６営業その他の調査，第７予備調査等の同一発注を行う等）は，何れか

の現地踏査費用の多額となるもののみを計上するものとする。（以下，各業務区分におい

て同じ） 

表 2－2－2 

種  目 単 位 規模 職 種 外 業 備 考 

現地踏査 業 務 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.50 人 

0.50 人 

0.50 人 

 

３－１ 建物の調査 

建物調査を行う場合の木造建物，木造特殊建物及び非木造建物の判断基準は，表 2－3

によるものとする。 

表 2－3 

区   分 判 断 基 準                   

木造建物 
 主要構造部（壁，柱，床，梁，屋根又は階段）が主として

木材によって建築されている建物 

木造特殊建物 
 木造建物のうち建築に特殊な技能を必要とする神社，仏

閣，教会堂，茶室，土蔵造等の建物 

非木造建物 

 主要構造部が主として木材以外の材料によって建築され

ている建物（鉄骨造，鉄筋コンクリート造，鉄骨鉄筋コンク

リート造，石造，コンクリートブロック造等） 

(1) 木造建物の調査及び算定 

  木造建物の調査及び算定を行う場合の区分は，表 2－4 によるものとし，各区分の

直接人件費の積算は，表 2－5 により行うものとする。ただし，第７の予備調査を行

っているものについては，調査歩掛（外業，内業とも）を 70 パーセントに補正する

ものとする。 

 

 

 

                           表 2－4 

区   分 判 断 基 準                   

木 造 建 物 Ａ       
 専用住宅，併用住宅，店舗，医院，診療所，共同住宅

（アパート），寄宿舎その他これらに類するもの 

木 造 建 物 Ｂ       
 農家住宅，公衆浴場，劇場，映画館，旅館，病院，学

校，その他これらに類するもの 
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木 造 建 物 Ｃ       

 工場，倉庫，車庫，体育館，畜舎，附属家，その他こ

れらに類するもの。ただし，倉庫，車庫，附属家等で附

帯工作物として取扱うことが相当なものを除く。 

注 木造建物Ｂで，構造，施工程度等を勘案して，木造建物歩掛で実施困難と認められ

る場合は，(2)「木造特殊建物」を適用できるものとする。 

 

                                表 2－5 

区  分 
単
位 

規  模 職  種
外 業 内   業 

計 備 考
調 査 図面等 算 定 

木造建物Ａ 棟 
70 ㎡以上 

130 ㎡未満

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.33 

0.33 

0.33 

― 

0.12

0.81 

0.62 

― 

0.06 

0.25 

0.18 

0.12 

0.51 人 

1.39 人 

1.13 人 

0.12 人 

木造建物Ｂ 棟 同上 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.38 

0.38 

0.38 

― 

0.12 

1.00 

0.75 

― 

0.06 

0.25 

0.18 

0.12 

0.56 人 

1.63 人 

1.31 人 

0.12 人 

木造建物 C 棟 同上 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.22 

0.22 

0.22 

― 

0.12 

0.50 

0.25 

― 

0.06 

0.18 

0.18 

0.12 

0.40 人 

0.90 人 

0.65 人 

0.12 人 

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は，表 2－6 の補正率を適用するものとする。 

                                表 2－6 

建 物 

延 べ 

面 積 

70 ㎡ 

未満 

70 ㎡ 

以上 
130 ㎡ 

未満 

130 ㎡

以上

200 ㎡

未満 

200 ㎡

以上

300 ㎡

未満 

300 ㎡

以上

450 ㎡

未満 

450 ㎡

以上

600 ㎡

未満 

600 ㎡ 

以上

1,000 ㎡

未満 

1,000 ㎡

以上 

1,400 ㎡

未満 

補正率 0.80 1.00 1.30 1.80 2.40 3.00 4.00 5.30 

(2) 木造特殊建物の調査及び算定 

木造特殊建物の調査及び算定の直接人件費の積算は，表 2－7 により行うものとする。

ただし，第 7 の予備調査を行っているものについては，歩掛（外業，内業とも）を 70

パーセントに補正するものとする。 

表 2－7 

区   分 
単
位

規  模 職  種 
外 業 内   業 

計 備 考
調 査 図面等 算 定 

木造特殊建物 棟 
50 ㎡以上

70 ㎡未満

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.74 

0.74 

0.74 

― 

― 

0.12 

2.43 

0.54 

0.27 

― 

0.12 

― 

0.81 

0.06 

0.12 

0.98 人 

3.17 人 

2.09 人 

0.33 人 

0.12 人 

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は，表 2－8 の補正率を適用するものとする。 

                              表 2－8 

建 物 

延 べ 

面 積 

50 ㎡

未満 

50 ㎡ 

以上 

70 ㎡ 

70 ㎡ 

以上 

130 ㎡ 

130 ㎡

以上 

200 ㎡

200 ㎡

以上 

300 ㎡

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

500 ㎡ 

以上 

700 ㎡
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未満 未満 未満 未満 未満 未満 

補正率 0.80 1.00 1.40 1.90 2.60 3.50 4.70 

(3) 非木造建物の調査及び算定 

非木造建物の調査及び算定を行う場合は，表 2－9 の構造別区分及び表 2－10 の用途

による区分によるものとし，各区分の直接人件費の積算は，表 2－11－1 または表 2

－11－2 により行うものとする。 

ただし，第７の予備調査を行っているものについては，調査歩掛（外業，内業とも）

を 70 パーセントに補正するものとする。 

                          表 2－9 

区   分 構            造 

非木造建物Ａ        
 鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄筋コンクリート造，鉄

骨造のうち耐火被覆を行うもの（Ｓ耐火） 

非木造建物Ｂ         鉄骨造（非木造建物Ａを除く。），軽量鉄骨造 

非木造建物Ｃ         コンクリートブロック造，石造，れんが造 

非木造建物Ｄ         プレハブ造（鉄骨系，コンクリート系，木質系） 

 

                            表 2－10 

区分 判 断 基 準                   補正率 

イ 
 店舗，事務所，病院，学校，マンション，アパ

ート，住宅，その他これらに類するもの 
1.0 

ロ 
 劇場，映画館，公会堂，神社，仏閣，その他こ

れらに類するもの 
1.3 

ハ 

 工場，倉庫，車庫，体育館，その他これらに類

するもの。ただし，倉庫，車庫，附属家等で附帯

工作物として取扱うことが相当なものを除く。 

0.7 

   注 本表を適用し，歩掛を補正するときは，小数第 3 位を切捨てとする。 

 

                      表 2－11－1（構造計算を行わない場合） 

区   分 
単
位

規 模 職  種 
外 業 内   業

計 備 考 
調査 図面等 算定

非木造建物Ａ 棟 

200 ㎡

以上 

400 ㎡

未満 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

1.16 

1.16 

1.16 

― 

― 

0.19

1.81

3.16

0.27

― 

0.19

― 

1.00

0.39

0.12

1.54 人 

2.97 人 

5.32 人 

0.66 人 

0.12 人 

用途による

区分イの場

合 

非木造建物Ｂ 棟 同上 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.89 

0.89 

0.89 

― 

― 

0.19

1.41

2.49

0.27

― 

0.19

― 

0.81

0.39

0.12

1.27 人 

2.30 人 

4.19 人 

0.66 人 

0.12 人 

同上 
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非木造建物Ｃ 棟 同上 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.98 

0.98 

0.98 

― 

― 

0.19

1.41

2.97

0.27

― 

0.19

― 

0.81

0.39

0.12

1.36 人 

2.39 人 

4.76 人 

0.66 人 

0.12 人 

同上 

非木造建物Ｄ 棟 

70 ㎡ 

以上 

130 ㎡

未満 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

― 

0.41 

0.41 

0.41 

― 

― 

0.12

1.47

0.66

― 

― 

0.06

0.27

0.19

0.12

― 

0.59 人 

2.15 人 

1.26 人 

0.12 人 

同上 

 

 

                        表 2－11－2（構造計算を行う場合） 

区   分 
単
位

規 模 職  種 
外 業 内   業

計 備 考 
調査 図面等 算定

非木造建物Ａ 棟 

200 ㎡

以上 

400 ㎡

未満 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

1.16

1.16

1.16

― 

― 

0.19

9.64

3.16

0.27

― 

0.19

― 

1.00

0.39

0.12

1.54 人 

10.80 人 

5.32 人 

0.66 人 

0.12 人 

用途による

区分イの場

合 

非木造建物Ｂ 棟 同上 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.89

0.89

0.89

― 

― 

0.19

8.12

2.49

0.27

― 

0.19

― 

0.81

0.39

0.12

1.27 人 

9.01 人 

4.19 人 

0.66 人 

0.12 人 

同上 

非木造建物Ｃ 棟 同上 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.98

0.98

0.98

― 

― 

0.19

6.40

2.97

0.27

― 

0.19

― 

0.81

0.39

0.12

1.36 人 

7.38 人 

4.76 人 

0.66 人 

0.12 人 

同上 

非木造建物Ｄ 棟 

70 ㎡ 

以上 

130 ㎡

未満 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

― 

0.41

0.41

0.41

― 

― 

1.47

1.47

0.66

― 

― 

0.06

0.27

0.19

0.12

― 

1.94 人 

2.15 人 

1.26 人 

0.12 人 

同上 

注１ 本表規模欄に定める面積以外の場合は，表 2－12－1 の補正率を適用するものと

する。ただし，非木造建物Ｄにあっては，木造建物の表 2－6 の補正率を適用する

ものとする。 

注２ 構造計算を行う場合とは，既存の建物の一部又は全部を変更して積算する場合と

する。 

表 2－12－1 

建 物 

延 べ 

面 積 

200 ㎡ 

未満 

200 ㎡ 

以上 

400 ㎡ 

未満 

400 ㎡ 

以上 

600 ㎡ 

未満 

600 ㎡ 

以上

1,000 ㎡

未満 

1,000 ㎡

以上

1,500 ㎡

未満 

1,500 ㎡ 

以上

2,000 ㎡

未満 

2,000 ㎡

以上

3,000 ㎡

未満 

補正率 0.80 1.00 1.40 1.90 2.60 3.20 4.10 

 

3,000 ㎡ 

以上 

4,000 ㎡ 

以上 

5,000 ㎡

以上 

7,000 ㎡

以上

10,000㎡

以上

15,000 ㎡ 

以上 
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4,000 ㎡ 

未満 

5,000 ㎡ 

未満 

7,000 ㎡

未満 

10,000㎡

未満 

15,000㎡

未満 

21,000 ㎡ 

未満 

5.20 6.20 7.50 9.50 12.30 15.90 

３－２ 建物等の法令適合性の調査及び算定 

建物等の法令適合性の調査を行う対象法令を建築基準法第 35 条（特殊建築物等の避難

及び消化に関する技術的基準），第 61 条（防火地域内の建築物）及び第 62 条（準防火地

域内の建築物）とし，必要に応じ施設改善費用に係る運用益損失額の算定を行うもので，

その区分は，表 2－12－2 によるものとし，各区分の直接人件費の積算は，表 2－12－3

により行うものとする。 

                              表 2－12－2 

区    分 区 分 の 細 目                   

法令適合性調査(1) 
 木造建物（建築基準法第 61 条及び第 62 条に該

当する建築物） 

法令適合性調査(2) 
 木造建物（建築基準法第 35 条，第 61 条及び第

62 条に該当する建築物） 

法令適合性調査(3) 
 木造建物・非木造建物（建築基準法第 35 条に該

当する建築物） 

   

                                  表 2－12－3 

区   分 
単
位

規模 職  種 
外業 内   業 

計 備 考
調査 図面等 算 定 

法令適合性 

調査(1) 

木造建物 

棟 ― 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

― 

― 

― 

0.43 

0.43 

0.06 

0.18 

― 

0.06 人 

0.61 人 

0.43 人 

 

法令適合性 

調査(2) 

木造建物 

棟 ― 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

― 

― 

― 

1.18 

1.12 

0.06 

0.43 

― 

0.06 人 

1.61 人 

1.12 人 

 

法令適合性 

調査(3) 

木造建物・

非木造建物 

棟 ― 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

― 

― 

― 

0.75 

0.68 

0.06 

0.31 

― 

0.06 人 

1.06 人 

0.68 人 

 

４  工作物の調査 

   一 機械設備 

     機械設備とは，原動機等によって稼働させ，主として製品等の製造を行うもの，又

は製造に直接係わらなくても，機械を主体とした排水処理施設等をいう。この場合に

キュービクル式受変電設備，機械設備を稼働させるための動力（変電設備を含む），

ガス設備，給排水設備等の配管，配線及び機械類を含むものとする（建築設備を除く）。 

                                                

   (1) 機械設備の区分 

 機械設備の調査及び算定を行う場合は，表 2－13 の区分によるものとする。 

  ただし，調査対象となる工場等に設置されている機械設備状況が次の各号のうち２

以上該当すると認められる場合には，区分を１ランク上げることができるものとする。 

     （例 機械設備ＢをＣとする） 

    イ 機械設備の数が標準的（作業員が安全上心配なく作業できる）工場より多い。 
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    ロ 配管，配線の系統が複雑（クロスしたり分岐，集合している）かつ多い。 

    ハ 自動（ロボット）化された機械が比較的多い。 

    ニ  プラント（原材料を投入すれば製品または半製品となる）化機械（装置）が

多い。 

    ホ 規模の大きな機械が多い。 

    ヘ  特殊な機械が多い。 

    ト 製品等の多種品の製造装置を持っている。 

    チ 受電契約電圧が 6,000Ｖ以上である。 

                              表 2－13 

区  分 判 断 基 準                   

機械設備Ａ 

 設置面積（建物内以外で機械設備を設置してある面積を含

む。）が 200 ㎡未満であるすべての業種 

 この面積に，生産設備が設置されている面積を除く 

機械設備Ｂ 

イ 製糸，製綿，合成繊維織物・毛織物・タオル製造，メリヤ

ス製造，被服製造，染色等の繊維工業 

ロ コンクリート・アスファルト（レディーミクスト工場）製

品製造，建材製品製造，陶磁器製造，ガラス製品製造，瓦・

煉瓦製造，砕石・研磨材製造等の窯業コンクリート工業 

ハ 機械靴・鞄製造，なめし革製造，毛皮製品製造等の皮革製

品製造業 

ニ 製材・合板製造，家具製造，建具製造等の製材・木製品工

業 

ホ 石油類貯蔵販売，圧縮ガス・液化ガス製造等の危険物貯

蔵・製造業 

ヘ 製紙，紙加工品，紙製衛生品等の紙・紙加工工業 

ト 鋳物，鍛造等の鋳鍛製造工業 

チ 自動車整備工場 

機械設備Ｃ 

イ 一般印刷，グラビア印刷，金属印刷，写真製版，製本等の

印刷・製本工業 

ロ 金属工作機械，金属加工機械，産業機械，化学機械，土木

建築機械等の機械・器具製造業 

ハ 作業工具・鉄骨製造，プレス，ねじ・ばね，金属洋食器，

金属建具・家具，メッキ，型加工等の金属製品工業 

ニ 缶詰，清涼飲料，味噌醤油，酒類，菓子，パン，めん類製

粉，冷凍品加工飼料，有機質肥料等の食料品工業 

ホ アルミニウム合金，軽金属圧延，軽金属製品製造，電源，

ダイカスト等の非鉄金属工業 

ヘ プラスチック成形，楽器製造，玩具等のその他製造業 

機械設備Ｄ 

イ 塗料製造，医薬品，工業薬品，ゴム精製・製造，石油製品

等の化学工業 

ロ 高炉，電気炉，製鋼，圧延，引抜，各種精錬等の製鉄・製

鋼等の工業 

ハ 電動機，配電盤，電線器具，通信機器部品，電気音響機器，

電子機器等の電気機械器具製造業 

ニ 自動車部品，自動車車体，自動車製造，鉄道車輌部品，自

転車製造，船舶製造，産業用運搬車両製造等の輸送機械製造

業 

ホ 精密機械器具，計量器・測定器・試験機，写真機・同部品，

時計・同部品，医療用機械器具，光学機械器具等の精密機械

器具製造業 
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ヘ 上水道施設，簡易水道施設，下水道処理施設，火葬場，と

殺場，廃棄物処理等 

機械設備Ｅ 
 機械設備Ｄに掲げる業種のうち，(1)「機械設備の区分」の

ただし書きに該当すると判断されるもの 

 

(2) 機械設備の調査及び算定 

機械設備の調査及び算定の区分ごとの直接人件費の積算は，表 2－14 により行うも

のとする。ただし，第７の予備調査を行っているものについては，調査歩掛（外業，

内業とも）を 70 パーセントに補正するものとする。 

 なお，直接人件費の積算に当たっては，次の事項に留意して行うものとする。 

     イ 規模欄の設置面積は，機械設備が設置されている面積とするが，機械設備本体の

みでなく，配管配線，機械安全スペース等の状況を考慮して設定するものとする。 

     ロ 機械設備の高さは，３メートルを標準とし，３メートル以上の機械設備が多数存

するときは，それらに相当する面積を加算するものとする。 

ハ 機械設備の積算において，再築費の見積を徴収するときは，表 2－14 調査歩掛の

うち算定の項目について，表 2－16 の補正を行うものとする。 

 

                                  表 2－14 

区  分 単 位 規 模 職  種
外 業 内   業 

計 備考 
調 査 図面等 算 定 

機械設備Ａ 事業所 

設置面積

100 ㎡以上

200 ㎡未満

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｄ

0.54 

0.54 

0.54 

― 

0.19 

0.70 

0.90 

― 

0.09 

0.39 

0.06 

0.09 

0.82 人 

1.63 人 

1.50 人 

0.09 人 

 

機械設備Ｂ 事業所 

設置面積

400 ㎡以上

600 ㎡未満

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｄ

1.46 

1.46 

1.46 

― 

0.66 

1.89 

2.43 

― 

0.33 

1.08 

0.17 

0.33 

2.45 人 

4.43 人 

4.06 人 

0.33 人 

 

機械設備Ｃ 事業所 同上 

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｄ

1.79 

1.79 

1.79 

― 

0.66 

2.35 

3.03 

― 

0.33 

1.35 

0.21 

0.33 

2.78 人 

5.49 人 

5.03 人 

0.33 人 

 

機械設備Ｄ 事業所 同上 

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｄ

2.00 

2.00 

2.00 

― 

0.66 

2.70 

3.45 

― 

0.33 

1.54 

0.23 

0.33 

2.99 人 

6.24 人 

5.68 人 

0.33 人 

 

機械設備Ｅ 事業所 同上 

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｄ

2.27 

2.27 

2.27 

― 

0.66 

3.05 

3.93 

― 

0.33 

1.74 

0.29 

0.33 

3.26 人 

7.06 人 

6.49 人 

0.33 人 

 

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は，表 2－15 の補正率を適用するものとする。 

 

               表 2－15－1（機械設備Ａの場合） 

機械設備の面積 100 ㎡未満 
100 ㎡以上 200 ㎡

未満 

補 正 率      0.80 1.00 
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   表 2－15－2（機械設備Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥの場合） 

機械設備 

の面積 

200 ㎡ 

以上 

400 ㎡ 

未満 

400 ㎡ 

以上 

600 ㎡ 

未満 

600 ㎡ 

以上 

1,000 ㎡ 

未満 

1,000 ㎡

以上 

1,500 ㎡

未満 

1,500 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

2,000 ㎡

以上 

3,000 ㎡

未満 

補正率 0.80 1.00 1.30 1.80 2.30 2.90 

 
3,000 ㎡ 

以上 

5,000 ㎡ 

未満 

5,000 ㎡

以上 

8,000 ㎡

未満 

8,000 ㎡ 

以上 

12,000 ㎡

未満 

12,000 ㎡

以上

20,000 ㎡

未満 

20,000 ㎡ 

以上

30,000 ㎡

未満 

30,000 ㎡

以上 

40,000 ㎡

未満 

4.00 5.60 7.50 10.40 14.00 17.60 

   

   表 2－16 

100 ㎡当たりの見積り台数 積算歩掛の補正率 

0.2 台未満 0.90 

0.2 台以上 0.5 台未満 0.80 

0.5 台以上 1.0 台未満 0.70 

1.0 台以上 0.60 

  

(3) 機械設備（生産設備を含む。）の見積  

機械設備（生産設備を含む。）の見積とは，復元することによって従前の機能を回復

することが著しく困難なもの及び移転工法との関連で再築費の補償が相当と認められ

るもので，当該機械設備等の再築費の算定に専門的な知識が必要であり，かつ，製造メ

ーカー等でなければ困難と認められるものについての見積の徴収に必要な費用とし，こ

れに要する直接人件費の積算は，表 2－17 によって行うものとする。 

なお，機械設備の区分は，表 2－13 による。 

                                 表 2－17 

機械設備の区分 単 位 職  種 

外 業 内  業 

計 備考 現 地

調 査

資 料

収 集

見積書

作 成

Ａ・Ｂに相当 

するもの 

台 

（装置） 

主任技師

技師Ａ 

0.27 

0.27 

― 

0.27 

0.12 

0.54 

0.39 人 

1.08 人 
 

Ｃ・Ｄに相当 

するもの 

台 

（装置） 

主任技師

技師Ａ 

0.35 

0.35 

― 

0.35 

0.12 

0.54 

0.47 人 

1.24 人 
 

Ｅ に 相 当       

するもの 

台 

（装置） 

主任技師

技師Ａ 

0.54 

0.54 

― 

0.54 

0.12 

0.54 

0.66 人 

1.62 人 
 

   注１ 生産設備の見積書を徴収するときは，生産設備の程度によって本表の区分に

該当するものを認定する。 

   注２ 類似する機械設備が複数あるときは，それらについては 1 台（装置）当たり

の歩掛を 70 パーセントに補正するものとする。 
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   注３ 現地調査を行うことが困難なときは，資料収集の歩掛を 50 パーセントの範囲

内で補正することができるものとする。 

   注４ 本表歩掛は，原則として 2 者の見積書徴収に要する費用である。 

 

二 生産設備の調査及び算定 

 (1) 生産設備とは，当該施設が製品等の製造に直接又は間接的に係わっているもの及び

営業を行ううえで必要となる施設とし，その区分は，表 2－18 によるものとし，各

区分の直接人件費の積算は，表 2－19 により行うものとする。 

    ただし，第 7 の予備調査を行っているものについては，調査歩掛（外業，内業とも）

を 70 パーセントに補正するものとする。なお，生産設備ＡからＣまでの設備区域内

に生産設備Ｄが存する場合には，生産設備Ｄは計上しないものとする。    

 (2) 生産設備の積算において，再設費等の見積を徴収するときは，表 2－19 調査歩掛の

うち，「算定」の項目について表 2－16 に準じ，補正を行うものとする。 

 

 表 2－18 

区  分 判 断 基 準                   

生産設備Ａ 

製品等の製造，育成，養殖等に直接かかわるもの 

園芸用フレーム，わさび畑，養殖池（場）（ポンプ，排水設備等を

含む。），牛，豚，鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等 

生産設備Ｂ 

営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの 

テニスコート，ゴルフ練習場等の施設（上屋，ボール搬送機又は

ボール洗い機等を含む。），自動車練習場のコース，遊園地（公共

的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む。），釣り堀，貯木

場等 

生産設備Ｃ 

製品等の製造，育成，養殖又は営業に直接的にかかわらないが間

接的に必要なもの 

工場等の貯水池，浄水池（調整池及び沈殿池を含む。），駐車場，

運動場等の厚生施設等 

生産設備Ｄ 

上記ＡからＣまでに例示するもの以外のもので，次に例示するの

コンクリート等の煙突，給水塔，規模の大きな貯水槽又は浄水槽，

鉄塔・送電設備，野立の広告施設，飼育用サイロ，用水堰，橋，

火の見櫓，規模の大きなむろ，炭焼釜等 

 

                                  表 2－19 

区  分 単 位 規 模 職  種
外 業 内   業 

計 備考
調 査 図面等 算 定 

生産設備Ａ 
設 備 

当たり 

設置面積

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

未満 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.30 

0.30 

0.30 

― 

0.06 

0.66 

0.58 

― 

0.06 

0.31 

0.06 

0.06 

0.42 人 

1.27 人 

0.94 人 

0.06 人 
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生産設備Ｂ 同 上 同上 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.38 

0.38 

0.38 

― 

0.06 

0.83 

0.66 

― 

0.06 

0.37 

0.06 

0.06 

0.50 人 

1.58 人 

1.10 人 

0.06 人 

 

生産設備Ｃ 同 上 同上 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.22 

0.22 

0.22 

― 

0.06 

0.56 

0.50 

― 

0.06 

0.25 

0.06 

0.06 

0.34 人 

1.03 人 

0.78 人 

0.06 人 

 

生産設備Ｄ 箇所 ― 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.13 

0.13 

0.13 

― 

0.06 

0.31 

0.27 

― 

0.06 

0.12 

0.06 

0.06 

0.25 人 

0.56 人 

0.46 人 

0.06 人 

 

   注 本表規模欄に定める面積以外の場合は，表 2－20 の補正率を適用するものとす

る。 

                                表 2－20 

設 備 の     

延べ面積 

300 ㎡ 

未満 

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

未満 

500 ㎡ 

以上 

800 ㎡ 

未満 

800 ㎡ 

以上 

1,300 ㎡

未満 

1,300 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

2,000 ㎡ 

以上 

3,000 ㎡ 

未満 

補正率 0.80 1.00 1.30 1.90 2.60 3.40 

 
3,000 ㎡ 

以上 

5,000 ㎡ 

未満 

5,000 ㎡ 

以上 

7,000 ㎡ 

未満 

7,000 ㎡ 

以上

9,000 ㎡未

満 

4.70 6.20 7.50 

 

三 附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。）の調査及び算定 

  附帯工作物とは，調査区域（敷地）内にあって，建物，機械設備，生産設備，庭園

及び墳墓等として取り扱うもの以外の総てをいい，これらの調査区分は，表 2－21 に

よるものとし，各区分の直接人件費の積算は，表 2－22 により行うものとする。 

  ただし，第７の予備調査を行っているものについては，調査歩掛（外業，内業とも）

を 70 パーセントに補正するものとする。 

 

表 2－21 

区  分 判 断 基 準                   

住宅敷地Ａ 
商業，工業，住居地域等の商店街及び住宅密集地で，一画地

の平均敷地面積が 150 ㎡未満のもの 

住宅敷地Ｂ 
住居地域，又は住居専用地域等であって，一画地の平均敷地

面積が 150 ㎡から 200 ㎡程度のもの 

住宅敷地Ｃ 
住居専用地域又は郊外の住宅地であって，一画地の平均敷地

面積が 200 ㎡から 600 ㎡程度のもの 
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農家敷地Ａ 
農家住宅の敷地であって，一画地の敷地面積が 600 ㎡から

1,000 ㎡程度のもの 

農家敷地Ｂ 
農家住宅の敷地であって，一画地の敷地面積が 1,000 ㎡以上

のもの 

工場，神社， 

仏閣等の敷地 
 工場，店舗，神社，仏閣等の敷地 

独立工作物  独立看板，広告塔，野立木等 

注１ 住宅敷地であって 600 ㎡以上の場合は農家敷地Ａとし，農家敷地であって 600

㎡未満の場合は住宅敷地Ｃとして取り扱うものとする。 

注２ 附帯工作物の調査範囲内での庭園の調査区域とした範囲は，附帯工作物の調査面

積から除くものとする。 

  

                                    表 2－22 

区  分 
単
位

規 模 職  種 
外業 内   業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

住宅敷地Ａ 戸
敷地面積 

150㎡未満

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.16 

0.16 

0.16 

― 

0.08 

― 

0.56 

― 

0.06 

0.18 

0.20 

0.06 

0.30 人 

0.34 人 

0.92 人 

0.06 人 

 

住宅敷地Ｂ 戸

敷地面積 

150㎡以上

200㎡未満

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.22 

0.22 

0.22 

― 

0.08 

― 

1.00 

― 

0.06 

0.25 

0.29 

0.06 

0.36 人 

0.47 人 

1.51 人 

0.06 人 

 

住宅敷地 C 戸

敷地面積 

200㎡以上

600㎡未満

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.38 

0.38 

0.38 

― 

0.08 

― 

1.66 

― 

0.06 

0.43 

0.37 

0.06 

0.52 人 

0.81 人 

2.41 人 

0.06 人 

 

農家敷地Ａ 戸

敷地面積 

600㎡以上

1,000㎡未満

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.55 

0.55 

0.55 

― 

0.08 

― 

2.37 

― 

0.06 

0.62 

0.64 

0.06 

0.69 人 

1.17 人 

3.56 人 

0.06 人 

 

農家敷地Ｂ 戸
敷地面積 

1,000㎡以上

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.77 

0.77 

0.77 

― 

0.16 

― 

3.31 

― 

0.12 

0.87 

0.91 

0.12 

1.05 人 

1.64 人 

4.99 人 

0.12 人 

 

工場，神社，

仏 閣 等 の      

敷地 

箇 

所 

500㎡以上

1,000㎡未満

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.47 

0.47 

0.47 

― 

0.08 

― 

2.00 

― 

0.06 

0.56 

0.50 

0.06 

0.61 人 

1.03 人 

2.97 人 

0.06 人 

 

独立工作物 
箇 

所 

― 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.25 

0.25 

0.25 

― 

0.06 

― 

0.27 

― 

0.06 

0.12 

0.06 

0.06 

0.37 人 

0.37 人 

0.58 人 

0.06 人 

 

注１ 工場，神社，仏閣等の敷地面積の認定は，当該敷地面積から生産設備及び建物外

に設置されている機械設備及び墓地として計上した面積を控除した面積とする。 

注２ 工場，神社，仏閣等の敷地で本表規模欄に定める面積以外の場合は，表 2－23

の補正率を適用するものとする。 
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注３ 附帯工作物の調査範囲内で庭園の調査区域とした範囲は，附帯工作物の調査面積

から除くものとする。 

 

                                   表 2－23 

敷 地 の     

面  積 

500 ㎡ 

未満 

500 ㎡ 

以上 

1,000 ㎡

未満 

1,000 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

2,000 ㎡ 

以上 

4,000 ㎡ 

未満 

4,000 ㎡ 

以上 

8,000 ㎡ 

未満 

8,000 ㎡ 

以上 

12,000 ㎡ 

未満 

補正率 0.80 1.00 1.60 2.50 4.00 5.70 

 
12,000 ㎡ 

以上 

20,000 ㎡ 

未満 

20,000 ㎡以

上 

28,000 ㎡ 

未満 

7.80 10.40 

 

  四 立竹木の調査及び算定 

立竹木の調査及び算定は，表 2－24 の区分によって行うものとし，各区分の直接

人件費の積算は，表 2－25 により行うものとする。この場合の直接人件費の積算は，

次式によるものとする。 

 
 
 

    直接人件費 ＝ 単位当たり直接人件費 ×         

 

ただし，表 2－24 の区分欄の立木に掲げるものについては，三 附帯工作物 に含め

て調査するものとする。 

 

 

 

                               表 2－24 

区  分 判 断 基 準                   

立   木 

 まつ，かや，まき，つばき等の立木で鑑賞上の価値又は防雪

その他の効用を有する住宅，店舗，工場等の敷地内に植栽され

ているもの（自生木を含み，庭園及び墳墓を構成するものを除

く。）をいい，次により区分する。 

Ａ 鑑賞樹 

  住宅，店舗，工場等の敷地内に植栽されており，鑑賞上の

価値を有すると認められる立木であって，喬木（針葉樹・広

葉樹），株物類，玉物類，特殊樹，生垣用木及びほていちく等

の鑑賞用竹をいう。 

Ｂ 効用樹 

  防風，防雪等の効用を目的として植栽されている立木で，

主に屋敷回りに育成するものをいう。 

Ｃ 風致木 

  名所，又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立

1,000

調 査 対 象 面
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木又は風致を保たせるために敷地内に植栽されている立木

をいう。 

Ｄ その他 

  敷地内に植え込まれた芝，地被類，草花等をいう。 

用 材 木      
 ひのき，すぎ等の立木で用材とすることを目的としているも

の又は用材の効用を有していると認められるものをいう。 

薪 炭 林      

（自然生林） 

 なら，くぬぎ等の立木で薪，炭等とすることを目的としてい

るもの又はこれらの効用を有していると認められるものをい

う。 

収 穫 樹      

（果樹園） 

 りんご，みかん等の立木で果実等の収穫を目的としているも

のをいう。 

竹   林 
 孟宗竹，ま竹等で竹林又は筍の収穫を目的としている竹林を

いう。 

苗   木 

（植木畑） 
 営業用樹木で育苗管理している植木畑の苗木をいう。 

注 標準地調査法による場合の調査対象面積は，取得予定面積ではなく，毎木調査を

行う面積とする。 

 

                                   表 2－25 

区  分 単 位 規模 職  種
外 業 内  業 

計 備考 
調 査 図面等算 定

用 材 木      1,000 ㎡ ― 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.25 

0.25 

0.25 

0.04

0.27

― 

0.04

0.18

0.06

0.33 人 

0.70 人 

0.31 人 

 

薪 炭 林      

（自然生林） 
1,000 ㎡ ― 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.38 

0.38 

0.38 

0.04

0.43

― 

0.04

0.25

0.06

0.46 人 

1.06 人 

0.44 人 

 

収 穫 樹      

（果樹園） 
1,000 ㎡ ― 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.44 

0.44 

0.44 

0.04

0.52

― 

0.04

0.37

0.06

0.52 人 

1.33 人 

0.50 人 

つり棚，囲障

等の調査及び

算定を含む。

竹   林 1,000 ㎡ ― 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.19 

0.19 

0.19 

0.04

0.27

― 

0.04

0.12

0.06

0.27 人 

0.58 人 

0.25 人 

 

苗   木 

（植木畑） 
1,000 ㎡ ― 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.50 

0.50 

0.50 

0.04

0.52

― 

0.04

0.37

0.06

0.58 人 

1.39 人 

0.56 人 

囲障等の調査

及び算定を含

む。 

   注 調査区域の地形等によって，表 2－26 の補正率を適用するものとする。 

 

                             表 2－26 

地 形 平たん地 丘陵地 傾斜地 急傾斜地 

補正率 0.90 1.00 1.10 1.20 

   注 地形による補正率は，外業についてのみ適用するものとする。 
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  五 庭園の調査及び算定 

庭園とは，調査区域（敷地）内にあって，庭石，灯籠，池等によって造形されてお

り，総合的美的景観が形成されているものとし，その区分は表 2－27 によるものとし，

各区分の直接人件費の積算は，表 2－28 により行うものとする。 

 

                               表 2－27 

区  分 判 断 基 準                   

庭 園 Ａ      
 神社，仏閣等の庭園であって史跡等の指定を受けている

もの，又はこれに順ずると認められるもの 

庭 園 Ｂ      

 上記Ａ以外の庭園，及び店舗，旅館，会館等にあって，

庭石，石組，灯籠，築山，池等によって造形されており，

総合的美的景観が形成されていると認められるもの 

庭 園 Ｃ      

 上記Ａ及びＢ以外の庭園であって，庭石，石組，灯籠，

築山，池等によって造形されており，総合的美的景観が形

成されていると認められるもの 

 

                                   表 2－28 

区 分 単位 規 模 職  種 
外業 内   業 

計 備考
調査 図面等 算定 

庭園 A 箇所 
200㎡以上 

400㎡未満 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.88 

0.88 

0.88 

― 

0.12 

1.00 

1.93 

― 

0.12 

0.75 

0.75 

0.12 

1.12 人 

2.63 人 

3.56 人 

0.12 人 

 

庭園 B 箇所 同上 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.63 

0.63 

0.63 

― 

0.12 

0.93 

1.81 

― 

0.12 

0.68 

0.68 

0.12 

0.87 人 

2.24 人 

3.12 人 

0.12 人 

 

庭園 C 箇所 同上 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.47 

0.47 

0.47 

― 

0.08 

0.75 

1.50 

― 

0.08 

0.56 

0.56 

0.12 

0.63 人 

1.78 人 

2.53 人 

0.12 人 

 

注１ 本表規模欄に定める面積以外の場合は，表 2－29 の補正率を適用するものとす

る。 

注２ 附帯工作物の調査範囲内で庭園の調査区域とした範囲は，附帯工作物の調査面

積から除くものとする。 

   表 2－29 

設備の延

べ床面積 

200 ㎡ 

未満 

200 ㎡ 

以上 

400 ㎡ 

未満 

400 ㎡ 

以上 

600 ㎡ 

未満 

600 ㎡ 

以上 

1,000 ㎡

未満 

1,000 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

2,000 ㎡ 

以上 

5,000 ㎡ 

未満 

補正率 0.80 1.00 1.40 1.90 2.90 5.20 

 
5,000 ㎡ 

以上 

10,000 ㎡ 

未満 

10,000㎡

以上 

14,000㎡

未満 
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8.70 12.00 

 

六 墳墓等の調査及び算定 

 墳墓等とは，墳墓を設けるために墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又は

これと同等と認めることが相当な区域内に存する墳墓等とし，その区分は，表 2－30

によるものとし，各区分の単位当たり直接人件費の積算は，表 2－31 により行うもの

とする。 

 この場合の直接人件費は，次式によるものとする。 

 

 

    直接人件費 ＝ 単位当たり直接人件費 ×         

  表 2－30 

区      分 判 断 基 準                   

寺院又は公営（私

営を含む。）墳墓

墳 墓 Ａ     

 墓地使用（祭祀）者の使用範囲が区画されてお

り，一画地の面積が 3 ㎡～4 ㎡程度のもの 

（10 ㎡当たり 3 画地程度） 

墳 墓 Ｂ     

 墓地使用（祭祀）者の使用範囲が区画されてお

り，一画地の面積が 1.5 ㎡～2 ㎡程度のもの 

（10 ㎡当たり 5 画地程度） 

墳 墓 Ｃ     

 墓地使用（祭祀）者の使用範囲が区画されてお

り，一画地の面積が 1.5 ㎡以下程度のもの 

（10 ㎡当たり 7 画地程度） 

上記以外の墳墓

墳 墓 Ｄ     
 墓地使用（祭祀）者の使用範囲が明確になって

いないが，10 ㎡当たり 3 基～5 基程度あるもの 

墳 墓 Ｅ     
 墓地使用（祭祀）者の使用範囲が明確になって

いないが，10 ㎡当たり 7 基程度あるもの 

 

 

 

 

 

                                  表 2－31 

区分 単位 規 模 職  種 
外業 内   業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

墳墓 A 10 ㎡ 3画地程度 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.25 

0.25 

0.25 

― 

0.04 

0.25 

0.12 

― 

0.04 

0.25 

0.06 

0.06 

0.33 人 

0.75 人 

0.43 人 

0.06 人 

 

墳墓 B 10 ㎡ 5画地程度 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.36 

0.36 

0.36 

― 

0.04 

0.41 

0.12 

― 

0.04 

0.41 

0.06 

0.10 

0.44 人 

1.18 人 

0.54 人 

0.10 人 

 

墳墓 C 10 ㎡ 7画地程度 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.50 

0.50 

0.50 

― 

0.04 

0.58 

0.16 

― 

0.04 

0.58 

0.06 

0.14 

0.58 人 

1.66 人 

0.72 人 

0.14 人 

 

調査対象面積 

    10 
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墳墓 D 10 ㎡

3基（画地） 

から 

5基（画地） 

程度 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.30 

0.30 

0.30 

― 

0.04 

0.33 

0.14 

― 

0.04 

0.33 

0.06 

0.08 

0.38 人 

0.96 人 

0.50 人 

0.08 人 

 

墳墓 E 10 ㎡
7基（画地） 

程度 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.50 

0.50 

0.50 

― 

0.04 

0.58 

0.16 

― 

0.04 

0.58 

0.06 

0.14 

0.58 人 

1.66 人 

0.72 人 

0.14 人 

 

 注１ 墳墓の調査及び算定は，墓石，墓誌等，カロート，石積，囲障（生垣を含

む。），立竹木等について行うものとする。 

 注２ 当該墳墓に埋葬されている霊位数の調査は，「第４権利調査 ２墓地管理

者等の調査」で行うものとする。 

 注３ 墓地管理者等の調査を併せて行う場合は，「第４権利調査 ２墓地管理者

等の調査」と併せて発注するものとする。 

５ 建物等の残地移転要件の該当性の検討 

建物等の残地移転要件の該当性の検討に必要となる，現況の敷地における建物等の位置

関係及び敷地利用の状況等の詳細な現地調査を行ったうえで，残地が通常妥当と認めら

れる移転先であるかの検討を行い，有形的・機能的・法制的に有効な移転想定配置図を

作成する（第８移転工法案の検討に該当するものを除く。）ものであり，これに要する直

接人件費の積算は，表 2－32 により行うものとする。 

 

 表 2－32 

区  分 単 位 職  種
外 業 内   業 

計 備考
調 査 図面等 算 定 

建物の残地移 

転要件の該当 

性の検討 

権利者 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

0.11 

0.11 

0.11 

0.31 

0.29 

0.22 

― 

― 

― 

0.42 人 

0.40 人 

0.33 人 

 

注１ 建物以外の植栽，自動車の保管場所等のみが支障となり，残地がそれらの通常妥

当と認められる移転先であるかの検討を行う必要がある場合においても，本表を適

用することができるものとし，検討結果に基づき，直接支障とならない建物等の調

査が必要と判断された場合には，別途建物等の調査を実施するものとする。 

注２ 駐車場等の使用実態調査を時間毎などに複数回（２回以上）行う必要がある業種

については，表 5－5 を加算することができるものとする。 

  ６ 照応建物の設計案の作成等 

「５建物等の残地移転要件の該当性の検討」により，残地において照応建物による建

物の再現が可能であることを確認したうえで，経済的検討を行う（照応建物に係る建物

の推定建築費の積算は概算額で行い，照応建物の補償総額と構外再築工法の補償総額と

の比較を行う）ものであり，これに要する直接人件費の積算は，表 2－33 により行うも

のとする。 

なお，照応建物によることが妥当と判断された場合の補償額算定は，第５建物等の調

査 ３建物の調査の内業（図面等及び積算）により行うものとする。 

 

 表 2－33 
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区  分 単位 職  種
外業 内   業 

計 備考 
調査 図面等 算 定 

照応建物の設計案の

作成等 

設計案１

案あたり

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

― 

― 

― 

0.06 

0.50 

0.12 

0.06 

0.25 

0.06 

0.12 人 

0.75 人 

0.18 人 

 

注 照応建物によることが妥当と判断され，照応建物の詳細設計が必要となる場合（用

途の異なる複数棟の建物を集約化（立体化を含む）することにより構造が複雑とな

る場合等）には，第 8 移転工法案の検討の 5 照応建物の詳細設計等を適用すること

ができるものとする。 

 

第 6 営業その他の調査 

 １ 営業その他の区分 

営業その他の調査は，表 3－1 の区分によって行うものとする。 

                      表 3－1 

区        分 

営 業 に 関 す る 調 査 及 び 算 定               

仮営業所設置工事費用の調査及び算定 

居 住 者 に 関 す る 調 査               

動 産 に 関 す る 調 査 及 び 算 定               

そ の 他 通 損 に 関 す る 算 定               

 ２－１ 打合せ協議 

打合せ協議の費用内容及び取扱いは，第 5 の２－１「打合せ協議」に準じるものとし，

これらに要する直接人件費の積算は，表 3－2－1 により行うものとする。 

 

 

                                  表 3－2－1 

種  目 単 位 規模 職 種

外   業 

計 備 考業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 

業務 ― 
技師Ａ

技師Ｂ

0.18 

0.18 

― 

― 

0.18 

0.18 

0.36 人 

0.36 人 
基本額

事業所 ― 
技師Ａ

技師Ｂ

― 

― 

0.36 

0.36 

― 

― 

0.36 人 

0.36 人 
加算額

注１ 本表基本額は，１業務あたりの打合せ回数を業務着手時，成果納入時の計 2 回を

標準とした歩掛である。 

注２ 本表加算額は，表 3－1 の区分「営業に関する調査及び算定」を行うものにのみ

適用するものとする。 

注３ 加算額は，中間打合せ２回を標準とした１事業所当たりの歩掛であり，事業所数

が複数の場合は，事業所×歩掛とする。 

２－２ 現地踏査 

現地踏査の費用内容及び取扱いは，第 5 建物等の調査２－２現地踏査に準ずるものとし，
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これに要する直接人件費の積算は，表 3－2－2 により行うものとする。 

なお，現地踏査は，営業に関する調査及び算定を行うものにのみ適用する。 

 

                                表 3－2－2 

種  目 単 位 規模 職 種 外 業 備 考 

現地踏査 業 務 ― 
技師Ａ 

技師Ｂ 

0.33 人 

0.33 人 
 

 ３－１ 営業に関する調査及び算定 

   営業に関する調査及び算定の直接人件費の積算は，表 3－3 により行うものとする。 

   ただし，営業の内容等の難易度によって表 3－4 の補正を行う者とする。 

 

                                   表 3－3 

区 分 単 位 規模 職  種
外 業 内   業 

計 備考 
調 査 図面等 算 定 

営 業 
事 業 所     

（企業） 
― 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

1.66 

1.66 

1.66 

― 

0.50 

2.00 

2.75 

― 

0.37 

0.75 

― 

0.12 

2.53 人 

4.41 人 

4.41 人 

0.12 人 

 

   注 事業所（企業）とは，土地等の取得等の対象となる敷地を使用して営業を行っ

ているものをいう。 

                                  表 3－4 

難易区分 営 業 Ａ     営 業 Ｂ     営 業 Ｃ     営 業 Ｄ     営 業 Ｅ     

補正率 0.80 1.00 1.60 2.50 4.00 

注 営業Ａとは，個人営業で白色申告又は青色申告のもの。 

営業Ｂとは，資本金が 3,000 万円未満の法人で 1 営業所又は 1 業種のもの。 

営業Ｃとは，資本金が 3,000 万円未満の法人で複数の営業所若しくは複数の業種を営

んでおり，決算書等の分析が必要となるもの，又は資本金が 3,000 万円以上の法人で 1

営業所若しくは 1 業種のもの。 

営業Ｄとは，資本金が 3,000 万円以上の法人で複数の営業所若しくは複数の業種を営

んでおり決算書等の分析が必要となるもの。 

営業Ｅとは，営業 D 以外で決算書等の分析が極めて困難と認められるもの。 

３－２ 仮営業所設置工事費用の調査及び算定 

仮営業所の設置については，プレハブリース建物で仮営業する場合と賃貸物件によって

仮営業する場合の２区分とし，これに要する直接人件費の積算は，表 3－4－2 により行

うものとする。 

                                  表 3－4－2  

区  分 単 位 規模 職  種 
外 業 内   業 

計 備考 
調 査 図面等 算 定 

仮営業所設置

プ レ ハ ブ       

リ ー ス       

事業所 ― 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

0.33 

0.33 

0.12 

0.87 

0.25 

0.06 

0.56 

― 

0.18 人 

1.76 人 

0.58 人 

 



用 地 調 査 等 業 務 費 積 算 基 準                

他 3-29-- 

仮営業所設置

賃 貸 物 件       
事業所 ― 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

0.50 

0.50 

0.12 

0.25 

0.50 

0.06 

0.31 

― 

0.18 人 

1.06 人 

1.00 人 

 

４ 居住者に関する調査 

  居住者に関する調査の直接人件費の積算は，表 3－5 により行うものとする。 

                                  表 3－5  

区  分 単 位 規模 職  種
外 業 内   業 

計 備考
調 査 図面等 算 定 

居住者調査       世 帯 ― 
技師Ｂ

技師Ｃ

0.05 

0.05 

― 

0.04 

― 

― 

0.05 人

0.09 人

 

５ 動産に関する調査及び算定 

動産に関する調査及び算定の直接人件費の積算は，表 3－6 により行うものとする。 

                                    表 3－6 

区  分 単 位 規模 職  種
外 業 内   業 

計 備考 
調 査 図面等 算 定 

動 産 調 査      

（一般住家） 

戸 

（世帯） 
― 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.27 

0.27 

― 

0.02 

0.06 

― 

0.02 

0.08 

0.04 

0.31 人 

0.41 人 

0.04 人 

 

動 産 調 査      

（農家住家） 
戸 ― 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.52 

0.52 

― 

0.02 

0.08 

― 

0.02 

0.12 

0.04 

0.56 人 

0.72 人 

0.04 人 

 

動 産 調 査      

（店 舗） 
店 舗 

50 ㎡
以上 
150 ㎡
未満 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.27 

0.27 

― 

0.02 

0.12 

― 

0.02 

0.18 

0.04 

0.31 人 

0.57 人 

0.04 人 

 

動 産 調 査      

（事務所） 
事業所 同上 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.19 

0.19 

― 

0.02 

0.06 

― 

0.02 

0.08 

0.04 

0.23 人 

0.33 人 

0.04 人 

 

動 産 調 査      

（工 場） 
事業所 同上 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.11 

0.11 

― 

0.02 

0.04 

― 

0.02 

0.06 

0.04 

0.15 人 

0.21 人 

0.04 人 

 

動 産 調 査      

（倉 庫） 
事業所 同上 

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.13 

0.13 

― 

0.02 

0.06 

― 

0.02 

0.08 

0.04 

0.17 人 

0.27 人 

0.04 人 

 

   注 調査区分店舗，事務所，工場及び倉庫の場合にあって，本表の規模欄に定める

面積以外のときは，表 3－7 の補正率を適用するものとする。 

  

                               表 3－7 

床 面 積     
50 ㎡ 

未満 

50 ㎡ 

以上 

150 ㎡ 

150 ㎡ 

以上 

350 ㎡ 

350 ㎡ 

以上 

600 ㎡ 

600 ㎡ 

以上 

1,000 ㎡ 

1,000 ㎡

以上 

1,500 ㎡
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未満 未満 未満 未満 未満 

補正率 0.80 1.00 1.80 2.80 4.00 5.40 

 
1,500 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

2,000 ㎡

以上 

3,000 ㎡

未満 

3,000 ㎡

以上 

5,000 ㎡

未満 

5,000 ㎡

以上 

7,000 ㎡

未満 

6.90 8.70 12.00 15.90 

６ その他通損に関する算定 

  その他通損に関する算定の直接人件費の積算は，表 3－8 により行うものとする。 

 

                                   表 3－8 

区  分 単 位 規模 職  種
外 業 内   業 

計 備 考 
調 査 図面等 算 定 

仮住居又は 

借家人補償 
世 帯 ― 

技師Ｂ

技師Ｃ

― 

― 

― 

― 

0.04 

0.18 

0.04 人 

0.18 人 

補償額 

算 定 

移転雑費 
所有者 

又は世帯 
― 

技師Ｂ

技師Ｃ

― 

― 

― 

― 

0.06 

0.56 

0.06 人 

0.56 人 

補償額 

算 定 

７ その他 

建物所有者又は借家人の一般住家であって，４居住者に関する調査，５動産に関する

調査及び算定，６その他通損に関する算定（仮住居又は借家人補償及び移転雑費）の総

てを発注する場合には，各項目の直接人件費を算出することなく，表 3－9 を適用する

ことができる。 

なお，建物所有者の一般住家であって仮住居を必要としないものは，表 3－10 を適用

するものとする。 

                                    表 3－9 

区    分 単位 職  種
外業 内   業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

居住者に関する調査 

動産に関する調査及び算定 

その他通損に関する算定（仮住居あり）

世帯

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.32

0.32

― 

0.02 

0.10 

― 

0.12 

0.82 

0.04 

0.46 人

1.24 人

0.04 人

 

   注 本表は，表 3－5，表 3－6（一般住家）及び表 3－8 の合計人員である。 

  

                                    表 3－10 

区    分 単位 職  種
外業 内   業 

計 備考
調査 図面等 算定 

居住者に関する調査 

動産に関する調査及び算定 

その他通損に関する算定（仮住居なし）

世帯

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.32

0.32

― 

0.02 

0.10 

― 

0.08 

0.64 

0.04 

0.42 人

1.06 人

0.04 人

 

   注 本表は，表 3－9 から仮住居の積算人員を控除したものである。 

 

第 7 予備調査 
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予備調査は，工場，店舗，営業所，ドライブイン，コンビニエンスストア，パチンコ

店，ガソリンスタンド，ゴルフ練習場等で大規模なもの（以下「工場等」という）の敷

地（土地）の一部が取得等の対象となる場合において，現状の機能を構内（残地）にお

いて回復させることの検討が必要であると認められるときに，当該工場等の使用実態，

建物等の影響の範囲及び想定される移転計画（レイアウト）の概略を予め把握するため

に行う調査とする。 

なお，本調査を行った建物等（機械設備，生産設備及び附帯工作物）について，第５

建物等の調査にあたって次の点に留意すること。 

 

 (イ) 建物等の調査のうち，建物，機械設備，生産設備及び附帯工作物については，予

備調査の調査結果を貸与させるものとし，調査歩掛を（外業，内業とも）70 パーセント

に補正するものとする。 

 １－１ 打合せ協議 

打合せ協議の費用内容及び取扱いは，第４権利調査３（１）打合せ協議に準じるもの

とし，これに要する直接人件費の積算は，表 4－1－1 により行うものとする。 

                                  表 4－1－1 

種  目 単 位 規模 職 種 

外   業 

計 備 考業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 
業 務 

(権利者) 
― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.18 

0.18 

0.18 

0.36 

0.36 

0.36 

0.18 

0.18 

0.18 

0.72 人 

0.72 人 

0.72 人 

 

   注 １ 本表単位欄の業務は，原則として，工場等１権利者を１発注で行うもので

あり，権利者数が複数の場合は，権利者数×歩掛とするものとする。 

    注２ 本表は，１業務当たりの打合せ回数を業務着手時，中間打合せ（２回），成

果品納入時の計４回を標準とした歩掛である。 

 １－２ 現地踏査 

現地踏査の費用内容及び取扱いは，第５建物等の調査２－２現地踏査に準ずるものと

し，これに要する直接人件費の積算は，表 4－1－2 により行うものとする。 

                                表 4－1－2 

種  目 単 位 規模 職 種 外 業 備 考 

現地踏査 
業 務 

(権利者) 
― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

1.08 人 

1.08 人 

1.08 人 

 

   注 本表単位欄の業務は，原則として，工場等１権利者を１発注で行うものであり，

権利者数が複数の場合は，権利者×歩掛とするものとする。 

２ 企業内容等の調査 

企業内容等の調査は，移転工法の検討に当たって重要な要素となる事項で，主として

次の項目について調査を行うものとし，これに要する直接人件費の積算は，表 4－2 によ

り行うものとする。 

  (1) 所在地，名称及び代表者名 
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  (2) 業種及び製造（加工）品目 

  (3) 所有者又は占有者の組織及び他工場等を有している場合には，他工場等と当該工

場等との関係 

  (4) 財務状況 

  (5) 主たる原材料及び製品の価格並びに販売（得意）先 

  (6) 製品等の製造（加工）工程又は商品等の流れ（図式化したもの） 

  (7) 移転工法の検討に当たって関係する法令及びその内容 

  (8) その他移転工法の検討に必要と認められる事項 

                                  表 4－2 

種    目 単 位 職  種 外 業 内 業 計 備 考

企業内容等の調査 
事業所 

（企業）

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

0.81 

0.81 

0.81 

― 

0.54 

1.08 

0.81 人 

1.35 人 

1.89 人 

 

   注 事業所（企業）とは，土地等の取得等の対象となる敷地を使用して営業を行っ

ている者をいう。 

 

 

 

３ 敷地使用実態の調査 

敷地使用実態の調査とは，敷地面積，土地の取得等の範囲及び面積，用途地域等及び

公法上の規制，工場立地法に基づく緑地の位置及び面積，敷地内に存する各建物の位置，

構造，階数等，機械設備，生産設備，附帯工作物並びに敷地の使用実態（駐車場等の位

置及び収容台数，原材料，製品等の置場及び品目数量，その他）等を行うものとし，こ

れに要する直接人件費の積算は，表 4－3 により行うものとする。 

なお，発注者から現況平面図の支給又は権利者が所有している敷地の配置図等の提供

を受けることが困難であって，当該敷地の配置図を平板測量等によって作成する必要が

あると認められる場合には，別途その費用を計上することができるものとする。 

                                   表 4－3 

区  分 単 位 規 模 職  種
外 業 内   業 

計 備考
調 査 図面等 算 定 

敷地全体の 

配  置 
事業所 

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

未満 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.32 

0.32 

0.32 

― 

0.03 

0.48 

0.14 

― 

0.03 

0.19 

0.06 

0.06 

0.38 人 

0.99 人 

0.52 人 

0.06 人 

 

   注 本表規模欄の面積は，当該権利者が使用している敷地の全部を指すものではな

く，土地の取得等によって移転工法上必要と認められる面積をいう。なお，本表

規模欄に定める面積以外の場合は，表 4－4 の補正率を適用するものとする。 

                              表 4－4 

敷地面積 
300 ㎡ 

未満 

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

500 ㎡

以上 

800 ㎡

800 ㎡ 

以上 

1,300 ㎡

1,300 ㎡

以上 

2,000 ㎡

2,000 ㎡ 

以上 

3,000 ㎡ 
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未満 未満 未満 未満 未満 

補正率 0.80 1.00 1.30 1.90 2.60 3.40 

 

3,000 ㎡

以上 

5,000 ㎡

未満 

5,000 ㎡ 

以上 

7,000 ㎡ 

未満 

7,000 ㎡

以上 

10,000㎡

未満 

10,000 ㎡

以上 

15,000 ㎡

未満 

15,000 ㎡ 

以上 

25,000 ㎡ 

未満 

25,000 ㎡ 

以上 

35,000 ㎡ 

未満 

4.70 6.20 7.80 10.20 14.00 18.40 

 ４ 建物調査 

建物調査は，間取平面，建築設備，構造概要，立面等，推定再建築費の概算額の算定

及び移転計画の作成に必要な概要調査を行うものとし，これに要する直接人件費の積算

は，表 4－5 により行うものとする。 

                                  表 4－5 

区 分 単位 規 模 職  種 
外 業 内   業 

計 備考 
調 査 図面等 算 定 

建  物 棟 

200 ㎡ 

以上 

400 ㎡ 

未満 

主任技師 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

0.45 

0.45 

0.45 

― 

― 

0.06 

0.62 

0.62 

0.03 

― 

0.06 

― 

0.28 

0.28 

0.08 

0.57 人

1.07 人

1.35 人

0.31 人

0.08 人

 

   注 １ 建物は，木造，非木造等の区分を行わないものとする。 

     ２ 本表規模欄に定める建物延べ面積以外の建物については，表 4－6 の補正率

を適用するものとする。 

                                 表 4－6 

建物面積 
200 ㎡ 

未満 

200 ㎡ 

以上 

400 ㎡ 

未満 

400 ㎡ 

以上 

600 ㎡ 

未満 

600 ㎡ 

以上 

1,000 ㎡

未満 

1,000 ㎡ 

以上 

1,500 ㎡ 

未満 

1,500 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

補正率 0.80 1.00 1.40 1.90 2.60 3.20 

 
2,000 ㎡ 

以上 

3,000 ㎡ 

未満 

3,000 ㎡ 

以上 

4,000 ㎡ 

未満 

4,000 ㎡

以上 

5,000 ㎡

未満 

5,000 ㎡

以上 

7,000 ㎡

未満 

7,000 ㎡

以上 

10,000㎡

未満 

10,000㎡ 

以上 

15,000㎡ 

未満 

15,000 ㎡

以上 

21,000 ㎡

未満 

4.10 5.20 6.20 7.50 9.50 12.30 15.90 

 ５ 機械設備等調査 

機械設備等（生産設備，附帯工作物を含む。）の調査は，配置，機械名（種類），規格等，

再設費又は移設の概算額の算定及び，移転計画の作成に必要となる概要の調査を行うもの

とし，これに要する直接人件費の積算は，表 4－7 により行うものとする。 

                                  表 4－7 

区 分 単 位 規 模 職  種 
外 業 内   業 

計 備考
調 査 図面等 算 定 
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機械設備等 事業所 

400 ㎡ 

以上 

600 ㎡ 

未満 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｄ 

1.02 

1.02 

1.02 

― 

0.33 

0.66 

1.30 

― 

0.16 

0.66 

0.21 

0.33 

1.51 人 

2.34 人 

2.53 人 

0.33 人 

 

   注 本表規模欄の面積は，当該権利者に係る機械設備等の設置面積（屋内・屋外分）

とし，同欄に定める面積以外の場合は，表 4－8 の補正率を適用するものとする。 

                                表 4－8 

機械設備

の面積 

200 ㎡ 

以上 

400 ㎡ 

未満 

400 ㎡ 

以上 

600 ㎡ 

未満 

600 ㎡ 

以上 

1,000 ㎡

未満 

1,000 ㎡

以上 

1,500 ㎡

未満 

1,500 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

2,000 ㎡ 

以上 

3,000 ㎡ 

未満 

補正率 0.80 1.00 1.30 1.80 2.30 2.90 

 
3,000 ㎡ 

以上 

5,000 ㎡ 

未満 

5,000 ㎡ 

以上 

8,000 ㎡ 

未満 

8,000 ㎡

以上 

12,000㎡

未満 

12,000㎡

以上 

20,000㎡

未満 

20,000㎡

以上 

30,000㎡

未満 

30,000 ㎡ 

以上 
40,000 ㎡ 

未満 

4.00 5.60 7.50 10.40 14.00 17.60 

６ 移転計画案の作成 

移転計画案の作成の費用は，広島県の施行する公共事業に伴う損失補償基準及び広島

県の施行する公共事業に伴う損失補償基準の運用方針（以下「基準及び同運用方針」と

いう。）の定めるところにより，現状の機能を構内（残地）において回復される移転計画

案２～３案の作成として，主として次の作業を行うものとし，これに要する直接人件費

の積算は，表 4－9 によるものとする。 

  (1) 製品等の製造（加工）工程又は商品等の流れ 

  (2) 建物（関連移転を必要と認められるものを含む），機械設備等の移転計画 

  (3) 照応建物に係る建物の構造，規模，階数等の概要 

  (4) 建物，機械設備等の移転工程表 

  (5) 移転計画案検討概要書 

  (6) 移転計画各案の比較表 

                                  表 4－9 

種    目 単 位 規 模 職   種 内  業 備  考 

移転計画案の作成 事業所 

敷地面積 

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

未満 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

1.29 人 

1.29 人 

1.29 人 

1.52 人 

 

   注 １ 敷地面積は，事業用地として取得等を行う面積を含めた移転計画案の概略

の作成に想定される面積とする。 

    注２ 本表規模欄の面積以外の場合は，表 4－10 の補正率を適用するものとする。 
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                                表 4－10 

敷地面積 
300 ㎡ 

未満 

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

未満 

500 ㎡ 

以上 

800 ㎡ 

未満 

800 ㎡ 

以上 

1,300 ㎡

未満 

1,300 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

2,000 ㎡ 

以上 

3,000 ㎡ 

未満 

補正率 0.80 1.00 1.30 1.90 2.60 3.40 

 
3,000 ㎡ 

以上 

5,000 ㎡ 

未満 

5,000 ㎡ 

以上 

7,000 ㎡ 

未満 

7,000 ㎡ 

以上 

10,000 ㎡

未満 

10,000㎡

以上 

15,000㎡

未満 

15,000㎡

以上 

25,000㎡

未満 

25,000㎡ 

以上 

35,000㎡ 

未満 

4.70 6.20 7.80 10.20 14.00 18.40 

 

 

第 8 移転工法案の検討 

移転工法案の検討は，工場等で当該敷地（土地）の一部が取得等の対象となる場合に

おいて，当該工場等の企業内容及び敷地使用実態などを調査したうえで，現状の機能を

構内（残地）において回復させる移転工法案の作成を行うものとする。 

１－１ 打合せ協議 

打合せ協議の費用内容及び取扱いは，第 4 権利調査３（１）打合せ協議に準じるものと

し，これに要する直接人件費の積算は，表 5－1－1 により行うものとする。 

ただし，複数の権利者の移転工法案の検討を 1 業務として発注する場合は，その権利者

数によって表 5－1－1 の歩掛に表 5－2 の補正を行うものとする。 

   （参考）1 業務の直接人件費＝（単位当たり単価×補正率×権利者数） 

                                 表 5－1－1 

種  目 単 位 規模 職 種 

外   業 

計 備 考業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 権利者 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.18 

0.18 

0.18 

0.36 

0.36 

0.36 

0.18 

0.18 

0.18 

0.72 人 

0.72 人 

0.72 人 

 

   注 本表は，１業務当たりの打合せ回数を業務着手時，中間打合せ（２回），成果品

納入時の計４回を標準とした歩掛である。 

 １－２ 関係資料収集 

関係資料収集に要する直接人件費の積算は，表 5－1－2 により行うものとする。 

ただし，複数の権利者の移転工法案の検討を１業務として発注する場合は，その権利者

数によって表 5－1－2 の歩掛に表 5－2 の補正を行うものとする。 

   （参考）1 業務の直接人件費＝（単位当たり単価×補正率×権利者数） 

                             表 5－1－2 
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種  目 単 位 規模 職 種 外 業 備 考 

関係資料収集 権利者 ― 技師Ｂ 1.62 人  

 

                  表 5－2 

権 利 者 数         補 正 率      

3 人未満 1.00 

3 人以上 5 人未満 0.90 

5 人以上 10 人未満 0.80 

10 人以上 0.70 

２ 企業内容等の把握（調査） 

企業内容の調査は，移転工法検討に当たって，主として次の項目について調査を行う

ものとし，これに要する直接人件費の積算は，表 5－3 により行うものとする。ただし，

本業務費の積算に当たっては，当該権利者（工場等）について第 7 予備調査を行ってい

るもの，又は第 6 営業その他の調査を行っているものについては，原則として本業務に

係る費用は計上しないものとする。 

  (1) 所在地，名称及び代表者名 

  (2) 業種及び製造（加工）品目 

  (3) 所有者又は占有者の組織及び他工場等を有している場合には，他工場と当該工場

等との関係 

  (4) 財務状況 

  (5) 主たる原料及び製品の価格並びに販売（得意）先 

  (6) 製品等の製造（加工）工程又は商品等の流れ（図式化したもの） 

  (7) 移転工法の検討に当たって関係する法令及びその内容 

  (8) その他移転工法の検討に必要と認められる事項 

                                表 5－3 

種    目 単 位 職  種 外 業 内 業 計 備 考

企業内容等の調査
事業所 

（企業） 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

0.81 

0.81 

0.81 

― 

0.54 

1.08 

0.81 人 

1.35 人 

1.89 人 

 

   注 事業所（企業）とは，土地等の取得等の対象となる敷地を使用して営業を行っ

ているものをいう。 

 ３ 敷地の使用実態の調査 

敷地の使用実態の調査は，工場等の移転工法案の検討に先立ち，建物等の調査書等を

基に当該敷地の使用実態（敷地面積，土地の取得等の範囲及び面積，用途地域等及び公

法上の規制，工場立地法の規定に基づく緑地の位置及び面積，駐車場等の位置及び収容

台数，原材料，製品等の置場・品目数量，その他）の調査を行うものとし，これに要す

る直接人件費の積算は，表 5－4 により行うものとする。ただし，当該権利者（工場等）
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に関して第 7 予備調査を行ったものについては，原則として，本業務に係る費用は計上

しないものとする。 

なお，予備調査の資料を基に確認の調査が必要と認められるときは，本歩掛を 30 パー

セントに補正するものとする。 

また，駐車場等の使用実態調査を時間毎などに複数回（２回以上）行う必要がある場

合に要する直接人件費については，表 5－5 により加算することができるものとする。 

                                  表 5－4 

種   目 単 位 規 模 職  種 外 業 内 業 計 備考

敷地の使用 

実態の調査 
権利者 

敷地面積 

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

未満 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

0.23 

0.23 

0.23 

― 

0.08 

0.08 

0.23 人 

0.31 人 

0.31 人 

 

   注 １ 敷地面積は，工場等の敷地面積とする。 

     ２ 敷地面積が本表規模欄に定める面積以外の場合は，表 5－6 の補正率を適用

するものとする。 

 

 

                                  表 5－5 

種   目 単 位 規 模 職  種 外 業 内 業 計 備考

駐車場等の使用

実態追加調査 

１ 回 

当たり 

敷地面積 

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

未満 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

0.06 

0.06 

0.06 

― 

0.02 

0.02 

0.06 人 

0.08 人 

0.08 人 

 

   ※ 本表は，予備調査の資料を基に確認の調査を行う場合に適用する表 5－4 を 30

パーセントに補正したものである。 

   注 敷地面積が本表規模欄に定める面積以外の場合は，表 5－6 の補正率を適用す

るものとする。 

                                  表 5－6 

敷地面積 
300 ㎡ 

未満 

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

未満 

500 ㎡ 

以上 

800 ㎡ 

未満 

800 ㎡ 

以上 

1,300 ㎡ 

未満 

1,300 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

2,000 ㎡ 

以上 

3,000 ㎡ 

未満 

補正率 0.80 1.00 1.30 1.90 2.60 3.40 

 
3,000 ㎡ 

以上 

5,000 ㎡ 

未満 

5,000 ㎡ 

以上 

7,000 ㎡ 

未満 

7,000 ㎡ 

以上 

10,000 ㎡

未満

10,000 ㎡

以上 

15,000 ㎡

未満

15,000 ㎡

以上 

25,000 ㎡

未満

25,000㎡ 

以上 

35,000㎡ 

未満 

4.70 6.20 7.80 10.20 14.00 18.40 

４ 移転工法案の作成 

移転工法案の作成は，基準，運用方針及び取扱要領の定めるところにより，現状の機
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能を構内（残地）において回復させる残地内工法の移転工法案を2～3案作成したうえで，

経済的検討を行う（照応建物の推定建築費の算定は概算額で行い，補償総額の比較を行

う）ものであり，これに要する直接人件費の積算は，表 5－7 により行うものとする。た

だし，第 7「予備調査」を行っているものについては，原則として，本業務に係る費用は

計上しないものとする。 

なお，予備調査の資料を基に確認の調査が必要と認めたときは，本歩掛を 50 パーセン

トに補正するものとする。 

この検討により移転工法を決定した後の照応建物に係る補償額の算定は，5 照応建物の

詳細設計等により行うものとする。 

表 5－7 

種   目 単 位 規 模 職  種 外業 内業 計 備考

移転工法案の作成 権利者 

敷地面積

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

未満 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

― 

― 

― 

1.89 

1.89 

1.89 

2.22 

1.89 人 

1.89 人 

1.89 人 

2.22 人 

 

   注 １ 敷地面積は，事業用地として取得等を行う面積を含めた移転工法案作成に

想定される範囲の面積とする。 

   注２ 敷地面積が本表規模欄に定める面積以外の場合は，表 5－8 の補正率を適用す

るものとする。 

                                 表 5－8 

敷地面積 
300 ㎡ 

未満 

300 ㎡ 

以上 

500 ㎡ 

未満 

500 ㎡ 

以上 

800 ㎡ 

未満 

800 ㎡ 

以上 

1,300 ㎡

未満 

1,300 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

2,000 ㎡ 

以上 

3,000 ㎡ 

未満 

補正率 0.80 1.00 1.30 1.90 2.60 3.40 

 
3,000 ㎡ 

以上 

5,000 ㎡ 

未満 

5,000 ㎡ 

以上 

7,000 ㎡ 

未満 

7,000 ㎡

以上 

10,000 ㎡

未満 

10,000 ㎡

以上 

15,000 ㎡

未満 

15,000 ㎡

以上 

25,000 ㎡

未満 

25,000 ㎡ 

以上 

35,000 ㎡ 

未満 

4.70 6.20 7.80 10.20 14.00 18.40 

５ 照応建物の詳細設計等 

照応建物の詳細設計等は照応建物による建物の設計及び算定等を行うものであり，こ

れに要する直接人件費の積算は，次式により行うものとする。 

なお，これにより難い場合は，別途積算するものとする。 

 

   照応建物の詳細設計費＝（図面作成枚数）×（図面作成費×依頼度） 

   （図面作成費）：建物の計画，設計，計算，算定及び査定検証に要する人件費 

 

  (1) 図面作成枚数 

図面作成枚数は，照応建物の用途区分によって必要となる数量を認定するものとする。
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この場合，照応建物の詳細設計 1 棟当たりの図面枚数は，照応建物の詳細設計延べ床面

積×建物１㎡当たり図面枚数により算出した枚数を基準として別紙作成図面認定表に

より認定するものとする（建物 1 ㎡当たり図面枚数は表 5－9 を標準とする）。 

なお，表 5－9 の建物面積 1 ㎡当たりの図面枚数は，Ａ1 判（ﾖｺ 80cm×ﾀﾃ 55cm）を標

準としたものである。Ａ2 判（ﾖｺ 55cm×ﾀﾃ 40cm）を使用する場合には，図面枚数を 2

倍にするものとする。 

           表 5－9 図面枚数表（建物面積 1 ㎡当たり・Ａ1 判） 

用途区分

建物の 

延べ面積 

イ ロ ハ 

200 ㎡未満 0.067 0.087 0.047 

200 ㎡以上 400 ㎡

未満 
0.042 0.053 0.030 

400 ㎡以上 600 ㎡

未満 
0.035 0.044 0.026 

600 ㎡以上 1,000

㎡未満 
0.030 0.039 0.021 

1,000 ㎡以上

1,500 ㎡未満 
0.026 0.034 0.019 

1,500 ㎡以上

2,000 ㎡未満 
0.023 0.030 0.017 

2,000 ㎡以上

3,000 ㎡未満 
0.021 0.027 0.015 

3,000 ㎡以上

4,000 ㎡未満 
0.019 0.024 0.013 

4,000 ㎡以上

5,000 ㎡未満 
0.017 0.022 0.012 

5,000 ㎡以上 0.016 0.020 0.011 

注  用途区分：イとは，店舗・事務所・病院・学校・マンション・住宅・その他これに類

するもの。 

ロとは，劇場・映画館・公会堂・神社・仏閣・その他これに類するもの。 

ハとは，工場・倉庫・車庫・体育館・その他これに類するもの。 

(2) 図面作成費（一枚当たり）の直接人件費は，表 5－10 により行うものとする。 

                              表 5－10 

種  目 職  種 単位 Ａ1 判 Ａ2 判 備考 

図面作成費 
技師Ａ 

技師Ｃ 
1 枚当たり

3.10 人 

1.50 人 

1.55 人 

0.75 人 

 

    

  (3) 依頼度 

設計上参考となる各種の資料（標準図，類似の仕様書，詳細図，計算例，その他）の

提供あるいは設計上の方針の指示等により設計者の負担が軽減できる場合は，表 5－11

の依頼度を乗じて設計費を低減する。 

                                表 5－11 

提 供 す る 資 料 の 内 容                       依 頼 度      
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資料を提供しない場合，又は提供する資料が極めて少ない場合 1.00～0.80 

類似の参考例がかなりある場合 0.80～0.60 

準拠すべき設計図書があり，その一部を修正する場合 0.60～0.40 

   注 資料を提供しない場合は，依頼度 1.0 とし，その他の場合は，表 5-11 の依頼度

の 低値を適用するものとする。 

 

別紙        作 成 図 面 認 定 表                     

権利者 

 

図面名称 

     

一

般

図

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

表 紙           

配置・案内図      

仕 上 表            

平 面 図            

立 面 図            

屋 根 伏 図            

断 面 図            

矩 計 図            

詳 細 図            

展 開 図            

建 具 表            

      

構

造

図

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
基 礎 伏 図            

基 礎 詳 細 図            

軸 組 図            

梁 伏 図            

構 造 詳 細 図            

鉄骨・鉄筋図      

柱・梁リスト      

      

設

備

図

 
 

 
 

 
 

電 灯 設 備 図            

動 力 設 備 図            

給･排ガス図      

その他設備図      

そ
の 

他
関
係
図 
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合 計       枚 枚 枚 枚 枚

 ６ 機械設備設計 

構内（残地）に建物を集約して機能回復を図る場合の機械設備の設計は，決定レイア

ウト図に基づいて，従前機能が確保されるように再配置の検討を行い，これに必要な移

転費用の算定までを行うものであり，この業務に要する直接人件費の積算は，次式によ

って行うものとする。 

ただし，下水処理場設備，高圧ガス設備，変電設備等の特殊な設備で，この基準によ

りがたいと判断される場合には，別途資料で積算できるものとする。 

なお，本項で示す以外の直接人件費積算上の要件等については，第５建物等の調査 ４

工作物の調査 一機械設備の項に準ずるものとする。 
 

          機械設備設計費 ＝ 図面等費 ＋ 算定費 ＋ 見積徴収費 

 

(1) 図面等費 

 図面等費は，構内再配置による移転補償費を算定するための図面及び資料作成に要

する費用で，機械設備の区分，規模に応じた技術者の所要員数と基準単価により算出

するものとする。 
 

          図面等費 ＝ 技術者員数 × 基準単価 

    

(2) 算定費 

 算定費は，調査設計資料に基づく移転補償費の算定業務に要する費用であり，機械

設備の区分，規模に応じた技術者の所要員数と基準単価により算出するものとする。 
              

          算定費 ＝ 技術者員数 × 基準単価 

(3) 見積徴収費 

  機械設備の再設費の算定に当たり，専門業者等から見積を徴収して採用する場合に

は，それにかかる費用を直接人件費として加算するものとする。 

                                        

          見積徴収費 ＝ 技術者員数 × 基準単価 

 

 (4) 標準技術者員数 

       機械設備設計に係る技術者の標準員数は，表 5－12 及び表 5－13 のとおりとする。 

 

                       表 5－12 機械設備設計標準員数 

区  分 単 位 規 模 職  種 
内  業 

計 備考 
図面等 算 定

機械設備Ａ 事業所 

設置面積 

100 ㎡以上

200 ㎡未満

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｄ 

0.19 

0.70 

0.90 

― 

0.09 

0.39 

0.06 

0.09 

0.28 人 

1.09 人 

0.96 人 

0.09 人 
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機械設備Ｂ 事業所 

設置面積 

400 ㎡以上

600 ㎡未満

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｄ 

0.66 

1.89 

2.43 

― 

0.33 

1.08 

0.17 

0.33 

0.99 人 

2.97 人 

2.60 人 

0.33 人 

 

機械設備Ｃ 事業所 同上 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｄ 

0.66 

2.35 

3.03 

― 

0.33 

1.35 

0.21 

0.33 

0.99 人 

3.70 人 

3.24 人 

0.33 人 

 

機械設備Ｄ 事業所 同上 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｄ 

0.66 

2.70 

3.45 

― 

0.33 

1.54 

0.23 

0.33 

0.99 人 

4.24 人 

3.68 人 

0.33 人 

 

機械設備Ｅ 事業所 同上 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｄ 

0.66 

3.05 

3.93 

― 

0.33 

1.74 

0.29 

0.33 

0.99 人 

4.79 人 

4.22 人 

0.33 人 

 

   注１ 本表の区分は，表 2－13 のとおりとする。 

   注２ 設置面積は，決定レイアウト図に基づく機械設備の設置面積とする。 

   注３ 本表の数値は，規模又は業務内容によって補正を行うものとする。 

   注４ 本表の歩掛は，表 2－14 の内業（図面等，算定）の人員である。 

   注５ 生産設備設計を行う場合は，表 2－19 の内業歩掛を適用するものとする。 

   

                        表 5－13 見積徴収技術者員数 

機械設備の区分 単位 職  種 
外 業 内  業 

計 
現地調査 資料収集 見積書作成 

Ａ，Ｂに相当する

もの 

台 

(装置) 

主任技師

技師Ａ 

0.27 

0.27 

― 

0.27 

0.12 

0.54 

0.39 人 

1.08 人 

Ｃ，Ｄに相当する

もの 

台 

(装置) 

主任技師

技師Ａ 

0.35 

0.35 

― 

0.35 

0.12 

0.54 

0.47 人 

1.24 人 

Ｅに相当するもの
台 

(装置) 

主任技師

技師Ａ 

0.54 

0.54 
― 

0.54 

0.12 

0.54 

0.66 人 

1.62 人 

   注１ 生産設備の見積書を徴収するときは，当該生産設備の程度によって本表の区

分に該当するものを認定する。 

   注２ 類似する機械設備が複数あるときは，それらについては 1 台（装置）当たり

の歩掛を 70 パーセントに補正するものとする。 

   注３ 現地調査を行うことが困難なときは，資料収集の歩掛を 50 パーセントの範

囲内で補正することができる。 

   注４ 本表の歩掛は，原則として 2 社の見積書の徴収する費用である。 

   注５ 本表は，表 2－17 を再掲したものである。 

(5) 規模による員数の補正 

    表 5－12 に設定する員数は，業務の規模に応じて，それぞれ表 5－14 に示す数値
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を乗じて補正を行うものとする。 

   表 5－14（機械設備Ａの場合） 

機械設備の

面積 

100 ㎡ 

未満 

100 ㎡ 

以上 

200 ㎡ 

未満 

補正率 0.80 1.00 

  

                   表 5－14－2（機械設備Ａ以外の場合） 

機械設備

の面積 

200 ㎡ 

以上 

400 ㎡ 

未満 

400 ㎡ 

以上 

600 ㎡ 

未満 

600 ㎡ 

以上 

1,000 ㎡

未満 

1,000 ㎡

以上 

1,500 ㎡

未満 

1,500 ㎡ 

以上 

2,000 ㎡ 

未満 

2,000 ㎡ 

以上 

3,000 ㎡ 

未満 

補正率 0.80 1.00 1.30 1.80 2.30 2.90 

 
3,000 ㎡ 

以上 

5,000 ㎡ 

未満 

5,000 ㎡ 

以上 

8,000 ㎡ 

未満 

8,000 ㎡

以上 

12,000㎡

未満 

12,000㎡

以上 

20,000㎡

未満 

20,000㎡

以上 

30,000㎡

未満 

30,000㎡ 

以上 

40,000㎡ 

未満 

4.00 5.60 7.50 10.40 14.00 17.60 

 

(6) 機械価格見積り台数による算定員数の補正 

移転費の算定業務で，機械設備の再設費用を専門業者等の見積りによる場合にあって

は，算定に係る員数を補正するものとする。補正は，表 5－12 の算定員数に表 5－15

の補正率を乗じて行うものとする。なお生産設備の場合も表 5－15 に準じて補正するも

のとする。 

表 5－15 

100 ㎡当たりの見積り台数 算定歩掛の補正率 

0.2 台未満 0.90 

0.2 台以上 0.5 台未満 0.80 

0.5 台以上 1.0 台未満 0.70 

1.0 台以上 0.60 

 

 

第 9 事業認定申請図書等の作成 

（一）事業認定申請図書の作成 

 事業認定申請図書の作成とは，土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号。以下「法」と

いう。）第 16 条に規定する事業の認定を受けることを前提として，法第 18 条の規定に

よる事業認定申請書及び添付書類（関係機関への意見照会書類を含む。）並びにこれに

関連する参考資料の作成とし，次の区分によるものとする。 
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   (1) 起業者が事業認定機関に対する事前相談を行うための相談用資料（事業認定申請図

書（案））の作成（以下「相談用資料作成」という。） 

   (2) 事業認定機関との事前相談の完了に伴う本申請図書の作成（以下「申請図書作成」

という。） 

    ① 相談用資料作成 

  起業者が事業認定機関に対して行う事前相談のための相談用資料作成を発注する場

合には，次の各項目により行うものとする。 

１－１ 打合せ協議 

打合せ協議の費用内容及び取扱いは，第４権利調査 ３（１）打合せ協議に準ずるもの

とし，これに要する直接人件費の積算は，表 6－1－1 により行うものとする。 

 

 表 6－1－1 

種  目 単 位 規模 職 種 

外   業 

計 備 考業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 業 務 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.18 

0.18 

0.18 

0.36 

0.36 

0.36 

0.18 

0.18 

0.18 

0.72 人 

0.72 人 

0.72 人 

 

   注 本表は，１業務当たりの打合せ回数を業務着手時，中間打合せ（２回），成果品

納入時の計４回を標準とした歩掛である。 

１－２ 現地踏査 

現地踏査の費用内容及び取扱いは，第 5 建物等の調査２－２現地踏査に準ずるものと

し，これに要する直接人件費の積算は，表 6－1－2 により行うものとする。 

 

                         表 6－1－2 

種  目 単 位 規模 職 種 外 業 備 考 

現地踏査 業 務 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.54 人 

0.54 人 

0.54 人 

 

 ２ 現地調査等 

現地調査等とは，相談用資料作成に必要となる対象区間又は区域の調査等で，主とし

て次の項目について行うものとし，これに要する直接人件費の積算は，表 6－2 により行

うものとする。 

    なお，関連事業を含めて行う場合には，表 6－2 の歩掛を 130 パーセントの範囲内

で補正できるものとする。 

   イ 法第 4 条地等管理台帳調査 

   ロ 法第 4 条地等物件調査 

   ハ 土地面積の概数積算 

   ニ 法第 4 条地面積等の積算 

   ホ その他必要と認められる事項の調査及び整理 
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表 6－2 

種  目 単 位 規模 職  種 外 業 内 業 計 備 考 

現地調査等 業 務 ― 

主任技師 

技師Ａ 

技師Ｂ 

1.08 

2.16 

2.16 

― 

2.16 

2.16 

1.08 人 

4.32 人 

4.32 人 

 

３ 資料の収集及び作成 

資料の収集及び作成とは，当該事業に係る資料の収集，整理並び補足資料の作成で主

として次の項目について行うものとし，これに要する直接人件費の積算は，表 6－3 によ

り行うものとする。 

   なお，関連事業を含めて行う場合は，表 6－3 の歩掛を 130 パーセントの範囲で補正

できるものとする。 

   イ 計画内容に係るもの 

   ロ 公益性等に係るもの 

   ハ 現状写真及び当該工事進捗状況に係るもの 

   ニ その他の資料の収集及び作成 

表 6－3 

種  目 単 位 規模 職  種 外 業 内 業 計 備 考

資料の収集 

及び作成 
業 務 ― 

技師Ａ 

技師Ｂ 

3.24 

3.24 

1.62 

1.62 

4.86 人 

4.86 人 
 

４ 調書等の作成 

調書等の作成とは，相談用資料として，主として次の調書を作成するものとし，これ

に要する直接人件費の積算は，表 6－4 により行うものとする。 

なお，関連事業を含めて行う場合は，表 6－4 の歩掛を 130 パーセントの範囲で補正で

きるものとする。 

   イ 事業認定申請書（案）等 

   ロ 事業計画書 

   ハ 関連事業に関する協議書（案） 

   ニ 法第 4 条土地調査 

   ホ 法第 4 条地等の管理者への意見照会書（案） 

表 6－4 

種  目 単 位 規模 職  種 外 業 内 業 計 備 考

調書等の 

作 成 
業 務 ― 

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ

― 

― 

― 

3.28 

11.30 

11.30 

3.28 人 

11.30 人 

11.30 人 

 

５ 添付図面の作成 

添付図面の作成は，次に掲げるものから必要と認められる図面を認定し，これに要す

る直接人件費の積算を行うものとし，この場合の積算は次式による 
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なお，関連事業を含めて行う場合は，表 6－5 の歩掛を 130 パーセントの範囲で補正で

きるものとする。 

添付図面作成の直接人件費＝（必要と認めた図面の種類数×添付図面作成費） 

   イ 起業地表示図 

   ロ 法第 4 条地表示図 

   ハ 関連事業表示図 

   ニ 法第 4 条地管理者意見照会添付図 

   ホ 起業地計画図等 

   ヘ 法令制限地表示図 

   ト 許認可等土地表示図 

   チ 参考資料として必要な図面 

   リ その他必要と認められる図面 

表 6－5 

種  目 単 位 規模 職  種 外 業 内 業 計 備 考

添付図面 

作 成 
種 類 ― 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

― 

― 

― 

― 

1.00 

― 

― 

4.05 

1.00 人 

― 

― 

4.05 人 

 

注 図面作成は，同一種類の図面を 10 枚（内部協議用を含む。）作成するものとし，成果

品に至るまでに図面の作成を 3 回程度行うことを前提としている。 

６ 対象事業及び規模による補正 

相談用資料作成の直接人件費の積算に当たっては，当該事業及び規模によって，表 6

－6 の補正を行うものとする。この場合の対象項目は，２「現地調査等」，３「資料の収

集及び作成」，４「調書等の作成」及び５「添付図面の作成」とする。 

イ 道路，河川，鉄道その他これらに類し区間（線）を事業認定申請の対象とするもの。 

なお，この区間は「起業地計画の区間」を原則とするが，必要に応じて「全体計画の

区間」とすることができるものとする。 

ただし，全体計画の区間で補正できる項目は，３「資料の収集及び作成」に限定する

ものとする。 

 

表 6－6 

事業認定の対

象となる距離 
2.0km未満 

2.0km以上

4.0km未満

4.0km以上

6.0km未満

6.0km以上

8.0km未満

8.0km 以上 

12.0km 未満 

補 正 率      0.80 1.00 1.40 1.70 2.20 

 

ロ ダム，飛行場，その他これらに類し，区域（面）を事業認定申請の対象とするもの 

事業認定の対

象となる面積 
50ha 未満 

50ha 以上

70ha 未満

70ha 以上

100ha 未

満 

100ha以上

150ha未満

150ha 以上

250ha 未満 

補 正 率      2.40 3.00 3.70 4.90 6.70 
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ハ 学校，庁舎，その他これらに類し，区域（面）を事業認定申請の対象とするもの 

事業認定の対

象となる面積 

3,000 ㎡ 

未満 

3,000 ㎡ 

以上 

5,000 ㎡ 

未満 

5,000 ㎡

以上 

10,000 ㎡

未満 

10,000 ㎡

以上 

15,000 ㎡

未満 

15,000 ㎡ 

以上 

25,000 ㎡ 

未満 

補 正 率      0.40 0.60 0.90 1.20 1.70 

② 本申請図書作成 

事業認定機関との事前相談の完了に伴って，本申請図書作成を別途発注する場合は，

相談用資料の変更の程度によって，次の項目について行うものとし，これに要する直接

人件費の積算を行うものとする。 

 

 １ 打合せ協議 

   相談用資料作成の表 6－1－1 の歩掛を 50 パーセントに補正するものとする。 

 ２ 現地踏査 

   相談用資料作成の表 6－1－2 の歩掛を 50 パーセントに補正するものとする。 

 ３ 現地調査等 

   相談用資料作成の表 6－2の歩掛を 30パーセントから 50パーセントの範囲で補正す

るものとする。 

 ４ 資料の収集及び作成 

   相談用資料作成の表 6－3の歩掛を 30パーセントから 50パーセントの範囲で補正す

るものとする。 

 ５ 調書等の作成 

   相談用資料作成の表 6－4の歩掛を 30パーセントから 50パーセントの範囲で補正す

るものとする。 

 ６ 添付図面の作成 

   相談用資料作成の表 6－5の歩掛を 70パーセントから 80パーセントの範囲で補正す

るものとする。 

 ７ 対象事業及び規模による補正 

   相談用資料作成と同様に取り扱うものとする。 

 ８ 関連事業の有無による補正 

   相談用資料作成と同様に取り扱うものとする。 

（二）裁決申請図書の作成 

裁決申請図書の作成とは，法第 40 条に規定する裁決申請図書及びこれに関連する参

考図書の作成をいい，次の各項目により行うものとする。 

なお，本歩掛によりがたい案件の場合は，各項目を適宜補正又は別途見積書等を徴

して対応することができるものとする。 

 1－１ 打合せ協議 

打合せ協議の費用内容及び取扱いは，第 4 権利調査 3（1）「打合せ協議」に準ずるもの



用 地 調 査 等 業 務 費 積 算 基 準                

他 3-48-- 

とし，これに要する直接人件費の積算は，表 6－7－1 により行うものとする。 

ただし，裁決申請の予定地に物件が存しない場合は，表 6－7－2 により行うものとす

る。 

 

               表 6－7－1（裁決申請の予定地に物件が存する場合） 

種  目 単 位 分類 職 種 

外   業 

計 備 考業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 件 

Ａ 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.48 人 

0.48 人 

0.48 人 

 

Ｂ 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.24 人 

0.24 人 

0.24 人 

 

Ｃ 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.24 人 

0.24 人 

0.24 人 

 

注１ 上表 A，B，C は次のとおりである。 

   A：裁決申請図書の作成と明渡裁決申立図書の作成を同時に委託する場合 

   B：裁決申請図書の作成のみ委託する場合 

   C：明渡裁決申立図書の作成のみ委託する場合 

注２ 本表は，１件当たりに必要な打合せ回数３回（業務着手時，中間打合せ，成果品納

入時）を標準とした歩掛であり，１業務当たりの打合せ協議費用は，件数×歩掛とす

るものとする。 

 

              表 6－7－2（裁決申請の予定地に物件が存しない場合） 

種  目 単 位 分類 職 種 

外   業 

計 備 考業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 件 

Ａ 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.36 人 

0.36 人 

0.36 人 

 

Ｂ 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.24 人 

0.24 人 

0.24 人 

 

Ｃ 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

0.12 人 

0.12 人 

0.12 人 

 

注 １ 上表 A，B，C は次のとおりである。 

   A：裁決申請図書の作成と明渡裁決申立図書の作成を同時に委託する場合 

   B：裁決申請図書の作成のみ委託する場合 

   C：明渡裁決申立図書の作成のみ委託する場合 
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注 ２ 本表は，１件当たりに必要な打合せ回数３回（業務着手時，中間打合せ，成果品

納入時）を標準とした歩掛であり，１業務当たりの打合せ協議費用は，件数×歩掛

とするものとする。 

 1－２ 現地踏査 

現地踏査の費用内容及び取扱いは，第 5 建物等の調査２－２「現地踏査」に準ずるも

のとし，これに要する直接人件費の積算は，表 6－8－1 により行うものとする。 

ただし，裁決申請の予定地に物件が存しない場合は，表 6－8－2 により行うものとす

る。 

 表 6－8－1（裁決申請の予定地に物件が存する場合） 

種目 単位 職種 
外業 

A B C 

現地踏査 件 

主任技師 

技師 A 

技師 B 

0.11 人 

0.11 人 

0.11 人 

0.04 人 

0.04 人 

0.04 人 

0.06 人 

0.06 人 

0.06 人 

備考 上表 A，B，C は次のとおりである。 

   A：裁決申請図書の作成と明渡裁決申立図書の作成を同時に委託する場合 

   B：裁決申請図書の作成のみ委託する場合 

   C：明渡裁決申立図書の作成のみ委託する場合 

 

              表 6－8－2（裁決申請の予定地に物件が存しない場合） 

種目 単位 職種 
外業 

A B C 

現地踏査 件 

主任技師 

技師 A 

技師 B 

0.04 人 

0.04 人 

0.04 人 

0.04 人 

0.04 人 

0.04 人 

― 

― 

― 

備考 上表 A，B，C は次のとおりである。 

   A：裁決申請図書の作成と明渡裁決申立図書の作成を同時に委託する場合 

   B：裁決申請図書の作成のみ委託する場合 

   C：明渡裁決申立図書の作成のみ委託する場合 

２ 資料の整理・検討 

資料の整理・検討とは，発注者から提供又は貸与される各種の調査等資料の内容を整

理・検討して，裁決申請書（案）の作成に着手できるようにする作業をいい，直接人件

費の積算は，表 6－9 により行うものとする。 

                                   表 6－9 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 

資料の整

理・検討 
件 

技師 A 

技師 B 

― 

― 

0.85 

0.85 

0.85 人 

0.85 人 
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３ 裁決申請書（案）の作成 

裁決申請書（案）の作成とは，法第 40 条に定める書類（図面の作成を除く）の作成を

いい，主として次の項目について行うものとし，直接人件費の積算は，表 6－10 による

ものとする。 

①裁決申請書（案）本文の作成 

②事業計画書の作成 

③法第 40 条第 1 項第 2 号関係書類の作成（法施行規則第 17 条第 2 号イに定める証明

書を含む） 

④法第 36 条に定める土地調書（案）の作成 

 表 6－10 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 

裁決申請書 

（案）の作成 
件 

主任技師 

技師 A 

技師 B 

― 

― 

― 

0.27 

1.68 

1.68 

0.27 人 

1.68 人 

1.68 人 

 

４ 図面の作成 

図面の作成とは，起業地の位置を表示する図面，起業地及び事業計画を表示する図面

及び土地調書に添付する実測平面図の作成をいい，直接人件費の積算は，表 6－11 及び

表 6－12 により行うものとする。 

                                 表 6－11 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 

起業地の位置を

表示する図面及

び起業地及び事

業計画を表示す

る図面 

件 
技師 A

技師 D

― 

― 

0.04 

1.56 

0.04 人 

1.56 人 
 

注 直接人件費の積算に当たっては，対象事業及び規模による補正を行うものとし，その

補正率は，（一）事業認定申請図書の作成 ６ 対象事業及び規模による補正（表 6－6）

を適用するものとする。 

 表 6－12 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 

土地調書添付 

図面の作成 
筆 

技師 A

技師 B

技師 C

技師 D

― 

― 

― 

― 

0.02 

― 

― 

0.06 

0.02 人 

― 

― 

0.06 人 

 

 

５ その他参考図書の作成 

その他参考図書の作成とは，裁決申請書（案）を補充する資料（協議経過説明書，登

記事項証明書（写）等）の作成，編集，調整等をいい，直接人件費の積算は，表 6－13

により行うものとする。 
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                                 表 6－13 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 

その他参考 

図書の作成 
件 

主任技師

技師 A 

技師 B 

― 

― 

― 

0.06 

0.44 

0.44 

0.06 人 

0.44 人 

0.44 人 

 

（三）明渡裁決申立図書の作成 

明渡裁決申立図書の作成とは，法第 47 条の 3 に規定する明渡裁決申立図書及びこれに

関連する参考図書の作成をいい，次の各項目により行うものとし，原則として（二）裁

決申請図書の作成と併せて発注するものとする。 

なお，本歩掛によりがたい案件の場合は，各項目を適宜補正又は別途見積書等を徴収

して対応することができるものとする。 

 １－１ 打合せ協議 

打合せ協議の直接人件費の積算は，表 6－7－1 又は表 6－7－2 により行うものとする。 

 １－２ 現地踏査 

現地踏査の直接人件費の積算は，表 6－8－1 又は表 6－8－2 により行うものとする。 

 ２ 資料の整理・検討 

資料の整理・検討とは，発注者から提供又は貸与される各種の調査等資料の内容を整

理・検討して明渡裁決申立書（案）の作成に着手できるようにする作業をいい，直接人

件費の積算は，表 6－14 により行うものとする。 

                                  表 6－14 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 

資料の整理・検討 件 
技師 A 

技師 B 

― 

― 

0.42 

0.42 

0.42 人 

0.42 人 
 

注 物件が存しない場合は，当費用は計上しないものとする。 

 ３ 明渡裁決申立書（案）の作成 

明渡裁決申立書（案）の作成とは，法第 47 条の 3 に定める書類（図面の作成を除く）

の作成をいい，主として次の項目について行うものとし，これに要する直接人件費の積

算は，表 6－15 により行うものとする。 

ただし，物件が存しない場合は，表 6－16 により行うものとする。 

①明渡裁決申立書（案）本文の作成 

②法第 47 条の 3 第 1 項第 1 号関係書類の作成（法施行規則第 17 条の 6 第 1 項第 1 号

に定める証明書を含む。） 

③法第 36 条に定める物件調書（案）の作成 

表 6－15（裁決申請の予定地に物件が存する場合） 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 
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明渡裁決申立書 

（案）の作成 
件 

主任技師

技師 A 

技師 B 

― 

― 

― 

0.31 

1.84 

1.84 

0.31 人 

1.84 人 

1.84 人 

 

注 明渡裁決申立を行うために第５建物等の調査及び第６営業その他の調査等を併せて発

注する場合は，用地調査等共通仕様書に定める物件調書も併せて作成しなければならな

い。 

表 6－16（裁決申請の予定地に物件が存しない場合） 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 

明渡裁決申立書 

（案）の作成 
件 

主任技師

技師 A 

技師 B 

― 

― 

― 

0.04 

0.14 

0.14 

0.04 人 

0.14 人 

0.14 人 

 

 

４ 図面の作成 

図面の作成とは，物件が存する場合に物件調書に添付する図面として，物件の種類に

応じて，建物平面図，建物，工作物，立竹木等の配置図等を作成することをいい，直接

人件費の積算は，表 6－17 により行うものとする。 

                                    表 6－17 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 

図面の作成 件 

主任技師

技師 A 

技師 B 

― 

― 

― 

0.08 

0.56 

0.56 

0.08 人 

0.56 人 

0.56 人 

 

５ その他参考図書の作成 

その他参考図書の作成とは，明渡裁決申立書（案）を補充する資料（協議経過説明書

等）の作成，編集，調整等をいい，直接人件費の積算は，表 6－18 により行うものとす

る。 

                                   表 6－18 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 

その他参考 

図書の作成 
件 

主任技師

技師 A 

技師 B 

― 

― 

― 

0.02 

0.10 

0.10 

0.02 人 

0.10 人 

0.10 人 

 

注 物件が存しない場合は，当費用は計上しないものとする。 

 

第 10 再算定業務 

再算定業務とは，当該年度以前に調査及び算定を行ったものについて，改めて補償額

の算定を行うことをいい，調査及び算定時点から一定期間経過しているため再調査を行

う必要があるもの，又は権利者より再調査の申出がありやむを得ないものと認めたもの

を含むものとする。 

１－１ 打合せ協議 

打合せ協議の費用内容及び取扱いは，第 4 権利調査 3（1）「打合せ協議」に準ずるもの
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とし，これに要する直接人件費の積算は，表 7－1－1 により行うものとする。 

表 7－1－1 

種  目 単 位 規模 職 種

外   業 

計 備 考業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 権利者 ― 
技師Ａ

技師Ｂ

0.06 

0.06 

― 

― 

0.06 

0.06 

0.12 人 

0.12 人 
 

注 本表は，１権利者当たりの打合せを業務着手時，成果品納入時の計２回を標準とした

歩掛であり，１業務当たりの打合せ協議費用は，権利者数×歩掛とするものとする。 

１－２ 現地踏査 

現地踏査の費用内容及び取扱いは，第 5 建物等の調査２－２「現地踏査」に準ずるも

のとし，これに要する直接人件費の積算は，表 7－1－2 により行うものとする。 

表 7－1－2 

種  目 単 位 規模 職 種 外 業 備 考 

現地踏査 権利者 ― 
技師Ａ 

技師Ｂ 

0.16 人 

0.16 人 
 

注 再調査を行う場合のみ計上するものとする。 

２ 再算定業務（再調査不要） 

再算定業務（再調査不要）は，原則として，移転工法及び補償額の算定方法の変更を

行うことなく（ただし，基準等の改正に伴って，補償額の算定方法等に変更が生じたと

きは，これらの変更を含む。），当該年度の単価に修正して補償額の再算定を行うものと

し，これに要する直接人件費の積算は，各業務区分の歩掛のうち，「内業（算定）」によ

り行うものとする。 

ただし，営業補償の再算定事務については，原則として，「３再調査業務」(4)及び(5)

により行うものとする。 

３ 再調査業務 

再調査業務に要する直接人件費の積算は，次により行うものとし，特段の規定がない

場合の再算定に関する考え方は「２再算定業務（再調査不要）」の規定によるものとする。 

(1) 建物等が新築されたときは，当該建物等についてのみ新たな調査を行うものとし，

「第５建物等の調査」の歩掛によるものとする。 

(2) 建物の改修（一部増築を含む。）又は補修が行われている場合は，「第５建物等の調

査」歩掛のうち「外業（調査）」及び「内業（図面等）」を 30 パーセントに補正するも

のとする。 

 (3) 機械設備又は生産設備（附帯工作物を含む。）の一部が新設又は新たな設備に設置

替えされたときは，新設又は設置替えの規模等（再調査の対象となる面積）は新設又

は設置替えを行った面積とする。 

 (4) 営業補償（仮営業所の設置工事費用を除く。）の対象となる事業所（企業）の会計

年度が異なる場合は，再調査及び再算定（当初調査の成果を参考にして再調査を実施

し，認定収益額等の補償対象金額を修正して補償額を算定することをいう。）を行うも
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のとする。 

これに要する直接人件費の積算は，表 7－2 により行うものとし，営業の内容等の難

易度によって，表 3－4 の補正を行うものとする。 

ただし，当初調査時点と比較して当該事業所（企業）の業務内容が大幅に変化する

等，本表によりがたい場合には，表 3－3 によることができるものとする。 

表 7－2 

種 目 単 位 規 模 職  種
外 業 内   業 

計 備考 
調 査 図面等 算 定 

営業（再調査・

再算定） 

事業所 

（企業） 
― 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

0.41 

0.83 

0.41 

― 

0.50 

1.16 

1.91 

― 

0.37 

0.75 

― 

0.12 

1.28 人 

2.74 人 

2.32 人 

0.12 人 

 

(5) 営業補償（仮営業所設置工事費用）の算定の基礎となる仮営業所設置場所の賃料及

び一時金の水準等が変動した場合は，再調査及び再算定（当初調査の成果を参考にし

て再調査を実施し，当該年度の価格に修正して補償額を算定することをいう。）を行う

ものとし，これに要する直接人件費の積算は，表 7－3 により行うものとする。 

   ただし，当初調査時点と比較して仮営業所の想定される設置場所又は設置方法等を

変更する必要が生じる等，本表によりがたい場合には，表 3－4－2 によることができる

ものとする。 

表 7－3 

種  目 単 位 規模 職  種
外 業 内   業 

計 備考
調 査 図面等 算 定 

仮営業所設置 

プレハブリース 

（再調査・再算定）

事業所 

（企業） 
― 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

― 

0.11 

0.11 

― 

― 

― 

0.06 

0.56 

― 

0.06 人 

0.67 人 

0.11 人 

 

仮営業所設置

賃 貸 物 件       

（再調査・再算定）

事業所 

（企業） 
― 

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

― 

0.16 

0.16 

― 

― 

― 

0.06 

0.31 

― 

0.06 人 

0.47 人 

0.16 人 

 

 

第 11 土地評価 

土地評価とは，取得等する土地（残地等に関する損失の補償を行う場合，当該残地等

を含む。）の更地としての正常な取引価格を算定する業務をいい，不動産の鑑定評価に関

する法律（昭和 38 年法律第 152 号）第 2 条で定める「不動産の鑑定評価」は含まないも

のとする。 

１－１ 打合せ協議 

打合せ協議の費用内容及び取扱いは，第 4 権利調査 3（1）「打合せ協議」に準ずるもの

とし，これに要する直接人件費の積算は，表 8－1－1 により行うものとする。 

 

 

                                  表 8－1－1 

種  目 単 位 規模 職 種 外   業 計 備 考
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業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 業 務 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

0.18 

0.18 

― 

0.18 

0.36 

0.36 

― 

0.36 

0.18 

0.18 

― 

0.18 

0.72 人 

0.72 人 

― 

0.72 人 

 

注 本表の打合せ協議は，業務着手時，中間打合せ（２回），成果品納入時の計４回を標準

とした歩掛である。 

１－２ 現地踏査 

現地踏査の費用内容及び取扱いは，第 5 建物等の調査２－２「現地踏査」に準ずるも

のとし，これに要する直接人件費の積算は，表 8－1－2 により行うものとする 

表 8－1－2 

種  目 単 位 規模 職 種 外 業 備 考 

現地踏査 業 務 ― 

主任技師 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

0.54 人 

0.54 人 

― 

0.54 人 

 

２ 土地評価 

  土地評価は，次の区分によって行うものとする。 

  (1) 地域区分及び標準地選定等業務 

  (2) 標準地価格の算定業務 

  (3) 各画地の評価格算定業務 

  (4) 残地補償算定業務 

３ 地域区分及び標準地選定等業務 

地域区分及び標準地選定等業務は，業務の対象となる地域の現地踏査，用途的地域の

区分検討，同一状況地域区分検討，取引事例地等検証，標準地選定条件決定等を行うも

のとし，これに要する直接人件費の積算は，表 8－2 により行うものとする。 

表 8－2 

種   目 単位 規 模 職  種 外 業 内 業 計 備考 

地域区分及

び標準地選

定等業務 

業務 

同一状況

地域区分

2～3 区分

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

0.54 

4.86 

― 

4.86 

0.54 

0.54 

― 

0.87 

1.08 人 

5.40 人 

― 

5.73 人 

 

注１ 標準地の選定は，同一状況地域区分内に，1 標準地の選定を行うものとしての歩掛

である。 

注２ 本表規模欄に定める同一状況地域区分以外のものについては，表 8－3 の補正率を

適用するものとする。 

 

 

 

表 8－3 

同一状況地域 1 2～3 4～5 6～7 8～10 
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区分の数 

補 正 率 0.80 1.00 1.40 1.80 2.30 

４ 標準地価格の算定業務 

標準地価格の算定業務は，価格案検討，鑑定評価との突き合い，公示価格規準，価格

バランス検討等を行うものとし，これに要する直接人件費の積算は，表 8－4 により行う

ものとする。 

表 8－4 

種  目 単 位 規模 職  種 外 業 内 業 計 備考 

標準地価格の 

算定業務 
標準地 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

― 

― 

― 

0.81 

1.68 

― 

1.68 

0.81 人 

1.68 人 

― 

1.68 人 

 

注１ 複数の標準地を設定する場合の直接人件費の積算は，次式により行うものとす

る。 

       標準地価格の算定直接人件費＝標準地数×単価 

注２ 比準業務の場合は，適用しない。 

 

５ 各画地の評価格算定業務 

各画地の評価格算定業務は，画地判定，個別的要因調査，比準算定等を行うものとし，

これに要する直接人件費の積算は，表 8－5 により行うものとする。 

表 8－5 

種  目 単 位 規模 職  種 外 業 内 業 計 備考 

各 画 地 へ の       

比準算定業務 
画 地 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

0.02 

― 

0.02 

0.01 

0.06 

― 

0.06 

0.01 人 

0.08 人 

― 

0.08 人 

 

注 各画地の評価格算定業務費は，1 業務当たりの画地数によって，次式により行うもの

とする。 

     各画地の評価格算定直接人件費＝画地数×単価 

６ 残地補償算定業務 

残地補償算定業務は，残地状況把握，比準表の適用，補償額の算定等を行うものとし，

これに要する直接人件費の積算は，表 8－6 により行うものとする。 

表 8－6 

種  目 単 位 規模 職  種 外 業 内 業 計 備考 

残 地 補 償       

算 定 業 務       
画 地 ― 

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

0.01 

― 

0.01 

0.03 

― 

0.03 

0.04 人 

― 

0.04 人 

 

注 残地補償算定業務費は，残地補償対象数によって，次式により行うものとする。 

     残地補償算定業務直接人件費＝残地画地数×単価 

（参 考） 

 評価格の調整業務 
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画地価額集計後，起業者の実情により別途指示する調整方針検討を基に，価格調整等を

行う必要がある場合には，これに要する直接人件費の積算は，表 8－7 を参考とするものと

する。 

表 8－7 

種  目 単 位 規模 職  種 外 業 内 業 計 備考 

評 価 格 の       

調 整 業 務       
業 務 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

技師Ｄ 

― 

― 

― 

― 

― 

0.12 

0.39 

― 

1.00 

0.39 

0.12 人 

0.39 人 

― 

1.00 人 

0.39 人 

 

 

第 12 補償説明 

補償説明とは，公共事業に必要となる土地等の取得等に伴って用地買収又は建物等の

移転の対象となる権利者に対し，土地の評価（残地補償を含む。）及び建物等の移転補償

額の積算内容等（以下「補償内容等」という。）の説明を行うものとし，表 9－1 の区分

によるものとする。 

 なお，この場合の歩掛は，請負者が 2 名以上の編成で行うことを前提としたものであ

る。 

表 9－1 

区  分 判 断 基 準                   

補償説明等Ａ 
 用地調査等共通仕様書第 10 章第 120 条（移転工法案の検討）の

移転計画を行ったもの。又はこれに準ずると認められるもの。 

補償説明等Ｂ 
 補償説明等Ａ以外のもの。ただし，補償説明等の項目によって表

9－2 の区分により行うものとする。 

表 9－2 

区  分 判 断 基 準                   

補償説明等 

Ｂ－イ 

(1) 土地のみのもの。 

(2) 土地に囲障等の簡易な附帯工作物又は立竹木が存するもの。

(3) 土地に土地所有者以外の者が所有する野立看板等が存するも

の。 

ただし，この場合の権利者数は，1 名とする。 

補償説明等 

Ｂ－ロ 

(1) 土地に機械設備，生産設備，庭園等が存するもの。 

(2) 機械設備，生産設備等が存するもの。 

(3) 居住の用に供されている借家人に係るもの。 

補償説明等 

Ｂ－ハ 

(1) 土地，建物を所有している補償に係るもの。 

(2) 居住用以外の用（居住用併用を含む。）に供している借家人に

係るもの。 

補償説明等 

Ｂ－ニ 

 土地，建物を所有し，営業を行っている（住居併用を含む。）補

償に係るもの。 

補償説明等Ｂに係る直接人件費の積算に当たっては，表 9－2 による区分ごとの補正は，

表 9－3 により行うものとする。 

表 9－3 

区 分 Ｂ－イ Ｂ－ロ Ｂ－ハ Ｂ－ニ 
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補正率 0.50 0.80 1.00 1.30 

１－１ 打合せ協議 

打合せ協議の費用内容及び取扱いは，第 4 権利調査 3（1）「打合せ協議」に準ずるも

のとし，これに要する直接人件費の積算は，表 9－4－1 により行うものとする。 

表 9－4－1 

種  目 単 位 規模 職 種 

外   業 

計 備 考業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 業 務 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.18 

0.18 

0.18 

0.36 

0.36 

0.36 

0.18 

0.18 

0.18 

0.72 人 

0.72 人 

0.72 人 

 

注 １ 打合せ協議の中間打合せ回数は，１業務当たり２回を標準としている。 

注 ２ 打合せ協議は，表 9－1 の区分を行わないものとする。 

１－２ 現地踏査 

現地踏査の費用内容及び取扱いは，第 5 建物等の調査２－２「現地踏査」に準ずるも

のとし，これに要する直接人件費の積算は，表 9－4－2 により行うものとする。 

表 9－4－2 

種  目 単 位 規模 職 種 外 業 備 考 

現地踏査 業 務 ― 

主任技師 

技師Ａ 

技師Ｂ 

0.54 人 

0.54 人 

0.54 人 

 

注 現地踏査は，表 9－1 の区分を行わないものとする。 

２ 概況ヒアリング等 

概況ヒアリング等は，概況ヒアリング及び補償対象となる権利者等と面接し補償説明

を行うことについての協力依頼を行うものとし，これに要する直接人件費の積算は，補

償説明等Ａにあっては表 9－5，補償説明等Ｂにあっては表 9－6 により行うものとする。 

表 9－5（補償説明Ａ） 

種    目 単 位 規模 職  種 外 業 内 業 計 備考 

概況ヒアリング等 権利者 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

0.27 

0.54 

― 

0.27 

0.39 

0.81 

― 

0.39 

0.66 人 

1.35 人 

― 

0.66 人 

 

注１ 補償説明等Ａは，主任技師 1 名，技師Ａ2 名及び技師Ｃ1 名の合計 4 名編成によ

り行うことを前提としたものであり，歩掛表に表示する技師Ａは，2 名分の人員

数である（以下補償説明Ａの歩掛について同じ。）。 

注２ 直接人件費＝権利者数×単価 

表 9－6（補償説明Ｂ） 

種    目 単 位 規 模 職  種 外 業 内 業 計 備考
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概況ヒアリング等 権利者 Ｂ－ハ

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

0.08 

― 

0.08 

0.06 

0.06 

― 

0.06 

0.06 人 

0.14 人 

― 

0.14 人 

 

注１ 補償説明等Ｂは，技師Ａ1 名，技師Ｃ1 名の合計 2 名編成により行うことを前提

としたものである。ただし，概況ヒアリングには，主任技師が加わるものとする。 

注２ 本表の歩掛は，表 9－2 のＢ－ハを基準としたものであり，表 9－2 の区分によっ

て表 9－3 の補正を行うものとする。 

注３ 直接人件費＝表 9－2 の区分ごとの権利者数×表 9－3 の補正単価 

３ 説明資料の作成等 

説明資料の作成等は，権利者ごとの処理方針の検討，補償内容等の確認，説明資料の

作成等を行うものとし，これに要する直接人件費の積算は，補償説明等Ａにあっては表 9

－7，補償説明等Ｂにあっては表 9－8 により行うものとする。 

表 9－7（補償説明Ａ） 

種    目 単 位 規 模 職  種 外 業 内 業 計 備考 

説明資料等の作成 権利者 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

― 

― 

― 

0.54 

2.97 

― 

2.28 

0.54 人 

2.97 人 

― 

2.28 人 

 

注 直接人件費＝権利者数×単価 

表 9－8（補償説明Ｂ） 

種    目 単 位 規 模 職  種 外 業 内 業 計 備考 

説明資料等の作成 権利者 B－ハ

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

― 

― 

― 

0.06 

0.17 

― 

0.31 

0.06 人 

0.17 人 

― 

0.31 人 

 

注１ 本表の歩掛は，表 9－2 のＢ－ハを基準としたものであり，表 9－2 の区分によっ

て表 9－3 の補正を行うものとする。 

注２ 直接人件費＝表 9－2 の区分ごとの権利者数×表 9－3 の補正単価 

４ 補償説明 

補償説明は，土地・物件調書の配布，補償内容等の説明，記録簿の作成等を行うもの

とし，これに要する直接人件費の積算は，補償説明等Ａにあっては表 9－9，補償説明等

Ｂにあっては表 9－10 により行うものとする。 

表 9－9（補償説明Ａ） 

種   目 単 位 規 模 職  種 外 業 内 業 計 備考 

補 償 説 明       権利者 ― 

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

5.40 

10.97

― 

5.57 

0.81 

1.62 

― 

2.43 

6.21 人 

12.59 人 

― 

8.00 人 

 

注 直接人件費＝権利者数×単価 

表 9－10（補償説明Ｂ） 

種   目 単 位 規 模 職  種 外 業 内 業 計 備考 
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補 償 説 明       権利者 Ｂ－ハ

主任技師

技師Ａ 

技師Ｂ 

技師Ｃ 

― 

1.97 

― 

1.97 

0.10 

0.10 

― 

0.58 

0.10 人 

2.07 人 

― 

2.55 人 

 

注１ 本表の歩掛は，表 9－2 のＢ－ハを基準としたものであり，表 9－2 の区分によっ

て表 9－3 の補正率を適用するものとする。 

注２ 直接人件費＝表 9－2 の区分ごとの権利者数×表 9－3 の補正単価 

 

第 13 消費税等調査 

消費税等調査とは，土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税等の額の補償額

への加算の要否又は消費税相当額の補償の要否の調査及び判定等を行うことをいう。 

１ 打合せ協議 

打合せ協議の費用内容及び取扱いは，第 4 権利調査 3（1）「打合せ協議」に準ずるもの

とし，これに要する直接人件費の積算は，表 10－1 により行うものとする。 

表 10－1 

種  目 単 位 規模 職 種 

外   業 

計 備 考業 務

着手時

中 間

打合せ

成果品 

納入時 

打合せ協議 業 務 ― 
技師Ａ 

技師Ｂ 

0.18 

0.18 

― 

― 

0.18 

0.18 

0.36 人 

0.36 人 
 

注 本表は，業務着手時，成果品納入時の計２回を標準とした歩掛である。 

２ 消費税等調査 

  (1) 営業調査等を伴わない事業者 

表 10－2 

区  分 単 位 規模 職  種 
外 業 内   業 

計 備考
調 査 図面等 算 定 

消費税等調査 事業者 ― 
技師Ａ 

技師Ｂ 

0.25 

0.25 

― 

― 

0.02 

0.12 

0.27 人 

0.37 人 

 

(2) 営業調査等を伴う事業者（営業補償対象者） 

表 10－3 

区  分 単 位 規模 職  種 
外 業 内   業 

計 備考
調 査 図面等 算 定 

消費税等調査 事業者 ― 
技師Ａ 

技師Ｂ 

0.08 

0.08 

― 

― 

0.02 

0.12 

0.10 人 

0.20 人 

 

 

 

 

 

別表                                                                                    

                       設 計 数  量  表 示 単 位 一 覧 表                        

区分 種  別 細別 単 位 数位 備          
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考 

 

 

 

権 

 

 

利 

 

 

調 

 

 

査 

公図等の転写  ㎡   100 数量が1000㎡未

満の場合は10㎡

未満を四捨五入

する。           

       

地積測量図転写  ㎡   100 

土地の登記記録の調査  ㎡  100 

建物の登記記録の調査  戸     1  

権利者確認調査 当初 

 

追跡 

㎡   100 数量が1000㎡未

満の場合は10㎡

未満を四捨五入

する。 

人     1  

公図等転写連続図  ㎡   100 数量が1000㎡未

満の場合は10㎡

未満を四捨五入

する。 

墓地管理者等調査  使用者     1  

打合せ協議  業務     1   

法令関係資料の調査  ㎡   100 数量が1000㎡未

満の場合は10㎡

未満を四捨五入

する。 

現況利用調査  ㎡   100 

聞取等調査（自治体）  機関     1   

登記履歴調査・住宅地

図等調査 

 ㎡   100 数量が1000㎡未

満の場合は10㎡

未満を四捨五入

する。 

地形図等調査  ㎡   100 

聞き取り調査（地元精

通者等） 

 ㎡   100 

報告書作成  業務     1  

 

 

 

 

建 

 

 

物 

 

 

 

等 

 

 

の 

打合せ協議   基本額 業  務     1  

  加算額 権利者     1  

現地踏査  業務     1  

木造建物  棟     1  

木造特殊建物  棟     1  

非木造建物  棟     1  

建物等の法令適合性の

調査 

 棟     1  

機械設備  事業所     1  

機械設備 見積 台     1  

生産設備  設備     1  

附帯工作物  戸     1  

附帯工作物 工場，神社，仏閣

等の敷地 

箇  所     1  

独立工作物  箇  所     1  
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調 

 

 

査 

 

 

立竹木  ㎡    100 数量が1000㎡未

満の場合は10㎡

未満を四捨五入

する。 

庭園  箇  所     1  

墳墓等  ㎡     1   

建物等の残地移転要件

の該当性の検討 

 権利者     1  

照応建物の設計案の作

成等 

 案     1  

 

 

営 

 

業 

そ 

の 

 

他 

 

の 

調 

 

査 

打合せ協議 基本額 業  務     1  

加算額 権利者     1  

現地踏査 加算額 業 務     1  

営業  事業所     1  

仮営業所設置 ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞﾘｰｽ 事業所     1  

賃貸物件 事業所    1  

居住者  世  帯     1  

動産 一般住家，農家住

宅 

戸     1  

店舗 店  舗     1  

事務所，工場，倉

庫 

事業所     1  

その他通損 仮住居，借家人 世  帯     1  

移転雑費 所有者     1  

その他 仮住居有 世  帯     1  

仮住居無 世  帯     1  

予 

 

備 

 

調 

 

査 

打合せ協議  業  務     1  

現地踏査  業  務     1  

企業内容等の調査  事業所     1  

敷地全体の配置  事業所     1  

建物  棟     1  

機械設備等  事業所     1  

移転計画案の 

作成 

 事業所     1  

 

 

移 

転 

工 

法 

案 

の 

検 

討 

打合せ協議  権利者     1  

関係資料収集  権利者     1  

企業内容等の調査         事業所     1  

敷地の 

使用実態の調査 

 権利者     1  

駐車場等の使用実態追

加調査 

 回     1  

移転工法案の作成  権利者     1  

照応建物の詳細設計 図面作成費 枚     1  

機械設備  事業所     1  
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機械設備 見積 台     1  

事 

業 

認 

定 

申 

請 

図 

書 

の 

作 

成 

打合せ協議  業  務     1  

現地踏査  業  務     1  

現地調査等  業  務     1  

資料の収集及び作成  業  務     1  

調書等の作成  業  務     1  

添付図面作成  種  類     1  

裁 

決 

申 

請 

図 

書 

の 

作 

成 

打合せ協議 物件有 件     1  

物件無 件     1  

現地踏査 物件有 件     1  

物件無 件     1  

資料の整理・検討  件     1  

裁決申請書(案)の作成  件     1  

図面の作成 起業地表示図等 件     1  

土地調書添付図面 筆     1  

その他参考図書の作成  件     1  

明 

渡 

裁 

決 

申 

立 

図 

書 

の 

作 

成 

打合せ協議 件有 件    1  

物件無 件     1  

現地踏査 物件有 件     1  

物件無 件     1  

資料の整理・検討  件     1  

明渡裁決申立書(案)の

作成 

物件有 件     1  

物件無 件     1  

図面の作成  件     1  

その他参考図書の作成  件     1  

再 

算 

定 

業 

務 

打合せ協議  権利者     1  

現地踏査  権利者     1  

営業(再調査・再算定)  事業所     1  

仮営業所設置(再調査

・再算定) 

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾘｰｽ 事業所     1  

賃貸物件 事業所     1  

土 

 

 

地 

 

 

評 

打合せ協議  業  務     1  

現地踏査  業 務     1  

地域区分及び 

標準地選定 

 業 務     1  

標準地価格の 

算定 

 標準地     1  

各画地への  画 地     1  
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価 

比準算定 

残地補償算定  画 地     1  

評価格の調整  業 務     1  

 

 

償 

 

説 

 

明 

 

打合せ協議  業  務     1  

現地踏査  業 務     1  

概況ヒアリング等 補償説明等Ａ 権利者     1  

補償説明等Ｂ 権利者     1  

説明資料等の 

作成 

補償説明等Ａ 権利者     1  

補償説明等Ｂ 権利者     1  

補償説明 補償説明等Ａ 権利者     1  

補償説明等Ｂ 権利者     1  

消 

費 

税 

等 

調 

査 

打合せ協議  業  務     1  

消費税等調査 営業調査有 事業者     1  

営業調査無 事業者     1  
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                            （平成 11 年 7 月 8 日制定）

                        最終改正 平成 13 年 8 月 1 日

   この基準は，広島県土木建築部の所掌する公共事業の施行に伴い，公共事業に係る

工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領（昭

和 61 年 4 月 1 日付け建設省経整発第 22 号建設事務次官通達。以下「事務処理要領」

という。）第 2 条第 5 号に規定する建物等の配置及び現況に関する事前調査，事務処

理要領第 4 条に規定する事後調査，事務処理要領第 7 条に規定する費用負担額の算定

及び費用負担の説明業務（以下「工損調査等」と総称する。）を別に定める工損調査等

共通仕様書によって補償コンサルタント等へ発注する場合の業務費の積算に適用する

ものとする。

   この基準による業務費の構成は，原則として次のとおりとする。

            直接業務費     人件費     直接人件費 (Ａ１ )

            (Ｄ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ )      (Ａ )

                              賃金 (Ａ２ )

                      直接経費    材料費等 (Ｂ＝Ａ×率 )

                      (Ｂ＋Ｃ )    

   業 務 費                           旅費・交通費 (Ｃ )

   (Ｄ＋Ｇ＋Ｈ )         

            間接業務費     諸経費 (Ｅ＝Ａ×率 )

            (Ｇ＝Ｅ＋Ｆ )

                      技術経費〔Ｆ＝ (Ａ１＋Ｅ１ )×率〕

            消費税及び地方消費税相当額〔Ｈ＝ (Ｄ＋Ｇ )×５％〕

    注 Ｅ１は，Ａ１に係る諸経費とする。
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 １ 直接業務費

   直接業務費は，次のとおり人件費及び直接経費に区分して積算するものとする。

  (1) 人件費

   ア 直接人件費

     直接人件費は，工損調査等を実施するために必要な技術者の費用で，その基準

単価は，原則として，国土交通省大臣官房技術調査課において定める設計業務委

託等技術者単価を使用するものとする。ただし，これにより難い特別の事情があ

る場合には，その理由を明確にして，別の基準単価を使用することができる。

   イ 賃金

     賃金は，工損調査等を実施するに当たって掘削，樹木の伐採，保安要員の配置

等が特に必要と認められる場合に計上するものとし，その基準単価は，賃金日額

表の各地域単価を使用するものとする。

   ウ 補正率の取扱い

     各区分における単位当たりの直接人件費積算補正率の取扱いは，原則として次

に例示する方法によるものとする。この場合において，計上人員（歩掛）は，小

数第 3 位を切り捨てるものとする。

     （例示）木造建物Ａ（表 2‐1）の場合

職種
（ 基 準 値 ）         

70 ㎡以上 130 ㎡未満

(表 2‐2)
補正率

（ 補 正 値 ）         

200 ㎡以上 300 ㎡未満

技師Ａ  0.51 人 1.80 0.91 

技師Ｂ  0.61 人 1.80 1.09 

技師Ｃ  0.63 人 1.80 1.13 

技師Ｄ  0.12 人 1.80 0.21 

  (2) 直接経費

   ア 材料費等

     材料費等は，工損調査等を実施するに当たって必要な費用とし，補償コンサル

タント登録規程（昭和 59 年建設省告示第 1341 号）第 4 条第 3 項第 7 号に規定す

る完成業務原価報告書の科目のうちトレース印刷費（図面，報告書等の成果品作

成のためのトレース，浄書等及び印刷，陽画焼付け，製本，写真代）及び消耗品

費（調査等の業務に当たって必要となる用紙，ファイル，フィルム等の購入費）

であって，次式により算出した額を計上するものとする。
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     材料費等＝人件費×0.08 

   イ 旅費・交通費

     旅費・交通費は，工損調査等を実施するに当たって必要な交通，滞在，運搬等

の費用とし，測量業務積算基準の規定に準じて積算するものとする。この場合に

おいて，同基準中「測量技師補」とあるのは「技師Ｃ」と読み替えるものとする。

 ２ 間接業務費

   間接業務費は，次のとおり諸経費（業務管理費及び一般管理費）及び技術経費に区

分して積算するものとする。

  (1) 諸経費（業務管理費及び一般管理費）

    諸経費は，直接業務費で積算される経費以外の経費及び一般管理費等の費用とし

て，次表の率を次式により算出した額を計上するものとする。

    諸経費＝人件費×諸経費率

委 託 の 相 手 方          諸 経 費 率      

営 利 法 人 の 場 合            100％

公 益 法 人 の 場 合            90％

  (2) 技術経費

    技術経費は，補償コンサルタントにおける平素の技術及び能力の高度化に要する

経費等で，技術研究費及び技術報酬から成るものとし，次式により算出した額を計

上するものとする。

    技術経費＝（直接人件費＋諸経費）×技術経費率

    注 １ 諸経費は，直接人件費に係る諸経費の額とする。

      ２ 賃金及び直接経費（材料費等及び旅費・交通費）は，技術経費の対象と

しないものとする。

      ３ 工損調査業務（工損調査等のうち費用負担説明業務を除く業務をいう。

以下同じ。）に係る技術経費率は 10 パーセントとし，費用負担説明業務に

係る技術経費率は 20 パーセントとする。
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        なお，これらを同時に発注する場合には，準備打合せに対する技術経費

率は 10 パーセントとし，技術経費の合計額において端数処理を行うもの

とする。

        

 ３ 消費税及び地方消費税相当額

   消費税及び地方消費税相当額は，直接業務費，間接業務費の合計額に 0.05 を乗じた

額を計上するものとする。

 ４ 端数処理

   直接業務費及び間接業務費にあっては 1,000 円未満を切り捨て，消費税及び地方消

費税相当額にあっては端数処理を行わないものとする。

 ５ その他

  (1) 履行期間

    工損調査等の履行期間は，次によるものとする。

   ア 費用負担説明業務にあっては，業務内容，規模，地域の実情等を考慮して適正

な履行期間を定めるものとする。

   イ 工損調査業務にあっては，次式によって算出した日数を標準とし，調査対象と

なる区域の実情等を判断して適正な履行期間を定めるものとする。

     なお，費用負担説明業務と併せて発注するときは，上記アにより判断した期間

を加算するものとする。

    履行期間（日）＝（Ａ＋Ｂ×Ｃ）×1.4 

    注 １ Ａは，準備打合せ，現地立入り確認，成果品検査等に要する日数として

7 日を標準とする。

      ２ Ｂは，調査対象となる建物の棟数とする。

      ３ Ｃは，建物１棟の調査，図面作成等及び積算に要する日数として 4 日を

標準とする。

  (2) 作業区分

    本歩掛の作業区分は，調査外業，調査内業及び積算とする。

   ア 調査外業とは，建物等の現地での調査及び関係官公署等での調査をいう。

   イ 調査内業とは，調査外業の結果を基に行う図面，調査書等の作成及び費用負担
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額算定に必要となる数量の計算等の作業をいう。

   ウ 積算とは，調査内業の結果を基に行う各種単価の調査及び費用負担額等の計算

並びに成果品の整理，製本等の作業をいう。

  (3) 職種の表示

    工損積算基準の歩掛表に表示する職種は，次表のとおりとする。

職 種 名      表 示 職 種      

主 任 技 師       主 任 技 師       

技 師 （ Ａ ）       技 師 Ａ       

技 師 （ Ｂ ）       技 師 Ｂ       

技 師 （ Ｃ ）       技 師 Ｃ       

技 術 員       技 師 Ｄ       

   建物等の区分は，次表のとおりとする。

区   分 判 断 基 準               

木造建物Ａ
専用住宅，併用住宅，店舗，医院，診療所，共同住宅 (アパート )，
寄宿舎，その他これらに類するもの

木造建物Ｂ
農家住宅，公衆浴場，劇場，映画館，旅館，病院，学校，その他こ

れらに類するもの

木造建物Ｃ

工場，倉庫，車庫，体育館，畜舎，附属家，その他これらに類する

もの。ただし，倉庫，車庫，附属家等で附帯工作物として取り扱う

ことが相当なものを除く。

木造特殊建物
木造建物のうち建築に特殊な技能を必要とする神社，仏閣，教会，

茶屋及び土蔵造の建物

非木造建物ア
店舗，事務所，病院，マンション，アパート，住宅，その他これら

に類するもの

非木造建物イ 劇場，映画館，公会堂，神社，仏閣，その他これらに類するもの

非木造建物ウ
工場，倉庫，車庫，体育館，その他これらに類するもの。ただし，

倉庫等で附帯工作物として取り扱うことが相当なものを除く。
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 １ 準備打合せ

   準備打合せの費用は，工損調査の適正な執行を期するために必要となる監督職員等

との業務内容に関する協議，報告等に要する費用とし，準備打合せの直接人件費の積

算は，表１により行うものとする。

   表１

種  目 単  位 職  種 人  員 備  考

技 師 Ａ     0.87 人

技 師 Ｂ     0.87 人業  務

技 師 Ｃ     0.87 人

基 本 額    

技 師 Ａ     0.12 人

準備打合せ

（権利者）
技 師 Ｂ     0.12 人

加 算 額    

   注 １ 加算額は，事務処理要領第 4 条に規定する事後調査に適用するものとし，

単位における権利者とは，費用負担の対象となる建物等の所有者とする。

     ２ 加算額の計上においては，次式により権利者数を算出するものとする。

       費用負担の対象となる建物等の所有者数－５
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 ２ 事前調査

   事前調査の直接人件費の積算は，表 2‐1 により行うものとする。この場合におい

て，鉄骨系，コンクリート系，木質系のプレハブ造の建物については，木造建物の規

定を適用するものとする。

   表 2‐1
外 業 内    業

区  分
単

位
規 模 職 種

調 査 図面等 積 算
計

技師Ａ  0.45 人 0.06 人 －  0.51 人

技師Ｂ  0.45 人 0.16 人 －  0.61 人

技師Ｃ  0.45 人 0.18 人 －  0.63 人
木造建物Ａ 棟

70 ㎡以上

130 ㎡未満

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

技師Ａ  0.54 人 0.06 人 －  0.60 人

技師Ｂ  0.54 人 0.18 人 －  0.72 人

技師Ｃ  0.54 人 0.18 人 －  0.72 人
木造建物Ｂ 棟 同上

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

技師Ａ  0.34 人 0.06 人 －  0.40 人

技師Ｂ  0.34 人 0.12 人 －  0.46 人

技師Ｃ  0.34 人 0.14 人 －  0.48 人
木造建物Ｃ 棟 同上

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

技師Ａ  0.50 人 0.06 人 －  0.56 人

技師Ｂ  0.50 人 0.20 人 －  0.70 人

技師Ｃ  0.50 人 0.20 人 －  0.70 人
木造特殊建物 棟

50 ㎡以上

70 ㎡未満

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

技師Ａ  0.93 人 0.06 人 －  0.99 人

技師Ｂ  0.93 人 0.39 人 －  1.32 人

技師Ｃ  0.93 人 0.35 人 －  1.28 人
非木造建物ア 棟

200 ㎡以上

400 ㎡未満

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

技師Ａ  1.19 人 0.06 人 －  1.25 人

技師Ｂ  1.19 人 0.47 人 －  1.66 人

技師Ｃ  1.19 人 0.41 人 －  1.60 人
非木造建物イ 棟 同上

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

技師Ａ  0.65 人 0.06 人 －  0.71 人

技師Ｂ  0.65 人 0.29 人 －  0.94 人

技師Ｃ  0.65 人 0.27 人 －  0.92 人
非木造建物ウ 棟 同上

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

   注 １ 本表規模欄に定める面積以外の場合は，木造建物Ａ，Ｂ及びＣにあっては

表 2‐2，木造特殊建物にあっては表 2‐3，非木造建物ア，イ及びウにあっ
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ては表 2‐4 に定める補正率を適用するものとする。

     ２ 建物 1 棟が複数の区分所有権者による共同所有になっている場合は，本表

を適用せず，表 2‐5 により直接人件費を積算するものとする。この場合に

おいて，単位の適用は，区分所有権の目的となっている建物の部分 1 個をも

って 1 戸とするものとする。

   表 2‐2（木造建物Ａ，Ｂ及びＣの補正率）

建 物

延 べ

面 積

70 ㎡

未満

70 ㎡

以上

130 ㎡

未満

130 ㎡

以上

200 ㎡

未満

200 ㎡

以上

300 ㎡

未満

300 ㎡

以上

450 ㎡

未満

450 ㎡

以上

600 ㎡

未満

600 ㎡

以上

1,000
㎡未満

1,000
㎡以上

補正率 0.80 1.00 1.30 1.80 2.40 3.00 4.00 5.30 

   表 2‐3（木造特殊建物の補正率）

建 物

延 べ

面 積

50 ㎡

未満

50 ㎡

以上

70 ㎡

未満

70 ㎡

以上

130 ㎡

未満

130 ㎡

以上

200 ㎡

未満

200 ㎡

以上

300 ㎡

未満

300 ㎡

以上

500 ㎡

未満

500 ㎡

以上

補正率 0.80 1.00 1.40 1.90 2.60 3.50 4.70 

   表 2‐4（非木造建物ア，イ及びウの補正率）

建 物

延 べ

面 積

200 ㎡

未満

200 ㎡

以上

400 ㎡

未満

400 ㎡

以上

600 ㎡

未満

600 ㎡

以上

1,000 ㎡

未満

1,000 ㎡

以上

1,500 ㎡

未満

1,500 ㎡

以上

2,000 ㎡

未満

2,000 ㎡

以上

3,000 ㎡

未満

補正率 0.80 1.00 1.40 1.90 2.60 3.20 4.10 

3,000 ㎡

以上

4,000 ㎡

未満

4,000 ㎡

以上

5,000 ㎡

未満

5,000 ㎡

以上

7,000 ㎡

未満

7,000 ㎡

以上

10,000 ㎡

未満

10,000 ㎡

以上

15,000 ㎡

未満

15,000 ㎡

以上

5.20 6.20 7.50 9.50 12.30 15.90 

   表 2‐5（区分所有建物に係る事前調査）

外 業 内    業
区  分

単

位
規 模 職 種

調 査 図面等 積 算
計

技師Ａ  0.40 人 0.06 人 －  0.46 人

技師Ｂ  0.40 人 0.25 人 －  0.65 人

技師Ｃ  0.40 人 0.16 人 －  0.56 人
区分所有建物 戸

130 ㎡程度

まで

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人
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 ３ 事後調査

   事後調査の直接人件費の積算は，表 3‐1 により行うものとする。

   表 3‐1
外 業 内    業

区  分
単

位
規 模 職 種

調 査 図面等 積 算
計

技師Ａ  0.36 人 0.12 人 －  0.48 人

技師Ｂ  0.36 人 0.12 人 －  0.48 人

技師Ｃ  0.36 人 0.09 人 －  0.45 人
木造建物Ａ 棟

70 ㎡以上

130 ㎡未満

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

技師Ａ  0.44 人 0.12 人 －  0.56 人

技師Ｂ  0.44 人 0.12 人 －  0.56 人

技師Ｃ  0.44 人 0.09 人 －  0.53 人
木造建物Ｂ 棟 同上

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

技師Ａ  0.27 人 0.12 人 －  0.39 人

技師Ｂ  0.27 人 0.12 人 －  0.39 人

技師Ｃ  0.27 人 0.06 人 －  0.33 人
木造建物Ｃ 棟 同上

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

技師Ａ  0.44 人 0.12 人 －  0.56 人

技師Ｂ  0.44 人 0.12 人 －  0.56 人

技師Ｃ  0.44 人 0.09 人 －  0.53 人
木造特殊建物 棟

50 ㎡以上

70 ㎡未満

技師Ｄ －  0.12 人 －  0.12 人

技師Ａ  0.88 人 0.12 人 －  1.00 人

技師Ｂ  0.88 人 0.12 人 －  1.00 人

技師Ｃ  0.88 人 0.18 人 －  1.06 人
非木造建物ア 棟

200 ㎡以上

400 ㎡未満

技師Ｄ －  0.37 人 －  0.37 人

技師Ａ  1.12 人 0.12 人 －  1.24 人

技師Ｂ  1.12 人 0.12 人 －  1.24 人

技師Ｃ  1.12 人 0.20 人 －  1.32 人
非木造建物イ 棟

200 ㎡以上

400 ㎡未満

技師Ｄ －  0.37 人 －  0.37 人

技師Ａ  0.63 人 0.12 人 －  0.75 人

技師Ｂ  0.63 人 0.12 人 －  0.75 人

技師Ｃ  0.63 人 0.15 人 －  0.78 人
非木造建物ウ 棟 同上

技師Ｄ －  0.37 人 －  0.37 人

   注 １ 本表規模欄に定める面積以外の場合は，木造建物Ａ，Ｂ及びＣにあっては

表 2‐2，木造特殊建物にあっては表 2‐3，非木造建物ア，イ及びウにあっ

ては表 2‐4 に定める補正率を適用するものとする。

     ２ 建物 1 棟が複数の区分所有権者による共同所有になっている場合は，本表
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を適用せず，表 3‐2 により直接人件費を積算するものとする。この場合に

おいて，単位の適用は，区分所有権の目的となっている建物の部分 1 個をも

って 1 戸とするものとする。

   表 3‐2（区分所有建物に係る事後調査）

外 業 内    業
区  分

単

位
規 模 職 種

調 査 図面等 積 算
計

技師Ａ  0.25 人 0.06 人 －  0.31 人

技師Ｂ  0.25 人 0.08 人 －  0.33 人

技師Ｃ  0.25 人 0.12 人 －  0.37 人
区分所有建物 戸

130 ㎡程度

まで

技師Ｄ －  0.08 人 －  0.08 人

 ４ 算定

   算定の直接人件費の積算は，木造建物（木造特殊建物を含む。），非木造建物及び区

分所有建物に区分し，表 4 により行うものとする。

   表 4
外 業 内    業

区  分
単

位
規 模 職 種

調 査 図面等 積 算
計

技師Ａ －  0.08 人 0.06 人  0.14 人

技師Ｃ －  0.70 人 0.31 人  1.01 人木 造 建 物     棟
70 ㎡以上

130 ㎡未満
技師Ｄ － －  0.06 人  0.06 人

技師Ａ －  0.25 人 0.12 人  0.37 人

技師Ｃ －  1.75 人 0.77 人  2.52 人非木造建物 棟
200 ㎡以上

400 ㎡未満
技師Ｄ － －  0.08 人  0.08 人

技師Ａ －  0.04 人 0.06 人  0.10 人

技師Ｃ －  0.31 人 0.12 人  0.43 人区分所有建物 戸 130 ㎡程度

技師Ｄ － －  0.04 人  0.04 人

   注 １ 木造特殊建物は，木造建物として取り扱うものとする。

     ２ 本表規模欄に定める面積以外の場合は，木造建物Ａ，Ｂ及びＣにあっては

表 2‐2，木造特殊建物にあっては表 2‐3，非木造建物ア，イ及びウにあっ

ては表 2‐4 に定める補正率を適用するものとする。
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 ５ 費用負担説明

   費用負担説明の直接人件費の積算は，次により行うものとする。

  (1) 準備打合せ

    準備打合せの費用の内容及び取扱いは，用地調査等業務費積算基準第 5「建物等

の調査」の２「準備打合せ」に準じるものとし，これに要する直接人件費の積算は，

表 5－1 により行うものとする。   

   表 5－1
種  目 単  位 職  種 人  員

主任技師  1.25 人

技 師 Ａ     1.25 人準備打合せ 業  務

技 師 Ｂ     1.25 人

  (2) 概況ヒアリング等

    概況ヒアリング等は，概況ヒアリング及び現地踏査等を行うものとし，これに要

する直接人件費の積算は，表 5－2 により行うものとする。

   表 5－2
種    目 単 位 職  種 外業 内業 計

主任技師 －  0.04 人  0.04 人

技 師 Ａ     0.06 人  0.04 人  0.10 人概況ヒアリング等 権利者

技 師 Ｃ     0.06 人  0.04 人  0.10 人

   注 １ 技師Ａ1 名，技師Ｃ2 名編成で行うことを前提としたものである。ただし，

概況ヒアリングには，主任技師が加わるものとする。

     ２ 直接人件費＝権利者数×単価

  (3) 説明資料の作成等

    説明資料の作成等は，権利者ごとの処理方針の検討，費用負担の内容等の確認，

説明用資料の作成等を行うものとし，これに要する直接人件費の積算は，表 5－3

により行うものとする。

   表 5－3
種    目 単 位 職  種 外業 内業 計

主任技師 －  0.04 人  0.04 人

技 師 Ａ    －  0.12 人  0.12 人説明資料の作成等 権利者

技 師 Ｃ    －  0.23 人  0.23 人

   注 直接人件費＝権利者数×単価
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  (4) 費用負担の説明

    費用負担の説明は，費用負担の内容等の説明，記録簿の作成を行うものとし，こ

れに要する直接人件費の積算は，表 5－4 により行うものとする。

   表 5－4
種    目 単 位 職  種 外業 内業 計

主任技師 －  0.08 人  0.08 人

技 師 Ａ     1.46 人  0.08 人  1.54 人費 用 負 担 の 説 明        権利者

技 師 Ｃ     1.46 人  0.43 人  1.89 人

   注 直接人件費＝権利者数×単価
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